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江戸期のインド哲学研究

1

 
 

 
 

 
 

 
 

 
１　

は
じ
め
に

　

仏
典
は
伝
統
的
に
、
イ
ン
ド
正
統
哲
学
の
う
ち
サ
ー
ン
キ
ヤ
学
派
と
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
思
想
に
言
及
し
批
判
す
る
こ
と
が

多
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
二
学
派
の
注
釈
書
で
あ
る
『
金
七
十
論
』（
真
諦
訳
）
と
『
勝
宗
十
句
義
論
』（
玄
奘
訳
）
だ
け
が
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語
原
典
か
ら
漢
訳
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
一
切
経
に
収
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
と
相
俟
っ
て
、
仏
教
徒
の
側
に
と
っ
て
、
そ
の

二
学
派
に
対
す
る
関
心
は
非
常
に
高
か
っ
た
で
あ
ろ
う
事
が
推
察
で
き
る
。

　

日
本
に
お
い
て
『
金
七
十
論
』
の
注
釈
書
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、『
金
七
十
論
』
が
元
禄
十
年
（
１
６
９
７
）
に
単
行
出
版

さ
れ
た
後
の
江
戸
時
代
中
期
か
ら
二
百
年
ほ
ど
の
間
の
み
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
の
時
期
は
江
戸
時
代
の
代
表
的
な
学
僧
を
大
量
に
輩
出

し
た
仏
教
研
究
の
最
盛
期
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
仏
教
研
究
の
み
な
ら
ず
仏
教
外
の
書
の
研
究
ま
で
も
行
う
こ
と
の
で
き
る
能

力
と
余
裕
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
、
い
わ
ば
仏
教
研
究
の
黄
金
時
代
と
で
も
い
う
べ
き
時
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

江
戸
期
の
イ
ン
ド
哲
学
研
究　

─
研
究
姿
勢
と
知
識
の
広
が
り
─

興
津　

香
織
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し
か
し
今
日
ま
で『
金
七
十
論
』の
注
釈
書
に
関
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
注
釈
書
は
数
点
で
あ
っ
た
。

改
め
て
行
っ
た
筆
者
の
調
査
に
よ
っ
て
、
散
逸
し
た
も
の
を
含
め
て
二
十
六
点
、
作
者
は
十
七
人
に
上
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。1

　

ま
た
、
注
釈
書
の
作
者
に
は
「
天
明
の
三
哲
」
と
称
さ
れ
る
真
言
宗
豊
山
派
の
智
幢
法
住
や
林
常
快
道
、
そ
し
て
様
々
な
宗
派
の
第

一
級
の
学
僧
た
ち
が
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
仏
教
界
へ
の
影
響
は
無
視
で
き
な
い
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
イ
ン
ド
哲
学
研
究
に
携
わ
っ
た
学
僧
た
ち
の
研
究
姿
勢
お
よ
び
江
戸
期
の
知
識
の
広
ま
り
方
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
彼
等
の
い
だ
い
た
イ
ン
ド
哲
学
研
究
の
必
要
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

２　
『
倶
舎
論
』
研
究
か
ら
の
必
要
性
と
し
て
の
イ
ン
ド
哲
学
研
究

①
『
金
七
十
論
』
研
究
以
前
に
お
け
る
手
が
か
り

　

か
つ
て
筆
者
は
『
金
七
十
論
』
注
釈
書
に
記
さ
れ
た
作
者
た
ち
の
序
文
等
か
ら
、
そ
の
研
究
の
必
要
性
を
検
討
し
、『
金
七
十
論
』

刊
行
当
時
の
“
理
解
が
十
分
で
な
い
の
で
理
解
す
る
た
め
”
と
い
う
意
図
か
ら
、
注
釈
書
作
成
期
の
“
論
破
す
る
た
め
に
理
解
を
十
分

に
す
る
必
要
が
あ
る
”
と
い
う
方
向
へ
の
変
化
を
明
ら
か
に
し
た2

。

　

そ
の
一
方
で
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
踏
ま
え
て
、
江
戸
期
の
学
僧
た
ち
が
イ
ン
ド
哲
学
研
究
を
必
要
と
考
え
た
理
由
の
中
で
最
も
大
き

い
の
は
、
仏
典
そ
の
も
の
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
行
き
着
い
た
。
数
あ
る
仏
典
の
中
で
も
『
倶
舎
論
』
に

注
目
す
る
に
至
っ
た
の
は
、『
金
七
十
論
』
注
釈
書
が
作
成
さ
れ
始
め
る
時
期
よ
り
前
に
、『
数
論
二
十
五
諦
記
』3

（
以
下
『
諦
記
』
と

略
す
）
な
る
写
本
が
成
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。『
諦
記
』
は
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
写
本
で
、
江
戸
中
期
に
智
山
派
の

道
空
（
１
６
６
６
～
１
７
５
１
）4

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
倶
舎
論
光
記
講
輯
』5

（
以
下
『
講
輯
』）
第
三
巻
に
お
け
る
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
に
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つ
い
て
の
注
釈
の
部
分
を
抜
粋
・
加
筆
し
、『
数
論
二
十
五
諦
記
』
と
い
う
新
た
な
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た
独
立
の
書
に
作
り
替
え
た
も

の
で
あ
る
。
抜
粋
・
加
筆
し
て
『
諦
記
』
そ
の
も
の
を
作
成
し
た
人
物
は
不
明
で
あ
る
が
、
道
空
よ
り
後
の
人
物
に
よ
る
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。

　
『
諦
記
』
に
お
い
て
重
要
な
二
つ
の
手
が
か
り
が
あ
る
。
一
つ
は
『
諦
記
』
の
正
式
名
称
が
『
数
論
二
十
五
諦
記　

解
倶
舎
光
記
』

と
言
っ
て
、
そ
も
そ
も
は
普
光
の
『
倶
舎
論
記
』（
以
下
『
光
記
』）
を
理
解
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、『
光
記
』

の
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
理
解
が
『
金
七
十
論
』
の
説
と
異
な
る
こ
と
を
道
空
が
『
講
輯
』
に
お
い
て
指
摘
し
、
そ
れ
を
受
け
て
『
諦
記
』
が

そ
の
相
違
を
検
証
し
、『
光
記
』
の
説
は
玄
奘
や
そ
の
弟
子
が
関
係
し
て
い
る
書
に
お
い
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
真
諦
訳
『
金

七
十
論
』
に
は
存
在
し
な
い
と
表
明
す
る
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
理
解
に
つ
い
て
真
諦
側
と
玄
奘
側
で
は
相
違
が
あ
る

と
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
諦
記
』
で
は
、『
光
記
』
を
注
釈
す
る
と
い
う
意
図
を
超
越
し
て
、『
光
記
』
の
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
を
厳

密
に
検
討
す
る
と
い
う
方
向
に
作
り
替
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
、
性
相
学
に
お
い
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
玄
奘
お
よ
び
門
下
の
弟
子
た
ち
の
理
解
す
る
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
と
『
金
七
十
論
』
の

サ
ー
ン
キ
ヤ
説
と
の
相
違
に
着
目
し
、
玄
奘
系
統
の
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
に
対
し
批
判
的
に
検
討
を
す
る
と
い
う
新
た
な
視
点
が
窺
え
る
の

で
あ
る
。

　
『
諦
記
』
は
写
本
が
二
本
現
存
す
る
の
み
で
、
そ
の
う
ち
の
一
本
に
記
さ
れ
た
書
写
者
は
、『
金
七
十
論
』
の
注
釈
書
が
作
ら
れ
研
究

が
発
展
す
る
直
前
の
頃
に
生
存
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
金
七
十
論
』
研
究
が
活
発
に
な
る
年
代
よ
り
前
に
、
倶
舎
学
の
中
か
ら
サ
ー

ン
キ
ヤ
の
綱
要
書
が
作
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

②
『
諦
記
』
と
豊
山
派
快
道　

─
『
金
七
十
論
』
注
釈
書
の
位
置
付
け
─
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『
諦
記
』
の
現
存
写
本
の
別
の
一
本
は
、『
金
七マ
マ
頌
因
明
合
本
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
つ
け
ら
れ
た
写
本
の
中
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
タ
イ
ト
ル
の
文
字
の
上
に
「
二
十
五
諦
記
」「
藻
鏡
」「
私
記
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
合
本
と
い
う
通
り
、『
金
七
十
論
藻
鏡
』、『
金

七
十
論
私
記
』
と
思
わ
れ
る
も
の6

、『
金
七
十
論
頌
』、『
数
論
二
十
五
諦
略
図
』、『
数
論
二
十
五
諦
記
』
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。『
藻
鏡
』

は
豊
山
派
の
林
常
快
道（
１
７
５
１
～
１
８
１
０
）の
作
と
し
て
す
で
に
知
ら
れ
て
お
り
、『
私
記
』の
末
尾
と『
略
図
』の
始
め
に
も“
快

道
師
の
作
”
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
二
十
五
諦
記
』
も
快
道
の
作
と
考
え
ら
れ
て
収
録
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

豊
山
派
の
快
道
は
宝
暦
元
年
（
１
７
５
１
）
に
上
野
国
勢
多
郡
に
生
ま
れ
、同
郡
の
相
応
寺
に
お
い
て
快
音
に
従
っ
て
出
家
、得
度
し
、

長
じ
て
豊
山
長
谷
寺
で
学
び
密
教
、
唯
識
、
倶
舎
等
に
通
じ
た
。
豊
山
性
相
学
の
泰
斗
と
い
わ
れ
る
。
１
７
８
１
年
に
『
六
合
釈
精
義
』

一
巻
を
著
し
て
法
住
著
『
分
別
六
合
釈
』
の
説
を
非
難
し
て
法
住
の
怒
り
を
買
い
、
高
野
山
に
移
っ
て
学
ん
だ
。
そ
の
後
、
１
８
０
２

年
に
武
蔵
浦
和
玉
蔵
院
に
住
み
、
江
戸
伝
通
院
な
ど
に
招
か
れ
て
講
義
を
し
た
。
１
８
０
９
年
に
江
戸
（
湯
島
）
根
生
院
に
移
る
（
江

戸
根
生
院
第
一
代
）。「
江
戸
第
一
の
碩
学
」
と
称
さ
れ
る
。
文
化
七
年
（
１
８
１
０
）、
同
院
で
寂
す
。
快
道
の
墓
は
現
在
元
浅
草
の

観
蔵
院
に
あ
る
。7

　

著
作
は
自
身
の
宗
派
に
関
す
る
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
外
の
注
釈
書
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
中
で
も
『
倶
舎
論
』
に
対
す

る
注
釈
書
が
多
く
、
他
に
は
因
明
や
八
転
声
や
六
合
釈
に
関
し
て
も
相
当
に
研
究
し
て
い
る
。
筆
者
の
注
目
す
る
仏
教
外
の
注
釈
書
と

し
て
は
『
金
七
十
論
藻
鏡
』（
一
巻
）8

、『
金
七
十
論
疏
』（
二
巻
）、『
金
七
十
論
私
記
』（
一
巻
）、『
金
七
十
論
高
稱
記
』（
二
巻
）、『
勝

宗
十
句
義
論
決
擇
』（
五
巻
）、『
勝
宗
十
句
義
論
叢
林
』（
一
巻
）、『
勝
宗
十
句
義
論
聞
書
』（
一
巻
）、『
十
句
義
論
決
擇
』（
五
巻
）
等

が
あ
り
、サ
ー
ン
キ
ヤ
（『
金
七
十
論
』）
だ
け
で
な
く
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
派
の
『
勝
宗
十
句
義
論
』
に
対
す
る
注
釈
書
も
書
い
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
合
本
の
存
在
は
『
倶
舎
論
』
と
密
接
に
関
係
し
た
『
諦
記
』
と
快
道
と
の
何
ら
か
の
つ
な
が
り
を
示
唆
し
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
直
接
的
な
関
わ
り
は
現
在
の
と
こ
ろ
見
出
せ
な
い
も
の
の
、
倶
舎
学
の
ひ
と
つ
の
絶
頂
期
の
中
心
に
位
置
し
た
快
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道
は
『
倶
舎
論
』
注
釈
書
の
み
な
ら
ず
『
金
七
十
論
』
や
『
勝
宗
十
句
義
論
』
に
対
す
る
注
釈
書
を
精
力
的
に
生
み
出
し
て
い
る
。

③
倶
舎
学
者
に
共
通
す
る
学
風
の
特
徴　

─
快
道
の
研
究
姿
勢
か
ら
─

　

快
道
の
著
作
で
あ
る
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
法
義
』（
以
下
『
法
義
』）
は
、
八
門
を
立
て
て
『
倶
舎
論
』
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
に
論
起
因
縁
、
二
に
此
論
宗
趣
、
三
に
解
釈
題
名
、
四
に
分
別
撰
号
、
五
に
料
簡
訳
名
、
六
に
三
分
差
別
、
七
に
品
次
列
位
、
八
に

按
文
評
訣
で
あ
る
。9

　
『
法
義
』
解
題
に
以
下
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

快
道
の
属
し
た
長
谷
寺
（
豊
山
）
の
学
林
は
、
同
じ
真
言
宗
智
積
院
（
智
山
）
の
そ
れ
と
拮
抗
し
て
、
当
時
の
倶
舎
学
の
本
営
の

一
つ
で
あ
り
、
快
道
は
ま
さ
に
豊
山
学
派
を
代
表
す
る
驍
将
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
の
す
ぐ
れ
た
倶
舎
学
者
に
共
通
す
る
学
風
の

特
徴
と
い
う
も
の
が
二
、三
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
が
、
快
道
も
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
鮮
か
に
具
え
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
─

中
略
─　

特
徴
の
第
二
は
批
判
的
精
神
で
あ
る
。
伝
統
的
な
「
旧
訳
不
正
」
説
に
盲
従
し
な
い
で
新
・
旧
訳
を
対
比
考
究
す
る
。

玄
奘
直
門
の
手
に
成
る
注
釈
と
し
て
従
来
何
よ
り
重
ん
じ
ら
れ
て
来
た
普
光
の
『
倶
舎
論
記
』
や
法
宝
の
『
倶
舎
論
疏
』
の
権
威

を
必
ず
し
も
認
め
ず
、
し
ば
し
ば
そ
れ
を
排
し
て
直
ち
に
『
倶
舎
』
本
論
に
迫
ろ
う
と
す
る
。
こ
れ
ま
た
こ
の
時
代
の
諸
研
究
書

の
上
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
書
も
そ
の
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る10

。

　

快
道
は
、
玄
奘
訳
の
み
を
正
統
と
し
て
真
諦
訳
を
退
け
る
の
で
は
な
く
、
両
者
を
対
読
し
て
こ
そ
真
の
『
倶
舎
論
』
理
解
が
出
来
る

の
で
あ
り
、
玄
奘
の
弟
子
た
ち
に
よ
る
注
釈
書
を
踏
襲
す
る
だ
け
の
伝
統
に
異
を
唱
え
て
い
る
。『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
快
道
の
こ
の
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研
究
姿
勢
は
、
先
の
道
空
の
指
摘
や
『
諦
記
』
の
検
証
に
非
常
に
近
い
感
覚
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
具
体
的
に
『
倶
舎
論
』
に
言
及
さ
れ
た
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
に
注
釈
を
施
す
際
の
快
道
の
研
究
姿
勢
を
『
法
義
』
か

ら
抽
出
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。

①
巻
第
七11

勝
性
者
。
数
論
自
性
諦
。
因
明
疏
（【
傍
】
四
五
十
四
左
）
云
。
自
性
者
古
云
㆓
冥
性
㆒
。
未
㆑
成
㆓
大
等
㆒
名
㆓
自
性
㆒
。
将
㆑
成
㆓
大

等
㆒
亦
名
㆓
勝
性
㆒
。
勝
異
㆑
旧
故
。

亦
識
疏
一
末
（
二
十
四
左
）
云
云

「
勝
性
」
と
は
数
論
の
自
性
諦
な
り
。『
因
明
疏
』（【
傍
】
四
五
十
四
左
）
に
云
く12

、「
自
性
と
は
古
に
冥
性
と
云
ふ
。
未
だ
大
等
を
成

ぜ
ざ
る
と
き
、自
性
と
名
づ
く
。ま
さ
に
大
等
を
成
ぜ
ん
と
す
る
と
き
、ま
た
勝
性
と
名
づ
く
。勝
れ
た
る
こ
と
が
旧
に
異
な
る
が
故
に
。」

ま
た
『
識
疏
』
一
末
（
二
十
四
左
）13

に
云
々
。

　
『
倶
舎
論
』
巻
第
七
（
根
品
）
に
相
当
す
る
部
分
で
あ
る
。
諸
法
一
因
生
論
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
、
諸
法
を
生
ず
る
原

因
で
あ
る
「
勝
性
」
が
数
論
の
自
性
に
当
た
り
、
快
道
は
自
性
の
説
明
に
、
基
の
『
因
明
入
正
理
論
疏
』
と
『
成
唯
識
論
述
記
』
の
サ

ー
ン
キ
ヤ
説
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
玄
奘
門
下
の
書
に
依
っ
て
い
る
。

②
巻
第
九14
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十
九
右
有
餘
師
釈
至
諸
行
得
生　

正
理
二
十
五
八
右
曰
㆓
上
座
徒
党
有
釈
㆒
。
光
師
云
㆓
経
部
異
師
尊
者
世
曹
㆒
。
然
宝
疏
云
。
正
理
牒
破
云
㆓
上
座
㆒
者
。
是
彼
徒
党
非

㆓
即
上
座
義
㆒
也
。
数
論
立
㆓
自
性
諦
神
我
諦
㆒
為
㆑
常
。
勝
論
等
亦
立
㆓
我
空
方
時
等
㆒
。
以
為
㆓
常
住
㆒
。
而
数
論
自
性
諦
能
作
㆓
諸

法
㆒
。
我
非
㆓
作
者
㆒
。
勝
論
我
是
作
者
。
故
光
師
自
性
我
分
為
㆓
数
勝
二
㆒
。
諸
行
得
生
者
。
数
論
中
間
二
十
三
諦
。
勝
論
徳
業
等
也
。

十
九
右
「
有
余
師
が
釈
す
。」
よ
り
「
諸
行
は
生
ず
る
こ
と
を
得
る
（
に
は
あ
ら
ず
）15

」

『
正
理
』
二
十
五
八
右
に16

、「
上
座
の
徒
党
あ
り
」
と
釈
し
て
曰
ふ
。
光
師
云
く
、「
経
部
の
異
師
尊
者
、
世
曹
な
り
。」
然
る
に
『
宝
疏
』

に
云
く
、「
正
理
に
牒
破
し
て
上
座
と
云
ふ
」
と
は
、
是
れ
彼
の
徒
党
は
即
ち
上
座
の
義
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
数
論
は
自
性
諦
・
神
我

諦
を
立
て
常
と
為
す
。
勝
論
等
も
ま
た
我
・
空
・
方
・
時
等
を
立
つ
。
以
て
常
住
と
為
す
。
而
も
数
論
の
自
性
諦
は
能
く
諸
法
を
作
る
。

我
は
作
者
に
あ
ら
ず
。
勝
論
の
我
は
是
れ
作
者
な
り
。
故
に
光
師
は
自
性
と
我
を
分
か
ち
数
と
勝
の
二
と
為
す
。「
諸
行
は
生
ず
る
こ

と
を
得
る
（
に
は
あ
ら
ず
）」
と
は
、
数
論
の
中
間
の
二
十
三
諦
な
り
。
勝
論
の
徳
・
業
等
な
り
。

　
『
倶
舎
論
』巻
第
九（
世
間
品
）に
相
当
す
る
部
分
で
あ
る
。常
因
論
の
代
表
と
し
て
数
論
・
勝
論
を
取
り
上
げ
て
い
る
。常
因
で
あ
る「
自

性
」
と
「
我
」
と
が
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
派
と
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
派
説
に
あ
る
と
明
記
す
る
『
光
記
』
を
踏
襲
し
つ
つ
、
そ
の
二
派
に
つ

い
て
や
や
詳
し
い
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
数
論
の
二
十
五
諦
の
内
容
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
が
、
そ
れ
と
比
較
し
て
勝
論
に
お
い
て

は
い
く
つ
か
の
術
語
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
我
（ātm

an

）
だ
け
で
な
く
、
空
（ākāśa

）、
方
（diś

）、
時
（kāla

）
を
挙
げ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
六
（
あ
る
い
は
七
、
ま
た
『
勝
宗
十
句
義
論
』
で
は
十
）
の
原
理
（
句
義
）
の
一
つ
で
あ
る
実
体
（dravya

）
の
中
に
数
え
ら

れ
る
四
つ
で
あ
る
。
ま
た
最
後
の
徳（guṇa

）、業（karm
an

）は
そ
れ
ぞ
れ
句
義
の
一
つ
と
し
て
立
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
快
道
は『
法
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義
』
巻
第
一
を
天
明
七
年
（
１
７
８
７
）
に
著
し
た
こ
と
が
奥
書
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
よ
り
前
の
安
永
七
年
（
１
７
７
８
）
に

『
勝
宗
十
句
義
論
訣
択
』
を
著
し
、『
倶
舎
論
』
と
と
も
に
頻
繁
に
講
義
を
行
っ
て
い
る
。

③
巻
第
十
九17

數
相
應
智
等
者
。
旧
論
（
十
四
七
右
）
曰
三
唯
執
㆓
僧
佉
。
瑜
伽
。
智
等
㆒
。
僧
佉
此
云
㆑
数
。
是
数
論
外
道
智
。

述
記
一
末
（
二
十
三
左
）
曰
。
梵
云
㆓
僧
佉
㆒
。
此
翻
為
㆑
数
。
即
智
恵
数
。
数
度
㆓
諸
法
㆒
根
本
。
立
㆑
名
従
㆑
数
起
論
名
為
㆓
数
論

㆒
。
論
能
生
㆑
数
亦
名
㆓
数
論
㆒
。
相
応
者
。
梵
云
㆓
瑜
伽
㆒
。
是
外
道
観
行
。
光
記
十
三
（
二
十
一
左
）
観
行
者
異
名
。
若
不
㆑
爾

者
。旧
論
存
㆓
梵
名
㆒
何
為
。於
㆓
彼
梵
名
㆒
与
㆑
数
相
応
之
智
了
解
不
㆑
生
故
真
諦
三
蔵
殊
恐
㆓
後
来
迷
㆒
特
置
㆓
本
音
㆒
也
。言
㆑
智
者
。

外
道
求
㆓
智
恵
㆒
計
㆑
道
故
。
正
理
云
㆓
士
夫
。
智
㆒
。
非
㆑
謂
㆓
相
応
之
智
㆒
。（
中
略
）
然
光
記
。
數
約
㆓
算
數
㆒
。
相
應
為
㆓
用
字
㆒
。

智
属
㆑
上
竝
非
也
。

「
数
と
相
応
と
の
智
等
」
と
は
、
旧
論
（
十
四
七
右
）
に
、「
唯
だ
僧
佉
、
瑜
伽
の
智
等
と
執
す
。」
と
曰
ふ18

。
僧
佉
は
此
れ
数
と
云
ふ
。

是
れ
数
論
外
道
の
智
な
り
。

『
述
記
』
一
末
（
二
十
三
左
）
に
曰
く19

、「
梵
に
は
僧
佉
と
云
ふ
。
此
に
翻
じ
て
数
と
為
す
。
即
ち
智
恵
の
数
な
り
。
数
は
諸
法
を
度
る

根
本
な
る
（
を
以
て
）
名
を
立
つ
。
数
に
従
つ
て
起
れ
る
論
な
る
を
（
以
て
）
名
づ
け
て
数
論
と
為
す
。
論
は
能
く
数
を
生
ず
る
を
（
以

て
）
ま
た
数
論
と
名
づ
く
。」

「
相
応
」
と
は
梵
に
瑜
伽
と
云
ふ
。
是
れ
外
道
の
観
行
な
り
。『
光
記
』
十
三
（
二
十
一
左
）
に20

（
曰
く
）、「
観
行
と
は
異
名
な
り
。」

若
し
爾
ら
ざ
れ
ば
、
旧
論
に
梵
名
の
存
す
る
は
何
為
ぞ
。
彼
の
梵
名
に
於
い
て
、
数
と
相
応
の
智
の
了
解
生
ぜ
ざ
る
が
故
に
真
諦
三
蔵
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は
殊
に
後
来
の
迷
ひ
を
恐
れ
て
特
に
本
音
を
置
く
な
り
。「
智
」
と
言
ふ
は
、外
道
の
智
恵
を
求
む
る
を
道
と
計
す
る
が
故
に
。『
正
理
』

に
「
士
夫
の
智
」21

と
云
ふ
。
相
応
の
智
と
謂
ふ
に
あ
ら
ず
。（
中
略
）
然
く
『
光
記
』
は
「
数
」
を
算
数
に
約
し
、「
相
応
」
を
用
字
と

為
す
。「
智
」
上
に
属
す
る
は
竝
に
非
な
り
。

　
『
倶
舎
論
』
巻
第
十
九
（
隨
眠
品
）
に
お
け
る
五
見
の
中
の
「
戒
禁
取
見
」
を
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
真
諦
訳
が
大
き
く

関
係
し
て
い
る
。
玄
奘
訳
『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
記
述
を
見
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

於
非
因
道
謂
因
道
見
。
一
切
總
說
名
戒
禁
取
。
如
大
自
在
生
主
。
或
餘
非
世
間
因
妄
起
因
執
。
投
水
火
等
種
種
邪
行
。
非
生
天
因

妄
起
因
執
唯
受
持
戒
禁
。
數
相
應
智
等
。
非
解
脫
道
妄
起
道
執
。22

因
と
道
と
に
あ
ら
ざ
る
に
於
い
て
、
因
な
り
、
道
な
り
と
謂
ふ
見
の
、
一
切
を
総
じ
て
、
説
き
て
戒
禁
取
と
名
づ
く
。
大
自
在
と
生
主

と
或
い
は
余
の
世
間
の
因
に
あ
ら
ざ
る
も
の
と
に
妄
り
に
因
な
り
と
の
執
を
起
し
、
水
火
等
に
投
ず
る
種
種
の
邪
行
は
、
生
天
の
因
に

あ
ら
ざ
る
も
の
に
妄
り
に
因
の
執
を
起
し
、
唯
だ
戒
禁
を
受
持
し
、
数
と
相
応
と
の
智
等
の
解
脱
の
道
に
あ
ら
ざ
る
も
の
に
妄
り
に
道

の
執
を
起
す
が
如
し
。

ahetau hetudṛṣṭiram
ārge m

ārgadṛṣṭiḥ śīlavrataparām
arśaḥ / tadyathā m

aheśvaro na heturlokānām
 /

taṃ
 ca hetuṃ

 paśyati prajñāpatim
anyaṃ

 vā /

agnijalapraveśādayaśca na hetuḥ svargasya tāṃ
śca hetuṃ

 paśyati /
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śīlavratam
ātrakaṃ

 sāṃ
khya-yogajñānādayaśca na m

ārgo m
okṣasya tāṃ

śca paśyati 23/
　
『
倶
舎
論
』
本
文
の
傍
線
は
快
道
が
『
法
義
』
に
お
い
て
示
し
た
箇
所
を
表
す
。「
戒
禁
取
見
」
の
中
で
も
、前
に
提
示
し
た
『
法
義
』

本
文
で
は
「
数
と
相
応
と
の
智
等
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
解
釈
し
て
い
る
。
真
諦
の
『
阿
毘
達
磨
俱
舍
釋
論
』
巻
第
十
四
（
分
別
惑
品
）

に
お
い
て
は
快
道
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
数
」
と
は
サ
ー
ン
キ
ヤ
学
派
、「
相
応
」
と
は
ヨ
ー
ガ
学
派
を
示
す
の
が
正
し
い
。「
僧
佉
」

に
つ
い
て
は
『
述
記
』
を
引
用
し
、「
観
行
」
は
ヨ
ー
ガ
（
行
者
）
で
あ
り
、『
光
記
』
に
あ
る
よ
う
に
「
瑜
伽
」
の
異
名
で
あ
る
。
快

道
が
「
若
し
爾
ら
ざ
れ
ば
、
旧
論
に
梵
名
の
存
す
る
は
何
為
ぞ
。
彼
の
梵
名
に
於
い
て
、
数
と
相
応
の
智
の
了
解
生
ぜ
ざ
る
が
故
に
真

諦
三
蔵
は
殊
に
後
来
の
迷
ひ
を
恐
れ
て
特
に
本
音
を
置
く
な
り
。」
と
わ
ざ
わ
ざ
記
し
た
の
は
、『
光
記
』24

が
「
数
と
相
応
す
る
智
」
と

解
し
て
「
尼
揵
子
」（N

irgrantha
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
）
の
説
と
し
た
誤
り
を
正
す
た
め
で
あ
る
。
快
道
の
新
・
旧
訳
を
対
読
し
て
こ
そ

真
の
理
解
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
り
、
玄
奘
直
門
の
注
釈
書
の
権
威
を
保
ち
踏
襲
す
る
従
来
の
伝
統
的
研
究
と
は
一
線
を
画
し
た
研
究

姿
勢
そ
の
も
の
を
示
し
た
部
分
で
あ
る
。

④
巻
第
二
十25

（
四
右
）第
一
執
法（
至
）外
道
朋
中
。
已
下
破
㆑
三
取
㆓
第
三
㆒
。
其
能
破
交-

㆓
同
婆
沙
雑
心
㆒
。
然
宝
疏
云
㆓
論
主
評
簡
㆒
者
非
也
。

是
自
㆑
古
対
法
宗
評
簡
如
㆑
是
故
。
此
破
同
㆓
雑
心
㆒
。
彼
十
一　
十
一
右

曰
當
知
此
是
転
変
薩
婆
多
。
雑
心
主
非
㆓
婆
沙
法
救
㆒
視
可
㆑
知
矣
。

意
旨
同
㆑
此
。
婆
沙
破
亦
不
㆑
異
㆑
此
。
彼
細
述
㆑
理
。
此
総
云
㆓
数
論
朋
㆒
。
若
欲
㆓
為
㆑
朋
所
以
㆒
応
㆑
如
㆓
婆
沙
㆒
。
而
文
言
各
別
故

光
記
隔
㆓
於
又
言
㆒
。

正
理
五
十
二
二
右
破
㆑
此
云
。
今
謂
不
㆑
爾
。
非
三
彼
尊
者
説
㆓
有
為
法
其
体
是
常
㆒
。
歴
㆓
三
世
㆒
時
法
隠
法
顕
。
但
説
下
諸
法
行
㆓
於
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世
㆒
時
。
体
相
雖
同
而
性
類
異
上
。
此
与
㆓
尊
者
世
友
㆒
分
同
。
何
容
三
判
同
㆓
数
論
外
道
㆒
（
顕
宗
二
十
六
（
十
三
右
）
全
同
）

今
弾
云
。
彼
尊
者
既
離
㆓
自
性
㆒
別
説
㆓
其
類
㆒
。
終
帰
㆓
性
常
㆒
。
金
器
乳
酪
喩
豈
為
㆑
不
㆑
然
。
又
三
世
流
入
而
未
来
有
㆑
滅
過
去

有
㆓
生
類
㆒
。
是
同
㆓
数
論
性
常
用
転
変
㆒
。
何
云
㆑
不
㆑
同
。
若
言
下
分
同
㆓
世
友
㆒
不
上㆑
可
㆑
破
。
餘
師
亦
有
㆓
分
同
㆒
。
謂
体
不
㆑
異

並
同
故
。

（
四
右
）「
第
一
は
法
に
（
転
変
あ
る
こ
と
を
）
執
す
る
」
よ
り
「
外
道
の
朋
の
中
」
に
至
る
は
、
已
下
、
三
を
破
し
第
三
を
取
る
。
其

れ
能
く
破
し
て
『
婆
沙
』
の
『
雑
心
』
に
交
同
す
。
然
る
に
『
宝
疏
』26

に
「
論
主
の
評
簡
な
り
」
と
云
ふ
は
非
な
り
。
是
れ
古
く
よ
り

対
法
宗
の
評
簡
、是
く
の
如
き
な
る
が
故
に
。
此
の
破
は
『
雑
心
』
に
同
じ
。『
彼
』
十
一
十
一
右

に
曰
く27

、「
ま
さ
に
此
を
知
る
べ
し
。
是
の

転
変
は
薩
婆
多
な
り
。」『
雑
心
』（
論
）
主
、『
婆
沙
』
の
法
救
に
あ
ら
ず
、
視
し
て
知
る
べ
し
。
意
旨
は
此
に
同
じ
。『
婆
沙
』28

の
破

も
ま
た
此
に
異
な
ら
ず
。
彼
、
細
に
理
を
述
ぶ
。
此
れ
総
じ
て
数
論
の
朋
と
云
ふ
。
若
し
朋
と
為
す
所
以
を
欲
さ
ば
、
ま
さ
に
『
婆
沙
』

の
如
く
な
る
べ
し
。
而
も
文
言
の
各
別
な
る
が
故
に
『
光
記
』
は
「
又
」
の
言
に
於
て
隔
つ
。

『
正
理
』
五
十
二
二
右
に
此
を
破
し
て
云
く29

、「
今
、
謂
く
、
爾
ら
ず
。
彼
の
尊
者
は
有
為
法
は
其
の
体
、
是
れ
常
と
説
く
に
あ
ら
ず
。

三
世
を
歴
る
時
、
法
隠
れ
法
顕
は
る
。
但
だ
、
諸
法
の
世
に
行
ず
る
時
、
体
相
ひ
同
じ
と
雖
も
、
性
類
異
な
る
こ
と
を
説
く
な
り
。
此

れ
と
尊
者
世
友
と
分
同
な
り
。
何
ぞ
数
論
外
道
に
同
じ
と
判
ず
べ
け
ん
や
。」（『
顕
宗
』
二
十
六
（
十
三
右
）
全
同
な
り
）

今
、
弾
し
て
云
く
、
彼
の
尊
者
、
既
に
自
性
を
離
れ
別
に
其
の
類
を
説
く
。
終
に
性
の
常
な
る
に
帰
す
。
金
器
、
乳
酪
の
喩
は
豈
に
然

ら
ず
と
為
さ
ん
や
。
又
、
三
世
の
流
入
の
未
来
に
滅
あ
り
て
、
過
去
に
生
の
類
あ
り
。
是
れ
数
論
の
性
の
常
用
転
変
に
同
じ
。
何
ぞ
同

じ
な
ら
ず
と
云
ふ
や
。
若
し
世
友
と
分
同
に
し
て
破
す
べ
か
ら
ず
と
言
は
ば
、
余
師
も
ま
た
分
同
あ
り
。
謂
く
、
体
は
異
な
ら
ず
並
び

に
同
じ
な
る
が
故
に
。
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『
倶
舎
論
』
巻
第
二
十
（
随
眠
品
）
に
相
当
す
る
部
分
で
あ
る
。
三
世
の
別
に
つ
い
て
、
四
種
の
説
の
う
ち
の
第
一
で
あ
る
法
救
の

説
が
サ
ー
ン
キ
ヤ
の
転
変
説
と
同
じ
と
さ
れ
る
の
は
対
法
宗（
阿
毘
達
磨
）で
の
伝
統
的
な
見
解
で
あ
る
と
し
た
上
で
、『
寶
疏
』が「『
倶

舎
論
』
の
論
主
の
評
価
で
あ
る
」
と
釈
し
た
の
を
否
定
し
、『
雜
阿
毘
曇
心
論
』
と
『
婆
沙
論
』
の
該
当
部
分
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。

『
光
記
』
の
「
又
」
の
言
と
は
、『
光
記
』
が
法
救
の
説
を
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
に
入
れ
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
た
後
、「
又
」
と
区
切
っ
て
『
婆

沙
論
』
の
該
当
箇
所
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
最
後
に
快
道
は
自
身
の
見
解
を
、
法
救
は
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
の
自
性
の
こ
と
を
主

張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
結
論
と
し
て
転
変
説
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
快
道
は
直
門
の

注
釈
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
こ
と
無
く
、
厳
密
に
検
討
し
て
い
る
。

⑤
巻
第
二
十30

八
左
両
衆
外
道　

正
理
及
明
本
如
㆑
今
作
㆑
両
非
也
。
鮮
本
作
㆑
雨
為
㆑
是
。
旧
論
十
四
二
十
八
左
曰
㆓
婆
沙
乾
若
㆒
。
応
音
二
十
四
五
左
釈
㆓

顕
揚
論
曰
。
雨
衆
於
矩
切
。
梵
言
㆓
嚩
利
沙
㆒
。
亦
云
㆓
跋
利
沙
㆒
。
此
云
㆑
雨
。
外
道
名
也
。
鍵
拏
此
云
㆑
衆
。
謂
雨
等
者
誤
師
。
徒

之
云
誤

㆑
衆
故
云
㆓
雨
衆
者
㆒
也
（
琳
音
四
十
七
（
十
四
左
）
亦
同
）。

（
八
左
）
両
衆
外
道
は
、『
正
理
』
及
び
明
本
、
今
の
如
く
「
両
」
に
作
る
は
非
な
り
。
鮮
本
は
「
雨
」
に
作
り
て
是
れ
と
為
す
。
旧
論

十
四
二
十
八
左
に
「
婆
沙
乾
若
」
と
曰
ふ31

。『
応
音
』
二
十
四
五
左
に
『
顕
揚
論
』
を
釈
し
て
曰
く32

、「
雨
衆
は
於
矩
の
切
な
り
。
梵
に
嚩
利

沙
と
言
ふ
。
ま
た
跋
利
沙
と
云
ふ
。
此
れ
雨
を
云
ふ
。
外
道
の
名
な
り
。
鍵
拏
、此
れ
衆
を
云
ふ
。
謂
く
雨
等
の
（
者
は
誤
な
り
）
師
。

徒
は
（
云
は
誤
な
り
）
衆
、
こ
れ
な
る
が
故
に
雨
衆
の
者
と
云
ふ
な
り
。」（
琳
音
四
十
七
（
十
四
左
）
も
ま
た
同
じ
）。
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『
倶
舎
論
』巻
第
二
十（
随
眠
品
）に
相
当
す
る
部
分
で
あ
る
。「
雨
衆
外
道
」に
つ
い
て
注
釈
し
た
箇
所
で
あ
る
。「
雨
衆
」を「
両
衆
」

と
す
る
テ
キ
ス
ト
を
指
摘
す
る
。
快
道
は
版
本
ご
と
の
文
字
を
厳
密
に
指
摘
し
て
正
誤
を
検
討
す
る
の
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
解
釈
に
『
一
切
経
音
義
』
を
使
っ
て
い
る
。「
雨
衆
外
道
」
はV

ārṣagaṇya

の
こ
と
で
あ
る
が
、
真
諦
は
『
阿
毘
達
磨
俱
舍
釋
論
』

に
お
い
て
そ
れ
を
「
婆
沙
乾
若
」
と
音
写
し
て
い
る
こ
と
も
快
道
は
指
摘
す
る
。

⑥
巻
第
二
十
二33

言
㆓
阿
那
㆒
者
。
謂
能
持
來
。
阿
波
那
者
。
謂
能
持
去
。
此
言
意
顕
三
入
息
出
息
有
㆓
能
持
義
㆒
。
正
理
六
十
初
右
亦
同
。
準
㆑
之
雑
心

云
㆓
有
餘
説
㆒
。
若
爾
光
等
同
㆓
有
餘
説
㆒
。
非
㆓
今
論
及
正
顕
等
宗
本
説
持
息
入
持
息
念
義
㆒
也
。

又
雑
含
二
十
九
十
右
曰
。
入
息
念
時
。
如
㆓
入
息
念
㆒
学
。
出
息
念
時
。
如
㆓
出
息
念
㆒
学
。
準
㆑
之
亦
是
念
持
義
。
応
㆑
言
㆓
持
息
入

持
息
出
㆒
。
不
㆑
同
下
金
七
十
論
中
六
右
云
。
婆
那
風
者
。
口
鼻
是
其
路
。
取
㆓
外
塵
㆒
。
阿
波
那
風
者
。
見
㆓
可
畏
事
㆒
。
即
縮
㆓
避
之
㆒
。

是
風
若
多
令
中
人
怯
弱
上
。

阿
那
と
言
ふ
は
、謂
く
能
く
持
来
す
。阿
波
那
と
言
ふ
は
、謂
く
能
く
持
去
す
。此
の
言
の
意
は
入
息
、出
息
に
能
く
持
の
義
あ
る
を
顕
す
。

『
正
理
』
六
十
初
右
も
ま
た
同
じ34

。
こ
れ
に
準
ず
る
に
、『
雑
心
』
は
有
余
の
説
を
云
ふ35

。
若
し
爾
ら
ば
、『
光
』
等
は
有
余
の
説
に
同
じ
。

今
の
論
及
び
『
正
顕
』
等
の
宗
は
本
よ
り
持
息
入
、
持
息
念
の
義
を
説
く
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

又
『
雑
含
』
二
十
九
十
右
に
曰
く36

、「
入
息
念
の
時
、
入
息
念
の
如
く
学
ぶ
。
出
息
念
の
時
、
出
息
念
の
如
く
学
ぶ
。」
こ
れ
に
準
ず
る
に
、

ま
た
是
れ
念
持
の
義
な
り
。
ま
さ
に
持
息
入
、
持
息
出
と
言
ふ
べ
し
。『
金
七
十
論
』
中
六
右
に
云
く
、「
波
那
の
風
は
口
鼻
是
れ
其
の
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路
な
り
。
外
塵
を
取
る
。
阿
波
那
の
風
と
は
、
可
畏
の
事
を
見
れ
ば
即
ち
こ
れ
を
縮
避
す
。
是
の
風
は
若
し
多
け
れ
ば
、
人
を
し
て
怯

弱
な
ら
し
む
。」
と
同
じ
な
ら
ず
。

　
『
倶
舎
論
』
巻
第
二
十
二
（
賢
聖
品
）
の
「
持
息
念
」
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
快
道
に
よ
る
阿
那
と
阿
波
那
の
詳
細
な
検

討
に
つ
い
て
は
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
の
言
及
と
直
接
関
わ
ら
な
い
た
め
省
略
す
る
。

　

快
道
は
『
金
七
十
論
』
の
五
風
を
『
倶
舎
論
』
の
「
持
息
念
」
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
引
用
し
紹
介
し
て
い
る
。『
金

七
十
論
』（
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
）
を
、
仏
教
の
説
を
よ
り
理
解
す
る
た
め
の
補
助
と
し
て
使
用
す
る
と
い
う
意
図
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
部

分
以
外
に
も
理
解
の
補
助
と
し
て
『
金
七
十
論
』
に
言
及
す
る
箇
所
が
あ
る
。

故
今
旧
論
十
（
二
十
一
左
）
曰
。
若
依
㆓
尼
六
多
論
㆒
由
㆑
冷
故
。
金
七
十
論
上
二
十
三
右
外
智
六
論
第
六
有
㆓
尼
禄
多
論
㆒
。37

故
に
今
、『
旧
論
』
十
（
二
十
一
左
）
に
曰
く38

、「
若
し
尼
六
多
論
に
依
ら
ば
、
冷
に
由
る
が
故
に
（
尸
羅
と
名
づ
く
）。『
金
七
十
論
』

上
二
十
三
右
に39

、「
外
智
六
論
の
第
六
に
尼
禄
多
論
あ
り
。」

　
『
法
義
』
巻
第
十
四
（
業
品
）
の
「
尸
羅
」（śīla

戒
）
を
解
釈
す
る
中
に
快
道
は
真
諦
訳
を
参
照
・
引
用
し
、
そ
れ
に
関
連
し
て
『
金

七
十
論
』
に
も
言
及
す
る
の
で
あ
る
。「
尼
禄
多
論
」（nirukta

）
は
語
源
学
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
六
補
助
学
の
一
つ
で
あ
る
。

　

以
上
、
快
道
の
『
法
義
』
に
お
け
る
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
の
取
り
扱
い
方
を
見
て
き
た
。
基
の
『
述
記
』
や
『
因
明
疏
』
の
引
用
す
る
部
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分
や
快
道
独
自
の
見
解
が
見
ら
れ
た
他
、
真
諦
の
『
阿
毘
達
磨
俱
舍
釋
論
』
を
参
照
し
て
『
倶
舎
論
』
を
検
討
を
す
る
の
が
快
道
最
大

の
特
徴
と
い
え
る
。
③
の
隨
眠
品
に
お
け
る「
戒
禁
取
見
」の
部
分
な
ど
が
そ
の
好
例
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
他
の
部
分『
金
七
十
論
』（
サ

ー
ン
キ
ヤ
説
）
を
単
な
る
批
判
の
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、
仏
教
の
説
を
よ
り
理
解
す
る
た
め
の
補
助
と
し
て
使
用
す
る
と
い
う
姿
勢

が
感
じ
取
れ
る
。

　

快
道
は
伝
統
的
に
研
究
さ
れ
て
き
た
玄
奘
の
『
倶
舎
論
』
だ
け
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
真
諦
訳
の
重
要
性
を
示
し
、
よ
り
仏
教
の
教

え
に
対
し
て
理
解
を
深
め
る
た
め
に
は
仏
教
外
の
書
も
積
極
的
に
活
用
す
る
と
い
う
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。『
光
記
』
等
の
解
釈
に
つ
い

て
も
厳
格
に
検
討
し
、
誤
っ
た
解
釈
で
あ
れ
ば
遠
慮
無
く
破
し
、
仏
典
の
み
な
ら
ず
、『
金
七
十
論
』
と
い
っ
た
イ
ン
ド
哲
学
側
の
知

識
や
八
転
声
や
六
合
釈
の
知
識
を
駆
使
し
て
厳
密
に
検
討
す
る
の
が
彼
の
特
徴
で
あ
る
。
性
相
学
に
お
い
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
玄
奘

と
そ
の
門
下
の
理
解
す
る
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
を
、従
来
伝
統
的
に
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
の
で
は
な
く
、真
諦
訳
『
金

七
十
論
』
と
い
う
お
お
も
と
の
テ
キ
ス
ト
に
ま
で
立
ち
返
っ
て
理
解
を
深
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
研
究
姿
勢
が
『
金
七
十
論
』
研
究

へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。40

４　
『
勝
宗
十
句
義
論
』
に
お
け
る
手
が
か
り

　

他
方
、
江
戸
時
代
の
イ
ン
ド
哲
学
研
究
に
お
い
て
は
、『
金
七
十
論
』
よ
り
も
『
勝
宗
十
句
義
論
』（
以
下
『
十
句
義
論
』）
に
関
す

る
講
義
や
注
釈
書
の
出
版
、
貸
借
の
記
録
が
数
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
『
十
句
義
論
』
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
よ
う
な
印

象
を
受
け
る
。
よ
っ
て
『
十
句
義
論
』
に
関
す
る
情
報
を
整
理
す
る
の
も
重
要
な
検
討
方
法
と
い
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
『
十
句
義
論
』

は
玄
奘
が
翻
訳
し
た
と
い
う
の
が
第
一
の
理
由
で
注
目
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
快
道
に
先
立
つ
同
宗
派
の
智
幢
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法
住
（
１
７
２
３
～
１
８
０
０
）
に
関
す
る
先
行
研
究
か
ら
大
変
興
味
深
い
道
空
に
連
な
る
関
係
性
が
見
出
さ
れ
た
。

　

法
住
は
大
和
国
石
上
櫟
本
に
生
ま
れ
元
文
四
年
（
１
７
３
９
）
に
快
範
に
師
事
す
る
。
寛
保
元
年
（
１
７
４
１
）
長
谷
寺
に
登
り
無

等
に
従
っ
て
修
学
し
た
。
智
積
院
や
南
都
諸
寺
に
遊
学
し
、
安
永
二
年
（
１
７
７
３
）
一
乗
院
法
親
王
よ
り
岡
寺
を
賜
っ
た
。
天
明
六

年
（
１
７
８
６
）
権
僧
正
に
任
ぜ
ら
れ
、寛
政
三
年
（
１
７
９
１
）
長
谷
寺
第
三
十
二
世
と
な
り
、同
十
二
年
没
し
た
。『
金
七
十
論
疏
』

三
巻
（
１
７
６
３
）、『
金
七
十
論
私
記
』
二
巻
、『
勝
宗
十
句
義
論
記
』
二
巻
（
１
７
５
２
）、『
十
句
義
決
擇
』
五
巻
、『
十
句
義
教
起

因
縁
考
』
一
巻
、『
十
句
義
極
微
積
集
』
一
巻
、『
十
句
義
論
要
義
建
集
』
一
巻
等
を
含
め
多
数
の
著
書
が
あ
る
。

　

現
存
す
る
両
派
の
注
釈
書
（『
金
七
十
論
』、『
十
句
義
論
』）
の
中
で
は
、
今
の
と
こ
ろ
法
住
の
も
の
が
と
も
に
最
古
で
あ
り
、『
十

句
義
論
』
に
関
し
て
は
先
行
研
究
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
次
の
二
つ
の
指
摘
が
特
に
重
要
で
あ
る
。

　

ま
ず
、「
法
相
宗
で
は
「
勝
宗
」（
勝
論
）
を
そ
の
異
端
説
と
な
し
、
存
在
全
て
を
実
有
論
と
見
る
誤
見
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ

る
」41

と
い
う
指
摘
で
、
玄
奘
訳
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、『
十
句
義
論
』
の
場
合
は
、『
金
七
十
論
』
に
比
べ
て
本
格
的
な
研
究
に
着
手
す

る
の
に
比
較
的
抵
抗
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

そ
し
て
も
う
一
点
は
、「
法
住
師
が
何
故
こ
の
書
に
着
目
さ
れ
た
か
は
明
確
に
し
え
な
い
が
、
師
が
当
時
、
智
山
の
浄
空
師
の
性
相

学
興
隆
の
影
響
を
う
け
、
性
相
学
に
造
形
を
深
め
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
法
相
学
の
中
心
に
置
か
れ
て
い
た
南
都
に
於
て
学
ぶ
に
あ
た

り
、『
勝
宗
十
句
義
論
』
が
そ
の
地
で
研
究
さ
れ
保
持
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
点
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
い
つ
し
か
法

住
師
が
『
勝
宗
十
句
義
論
』
に
興
味
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」42

と
い
う
指
摘
で
、
こ
こ
に
出
て
く
る
浄
空
は
先
の
道
空
に
教
え

を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

智
山
派
の
浄
空43

は
元
禄
六
年（
１
６
９
３
）下
野
舟
津
川（
栃
木
）に
生
ま
れ
、十
三
歳
で
出
家
し
十
七
歳
で
埼
玉
の
明
星
院
の
海
浄（
浄

空
の
叔
父
）に
師
事
し
た
。
二
十
歳
で
智
積
院
に
登
っ
て
顕
密
二
教
を
研
究
す
る
。
そ
の
後
各
地
に
遊
学
し
、華
開
院
湛
慧（
円
暉
頌
疏
）、
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高
範
（
因
明
論
、
唯
識
論
）、
如
山
禅
師
（
光
記
）、
鳳
潭
、
道
空
ら
の
も
と
で
教
え
を
受
け
た
。
宝
暦
六
年
（
１
７
５
６
）
に
江
戸
円

福
寺
に
移
り
、同
九
年
（
１
７
５
９
）
智
積
院
第
二
十
世
能
化
と
な
っ
た
。
安
永
四
年
（
１
７
７
５
）
没
す
。
宝
暦
五
年
（
１
７
５
５
）

春
に
は
『
光
記
』
を
講
義
し
て
い
る
。

　

先
の
『
諦
記
』
が
道
空
の
『
講
輯
』
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
全
く
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
浄
空
の
著
作
で
あ
る
『
倶
舎
論

諸
抄
執
中
』
に
お
い
て
偶
然
、
道
空
の
名
を
そ
こ
に
見
た
こ
と
が
『
講
輯
』
を
手
に
取
る
き
っ
か
け
と
な
り
、『
諦
記
』
の
出
所
が
判

明
し
た
の
で
あ
る
。
浄
空
は
、同
派
に
し
て
年
代
の
近
い
道
空
の
影
響
を
最
も
受
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
浄
空
に
法
住
は
学
び
、

そ
の
後
豊
山
に
お
け
る
性
相
学
を
更
に
興
隆
し
、
快
道
な
ど
の
学
匠
が
続
々
と
誕
生
す
る
絶
頂
期
を
迎
え
る
。
ま
た
法
住
は
、
浄
空
か

ら
『
因
明
大
疏
』
も
受
け
て
い
た
と
さ
れ
る44

。

５　

因
明
に
お
け
る
手
が
か
り

　

快
道
が
影
響
を
受
け
た
一
人
で
も
あ
る
法
住
は
、
智
山
に
お
い
て
性
相
学
を
興
隆
し
た
浄
空
に
教
え
を
受
け
て
い
た
。

　

ま
た
先
の
『
諦
記
』
現
存
写
本
の
う
ち
の
一
本
は
、『
金
七マ
マ
頌
因
明
合
本
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
つ
け
ら
れ
た
写
本
で
、『
金
七
十

論
藻
鏡
』、『
金
七
十
論
私
記
』、『
金
七
十
論
頌
』、『
数
論
二
十
五
諦
略
図
』
と
と
も
に
快
道
の
著
作
と
考
え
ら
れ
て
、
収
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
中
の
『
数
論
二
十
五
諦
略
図
』
は
『
大
乗
義
章
』
に
お
い
て
説
か
れ
た
二
十
五
諦
を
図
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

快
道
は
倶
舎
学
や
『
十
句
義
論
』
の
講
義
だ
け
で
な
く
、
因
明
で
も
他
の
宗
派
（
浄
土
宗
、
智
山
、
東
西
本
願
寺
な
ど
）
に
依
頼
さ

れ
て
数
々
の
講
義
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
ま
さ
に
“
林
常
快
道
の
名
は
京
の
学
界
に
轟
き
”、“
当
時
に
於
け
る
因
明
学
で
は

確
か
に
彼
の
右
に
出
ず
る
学
者
は
誰
一
人
も
な
か
っ
た
”45

の
で
あ
る
。
快
道
は
そ
の
著
書『
因
明
三
十
三
過
本
作
法
纂
解
鼓
攻
』（
三
巻
）
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に
お
い
て
、「
是
レ
基
師
ノ
之
数
論
ニ
シ
テ
。
非
ス二

外
道
ノ
之
数
論
ニ
ハ
一

。」46

と
注
釈
し
て
い
る
。
先
の
道
空
や
『
諦
記
』
に
お
い
て
指
摘
し
た
、

玄
奘
お
よ
び
門
下
の
解
釈
す
る
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
と
『
金
七
十
論
』
に
お
け
る
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
と
い
う
区
別
の
意
識
が
快
道
に
も
明
確
に

存
在
す
る
こ
と
が
分
か
る
。

６　

近
世
の
出
版
と
知
識
の
広
が
り

　

道
空
か
ら
快
道
ま
で
、江
戸
時
代
の
学
匠
た
ち
の
研
究
に
対
す
る
姿
勢
や
意
識
な
ど
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、『
倶
舎
論
』の
旧
・
新
訳
、

両
者
の
対
読
や
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
に
お
け
る
お
お
も
と
の
テ
キ
ス
ト
『
金
七
十
論
』
に
立
ち
返
る
姿
勢
は
、
近
世
の
出
版
の
発
展
と
そ
の

読
者
層
の
広
が
り
と
も
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

近
世
、
寛
永
期
（
１
６
２
４
～
４
４
）
以
後
は
整
版
本
が
普
及
し
、
本
を
読
む
人
間
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
書
店
の
営
利
出
版

が
十
分
成
り
立
つ
時
代
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
寛
永
期
の
出
版
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』、

『
万
葉
集
』、『
吾
妻
鏡
』
と
い
っ
た
国
書
や
『
四
書
集
註
』、『
五
経
』
な
ど
の
儒
書
、『
元
亨
釈
書
』
や
『
大
蔵
一
覧
集
』
と
い
っ
た
仏

書
な
ど
の
、
そ
れ
以
前
に
は
無
点
本
で
少
数
刊
行
さ
れ
て
い
た
書
が
、
次
々
に
加
点
本
で
大
量
に
開
版
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ

以
前
に
は
、
無
点
で
読
む
こ
と
の
出
来
る
階
層
の
人
間
し
か
そ
れ
ら
の
書
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
も
の
が
、
寛
永
期
に
な
る
と
読
む
の

に
加
点
が
必
要
な
人
々
が
買
い
求
め
た
の
で
あ
る
。
学
問
は
御
家
芸
の
一
種
と
し
て
、
一
部
特
権
階
級
が
専
有
し
た
い
傾
向
が
残
っ
て

い
た
時
代
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
特
権
化
・
専
有
化
の
弊
害
を
打
破
す
る
気
運
が
寛
永
年
間
に
台
頭
し
、
加
点
本
開
版
が
発
生
し
、
こ
れ

ら
の
加
点
本
の
国
書
は
後
の
国
学
興
隆
の
素
地
を
作
っ
た
と
一
説
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る47

。

　

そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
単
行
出
版
さ
れ
た
『
金
七
十
論
』
最
後
に
付
さ
れ
た
如
海
日
妙
に
よ
る
跋
を
見
る
と
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金
七
十
論
跋

外
道
二
十
五
諦
但
知
名
數
而
不
解
其
義
者
惟
多
也
依
此
余
暇
日
繙
此
論
加
倭
訓
而
梓
行
也
嗚
呼
竺
乾
外
道
之
智
勝
支
那
孔
老
之
道

也
遠
矣
況
乎
吾　

迦
文
法
王
微
玅
甚
深
之
法
不
待
言
辭
可
信
其
高
遠
而
止
矣
加
點
既
卒
仍
題
數
語
爲
之
跋
焉

旹元
禄
乙
亥
臘
月
糓
日

總
之
下
州
飯
高
玅
雲
山
法
輪
講
寺
住
侶
如
海
謹
識

　

外
道
（
で
あ
る
サ
ー
ン
キ
ヤ
学
派
）
の
二
十
五
諦
と
い
う
の
は
、
た
だ
そ
の
名
称
や
数
字
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
思
想
内
容

に
つ
い
て
は
理
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
点
が
多
か
っ
た
の
で
、私
（
如
海
）
自
ら
が
『
金
七
十
論
』
を
繙
い
て
倭
訓
を
加
え
出
版
し
た
。

イ
ン
ド
哲
学
は
我
が
仏
教
の
教
え
に
は
敵
わ
な
い
が
中
国
の
孔
子
や
老
子
の
思
想
よ
り
優
れ
て
お
り
、
深
淵
で
あ
る
の
だ
、
と
し
て
如

海
は
『
金
七
十
論
』
を
刊
行
し
た
と
い
う
。「
こ
れ
ま
で
の
日
本
仏
教
の
研
究
に
お
い
て
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
学
派
の
思
想
内
容
に
関
し
て

の
理
解
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
か
ら
」
と
い
う
理
由
と
「
仏
教
を
頂
点
と
し
て
、
次
に
イ
ン
ド
哲
学
が
優
れ
て
お
り
、
中
国
の
孔
子
や

老
子
の
思
想
は
そ
の
下
で
あ
る
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
如
海
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
刊
行
以
降
、
続
々
と
『
金
七
十
論
』
注

釈
書
が
作
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

寛
永
期
の
出
版
事
情
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
如
海
が
「
倭
訓
を
加
え
て
出
版
し
た
」
と
表
明
し
て
い
る
点
は
大
変
興
味
深
い
。
た

だ
、『
金
七
十
論
』
の
場
合
、
対
象
者
は
一
般
で
は
な
く
学
僧
で
あ
り
、
仏
教
書
（
仏
教
的
に
は
イ
ン
ド
哲
学
な
の
で
外
典
で
あ
る
が
、

一
般
人
か
ら
見
れ
ば
仏
教
関
係
書
）
に
、
寛
永
期
の
出
版
の
特
徴
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
る
こ
と
も
難
し
い
が
、
こ
の
単
行
出
版
の
後
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に
注
釈
書
が
数
多
く
作
ら
れ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

７　

お
わ
り
に

　

以
上
、
江
戸
時
代
に
発
生
し
た
イ
ン
ド
哲
学
研
究
に
つ
い
て
、『
倶
舎
論
』
研
究
を
通
し
て
見
ら
れ
た
学
僧
た
ち
の
研
究
姿
勢
か
ら
、

イ
ン
ド
哲
学
研
究
の
必
要
性
を
見
出
し『
十
句
義
論
』や
因
明
か
ら
の
手
が
か
り
を
元
に
考
察
し
た
。そ
こ
で
特
徴
的
に
見
ら
れ
た
の
は
、

伝
統
的
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
見
解
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
の
で
は
な
く
、
権
威
を
盲
信
す
る
こ
と
な
く
、
常
に
真
に
正
し
く
理
解
し

た
い
と
い
う
情
熱
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、『
倶
舎
論
』
の
旧
・
新
訳
、
両
者
の
対
読
や
お
お
も
と
の
テ
キ
ス
ト
（
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
で
言

え
ば
『
金
七
十
論
』
だ
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
）
に
立
ち
返
る
姿
勢
は
、
講
義
や
出
版
に
よ
っ
て
ま
ず
様
々
な
宗
派
の
学
僧
た
ち
に
伝

わ
っ
た
。
そ
の
後
ど
の
程
度
ま
で
の
人
々
に
伝
わ
っ
た
か
は
、
今
の
と
こ
ろ
具
体
的
に
把
握
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
現
在
、
近
世

史
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
近
世
社
会
に
お
け
る
書
籍
の
受
容
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
ん
で
い
る
。「
書
物
と
い
う
文
化
形

態
は
、
た
ん
に
印
刷
技
術
の
革
新
が
あ
れ
ば
生
ま
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
受
容
す
る
広
汎
な
読
者
の
成
立
に
基
盤
を
お

き
つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
に
な
い
手
が
、
中
央
か
ら
地
方
へ
と
有
機
的
に
つ
な
が
り
あ
う
と
と
も
に
、
書
物
を
製
作
し
、
流

通
さ
せ
る
と
い
う
ハ
ー
ド
と
、
物
の
内
容
を
生
み
だ
し
理
解
す
る
と
い
う
ソ
フ
ト
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る

総
合
的
な
産
業
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
社
会
の
文
化
的
成
熟
を
示
す
も
の
で
あ
る
」48

と
の
指
摘
は
、
近
世
に
発
展
し
た
出
版
文
化
と
知

識
・
学
問
を
担
う
人
々
の
密
接
な
関
係
が
、
日
本
に
お
い
て
文
化
的
な
成
熟
を
醸
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
近
世
の
価
値
や
特
徴
を
端
的

に
示
し
て
い
る
。
本
研
究
に
お
い
て
も
、
イ
ン
ド
学
・
仏
教
学
の
み
な
ら
ず
、
様
々
な
視
点
・
分
野
か
ら
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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【
参
考
文
献
略
号
】

・
大
（
ま
た
はT

）
：
大
正
蔵

・[Pradhan1967]

：P. Pradhan ed. "A
bhidharm

akośa bhāṣya of Vasubandhu" K
. P. Jayasw

al R
esearch Institute, Patna 1967 Tibetan Sanskrit w

orks 

series ; vol. 8註

１ 

江
戸
時
代
に
お
け
る
『
金
七
十
論
』
研
究
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
本
に
お
け
る
『
金
七
十
論
』
と
そ
の
注
釈
書
に
つ
い
て
」（『
仙
石
山
論
集
』

第
二
号
、
三
一
頁
～
六
十
頁
、
平
成
十
七
年
九
月
）
を
参
照
。

２ 

江
戸
期
の
学
僧
た
ち
が
な
ぜ
『
金
七
十
論
』
を
本
格
的
に
研
究
し
た
の
か
に
つ
い
て
の
考
察
は
、拙
稿
「
江
戸
期
に
お
け
る
『
金
七
十
論
』
研
究
の
背
景
」

（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
六
四
巻
第
二
号
、
一
四
三
頁
～
一
四
八
頁
、
平
成
二
十
八
年
三
月
）
を
参
照
。

３
『
数
論
二
十
五
諦
記
』
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
は
、
拙
稿
「『
数
論
二
十
五
諦
記
』
に
つ
い
て
」（『
仙
石
山
論
集
』
第
四
号
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
）

お
よ
び
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
『
金
七
十
論
』
研
究
─
発
展
へ
の
一
要
因
─
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五
八
巻
第
一
号
、
一
四
一
頁
～
一
四
四
頁
、

平
成
二
十
一
年
十
二
月
）
を
参
照
。

４ 

道
空
は
五
智
山
の
学
匠
で
あ
る
。
出
家
し
て
智
積
院
の
運
敞
に
師
事
し
、
曇
寂
（1674-1744

）
と
と
も
に
密
教
の
教
主
に
つ
い
て
本
地
・
加
持
融
和

説
を
提
唱
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
林
田
光
禪
「
道
空
と
曇
寂
」（『
密
宗
學
報
』
第
七
十
九
号
、
大
正
九
年
一
月
）
を
参
照
。

５
『
智
山
全
書
』
第
十
三
巻
所
収
。
道
空
は
こ
の
『
講
輯
』
の
他
に
も
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
講
輯
』（
一
巻
）、『
倶
舎
論
寶
疏
講
輯
』（
九
巻
）
を
著
し
て
お
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り
、と
も
に
智
山
全
書
第
十
三
巻
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
三
書
と
も
「
講
輯
」
と
い
う
名
称
で
あ
る
が
、本
稿
で
『
講
輯
』
の
語
を
使
用
す
る
場
合
は
『
光

記
講
輯
』
を
示
す
こ
と
と
す
る
。
因
み
に
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
講
輯
』
は
圓
暉
の
『
頌
疏
』
に
対
す
る
注
釈
書
で
あ
る
。

　

 『
講
輯
』
は
『
光
記
』
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
難
解
な
語
句
を
掲
げ
て
、そ
れ
に
関
す
る
説
を
様
々
な
典
籍
か
ら
引
用
す
る
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
い
る
。『
光

記
』
は
『
倶
舎
論
』
を
忠
実
に
追
い
、
更
に
『
講
輯
』
は
そ
れ
を
追
っ
て
注
釈
し
て
い
る
の
で
あ
り
、『
泰
疏
』、『
寶
疏
』、『
頌
疏
』、『
遁
麟
記
』、『
慧

暉
鈔
』
を
引
用
し
比
較
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
阿
毘
達
磨
系
統
の
典
籍
に
つ
い
て
は
『
倶
舎
論
』
に
先
行
す
る
『
発
智
論
』・『
大
毘
婆
沙
論
』
や

『
倶
舎
論
』
以
後
の
『
順
正
理
論
』、『
顕
宗
論
』、『
法
宗
原
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
唯
識
関
係
の
典
籍
で
は
『
成
唯
識
論
述
記
』、『
大
乗
法
苑
義
林
章
』、

『
成
唯
識
論
演
秘
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
基
の
著
作
で
あ
る
『
異
部
宗
輪
論
述
記
』、『
因
明
入
正
理
論
疏
』
も
用
い
ら
れ
、戒
律
関
係
で
は
道
宣
の
『
四

分
律
刪
補
随
機
羯
磨
』、『
四
分
律
刪
補
随
機
羯
磨
疏
』
が
引
か
れ
て
い
る
。
ま
た
語
句
の
解
釈
の
解
釈
に
際
し
て
『
大
日
経
疏
』
を
用
い
て
い
る
箇
所

が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
真
言
宗
の
学
僧
に
よ
る
注
釈
書
と
し
て
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。
そ
の
他
『
金
七
十
論
』、『
勝
宗
十
句
義
論
』
の
仏
教
外
の
典
籍

や
『
開
元
録
』、『
西
域
記
』
等
、非
常
に
広
範
囲
に
わ
た
り
引
用
さ
れ
て
い
る
。（『
智
山
全
書
』
解
題
の
「
倶
舎
論
光
記
講
輯
」（
伊
原
照
蓮
・
松
本
照
敬
）

の
項
（
三
一
七
頁
～
三
二
五
頁
）
を
参
照
）

６ 

快
道
に
は
『
金
七
十
論
私
記
』（
一
巻
）
と
い
う
著
作
が
あ
る
が
、
目
録
上
に
存
す
る
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
未
詳
の
書
と
さ
れ
て
き
た
。『
金
七ママ
頌

因
明
合
本
』
の
『
私
記
』
と
思
わ
れ
る
文
章
に
題
名
が
な
く
、
即
座
に
は
判
明
し
得
な
か
っ
た
が
、
内
容
等
の
検
討
に
よ
っ
て
快
道
の
作
と
考
え
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
の
結
論
に
至
っ
た
。
詳
細
は
拙
稿
「『
金
七
十
論
私
記
』
に
つ
い
て
」（『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
第
六
三
巻
第
二
号
、
一
六
〇
頁
～

一
六
四
頁
、平
成
二
十
七
年
三
月
）
お
よ
び
「『
金
七
十
論
私
記
』
の
検
討
」（『
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
二
十
号
、三
〇
三
頁
～
三
一
六
頁
、

平
成
二
十
七
年
三
月
）
を
参
照
。

ま
た
、『
私
記
』
に
奥
書
が
付
さ
れ
て
お
り
、
明
治
十
年
（1877

）
に
了
諦
な
る
人
物
が
書
写
し
た
と
あ
る
。
了
諦
に
つ
い
て
は
不
明
で
、
こ
れ
だ
け

で
は
合
本
を
作
っ
た
の
も
了
諦
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
書
写
さ
れ
た
年
代
よ
り
後
に
合
本
が
成
立
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
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７ 

快
道
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
櫛
田
良
洪
博
士
著
『
眞
言
密
教
成
立
過
程
の
研
究
』
第
三
編
第
五
章
第
一
節　

豊
山
教
学
の
興
隆
（
三
）
林
常
快
道
の
活

動　

以
下
に
詳
し
く
、
法
住
の
怒
り
を
買
っ
た
と
い
う
の
は
考
え
に
く
い
と
さ
れ
る
。

８
『
藻
鏡
』
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
本
に
お
け
る
『
金
七
十
論
』
の
注
釈
書　

─
快
道
撰
『
金
七
十
論
藻
鏡
』
を
中
心
に
─
」（『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』

第
五
四
巻
第
二
号
、
五
七
二
頁
～
五
七
五
頁
、
平
成
十
八
年
三
月
）
を
参
照
。
ま
た
写
本
に
関
す
る
情
報
（
書
写
年
代
や
所
蔵
等
）
は
前
掲
拙
稿
「
日

本
に
お
け
る
『
金
七
十
論
』
と
そ
の
注
釈
書
に
つ
い
て
」
を
参
照
。

９ 

各
門
は
『
佛
書
解
説
大
辞
典
』「
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
法
義
」
の
項
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。（
二
六
頁
～
二
七
頁
）

10
『
大
日
本
仏
教
全
書
』「
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
法
義
解
題
（
桜
部
建
）」（
一
五
七
頁
）

11 T64p131c09-12

12
『
因
明
入
正
理
論
疏
』
巻
第
二
（T44p117a03-04

）

　

 

自
性
者
。
古
云
冥
性
。
未
成
大
等
名
自
性
。
將
成
大
等
亦
名
勝
性
。
勝
異
舊
故
。

13
『
成
唯
識
論
述
記
』
巻
第
一
末
（T43p25b15-18
）

自
性
者
冥
性
也
。
今
名
自
性
。
古
名
冥
性
今
亦
名
勝
性
未
生
大
等
但
住
自
分
名
為
自
性
。
若
生
大
等
便
名
勝
性
用
增
勝
故

14 T64p158c27-p159a06

15
『
俱
舍
論
』
巻
第
九
（T29p50c26-28

）

16
『
順
正
理
論
』（T29p482c03

）

17 T64p270c10-25

18 

真
諦
訳
『
阿
毘
達
磨
俱
舍
釋
論
』
巻
第
十
四
（
分
別
惑
品T29p254a17-18
）

[

１]

唯
執
僧
佉
踰
伽[

２]

等
智
非
解
脫
道
。
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[

１]

唯
＝
惟
【
宋
】【
元
】【
明
】【
宮
】。[

２]

等
智
＝
智
等
【
宋
】【
元
】【
明
】【
宮
】。

19
『
成
唯
識
論
述
記
』
巻
第
一
（T43p252b03-05

）

梵
云
僧
佉
。
此
翻
為
數
。
即
智
惠
數
。
數
度
諸
法
根
本
立
名
從
數
起
論
。
名
為
數
論
。
論
能
生
數
亦
名
數
論
。

20
『
俱
舍
論
記
』
巻
第
十
三
（
業
品T41p206c08

）

瑜
伽
此
名
相
應
。
即
觀
行
者
異
名
。

21
『
阿
毘
達
磨
順
正
理
論
』
巻
第
四
十
七
（T29p606a20-22

）

非
生
天
因
妄
執
為
因
名
第
一
道
。
唯
受
持
戒
禁
性
士
夫
智
等
。
非
解
脫
因
妄
執
為
因
。

22
『
倶
舎
論
』
巻
第
十
九
（
隨
眠
品T29p100a20-24

）

23 [Pradhan1967]p282

24
『
俱
舍
論
記
』
巻
第
十
九
（
分
別
隨
眠
品T41p298a19-20

）

外
道
尼
乾
子
常
計
數
諸
法
為
解
脫
道
。
智
與
數
相
應
名
數
相
應
智
等
。

25 T64p283a05-21

26
『
俱
舍
論
疏
』
巻
第
二
十
（
分
別
隨
眠
品T41p704a13-16
）

論
。
此
四
種
說
一
切
有
中
。
已
下
論
主
評[

１]

彈
也
。

論
。
第
一
執
法
至
外
道
朋
中
。
出
第
一
師
同
外
道
過
也
。

[

１]

彈
＝
簡
【
甲
】【
乙
】。（【
原
】
保
延
三
年
覺
樹
校
石
山
寺
藏
寫
本
，【
甲
】
鎌
倉
時
代
寫
東
大
寺
藏
本
，【
乙
】
寶
永
元
年
版
本
）

27 

尊
者
法
救
造
・
宋
天
竺
三
藏
僧
伽
跋
摩
等
譯
『
雜
阿
毘
曇
心
論
』
巻
第
十
一
（
擇
品T28p962

㆑01-21

）

此
四
種
薩
婆
多
。
一
種
異
分
別
者
。
彼
說
諸
法
隨
世
轉
時
。
分
異
非
事
異
。
如
乳
變
為
酪
捨
味
力
饒
益
不
捨
色
。
如
金
銀
器
破
已
更
作
餘
器
捨
形
不
捨
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色
。
法
從
未
來
至
現
在
亦
如
是
。
當
知
此
是
轉
變
薩
婆
多
。
相
異
者
。
過
去
法
與
過
去
相
合
。
不
離
未
來
現
在
相
。
如
人
著
一
色
非
不
著
餘
。
彼
亦
如
是
。

此
說
有
過
。
若
過
去
諸
法
不
離
未
來
現
在
相
者
。
竟
何
所
成
。
亦
成
合
義
。
若
爾
者
則
世
亂
。
如
人
著
一
色
於
一
色
愛
著
亦
行
亦
成
就
於
餘
成
就
而
不

行
。
是
故
彼
說
世
亂
。
譬
亦
相
違
。
分
分
異
者
。
說
諸
法
隨
世
轉
時
。
分
分
異
非
事
異
。
此
則
不
亂
建
立
世
。
何
以
故
。
業
別
故
。
謂
法
未
作
業
說
未
來
。

作
業
說
現
在
。
作
業
已
說
過
去
。
彼[

１]

異
者
彼
說
諸
法
隨
世
轉
時
。
前
後
相
待
非
事
異
亦
非
分
異
。
如
一
女
人
亦
名
女
亦
名
母
。
前
後
相
待
故
。
謂

觀
女
則
知
母
。
觀
母
則
知
女
。
此
最
亂
建
立
世
。
彼
說
過
去
世
一
刹
那
有
三
世
。
說
言
觀
前
起
相
名
未
來
。
觀
後
起
相
名
現
在
。
問
諸
師
說
諦
無[

２]

間
等
各
各
異
。
薩
婆
多
及
婆
蹉
部
說
次
第
諦
無
間
等
。
曇
無
得
等
說
一
無
間
等
。
何
者
為
實
。
答
今
當
以
五
支
如
實
說(

五
支
者
一
曰
宗
二
曰
因
三
曰

譬
四
曰
合
五
曰
結
六
曰
義
如
下
偈
說)

。

[

１]

異
＋
（
異
）【
宋
】【
元
】【
明
】【
宮
】。]

間
＝
問
【
宮
】。

28
『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
巻
第
七
十
七
（T27p396a13-b23

）

說
一
切
有
部
有
四
大
論
師
。
各
別
建
立[
１]
二
世
有
異
。
謂
尊
者
法
救
說
類
有
異
。
尊
者
妙
音
說
相
有
異
。
尊
者
世
友
說
位
有
異
。
尊
者
覺
天
說
待
有
異
。

說
類
異
者
。彼
謂
諸
法
於
世
轉
時
。由
類
有
異
非
體
有
異
。如
破
金
器
等
作
餘
物
時
形
雖
有
異
而
顯
色
無
異
。又
如
乳
等
變
成
酪
等
時
捨
味
勢
等
非
捨
顯
色
。

如
是
諸
法
從
未
來
世
至
現
在
世
時
。
雖
捨
未
來
類
得
現
在
類
。
而
彼
法
體
無
得
無
捨
。
復
從
現
在
世
至
過
去
世
時
。
雖
捨
現
在
類
得
過
去
類
。
而
彼
法

體
亦
無
得
無
捨
。
說
相
異
者
。
彼
謂
諸
法
於
世
轉
時
。
由
相
有
異
非
體
有
異
。
一
一
世
法
有
三
世
相
。
一
相
正
合
二
相
非
離
。
如
人
正
染
一
女
色
時
。

於
餘
女
色
不
名
離
染
。
如
是
諸
法
住
過
去
世
時
。
正
與
過
去
相
合
。
於
餘
二
世
相
不
名
為
離
。
住
未
來
世
時
。
正
與
未
來
相
合
。
於
餘
二
世
相
不
名
為

離
。
住
現
在
世
時
。
正
與
現
在
相
合
。
於
餘
二
世
相
不
名
為
離
。
說
位
異
者
。
彼
謂
諸
法
於
世
轉
時
。
由
位
有
異
非
體
有
異
。
如
運
一
籌
。
置
一
位
名
一
。

置
十
位
名
十
。
置
百
位
名
百
。
雖
歷
位
有
異
而
籌
體
無
異
。
如
是
諸
法
經
三
世
位
。
雖
得
三
名
而
體
無
別
。
此
師
所
立
世
無
雜
亂
。
以
依
作
用
立
三
世

別
。
謂
有
為
法
未
有
作
用
名
未
來
世
。
正
有
作
用
名
現
在
世
。
作
用
已
滅
名
過
去
世
。
說
待
異
者
。
彼
謂
諸
法
於
世
轉
時
前
後
相
待
立
名
有
異
。
如
一

女
人
待
母
名
女
待
女
名
母
體
雖
無
別
由
待
有
異
得
女
母
名
。
如
是
諸
法
待
後
名
過
去
。
待
前
名
未
來
。
俱
待
名
現
在
。
彼
師
所
立
世
有
雜
亂
。
所
以
者
何
。
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前
後
相
待
一
一
世
中
有
三
世
故
。
謂
過
去
世
前
後
刹
那
名
過
去
未
來
。
中
間
名
現
在
未
來
。
三
世
類
亦
應
然
。
現
在
世
法
雖
一
刹
那[

２]

待
後
待
前
及

俱
待
故
應
成
三
世
。
豈
應
正
理
。
說
相
異
者
。
所
立
三
世
亦
有
雜
亂
。
一
一
世
法
彼
皆
許
有
三
世
相
故
。
說
類
異
者
。
離
法
自
性
說
何
為
類
故
亦
非
理
。

諸
有
為
法
從
未
來
世
至
現
在
時
前
類
應
滅
。
從
現
在
世
至
過
去
時
後
類
應
生
。
過
去
有
生
未
來
有
滅
豈
應
正
理
。
故[

３]

唯
第
三
立
世
為
善
。
諸
行
容

有
作
用
時
故
。

[

１]

二
＝
三
【
宋
】【
元
】【
明
】【
宮
】。[

２]

待
＝
侍
【
元
】。[

３]

唯
＝
惟
【
宋
】【
元
】【
明
】【
宮
】
下
同
。

29 T63p937b01-07

30 T64p285c13-18

31
『
阿
毘
達
磨
俱
舍
釋
論
』
巻
第
十
四
（
分
別
惑
品T29p59b23-24

）

若
執
如
此[

１]

婆
沙
乾
若
義
則
被
隨
順
。

[

１]

婆
＝
波
【
元
】【
明
】。

32
『
一
切
經
音
義
』
巻
第
四
十
七
（T54p620a11
）

雨
眾(

于
矩
反
梵
言
嚩
利
亦
云
跋
利
亦
云
眾
謂
雨
等
師
徒
之
眾
故
云
雨
眾
也)

。

33 T64p316c02-11

34
『
順
正
理
論
』
巻
第
六
十
（T29p673a03-05

）

故
名
阿
那
阿
波
那
念
。
有
餘
師
說
。
言
阿
那
者
。
謂
能
持
來
。
阿
波
那
者
。
謂
能
持
去
。
此
言
意
顯
入
息
出
息
有
能
持
義
。

35 

快
道
は
こ
こ
に
引
用
し
た
部
分
に
先
立
ち
、『
雜
阿
毘
曇
心
論
』
の
以
下
の
記
述
に
対
す
る
検
討
を
し
て
い
る
。

『
雜
阿
毘
曇
心
論
』
巻
第
八
（
修
多
羅
品
、T28p934a15-17

）

安
般
念
今
當
說
。
安
那
者
持
來
。
般
那
者
持
去
。
亦
名
阿
濕
波
裟
婆
濕
波
裟
。
念
者
憶
念
。
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36 

宋
天
竺
三
藏
求
那
跋
陀
羅
譯
『
雜
阿
含
經
』
巻
第
二
十
九
（T2p208a24-25

）

入
息
念
時
如
入
息
念
學
。
出
息
念
時
如
出
息
念
學
。

37
『
法
義
』
巻
第
十
四
（
業
品
、T64p213b24-27

）

38
『
阿
毘
達
磨
俱
舍
釋
論
』
巻
第
十
（
分
別
業
品
、T29p230b08

）

若
依
尼
六
多
論
。
由
冷
故
名
尸
羅
。

39
『
金
七
十
論
』
巻
上
（T54p1251a02-04

）

智
有
二
種
。
一
外
智
。
二
內
智
。
外
智
者
。
六
皮
陀
分
。
一
式
叉
論
。
二
毘
伽
羅
論
。
三
劫
波
論
。
四
樹
底
張
履
及
論
。
五
闡
陀
論
。
六
尼
祿
多
論
。

40 

学
僧
た
ち
に
よ
る
『
倶
舎
論
』
注
釈
書
に
お
け
る
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
の
解
釈
と
比
較
検
討
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
サ
ー
ン
キ
ヤ
説
解

釈
の
変
遷
」（『
國
學
院
大
學
紀
要
』
第
四
八
号
、
一
八
一
頁
～
二
一
〇
頁
、
平
成
二
十
二
年
二
月
）
を
参
照
。

41 

北
條
賢
三「
法
住
和
上
造『
勝
宗
十
句
義
論
記
』序
章　

─
そ
の
展
望
と
そ
の
特
色
に
つ
い
て
─
」（『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』六
号
、一
五
一
頁
～
一
六
七
頁
、

昭
和
五
十
三
年
十
月
）
一
六
六
頁
註
（6

）
参
照
。

42 

北
條
賢
三
「
法
住
著
『
勝
宗
十
句
義
論
記
』
に
就
い
て　

─
江
戸
後
期
に
現
わ
れ
た
イ
ン
ド
哲
学
研
究
の
曙
光
─
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
六
四
輯
、

一
四
頁
～
二
八
頁
、昭
和
五
十
三
年
九
月
）一
八
頁
よ
り
抜
粋
。
ま
た
北
條
氏
は
こ
の
部
分
に
宇
井
伯
寿『
日
本
仏
教
概
史
』（
岩
波
書
店
、昭
和
二
十
六
年
）

一
五
九
頁
を
引
用
さ
れ
て
い
る
。

43
『
智
山
全
書　

解
題
』
附
録
「
智
山
学
匠
略
伝
」（
四
八
一
頁
～
四
八
三
頁
）
を
参
照
し
た
。
浄
空
に
つ
い
て
は
金
山
穆
韶
「
本
地
加
地
の
和
会
説　

慧
光
・

曇
寂
・
浄
空
・
法
住
師
等
の
大
日
経
主
義
（
九
）」（『
密
教
研
究
』
六
十
一
号
、
昭
和
十
二
年
）、「
本
地
加
地
の
和
会
説
（
承
前
）　

浄
空
・
法
住
両
師

の
大
日
経
主
義
（
十
）」（『
密
教
研
究
』
六
十
一
号
、
昭
和
十
二
年
）
参
照
。

44 

法
住
著
『
論
場
旗
鼓
』
の
解
題
（『
続
豊
山
全
書
』
解
題
、
吉
田
生
而
、
二
一
五
頁
）
に
よ
る
と
「
智
山
の
浄
空
に
大
疏
を
受
け
・
・
・
」
と
あ
る
。
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45 
櫛
田
良
洪
前
掲
書　

一
一
一
四
頁

46
『
因
明
三
十
三
過
本
作
法
纂
解
鼓
攻
』
巻
下
、
三
一
三
頁
下
段
、『
続
豊
山
全
書
』
巻
第
十
六
。

47 
寛
永
期
の
加
点
本
開
版
に
つ
い
て
は
、
奥
野
彦
六
『
江
戸
時
代
の
古
版
本
』（
臨
川
書
店
、
昭
和
五
十
七
年
）「
第
二
、
寛
永
版
本
よ
り
見
た
る
徳
川
初

期
の
文
化
」（
五
三
頁
以
降
）
を
参
照
。

48 

横
田
冬
彦
編
『
知
識
と
学
問
を
に
な
う
人
び
と
』（『
身
分
的
周
縁
と
近
世
社
会
５
』、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
九
年
）
四
頁
よ
り
抜
粋
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　
『
金
七
十
論
』、
サ
ー
ン
キ
ヤ
学
派
、
快
道
、『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』、『
数
論
二
十
五
諦
記
』
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は
じ
め
に

１
．
真
娘
墓
と
真
娘
墓
詩
―
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
―

２
．
張
潮
の
墓
碑
建
立
前
後
の
動
向
に
つ
い
て

３
．「
真
娘
墓
碑
」
建
立
に
つ
い
て

４
．「
真
娘
墓
詩
」
お
よ
び
「
真
娘
墓
斗
方
」
に
つ
い
て

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　

清
初
に
揚
州
を
拠
点
と
し
て
活
動
し
て
い
た
文
人
張
潮
（
一
六
五
〇
―
一
七
〇
九
？
）
は
、
自
他
の
様
々
な
作
品
や
、
複
数
の
叢
書

を
編
纂
・
刊
行
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。ま
た
、そ
の
際
彼
は
江
南
を
中
心
と
し
た
文
人
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
な
が
ら
、

多
数
の
書
簡
に
よ
っ
て
交
流
し
、
情
報
交
換
や
作
品
の
収
集
・
贈
呈
等
を
行
っ
て
い
た
一
端
が
窺
え
る
。
そ
の
彼
の
書
簡
中
に
、
本
論

張
潮
「
真
娘
墓
碑
」
に
関
す
る
一
考
察　

─
書
簡
を
手
が
か
り
に
─

小
塚　

由
博
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の
テ
ー
マ
で
あ
る
真
娘
墓
に
関
す
る
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。
真
娘
と
は
唐
代
の
妓
女
で
、
死
後
蘇
州
郊
外
の
虎
丘
に
埋
葬
さ
れ
た
。
中

唐
以
降
、
白
居
易
ら
を
始
め
と
す
る
多
数
の
詩
人
た
ち
が
彼
女
の
墓
を
訪
れ
、
詩
を
詠
じ
る
こ
と
が
流
行
し
た
。
そ
の
文
学
活
動
は
唐

代
以
降
も
連
綿
と
し
て
行
わ
れ
、
張
潮
の
時
代
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
た
。
真
娘
墓
は
数
あ
る
詩
跡1

の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

本
論
は
、
詩
跡
と
し
て
の
真
娘
墓
を
探
る
の
が
目
的
で
は
な
く
、
張
潮
が
建
立
し
た
と
さ
れ
る
真
娘
墓
碑
（
以
下
「
真
娘
墓
碑
」
と

称
す
）
の
成
立
状
況
と
、
そ
れ
に
関
連
す
る
文
学
活
動
に
つ
い
て
、
彼
の
交
遊
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
た
の
か
を

書
簡
を
中
心
に
探
る
も
の
で
あ
る
。

１
．
真
娘
墓
と
真
娘
墓
詩
―
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
―

（
１
）
真
娘
と
真
娘
墓
に
つ
い
て

　

真
娘
墓
に
つ
い
て
は
植
木
氏
に
詳
細
な
論
考2

が
あ
り
、
ま
た
大
木
氏
等3

の
著
書
・
論
文
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
ら
も
参

考
に
し
な
が
ら
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　

真
娘
と
は
中
唐
（
七
六
六
―
八
三
五
）
時
代
、
蘇
州
の
妓
女
で
あ
り
、
本
名
は
胡
瑞
珍
と
い
っ
た
。
貞4

娘
、
真
孃4

と
も
記
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
彼
女
の
生
前
の
事
跡
に
つ
い
て
詳
し
い
記
述
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
ず
、
半
ば
伝
説
的
な
人
物
と
も
い
え
る4

。

　

例
え
ば
、
唐
・
陸
広
微
『
呉
地
記
』
中
「
貞
娘
墓
」5

の
部
分
に
曹
林
娣
氏
は
「
真
娘
は
唐
の
時
代
の
名
妓
。
言
い
伝
え
に
よ
る
と
、

本
姓
は
胡
、
父
母
が
両
方
と
も
こ
の
世
を
去
る
と
、
青
楼
（
花
柳
界
）
に
堕
ち
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
歌
舞
書
画
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、

貞
操
を
玉
の
よ
う
に
守
っ
た
。
後
に
鴇
母
（
や
り
手
）
に
反
抗
し
て
追
い
詰
め
ら
れ
、
首
を
く
く
っ
て
自
ら
命
を
絶
っ
た6

」
云
々
と
注

釈
を
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
も
と
に
な
っ
た
典
拠
は
不
明
で
あ
る
。
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真
娘
墓
は
そ
の
名
の
通
り
妓
女
真
娘
を
埋
葬
し
た
墓
で
あ
り
、
も
と
も
と
は
馴
染
み
で
あ
っ
た
王
蔭
祥
な
る
者
が
墓
碑
を
建
て
、
墓

の
周
囲
に
び
っ
し
り
と
花
卉
を
植
え
た
の
で
、「
花
冢
」
と
号
し
た
。
ま
た
、
墓
の
近
く
の
石
に
「
香
魂
」
と
刻
ん
だ
、
と
さ
れ
る7

。

そ
の
後
、
た
び
た
び
石
碑
が
補
修
さ
れ
た
り
、
新
た
に
立
て
ら
れ
た
り
し
て
お
り
、
今
現
在
、
虎
丘
に
は
清
の
張
潮
と
陳
鑛
が
建
立
し

た
と
さ
れ
る
墓
碑
が
存
在
し
て
い
る
。
な
お
、
現
在
の
真
娘
墓
は
虎
丘
の
南
に
あ
る
山
門
を
入
り
、
断
梁
殿
を
通
っ
て
北
に
進
み
、
し

ば
ら
く
進
ん
だ
道
傍
に
階
段
が
あ
り
、
そ
れ
を
登
っ
た
小
高
い
場
所
の
東
屋
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。
な
お
、
真
娘
の
南
に
は
試
剣
石
、

北
に
は
千
人
石
や
剣
池
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
真
娘
墓
の
あ
る
虎
丘
（
虎
邱
と
も
。
ま
た
唐
代
で
は
太
祖
の
諱
（
李
虎
）
を
避
け
て
「
武
丘
」
と
称
す
）
は
現
在
の
江

蘇
省
蘇
州
市
の
西
７
キ
ロ
の
郊
外
に
あ
る
小
さ
な
山
（
海
抜
約
３
４
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
る
。
約
二
五
〇
〇
年
前
、
こ
の
辺
り
に
は
戦
国

呉
の
宮
殿
が
あ
り
、
呉
王
闔
閭
の
墓
所
が
あ
っ
た
場
所
で
あ
る
。
埋
葬
し
て
三
日
、
墓
所
に
白
虎
が
現
れ
た
た
め
、
虎
丘
と
名
付
け
ら

れ
た
、と
い
う8

。東
晋
時
代
に
な
る
と
、王
導
の
孫
、王
珣（
三
四
九
―
四
〇
〇
）の
別
荘
と
な
っ
て
い
た
が
、後
に
彼
は
弟
の
王
珉（
三
五
一

―
三
八
八
）と
と
も
に
財
産
と
土
地
を
喜
捨
し
て
こ
の
地
に
仏
寺
を
建
立
し
た9

。こ
れ
が
虎
丘
寺
の
始
ま
り
で
あ
る
。南
朝
宋
の
時
に
は
、

高
僧
の
竺
道
生
（
三
五
五
―
四
三
四
）
が
説
法
を
行
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る10

。
虎
丘
寺
は
元
々
東
西
二
寺
に
別
れ
て
い
た
が
、唐
代
（
会

昌
五
〈
八
四
五
〉
年
）
の
廃
仏
に
よ
っ
て
壊
さ
れ
た
。
の
ち
、
虎
丘
山
の
上
に
一
寺
に
統
合
さ
れ
て
再
興
し
た
。
北
宋
以
降
は
雲
巌
禅

寺
と
呼
ば
れ
、
清
代
で
は
虎
阜
禅
寺
と
も
称
さ
れ
た
。
南
宋
時
代
に
は
臨
済
宗
の
高
僧
虎
丘
紹
隆
（
一
〇
七
七
―
一
一
三
六
）
が
在
住

し
て
い
た
こ
と
も
あ
る11

。

　

ま
た
、
寺
は
た
び
た
び
大
火
や
戦
乱
等
で
焼
失
し
た
り
破
壊
さ
れ
た
り
し
て
お
り
、
例
え
ば
、
明
の
崇
禎
二
〈
一
六
二
九
〉
年
に

は
大
火
が
お
こ
り
、
そ
の
後
す
ぐ
に
重
建
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
康
煕
五
十
三
〈
一
七
一
四
〉
年
に
も
大
殿
が
焼
失
し
、
康
煕
五
十
五

〈
一
七
一
六
〉
年
に
再
建
さ
れ
た
。
咸
豊
十
〈
一
八
六
〇
〉
年
に
も
戦
火
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
が
、
大
殿
は
修
復
さ
れ
な
か
っ
た12

。
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二
十
世
紀
後
半
に
な
り
、
文
革
期
の
混
乱
後
に
虎
丘
は
修
復
さ
れ
、
現
在
は
景
勝
地
（
蘇
州
虎
丘
山
風
景
名
勝
区
）
と
し
て
整
備
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
虎
丘
は
た
び
た
び
の
焼
失
や
戦
乱
等
の
破
壊
に
よ
り
、
園
内
の
建
物
か
遺
跡
等
も
失
わ
れ
た
り
損
壊
し
た
り

を
繰
り
返
し
た
。
こ
れ
は
敷
地
内
に
あ
る
真
娘
墓
も
同
様
で
あ
っ
た
。
な
お
、
虎
丘
は
言
う
ま
で
も
な
く
古
く
よ
り
文
人
た
ち
に
愛
さ

れ
た
場
所
で
あ
り
、
多
く
の
詩
文
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
学
的
価
値
の
高
い
場
所
に
真
娘
墓
も
存
在
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

（
２
）
真
娘
墓
に
関
す
る
史
料
に
つ
い
て

　

簡
単
に
真
娘
墓
の
歴
史
的
な
変
遷
を
追
っ
て
み
る
と
、
管
見
の
限
り
最
も
古
い
文
献
の
一
つ
は
中
唐
の
李
紳
（
七
八
〇
―
八
四
六
）

の
「
眞
娘
墓
」13

詩
の
序
文
で
あ
る
。

呉
〈
蘇
州
〉
の
妓
女
で
、
歌
舞
に
優
れ
名
を
有
し
た
。
死
し
て
蘇
州
の
武
丘
寺
〈
虎
丘
寺
〉
に
埋
葬
さ
れ
、
蘇
州
の
若
者
は
そ
の

意
思
に
従
っ
た
。
墓
に
は
草
花
が
多
く
、そ
の
上
を
満
た
し
て
い
た
。〈
浙
江
〉
嘉
興
県
の
前
に
も
呉
の
妓
女
蘇
小
小
の
墓
が
あ
っ

た
が
、
風
雨
の
夕
暮
れ
、
或
い
は
そ
の
〈
墓
の
〉
上
で
歌
や
笛
の
音
が
聞
こ
え
た14

。

　

蘇
小
小
は
六
朝
斉
の
時
代
の
歌
妓
で
、
二
十
才
の
若
さ
で
こ
の
世
を
去
っ
た
。
現
在
は
杭
州
西
湖
の
湖
畔
に
墓
が
あ
る
が
、
も
と
も

と
は
嘉
興
県
に
あ
っ
た
。
蘇
小
小
に
つ
い
て
も
多
く
の
詩
人
が
詩
を
制
作
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
中
唐
の
李
賀
（
七
九
〇
―
八
一
六
）

の
「
蘇
小
小
墓
」
詩15

が
有
名
で
あ
る
。

　

ま
た
、
少
し
時
代
が
降
っ
て
晩
唐
・
范
攄
（
生
没
年
不
詳
。
僖
宗
〈
八
七
三
―
八
八
八
〉
中
の
人
）
の
『
雲
谿
友
議
』
巻
中
「
譚
生

剌
」
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

真
娘
と
は
、
呉
国
〈
蘇
州
〉
の
美
女
で
あ
る
。
時
の
人
は
蘇
小
小
と
比
べ
、
死
し
て
呉
宮
の
側
に
埋
葬
さ
れ
た
。
旅
人
た
ち
は
そ
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の
華
麗
に
感
じ
、
競
っ
て
詩
を
作
っ
て
墓
樹
に
題
し
、
ぎ
っ
し
り
と
並
べ
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。〈
唐
代
の
〉
進
士
で
譚
銖
と

い
う
者
が
お
り
、
彼
は
蘇
州
の
優
れ
た
文
人
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
絶
句
を
作
っ
て
寄
せ
、
後
に
〈
墓
を
〉
訪
れ
る
者
は
そ
の
詩
を

見
て
、
し
ば
ら
く
の
間
筆
を
止
め
た
。
詩
に
曰
く
、「
武
丘
山
下　

塜
壘
壘
、
松
栢
蕭
條　

盡
く
悲
し
む
可
し
、
何
を
か
事
と
し

て
世
人
偏
に
色
を
重
ん
じ
、
眞
娘
墓
上　

獨
り
詩
を
題
せ
ん
」
と16

。

　

以
降
の
資
料
で
は
、
概
ね
上
記
二
種
の
資
料
が
踏
襲
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
南
宋
・
范
成
大
『
呉
郡
志
』
巻
三
十
九

に
も
上
記
史
料
を
踏
襲
し
た
記
述17

が
あ
り
、
割
り
注
で
歴
代
の
詩
人
が
詠
じ
た
真
娘
に
関
す
る
詩
が
数
首
掲
載
さ
れ
て
い
る18

。

　

明
代
以
降
、王
鏊（
一
四
五
〇
―
一
五
二
四
）『
姑
蘇
志
』（
正
徳
元〈
一
五
〇
六
〉年
序
刊
本
）卷
三
十
四19

や
清
代
の
顧
湄『
虎
丘
山
志
』（
康

煕
二
十
三
〈
一
六
八
四
〉
年
重
修
）
巻
五20

等
で
も
殆
ど
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
る
形
で
記
載
さ
れ
、
や
は
り
新
た
に
後
代
の
詩
人
の
作
品21

が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
以
降
、
顧
禄
（
一
七
九
四
―
？
）『
桐
橋
倚
棹
錄
』
巻
五22

や
光
緒
年
間
（
一
八
七
五
―
一
九
〇
八
）
に
重

修
さ
れ
た
李
銘
皖
等
編
『
蘇
州
府
志
』
巻
四
十
九23

に
も
記
述
が
あ
り
、
更
に
民
国
に
入
っ
て
刊
行
さ
れ
た
黄
厚
誠
『
虎
邱
新
志
』24

に
も

引
き
継
が
れ
て
い
る
。

　

特
徴
的
な
の
は
、
以
上
の
資
料
は
み
な
真
娘
墓
に
関
す
る
詩
を
伴
っ
て
の
記
述
が
殆
ど
で
あ
る
こ
と
で
、
歴
代
の
文
人
た
ち
が
如
何

に
真
娘
墓
に
対
し
て
関
心
を
抱
き
、
ま
た
文
学
的
な
想
像
を
膨
ら
ま
せ
て
い
た
の
か
、
そ
の
様
子
の
一
端
が
窺
え
る
。

（
３
）
真
娘
墓
詩
の
展
開
に
つ
い
て

　

植
木
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
真
娘
墓
詩
の
一
番
目
の
ピ
ー
ク
は
中
唐
時
代
の
八
二
〇
年
代
と
す
る
。
例
え
ば
、
こ
の
時
期
蘇
州
の

知
事
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
白
居
易（
七
七
二
―
八
四
六
）は
、虎
丘
を
訪
ね
て「
眞
娘
墓
」を
詠
じ
た
。
そ
れ
に
前
後
し
て
李
紳（
七
八
〇

―
八
四
六
）「
眞
娘
墓
」、
沈
亜
之
（
七
八
一
―
八
三
二
）「
虎
丘
山
眞
娘
墓
」、
張
祜
（
七
八
二
？
―
八
五
二
？
）「
題
眞
娘
墓
」、
李
商
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隠
（
八
一
二
―
八
五
八
）「
和
人
題
眞
娘
墓
」、羅
隠
（
八
三
三
―
九
〇
九
）「
姑
蘇
眞
娘
墓
」、前
掲
譚
銖
（
八
四
一
年
の
進
士
）「
眞
娘
墓
」

等
の
詩
が
立
て
続
け
に
制
作
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
佚
名
『
貞
娘
墓
詩
』
と
し
て
一
巻
に
ま
と
め
ら
れ
て
も
い
る25

。
ま
た
、
劉
禹
錫
に
同

人
二
十
三
名
の
詩
を
集
め
た
『
虎
丘
寺
題
真
娘
墓
詩
』
な
る
詩
集
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
現
在
亡
佚
し
て
い
る26

。
そ
の
一
大
ブ
ー
ム

が
ひ
と
ま
ず
終
息
し
た
の
は
、
進
士
の
譚
銖
が
詩
を
詠
じ
た
（
前
掲
『
雲
渓
友
議
』）
こ
と
が
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
王
朝
が
交
代
し
て
も
真
娘
墓
は
詠
ま
れ
続
け
て
い
く
。
以
下
歴
代
の
作
者
と
作
品
名
の
み
列
挙
し
て
お
く
。
北
宋
で
は
、
王

禹
偁
（
九
五
四
―
一
〇
〇
一
）「
眞
娘
墓
」、
楊
備
（
仁
宗
［
一
〇
二
二
―
一
〇
六
三
］
の
時
の
人
）「
眞
娘
墓
」、
蘇
軾
（
一
〇
三
七
―

一
一
〇
一
）「
次
韻
王
忠
玉
游
虎
丘
絕
句
三
首 

其
二
」、
米
芾
（
一
〇
五
一
―
一
一
〇
七
）「
貞
娘
墓
歌
」
等
が
、
南
宋
で
は
徐
照
（
？

―
一
二
一
一
）「
題
眞
娘
墓
」、
薛
師
石
（
一
一
七
八
―
一
二
二
八
）「
送
葉
季
重
之
官
呉
門
」、
劉
克
荘
（
一
一
八
七
―
一
二
六
九
）「
六

如
亭
」、
周
弼
（
一
一
九
四
―
一
二
五
五
）「
眞
娘
墓
」、
林
景
熙
（
一
二
四
二
―
一
三
一
〇
）「
眞
娘
墓
」
等
の
詩
が
あ
る
。

　

明
代
に
入
っ
て
も
そ
の
人
気
は
衰
え
ず
、
詩
・
詞
に
よ
く
詠
ま
れ
た
。
例
え
ば
、
顧
瑛
（
一
三
一
〇
―
一
三
六
九
）「
虎
丘
十
詠 

其

九 

眞
娘
墓
」、高
啓（
一
三
三
六
―
一
三
七
三
）「
賦
得
眞
娘
墓
送
蟾
上
人
之
虎
丘
」「
眞
娘
墓
」「
眞
娘
墓
詩
」、鄺
思
誥（
万
暦［
一
五
七
二

―
一
六
一
九
］
の
人
）「
眞
娘
墓
倣
白
居
易
体
」、
明
・
彭
忠
銘
（
明
末
）「
憶
昔
行
」
等
が
あ
る
。

　

張
潮
の
活
躍
し
た
十
七
世
紀
、
つ
ま
り
明
末
清
初
に
も
多
く
の
作
品
（
詞
が
多
い
）
が
作
ら
れ
て
お
り
、
彭
孫
貽
（
一
六
一
五
―

一
六
七
三
）「
眞
娘
墓
」、
厳
繩
孫
（
一
六
二
三
―
一
七
〇
二
）「【
⾭
玉
案
】27

」、
毛
奇
齢
（
一
六
二
三
―
一
七
一
六
）「【
搗
練
子
】
其
二 

泊
山
塘
作
」、朱
彝
尊
（
一
六
二
九
―
一
七
〇
九
）「【
點
絳
脣
】」、陳
維
崧
（
一
六
三
一
―
一
六
八
八
）「【
側
犯
】
眞
娘
墓
和
扶
荔
詞
韻
」、

丁
澎
（
一
六
二
二
―
一
六
八
六
）「【
側
犯
】
貞
娘
墓
」、
董
元
愷
（
一
六
三
〇
―
一
六
八
七
）「【
三
字
令
】
其
一　

貞
娘
墓
」、
沈
徳
潜

（
一
六
七
三
―
一
七
六
九
）「
眞
娘
墓
」
等
が
あ
り
、
以
降
、
銭
大
昕
（
一
七
二
八
―
一
八
〇
四
）「
眞
娘
墓
」、
王
貞
儀
（
一
七
六
八
―

一
七
九
七
）「【
菩
薩
蠻
】
過
貞
孃
墓
」、
張
洵
佳
（
一
八
七
三
年
貢
生
）「
題
眞
墓
娘
」
等
、
綿
々
と
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。



張潮「真娘墓碑」に関する一考察

35

　

こ
の
ほ
か
、
必
ず
し
も
真
娘
が
主
題
で
は
無
い
が
、
詩
句
に
「
眞
娘
」（
貞
娘
）
ま
た
は
「
眞
娘
墓
」
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
作
品

も
数
多
く
存
在
し
、
例
え
ば
唐
・
羅
虬
（
？
―
八
八
一
？
）「
比
紅
詩　

其
八
十
三
」、
北
宋
・
張
拡
（
？
―
一
一
四
七
）「
游
虎
丘

寺
詩
」
南
宋
・
王
同
祖
（
一
二
一
九
―
？
）「
西
江
月
」、
南
宋
末
元
初
・
陸
文
圭
「
虎
丘
留
題
辛
卯
三
月
書
于
劍
池
」、
元
・
岑
安

卿
（
一
二
八
六
―
一
三
五
五
）「
余
觀
近
時
詩
人
往
往
有
以
前
代
臺
名
爲
賦
者
輒
用
效
顰
以
消
餘
暇　

其
二　

姑
蘇
臺
」、
明
・
楊
維
楨

（
一
二
九
六
―
一
三
七
〇
）「
呉
咏
十
章
用
韻
復
正
宗
架
閣　

其
九
」、
李
昌
祺
（
一
三
七
六
―
一
四
五
二
）「
過
吳
門
次
薩
天
錫
韻
」、

文
徵
明
（
一
四
七
〇
―
一
五
五
九
）「
虎
丘
」、
袁
宏
道
（
一
五
六
八
―
一
六
一
〇
）「
劍
泉
上
」、
明
末
清
初
に
は
龔
鼎
孳
（
一
六
一
五

―
一
六
七
三
）「【
⾭
玉
案
】虎
丘
踏
月
用
賀
方
回
春
暮
韻
」、沈
謙（
一
六
二
〇
―
一
六
七
〇
）「【
多
麗
】憶
呉
門
舊
遊
」、屈
大
均（
一
六
三
〇

―
一
六
九
六
）「
虎
丘
中
秋
夕　

其
五
」、
李
符
（
一
六
三
九
―
一
六
八
九
）「【
雲
仙
引
】
同
趙
恒
夫
農
部
宿
虎
邱
萃
勝
閣
」
等
が
、
清

代
以
降
で
は
、
張
祥
河
（
一
七
八
五
―
一
八
六
二
）「【
聲
聲
慢
】
虎
邱
」、
龐
鍾
璐
（
一
八
二
二
―
一
八
七
六
）「
春
日
游
仁
園
見
壁
間

詠
菊
詩
和
其
韻
」、
洪
繻
（
一
八
六
七
―
一
九
二
九
）「
西
湖
雜
詠　

六
首　

其
三
」、
曹
家
達
（
一
八
六
八
―
一
九
三
八
）「
蘇
臺
雜
詩

四
首　

其
三
」、
王
国
維
（
一
八
七
七
―
一
九
二
七
）「【
⾭
玉
案
】」
等
有
り
、
枚
挙
に
暇
が
無
い
。

　

詩
歌
の
中
で
主
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
真
娘
墓
の
テ
ー
マ
の
一
つ
は
、
悲
劇
的
な
死
を
遂
げ
た
真
娘
へ
の
哀
悼
で
あ
り
、
や
が
て
死
後

葬
ら
れ
た
真
娘
墓
が
草
に
埋
も
れ
、
た
だ
壊
れ
た
墓
石
だ
け
が
寂
し
く
残
る
、
と
い
う
様
子
が
描
か
れ
た
作
品
が
多
い
。
ま
た
、
真
娘

墓
は
虎
丘
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
風
景
の
一
つ
と
し
て
も
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
更
に
他
の
著
名
な
女
性
の
墓
（
蘇
小
小
・
王
昭

君
等
）
と
比
較
さ
れ
る
事
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
詳
細
な
分
析
・
考
察
は
本
論
の
趣
旨
と
異
な
る
た
め
、
真
娘
墓

の
文
学
的
題
材
と
し
て
の
価
値
の
高
さ
を
認
識
す
る
に
留
め
、
こ
れ
以
上
は
述
べ
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
４
）
姚
燮
「
虎
邱
弔
眞
娘
墓
文
」
に
つ
い
て
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先
行
研
究
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
作
品
と
し
て
、
清
代
後
期
を
代
表
す
る
文
人
の
一
人
で
あ
る
姚
燮
（
一
八
〇
五
―
一
八
六
四
。
字

は
梅
伯
。
浙
江
寧
波
の
人
。
道
光
十
四
〈
一
八
三
四
〉
年
の
挙
人
）
の
制
作
し
た
「
虎
邱
弔
眞
娘
墓
文
」28

が
あ
る
。

虎
丘
は
も
と
も
と
華
麗
の
地
で
あ
る
。そ
の
漂
泊
の
人
生
を
送
っ
た
女
性
で
、華
麗
な
が
ら
も
自
ら
傷
む
者
と
し
て
は
、沈
飛
香〈
不

詳
〉・
韓
夢
音
〈
妓
女
〉・
周
宝
鐙
〈
炤
。
詩
人
〉・
席
耘
芝
〈
蕙
文
。
詩
人
〉・
朱
霊
珠
〈
詩
人
〉
の
類
が
い
る
。
そ
の
漂
泊
の
鶯

や
燕
〈
妓
女
〉
で
、
美
人
で
人
に
頼
る
人
生
を
送
っ
た
者
と
し
て
は
、
卞
玉
京
〈
賽
〉、
沙
嫩
児
〈
沙
才
の
妹
〉、
柳
人
月
〈
伴
月
〉、

董
青
蓮
〈
白
〉、陳
二
分
〈
素
素
〉
の
類
が
い
る
。
そ
の
姿
を
隠
し
た
ま
ま
、永
遠
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
者
と
し
て
は
、劉
碧
鬟
、

姚
馨
兒
〈
不
詳
〉、
徐
蘭
敖
〈
不
詳
〉、
十
二
娘
〈
十
三
娘
？
〉、
通
判
〈
高
梁
楹
〉
の
二
姬
の
墓
が
あ
る
。
英
俠
〈
な
女
性
〉
と

い
う
点
で
は
、金
姬
墩
〈
元
末
張
士
誠
の
妃
、李
金
児
を
葬
る
。
虎
丘
山
の
西
に
在
り
〉
が
あ
り
、柴
聞
詮
〈
銓
〉
の
記
録
が
あ
る
。

節
烈
〈
な
女
性
〉
と
い
う
点
で
は
、鴛
鴦
壙
〈
明
末
の
倪
士
義
と
そ
の
妻
楊
氏
を
葬
る
。
虎
丘
山
に
在
り
〉
が
あ
り
、王
雒
陽
〈
王

鐸
〉
の
石
碑
に
よ
っ
て
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
を
過
ぎ
る
者
は
、
み
な
訪
れ
よ
う
と
は
し
な
い
。
唯
一
真

娘
の
一
墓
だ
け
が
、唐
よ
り
現
在
に
至
る
ま
で
、〈
唐
の
〉
李
紳
が
逸
事
を
記
し
、〈
清
の
〉
陳
鑛
が
廃
址
を
再
興
さ
せ
て
い
る
。〈
唐

の
〉
劉
禹
錫
が
同
人
の
詩
を
集
め
た
一
卷
〈
前
掲
『
虎
丘
寺
題
真
娘
墓
詩
』
の
こ
と
か
〉
は
、
全
二
十
三
人
。
つ
い
で
作
品
を
作

る
者
が
お
り
、
親
し
み
の
情
を
述
べ
な
い
こ
と
は
な
く
、
綿
々
と
続
く
趣
を
極
め
な
い
者
は
い
な
か
っ
た
。
彼
女
は
〈
唐
代
〉
成

都
の
〈
妓
女
〉
薛
涛
、銭
塘
の
蘇
小
小
と
と
も
に
千
古
に
そ
び
え
立
つ
者
で
あ
ろ
う
。
最
近
、陳
君
桂
軒
〈
不
詳
〉・
郭
君
季
虎
〈
郭

鳳
梁
、
字
は
季
虎
。
蘇
州
の
人
〉
と
〈
虎
丘
に
〉
出
か
け
た
。
二
君
に
「
明
日
、
名
花
佳
酒
を
用
意
し
て
、
墓
前
に
酒
を
注
い
で

お
参
り
す
る
。
君
は
ど
う
し
て
文
章
を
作
る
の
に
、
故
実
〈
典
故
〉
を
使
わ
な
い
の
か
」
と
問
わ
れ
た
。
そ
こ
で
今
昔
の
諸
賢
が

〈
真
娘
〉
墓
を
悼
ん
だ
詩
歌
を
集
め
、
そ
の
言
葉
を
拾
い
、
辞
を
作
っ
て
次
の
よ
う
に
詠
ん
だ29

。（
小
塚
注
―
以
下
「
集
句
詩
」（
歴

代
の
作
品
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
作
っ
た
詩
）
を
挙
げ
る
。
省
略30

）。
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文
章
の
前
半
で
は
、
主
に
明
・
清
時
代
の
虎
丘
に
関
連
す
る
妓
女
や
女
流
詩
人
等
の
例
を
挙
げ
、
ま
た
虎
丘
に
埋
葬
さ
れ
て
墓
が
存

在
し
て
い
る
が
、
彼
女
た
ち
の
墓
を
訪
ね
る
者
は
皆
無
で
あ
り
、
唯
一
真
娘
墓
だ
け
が
古
来
よ
り
現
在
に
至
る
ま
で
墓
を
訪
ね
て
詩
に

詠
じ
、
墓
碑
を
修
復
す
る
等
の
現
象
が
見
ら
れ
る
事
を
指
摘
す
る
。
そ
の
真
偽
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
文
章
か
ら
も
、
旧
中
国
の

代
々
の
文
人
た
ち
が
長
い
間
如
何
に
真
娘
墓
を
訪
れ
、
詩
を
制
作
し
て
い
た
か
、
そ
の
一
端
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
植
木
氏
は

前
掲
論
文
の
結
び
と
し
て
「
事
跡
も
定
か
で
は
な
く
、
王
昭
君
や
楊
貴
妃
に
比
べ
て
知
名
度
で
極
端
に
劣
る
、
歌
舞
の
巧
み
な
唐
代
蘇

州
の
名
妓
、
眞
娘
の
墓
が
、
死
後
ほ
ど
な
く
詠
ま
れ
は
じ
め
、
そ
の
後
長
く
詩
跡
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
は
、
中
国
古
典
詩
の
豊
饒
さ

を
示
す
好
個
の
一
例
と
な
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

で
は
、
以
上
の
よ
う
に
文
人
た
ち
に
と
っ
て
普
遍
的
に
文
学
作
品
の
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
真
娘
墓
に
つ
い
て
、
清
初
の

張
潮
は
ど
の
よ
う
な
文
学
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

２
．
張
潮
の
墓
碑
建
立
前
後
の
動
向
に
つ
い
て

（
１
）
張
潮
の
活
動
と
書
簡
集
に
つ
い
て

　

本
題
に
入
る
前
に
、
張
潮
と
そ
の
書
簡
集
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

張
潮
、
字
は
山
來
、
号
は
心
斎
居
士
・
三
在
道
人
。
安
徽
歙
県
（
新
安
）
の
人
。
父
は
順
治
六
〈
一
六
四
九
〉
年
の
進
士
で
山
東
の

学
政
を
歴
任
し
た
張
習
孔
（
字
は
念
難
、
号
は
黄
嶽
。
一
六
〇
六
？
―
？
）
で
、
版
元
（
詒
清
堂
）
を
有
し
て
い
た
。
張
潮
は
科
挙
の

道
を
諦
め
た
後
、
揚
州
に
移
り
住
み
、
そ
の
版
元
を
使
っ
て
大
々
的
に
著
述
及
び
出
版
活
動
を
行
っ
た
。
と
り
わ
け
一
六
八
〇
年
代
前

半
か
ら
一
七
〇
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
は
、
同
時
代
の
文
人
た
ち
が
制
作
し
た
膨
大
な
数
の
小
品
作
品
の
収
集
と
出
版
に
力
を
注
ぎ
、
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叢
書
『
虞
初
新
志
』（
全
二
十
巻
。
一
七
〇
〇
年
頃
刊
行
）『
檀
几
叢
書
』（
初
集
・
二
集
・
余
集
。
一
六
九
五
～
一
七
〇
〇
年
頃
刊
行
）

『
昭
代
叢
書
』（
甲
集
・
乙
集
・
丙
集
。
一
六
九
五
～
一
七
〇
三
年
頃
刊
行
）
を
編
纂
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
『
幽
夢
影
』
を
初
め
と
す

る
自
ら
の
作
品
の
出
版
も
積
極
的
に
行
っ
た
。

　

張
潮
に
は
友
人
た
ち
が
張
潮
に
寄
せ
た
書
簡
を
集
め
た
『
尺
牘
友
声
』（
全
十
五
集
。
約
３
１
０
名
、
全
１
０
０
９
通
。
以
下
『
友

声
』
と
称
す
）
と
、
友
人
た
ち
に
寄
せ
た
書
簡
を
集
め
た
『
尺
牘
友
声
偶
存
』（
全
十
一
巻
。
約
１
７
０
名
、
全
４
５
６
通
。
以
下
『
偶

存
』
と
称
す
）
と
が
残
さ
れ
て
い
る31

。
こ
の
両
書
簡
集
中
に
は
、
文
学
的
な
記
述
だ
け
で
は
な
く
、
上
記
出
版
活
動
に
関
わ
る
記
述
や
、

書
簡
の
伝
達
事
情
等
多
種
多
様
な
記
述
が
見
ら
れ
、
張
潮
を
中
心
と
し
た
江
南
文
人
交
遊
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き

る32

。
詳
し
く
は
拙
論33

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）
真
娘
墓
碑
建
立
前
後
の
張
潮
の
動
向
に
つ
い
て

　

さ
て
、
張
潮
の
書
簡
集
の
中
で
真
娘
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
書
簡
が
存
在
す
る
。

『
偶
存
』
→
115
「
寄
復
余
澹
心
」（
巻
三
・
余
懐
）
／
117
「
寄
姜
學
在
」（
巻
三
・
姜
実
節
）
／
135
「
與
某
」（
巻
三
・
某
）
／
137
「
與

姜
學
在
」（
巻
三
・
姜
実
節
）
／
156
「
寄
姜
學
在
」（
巻
四
・
姜
実
節
）

『
友
声
』
→
460
（
己
集
・
朱
慎
）・
473
（
己
集
・
江
之
蘭
）
／
475
（
己
集
・
黄
雲
）
／
482
（
己
集
・
江
之
蘭
）
／
487
（
己
集
・
黄
雲
）

／
489
（
己
集
・
余
懐
）
／

507
（
己
集
・
姜
実
節
）
／
513
（
己
集
・
江
之
蘭
）
／
622
（
辛
集
・
姜
実
節
）

　

以
上
の
通
り
『
友
声
』
に
５
通
、『
偶
存
』
に
９
通
あ
る
が
、
そ
の
殆
ど
が
一
六
九
四
年
に
応
酬
さ
れ
た
書
簡
で
あ
る
（『
友
声
』
己

集
、『
偶
存
』
巻
三
）34

。
な
お
『
友
声
』
己
集
に
は
の
べ
６
３
通
、『
偶
存
』
巻
三
に
は
の
べ
３
５
通
の
書
簡
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
次
に
「
真
娘
墓
碑
」
が
建
立
さ
れ
た
と
さ
れ
る
康
煕
三
十
三
〈
一
六
九
四
、
甲
戌
〉
年
前
後
の
張
潮
の
動
向
に
つ
い
て
、
上
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記
書
簡
や
先
行
研
究
等35

も
参
考
に
し
な
が
ら
簡
単
に
見
て
お
こ
う
。

　

一
六
八
〇
年
代
よ
り
、張
潮
は
同
時
代
の
文
人
が
制
作
し
た
小
品
（
短
編
の
随
筆
・
雑
記
・
小
説
等
）
の
収
集
に
尽
力
し
、ま
ず
は
『
虞

初
新
志
』
の
編
纂
に
取
り
か
か
っ
て
い
た
。
こ
の
叢
書
は
八
巻
→
十
二
巻
→
二
十
巻
と
徐
々
に
作
品
を
収
集
し
て
巻
数
を
増
や
し
て
い

き
、
完
成
を
見
た
の
は
二
十
年
後
の
一
七
〇
〇
年
頃
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
自
ら
の
作
品
も
次
々
と
編
纂
・
出
版
し
、『
心

齋
聊
復
集
初
集
』（
一
六
八
二
年
序
）、『
筆
歌
・
聯
荘
』（
一
六
八
九
。
後
『
檀
几
叢
書
』
に
所
収
）、『
幽
夢
影
』（
完
成
は
一
七
〇
〇
年
頃
）

等
が
あ
る
。
一
方
で
張
潮
は
様
々
な
文
人
た
ち
と
交
流
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
王
族
の
愛
新
覚
羅
岳
端
（
一
六
七
一
―
一
七
〇
四
）

や
高
官
の
王
士
禛
〈
一
六
三
四
―
一
七
一
一
。
王
漁
洋
。
刑
部
尚
書
〉
を
始
め
と
し
て
、
孔
尚
任
（
一
六
四
八
―
一
七
一
八
）・
朱
彝

尊
（
一
六
二
九
―
一
七
〇
九
）・
閻
若
璩
（
一
六
三
六
―
一
七
〇
四
）・
毛
際
可
（
一
六
三
三
―
一
七
〇
八
）・
八
大
山
人
（
一
六
二
六
？

―
一
七
〇
五
？
）・
韓
菼（
一
六
三
七
―
一
七
〇
四
）・
尤
侗（
一
六
一
八
―
一
七
〇
四
）・
冒
襄（
一
六
一
一
―
一
六
九
三
）・
余
懐（
一
六
一
六

―
一
六
九
六
）
等
当
時
の
著
名
な
文
人
た
ち
の
名
も
数
多
く
見
ら
れ
る
。
彼
ら
は
張
潮
が
様
々
な
書
籍
を
編
纂
し
て
い
る
こ
と
を
知
る

と
、そ
の
書
籍
を
求
め
た
り
、自
身
の
作
品
を
掲
載
・
出
版
す
る
よ
う
依
頼
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
杭
州
の
文
人
王
晫36（
一
六
三
六

―
？
。
字
は
丹
麓
、
号
は
木
菴
。
松
渓
主
人
と
称
す
）
も
そ
の
一
人
で
あ
り
、
自
ら
が
編
纂
を
計
画
し
て
い
た
『
檀
几
叢
書
』
に
つ
い

て
、
張
潮
の
助
力
を
求
め
た
。
こ
れ
が
ち
ょ
う
ど
一
六
九
四
年
の
初
夏
の
事
で
あ
っ
た
。
以
下
、
こ
の
年
の
張
潮
の
動
向
を
一
覧
に
し

て
お
こ
う
。

４
月
８
日 

「
真
娘
墓
碑
」
建
碑
日

 

蘇
州
の
虎
丘
に
姜
実
節
を
訪
ね
る
も
会
え
ず
（『
偶
存
』
117
）。

４
月
９
日 

姜
実
節
、
張
潮
に
書
簡
を
寄
せ
る
（
６
月
に
到
着
）
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４
月
下
旬
？ 

杭
州
西
湖
に
て
王
晫
と
会
見
し
、『
檀
几
叢
書
』
編
纂
に
つ
い
て
打
ち
合
わ
せ
を
行
う37

。

５
月
初
旬
？ 

蘇
州
虎
丘
の
真
娘
墓
を
訪
ね
、
詩
を
詠
ず
。

閏
５
月
５
日 

揚
州
の
蜀
岡
に
同
人
た
ち
と
集
ま
る
。
孫
黙
・
卓
爾
堪
・
迮
俊
・
劉
長
会
・
朱
慎
等
が
参
加
、
詩
を
題
す
。

閏
５
月
？ 

姜
実
節
に
手
紙
を
寄
せ
る
（『
偶
存
』
137
）。

６
月
末 
姜
実
節
よ
り
書
簡
が
届
く
（
四
月
九
日
発
送
）

晩
夏
～
初
秋　

蘇
州
在
住
の
余
懐
が
揚
州
の
張
潮
を
訪
問
、
し
ば
ら
く
滞
在
す
る
。

 

こ
の
頃
「
真
娘
墓
碑
」
完
成
？

９
月
末　
　
　

揚
州
の
西
園
で
送
秋
の
会
を
開
く
。
王
仲
儒（
一
六
三
四
―
一
六
九
八
。
字
は
景
州
、江
蘇
興
化
の
人
）、宗
学
曽（
号

は
醴
陵
。
揚
州
の
人
）
等
が
参
加
。

１
０
月
８
日　

姜
実
節
、
張
潮
に
書
簡
を
寄
せ
る
（『
友
声
』

507
）

　

こ
の
年
は
叢
書
の
編
纂
者
で
あ
る
張
潮
に
と
っ
て
重
要
な
年
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
４
月
に
杭
州
に
お
い
て
王
晫
と
面
会
し
、
共
編

と
な
る
『
檀
几
叢
書
』
編
纂
の
打
ち
合
わ
せ
を
行
っ
た
。
こ
れ
が
翌
〈
一
六
九
五
〉
年
以
降
、
断
続
的
に
様
々
な
叢
書
を
編
纂
、
刊
行

し
て
い
く
発
端
と
な
っ
た
。
ま
さ
し
く
、
張
潮
の
出
版
活
動
の
最
盛
期
で
あ
っ
た
。
一
方
で
張
潮
は
そ
の
合
間
に
同
人
を
集
め
て
詩
会

や
文
会
を
し
ば
し
ば
開
い
て
お
り
、
活
発
な
文
学
活
動
の
一
端
が
窺
え
る
。
真
娘
に
関
す
る
活
動
も
、
そ
の
一
環
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
下
、
具
体
的
な
事
跡
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

３
．「
真
娘
墓
碑
」
建
立
に
つ
い
て
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（
１
）
現
存
の
真
娘
墓
碑
に
つ
い
て

　

ま
ず
は
現
在
残
さ
れ
て
い
る
二
種
類
の
墓
碑
に
つ
い
て
、
資
料
か
ら
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

現
在
虎
丘
に
は
、
康
煕
甲
戌
（
康
煕
三
十
三
〈
一
六
九
四
〉
年
）
に
張
潮
が
建
立
し
た
も
の
と
、
乾
隆
十
〈
一
七
四
五
〉
年
に
海
陵

の
陳
鑛38

が
建
立
し
た
も
の
二
種
類
の
墓
碑
が
遺
さ
れ
て
い
る
。『
中
国
文
物
地
図
集　

江
蘇
分
冊
（
下
）』
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
は
清
代

よ
り
度
々
改
修
さ
れ
、
最
近
で
は
一
九
五
八
年
に
改
修
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る39

。
ま
た
、
２
０
世
紀
の
前
半
に
は
東
屋
の
脇
に
建
っ

て
い
た
が
、
現
存
の
墓
碑
は
壁
に
嵌
め
こ
ま
れ
た
形
で
遺
さ
れ
て
い
る40

。
張
潮
の
墓
碑
の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
こ
こ

で
は
ま
ず
も
う
一
つ
の
陳
鑛
が
建
立
し
た
と
さ
れ
る
墓
碑
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
『
桐
橋
倚
棹
錄
』
巻

五
や
『
蘇
州
府
志
』
巻
四
十
九41

に
も
見
ら
れ
、
例
え
ば
『
桐
橋
倚
棹
錄
』
で
は
「･･･

墓
碑
は
明
末
の
戦
火
に
遭
っ
て
、
す
で
に
失
わ

れ
て
し
ま
っ
た
。
乾
隆
十
〈
一
七
四
五
〉
年
、
海
陵
の
陳
鑛
が
亭
を
建
て
て
そ
の
上
〈
墓
〉
を
覆
い
、
重
ね
て
「
古
眞
娘
墓
」
の
四
字

の
石
碑
を
建
て
て
記
し
た42

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

前
掲
『
虎
邱
新
志
』
に
陳
鑛
の
「
重
修
眞
孃
墓
記
」43

が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
経
緯
が
か
な
り
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。

か
つ
て
『
虎
邱
志
』〈
清
・
顧
湄
『
重
修
虎
丘
山
志
』
の
こ
と
か
〉
を
閲
覧
す
る
と
、所
謂
真
孃
墓
と
い
う
も
の
が
有
り
、唐
宋
以
来
、

諸
名
士
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
題
詠
し
た
、と
あ
っ
た
。〈
こ
れ
は
〉〈
王
〉昭
君
の
青
塚
、太
真〈
楊
貴
妃
〉の
馬
嵬〈
墓
〉が
並
び
伝
わ
っ

て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
思
う
に
、
事
物
で
冠
絶
す
る
も
の
は
尊
ば
れ
る
も
の
で
、
真
娘
は
絶
代
の
紅
顔
で
あ
り
、
没
し
て
景

勝
地
に
葬
ら
れ
た
。〈
そ
の
話
は
〉
遠
く
伝
わ
り
、
感
銘
を
受
け
て
詩
を
詠
む
者
が
〈
墓
に
〉
訪
れ
た
。〈
私
は
〉
甲
子
〈
乾
隆
九

［
一
七
四
四
］
年
〉
の
春
、
俗
世
を
虎
丘
に
避
け
た
。
足
の
赴
く
ま
ま
、
未
だ
九
宜
三
絶
の
景
勝
地
を
巡
り
尽
く
し
た
わ
け
で
は

な
い
が
、
翠
華
臨
幸
〈
天
子
臨
御
〉
の
地
と
古
蹟
・
祠
墓
は
、
幾
度
か
尋
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
目
当
て
の
真
孃
の
墓
だ
け
は
、
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〈
辺
り
に
は
〉
蔓
草
が
生
え
て
荒
れ
は
て
て
お
り
、
所
在
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。
密
か
に
疑
念
を
抱
い
た
の
は
、〈
真
娘
墓
の
存
在

は
〉
全
く
の
出
鱈
目
で
、
詞
人
た
ち
の
仮
託
な
の
で
は
な
い
か
。
銭
塘
の
妓
女
蘇
小
小
や
西
蜀
の
妓
女
薛
涛
の
よ
う
な
者
で
な
け

れ
ば
、
確
た
る
証
拠
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
。
し
ば
ら
く
意
に
留
め
て
い
る
と
、
ふ
と
東
山
廟
〈
東
晋
・
王
珣
を
祀
っ
た
祠
〉

の
後
、〈
白
〉
太
傅
祠
〈
白
居
易
を
祀
る
〉
の
前
の
、
厠
の
中
に
断
碑
が
倒
れ
て
お
り
、
塵
や
土
の
汚
れ
を
拭
っ
て
見
て
み
る
と
、

真
娘
の
墓
が
な
お
存
在
し
て
い〈
る
こ
と
が
わ
か
っ
〉た
。
こ
れ
に
つ
い
て〈
虎
丘
〉山
僧
の
頓
之〈
不
詳
〉に
尋
ね
て
み
る
と
、「
明

末
の
戦
乱
以
降
、
こ
の
墓
碑
は
う
ち
捨
て
ら
れ
て
現
在
に
至
り
ま
す
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
石
碑
を
頼
り
に
墓
を
探

し
て
み
る
と
、
な
お
僅
か
に
旧
址
に
存
在
し
て
い
た
。
あ
あ
、
世
の
中
が
移
り
変
わ
り
、
古
蹟
が
消
滅
し
て
記
録
さ
れ
な
い
こ
と

は
、
方
々
で
よ
く
あ
る
こ
と
だ
。
こ
の
片
石
だ
け
が
わ
ず
か
に
残
っ
た
こ
と
は
、
不
幸
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
そ
の
た
め
に
墓

土
を
改
修
し
、
残
碑
を
穴
の
中
に
埋
葬
し
、
新
た
な
墓
石
を
元
の
場
所
に
建
立
し
、
小
さ
な
あ
ず
ま
や
を
作
っ
て
覆
っ
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
芳
魂
の
居
場
所
を
作
る
こ
と
が
出
来
た
。
前
人
の
詩
に
「
死
し
て
は
猶
ほ
寂
寞
を
嫌
ひ
、
生
き
て
は
肯
て
風
流
な
ら
ざ

ら
ん
や
」44

と
あ
る
。
美
し
い
言
葉
は
、
実
際
の
形
跡
に
よ
っ
て
証
明
す
る
も
の
で
、
試
み
に
そ
の
概
要
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
あ
あ
、
盛
衰
興
廃
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
間
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
墓
が
百
年
千
年
の
後
、
跡
形
も
無
く
な
っ
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
な
お
幸
い
に
ま
だ
滅
び
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
改
修
し
、
後
の
君
子
諸
君
を
し
て
図
志
を

頼
り
に
芳
踪
を
た
ず
ね
、
な
お
草
花
の
盛
ん
に
茂
る
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
、
歌
曲
の
音
色
を
聞
か
せ
る
ば
か
り
で
あ
る45

。

　

陳
鑛
が
墓
碑
を
建
立
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
蘇
州
府
志
』
及
び
『
桐
橋
倚
棹
錄
』
等
に
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
張

潮
の
墓
碑
に
関
し
て
は
、
資
料
と
し
て
有
力
な
手
が
か
り
は
見
つ
け
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
現
存
す
る
「
真
娘
墓
碑
」
に
は
「
康
煕
甲

戌
浴
佛
日　

古
真
孃
墓　

新
安
心
齋
居
士
張
潮
山
來
氏
重
立
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る46

。
康
煕
甲
戌
と
は
康
煕
三
十
三

〈
一
六
九
四
〉
年
、「
浴
佛
日
」
は
「
浴
佛
節
」（
釈
迦
の
誕
生
日
）
つ
ま
り
四
月
八
日
の
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
墓
碑
の
記
述
を
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信
頼
す
る
と
す
れ
ば
、
張
潮
が
墓
碑
を
建
て
た
の
は
、
康
煕
三
十
三
〈
一
六
九
四
〉
年
四
月
八
日
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
陳

鑛
が
建
て
た
墓
碑
よ
り
も
約
半
世
紀
も
前
に
は
建
て
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
陳
鑛
の
文
章
に
は
張
潮
に
つ
い
て
全
く

触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
文
中
に
登
場
す
る
「
断
碑
」（
壊
れ
た
石
碑
）
と
は
、
張
潮
の
建
て
た
「
真
娘
墓
碑
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

或
い
は
張
潮
以
前
に
別
人
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
張
潮
が
墓
碑
を
建
て
た
事
に
つ
い

て
は
、
全
く
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
雲
巌
寺
は
前
述
の
通
り
康
煕
五
十
三
〈
一
七
一
四
〉
年
に
大
火
で
焼
失
し
て
お
り
、
或
い
は
こ
の

時
に
「
真
娘
墓
碑
」
も
何
ら
か
の
損
害
を
被
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。

（
２
）「
真
娘
墓
碑
」
建
立
の
事
情
に
つ
い
て

　

管
見
の
限
り
、
張
潮
の
墓
碑
に
関
し
て
、
後
世
の
記
録
で
は
こ
れ
以
上
詳
し
い
こ
と
は
解
明
出
来
な
い
。
そ
こ
で
以
下
張
潮
の
詩
文

や
関
連
の
書
簡
等
で
僅
か
な
が
ら
手
が
か
り
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

ａ
．
建
立
年
月
日

　

ま
ず
考
え
て
み
た
い
の
は
、
本
当
に
「
真
娘
墓
碑
」
が
上
記
の
通
り
の
年
月
日
に
建
て
ら
れ
た
も
の
な
の
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
張
潮
の
詩
に
手
が
か
り
が
見
ら
れ
る
。

　

張
潮
に
は
「
甲
戌
夏
五
、
舟
過
虎
丘
訪
眞
娘
墓
、
知
在
枯
樹
下
、
僅
一
斷
碑
零
落
于
頽
垣
敗
砌
間
。
因
重
爲
勒
石
立
之
舊
處
。
雖
芳

魂
縹
緲
未
必
戀
一
抔
、而
我
輩
千
古
情
痴
、或
可
藉
以
風
後
世
云
（
甲
戌
夏
五
、舟 

虎
丘
に
過よ

ぎ

り
て
眞
娘
墓
を
訪
ね
、枯
樹
下
に
在
り
て
、

僅
か
に
一
斷
碑
の
頽
垣
敗
砌
の
間
に
零
落
す
る
を
知
る
。
因
り
て
重
ね
て
爲
に
石
を
勒
み
て
之
を
舊
處
に
立
て
ん
と
す
。
芳
魂
縹
緲
と

し
て
未
だ
必
ず
し
も
一
抔
に
戀
せ
ず
と
雖
も
、而
も
我
が
輩
千
古
の
情
痴
は
、或
い
は
藉
り
て
以
て
後
世
に
風
す
可
し
、と
云
ふ
）」47

（
以

下
「
真
娘
墓
詩
」
と
称
す
）
と
い
う
長
い
題
名
の
詩
が
あ
り
、
ま
ず
は
こ
れ
が
有
力
な
手
が
か
り
と
な
る
。
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こ
れ
に
よ
る
と
、
甲
戌
〈
一
六
九
四
年
〉
の
夏
五
月
、
舟
で
虎
丘
に
立
ち
寄
り
真
娘
墓
を
訪
ね
た
と
こ
ろ
、
枯
樹
の
下
に
僅
か
に
一

断
碑
が
壊
れ
た
垣
根
と
階
段
の
間
に
落
ち
ぶ
れ
て
立
っ
て
い
る
の
を
知
っ
た
。
そ
こ
で
重
ね
て
石
に
刻
み
、
こ
れ
を
も
と
の
場
所
に
立

て
る
こ
と
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
詩
の
内
容
も
簡
単
に
見
て
お
こ
う
。

不
辭
蠟
屐
破
苔
痕　
　
　
　

辭
せ
ず　

蠟
屐
の
苔
痕
を
破
る
を

頻
疑
禪
扉
吊
倩
魂　
　
　
　

頻
り
に
疑
ふ　

禪
扉
に
倩
魂
を
吊
ふ
か
と

古
墓
只
餘
枯
樹
在　
　
　
　

古
墓
只
だ
餘
し
て　

枯
樹
在
り

短
垣
惟
有
斷
碑
存　
　
　
　

短
垣
惟
だ
有
り
て　

斷
碑
存
す

重
埋
片
石
題
丹
篆　
　
　
　

重
ね
て
片
石
を
埋
め
て　

丹
篆
を
題
し

旋
汲
芳
泉
薦
素
樽　
　
　
　

旋
し
く
芳
泉
を
汲
み
て　

素
樽
を
薦
む

試
問
夜
臺
曾
識
否　
　
　
　

試
に
夜
臺
に
問
ふ　

曾
て
識
る
や
否
や
と

情
痴
應
向
夢
中
論　
　
　
　

情
痴
應
に
夢
中
に
向
ひ
て
論
ず
べ
し（

七
言
律
詩　

押
韻
―
上
平
十
三
元　

痕
・
魂
・
存
・
樽
・
論
）

［
大
意
］
蠟
屐
〈
旅
の
靴
〉
が
苔
を
踏
み
つ
け
る
の
も
か
わ
ま
ず
〈
墓
前
に
行
き
、
そ
の
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
て
〉、
頻
り
に
疑
う
、

禅
寺
で
う
ら
若
き
娘
〈
真
娘
〉
の
魂
が
弔
わ
れ
て
い
る
の
か
と
。
古
び
た
墓
に
は
枯
れ
た
樹
木
が
生
え
て
い
る
だ
け
で
、
背
の
低
い
垣

根
に
囲
ま
れ
て
壊
れ
た
石
碑
が
立
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
重
ね
て
一
片
の
石
を
埋
め
て
丹
篆
で
題
を
刻
み
、
わ
ず
か
に
芳
泉
の
水
を

汲
ん
で
素
樽
〈
安
酒
〉
を
注
ぐ
。
試
し
に
墓
の
中
の
真
娘
に
問
い
か
け
て
み
る
、「
む
か
し
の
こ
と
を
憶
え
て
い
ま
す
か
」
と
。〈
問
い

か
け
て
み
て
も
答
え
が
あ
る
は
ず
も
無
く
〉
私
の
情
痴
は
夢
の
中
で
論
じ
る
こ
と
と
し
よ
う
。
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詩
中
に
「
丹
篆
」（
朱
砂
を
使
っ
て
書
写
し
た
篆
文
）
と
あ
る
が
、現
在
遺
さ
れ
て
い
る
墓
碑
は
「
楷
書
」
で
書
か
れ
て
お
り
、「
篆
書
」

で
は
な
い
。
或
い
は
別
物
か
、
そ
れ
と
も
あ
く
ま
で
詩
的
な
表
現
な
の
か
。
ま
た
、
詩
題
に
従
え
ば
、
建
立
年
は
一
致
す
る
が
、
日
に

ち
は
四
月
八
日
で
は
な
く
五
月
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
月
日
に
や
や
齟
齬
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い

の
で
あ
ろ
う
か
。

　

張
潮
が
五
月
に
蘇
州
に
立
ち
寄
っ
た
と
す
れ
ば
、
恐
ら
く
前
述
し
た
叢
書
編
纂
に
関
す
る
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
に
、
揚
州
と
杭
州
を

行
き
来
す
る
道
中
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
揚
州
と
杭
州
の
間
の
往
来
は
、
水
路
（
京
杭
大
運
河
）
を
利
用
す
る
の
が
便
利
で
一
般
的

で
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
蘇
州
は
水
上
交
通
の
要
地
で
、
揚
州
と
杭
州
の
ち
ょ
う
ど
中
間
地
点
に
当
た
り
、
必
ず
通
過
す
る
場
所

で
も
あ
っ
た
。
し
か
も
虎
丘
は
船
で
も
容
易
に
行
け
る
場
所
に
あ
っ
た
（
白
居
易
が
蘇
州
知
事
の
時
に
虎
丘
へ
の
水
路
が
作
ら
れ
て
い

る
）。
後
述
の
通
り
、
張
潮
は
四
月
八
日
に
一
度
蘇
州
の
虎
丘
を
訪
ね
て
お
り
、
恐
ら
く
直
ぐ
に
そ
の
足
で
杭
州
に
向
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
仮
に
蘇
州
か
ら
杭
州
ま
で
船
で
１
０
日
ほ
ど
か
か
る48

と
す
れ
ば
、
杭
州
に
到
着
し
た
の
は
恐
ら
く
四
月
の
下
旬
で
あ
ろ
う
。

杭
州
で
の
滞
在
期
間
は
不
明
だ
が
、
王
晫
と
の
会
見
は
数
日
で
終
了
し
て
い
る49

。
そ
の
後
、
四
月
の
終
わ
り
か
五
月
の
初
め
頃
に
杭
州

を
発
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
詩
を
詠
じ
た
の
は
杭
州
か
ら
揚
州
へ
の
帰
路
に
立
ち
寄
っ
た
際
で
、
五
月
の
上
旬
頃
で
あ
る
と
推
測
で
き

よ
う
。

ｂ
．
書
簡
に
見
ら
れ
る
建
立
事
情
―
姜
実
節
と
の
や
り
と
り
を
中
心
に
―

　

次
に
張
潮
の
友
人
姜
実
節
と
の
間
で
応
酬
さ
れ
た
書
簡
か
ら
建
立
の
事
情
を
見
て
み
よ
う
。

　

姜
実
節
（
一
六
四
七
―
一
七
〇
九
）、
字
は
学
在
、
号
は
鶴
澗
。
も
と
も
と
は
山
東
莱
陽
の
人
で
あ
る
が
、
の
ち
蘇
州
の
虎
丘
に
寓

居
し
た
。
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
る
姜
埰
（
一
六
〇
三
―
一
六
七
三
。
字
は
如
農
、
私
諡
は
貞
毅
。
崇
禎
四
〈
一
六
三
一
〉
年
の
進
士
。
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礼
科
給
事
中
）
は
父
、
姜
垓
（
一
六
一
四
―
一
六
五
三
。
字
は
如
須
。
崇
禎
十
三
〈
一
六
四
〇
〉
年
の
進
士
。
官
は
行
人
）
は
叔
父
に

あ
た
る
（「
二
姜
」
と
称
さ
れ
た
）50

。
兄
に
姜
安
節
（
字
は
勉
中
）
が
お
り
、
ま
た
従
兄
弟
（
姜
垓
の
子
）
に
姜
寓
節
（
一
六
四
二
―

一
六
九
九
。
字
は
奉
世
）
が
い
る
。

　

清
・
李
桓
輯
『
国
朝
耆
献
類
徴
初
編
』
巻
四
七
一
に
よ
る
と
、
明
末
に
父
姜
埰
は
朝
廷
に
建
言
し
た
の
を
罪
に
問
わ
れ
て
投
獄
さ
れ
、

宣
州
に
流
謫
さ
れ
た
。
甲
申
の
変
（
一
六
四
四
）
の
後
、
南
京
で
南
明
の
福
王
が
即
位
す
る
と
閹
党
の
阮
大
鍼
・
馬
士
英
に
命
を
狙
わ

れ
た
た
め
に
弟
姜
垓
と
と
も
に
浙
東
に
逃
れ
、
後
蘇
州
に
寓
居
し
た
。
父
と
叔
父
の
死
後
、
姜
実
節
は
「
二
姜
祠
」（
父
姜
埰
と
叔
父

姜
垓
の
祠
）
を
虎
丘
に
建
立
し
、ま
た
「
諫
草
楼
」
を
祠
の
後
ろ
に
築
き
、そ
こ
に
棲
ん
だ51

、と
い
う
。
ま
た
、康
煕
二
十
四
〈
一
六
八
五
〉

年
、
呉
（
蘇
州
）
の
人
が
「
莱
陽
二
姜
先
生
祠
」
を
虎
丘
に
建
て
、
実
節
は
従
兄
弟
の
寓
節
（
姜
垓
の
子
）
と
と
も
に
祠
を
守
っ
た52

、

と
も
あ
る
。
更
に
、『
桐
橋
倚
棹
錄
』
巻
四
に
「
二
姜
先
生
祠
は
、
白
蓮
池
の
東
に
在
る
。
…
康
煕
二
十
四
〈
一
六
八
五
〉
年
〈
江
寧
〉

巡
撫
の
湯
斌
（
一
六
二
七
―
一
六
八
七
）
が
建
立
し
て
…53

」
云
々
と
あ
る
。
白
蓮
池
は
虎
丘
山
内
に
あ
り
、真
娘
墓
よ
り
北
東
に
在
る
。

現
在
、「
二
姜
先
生
祠
」
は
見
当
た
ら
な
い
が
、「
養
鶴
澗
」（
清
遠
道
士
が
鶴
を
飼
育
し
た
と
さ
れ
る
）
と
い
う
場
所
が
残
っ
て
お
り
（「
鶴

澗
」
は
姜
実
節
の
雅
号
で
も
あ
る
）、
も
し
か
す
る
と
そ
の
辺
り
に
存
在
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

な
お
、姜
実
節
は
張
潮
の
警
句
集
『
幽
夢
影
』
の
評
者
で
も
あ
り
、関
連
書
簡
が
『
友
声
』
に
９
通
、『
偶
存
』
に
５
通
見
ら
れ
る
が
、

書
簡
を
見
る
限
り
、彼
と
の
本
格
的
な
交
遊
が
始
ま
っ
た
の
は
こ
の
一
六
九
四
年
の
こ
と
で
、し
か
も
真
娘
墓
に
関
す
る
事
か
ら
始
ま
っ

て
い
る
の
は
興
味
深
い54

。

ま
ず
は
張
潮
が
姜
実
節
に
寄
せ
た
書
簡
を
見
て
み
よ
う
。

浴
仏
日
〈
四
月
八
日
〉
に
虎
丘
に
立
ち
寄
っ
た
際
、
訪
問
い
た
し
ま
し
た
が
お
目
に
か
か
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
か
つ
て
手
紙
と
拙

句
・
拙
刻
は
、あ
な
た
の
お
手
を
煩
わ
し
て
代
わ
り
に
添
削
し
て
頂
き
ま
し
た
。
の
ち
、舎
親
〈
自
分
の
身
内
〉
の
方
望
子
〈
方
熊
、
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字
は
望
子
。
安
徽
歙
県
の
人
〉
が
蘇
州
よ
り
や
っ
て
き
て
、
あ
な
た
の
お
言
葉
を
伝
え
て
く
れ
ま
し
た
。「
か
つ
て
一
通
の
手
紙

と
詩
四
首
は
、
蒋
と
い
う
名
字
の
人
に
寄
せ
ま
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
僕
に
届
け
る
は
ず
の
こ
の
書
簡
が
、
ど
こ
に
い
っ
た
の

か
分
か
ら
ず
、
い
ま
だ
に
一
字
も
奉
読
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
重
ね
て
分
け
与
え
て
頂
き
、
正
し
い
教
え
を
受
け
ら
れ
る

こ
と
を
望
ん
で
お
り
ま
す
。
虎
丘
の
真
娘
墓
に
は
、
石
碑
を
建
て
、
さ
ら
に
短
簿
祠
の
前
に
木
の
柵
を
改
修
す
る
〈
予
定
で
す
〉。

と
も
に
す
で
に
寄
付
を
し
て
、
剣
石
房
の
雲
坡
上
人
に
取
り
計
ら
う
よ
う
依
頼
し
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
約
束
を
違
え
る
こ
と
は
な

い
と
思
い
ま
す
が
、
も
し
も
手
落
ち
が
あ
っ
て
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
是
非
と
も
催
促
し
て
下
さ
る
よ
う
お
力
添
え

下
さ
い
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
徴
詩
の
拙
句
指
正
を
し
て
頂
い
て
、
大
筆
を
賜
る
以
外
に
、
諸
耆
宿
の
中
で
、〈
詩

を
〉
広
く
お
集
め
頂
き
、
順
次
お
寄
せ
下
さ
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。
僕
は
揚
州
の
馬
王
廟
の
東
に
寓
居
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
訪

問
し
や
す
い
と
思
い
ま
す
。
佳
章
を
賜
っ
て
書
物
を
輝
か
す
こ
と
が
出
来
れ
ば
幸
い
で
す55

。（『
偶
存
』
117
「
寄
姜
學
在
」）

　

こ
の
書
簡
か
ら
分
か
る
の
は
、
前
半
の
傍
線
部
分
で
張
潮
は
四
月
八
日
に
蘇
州
虎
丘
の
姜
実
節
を
訪
ね
た
が
、
生
憎
不
在
で
あ
っ
た

こ
と
。
や
む
を
得
ず
書
簡
で
連
絡
を
取
ろ
う
と
し
た
が
、
書
簡
の
伝
達
が
う
ま
く
い
か
な
っ
た
こ
と
。
後
半
の
傍
線
部
分
で
張
潮
が
真

娘
墓
の
石
碑
と
短
簿
祠
の
柵
を
修
復
し
よ
う
と
し
、
そ
の
助
力
を
姜
実
節
に
依
頼
し
た
こ
と
等
が
わ
か
る
。
な
お
、
短
簿
祠
と
は
前
述

の
資
財
を
喜
捨
し
て
虎
丘
寺
を
建
立
し
た
東
晋
の
王
珣
を
祭
っ
た
祠
、
東
山
廟
の
別
名
で
あ
る56

。
彼
は
桓
温
の
部
下
で
あ
り
、
後
に
主

簿
と
な
り
、
更
に
司
徒
に
ま
で
な
っ
た
。
背
が
低
か
っ
た
の
で
「
短
主
簿
」
と
呼
ば
れ
た
（『
世
説
新
語
』
寵
礼
）。

　

四
月
八
日
、
虎
丘
に
姜
実
節
を
訪
ね
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
そ
の
際
真
娘
墓
碑
に
も
立
ち
寄
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、

同
時
に
墓
碑
の
建
立
を
企
図
し
た
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
張
潮
は
そ
の
時
杭
州
へ
向
か
う
途
中
で
あ
り
、
恐
ら
く
簡
単

な
手
配
ぐ
ら
い
し
か
出
来
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
監
督
云
々
と
い
う
記
述
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
に
完
成
し
た
の

は
恐
ら
く
ま
だ
先
の
事
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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「
剣
石
房
」
と
は
、
同
じ
虎
丘
内
に
あ
る
「
試
剣
石
」
の
「
僧
房
（
僧
坊
）」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
試
剣
石
は
真
娘
墓
と
同
じ
道
の

南
側
に
あ
る
。
こ
の
雲
坡
上
人
と
い
う
僧
侶
へ
の
対
応
つ
い
て
は
、
同
じ
く
蘇
州
在
住
の
友
人
余
懐
（
一
六
一
六
―
一
六
九
六
。
字
は

澹
心
）
に
張
潮
が
寄
せ
た
書
簡
に
も
見
ら
れ
る
。

孟
夏
〈
四
月
〉
に
蘇
州
に
立
ち
寄
っ
た
際
、
た
ま
た
ま
大
雨
に
遭
い
、
あ
な
た
の
お
宅
を
訪
ね
て
教
え
を
請
う
こ
と
が
出
来
ま
せ

ん
で
し
た
。
誠
に
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
…「
真
娘
墓
詩
」の
添
削
は
、雲
坡
上
人
の
処
で
す
で
に
三
世
兄〈
余
懐
の
こ
と
か
？
〉

に
頼
ん
で
お
り
ま
す
が
、
ご
相
談
は
あ
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。
墓
碑
の
建
立
が
ま
だ
挙
行
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
し
た
ら
、
催

促
下
さ
る
よ
う
お
力
添
え
下
さ
い
。
閏
〈
五
月
〉
五
日
の
「
徴
詩
の
啓
」〈
詩
を
募
集
す
る
文
章
〉
は
便
覧
に
供
し
ま
し
た
の
で

必
ず
や
大
作
を
下
さ
る
よ
う
望
み
ま
す
。
…57

。（『
偶
存
』
115
「
寄
復
余
澹
心
」）

　

傍
線
部
分
は
姜
実
節
と
同
じ
く
墓
碑
の
監
督
を
依
頼
す
る
文
言
で
あ
る
。
恐
ら
く
姜
実
節
と
同
じ
機
会
に
余
懐
の
所
も
訪
問
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
天
候
が
悪
く
、
果
た
せ
な
か
っ
た
。
余
懐
が
当
時
蘇
州
の
ど
の
辺
り
に
寓
居
し
て
い
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、

彼
は
蘇
州
の
西
の
郊
外
に
あ
る
霊
巌
山
と
支
硎
山
の
間
を
行
き
来
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る58

。
一
方
、
余
懐
が
寄
せ
た
書
簡
に

も
、「
虎
丘
に
石
碑
を
建
て
る
件
に
つ
い
て
、
我
が
子
が
行
っ
て
住
職
を
訪
ね
ま
し
た
が
、
ま
だ
お
会
い
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
。
私
が

蘇
州
に
戻
っ
て
か
ら
こ
の
件
を
監
督
し
報
告
致
し
ま
す59

」
云
々
（『
友
声
』
489
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
余
懐
が
同
年
八
月
か
ら
九

月
に
か
け
て
揚
州
を
訪
ね
た60

際
、
張
潮
に
寄
せ
た
書
簡
で
あ
る
。
こ
の
住
職
と
い
う
の
は
恐
ら
く
雲
坡
上
人
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
張
潮

は
余
懐
に
対
し
て
も
、
墓
碑
の
建
立
に
つ
い
て
助
力
や
監
督
を
要
請
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

な
お
、
姜
実
節
お
よ
び
余
懐
へ
の
書
簡
の
波
線
部
分
に
見
ら
れ
る
「
徴
詩
」
云
々
は
、
張
潮
が
開
催
し
た
閏
五
月
五
日
の
詩
会
に

お
い
て
出
さ
れ
た
詩
題
の
詩
歌
の
こ
と
で
あ
る
（
詳
し
く
は
後
述
）。
と
な
れ
ば
、
張
潮
が
寄
せ
た
上
記
二
通
（
す
な
わ
ち
『
偶
存
』

115
・
117
）
の
書
簡
は
、
閏
五
月
五
日
以
降
に
寄
せ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
段
階
で
も
ま
だ
墓
碑
は
完
成
し
て
い
な
い
、
或
い
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は
張
潮
に
完
成
の
報
告
が
無
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

　

続
い
て
、
姜
実
節
よ
り
六
月
末
に
届
い
た
手
紙
を
読
ん
だ
張
潮
は
、
そ
の
後
以
下
の
よ
う
な
返
信
を
寄
せ
て
い
る
。

冷
松
〈
汪
志
道
、
字
は
覚
先
、
号
は
冷
松
、
浙
江
銭
塘
の
人
〉
の
使
い
が
や
っ
て
来
て
、
ま
た
お
手
紙
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
そ
こ

で
私
の
閏
〈
五
月
〉
五
日
の
手
紙
は
す
で
に
お
手
元
に
届
い
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
四
月
九
日
の
お
手
紙
は
、
李
久
老
〈
李
久

于
〉
が
六
月
の
末
に
や
っ
と
淮
陰
よ
り
送
っ
て
寄
越
し
、虎
丘
よ
り
我
が
宅
に
到
達
す
る
の
に
十
旬
〈
百
日
〉
も
か
か
り
ま
し
た
。

･･･

。
短
簿
祠
の
柵
と
真
娘
墓
碑
は
、
と
も
に
完
成
致
し
ま
し
た
。
少
な
か
ら
ず
お
力
添
え
い
た
だ
い
た
か
と
思
い
ま
す
。
墓
碑

は
拓
本
を
取
る
こ
と
が
可
能
で
し
ょ
う
か
。
も
し
可
能
で
あ
れ
ば
代
わ
り
に
取
っ
て
お
送
り
頂
け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
費

用
は
す
で
に
受
け
取
り
人
に
頼
ん
で
〈
あ
な
た
に
〉
お
渡
し
す
る
よ
う
言
付
け
て
お
り
ま
す
。〈
受
け
取
り
人
は
〉
六
日
前
後
で
、

す
ぐ
に
蘇
州
に
戻
り
ま
す
の
で
、
ま
た
お
受
け
取
り
下
さ
い
。
…61

。（『
偶
存
』
137
「
與
姜
學
在
」）

　
「
閏
五
月
之
札
」
と
は
前
掲
『
偶
存
』
117
の
書
簡
の
こ
と
か
。
ま
た
、
四
月
九
日
付
け
で
姜
実
節
が
張
潮
に
寄
せ
た
書
簡
が
や
っ
と

届
い
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
張
潮
が
修
復
を
計
画
し
た
短
簿
祠
の
柵
と
「
真
娘
墓
碑
」
が
こ
の
時
点
で
完
成
し
て
い
る
こ
と
も
分

か
る
。
更
に
張
潮
は
完
成
し
た
墓
碑
の
拓
本
を
取
っ
て
も
ら
う
よ
う
姜
実
節
に
依
頼
を
し
て
い
る
。
恐
ら
く
、
張
潮
は
五
月
に
訪
ね
て

以
降
、
蘇
州
に
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
完
成
し
た
真
娘
墓
碑
を
実
際
に
目
に
し
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
拓
本
は
、
完
成
の
確
認
の
た
め

も
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
書
簡
が
い
つ
頃
寄
せ
た
も
の
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
あ
る
い
は
前
述
の
余
懐
か
ら
の

書
簡
（『
反
声
』
489
）
以
降
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

　

十
月
と
な
り
、
姜
実
節
は
以
下
の
よ
う
な
書
簡
を
張
潮
に
寄
せ
て
い
る
。

意
気
投
合
し
て
二
十
年
、
あ
な
た
が
私
を
訪
ね
て
も
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
私
が
手
紙
を
寄
せ
て
も
な
か
な
か
到
達
し

ま
せ
ん
で
し
た
。
も
し
か
し
た
ら
魔
鬼
が
と
り
憑
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
ま
で
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。･･･

。
真
娘
墓
お
よ
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び
短
簿
祠
を
修
復
す
る
件
は
、〈
本
来
〉
虎
丘
の
生
粋
の
文
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
山
川
に
〈
阻
ま
れ
れ
ば
〉
こ

れ
を
依
頼
し
て
も
遠
〈
く
行
え
な
〉
い
も
の
で
す
。
我
が
山
来
〈
張
潮
〉
で
な
け
れ
ば
行
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。〈
短
簿
〉

祠
の
柵
は
す
で
に
増
設
さ
れ
、〈
真
娘
〉
墓
碑
は
立
っ
て
久
し
く
、
立
ち
寄
る
者
が
羨
望
の
ま
な
ざ
し
で
見
る
の
は
、
私
だ
け
で

は
な
い
で
し
ょ
う
。･･･

。
十
月
八
日
、
光
祠
で
汪
冷
松
と
会
い
、
と
り
と
め
な
く
寄
す62

。（
姜
実
節
『
友
声
』

507
）

　

こ
の
書
簡
は
末
尾
に
あ
る
通
り
、
十
月
八
日
に
姜
実
節
が
汪
冷
松
に
託
し
た
手
紙
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
記
述
か
ら
、
張
潮
と
姜
実
節

は
実
際
に
面
識
が
な
い
こ
と
も
わ
か
る
。
ま
た
、
真
娘
墓
碑
は
す
で
に
完
成
し
て
お
り
、
近
況
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

書
簡
が
実
際
に
張
潮
の
も
と
に
届
い
た
の
は
年
内
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
返
信
は
翌
〈
一
六
九
五
〉
年
と
な
っ
た
。
姜
実
節
に
寄
せ
た

書
簡
を
見
て
み
よ
う
。

昨
年
〈
一
六
九
四
年
〉、〈
汪
〉
冷
松
が
お
こ
し
に
な
り
、
あ
な
た
の
お
手
紙
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
非
常
に
ご
丁
寧
で
あ
な
た

の
お
姿
が
目
の
前
に
見
え
る
よ
う
な
気
分
に
な
り
ま
し
た
。
い
く
つ
か
お
渡
し
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
お
手
を
煩
わ
し
て
代
わ

り
に
真
娘
墓
婢
の
拓
本
を
取
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
〈
い
た
だ
く
予
定
で
す
？
〉
が
、
図
ら
ず
も
人
を
す
ぐ
に
虎
丘
の
祠
・
館
両

処
〈
前
述
の
二
姜
先
生
祠
と
諫
草
楼
の
こ
と
か
〉
に
行
か
せ
た
と
こ
ろ
、
ど
ち
ら
も
お
留
守
で
し
た
。
結
局
手
紙
を
茶
肆
に
置
い

て
、
代
理
を
お
願
い
致
し
ま
し
た
。
先
月
松
坪
孫
〈
孫
致
彌
（
一
六
四
二
―
一
七
〇
九
）
字
は
愷
似
・
海
似
、
号
は
松
坪
。
江
蘇

嘉
定
の
人
〉
先
生
が
お
越
し
に
な
り
、
ま
た
お
手
紙
に
接
し
、
前
の
手
紙
は
す
で
に
到
達
し
た
と
知
り
、
元
気
な
ご
様
子
を
伺
っ

て
ほ
っ
と
い
た
し
ま
し
た
。･･･

63

。（『
偶
存
』
156
「
寄
姜
學
在
」（
巻
四
））

　

こ
の
書
簡
以
降
、
拓
本
の
話
は
書
簡
に
登
場
せ
ず
、
実
際
に
刷
っ
て
貰
っ
て
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
の
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
後
二
年
近
く
書
簡
の
応
酬
は
見
ら
れ
な
い
。
次
に
姜
実
節
が
寄
せ
た
書
簡
は
一
六
九
六
年
頃
の
も
の
で
、
内
容
と
し
て
は
真
娘
墓

碑
に
関
す
る
後
日
談
で
あ
り
、
真
娘
墓
に
言
及
し
た
書
簡
と
し
て
は
最
後
の
も
の
と
な
る
。
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両
年
の
間
、何
度
も
お
手
紙
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
〈
手
紙
を
届
け
に
来
る
〉
方
は
、い
つ
も
虎
丘
に
到
る
と
、茶
社
〈
茶

館
〉64

に
留
ま
っ
て
帰
っ
て
し
ま
い
、
私
が
祠
の
中
に
い
て
扉
を
閉
じ
て
鍵
を
か
け
て
い
た
の
に
気
づ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
奉
ず
る

す
べ
が
な
く
、
ま
た
そ
の
恨
み
は
言
い
尽
く
し
が
た
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。･･･

。
真
娘
墓
碑
は
立
て
ら
れ
て
か
ら
随
分
経
ち
ま

す
が
、立
ち
寄
る
者
は
み
な
褒
め
称
え
ま
す
。
東
山
廟
〈
短
簿
祠
〉
の
柵
は
昔
の
よ
う
に
斜
め
に
傾
い
て
い
ま
す65

。
…
。（『
友
声
』

622
）

　

こ
の
書
簡
に
よ
る
と
、
短
簿
祠
の
柵
は
老
朽
化
し
た
が
、
墓
碑
は
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。
少
な
く
と
も
２
年

間
は
存
在
し
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
以
降
に
つ
い
て
は
全
く
記
述
が
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
真
娘
墓
碑
」
が
実
際
に
完
成
し
た
の
は
、
お
よ
そ
一
六
九
四
年
五
月
以
降
～
秋
頃
ま
で
の
範
囲
で
あ
り
、
四
月

八
日
と
い
う
建
立
日
は
、
あ
く
ま
で
建
立
を
計
画
し
た
月
日
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
も
し
か
す
る
と
、
釈
迦
の
誕
生
日
と
い

う
区
切
り
の
よ
い
日
を
設
定
し
た
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
こ
れ
以
上
明
確
に
証
明
す
る
の
は
難
し
い
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、「
真
娘
墓
碑
」
建
立
が
計
画
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
人
物
が
関
与
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
経
緯
の
一
端
に
つ
い
て
は
窺
う
事

が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

４
．「
真
娘
墓
詩
」
お
よ
び
「
真
娘
墓
斗
方
」
に
つ
い
て

（
１
）「
真
娘
墓
詩
」
の
収
集
に
つ
い
て

　

前
述
の
通
り
、
張
潮
は
こ
の
年
の
閏
五
月
五
日
、
揚
州
の
蜀
岡
に
お
い
て
詩
会
を
催
し
た
。
参
加
者
の
一
人
で
あ
る
迮
俊
（
字
は
旦

菴
。
河
南
の
人
。
揚
州
に
寓
居
す
）
は
「
蜀
岡
は
景
勝
地
で
す
が
、
療
養
す
る
こ
と
三
十
年
、
閉
じ
こ
も
り
き
り
で
未
だ
眺
望
す
る
こ
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と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
先
生〈
張
潮
〉は
優
雅
な
趣
で
詩
壇
の
領
袖
と
な
り
、千
年
の
大
業
を
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で〈
私
は
〉

力
を
振
り
絞
っ
て
教
え
を
請
い
に
参
り
、
ご
馳
走
に
な
っ
た
後
、
い
ま
だ
に
別
れ
難
く
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。
疲
れ
て
帰
っ
た
後
、
つ

と
め
て
一
詩
を
作
り
ま
し
た
。
い
さ
さ
か
噴
飯
に
供
し
ま
す
。
ど
う
か
こ
れ
を
察
し
て
お
教
え
い
た
だ
き
、
お
力
添
え
を
頂
け
れ
ば
幸

い
で
す66

」（『
友
声
』
468
）
と
記
す
。
ま
た
、
こ
の
書
簡
の
一
つ
前
に
収
め
ら
れ
て
い
る
劉
長
会
（
字
は
与
偕
）
の
書
簡
（『
友
声
』
467
）

に
「
昨
日
、〈
詩
会
の
席
で
〉
孫
無
老
〈
名
は
黙
、
字
は
無
言
、
安
徽
休
寧
の
人
〉・
卓
子
任
〈
一
六
五
三
―
？
名
は
爾
堪
、
字
は
子
任
、

揚
州
の
人
〉
と
お
目
に
か
か
り
…67

」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
詩
会
の
事
の
よ
う
で
あ
る68

。

　

結
論
か
ら
先
に
い
え
ば
、
張
潮
は
自
ら
制
作
し
た
「
真
娘
墓
詩
」
を
皮
切
り
と
し
て
、
詩
会
に
参
加
し
た
文
人
に
詩
題
と
し
て
真
娘

墓
を
掲
げ
て
詩
を
詠
じ
さ
せ
た
だ
け
で
は
な
く
、
更
に
当
日
出
席
出
来
な
か
っ
た
他
の
友
人
た
ち
に
も
そ
の
詩
の
制
作
を
要
請
し
て
い

た
こ
と
が
窺
え
る
。
以
下
、
関
連
の
書
簡
を
見
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
は
朱
慎
が
寄
せ
た
書
簡
で
あ
る
。
朱
慎
、
字
は
其
恭
、
号
は
菊
山
、
浮
園
。
浙
江
武
義
の
人
。『
武
義
県
志
』69

に
よ
る
と
、
書

画
や
琴
に
巧
み
で
、
清
の
康
煕
二
十
五
〈
一
六
八
六
〉
年
の
抜
貢
で
、
北
京
に
お
い
て
公
卿
た
ち
に
そ
の
才
能
を
愛
さ
れ
た
が
、
父

朱
爾
殿
（
江
都
県
令
）
の
死
後
、
故
郷
に
戻
り
、
後
揚
州
に
寓
居
し
た
。『
幽
夢
影
』
の
評
者
で
あ
り
、『
友
声
』
に
１
５
通
、『
偶
存
』

に
６
通
書
簡
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
、
詩
の
形
式
（
七
言
古
詩
）
で
記
さ
れ
た
珍
し
い
書
簡
が
見
ら
れ
る
。

遺
忘
佳
稿
慙
無
有　
　
　
　

遺
忘
す　

佳
稿
の
有
る
無
し
を
慙
じ
る
を

風
前
獨
立
踟
躕
久　
　
　
　

風
前　

獨
り
立
ち
て
踟
躕
す
る
こ
と
久
し

正
思
今
日
訪
高
齋　
　
　
　

正
に
思
ふ　

今
日
高
齋
を
訪
ね

細
誦
佳
篇
傾
斗
酒　
　
　
　

細
か
に
佳
篇
を
誦
し
て　

斗
酒
を
傾
け
ん
と
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忽
見
蒼
頭
持
柬
來　
　
　
　

忽
ち
見
る　

蒼
頭
の
柬
を
持
ち
來
た
り

沅
芷
湘
蘭
香
在
手　
　
　
　

沅
芷
湘
蘭　

香
の
手
に
在
る
を

開
函
字
字
欲
銷
魂　
　
　
　

函
を
開
け
ば
字
字
銷
魂
せ
ん
と
欲
し

從
此
眞
娘
堪
不
朽　
　
　
　

此
れ
よ
り
眞
娘
不
朽
に
堪
え
ん

多
謝
心
齋
老
長
兄　
　
　
　

多
謝
す　

心
齋
老
長
兄

同
學
小
弟
愼
頓
首　
　
　
　

同
學
小
弟　

愼
ん
で
頓
首
す（

押
韻
―
上
声
二
十
五
有　

有
・
久
・
酒
・
手
・
朽
・
首
）（『
友
声
』
460
）

［
大
意
］
佳
作
が
無
い
の
を
羞
じ
る
こ
と
も
忘
れ
、
風
前
に
た
だ
一
人
ず
っ
と
う
ろ
う
ろ
し
て
お
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
今
日
あ
な
た

の
書
斎
を
訪
ね
、
事
細
か
に
佳
篇
を
誦
し
て
酒
を
傾
け
よ
う
と
思
い
ま
す
。
ふ
と
見
る
と
、
蒼
頭
〈
下
男
〉
が
手
紙
を
持
っ
て
や
っ
て

き
て
、
そ
れ
は
高
潔
な
あ
な
た
様
の
も
の
で
し
た
。
手
紙
を
開
く
と
一
字
一
句
夢
中
に
な
り
、
こ
れ
に
よ
り
真
娘
は
不
朽
と
な
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
心
齋
老
長
兄
〈
張
潮
〉
に
大
い
に
感
謝
し
て
、
同
学
小
弟
謹
ん
で
頓
首
致
し
ま
す
。

　

こ
の
中
の
「
從
此
眞
娘
堪
不
朽
」
と
は
、
張
潮
が
「
真
娘
墓
碑
」
を
建
立
し
た
こ
と
を
指
す
の
か
、
或
い
は
「
真
娘
墓
詩
」
を
読
ん

だ
感
想
な
の
か
。
ま
た
朱
慎
が
寄
せ
た
『
友
声
』
463
の
書
簡
に
は
「
閏
五
月
〈
五
日
〉
の
大
会
は
、
二
難
四
美
が
兼
ね
て
存
在
し
ま
し

た
。
…
拙
作
を
進
呈
致
し
ま
す
の
で
、
ご
教
授
頂
き
、
添
削
を
加
え
て
い
た
だ
き
た
い70

」
云
々
と
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
朱
慎
は
自

作
の
真
娘
墓
詩
を
制
作
し
、
張
潮
に
寄
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

次
に
江
之
蘭
の
書
簡
を
見
て
み
よ
う
。江
之
蘭
、字
は
含
徴
、号
は
文
房
。安
徽
歙
県
の
人
。張
潮
と
同
郷
で
あ
る
。『
幽
夢
影
』の
評
者
。

張
潮
と
の
書
簡
の
や
り
と
り
は
『
友
声
』
３
５
通
、『
偶
存
』
１
３
通
と
か
な
り
多
い
。
た
だ
し
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
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の
か
は
よ
く
分
か
っ
て
お
ら
ず
、
医
術
に
詳
し
く
、『
歙
縣
志
』
巻
九
に
『
醫
津
筏
』（
張
潮
『
昭
代
叢
書
』
所
収
）
の
作
者
と
し
て
名

前
が
伝
わ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
他
、
張
潮
の
叢
書
に
複
数
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
江
之
蘭
は
こ
の
書
簡
を
寄
せ
る
前
に
病
気

と
な
り
、
回
復
し
た
今
も
家
の
中
で
も
杖
が
手
離
せ
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た71

上
で
、
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

･･･

。
ま
た
〈
閏
五
月
〉
五
日
の
詩
で
す
が
、
私
に
た
ま
た
ま
遅
客
〈
な
か
な
か
来
な
い
客
―
江
之
蘭
自
身
〉
の
作
が
あ
り
ま
す
。

病
気
に
伏
せ
て
い
た
時
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
こ
の
身
は
甚
だ
病
弱
で
、
こ
の
先
ま
た
五
月
五
日
に
お
目
に
か
か
れ
る
か
ど
う
か
は
、

ま
た
わ
か
り
ま
せ
ん
。
も
と
よ
り
し
ば
ら
く
先
延
ば
し
に
し
て
も
、
私
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
い
さ
さ
か
慨
嘆

し
て
取
り
あ
え
ず
書
を
差
し
上
げ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
も
う
一
つ
の
作
品
も
こ
れ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
真
娘
墓
詩
も
付
け
加
え
ま

す
の
で
、
添
削
し
て
下
さ
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。
…
社
詩
が
完
成
し
た
ら
、
す
ぐ
に
一
部
を
お
恵
み
下
さ
い
。72

（『
友
声
』
473
）

　

こ
の
書
簡
が
寄
せ
ら
れ
た
の
は
、
少
な
く
と
も
閏
五
月
五
日
の
詩
会
の
後
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
病
気
が
ち
で
足
の
不
自
由
な
江

之
蘭
は
そ
の
詩
会
に
参
加
出
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
寄
せ
た
詩
が
真
娘
墓
詩
で
あ
っ
た
。
ま
た
、こ
の
書
簡
か
ら「
社

詩
」
が
編
纂
さ
れ
る
計
画
で
あ
っ
た
こ
と
も
窺
え
る
。

　

な
お
、
江
之
蘭
は
『
友
声
』
482
で
も
「
…
真
娘
墓
詩
は
代
わ
り
に
求
め
る
に
は
不
都
合
で
す
。
だ
か
ら
同
人
で
韻
を
踏
む
〈
倡
和
す

る
〉
者
は
多
い
の
に
、
詩
を
完
成
さ
せ
る
者
は
少
な
い
の
で
す
。
ど
う
し
て
瓦
礫
〈
の
よ
う
な
つ
ま
ら
な
い
我
が
作
品
〉
で
珠
玉
〈
の

よ
う
な
あ
な
た
の
作
品
〉
を
汚
す
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か73

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

次
に
黄
雲
の
書
簡
を
見
て
み
よ
う
。
黄
雲
（
一
六
二
一
―
一
七
〇
二
）、
字
は
仙
裳
、
号
は
旧
樵
。
江
蘇
泰
州
の
人
。
詩
人
と
し
て

も
知
ら
れ
、
当
時
の
詩
壇
の
長
老
格
の
一
人
で
あ
る
。『
幽
夢
影
』
に
評
を
付
し
て
い
る
。
ま
た
、
張
潮
と
も
多
数
の
書
簡
を
や
り
と

り
し
て
い
る
（『
友
声
』
１
４
通
、『
偶
存
』
３
通
）。
な
お
、
彼
に
つ
い
て
は
『
泰
州
志
』
巻
五
に
記
載74

が
あ
る
。

〈
閏
五
月
？
〉
二
十
四
日
の
お
手
紙
な
ら
び
に
「
徴
詩
の
啓
」
と
「
詩
題
」
は
と
も
に
受
領
い
た
し
ま
し
た
。
六
月
三
日
ま
た
後
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札
を
得
ま
し
た
が
、弟
〈
私
〉
は
多
病
に
よ
り
〈
詩
を
作
ろ
う
と
す
る
〉
意
思
を
戒
め
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、閏
〈
五

月
〉
五
日
の
「
真
娘
墓
両
題
」
は
極
め
て
素
晴
ら
し
く
、一
つ
は
幽
魂
を
弔
い
、一
つ
は
佳
節
を
記
し
て
お
り
ま
す
。
多
情
は
き
っ

と
我
が
輩
に
あ
り
ま
す
。
戒
め
を
破
っ
て
こ
れ
を
作
り
、
我
が
子
に
促
し
て
と
も
に
命
に
報
じ
ま
す75

。（『
友
声
』
475
）

　
「
二
十
四
日
」
と
は
閏
五
月
二
十
四
日
の
こ
と
か
。「
真
娘
墓
両
題
」
と
は
前
掲
「
真
娘
墓
詩
」
が
含
ま
れ
る
の
か
、
或
い
は
別
に
二

題
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。「
小
児
」
と
は
息
子
黄
泰
来
（
字
は
交
三
、号
は
岱
雲
楼
・
石
閭
な
ど
。
江
蘇
泰
州
の
人
）
の
こ
と
か
。

彼
も
張
潮
と
の
間
で
多
く
の
書
簡
を
や
り
と
り
し
て
い
る
（『
友
声
』
１
９
通
、『
偶
存
』
３
通
）。

　

更
に
黄
雲
は
、
七
月
二
十
二
日
以
降
に
寄
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
書
簡
に
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

五
月
の
間
、
二
度
お
手
紙
に
接
し
、
常
々
私
の
事
を
お
気
に
か
け
て
下
さ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
閏
端
午
の
四
首
は
、
す
ぐ

に
お
命
じ
の
通
り
に
す
べ
き
と
は
存
じ
ま
す
が
、
才
に
乏
し
く
無
駄
が
多
く
ま
だ
出
来
て
お
り
ま
せ
ん
。
真
娘
墓
詩
は
先
に
進
呈

い
た
し
ま
す
。･･･

76

。（『
友
声
』
487
）

　

こ
の
中
で
は
、
張
潮
か
ら
五
月
の
間
に
２
通
書
簡
が
届
い
た
こ
と
や
、
閏
端
午
の
詩
会
で
課
せ
ら
れ
た
詩
に
つ
い
て
は
ま
だ
未
完
成

で
あ
る
が
、
真
娘
墓
詩
は
先
に
進
呈
す
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。「
閏
端
午
四
首
」
と
い
う
の
は
、
恐
ら
く
「
閏
五
月
五
日
の
詩
会

の
四
つ
の
詩
題
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
こ
の
真
娘
墓
に
関
す
る
詩
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
書
簡
の

後
半
で
は
七
月
二
十
二
日
の
夜
に
発
病
し
、
手
足
が
動
か
ず
、
生
死
を
彷
徨
っ
た
こ
と
が
窺
え
る77

。
よ
っ
て
、
こ
の
書
簡
は
そ
れ
以
降

で
、
し
か
も
し
ば
ら
く
経
っ
て
か
ら
し
た
た
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
他
、
諸
殿
鯤
（
字
は
若
雲
、
杭
州
西
泠
の
人
）
が
「
…
拙
作
は
恥
ず
か
し
な
が
ら
詩
句
が
完
成
し
て
お
ら
ず
、
宗
匠
〈
あ
な
た
〉

の
思
い
切
っ
た
添
削
を
お
願
い
し
て
、大
集
の
末
席
に
置
い
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す78

」（『
友
声
』
471
）
と
記
し
て
い
た
り
、費
錫
宗
（
字

は
厚
番
。
四
川
の
人
）
が
「
閏
五
月
の
会
は
、
す
で
に
聞
き
及
ん
で
い
ま
す
。
ま
し
て
や
豊
か
で
素
晴
ら
し
い
作
品
を
一
集
に
纏
め
ら
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る
と
の
こ
と79

」
云
々
（『
友
声
』
483
）
と
記
し
て
い
た
り
す
る
の
も
、
こ
の
一
連
の
事
と
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
閏
五
月
五
日
、
揚
州
で
行
わ
れ
た
張
潮
ら
同
人
の
詩
会
で
、
詩
題
（
の
一
つ
）
と
な
っ
た
の
が
真
娘
墓
詩
で
あ
っ

た
。
当
日
出
席
で
き
な
か
っ
た
文
人
た
ち
、
姜
実
節
・
余
懐
・
江
之
蘭
・
黄
雲
・
諸
殿
鯤
等
に
手
紙
を
送
り
、
そ
の
制
作
を
促
し
て
い

る
。
更
に
姜
実
節
を
通
じ
て
そ
の
他
の
人
物
に
も
詩
の
制
作
・
提
供
を
依
頼
も
し
て
い
る
。
恐
ら
く
、
唐
の
劉
禹
錫
が
そ
う
し
た
よ
う

に
、
張
潮
は
こ
れ
ら
同
人
た
ち
の
詩
を
集
め
て
一
集
と
し
、
刊
行
す
る
予
定
で
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
実
現
し
た
の
か
否
か
は
不
明
で

あ
る
。
も
し
か
す
る
と
、
翌
年
よ
り
本
格
的
と
な
っ
た
各
叢
書
の
編
集
作
業
に
追
わ
れ
て
、
立
ち
消
え
に
な
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き

な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
状
で
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
資
料
上
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
２
）「
真
娘
墓
斗
方
（
詩
箋
）」
の
制
作
・
出
版
に
つ
い
て

　

詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
張
潮
は
墓
碑
を
建
立
す
る
の
と
同
時
期
に
、
真
娘
墓
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
斗
方
（
詩
箋
）
を
制
作
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
宛
て
先
不
明
の
書
簡
に
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

頂
戴
し
た
真
娘
墓
の
斗
方
の
様
式
〈
デ
ザ
イ
ン
〉
で
す
が
、
翻
刻
し
て
く
れ
た
方
が
お
り
ま
し
た
。
私
の
こ
の
〈
詩
〉
箋
の
翻
刻

が
完
成
し
、
十
日
も
た
た
な
い
う
ち
に
、
す
で
に
こ
れ
の
真
似
を
す
る
者
が
出
現
し
ま
し
た
。
の
ち
ま
た
一
、二
箇
所
の
も
の
を

見
て
も
、
皆
そ
う
で
し
た
。
意
に
介
す
る
に
は
及
び
ま
せ
ん
が
、
た
だ
そ
れ
が
代
わ
り
映
え
も
せ
ず
、〈
彼
ら
が
〉
自
由
に
大
幅

に
一
新
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
が
不
思
議
で
す
。
華
美
な
紋
様
を
施
し
て
、
ほ
ぼ
改
変
し
て
も
か
ま
わ
な
い
の
に
、
ど
う
し
て

少
し
も
変
え
ず
に
、
形
ば
か
り
真
似
を
し
て
何
の
個
性
も
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
本
当
に
笑
い
も
の
に
な
る
だ
け
で
す80

。

（『
偶
存
』
135
「
與
某
」）

　

書
簡
の
配
列
順
か
ら
考
え
る
と
、一
六
九
四
年
の
夏
頃
に
寄
せ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、「
真
娘
墓
碑
」
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や
「
真
娘
墓
詩
」
が
作
ら
れ
た
頃
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

　

斗
方
と
は
、一
般
的
に
年
画
・
春
貼
（
門
に
貼
る
菱
形
の
紙
）
に
用
い
る
方
形
の
紙
や
、１
、２
尺
平
方
の
書
画
用
紙
の
こ
と
を
指
す
が
、

詩
箋
の
こ
と
も
斗
方81

と
い
う
。
こ
こ
で
は
、恐
ら
く
詩
箋
の
意
で
あ
ろ
う
。
詩
箋
と
は
、宇
野
雪
村
氏
の
説
明
に
よ
る
と
、「
名
刺
用
紙
、

詩
箋
、
便
箋
、
封
筒
、
メ
モ
用
紙
な
ど
に
使
用
す
る
も
の
」
の
総
称
で
、
明
代
頃
よ
り
制
作
さ
れ
た
が
、
現
物
は
清
代
以
降
の
も
の
し

か
見
つ
け
ら
れ
な
い
、と
す
る82

。
当
時
、詩
や
画
が
記
さ
れ
た
詩
箋
が
流
行
し
、作
品
贈
答
用
と
し
て
文
人
た
ち
に
大
い
に
需
要
が
あ
っ

た
。
例
え
ば
、
明
末
に
は
胡
正
言
（
一
五
八
四
―
一
六
七
四
？
、
安
徽
休
寧
の
人
）
が
制
作
し
た
『
十
竹
齋
箋
譜
』（
一
六
四
四
年
刊

行
。
復
刻
版
が
現
存
。「
箋
譜
」と
は
詩
箋
を
纏
め
て
一
冊
の
書
に
し
た
も
の
）等
の
版
画
の
詩
箋
が
あ
る
。
果
た
し
て「
真
娘
墓
詩
箋
」

と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
残
念
な
が
ら
現
物
が
見
当
た
ら
ず
、
そ
の
実
態
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
も
し
か
す
る
と
、
真
娘

の
絵
姿
を
描
い
た
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
白
居
易
等
歴
代
の
著
名
な
詩
人
の
真
娘
墓
詩
を
記
し
た
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
或
い
は
前
述
の
一
連
の
真
娘
墓
詩
の
収
集
は
、
こ
の
詩
箋
制
作
の
た
め
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
張
潮
の
詩
箋
に
商
業
的
な

意
味
が
あ
っ
た
の
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
書
籍
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
詩
箋
の
類
の
出
版
に
も
手
を
出
し
て
い
た
可
能
性

は
あ
り
得
る
の
で
は
無
い
か
。

　

こ
の
書
簡
は
真
娘
墓
の
斗
方
の
デ
ザ
イ
ン
を
考
案
し
た
人
物
へ
宛
て
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
え
て
名
前
を
伏
せ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
詩
箋
の
デ
ザ
イ
ン
を
受
領
し
、
印
刷
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
模
倣
す
る
者
が
多
発
し
た
、

と
い
う
。
こ
れ
に
関
連
す
る
書
簡
は
ほ
ぼ
存
在
し
な
い
が
、
姜
実
節
や
江
之
蘭
の
書
簡
に
僅
か
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
、
前

掲
姜
実
節
の
書
簡
（『
友
声
』

507
）
中
、
真
娘
墓
関
連
の
記
述
の
す
ぐ
後
に
、「
詩
箋
は
転
じ
て
同
人
に
贈
っ
た
以
外
に
、
更
に
こ
れ
を

僧
舎
や
酒
家
に
貼
り
付
け
て
、
往
来
す
る
者
に
見
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た83

」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
張
潮
の
制
作
し
た
詩
箋
が
あ

ち
こ
ち
に
出
回
っ
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
一
方
江
之
蘭
の
書
簡
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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舎
弟
〈
私
〉
は
文
箱
に
て
あ
な
た
の
お
手
紙
を
得
て
「
斗
方
の
様
式
は
過
ぎ
ざ
る
〈
華
美
す
ぎ
な
い
〉
を
要
と
す
る
」
と
お
教
え

頂
き
ま
し
た
。
あ
な
た
の
真
娘
墓
〈
箋
〉
と
骨
董
箋
の
二
種
類
は
最
も
風
雅
で
、
書
法
も
ま
た
美
し
い
も
の
で
す
。
私
が
こ
れ
を

真
似
て
使
用
し
て
も
宜
し
い
で
し
ょ
う
か
。
も
し
ご
面
倒
を
お
か
け
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
古
藤
や
竹
節
の
枠
で
囲
っ
た
も
の
で

も
構
い
ま
せ
ん
。
近
々
ま
た
「
文
房
約
」
の
一
箋
が
あ
り
、
上
梓
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
敢
え
て
や
む
を
得
な
い
要
求
で
な
け
れ

ば
、
三
者
は
ど
れ
も
棄
て
る
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
も
し
、
と
も
に
印
刷
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
経
費
が
高
く

て
も
補
填
致
し
ま
す
。
如
何
で
し
ょ
う
。「
文
房
約
」84

は
素
晴
ら
し
い
書
〈
で
記
さ
れ
る
こ
と
〉
を
希
望
し
ま
す
。
も
し
私
の
様

式
で
長
箋
を
作
る
場
合
、枠
で
囲
ま
ず
に
ま
た
印
刷
し
て
も
構
わ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
し
可
能
な
ら
ば
最
終
的
に
枠
で
囲
ま
ず
、

遠
く
か
ら
筆
墨
の
斗
方
の
よ
う
に
見
え
る
よ
う
に
し
ま
す
。
…85

。（『
友
声
』
513
）

　

前
後
関
係
が
よ
く
分
か
ら
ず
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
江
之
蘭
も
詩
箋
を
制
作
す
る
希
望
が
あ
り
、
張
潮
の
真
娘
墓
斗
方
の
様
式

を
お
手
本
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
が
実
際
に
制
作
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
文
中
に

見
ら
れ
る
「
骨
董
箋
」
に
つ
い
て
は
張
潮
が
江
之
蘭
に
寄
せ
た
書
簡
（「
覆
江
含
徴
」（『
偶
存
』
121
））
に
「
匫
董
詩
箋
」（「
匫
」
は
「
骨
」

と
同
じ
）
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
江
之
蘭
が
寄
せ
た
『
友
声
』
482
に
も
「
匫
董
詩
」
に
つ
い
て
言
及86

が
あ
る
が
、
本
論
で
は

割
愛
す
る
。
な
お
、『
友
声
』
482
に
も
「（
盛
伻
〈
伻
は
使
用
人
の
こ
と
〉
が
や
っ
て
き
て
、
あ
な
た
の
お
手
紙
を
拝
読
し
、
あ
わ
せ
て

斗
方
二
幅
を
拝
見
致
し
ま
し
た
。
…87

」
と
あ
る
。
ま
た
、『
友
声
』

509
で
も
「
斗
方
」
に
関
す
る
言
及88

が
見
ら
れ
る
が
、
本
論
で
は
こ

れ
以
上
の
事
は
述
べ
な
い
こ
と
と
す
る
。

　

以
上
、張
潮
は
「
真
娘
墓
碑
」
の
建
立
や
「
真
娘
墓
詩
」
を
制
作
す
る
傍
ら
「
真
娘
墓
斗
方
」
を
制
作
・
出
版
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。

こ
れ
は
今
で
い
う
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
の
よ
う
な
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
が
張
潮
の
真
娘
墓
に
対
す
る
思
い
入
れ
の
深
さ
を
表
し

て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
商
業
的
な
意
味
合
い
が
あ
る
の
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
張
潮
の
文
学
・
出
版
活
動
の
幅
広
さ
が
見
て
と
れ
る
。
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お
わ
り
に

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
張
潮
の
「
真
娘
墓
碑
」
建
立
の
背
景
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
推
測
が
可
能
で
あ
る
。
四
月
、
杭
州
に
王
晫
を

訪
ね
る
途
中
、
蘇
州
に
立
ち
寄
っ
た
張
潮
は
虎
丘
の
真
娘
墓
を
訪
ね
た
。
そ
こ
で
そ
の
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
た
張
潮
は
墓
碑
の
再

建
を
決
意
す
る
。
も
し
か
す
る
と
こ
の
時
建
立
に
つ
い
て
何
ら
か
の
手
配
を
行
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
一
環
で
虎
丘
に
住
む
姜

実
節
や
蘇
州
在
住
の
友
人
余
懐
を
訪
ね
よ
う
と
し
た
が
出
会
え
な
か
っ
た
。
そ
の
後
張
潮
は
王
晫
の
い
る
杭
州
へ
と
向
か
う
。
蘇
州
か

ら
杭
州
ま
で
船
で
十
日
ほ
ど
。
四
月
の
下
旬
に
は
杭
州
に
到
着
し
、
西
湖
で
王
晫
と
会
見
し
て
『
檀
几
叢
書
』
編
纂
の
打
ち
合
わ
せ
等

を
行
っ
た
。そ
の
打
ち
合
わ
せ
は
僅
か
数
日
ほ
ど
で
終
わ
り
、そ
の
後
四
月
下
旬
か
五
月
初
め
頃
に
張
潮
は
揚
州
へ
と
戻
る
こ
と
と
な
っ

た
。
そ
の
帰
り
、
蘇
州
に
再
び
立
ち
寄
っ
た
張
潮
は
、
ま
た
虎
丘
の
真
娘
墓
に
立
ち
寄
り
、
詩
を
詠
じ
た
（「
真
娘
墓
詩
」）。
翌
閏
五

月
五
日
、
す
で
に
揚
州
に
戻
っ
て
い
た
張
潮
は
、
揚
州
在
住
の
同
人
た
ち
と
詩
会
を
開
い
た
。
そ
の
時
出
さ
れ
た
詩
題
の
う
ち
の
一
つ

が
真
娘
墓
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
や
が
て
友
人
た
ち
に
も
詩
を
募
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
張
潮
は
恐
ら
く
蘇
州
に
は
行
か
ず
、
書
簡
に
て
一
連
の
作
業
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
虎
丘
に
住
み
地
元
の
状
況

に
詳
し
い
姜
実
節
や
、
蘇
州
在
住
の
友
人
余
懐
等
に
監
督
や
経
過
報
告
を
依
頼
し
た
。
二
人
と
も
虎
丘
の
僧
侶
で
あ
る
雲
坡
上
人
と
も

知
り
合
い
で
あ
っ
た
。
墓
碑
は
、
遅
く
と
も
そ
の
年
の
秋
頃
に
は
完
成
し
、
そ
れ
か
ら
数
年
の
間
は
存
在
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
れ
以
降
張
潮
の
墓
碑
が
ど
う
な
っ
た
の
か
、
全
く
史
料
に
残
さ
れ
て
い
な
い
。
一
つ
だ
け
確
か
な
の
は
、
現
在
の
虎
丘
に
は
、

張
潮
が
建
て
た
と
さ
れ
る
墓
碑
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

な
お
、「
真
娘
墓
碑
」
建
立
の
一
方
で
、張
潮
は
「
真
娘
墓
詩
」
や
「
真
娘
墓
斗
方
」
等
、真
娘
墓
が
ら
み
の
文
学
活
動
も
平
行
し
て
行
っ
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た
。
残
念
な
が
ら
現
存
は
し
て
い
な
い
が
、
友
人
・
知
人
の
真
娘
墓
詩
に
関
す
る
詩
を
集
め
て
一
集
と
し
、
ま
た
詩
箋
を
印
刷
し
て
刊

行
す
る
計
画
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
活
動
は
、
張
潮
の
出
版
活
動
の
一
環
で
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
真
娘
墓
碑
」
の
復
興
を
志
し
た
動
機
に
つ
い
て
は
本
論
で
は
詳
し
く
述
べ
な
か
っ
た
が
、
例
え
ば
張
潮
は
警
句
集
『
幽
夢
影
』
に

歴
代
の
才
子
佳
人
を
供
養
し
た
い89

と
い
う
意
思
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
同
時
期
に
杭
州
の
妓
女
蘇
小
小
の
供
養
を
行
い
た
い
と
も
考
え

て
い
た
よ
う
で
あ
る90

。
こ
れ
ら
が
「
真
娘
墓
碑
」
の
制
作
の
動
機
と
関
係
し
て
い
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

元
々
の
張
潮
の
墓
碑
が
い
つ
建
て
ら
れ
た
の
か
、
ま
た
現
存
の
墓
碑
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
決

着
を
見
な
い
が
、
管
見
の
限
り
真
娘
墓
碑
に
関
す
る
文
人
た
ち
の
一
連
の
文
学
活
動
に
お
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
具
体
的
な
プ
ロ
セ
ス
や
そ

れ
に
付
随
し
た
活
動
の
様
子
が
具
体
的
に
見
ら
れ
る
事
例
は
珍
し
く
、
そ
の
意
味
で
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
そ

の
詳
細
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
再
考
の
余
地
や
更
な
る
調
査
の
必
要
が
あ
り
、
今
後
更
に
資
料
の
分
析
を
進
め
て
実
態
の
解
明
へ
と
繋

げ
て
い
き
た
い
。

註

1 

伝
統
的
に
文
人
た
ち
の
詩
歌
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
歴
史
的
な
遺
跡
の
こ
と
。
詳
し
く
は
植
木
久
行
編
『
中
国
詩
跡
事
典
―
漢
詩
の
歌
枕
―
』（
研
文
出

版
社
・
二
〇
一
五
年
）
３
～
１
１
頁
「
詩
跡
概
説
」
を
参
照
。

2 

植
木
久
行
「
蘇
州
眞
娘
墓
詩
跡
考
」（『
中
国
詩
文
論
叢
』
三
十
一
号
・
二
〇
一
二
年
十
二
月
・
７
２
～
８
８
頁
）

3 

紺
野
達
也
・
陳
碩
炫
・
前
田
舟
子
『
中
国
浙
江
・
江
蘇
省
に
お
け
る
琉
球
関
係
史
跡
調
査
報
告
書
』（
琉
中
関
係
研
究
会
・
平
成
二
十
二
年
度
琉
球
大
学
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特
別
教
育
研
究
経
費
・
二
〇
一
一
年
・
２
１
７
～
２
１
８
頁
）、
大
木
康
『
蘇
州
花
街
散
歩
―
山
塘
街
の
物
語
』（
汲
古
書
院
・
二
〇
一
七
年
）
等
。
ま
た
、

前
掲
『
中
国
詩
跡
事
典
―
漢
詩
の
歌
枕
―
』「
虎
丘
」
の
項
目
（
２
５
９
～
２
６
１
頁
）
に
も
「
真
娘
墓
」
に
関
す
る
説
明
が
あ
る
。

4 

植
木
氏
も
前
掲
論
文
８
４
頁
の
注
（
１
）
に
「
こ
う
し
た
眞
娘
の
話
が
、
い
つ
ご
ろ
生
ま
れ
た
の
か
は
未
詳
で
あ
り
、
歴
代
の
眞
娘
墓
詩
中
に
も
見
い

だ
せ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

5 

曹
林
娣
校
注
『
呉
地
記
』（
江
蘇
古
籍
出
版
社
・
一
九
八
六
年
）
６
２
頁
本
文
に
「
寺
側
有
貞
娘
墓
、
呉
國
之
華
麗
也
。
行
客
才
子
多
題
詩
墓
上
。
有
擧

子
譚
銖
作
詩
一
絕
、
其
後
人
稍
稍
息
筆
」
と
あ
る
。

6 

前
掲
『
呉
地
記
』
６
５
頁
の
注
釈
に
「
眞
娘
、唐
時
呉
之
名
妓
。
傳
云
本
姓
胡
、父
母
雙
亡
、墮
入
青
樓
、擅
歌
舞
書
畫
、守
身
如
玉
。
後
因
反
抗
鴇
母
壓
迫
、

投
環
自
盡
」
と
あ
る
。

7 

前
掲
『
呉
地
記
』
６
５
頁
の
注
釈
に
「
此
墓
爲
青
年
王
蔭
祥
所
建
。
因
墓
遍
栽
花
卉
、
號
「
青
冢
」、
冢
畔
一
石
、
鑿
「
香
魂
」
二
字
」
と
あ
る
。

8 

『
史
記
集
解
』
が
引
く
『
越
絶
書
』
に
「
闔
廬
冢
在
呉
縣
昌
門
外
、
名
曰
虎
丘
。
下
池
廣
六
十
步
、
水
深
一
丈
五
尺
、
桐
棺
三
重
、
澒
池
六
尺
、
玉
鳧
之

流
扁
諸
之
劍
三
千
、
方
員
之
口
三
千
、
槃
郢
、
魚
腸
之
劍
在
焉
。
卒
十
餘
萬
人
治
之
、
取
土
臨
湖
。
葬
之
三
日
、
白
虎
居
其
上
、
故
號
曰
虎
丘
」
と
あ
る
。

9  『
呉
地
記
』
６
２
頁
「
其
山
本
晉
司
徒
王
珣
與
弟
司
空
王
珉
之
別
墅
、
咸
和
二
年
、
捨
山
宅
爲
東
西
二
寺
、
立
祠
於
山
」

10 『
高
僧
傳
』
巻
七

11 『
虎
丘
隆
和
尚
語
錄
』（『
續
藏
經
』
禪
宗
部
第
十
五
冊
）

12 

黄
厚
誠
『
虎
丘
新
志
』（
陳
彦
逸
発
行
、
北
平
友
聯
中
西
印
字
館
・
一
九
三
五
年
）
８
頁
「
虎
阜
禪
寺
」
の
項
参
照
。

13 

盧
燕
平
校
注
『
李
紳
集
校
注
』（
中
華
書
局
・
二
〇
〇
九
年
）
２
０
５
頁

14 

「
呉
之
妓
人
、
歌
舞
有
名
者
。
死
葬
於
呉
武
丘
寺
前
、
呉
中
少
年
從
其
志
也
。
墓
多
花
草
、
以
滿
其
上
、
嘉
興
縣
前
亦
有
吳
妓
人
蘇
小
墓
、
風
雨
之
夕
、

或
聞
其
上
有
歌
吹
之
音
」
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15 『
李
長
吉
歌
詩
』
巻
一

16 「
眞
娘
者
、呉
國
之
佳
人
也
。
時
人
比
於
蘇
小
小
、死
葬
呉
宮
之
側
。
行
客
感
其
華
麗
、競
爲
詩
題
於
墓
樹
、櫛
比
鱗
臻
。
有
舉
子
譚
銖
者
、呉
門
秀
逸
之
士
也
。

因
書
絕
句
以
貽
、後
之
來
者
覩
其
題
處
、經
遊
之
者
稍
息
筆
矣
。
詩
曰
、武
丘
山
下
塜
壘
壘
、松
栢
蕭
條
盡
可
悲
、何
事
世
人
偏
重
色
、眞
娘
墓
上
獨
題
詩
」

17 「
眞
娘
墓
在
虎
丘
寺
側
。
雲
渓
友
議
云
、
呉
門
女
郎
眞
娘
死
葬
虎
丘
山
。
時
人
比
之
蘇
小
小
。
行
客
題
墓
甚
多
」

18 

譚
銖
・
白
居
易
・
李
紳
・
王
禹
偁

19 「
眞
娘
墓
在
虎
丘
路
傍
。
圖
經
云
、在
雲
巖
寺
西
南
山
下［
吳
妓
人
也
。
詳
見
李
紳
詩
序
・
雲
溪
友
議
、又
館
閣
書
目
有
眞
娘
墓
詩
一
卷
］」（［　

］は
割
り
注
。

以
下
同
じ
）

20 「
眞
娘
墓
在
虎
丘
寺
側
。
雲
渓
友
議
云
、
呉
門
女
郎
眞
娘
死
葬
虎
丘
山
。
時
人
比
之
蘇
小
小
。
行
客
題
墓
甚
多
」

21 

例
え
ば
、『
虎
丘
山
志
』
に
は
、
唐
―
李
紳
・
白
居
易
・
張
祜
・
沈
亜
之
・
李
商
隠
・
羅
隠
・
譚
銖
、
宋
―
王
禹
偁
・
楊
備
、
元
―
顧
阿
英
・
薛
氏
、
明
―
高
啓
・

蘇
平
・
梅
鼎
祚
の
詩
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

22 『
桐
橋
倚
棹
錄
』
巻
五
「
唐
眞
娘
墓
、
姑
蘇
志
・
圖
經
俱
云
、
在
雲
巖
寺
西
南
山
下
。
唐
時
呉
之
妓
人
、
李
紳
詩
序
云
、
歌
舞
有
名
、
死
葬
於
吳
武
丘
寺
前
、

呉
中
少
年
從
其
志
也
。
墓
多
花
草
、
以
滿
其
上
。
雲
谿
友
議
、
呉
門
女
郎
眞
娘
、
死
葬
虎
丘
山
、
時
人
比
之
蘇
小
小
云
。
墓
碑
遭
明
季
兵
燹
、
已
淪
棄
。

乾
隆
十
年
海
陵
陳
鑛
覆
亭
其
上
、重
立
古
眞
娘
墓
四
字
石
碣
、並
記
。
按
府
志
、劉
禹
錫
虎
丘
眞
娘
墓
詩
一
卷
、禹
錫
以
下
共
二
十
三
人
。
近
時
題
者
亦
衆
、

集
隘
不
及
備
載
、
止
錄
呉
綺
詩
云
、
閙
掃
低
頭
向
水
窗
、
真
娘
墓
畔
泪
淙
淙
、
當
時
豈
少
同
心
侶
、
何
不
鴛
鴦
葬
一
雙
。
又
、
石
韞
玉
詩
云
、
三
字
豊

碑
樹
墓
門
、
落
花
和
雨
殉
香
魂
、
掃
眉
才
子
知
何
處
、
一
髪
⾭
山
鏡
裏
痕
。
又
、
舒
位
詩
云
、
北
雪
南
花
太
等
閑
、
美
人
一
去
冷
空
山
、
誰
知
化
作
身

千
億
、
多
在
紅
船
六
柱
間
。
歌
舞
蕭
涼
怨
不
勝
、
危
巒
一
角
浪
千
層
、
若
爲
焼
作
鴛
鴦
瓦
、
黄
土
⾭
山
兩
莫
憑
。
紫
蘭
香
徑
愁
蘇
小
、
青
草
荒
原
憶
漢
妃
、

等
是
千
秋
好
顔
色
、
鳥
鳴
花
落
濕
人
衣
」

23 「
廬
志
、
李
紳
序
云
、
吳
之
妓
人
、
歌
舞
有
名
者
。
死
葬
於
武
邱
寺
前
、
吳
中
少
年
從
其
志
也
。
墓
多
花
草
、
蔽
其
上
。
雲
渓
友
議
云
、
墓
在
虎
邱
路
旁
。
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圖
經
云
、
雲
巖
寺
西
南
山
下
。
唐
人
遊
此
者
多
有
篇
詠
。
進
士
譚
銖
亦
題
一
絕
、
譏
詞
人
之
重
色
。
由
是
稍
稍
息
筆
。
館
閣
書
目
有
眞
娘
墓
詩
一
卷
」

24 
前
掲
・
黄
厚
誠
『
虎
邱
新
志
』
６
３
～
６
８
頁

25 『
唐
代
叢
書
』
第
三
集

26 

南
宋
・
鄭
樵
『
通
志
』
巻
七
十
・
芸
文
略
八
に
「
虎
丘
寺
題
真
娘
墓
詩
［
唐
劉
禹
錫
等
二
十
三
人
］」
と
あ
る
。

27 【　

】
内
は
詞
牌
、
以
下
同
じ
。

28 『
香
艶
叢
書
』
第
八
集
第
二
巻

29 

「
虎
丘
故
佳
麗
地
。
其
流
萍
寓
絮
、
抱
綺
自
傷
者
、
則
有
沈
飛
香
・
韓
夢
音
・
周
寶
鐙
・
席
耘
芝
・
朱
靈
珠
之
侶
。
其
泊
鶯
漂
燕
、
宛
轉
依
人
者
、
則
有

卞
玉
京
・
沙
嫩
兒
・
柳
人
月
・
董
青
蓮
・
陳
二
分
之
儔
。
其
薶
香
掩
玉
、
沉
沒
終
古
者
、
則
有
劉
碧
鬟
・
姚
馨
兒
・
徐
蘭
敖
・
十
二
娘
・
通
判
二
姬
之

隧
冢
。
言
英
俠
、
有
金
姬
墩
、
柴
聞
詮
之
記
具
徴
也
。
言
節
烈
、
有
鴛
鴦
壙
、
王
雒
陽
之
碑
可
攷
也
。
而
過
者
、
均
不
之
問
。
𤢜
眞
娘
一
墓
、
自
唐
迄
今
、

李
紳
序
軼
事
於
前
、
陳
鑛
複
廢
址
於
後
。
劉
禹
錫
集
同
人
詩
一
卷
、
都
二
十
有
三
人
。
繼
有
作
者
、
亦
莫
不
抒
欵
約
之
思
、
極
芉
綿
之
致
。
其
與
成
都

薛
濤
、
錢
唐
蘇
小
、
並
峙
千
古
者
歟
。
日
者
、
偕
陳
君
桂
軒
、
郭
君
季
虎
遊
。
二
君
曰
、
明
當
具
名
花
佳
酒
、
酹
尊
其
下
。
子
曷
爲
之
文
、
羌
無
故
實
。

因
綜
昔
近
諸
賢
吊
墓
之
作
、
掇
其
語
、
㠯
爲
辭
曰
、
…
」

30 

「
塞
北
花
兮
江
南
雪
［
白
居
易
］、
微
青
蛾
兮
斷
翠
發
［
張
祜
］、
愁
何
爲
如
風
燭
之
滅
兮
、
歌
何
爲
如
梁
塵
之
歇
［
李
紳
］、
鏡
鐙
閃
而
妝
台
啟
兮
、
幡

蓋
颺
而
舞
袖
拂
［
劉
禹
錫
］、
買
爾
笑
而
榆
莢
飛
兮
、
效
爾
顰
而
柳
眉
結
［
李
商
隱
］、
淪
金
釵
於
劍
壑
兮
、
詎
油
壁
之
能
來
［
沈
亞
之
］、
生
既
暢
風
流

之
樂
兮
、
死
或
增
寂
寞
之
哀
［
羅
隱
］、
胡
香
魂
與
膩
骨
兮
、
終
消
散
如
黃
埃
［
王
禹
偁
］、
羌
狼
藉
乎
豆
蔻
兮
、
或
托
⾭
鳥
以
裵
褢
［
周
弼
］、
海
棠
不

可
以
喚
兮
［
顧
仲
瑛
］、
墮
嬌
雲
之
靈
粉
［
楊
備
］、
恣
輕
薄
其
誰
媚
兮
、
慨
繁
華
之
易
殞
［
周
南
老
］、
帶
啼
痕
於
草
露
兮
、
睠
寒
食
之
游
人
［
高
啓
］、

怨
錦
囊
而
悲
瑤
瑟
兮
、
誰
樹
連
理
而
香
以
返
魂
［
蘇
平
］、
薜
荔
援
牆
兮
蘭
萎
露
、
曉
鴉
啼
兮
夜
鬼
訴
［
梅
升
祚
］、
惟
千
秋
兮
爲
爾
傷
、
水
嗚
咽
兮
河

之
梁
［
陳
祚
明
］、
一
杯
寒
兮
巫
峽
夢
［
張
慶
孫
］、
瓊
姬
吵
兮
行
雲
送
［
汪
琬
］、
彈
夕
陽
兮
琵
琶
［
濮
淙
］、
駐
花
里
兮
香
車
［
季
氏
嫻
］、
潛
移
兮
片
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石
［
汪
懋
麟
］、
不
放
留
兮
啼
鴂
［
丁
澎
］、
剝
蒼
苔
兮
誰
護
［
陳
玉
璂
］、
生
公
之
法
兮
其
悟
［
呂
楷
仁
］、
分
霸
主
之
山
兮
［
沈
德
潛
］、
悵
苧
蘿
之
人

去
［
盛
錦
］、
傍
幽
曇
之
地
兮
［
蔣
韶
年
］、
侶
泰
娘
於
泉
路
［
周
准
］、
淸
梵
流
兮
蝴
蝶
宿
［
彭
績
］、
酹
一
杯
兮
道
傍
竹
［
孫
世
權
］、
化
羅
裙
以
爲
劫

灰
兮
［
沈
績
］、
空
璅
青
於
野
塘
之
麓
［
薛
雪
］」

31 

北
京
図
書
館
・
ア
メ
リ
カ
国
会
図
書
館
等
所
蔵
。
乾
隆
庚
子
〈
乾
隆
四
十
五
・
一
七
八
〇
年
〉
秋
鐫
、
本
衙
藏
版
。

32 

以
下
、
本
論
で
取
り
上
げ
る
書
簡
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
張
潮
『
尺
牘
友
聲
集
』『
尺
牘
友
聲
偶
存
』
硏
究
資
料
編
」（
大
東
文
化
大
学
『
中
国
学
論
集
』

三
〇
号
・
二
〇
一
二
年
十
二
月
・
８
７
～
１
１
２
頁
）
に
従
っ
て
通
し
番
号
を
振
っ
た
。

33 

例
え
ば
、「
張
潮
の
交
遊
關
係
に
つ
い
て
―
『
尺
牘
友
聲
集
』
及
び
『
尺
牘
友
聲
偶
存
』
を
手
が
か
り
に
―
」（『
漢
学
会
誌
』
五
十
二
号
・
二
〇
一
三
年

三
月
・
７
３
～
１
０
８
頁
）、「
張
潮
と
江
南
文
人
の
交
流
―
―
書
簡
を
手
が
か
り
に
―
―
」（『
中
国
古
典
小
説
研
究
』
十
八
号
・
２
１
～
３
８
頁
）、「
書

簡
の
伝
達
者
と
し
て
の
僧
侶
―
張
潮
の
交
遊
関
係
を
手
が
か
り
に
―
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』八
号
・
二
〇
一
五
年
三
月
・８
７
～
１
２
９
頁
）等
。

34 

基
本
的
に
『
友
声
』
は
届
い
た
順
、『
偶
存
』
は
贈
っ
た
順
に
配
列
さ
れ
て
お
り
、
１
年
ま
た
は
２
年
分
を
一
巻
に
ま
と
め
て
い
る
。
よ
っ
て
、
あ
る
程

度
そ
の
書
簡
の
年
代
を
推
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

35 

劉
和
文
『
張
潮
研
究
』（
安
徽
大
学
出
版
社
・
二
〇
一
一
年
）
中
の
張
潮
の
年
譜
（
第
一
章
第
一
節
「
張
潮
的
生
平
」
１
２
～
５
７
頁
）、ま
た
拙
論
の
「
張

潮
編
纂
の
叢
書
に
つ
い
て
―
編
集
状
況
を
中
心
に
―
」（
大
東
文
化
大
学
『
漢
学
会
誌
』
五
十
三
号
・
二
〇
一
四
年
三
月
・
１
４
３
～
１
８
３
頁
）・「
書

簡
か
ら
見
た
張
潮
『
虞
初
新
志
』
の
編
集
状
況
」（
大
東
文
化
大
学
『
漢
学
会
誌
』
五
十
四
号
・
二
〇
一
五
年
三
月
・
８
７
～
１
２
５
頁
）・「
書
簡
か
ら

見
た
張
潮
『
檀
几
叢
書
』
の
編
集
状
況
」（
大
東
文
化
大
学
『
漢
学
会
誌
』
五
十
五
号
・
二
〇
一
六
年
三
月
・
１
０
１
～
１
４
２
頁
）
等
を
参
照
。

36 

王
晫
に
つ
い
て
は
拙
論
「
王
晫
の
交
遊
関
係
中
の
僧
侶
に
つ
い
て
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
九
号
・
二
〇
一
六
年
三
月
・
２
２
～
６
３
頁
）、「
王

晫
『
遂
生
集
』
に
つ
い
て
―
曹
翰
故
事
を
手
が
か
り
に
―
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
十
号
・
二
〇
一
七
年
三
月
・
１
～
３
２
頁
）「
王
晫
と
そ
の

交
遊
關
係
に
つ
い
て
」（
大
東
文
化
大
学
『
漢
学
会
誌
』
五
十
六
号
・
二
〇
一
七
年
三
月
・
１
０
３
～
１
４
０
頁
）
等
参
照
。
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37 

張
潮
『
檀
几
叢
書
』
初
集
序
「
甲
戌
初
夏
、
于
湖
上
晤
王
君
丹
麓
、･･･

」

38 
楊
廷
福
・
楊
同
甫
編
『
清
人
室
名
別
称
字
号
索
引
』
増
補
本
（
上
海
古
籍
出
版
社
・
二
〇
〇
一
年
）
に
よ
る
と
、
陳
鑛
、
字
は
德
潤
、
号
は
鐵
坡
、
泰

州
の
人
と
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
事
は
不
明
。

39 

『
中
国
文
物
地
図
集　

江
蘇
分
冊
（
下
）』（
中
国
地
図
出
版
社
・
二
〇
〇
八
年
）
３
５
８
頁
「
真
娘
墓
」
の
項
に
「
眞
娘
爲
唐
代
歌
妓
、
死
後
葬
此
、
因

遍
裁
花
卉
、
号
称
花
冢
。
劉
禹
錫
・
白
居
易
等
均
有
題
詠
。
與
杭
州
蘇
小
小
墓
齊
名
。
清
代
・
民
国
１
９
５
８
年
幾
度
重
修
。
有
朝
西
石
柱
木
梁
卷
棚

歇
山
頂
方
亭
、
柱
刻
楹
聯
両
副
、
東
壁
嵌
〝
古
眞
娘
墓
〟
碑
二
、
分
別
爲
清
朝
康
煕
張
潮
、
乾
隆
間
陳
鑛
所
立
」
と
あ
る
。

40 

前
掲
『
虎
邱
新
志
』
４
６
頁
の
写
真
を
見
る
と
、
以
前
は
東
屋
の
脇
に
建
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
前
掲
「
中
国
浙
江
・
江
蘇
省
に
お
け
る

琉
球
関
係
史
跡
調
査
報
告
書
」
２
１
７
頁
の
写
真
か
ら
は
、
壁
に
嵌
め
こ
ま
れ
た
墓
碑
の
様
子
が
窺
え
る
。

41 「
國
朝
乾
隆
十
年
、
海
陵
陳
鑛
、
覆
亭
其
上
、
立
古
眞
娘
墓
四
字
石
碣
」

42 「
墓
碑
遭
明
季
兵
燹
、
已
淪
棄
。
乾
隆
十
年
海
陵
陳
鑛
覆
亭
其
上
、
重
立
古
真
娘
墓
四
字
石
碣
並
記
」

43 

前
掲
『
虎
邱
新
志
』
６
４
～
６
６
頁

44 

唐
・
羅
隠
「
姑
蘇
眞
娘
墓
」

45 「
常
閲
虎
邱
志
、
有
所
謂
眞
孃
墓
者
、
自
唐
宋
以
來
、
諸
名
士
各
有
題
詠
。
幾
與
昭
君
之
⾭
塚
、
太
眞
之
馬
嵬
並
傳
。
蓋
物
貴
於
所
絕
、
眞
娘
以
絕
代
紅
顏
、

没
而
葬
於
勝
地
、宜
其
流
遠
、感
詠
者
跡
相
接
也
。
甲
子
春
、與
避
俗
虎
邱
。
屐
齒
所
及
、雖
未
窮
九
宜
三
絕
之
勝
、而
翠
華
臨
幸
之
地
、與
夫
古
蹟
祠
墓
、

尋
覽
幾
遍
焉
。
獨
求
所
謂
眞
孃
之
墓
、
而
蔓
草
荒
烟
、
不
可
復
識
。
心
竊
疑
之
、
將
毋
子
虛
烏
有
、
爲
詞
人
之
假
托
。
非
若
錢
塘
蘇
小
、
西
蜀
薛
濤
、

確
有
明
証
歟
。
留
意
久
之
、
忽
於
東
山
廟
後
、
太
傅
詞
前
、
溷
厠
中
、
見
有
斷
碑
偃
仆
、
拂
式
其
塵
土
而
視
之
、
則
眞
娘
之
墓
猶
在
。
問
之
山
僧
頓
之

云
、
自
明
季
兵
燹
之
後
、
此
碑
淪
棄
至
今
。
余
乃
緣
碑
而
尋
其
墓
、
依
稀
猶
存
舊
址
焉
。
嗟
乎
滄
桑
屢
變
、
古
蹟
之
消
沉
磨
滅
、
而
不
紀
者
、
所
在
多
有
。

獨
茲
片
石
僅
存
、
不
可
謂
非
幸
也
。
因
爲
之
重
修
墓
土
、
葬
殘
碑
於
穴
中
、
樹
新
石
於
舊
地
、
覆
以
小
亭
。
俾
之
芳
魂
有
所
栖
托
。
前
人
詩
云
、「
死
猶
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嫌
寂
寞
、
生
肯
不
風
流
」。
夸
美
之
詞
、
証
以
實
蹟
。
試
得
想
見
其
大
概
也
。
嗚
呼
盛
衰
興
廢
、
莫
不
有
數
焉
存
乎
其
間
。
吾
安
知
此
墓
、
於
千
百
年
後
、

不
又
蕩
然
同
歸
於
盡
也
。
然
猶
幸
其
未
泯
也
。
修
葺
之
、
使
後
之
君
子
、
按
圖
志
而
尋
芳
踪
、
尚
得
覩
花
草
之
盛
、
聞
歌
吹
之
音
云
爾
」

46 

前
掲
大
木
氏
著
書
１
４
頁
。

47 『
心
齋
詩
集
』（
聶
先
編
『
百
名
家
詩
選
』）
所
収
―
前
掲
劉
和
文
著
書
一
九
四
頁
に
原
文
あ
り
。

48 

参
考
と
し
て
、
時
代
が
異
な
り
、
逆
方
向
で
は
あ
る
が
、
南
宋
・
陸
游
『
入
蜀
記
』
巻
一
に
よ
る
と
、
六
月
一
日
に
船
で
杭
州
を
出
発
し
、
六
月
十
日

に
蘇
州
に
到
着
し
て
い
る
。

49 

王
晫
の
書
簡
に
「
二
十
年
想
慕
、
一
旦
得
望
見
顏
色
、
意
可
作
數
日
盤
桓
、
細
聆
塵
誨
。
不
謂
匆
匆
返
棹
、
地
主
之
誼
闕
然
。
先
生
縱
不
深
責
、
僕
獨

能
無
内
媿
于
心
乎
（
二
十
年
来
あ
な
た
を
お
慕
い
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
一
旦
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
で
き
、
意
気
投
合
し
て
数
日
滞
在
し
、
細
や
か

に
教
え
を
受
け
ま
し
た
。
何
と
慌
た
だ
し
く
帰
っ
て
し
ま
い
、地
元
の
者
と
し
て
の
義
務
が
果
た
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
先
生
は
深
く
は
お
責
め
に
な
ら
ず
、

僕
は
た
だ
ひ
そ
か
に
心
に
恥
じ
入
る
ば
か
り
で
す
）」（『
友
声
』
458
・
己
集
）
云
々
と
あ
る
。

50 

な
お
、
姜
垓
・
姜
埰
に
つ
い
て
は
拙
論
「
明
末
淸
初
の
記
憶
と
懷
舊
―
余
懷
と
姜
垓
の
交
遊
を
手
が
か
り
に
―
」（
大
東
文
化
大
学
『
中
国
学
論
集
』

三
十
四
号
・
二
〇
一
六
年
十
二
月
・
１
～
３
４
頁
）
を
参
照
。

51 「
晩
年
建
二
姜
先
生
祠
於
虎
邱
、
又
築
諫
草
樓
於
祠
後
、
爲
棲
息
所
、
足
不
入
城
市･･･

」

52 

『
蘇
州
府
志
』
巻
百
十
二
「
康
煕
二
十
四
年
、
呉
人
建
萊
陽
二
姜
先
生
祠
於
虎
邱
、
埰
子
安
節
奉
遺
命
居
宣
城
守
墓
、
實
節
與
垓
子
寓
節
留
呉
守
祠
。
安

節
字
勉
中
有
篤
行
。
實
節
字
學
在
、
工
詩
畫
。
晩
營
生
壙
、
於
虎
邱
以
父
母
未
得
合
葬
、
不
敢
以
妻
祔
」

53 「
二
姜
先
生
祠
、
在
白
蓮
池
東
。
…
国
朝
康
煕
二
十
四
年
巡
撫
湯
斌
建
、
…
」

54 

最
も
古
い
書
簡
は
張
潮
の
寄
せ
た
『
偶
存
』
86
（
巻
二
）
で
あ
る
。

55 「
浴
佛
日
過
虎
丘
、奉
訪
不
値
。
曾
片
札
幷
拙
句
拙
刻
、煩
紀
綱
代
呈
教
削
。
後
舎
親
方
望
子
自
呉
門
來
、傳
足
下
語
云
、曾
有
一
札
幷
詩
四
首
、寄
蔣
姓
人
、
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與
僕
此
書
、
不
知
浮
沈
何
地
。
迄
今
未
捧
讀
隻
字
。
便
間
乃
望
重
頒
、
俾
得
親
承
雅
誨
爲
禱
。
虎
丘
眞
娘
墓
、
僕
爲
立
碑
。
又
短
簿
祠
前
、
改
造
木
柵
。

俱
已
付
貲
、
屬
劔
石
房
雲
坡
上
人
爲
之
。
想
彼
應
不
悞
事
、
如
尚
怠
緩
未
行
、
千
稀
鼎
呂
力
爲
催
促
。
切
禱
、
切
禱
。
徴
詩
拙
句
呈
政
、
大
筆
賜
和
之
餘
、

凡
諸
耆
宿
中
、
統
望
廣
爲
徴
取
、
次
第
寄
下
。
僕
寓
揚
州
馬
王
廟
東
、
易
於
訪
問
也
。
閏
五
日
徴
詩
啓
幷
詩
題
寄
上
。
幸
賜
佳
章
以
光
梨
棗
」

56 『
蘇
州
府
志
』巻
三
十
七
に「
東
山
廟
在
東
山
浜
舊
虎
邱
寺
內
。
祀
晉
司
徒
王
珣
。
珣
嘗
與
其
弟
司
空
珉
捨
別
業
爲
寺
、故
立
祠
祀
之
。
亦
稱
短
簿
祠
。［
唐

陸
柬
之
書
碑
］
今
居
民
祀
爲
土
穀
神
」
と
あ
る
。
文
中
［　

］
は
割
注
。

57 「
孟
夏
過
呉
門
時
、適
爲
大
雨
所
困
、不
獲
款
雲
亭
而
問
字
。
抱
歉
良
深
。
…
。
眞
娘
墓
詩
呈
政
、雲
坡
上
人
處
已
屬
三
世
兄
、詢
曾
否
。
立
碑
如
尚
未
擧
行
、

敢
乞
鼎
呂
促
之
。
閏
五
日
徴
詩
啓
附
覧
幷
望
大
作
以
爲
章
程
。
…
」

58 『
淸
史
列
傳
』
巻
七
〇
に
「
晩
隠
居
吳
門
、
徜
徉
支
硎
靈
巖
閒
、･･･

」
云
々
と
あ
る
。

59 「
虎
丘
立
碑
之
事
、
小
児
往
覓
主
僧
、
未
遇
俟
。
弟
歸
督
之
以
報
」

60 

余
懐
は
、
こ
の
年
を
含
め
て
四
度
揚
州
に
赴
き
、
張
潮
を
訪
ね
て
い
る
。
詳
し
く
は
拙
論
「
余
懐
と
張
潮
―
作
者
と
編
者
の
関
係
を
中
心
に
―
」（『
大

東
文
化
大
学
紀
要
（
人
文
科
学
）』
五
十
一
号
・
二
〇
一
三
年
三
月
・
４
３
～
５
８
頁
）
参
照
。

61 「
冷
松
使
來
、復
接
手
教
。
知
弟
閏
五
月
之
札
、已
達
雲
亭
。
其
四
月
九
日
台
札
、李
久
老
于
六
月
之
杪
、方
自
淮
陰
郵
到
、計
自
虎
丘
達
舎
、爲
期
已
十
旬
矣
。

…
。
短
簿
祠
柵
、眞
娘
墓
碑
、既
俱
告
成
。
想
藉
鼎
呂
不
少
也
。
不
識
墓
碑
可
能
榻
印
否
。
如
可
則
乞
代
打
數
紙
郵
來
。
其
費
已
囑
來
人
附
上
。
五
七
日
、

即
回
呉
門
、
再
領
可
耳
。
…
」

62 

「
神
交
二
十
年
、
公
訪
我
而
不
得
見
、
我
寄
書
而
又
不
得
達
。
意
者
此
中
亦
有
魔
鬼
耶
。
…
。
修
復
眞
娘
墓
・
短
簿
祠
二
事
、
爲
虎
丘
生
色
文
人
所
至
山

水
附
之
以
遠
、
非
我
山
來
、
曷
以
有
此
。
祠
柵
已
增
、
墓
碑
久
立
。
過
者
健
羨
、
不
獨
弟
也
。
…
。
十
月
初
八
、
于
光
祠
晤
汪
冷
松
、
漫
寄
」

63 

「
客
歳
冷
松
來
、
得
奉
教
旨
。
殷
勤
款
洽
、
如
晤
芝
光
隨
。
有
數
行
奉
寄
。
煩
代
搨
眞
娘
墓
婢
、
不
謂
去
人
匆
匆
虎
丘
祠
館
兩
處
欵
門
皆
無
所
遇
。
遂
將

小
札
存
茶
肆
中
、
屬
其
代
致
。
前
月
松
坪
孫
先
生
到
、
復
接
手
教
、
知
前
札
已
達
、
幷
悉
近
祉
爲
慰
。
…
」
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64 

時
代
は
降
る
が
『
桐
橋
倚
棹
錄
』
巻
十
に
虎
丘
の
茶
館
に
つ
い
て
「
…
又
虎
丘
山
寺
碑
亭
後
一
同
館
、雖
不
甚
修
葺
、而
軒
窗
爽
塏
、憑
欄
遠
眺
、呉
城
煙
樹
、

歷
歷
在
目
」
云
々
と
あ
る
。

65
「
兩
載
之
中
、
疊
承
手
教
。
其
人
皆
到
虎
丘
、
留
茶
社
中
而
去
、
不
知
弟
在
祠
中
反
關
下
鍵
也
。
無
由
奉
、
復
惆
悵
難
言
。
…
。
眞
嬢
墓
碑
久
立
、
過
者

咸
爲
頌
美
。
東
山
廟
柵
則
依
舊
欹
斜
矣
。
…
。」

66
「
蜀
岡
勝
地
、
弟
息
疴
三
十
年
、
閉
處
未
能
眺
望
。
今
惟
先
生
雅
意
爲
詩
壇
牛
耳
、
千
秋
大
業
。
因
勉
力
趨
教
、
飯
後
未
別
。
倦
歸
、
勉
就
一
詩
。
聊
供

噴
飯
。
希
亮
之
教
之
扶
之
植
之
」

67
「
…
昨
晤
孫
無
老
・
卓
子
任
、
…
」

68 

前
掲
劉
和
文
「
張
潮
年
譜
」
参
照
。

69 

『
武
義
県
志
』（
浙
江
人
民
出
版
社
・
一
九
九
〇
年
）
７
９
３
頁
に
「
字
其
恭
、
號
菊
山
、
武
義
人
。
才
気
高
邁
、
工
書
畫
、
善
鼓
琴
。
清
康
煕
二
十
五

年
（
１
６
８
６
）
抜
貢
。
以
抜
萃
入
京
、
公
卿
愛
其
才
、
爭
致
之
門
下
。
父
爾
殿
、
江
都
令
、
卒
于
官
。
愼
扶
喪
歸
後
、
還
寓
廣
陵
。
流
傳
甚
廣
、
名

噪
江
淮
間
。
呉
綺
稱
其
爲
〝
千
秋
豪
士
、
一
代
才
人
〟。
卒
年
僅
四
十
餘
。
著
有
《
浮
園
詩
文
集
》、《
三
代
法
物
考
》」
と
あ
る
。

70
「
閏
五
之
集
、
二
難
四
美
兼
而
有
之
。
…
拙
作
呈
、
求
大
教
、
乞
痛
加
斧
削
」

71 

「
恨
未
能
痩
竹
芒
屩
、
一
蹶
後
塵
耳
。
承
問
及
賤
恙
。
幸
自
知
調
劑
以
漸
平
復
、
弟
兩
足
尚
不
能
健
歩
。
雖
曰
跛
能
履
亦
難
免
蕭
同
叔
子
之
笑
。
今
且
杖

於
家
矣
」

72 

「
又
五
日
詩
、
弟
會
有
遅
客
之
作
。
回
想
病
時
、
此
身
甚
脆
、
將
來
重
逢
五
日
又
不
知
。
故
我
苟
延
新
、
我
何
在
。
聊
爲
愾
嘆
、
書
呈
塞
責
。
然
另
作
亦

不
過
此
言
也
。
眞
娘
墓
詩
附
上
、
統
望
郢
削
。
…
。
社
詩
刻
成
、
早
惠
一
卷
。
…
」

73 「
…
其
眞
娘
墓
詩
、
不
便
代
索
。
同
人
以
此
間
壓
孕
者
多
、
成
詩
者
少
、
何
可
以
瓦
礫
溷
珠
玉
耶
。
…
」

74 

「
黃
雲
、
字
仙
裳
、
號
舊
樵
。
世
居
姜
堰
鎮
。
懷
慨
正
直
尚
節
義
。
早
孤
事
母
郁
至
孝
。
母
病
嘗
糞
、
及
投
哀
毀
骨
立
慟
。
父
未
見
成
者
、
當
事
屢
聘
不



張潮「真娘墓碑」に関する一考察

69

應
切
受
。
知
太
守
陳
素
懷
乏
嗣
、
被
枉
破
家
雲
借
遊
。
汝
寧
太
守
饋
凶
干
金
雲
分
贈
、
貧
友
抵
家
囊
鑿
。
康
熙
癸
亥
制
府
、
千
公
聘
修
省
志
、
詩
宗
盛

唐
、
文
擬
左
史
、
書
基
二
王
、
所
蓍
有
相
引
樓
集
七
律
分
韻
五
言
、
時
沙
行
世
。
其
餘
攝
盈
笥
力
不
能
刊
。
家
雖
貧
晏
如
也
。
惟
閉
戶
嚴
籩
、
子
孫
賦
詩
、

飲
酒
目
媒
署
其
巴
天
教
兄
孫
識
誹
字
。
居
城
市
有
山
林
心
、
年
八
十
一
無
病
而
秘
。
子
一
長
陽
生
字
峴
懷
、
以
詩
名
。
次
泰
來
字
交
一
、
工
詩
雹
脂
纔

箕
裘
由
弊
、
知
各
士
無
不
納
交
、
諸
孫
鸞
和
等
足
紹
家
學
、
人
以
爲
長
厚
之
報
烏
」

75 

「
念
四
日
尊
札
倂
徴
詩
啓
詩
題
俱
領
到
。
六
月
三
日
復
得
後
札
、
弟
以
多
病
戒
思
。
然
閏
五
日
、
眞
娘
墓
兩
題
絕
佳
、
一
弔
幽
魂
、
一
志
佳
節
。
可
見
鍾

情
決
在
我
輩
。
弟
當
破
戒
爲
之
。
倂
促
小
兒
同
報
命
也
」

76 「
五
月
間
、
兩
接
手
教
、
足
仞
意
中
常
有
賤
子
也
。
閏
端
午
四
首
、
即
當
報
命
、
貧
冗
未
能
。
眞
娘
墓
詩
、
先
就
茲
附
上
。
…
」

77 「
弟
于
七
月
二
十
二
夜
、
忽
得
危
疾
。
令
手
足
不
仁
、
將
有
性
命
之
憂
。
貧
家
饘
養
、
且
不
給
何
從
。
覔
參
木
待
死
而
巳
」

78 「
…
拙
作
媿
不
成
句
、
恃
有
宗
匠
大
加
斧
削
、
或
可
附
於
大
集
之
末
耳
」

79 「
閏
五
勝
會
、
已
自
播
聞
。
況
饒
佳
句
成
帙
。
…
」

80 

「
承
示
眞
娘
墓
斗
方
式
樣
、
有
人
翻
刻
。
弟
此
箋
刻
成
、
未
及
十
日
、
已
有
效
之
者
矣
。
後
又
見
一
二
處
亦
復
皆
然
。
無
足
介
意
、
獨
怪
其
物
而
不
化
。

縱
不
能
大
段
翻
新
、
即
將
錦
片
花
紋
略
爲
改
易
亦
無
不
可
、
何
至
絲
毫
不
敢
出
入
、
爲
依
樣
之
葫
蘆
耶
。
此
則
眞
堪
一
大
噱
耳
」

81 

例
え
ば
、呉
敬
梓（
一
七
〇
一
―
一
七
五
四
）の
章
回
小
説
で
あ
る『
儒
林
外
史
』第
八
回
に「
…
寫
斗
方
、同
諸
名
士
贈
答
」と
あ
る
。
稲
田
孝
氏
は
こ
の「
斗

方
」
に
つ
い
て
「
一
、二
尺
ほ
ど
の
箋
紙
で
絵
や
詩
を
か
い
て
文
士
が
贈
答
し
あ
う
」
も
の
と
説
明
し
て
い
る
（
稲
田
孝
訳
『
儒
林
外
史
』（
中
国
古
典

文
学
大
系
・
平
凡
社
・
一
九
六
八
年
）
８
４
頁
）。

82 

宇
野
雪
村
『
文
房
古
玩
事
典
』（
柏
書
房
・
一
九
八
〇
年
）
１
４
８
頁
参
照
。

83 「
詩
牋
轉
贈
同
游
外
、
更
爲
粘
之
僧
舎
酒
壚
、
俾
來
往
者
見
之
」

84 「
文
房
約
」
は
張
潮
『
檀
几
叢
書
』
二
集
巻
二
十
六
に
収
め
ら
れ
て
い
る
（
文
房
は
江
之
蘭
の
雅
号
）。
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85 
「
舎
弟
函
得
尊
札
蒙
喩
。
斗
方
式
樣
要
不
過
。
如
吾
兄
眞
娘
墓
・
古
董
箋
二
製
最
雅
、
書
法
亦
佳
。
不
識
可
能
爲
弟
倣
而
用
之
否
。
如
費
事
則
古
藤
竹
節

邊
圍
可
也
。
近
又
有
文
房
約
一
箋
。
欲
並
梓
、
非
敢
作
無
已
之
求
、
覺
三
者
有
不
可
偏
廢
之
勢
。
倘
能
俱
付
剞
劂
、
工
價
過
多
容
補
。
何
如
。
文
房
約

望
覓
善
書
。
如
弟
來
式
書
作
長
箋
、
不
知
可
不
須
邊
圍
而
亦
便
印
刷
否
。
如
可
、
竟
不
用
邊
圍
、
遠
望
若
墨
筆
斗
方
也
。
…
」

86 

「
…
知
琳
琅
大
作
、
尚
有
未
及
見
者
。
豈
恐
弟
有
望
洋
之
嘆
。
故
秘
而
不
與
耶
。
千
乞
各
付
一
册
、
以
慰
渇
思
。
其
匫
董
詩
、
弟
於
此
則
有
説
焉
。
夫
骨

董
之
可
珍
可
玩
、
宜
什
襲
藏
之
者
、
蓋
以
其
無
雕
琢
之
痕
、
鍛
錬
之
跡
、
雖
有
光
怪
陸
離
之
時
品
、
不
敢
與
之
爭
奇
、
俗
稱
出
土
者
是
也
。
今
有
人
焉
、

葛
衣
草
履
、
遁
跡
丘
園
、
其
形
其
貌
若
猿
猱
焉
。
窮
理
盡
性
在
其
談
笑
間
。
此
眞
無
雕
琢
之
痕
、
鍛
錬
之
跡
、
俗
稱
出
土
者
是
也
。
然
唾
棄
之
者
有
矣
。

交
臂
失
之
者
有
矣
。
曾
無
一
人
以
爲
骨
董
而
珍
之
玩
之
什
、襲
藏
之
者
矣
。
然
則
世
之
所
謂
骨
董
其
輕
重
軒
輊
、竟
無
能
辨
之
者
。
世
之
所
謂
骨
董
何
異
、

李
晟
之
紗
帽
、老
子
之
火
扇
、聊
以
戲
此
無
目
者
耳
。
烏
足
以
知
眞
贋
哉
。
道
兄
之
作
頗
稱
具
解
。
故
附
數
行
以
助
噴
飯
也
。
又
台
札
有
鐵
拐
遅
賓
之
説
。

不
知
七
位
高
眞
何
故
不
能
療
人
一
足
、
使
李
仙
蹣
跚
躄
躠
行
蓬
㠀
間
亦
大
可
醜
、
何
所
重
而
尚
酒
食
是
議
也
。
益
增
絕
倒
。
…
」

87 「
盛
伻
來
、
讀
華
札
幷
閲
斗
方
二
幅
、
…
」

88 

「
望
煩
善
書
者
書
作
、
兩
横
雅
式
、
斗
方
付
之
剞
劂
」

89 

「
予
嘗
欲
建
一
無
遮
大
會
、
一
祭
歷
代
才
子
、
一
祭
歷
代
佳
人
、
俟
遇
有
眞
正
高
僧
、
即
當
爲
之
」

90 

江
蘇
鎭
江
の
僧
、
中
洲
海
嶽
に
寄
せ
た
書
簡
（『
偶
存
』

120
「
與
中
州
和
尚
」（
巻
三
））
に
「
向
欲
作
小
小
供
養
…
」
云
々
と
あ
る
。
こ
れ
も
一
六
九
四

年
の
書
簡
で
あ
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

張
潮
、
真
娘
墓
、
虎
丘
、
清
初
、
文
人　
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三
、『
大
元
神
一
祕
書
』

『
大
元
神
一
祕
書
』
は
『
神
名
祕
書
』（
広
本
）
に
広
く
引
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
同
文
関
係
に
よ
り
両
者
の
間
に
緊
密
な
結
び
付
き

が
見
て
取
れ
る
。

こ
の
点
に
着
目
し
専
論
さ
れ
た
の
は
高
橋
美
由
起
氏
で
あ
っ
た
。
氏
に
よ
れ
ば
「『
一
秘
書
』
は
広
く
み
て
も
文
永
七
年
か
ら
弘
安

十
年
頃
の
間
に
度
会
行
忠
に
よ
っ
て
述
作
さ
れ
た
書
で
あ
り
、
恐
ら
く
行
忠
が
神
道
書
を
述
作
す
る
際
の
手
び
か
え
ノ
ー
ト
的
な
書
と

し
て
の
役
割
を
果
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。」1

と
の
こ
と
で
、『
大
元
神
一
祕
書
』
は
行
忠
の
所
持
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
寧
ろ
彼
自
身
の
著
作
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
牟
禮
仁
氏
は
「
こ
こ
で
成
立
時
期
に
限

っ
て
触
れ
る
と
、
本
文
中
、
祭
服
の
項
に
「
為
長
卿
云
」
と
し
て
記
す
文
が
あ
り
、
こ
れ
を
菅
原
為
長
と
し
、
彼
が
従
三
位
に
な
っ
た

度
会
行
忠
所
帯
の
神
道
書
に
於
け
る
思
想
構
成
（
そ
の
２
）

　
　
　
　
　
　
　
　

─
─
伊
勢
神
道
に
於
け
る
「
正
直
」
の
観
点
か
ら
─
─

 

遠
藤
純
一
郎
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建
暦
元
年(

一
二
一
一
）
か
ら
歿
し
た
寛
元
四
年(

一
二
四
六)

の
間
を
成
立
期
間
と
み
る
見
解
が
示
さ
れ
て
お
り
、
高
橋
氏
説
よ
り

も
遡
る
こ
と
と
な
る
。」2

と
述
べ
ら
れ
、
弘
安
九
年
七
月
に
灌
頂
を
受
け
た
際
に
伝
授
さ
れ
た
書
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
行
忠
と
『
大
元
神
一
祕
書
』
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
定
説
を
見
な
い
が
、
彼
の
書
は
行
忠
の
所
持
に
な
る
こ
と
に
つ
い

て
は
一
応
に
認
め
て
宜
し
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
実
際
に
『
大
元
神
一
祕
書
』
の
思
想
を
眺
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
こ
こ
で
も
「
正
直
」
は
直
接
に
語
ら
れ
て
は
い

な
い
の
で
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
、
そ
の
真
理
観
を
支
え
る
思
想
構
成
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、「
正
直
」
を
巡
る
言
説
と
の
接
続
性

を
窺
う
こ
と
に
し
よ
う
。

『
大
元
神
一
祕
書
』3

を
概
観
す
る
と
、
先
ず
は
老
荘
思
想
か
ら
の
多
大
な
影
響
が
目
に
付
く
。

『
大
元
神
一
祕
書
』

典
拠

a
・
老
子
述
義
序
云
、
大
象
無
形
独
立
陰
陽
之
首
。
玄
功
不
宰
混
成
天
地

之
先
。
生
万
物
而
莫
測
其
終
。
妙
万
物
而
不
知
其
始
。
希
夷
視
聴
之
外
、

氤
氳
気
象
之
中
、
虚
而
有
霊
。
一
而
無
体
。

　

b
・
道
経
曰
、道
生
一
。道
即
経
大
易
也
。一
即
渾
倫
也
。一
生
二
。陰
陽
也
。

二
生
三
。
天
地
人
也
。
然
後
三
生
万
物
。
与
易
。
緯
、
列
子
之
文
、
大

帰
相
会
者
也
。
是
則
万
物
本
於
三
、々
本
於
二
、々
本
於
一
、々
生
於
道
。

故
経
曰
、
天
下
之
物
生
於
有
。
々
天
下
也
。

述
義
曰
、
經
曰
、
道
生
一
。
道
則
經
太
易
也
。
一
卽
渾
淪
也
。
一
生
二
陰
陽
也
。

二
生
三
天
地
人
也
。
然
後
三
生
萬
物
。
又
曰
、
萬
物
本
於
三
。
〻
本
於
二
。
〻

本
於
一
。
〻
生
於
道
。
故
經
曰
、
天
下
之
物
生
於
有
。
〻
天
下
也
。『
類
聚
神

祗
本
源
』4

c
・
又
曰
、
有
生
於
無
。
々
道
也
。
一
在
有
無
之
間
、
対
道
為
有
、
対
天

地
為
無
。
即
徳
也
。
惟
道
徳
之
寥
廓
、
人
物
之
有
、
待
形
雖
生
滅
、
神

固
常
在
。
故
列
子
等
説
混
沌
未
離
、
即
称
万
物
已
備
。
則
万
物
之
性
照

於
混
沌
之
前
、
不
可
万
物
之
生
始
於
開
闢
之
後
。
理
必
然
矣
。

又
曰
、
有
生
於
無
。
〻
道
也
。
一
在
有
無
之
間
。
對
道
爲
有
。
對
天
地
爲
無
。

即
德
也
。
惟
道
德
之
寥
廓
、
人
物
之
有
。
待
形
雖
生
減
、
神
固
常
在
。
故
列
子

等
說
、
混
沌
未
離
。
卽
稱
萬
物
已
備
、
則
萬
之
性
昭
於
混
沌
之
前
、
不
可
萬
物

之
生
始
於
開
闢
之
後
、
理
必
然
矣
。『
類
聚
神
祗
本
源
』5
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d
庄
子
称
、
老
聃
謂
仲
尼
曰
、
昭
々
生
於
冥
々
。
有
倫
生
於
無
形
。
精
神

生
於
道
。
形
本
生
於
精
。
而
万
物
以
形
相
生
。
九
竅
者
胎
生
。
八
竅
者

卵
生
。

夫
昭
昭
生
於
冥
冥
、
有
倫
生
於
無
形
、
精
神
生
於
道
、
形
本
生
於
精
、
而
萬
物

以
形
相
生
。
故
九
竅
者
胎
生
、
八
竅
者
卵
生
。『
莊
子
』
外
篇
・
知
北
遊

e
又
庄
子
曰
、
視
乎
冥
々
、
聴
乎
无
声
。
冥
々
之
中
独
有
暁
焉
。
無
声
之

中
独
聞
和
焉
。
深
之
又
深
。
而
能
物
焉
。
神
之
又
神
。
而
能
精
焉
。

「
視
乎
冥
冥
、
聽
乎
無
聲
。
冥
冥
之
中
、
獨
見
曉
焉
。
無
聲
之
中
、
獨
聞
和
焉
。

故
深
之
又
深
而
能
物
焉
。
神
之
又
神
而
能
精
焉
。」『
莊
子
』
外
篇
・
天
地

f
是
言
絶
有
以
及
無
、
欲
明
尽
麁
以
窮
妙
。
大
道
虚
也
。
固
為
有
之
所
帰
。

至
徳
一
也
。
固
為
衆
之
所
集
、
於
此
玄
々
之
処
方
為
衆
妙
之
門
。
万
物

之
多
、
皆
従
此
出
。
冥
々
無
声
豈
得
為
有
。
暁
焉
。
和
焉
。
豈
得
為
無
。

g
日
本
書
紀
云
、古
天
地
未
割
、陰
陽
不
分
、渾
紀
如
鶏
子
、溟
滓
而
含
牙
。

及
其
清
陽
者
、薄
靡
而
為
天
、重
濁
者
、淹
滞
而
為
地
、精
妙
之
合
榑
易
、

重
濁
之
凝
竭
難
。
故
天
先
成
而
地
後
定
。
然
後
神
聖
生
其
中
焉
。
故
曰
、

開
闢
之
初
、
洲
壌
浮
漂
。
譬
猶
游
魚
之
浮
火
上
也
。
于
時
天
地
之
中
生

一
物
。
状
如
葦
牙
。
便
化
為
。
号
国
常
立
尊
。

古
天
地
未
剖
、
陰
陽
不
分
、
渾
沌
如
鶏
子
、
溟
滓
而
含
牙
。
及
其
淸
陽
者
、
薄

靡
而
爲
天
、
重
濁
者
、
淹
滯
而
爲
地
、
精
妙
之
合
摶
易
、
重
濁
之
凝
竭
難
。
故

天
先
成
而
地
後
定
。
然
後
神
聖
生
其
中
焉
。
故
曰
、
開
闢
之
初
、
洲
壌
浮
漂
。

譬
猶
游
魚
之
浮
水
上
也
。
于
時
天
地
之
中
生
一
物
。
狀
如
葦
牙
。
便
化
爲
神
。

号
國
常
立
尊
。『
日
本
書
紀
』

『
大
元
神
一
祕
書
』
で
は
冒
頭
か
ら
『
老
子
述
義
』
を
引
い
て
天
地
開
闢
説
を
開
陳
す
る
。
彼
の
書
は
既
に
失
わ
れ
て
お
り
、
直
ち

に
引
用
範
囲
を
確
定
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
が
、
a
の
「
老
子
述
義
序
云
」
以
下
は
問
題
な
い
と
し
て
、
b
・
c
の
箇

所
も
『
類
聚
神
祗
本
源
』
に
『
老
子
述
義
』
の
引
用
文
と
し
て
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
由
来
す
る
文
と
見
て
良
か
ろ
う
。
こ
こ
で
問

題
と
な
る
の
は
、
d
・
e
に
挙
げ
ら
れ
た
『
莊
子
』
か
ら
の
引
用
が
、『
大
元
神
一
祕
書
』
の
作
者
に
な
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
『
老

子
述
義
』
に
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
直
ち
に
判
然
と
し
な
い
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
f
の
箇
所
を
窺
っ
て
み
る
と
、
そ
の
冒

頭
で
「
是
言
」
と
言
っ
て
お
る
の
で
、
そ
れ
よ
り
以
下
は
前
の
内
容
を
受
け
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
し
か
に
、
そ
こ

で
の
内
容
は
b
・
c
の
箇
所
と
の
呼
応
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
。
c
で
は
「
有
」
は
「
無
」
よ
り
生
じ
、
そ
の
「
無
」
が
「
道
」
な
の

だ
と
し
、
b
で
言
う
「
道
生
一
」
の
「
一
」
は
、「
道
」
と
比
す
れ
ば
「
有
」
と
言
え
、「
天
地
」
と
比
す
れ
ば
「
無
」
と
言
え
る
「
有

無
之
間
に
在
る
」
存
在
と
規
定
す
る
。
f
で
も
「
大
道
」
は
「
虚
」、
恐
ら
く
こ
れ
は
「
無
」
に
相
当
す
る
概
念
で
あ
る
か
と
思
わ
れ
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る
が
、こ
れ
を
「
有
の
所
帰
」
だ
と
言
い
、そ
の
一
方
で
「
至
徳
」
が
「
一
」
で
あ
る
と
し
て
、万
物
を
発
生
さ
せ
る
「
玄
々
之
処
」「
衆

妙
之
門
」
に
位
置
づ
け
、
そ
れ
を
「
有
」
と
も
「
無
」
と
も
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
莊
子
』
の
引
用
文
を
跨
い
で
呼
応
し
た

内
容
が
両
者
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
f
ま
で
を
『
老
子
述
義
』
と
見
て
も
問
題
は
な
い
。
勿
論
、『
大
元
神
一
祕
書
』

の
自
作
で
あ
る
可
能
性
は
完
全
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
『
老
子
述
義
』
の
思
想
的
文
脈
に
基
づ
い
た
文
章
が
示

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
相
違
な
か
ろ
う
。

そ
う
し
た
上
で
『
大
元
神
一
祕
書
』
は
『
日
本
書
記
』
か
ら
g
の
一
文
を
提
示
し
て
み
せ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
も
先
の
場
合
と
同
様

に
天
地
開
闢
説
に
関
わ
る
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
老
荘
思
想
に
基
づ
き
神
代
七
代
の
原
初
が
捉
え
ら
れ
た
と
見
て
よ
い
。
実
際
、
そ

の
傍
注
に
「
陽
気
為
心
為
神
。
陰
気
中
意
為
性
。
故
則
陰
気
為
精
魄
、陽
気
為
神
。
魂
魄
混
融
相
合
為
一
也
。
故
謂
拾
一
也
。」
と
有
り
、

『
道
德
眞
經
直
解
』
の
「
今
言
魄
者
、
謂
魄
屬
陰
、
陰
以
靜
爲
法
制
、
心
於
内
靜
、
則
精
魄
住
。
精
魄
住
則
神
魂
住
。
陽
爲
陰
所
伏
。

男
爲
女
所
制

精
神

魂
魄
混
融
相
合
爲
一
謂
之
抱
守也
一
。」6

が
参
照
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
頭
注
の
「
大
道
生
一
気
、
々
々
中
有
清
濁
為
陰
陽
。
々
々
生
天

地
。
々
々
生
万
物
也
。」
は
全
く
の
同
文
で
は
な
い
ま
で
も
、
白
玉
蟾
が
『
玄
關
顯
祕
論
』
で
「
虛
無
生
自
然
、
自
然
生
大
道
、
大
道

生
一
氣
、
一
氣
分
陰
陽
、
陰
陽
為
天
地
、
天
地
生
萬
物
、
則
是
造
化
之
根
也
。」7

と
言
う
の
に
極
め
て
親
し
い
こ
と
か
ら
し
て
も
明
か

で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
当
該
の
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
も
多
分
に
『
淮
南
子
』
な
ど
に
基
づ
い
て
お
れ
ば
、
老
荘
思
想
に
よ
る
把
握
は

先
ず
穏
当
な
も
の
と
も
解
さ
れ
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
道
教
典
籍
ま
で
も
参
照
さ
れ
た
痕
跡
が
窺
え
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
よ
う
に
、『
大
元
神
一
祕
書
』
の
冒
頭
は
神
道
思
想
と
老
荘
思
想
の
融
合
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
同
所
で
は
「
本

有
之
性
非
吾
強
言
」
と
も
頭
註
に
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
嵩
山
破
竈
墮
和
上
の
問
答8

に
由
来
す
る
表
現
で
あ
り
、
仏
教
思
想
、
殊

に
禅
宗
の
思
想
と
の
関
わ
り
が
示
唆
さ
れ
る
。
こ
の
表
現
は
広
く
禅
籍
に
散
見
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、『
太
上
感
應
篇
』9

に
も
挙
げ
ら

れ
る
な
ど
、
教
派
に
か
か
わ
り
な
く
人
口
に
膾
炙
し
た
よ
う
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
老
荘
思
想
の
引
用
に
際
し
て
仏
教
語
を
介
在
さ
せ
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て
い
る
点
は
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
よ
り
以
下
、『
大
元
神
一
祕
書
』
は
神
代
七
代
を
論
じ
て
ゆ
く
が
、
順
に
「
國
常
立
神
」
の
節
よ
り
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

１
国
常
立
尊

　

『
大
元
神
一
祕
書
』

典
拠

a

*

天
神
始

国
常
立
尊
夷
也
。
不
可
得

視
而
見
之
也
。

*

無
分
別
処

b
大
空
無
相
妙
体
、
是
強
名
虚
無
神
也
。
虚
無
則
大
易
也
。
未
見
気
無
為

之
道
是
也
。
気
者
光
也
。
気
謂
嘘
吸

出
入
者
也
。
為
気
也
　

亦
以
名
曰
夷
。
気
者
光
也
。
神
者
魄
也
。

耳
目
之
聡
明
ニ
為
魄
。

「
太
易
者
、
未
見
氣
也
」『
列
子
』
天
瑞

「
氣
、
謂
噓
吸
出
入
者
也
。
耳
目
之
聰
明
為
魄
。」『
禮
記
正
義
』
祭
義

c
夷
者
也
元
色
元
形
。
無
色
無
形　

本
自
無
生
而
亦
無
死
。『
礼
記
』
曰
、
四
生
、
則
楽

之
。
則
安
。
安
則
久
。
久
則

天
。
天
則
神
。
天
則
不
言
而
信
。
神

則
不
怒
而
威
。
致
楽
、
以
治
心
者
也
。故
云
、
谷
神
不
死
。

「
虛
神
無
形
本
自
無
生
而
亦
無
死
、
故
云

谷
神
不
死
。
虛
乃
生
之
本

」『
道
德
真
經
直
解
』10

「
君
子
曰
。
禮
樂
不
可
斯
須
去
身
。
致
樂
以
治
心
、則
易
直
子
諒
之
心
油
然
生
矣
。

易
直
子
諒
之
心
生
則
樂
、樂
則
安
、安
則
久
、久
則
天
、天
則
神
。
天
則
不
言
而
信
、

神
則
不
怒
而
威
、
致
樂
以
治
心
者
也
。」『
禮
記
』
樂
記

d
神
乃
生
之
本
（
生
之
始
）。
形
者
生
具
也
。

「
神
者
生
之
本
也
、
形
者
生
之
具
也
」『
史
記
』
太
史
公
自
序

「
老
子
述
義
曰
、
神
者
生
之
本
也
。
形
者
生
之
具
也
。」『
類
聚
神
祗
本
源
』11

e
是
則
名
常
住
、
日
国
常
立
尊
、
亦
号
倶
生
神
也
。
視
之
不
可
視
。
無
色

無
形
。
口
不
能
言
無
心
無
声
。
書
不
能
伝
。
当
受
之
以
静
、
求
之
以
神
。

不
可
，
外
求
之
詰
問
之
得
也
。

「
三
者
、
謂
夷
、
希
、
微
也
。
不
可
致
詰
者
、
夫
無
色
、
無
聲
、
無
形
、
口
不
能
言
、

書
不
能
傳
、
當
受
之
以
靜
、
求
之
以
神
、
不
可
問
詰
而
得
之
也
。」「
河
上
公
注
」

十
四

f
老
子
日
、
是
謂
無
状
之
状
無
物
之
象
。
是
謂
忽
怳
。
此
言
一
。
雖

非
有
非
無
、
能
見
有
無
者
也
。

「
是
謂
無
狀
之
狀
、
無
物
之
象
、
是
謂
惚
恍
。」『
老
子
』
十
四
章

g
道
経
曰
、虚
者
道
也
。
神
者
道
化
之
一
気
、乃
無
中
之
有
也
。
亦
曰
、

道
散
為
神
明
流
為
日
月
、
分
為
五
行
也
。

「
虛
者
、
道
也
。
神
者
、
道
化
之
一
氣
、
乃
無
中
之
有
也
。」『
道
德
眞
經
直
解
』12

「
若
道
散
則
為
神
明
、
流
爲
日
月
、
分
爲
五
行
也
。」「
河
上
公
注
」
二
十
八
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h
・
秘
蔵
宝
鑰
文
云
、
夫
虚
寥
廓
含
万
像
、
越
大
気
。
臣
壑
澄
孕
千
品
、

受
一
水
。
誠
知
一
為
百
千
母
云

云
。

「
夫
大
虚
寥
廓
含
萬
象
越
氣
。
巨
壑
泓
澄
孕
千
品
爰
一
水
。
誠
知
一
爲

百
千
之
母
。」『
祕
藏
寶
鑰
』13

第
七
覺
心
不
生
心

i
経
曰
、
凡
本
来
然
而
大
道
無
言
。
借
有
言
以
願
道
。
故
語
言
即
以
存
意
、

得
意
而
妄
言
。

「
始
悟
本
來
然
。
而
大
道
無
言
、
借
有
言
以
顯
道
、
故
語
言
所
以
存
意
、
得
意

而
忘
言
」『
道
徳
眞
經
直
解
』14

（
頭
註
で
表
記
さ
れ
た
箇
所
は
、
冒
頭
に
「*

」
を
付
し
、
ポ
イ
ン
ト
を
落
と
し
て
表
記
す
る
。
以
下
同
上
。）

こ
こ
で
は
『
老
子
』、
ま
た
「
河
上
公
注
」
及
び
『
道
德
眞
經
直
解
』『
老
子
述
義
』
な
ど
の
『
老
子
』
の
註
釈
書
、
他
に
も
『
列
子
』

と
い
っ
た
老
荘
思
想
に
関
わ
る
典
籍
が
縦
横
無
尽
に
引
用
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の
一
節
は
老
荘
思
想
が
支
配
的
で
あ
る

よ
う
に
も
見
え
る
。

そ
の
一
方
で
、
冒
頭
の
頭
註
に
「
無
分
別
処
」、
ま
た
本
文
冒
頭
に
「
大
空
無
相
妙
体
」
と
あ
る
の
は
、
明
ら
か
に
仏
教
思
想
に
由

来
す
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
い
で
顕
れ
る
「
虚
無
神
」
も
『
兩
宮
形
文
深
釋
』15

『
兩
宮
本
誓
理
趣
摩
訶
衍
』16

『
天
地
麗
氣
記
』17

な

ど
と
い
っ
た
両
部
神
道
系
の
文
献
に
集
中
し
て
散
見
さ
れ
る
の
で
、
彼
の
典
籍
群
に
特
徴
的
な
表
現
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ

も
そ
も
『
道
德
眞
經
直
解
』
に
「
虛
神
無
形
本
自
無
生
而
亦
無
死
、
故
云

谷
神
不
死
。
虛
乃
生
之
本

」
と
あ
り
、『
大
元
神
一
祕
書
』
は
当
該
箇
所
を
再
構
成
し
て
お
れ
ば
、

そ
こ
で
言
う
「
虛
神
」18

は
当
然
「
虚
無
神
」
と
内
容
的
に
緊
密
に
結
ぶ
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
虛
神
」
と
の
表
現
を

採
用
す
る
こ
と
な
く
「
虚
無
神
」
と
記
述
し
て
い
る
点
に
着
目
す
る
な
ら
、
既
に
そ
れ
が
述
語
と
し
て
定
着
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆

す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
従
前
の
両
部
神
道
説
に
そ
の
由
来
を
想
定
し
て
お
く
の
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
概
観
し
て
み
る
と
、
老
荘
思
想
の
み
な
ら
ず
、
仏
教
思
想
も
併
用
さ
れ
て
お
れ
ば
、
こ
の
一
節
の
思
想
の
源
泉
を
老

荘
思
想
に
還
元
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
実
に
『
道
德
眞
經
直
解
』
で
は
「
釋
氏
以
虛
神
謂
之
實
相
、
取
其
不
壞
為
義
」19

と
も
言

っ
て
お
り
、
彼
の
一
文
は
仏
教
思
想
の
影
響
下
に
在
る
こ
と
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
し
、
ま
た
空
海
の
『
祕
藏
寶
鑰
』
を
引
き
な
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が
ら
、
そ
の
一
文
が
極
め
て
道
家
思
想
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
道
仏
二
教
が
緊
密
に
結
ぶ
事
態
を
端
的
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る

は
ず
だ
。

こ
れ
よ
り
以
下
も
、『
大
元
神
一
祕
書
』
は
先
の
構
え
を
殆
ど
変
え
て
い
な
い
。

２
国
挟
植
尊
・
豊
斜
淳
尊

　

『
大
元
神
一
祕
書
』

典
拠

a
国
挟
植
尊
希
也
。
不
可
得

聴
而
聞
之
也
。　

豊
斜
淳
尊
微
也
。
不
可
榑

持
而
得
之
也
。　

日
本
紀
曰
、
件
三
代

陽
神
也
。
乾
道
独
化
。
所
以
成
此
純
男
也
云

云
。

「
國
狹
槌
尊　

豐
斟
渟
尊　

右
神
三
代
陽
神
。
『
日
本
紀
』
曰
、
乾
道

獨
化
所
以
成
此
純
男
。」『
神
祗
譜
傳
圖

記
』20

b
従
国
常
立
尊
迄
至
国
狭
槌
、
豊
斟
渟
尊
三
那
神
、
則
是
夷
。
夷
者
平
也
。

平
者
常
謂
道
常

也
。
視
之
不

視
、
名
夷
。　

希
希
者
小
也
。
無
為
也
。

聴
之
不
聞
。
名
曰
希
。　

微
微
者
無
形
也
。
其
道
微
、
其
効

明
也
。
榑
之
不
得
。
名
曰
微
。　

此
三
者
混

而
言
一
。
虚
無
神
是
。
無
名
字
相
。
離
言
説
。
強
名
大

空
無
相
也
。
為
千
変
万
化
之
始
。　
元也

「
視
之
不
見
、
名
曰
夷
。
聽
之
不
聞
、
名
曰
希
。
搏
之
不
得
、
名
曰
微
。
此
三

者
不
可
致
詰
、
故
混
而
爲
一
。」『
老
子
』
十
四

「
夷
、
平
也
」「
河
上
公
注
」
第
四
十
一

「
希
、
少
也
」「
河
上
公
注
」
第
七
十

「
無
形
曰
微
」「
河
上
公
注
」
第
十
四

「
其
道
微
、
其
效
明
也
」「
河
上
公
注
」
第
三
十
六

こ
の
一
節
で
は
、先
ず
『
日
本
書
紀
』
を
参
照
し
「
日
本
紀
曰
、件
三
代
陽
神
也
。
乾
道
独
化
。
所
以
成
此
純
男
也
云

云
。」
と
言
う
が
、

そ
の
引
用
は
正
確
で
は
な
く
、「
件
三
代
陽
神
也
」
の
句
が
付
加
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、『
神
祗
譜
傳
圖
記
』
で
は
「
右
神

三
代
陽
神
。日
本
紀
曰
、
乾
道
獨

化
所
以
成
此
純
男
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
右
神
三
代
陽
神
」
に
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
文
を
当
て
て
説
明
し
て
い
る
が
、
そ

の
引
用
は
正
し
く
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
両
者
の
文
章
を
突
き
合
わ
せ
る
な
ら
、『
大
元
神
一
祕
書
』
は
『
日
本
書
紀
』
を
直
接
に
参

照
し
た
の
で
は
な
く
、『
神
祗
譜
傳
圖
記
』
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、「
件
三
代
陽
神
也
」
を
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
文
に
含
め
て
し
ま
っ
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た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

さ
て
、『
大
元
神
一
祕
書
』
は
『
神
祗
譜
傳
圖
記
』
で
言
う
よ
う
に
、「
国
常
立
尊
」「
国
狭
槌
」「
豊
斟
渟
尊
」
を
一
つ
の
範
疇
と
し

て
扱
い
な
が
ら
、
更
に
各
々
を
『
老
子
』
で
言
う
「
夷
」「
希
」「
微
」
に
当
て
て
、「
河
上
公
注
」
の
解
釈
を
挟
ん
で
い
る
。
こ
こ
で

も
開
闢
説
が
道
家
思
想
的
に
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
末
尾
に
は
先
の
「
大
空
無
相
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
仏
教
思
想
と

の
交
叉
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
「
大
空
無
相
」
は
「
為
千
変
万
化
之
始
」
と
も
言
わ
れ
る
の
で
、
従
前
の
道
家
的
天
地
開
闢
説
か
ら
眺

め
る
な
ら
、「
大
空
無
相
」
は
道
家
の
言
う
「
無
」
と
重
な
り
あ
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
を
再
び
仏
教
思
想
の
観
点
か
ら
捉

え
直
す
と
「
大
空
無
相
」
を
「
為
千
変
万
化
之
始
」
と
し
う
る
思
想
は
、
遮
情
の
空
に
終
始
す
る
よ
う
な
「
空
」
で
は
な
く
、
そ
れ
を

諸
法
発
生
の
源
底
と
す
る
如
來
蔵
思
想
の
構
え
と
評
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、「
大
空
無
相
」
と
さ
れ
た
「
無
名
字
相
。
離

言
説
。」
と
い
う
表
現
も
、『
大
乘
起
信
論
』、
或
い
は
以
下
で
広
く
引
用
さ
れ
る
『
釋
摩
訶
衍
論
』
に
由
来
す
る
も
の
と
見
て
宜
し
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
眺
め
て
み
る
な
ら
、
道
家
思
想
は
仏
教
思
想
と
存
在
の
本
源
の
境
位
の
段
階
か
ら
邂
逅
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
両
者
は
交
叉
と
い
う
こ
と
已
上
に
融
合
と
も
評
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

３
泥
土
煮
尊
・
沙
土
煮
尊
・
大
戸
之
道
尊
・
大
苫
辺
尊
・
面
足
尊
・
惶
根
尊

　

『
大
元
神
一
祕
書
』

典
拠
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a
*

太
神
者
気
之
始

泥
土
煮
尊
陽神　

沙
土
煮
尊
陰神　

*
太
始
者
形
之
始

大
戸
之
道
尊
天性　

大
苫
辺
尊
地性

*

太
素
者
質
之
始

面
足
尊
面
質
四
大　

惶
根
尊
目
質
五
行

b
日
本
記
曰
、
件
三
代
六
神
、
男
女
耦
生
之
神
也
。
乾
坤
之
道
相
参
而
化
。

所
以
成
此
男
女
二
神
也
。
然
猶
有
男
女
形
、
無
婚
合
之
義
矣
。
都
九
神

不
知
隠
処
焉
。

「
右
尊
三
代
六
神
、
男
女
耦
生
之
神
也
。
乾
坤
之
道
、
相
參
而
化
、
所
以
成
此

男
女
二
神
也
。
然
猶
有
男
女
之
形
、
無
婚
合
之
義
焉
。
已
上
件
九
神
、
不
知
隱

處
焉
。」『
神
祗
譜
傳
圖
記
』21

c
泥
土
煮
、
大
戸
之
道
、
面
足
三
名
神
、
是
気
太
初
者
気
始
、
有
為
之
道
也
。
太
易

者
虚
無
也
。
因
動
為
有
之
初
。
故
日

太
初
。
有
気
為
形
之
始
。
故
日
大
始
。
気
形
相
合
生
。
凡

大
象
隠
於
無
形
為
識
物
之
霊
。
霊
中
有
神
。
神
中
有
身
。　

形
太
始
者
形
之
始
。
気
、
形
相

也
。
神
中
有
身
。
無
為
変
化
。　

質
太
素
者
質
之
始
。

剛
柔
之
質
也
。

「
子
列
子
曰
。
昔
者
聖
人
因
陰
陽
以
統
天
地
。
夫
有
形
者
生
於
無
形
、
則
天
地

安
從
生
。
故
曰
。
有
太
易
、有
太
初
、有
太
始
、有
太
素
。
太
易
者
、未
見
氣
也
。

太
初
者
、
氣
之
始
也
。
太
始
者
、
形
之
始
也
。
太
素
者
、
質
之
始
也
。」『
列
子
』

天
瑞「
大
象
隱
於
無
形
。
爲
識
物
之
靈
。
靈
中
有
神
。
神
中
有
身
。
無
為
變
化
。」

『
寶
藏
論
』22

d

*

元
品
無
明

此
三
者
具
而
未
相
離
、
曰
渾
淪
也
。
虚
則
積
気
、
気
則
有
形
。
形
則
有

質
者
也
。
清
軽
者
上
為
天
、
濁
重
者
下
為
地
。
沖
和
気
為
人
。

「
氣
形
質
具
而
未
相
離
、
故
曰
渾
淪
。
渾
淪
者
、
言
萬
物
相
渾
淪
而
未
相
離
也
。

視
之
不
見
、
聽
之
不
聞
、
循
之
不
得
、
故
曰
易
也
。
易
無
形
埒
、
易
變
而
爲
一
、

一
變
而
爲
七
、七
變
而
爲
九
。
九
變
者
、
究
也
。
乃
復
變
而
爲
一
。
一
者
、
形

變
之
始
也
。
清
輕
者
上
爲
天
、濁
重
者
下
爲
地
、沖
和
氣
者
爲
人
。
故
天
地
含
精
、

萬
物
化
生
。」『
列
子
』
天
瑞
篇

e
徳
経
曰
、
合
明
道
徳
、
有
物
混
成
。
先
天
地
生
。
字
之
曰
道
。
是
也
。
「
有
物
混
成
、
先
天
地
生
。
寂
兮
寥
兮
。
獨
立
而
不
改
、
周
行
而
不
殆
。
可
以

爲
天
下
母
。
吾
不
知
其
名
。
字
之
曰
道
。」『
老
子
』
第
二
十
五

こ
の
一
節
も
先
の
場
合
と
同
様
に
、『
神
祗
譜
傳
圖
記
』
と
の
同
文
が
『
日
本
書
紀
』
か
ら
の
引
用
の
体
裁
で
引
か
れ
て
い
る
。

そ
う
し
て
、
天
地
開
闢
説
が
『
列
子
』
の
思
想
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
末
尾
に
『
老
子
』
か
ら
の
引
用
が
加
え
ら
れ
て
い

る
の
で
、『
列
子
』
と
『
老
子
』
は
円
滑
に
結
合
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
こ
で
も
極
め
て
老
荘
思
想
的
な
色
彩
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が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
頭
註
に
「
元
品
無
明
」
と
仏
教
語
が
添
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
看
過
す
る
こ
と
は
で

き
ま
い
。

既
に
見
た
通
り
、
先
の
三
神
は
一
つ
の
範
疇
と
し
て
扱
わ
れ
、「
此
三
者
混
而
言
一
。
虚
無
神
是
」
と
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
区

分
を
有
し
な
が
ら
も
、
不
可
分
に
結
ぶ
一
体
な
る
「
虚
無
神
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
「
件
三
代
六
神
、
男
女
耦
生

之
神
」
と
あ
り
、
神
の
明
確
な
分
化
が
こ
こ
に
始
ま
る
。
実
に
こ
の
未
分
か
ら
分
化
へ
の
契
機
に
「
元
品
無
明
」
が
言
わ
れ
、
ま
た
c

に
て
「
因
動
為
有
之
初
」
と
も
言
わ
れ
て
お
れ
ば
、
こ
れ
は
正
し
く
如
来
蔵
思
想
に
於
け
る
無
明
の
作
用
を
念
頭
に
語
ら
れ
た
と
見
て

宜
し
い
で
あ
ろ
う
。

実
に
こ
こ
で
引
用
さ
れ
た
『
寶
藏
論
』
は
、
も
と
よ
り
こ
う
い
っ
た
構
え
を
親
し
く
共
有
し
て
い
る
。
彼
の
書
は
僧
肇
に
仮
託
さ
れ

た
偽
作
で
あ
り
、
一
応
に
仏
教
書
と
の
体
裁
を
有
し
つ
つ
、『
大
乘
起
信
論
』
の
如
来
蔵
説
を
『
老
子
』
に
寄
せ
て
万
物
生
成
論
に
仕

立
て
直
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
極
め
て
道
教
的
な
色
彩
が
強
い23

。
ま
た
、『
寶
藏
論
』
で
は
存
在
の
原
初
を
「
本
際
」
と
も
表
現
し

て
い
る
が24

、
や
は
り
『
大
乘
起
信
論
』
思
想
を
道
教
的
に
展
開
さ
せ
た
経
典
に
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
が
有
り
、
こ
れ
は
唐
代
に
道

教
重
玄
派
を
中
心
に
重
用
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
『
日
本
國
見
在
目
録
』
に
も
そ
の
名
が
窺
え
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、『
大
元
神
一
祕
書
』

で
展
開
さ
れ
る
仏
教
と
道
教
の
融
合
説
の
基
礎
的
構
想
は
、
大
陸
か
ら
齎
さ
れ
た
佛
道
二
教
融
合
説
、
殊
に
道
教
の
天
地
開
闢
説
と
如

来
蔵
説
を
一
致
さ
せ
た
思
想
に
淵
源
を
考
え
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う25

。

４
伊
弉
諾
尊
・
伊
弉
册
尊

　

『
大
元
神
一
祕
書
』

典
拠
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a
*

尊
形

伊
弉
諾
尊
陽
化
生
。
五

大
円
満
成
熟　

伊
弉
册
尊
陰
化
生
。
五

智
円
満
具
足

此
二
柱
神
、
則
日
月
国
土
太
小
神
祇
大
祖
也
。
夫
元
気
流
行
分
陰
陽
。

陰
陽
分
而
生
天
地
。
天
地
定
而
有
形
位
。
仲
和
是
也
。
天
地
以
人
為
心
。

人
以
心
為
体
。
元
是
無
相
也
。
依
陰
陽
有
四
季
。
無
体
也
。

b

*

述
義
曰
、
易
曰
、
一
陰
一
陽
之
謂
道
。
陰
陽
不
測
謂
神
。
言
神
道
之
妙
能
陰
陽
也
。

c
代
讃
章
記
云
、於
物
必
有
和
合
之
節
。節
只
有
因
縁
之
物
。物
最
生
於
天
、

因
本
長
於
陸
陌
。
所
謂
因
縁
所
盛
之
義
（
因
縁
所
感
之
義
）、
会
合
之

理
也
。

d
道
徳
経
云
、
凡
有
貌
像
声
色
皆
物
也
。
見
天
地
久
而
不
知
。
虹
蜺
雲
霧

風
雨
四
時
、
積
気
成
乎
天
。
山
岳
河
海
金
石
草
木
、
積
形
成
乎
地
。

「
凡
有
貌
象
聲
色
者
、
皆
物
也
。」『
莊
子
』
達
生

「
虹
蜺
也
、
雲
霧
也
、
風
雨
也
、
四
時
也
、
此
積
氣
之
成
乎
天
者
也
。
山
岳
也
、

河
海
也
、
金
石
也
、
火
木
也
、
此
積
形
之
成
乎
地
者
也
。」『
列
子
』
天
瑞

e
榖
梁
曰
、
独
陰
不
生
、
独
陽
不
生
。
三
合
然
後
生
是
。

「
獨
陰
不
生
、
獨
陽
不
生
、
獨
天
不
生
、
三
合
然
後
生
。」『
春
秋
穀
梁
傳
』

f
以
陰
陽
交
錯
、
和
気
接
焉
。
既
資
天
地
以
播
気
。
亦
俟
陰
陽
以
成
体
。

陰
陽
雖
交
、
非
和
也
。
不
為
生
。
和
気
雖
生
非
神
也
。
不
成
識
。
然
則

感
大
和
之
気
者
、
為
殖
物
（
種
物
）
也
。
兼
至
徳
之
精
者
、
為
動
物
也
。

g
故
、
父
子
称
老
子
曰
、
精
気
為
人
、
煩
気
為
虫
。

「
煩
氣
為
蟲
、
精
氣
為
人
。」『
淮
南
子
』
精
神
訓

h
易
曰
、
天
地
気
氳
、
万
物
化
醇
、
男
女
称
精
、
万
物
化
生
。
亦
言
、
仮

天
地
男
女
以
為
生
化
之
器
。
而
殖
物
託
於
気
、
動
物
本
於
精
也
。
又
曰
、

乾
其
静
也
。
専
其
動
也
。
直
川
其
静
也
。
翕
其
動
也
。
闢

「
天
地
絪
縕
、
萬
物
化
醇
、
男
女
構
精
、
萬
物
化
生
」『
易
』
系
辞
下

「
夫
乾
、其
靜
也
專
、其
動
也
直
、是
以
大
生
焉
。
夫
坤
、其
靜
也
翕
、其
動
也
闢
、

是
以
廣
生
焉
。」『
易
』
繋
辭
上

i
一
動
一
静
所
以
成
変
化
也
。
人
生
之
抱
一
、
如
器
水
之
含
影
。
水
清
則

日
影
見
。
水
濁
則
日
影
淪
。
水
在
則
日
影
存
。
水
消
則
日
影
滅
。
莫
不

謂
一
也
。
影
多
也
。
一
真
也
。
多
偽

也
。
一
之
託
形
、
亦
猶
是
也
。

j
円
覚
経
序
云
、
元
亨
利
貞
、
乾
之
徳
也
。
始
於
一
気
。
常
楽
我
浄
仏
之

徳
也
。
本
乎
一
心
。

「
元
亨
利
貞
乾
之
徳
也
。
始
於
一
氣
。
常
樂
我
淨
佛
之
徳
也
。
本
乎
一
心
。」『
大

方
廣
圓
覺
修
多
羅
了
義
經
序
』26
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k
老
子
述
義
云
、
感
道
徳
以
生
。
必
為
陰
陽
所
育
。
変
化
之
大
凡
有
四
焉
。

有
命
、有
性
、有
生
、有
死
。
死
則
復
命
。
命
則
有
往
（
有
性
）。
往
（
性
）

則
有
生
。
生
則
復
死
。
牽
夫
受
悪
之
境
、
係
乎
死
生
之
城
者
、
千
変
万

化
未
始
有
窮
。
合
天
地
者
、可
以
久
長
。
冥
道
一
者
、然
後
常
寂
。
亦
曰
、

先
陳
天
地
陰
陽
虚
一
之
本
、
次
究
入
物
死
生
性
命
之
源
。
遮
修
行
者
有

帰
。
知
道
徳
之
無
昧
者
矣
。
所
謂
道
徳
者
、
蓋
以
名
言
謂
之
耳
。
及
其

得
之
必
在
名
言
之
外
。

こ
こ
で
も
、
典
拠
が
明
瞭
な
箇
所
を
挙
げ
る
だ
け
で
も
、『
老
子
述
義
』　
『
莊
子
』『
列
子
』『
淮
南
子
』
な
ど
の
老
荘
思
想
の
典
籍

か
ら
の
引
用
が
多
く
、
彼
の
思
想
的
な
色
彩
が
極
め
て
濃
厚
で
あ
る
の
が
分
か
る
。
他
に
も
幾
つ
か
、
典
拠
不
明
な
箇
所
が
存
す
る
が
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
道
家
思
想
的
な
内
容
と
判
じ
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。

先
ず
、
冒
頭
の
箇
所
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
そ
の
内
容
か
ら
し
て
『
老
子
』
四
十
二
章
の
「
道
生
一
、一
生
二
、二
生
三
、三
生
萬

物
。
萬
物
負
陰
而
抱
陽
、
沖
氣
以
為
和
。」
を
踏
ま
え
た
解
釈
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
表
現
が
合
致
す
る

典
拠
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
或
い
は
『
大
元
神
一
祕
書
』
独
自
の
文
章
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、「
元
気
」

か
ら
「
陰
陽
」
が
分
か
れ
、
更
に
「
天
地
」
が
生
ま
れ
る
と
し
て
、
原
初
に
「
元
気
」
を
求
め
る
構
成
は
特
徴
的
で
あ
り
、
例
え
ば
成

玄
英
が
『
道
德
經
義
疏
』
で
「
一
、
元
氣
也
。
二
、
陰
陽
也
。
三
、
天
地
人
也
。
萬
物
、
一
切
有
識
無
情
也
。
言
至
道
妙
本
、
體
絶
形

名
、
從
本
降
迹
、
肇
生
元
氣
。
又
從
元
氣
、
變
生
陰
陽
。
於
是
陽
氣
清
浮
升
而
爲
天
、
陰
氣
沉
濁
降
而
爲
地
。
二
氣
昇
降
、
和
氣
爲
人
。

□
有
三
才
、
次
生
萬
物
、
欲
明
道
能
善
貸
、
次
第
列
之
。」27

と
言
う
よ
う
な
道
教
重
玄
派
の
思
想
と
関
係
を
有
す
る
よ
う
に
も
疑
え
る
。

ま
た
「
天
地
以
人
為
心
。
人
以
心
為
体
。」
も
、
ま
ず
は
『
禮
記
』
禮
運
の
「
人
者
天
地
之
心
」
と
の
類
似
が
想
起
さ
れ
る
が
、
そ
れ

と
対
を
構
成
す
べ
き
後
半
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、『
太
上
黃
庭
內
景
玉
經
』
梁
丘
子
序
の
「
萬
法
以
人
爲
主
、
人
則
以

一
心
爲
宗
」28

と
も
親
し
よ
う
に
も
思
わ
れ
、道
教
に
係
る
典
籍
が
参
照
さ
れ
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
て
く
る
。
そ
う
な
る
と
、こ
こ
が『
大
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元
神
一
祕
書
』
独
自
の
文
章
で
あ
る
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
相
当
に
道
教
的
な
性
格
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
こ
こ
に

於
て
も
「
五
大
円
満
成
熟
」「
五
智
円
満
具
足
」「
無
相
」「
無
体
」
と
い
っ
た
仏
教
語
が
併
存
し
て
い
る
点
に
は
注
意
し
て
お
く
必
要

が
有
る
。

次
に
、
f
で
は
万
物
生
成
の
過
程
で
、
動
物
と
植
物
の
発
生
の
相
違
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
他
に
も
h
で
「
而
殖
物
託
於
気
、

動
物
本
於
精
也
。」
と
再
度
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
比
較
的
興
味
の
度
合
い
が
高
か
っ
た
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ

の
説
も
直
接
の
典
拠
は
明
瞭
で
は
な
く
、僅
か
に
そ
れ
と
類
似
し
た
記
述
と
し
て
『
列
子
』
の
「
盧
重
玄
解
」
に
見
る
「
一
三
五
七
九
、

陽
之
數
也
。
極
則
反
一
、
運
行
無
窮
。
易
曰
、「
本
乎
天
者
親
上
。
本
乎
地
者
親
下
」。
親
下
者
、
草
木
之
類
是
也
。
親
上
者
、
含
識
之

類
是
也
。
故
動
物
有
神
、
植
物
無
識
。
無
識
者
爲
氣
所
變
。
有
神
者
爲
識
所
遷
、
故
云
太
易
大
初
以
至
渾
淪
、
言
氣
之
漸
也
。
其
中
精

粹
者
、謂
之
爲
神
。
神
氣
精
微
者
為
賢
為
聖
。
神
氣
雜
濁
者
爲
凡
爲
愚
。
乃
至
含
生
差
別
、則
多
品
矣
。」29

を
指
摘
し
う
る
に
と
ど
ま
る
。

そ
こ
で
は
『
易
』
の
説
に
基
づ
い
て
、
動
植
物
発
生
の
相
違
を
そ
れ
の
依
拠
す
る
「
天
」「
地
」
の
相
違
に
求
め
、
こ
れ
が
精
神
の
有

無
を
決
定
づ
け
る
と
し
つ
つ
、
更
に
「
無
識
」
は
「
氣
所
變
」、「
有
神
」
は
「
識
所
遷
」
と
す
る
説
を
独
自
に
提
示
し
て
見
せ
て
い
る
。

そ
の
「
神
」
と
は
「
大
初
以
至
渾
淪
、
言
氣
之
漸
也
。
其
中
精
粹
者
，
謂
之
爲
神
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
氣
の
「
精
粹
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
れ
は
『
大
元
神
一
祕
書
』
で
言
う
内
容
に
親
し
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
こ
の
f
に
つ
い
て
も
道
家
思

想
的
な
色
彩
が
濃
厚
だ
と
判
じ
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
i
も
典
拠
が
明
瞭
で
は
な
い
が
、「
一
動
一
静
所
以
成
変
化
也
」
と
の
特
徴
的
な
表
現
か
ら
、
以
後
『
周
子
通
書
』
と
し
て
し

ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
周
濂
渓
『
太
極
圖
說
』
の
取
意
で
あ
る
か
と
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
器
水
日
影
の
喩
は
、「
影
多
也
。
一
真
也
。

多
偽
也
。
一
之
託
形
、
亦
猶
是
也
」
と
あ
る
の
で
、
一
味
真
如
の
場
に
多
用
な
影
像
を
顯
現
さ
せ
る
と
い
っ
た
如
来
蔵
の
構
え
が
窺
え
、

仏
教
書
で
散
見
さ
れ
る
月
影
喩
を
想
起
さ
せ
る
。
例
え
ば
『
妙
法
蓮
華
經
玄
賛
』
で
「
水
淸
而
月
影
便
現
。
水
濁
乃
月
影
便
沈
。
全
破
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器
現
不
同
。
暗
明
猶
來
有
別
。
此
乃
報
化
之
差
別
也
。」30

と
言
う
の
に
極
め
て
相
似
し
て
い
る
が
、或
い
は
『
釋
摩
訶
衍
論
』
で
も
「
月

輪
現
千
器　

若
有
濁
水
器　

現
而
非
分
明　

若
有
清
水
器　

圓
現
而
明
了　

晦
明
雖
不
同　

唯
一
滿
月
輪　

本
覺
亦
如
是
」31

と
言
っ
て

お
り
、
こ
う
い
っ
た
思
想
が
参
照
さ
れ
た
と
考
え
て
宜
し
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
道
家
思
想
の
要
素
を
見
出
す
こ
と
は
な
い
が
、
既
に

如
来
蔵
說
は
天
地
開
闢
説
と
一
致
さ
せ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
構
え
の
延
長
線
上
に
こ
の
箇
所
を
捉
え
る
の
が
適
当

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
眺
め
て
み
る
と
、
こ
の
一
節
も
主
に
道
家
思
想
的
な
言
説
で
構
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、

j
の
『
大
方
廣
圓
覺
修
多
羅
了
義
經
略
疏
序
』
の
一
文
に
は
注
意
を
要
す
る
。
そ
こ
で
は
「
一
気
」
と
「
一
心
」
が
併
挙
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
両
者
の
関
係
は
、
そ
の
引
用
文
の
範
囲
で
は
明
瞭
に
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
彼
の
書
を
参
照
し
て
み
る
な
ら
、
先
の
引
用
箇
所

の
直
後
に
「
萬
法
虚
僞
。
縁
會
而
生
。
生
法
本
無
。
一
切
唯
識
。
識
如
幻
夢
。
但
是
一
心
。」
と
も
言
っ
て
お
り
、
徹
底
し
て
唯
心
的

世
界
観
を
披
瀝
し
て
い
る
の
で
、「
一
気
」
も
「
一
心
」
に
本
源
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
っ
た
思
想
的
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、

そ
も
そ
も
「
一
気
」
は
「
一
」
で
あ
っ
て
も
「
気
」
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
く
ま
で
「
萬
法
」
の
「
虚
僞
」
な
る
境
位
に
据
え
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、『
大
元
神
一
祕
書
』
で
従
前
論
じ
ら
れ
た
開
闢
說
も
全
て
こ
の
「
一
心
」
に
よ
り
そ

の
存
在
性
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
の
書
は
既
に
「
一
気
」
以
前
の
「
未
見
気
無
為
之
道
」
に
原
初
を
見
て

い
る
。
な
れ
ば
、
こ
の
気
が
発
現
す
る
以
前
の
「
無
為
之
道
」
の
位
置
に
「
一
心
」
を
据
え
る
操
作
を
加
え
る
こ
と
で
、
発
生
論
的
構

え
を
破
綻
さ
せ
ず
に
保
た
せ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
こ
の
一
節
で
も
、
道
家
思
想
と
仏
教
思
想
が
存
在
の
本
源
の

領
域
か
ら
緊
密
に
結
ば
れ
て
い
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
。

５
天
照
太
神
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『
大
元
神
一
祕
書
』

典
拠

a
*

日
神　

胎
蔵

天
照
太
神
大
日
孁
貴
。

火
性
神
也
。
治
天
上
三
光
天
。

高
天
原
。

*

月
神　

金
剛

豊
受
太
神
御
饌
都
神
。

水
性
神
。

治
中
津
国
豊
葦
原
。

瑞
穂
国
。

大
日
経
疏
云
、
覚
王
有
四
種
之
神
力
。
本
際
以
来
恒
度
衆
生
。
一
上
転

神
変
、
二
下
転
神
変
、
三
亦
上
亦
下
神
変
、
四
非
上
非
下
神
変
。
三
際

不
変
。
一
念
運
在
。

「
此
神
變
無
量
無
邊
。
大
分
爲
四
。
一
下
轉
神
變
。
二
上
轉
神
變
。
三
亦
上
亦
下
。

四
非
上
非
下
。」『
大
日
經
開
題
』32

「
蓋
聞
覺
王
有
四
種
之
神
力
。
本
際
以
來
恒
度
衆
生
。
一
上
轉
神
變
。
二
下
轉

神
變
。
三
亦
上
亦
下
神
變
。
四
非
上
非
下
神
變
。
三
際
不
變
一
念
運
在
。」『
兩

宮
形
文
深
釋
』33

b

*

『
礼
記
』
七
（
十
）
云
、大
明
生
於
東
、月
生
於
西
。
北
（
此
）
陽
之
分
、夫
婦
之
位
也
。

大
明
日
也
。
君
西
酌
犠
象
婦
人
、
東
酌
罍
尊
。
象
、
日
出
東
方
而
西
行
也
。
月
出
西
方

而
東
行
也
。

「
大
明
生
於
東
、
月
生
於
西
。
此
陰
陽
之
分
、
夫
婦
之
位
也
。
大
明
、
日
也
。
分
、

扶
問
反
。
○
君
西
酌
犧
象
、
夫
人
東
酌
罍
尊
、
象
日
出
東
方
而
西
行
也
、
月
出

西
方
而
東
行
也
。」『
禮
記
正
義
』
禮
器

c
私
云
、
釈
論
云
、
一
心
有
二
転
。
一
者
向
上
随
順
、
二
者
向
下
随
順
。

向
上
随
順
者
、
従
信
乃
至
金
剛
、
能
為
菩
提
、
果
随
順
方
便
故
。
始
覚
成

道
成
仏

外
迹
。
非

真
正
覚
。
向
下
随
順
者
、
從
自
性
浄
妙
蔵
乃
至
第
一
念
信
、
能
為
邪
々
地
、

随
順
方
便
故
。
実
無
覚
無
成
者
、
本
覚
本
初
元
神

也
。
元
神
者
、
自
而
本
分
十
心
也

「
生
滅
隨
順
中
而
有
其
二
種
。
云
何
爲
二
。
一
者
向
上
隨
順
。
二
者
向
下
隨
順
。

向
上
隨
順
者
。
從
信
乃
至
金
剛
。
能
爲
菩
提
果
隨
順
方
便
故
。
向
下
隨
順
者
。

從
自
性
淨
妙
藏
乃
至
第
一
念
信
。
能
爲
耶
耶
地
隨
順
方
便
故
。」『
釋
摩
訶
衍

論
』34

「
一
心
有
二
轉
。
一
者
向
上
隨
順
。
二
者
向
下
隨
順
。
向
上
隨
順
者
。
從
信
乃

至
金
剛
。
能
爲
菩
提
果
隨
順
方
便
也
。
始
覺
成
道
。
成

佛
外
迹
非
眞
正
覺　

向
下
隨
順
者
。
従
自
性

淨
妙
藏
乃
至
第
一
念
信
。
能
爲
邪
邪
地
隨
順
方
便
也
。
實
無
覺
無
成
者
本
覺
本
初
元

神
。
元
神
有
自
而
本
分
寸
心
也
」

『
兩
宮
形
文
深
釋
』35

d
私
云
、
今
此
邪
々
地
者
神
道
。
大
疏
云
、
蛇
者
蛇
也
云

云
。
道
経
曰
、
曲
則

全
。
謂
曲
己
従

衆
。
不
自
専
則
全
也
。
抂
則
直
。

謂
抂
屈
己
而
申
久
。
久
自
得
直
也
。

「
今
此
邪
邪
地
者
神
道
。
大
日
經
疏
云
。
蛇
者
蛇
也
。
蛇
能
生
呑
。
隨
呑
有
神
變
。

影
與
姿
影
姿
隨
心
上
下
随
順
。
亦
如
影
姿
。」『
兩
宮
形
文
深
釋
』36

「
曲
則
全
，
曲
己
從
衆
、
不
自
專
、
則
全
其
身
也
。
枉
則
直
、
枉
、
屈
己
而
伸
人
、

久
久
自
得
直
也
。」「
河
上
公
注
」
第
二
十
二

e
亦
同
『
釈
論
』
云
、
最
初
対
治
、
根
本
無
明
、
乃
至
最
後
対
治
滅
相
故
、

簡
異
始
覚
般
悟
次
第
故
、
何
故
、
始
覚
背
凡
向
聖
。
上
去
上
去
、
為
次

第
転
。是
一
代
断
。
惑
証
理
義
。
釈
迦
始

覚
一
門
聖
造
。
是
上
転
神
変
也
。
次
随
染
本
覚
背
聖
向
凡
。
下
下
来
来
、

為
次
第
転
。
是
不
断
。
而
断
忘

無
覚
無
成
正
覚
。
法
爾
故
是
則
上
疏
中
当

下
転
神
変
也
。

「
最
初
對
治
根
本
無
明
。乃
至
最
後
對
治
滅
相
。爲
欲
簡
異
始
覺
般
若
悟
次
第
故
。

何
故
始
覺
背
凡
向
聖
。
上
上
去
去
爲
次
第
轉
。
隨
染
本
覺
背
聖
向
凡
。
下
下
來

來
爲
次
第
轉
。
以
法
爾
故
。」『
釋
摩
訶
衍
論
』37
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f
私
云
、
亦
上
亦
下
神
与
非
上
非
下
神
、
在
口
伝
。
不
可
為
口
外
。
密
門
正
意
、
秘
教

奥
胸
也
。
但
略
定
。
亦
上
亦
下
神
者
、
所
々

権
現
是
也
。非
上
非
下
神
者
、
本
際
絶
待
無
作
神
明
。
一
時
遊
十
法
界
、
三
世

済
生
利
物
。
抑
上
二
神
、
則
証
詠
契
経
意
也
。
下
二
神
、
是
唯
密
教
心
。

凡
三
世
諸
仏
出
世
云
、
五
神
之
外
五
蔵
神
。
五
智
如
来
。

木
火
土
金
水
五
大
。

影
現
志
天
世
界
国
土

之
衆
生
中
仁
、
如
是
仏
住
給
説
於
仏
出
世
云
也
。

g
老
子
曰
、『
徳
経
』
云
、
天
得
一
以
清
。
地
得
一
以
寧
。
谷
得
一
以
盈
。

神
得
一
以
霊
。
万
物
得
一
以
生
。

天
得
一
以
淸
、
地
得
一
以
寧
、
神
得
一
以
靈
、
谷
得
一
以
盈
、
萬
物
得
一
以
生
」

『
老
子
』
第
三
十
九

こ
こ
で
は
冒
頭
か
ら
密
教
的
記
述
が
目
に
付
く
。

天
照
太
神
と
豊
受
太
神
を
胎
蔵
・
金
剛
界
に
相
当
さ
せ
、「
大
日
經
疏
曰
」
と
し
て
、
空
海
撰
『
大
日
經
開
題
』
を
引
用
す
る
。『
大

日
經
開
題
』
で
は
以
下
、
大
日
如
来
の
四
種
神
変
の
展
開
そ
れ
ぞ
れ
に
解
説
を
施
し
て
い
る
が
、『
大
元
神
一
祕
書
』
は
そ
れ
ら
を
採

ら
ず
、『
釋
摩
訶
衍
論
』
を
依
用
す
る
。
實
に
、
a
の
「
大
日
経
疏
云
」
以
下
、
及
び
c
の
全
文
と
d
の
「
今
此
邪
々
地
者
神
道
。
大

疏
云
、
蛇
者
蛇
也
。」
は
空
海
仮
託
の
『
兩
宮
形
文
深
釋
』
と
同
文
で
あ
る
の
で
、
こ
う
い
っ
た
解
釈
の
方
向
性
は
彼
の
書
に
負
っ
た

と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、『
大
元
神
一
祕
書
』
は
更
に
進
め
て
『
釋
摩
訶
衍
論
』
を
引
用
し
な
が
ら
、『
兩
宮
形
文
深
釋
』
で

語
ら
れ
な
か
っ
た
「
亦
上
亦
下
神
変
」「
非
上
非
下
神
変
」
に
つ
い
て
も
論
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
在
口
伝
。
不
可
為
口
外
。

密
門
正
意
、
秘
教
奥
胸
也
。」
と
も
言
っ
て
い
る
の
で
、
作
者
は
相
当
に
密
教
教
団
と
近
し
い
立
場
に
在
る
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
い
っ
た
密
教
教
理
が
ど
の
よ
う
に
神
道
思
想
に
応
用
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
。

「
上
転
神
変
」
は
『
釋
摩
訶
衍
論
』
の
「
向
上
随
順
」
に
当
て
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
菩
薩
が
悟
り
に
向
か
っ
て
修
行
階
梯
を
向
上
す

る
過
程
で
あ
り
、「
能
爲
菩
提
果
隨
順
方
便
」
と
も
「
始
覚
背
凡
向
聖
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
成
仏
外
迹
。
非
真
正
覚
。」
と

も
言
う
の
で
、
こ
れ
は
修
行
の
結
果
と
し
て
報
身
を
顕
現
す
る
の
で
あ
っ
て
、
法
身
そ
の
も
の
を
言
う
の
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
れ
に
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対
し
て
「
下
転
神
変
」
は
「
向
下
随
順
」
に
相
当
し
、
先
の
階
梯
を
下
降
す
る
過
程
で
あ
り
、「
能
為
邪
々
地
随
順
方
便
」
と
も
「
随

染
本
覚
背
聖
向
凡
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
向
下
随
順
」
で
は
先
の
「
向
上
随
順
」
と
は
異
な
り
、
二
種
類
の
意
義
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。「
随
染
本
覚
背
聖
向
凡
」
は
、
本
覚
が
無
明
に
熏
習
さ
れ
る
こ
と
で
、
本
来
的
に
悟
り
さ
な
が
ら
で
あ
り
な
が
ら
、

迷
い
の
世
界
を
展
開
す
る
過
程
を
示
す
。
一
方
「
能
為
邪
々
地
随
順
方
便
」
も
本
覚
よ
り
展
開
さ
れ
る
と
い
う
点
で
「
随
染
本
覚
」
と

共
通
し
な
が
ら
、そ
の
展
開
の
在
り
方
を
「
実
無
覚
無
成
者
、本
覚
本
初
元
神
也
」、或
い
は
ま
た
「
是
不
断
。
而
断
忘
無
覚
無
成
正
覚
」

と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、本
覚
か
ら
応
化
が
展
開
す
る
と
い
っ
た
構
え
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
な
れ
ば
、「
向
上
」
す
る
も
「
向

下
」
す
る
も
、
何
れ
も
「
本
覚
本
初
元
神
」
に
基
づ
き
、
本
質
的
に
平
等
で
あ
り
つ
つ
、「
向
上
」
で
は
仏
報
身
、「
向
下
」
で
は
神
を

顕
現
す
る
と
い
っ
た
構
造
を
有
し
て
い
る
と
看
取
さ
れ
よ
う
。
実
に
、
典
拠
と
な
る
『
釋
摩
訶
衍
論
』
で
も
「
諦
聽
諸
佛
子　

我
從
具

縛
凡　

具
經
一
切
地　

圓
滿
行
因
海　

莊
嚴
大
覺
果　

我
從
清
淨
地　

具
經
一
切
地　

將
一
切
萬
行　

得
第
一
信
位　

入
無
明
藏
海
」38

と
言
い
、
ま
た
「
善
男
子
始
覺
般
若
者
。
從
具
縛
地
漸
漸
出
離
。
乃
至
金
剛
圓
滿
因
行
發
究
竟
道
。
頓
斷
根
本
無
明
住
地
。
覺
日
圓
照

無
所
不
遍
。
是
故
名
爲
始
覺
般
若
。
善
男
子
本
覺
般
若
者
。
從
淸
淨
性
漸
漸
遠
離
。
乃
至
信
初
發
究
竟
智
。
斷
滅
相
品
入
無
明
海
隨
緣

動
轉
。是
故
名
爲
本
覺
般
若
。」39

と
言
っ
て
、始
覚
と
本
覚
の
働
き
を
そ
れ
ぞ
れ
菩
薩
行
の
階
梯
の
上
昇
と
下
降
に
振
り
分
け
、上
求
菩
提
・

下
化
衆
生
を
そ
れ
ぞ
れ
に
担
わ
せ
て
い
る
。『
大
元
神
一
祕
書
』
で
は
『
釋
摩
訶
衍
論
』
の
「
最
初
對
治
、
根
本
無
明
、
乃
至
最
後
對

治
滅
相
故
、
簡
異
始
覚
般
悟
次
第
故
」
も
引
用
し
て
い
る
の
で
、
彼
の
構
え
は
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、「
向
下
随
順
」

の
一
方
の
意
義
は
こ
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
と
見
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
応
化
の
下
降
を
指
し
て
「
能
為
邪
々
地
随
順

方
便
」
と
言
い
、
こ
の
「
邪
々
地
」
が
「
神
道
」
だ
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、「
神
道
」
は
下
化
衆
生
を
目
的
と
し
た
応
化
の
展
開
さ
れ

る
場
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

こ
う
い
っ
た
「
向
上
」「
向
下
」
の
神
変
の
構
え
を
「
抑
上
二
神
、
則
証
詠
契
経
意
也
」
と
言
う
が
、
そ
こ
で
は
更
に
「
下
二
神
、
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是
唯
密
教
心
。」
と
も
言
っ
て
、「
亦
上
亦
下
神
変
」「
非
上
非
下
神
変
」
を
密
教
の
境
界
と
し
て
提
示
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
と
の
対

と
し
て
捉
え
る
な
ら
、「
証
詠
契
経
意
」
は
顕
教
を
意
味
す
る
と
見
え
る
。
さ
て
、
こ
の
内
密
教
の
境
界
と
さ
れ
た
「
非
上
非
下
神
変
」

は
「
本
際
絶
待
無
作
神
明
」
と
言
い
、
い
わ
ば
絶
対
の
境
界
を
「
神
明
」
と
し
て
捉
え
、
ま
た
「
亦
上
亦
下
神
変
」
も
「
所
々
権
現
是

也
」
と
あ
る
の
で
複
数
の
神
々
の
応
現
を
言
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
典
拠
と
な
る
『
大
日
經
開
題
』
で
も
「
亦
上
亦
下
者
。
法
界
身

雲
恒
沙
性
徳
。
無
形
不
形
無
像
不
像
。
以
一
切
形
像
爲
一
切
法
性
塔
。
是
則
臨
上
則
下
臨
下
則
上
。
並
皆
具 

四
種
身
起
大
神
通
。
故

云
亦
上 

亦
下
神
變
。
非
上
非
下
神
變
者
。
非
有
爲
非
無
爲 

一
心
本
法
及
不
二
之
中
不
二
本
法
。
越
諸
戲
論
絶
諸
相
待
。
難
思
之
本
變

化
之
源
。
故
云
非
上
非
下
神
變
。」40

と
言
い
、
形
像
の
発
現
と
無
相
絶
対
の
対
で
「
亦
上
亦
下
」
と
「
非
上
非
下
」
が
語
ら
れ
て
い
る

の
で
、
先
の
理
解
に
齟
齬
は
無
か
ろ
う
。
こ
こ
で
極
め
て
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
密
教
の
境
界
は
、
何
れ
も
神
の
境
界
と
し
て
神
変
を

語
る
点
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、顕
教
の
境
界
と
し
て
示
さ
れ
た
「
向
上
」「
向
下
」
で
、縁
起
す
る
世
界
の
枠
組
み
（
生
滅
門
）
か
ら
、

見
か
け
上
、
本
地
垂
迹
の
如
き
構
え
が
建
立
さ
れ
た
先
に
、
こ
う
い
っ
た
密
教
の
境
界
が
神
か
ら
諸
神
が
発
現
す
る
境
界
と
し
て
提
示

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
れ
ば
、
本
地
垂
迹
の
構
え
は
顕
教
の
境
位
と
し
て
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
「
随
順
方
便
」
と
さ
れ
て
い

た
の
で
、
密
教
に
比
し
て
低
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
の
神
も
「
五
神
之
外
五
蔵
神
。
五
智
如
来
。

木
火
土
金
水
五
大
。

」
と
あ
る
の
で
、
そ
の

性
格
も
道
教
的
で
も
密
教
的
で
も
あ
る
よ
う
で
、
そ
う
い
っ
た
諸
教
混
交
し
た
神
の
働
き
に
仏
教
の
秘
奥
が
あ
る
と
す
る
態
度
が
窺
え

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
な
ら
、
冒
頭
で
天
照
太
神
と
豊
受
太
神
を
胎
金
両
部
に
配
当
し
て
い
た
の
も
、
そ
れ
ら

が
直
ち
に
大
日
如
来
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
の
構
想
に
依
る
と
し
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。

６
人
皇
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『
大
元
神
一
祕
書
』

典
拠

a
人
皇

道
経
曰
、
公
乃
王
。
謂
公
政
無
私
則
可
為
天
下
王
。
治
身
正
、
則
形
一

神
明
千
万
共
湊
己
身
也
。王
乃
天
。謂
能
王
則
徳
合
神
明
、乃
与
天
通
也
。

天
乃
道
。
謂
徳
与
天
通
則
与
道
合
同
也
。

「
公
乃
王
、
公
正
無
私
、
可
以
爲
天
下
王
。
治
身
正
則
形
一
、
神
明
千
萬
、
共

湊
其
躬
也
。
王
乃
天
、
能
王
、
德
合
神
明
、
乃
與
天
通
。
天
乃
道
、
德
與
天
通
、

則
與
道
合
同
也
。」「
河
上
公
注
」
第
十
六

b
又
云
、
道
名
曰
大
。

「
故
彊
字
之
曰
道
、
彊
爲
之
名
曰
大
。」『
老
子
』
第
一

c
河
上
公
云
、
故
道
大
。
天
大
、
地
大
、
王
亦
大
。
城
中
有
四
大
。
而
王

居
其
一
焉
。
謂
八
極
之
内
有
四
大
王
。
王
居
其
一
也
。
人
法
地
、地
法
天
、

天
法
道
、
道
法
自
然
。
道
性
自
然
。
無
所
可
法
也
。

「
故
道
大
、天
大
、地
大
、王
（「
王
」
一
作
「
人
」、下
「
王
」
亦
同
）
亦
大
。【
中
略
】

故
曰
域
中
有
四
大
者
也
。
而
王
居
其
一
焉
。
八
極
之
內
有
四
大
、
王
居
其
一
也
。

人
法
地
、【
中
略
】
地
法
天
、【
中
略
】
天
法
道
、【
中
略
】
道
法
自
然
。
道
性
自
然
、

無
所
法
也
。」「
河
上
公
注
」
第
二
十
五

d
周
易
曰
、
有
天
地
後
有
万
物
、
万
物
後
有
君
臣
、
君
臣
後
有
上
下
、
上

下
後
有
礼
義
。

「
有
天
地
然
後
有
萬
物
、
有
萬
物
然
後
有
男
女
、
有
男
女
然
後
有
夫
婦
、
有
夫

婦
然
後
有
父
子
、
有
父
子
然
後
有
君
臣
、
有
君
臣
然
後
有
上
下
、
有
上
下
然
後

禮
義
有
所
錯
。」『
易
』
序
卦

e
蓋
天
神
七
代
成
神
伊
弉
諾
陽神
、
伊
弉
册
尊
陰神
、
此
二
神
一
名
伊
舎
那
天
也
。

乾
坤
之
道
相
参
而
化
。
所
以
成
此
男
女
。
而
為
天
神
地
祇
之
父
母
、
天

地
万
物
之
性
霊
者
也
。
凡
以
天
精
為
神
。
以
地
精
為
祇
。
以
人
精
為
鬼
。

故
謂
天
神
地
祇
人
鬼
、
是
也
。

「
乾
坤
之
道
相
參
而
化
。
所
以
成
此
男
女
。」『
日
本
書
紀
』
神
代
上

f

*

毛
詩
曰
、
宮
庿
宗
廟

「
以
言
祭
事
而
雲
宮
、
故
知
宮
爲
宗
廟
也
。」『
毛
詩
正
義
』
巻
十
八

g
大
庿
始
祖
廟
也
。
宗
廟
皆
然

「
大
廟
、
始
祖
廟
、
宗
廟
皆
然
。」『
禮
記
正
義
』
曾
子
問

h
龍
魚
河
図
云
、
歳
天
皇
主
徳
慶
。
其
精
下
為
大
社
神
。

「
天
歲
星
主
德
慶
、
其
精
下
爲
大
社
之
神
。」『
龍
魚
河
圖
』（『
緯
書
集
成
』
河

北
人
民
出
版
社　

一
一
五
三
頁
）

i
釈
名
曰
、
宗
、
尊
也
。
廟
、
貌
也
。

「
廟
、
貌
也
。
先
祖
形
貌
所
在
也
。」『
釋
名
』
釋
宮
室

j
礼
記
祭
法
鄭
玄
曰
、
廟
之
言
貌
也
。
宗
廟
者
先
祖
之
尊
貌
也
。

「
廟
之
言
貌
也
。
宗
廟
者
先
祖
之
尊
貌
也
。」『
禮
記
正
義
』
祭
法

k
尚
書
大
伝
曰
、
廟
者
貌
也
。
以
貌
言
之
也
。

「
廟
者
貌
也
。
以
其
貌
言
之
也
。」『
尚
書
大
傳
』
巻
四

l

*

日
神

*

礼
記
坊
記
曰
、　

子
曰
、
天
无
二
日
、
土
无
二
主
、
家
无
二
主
、
尊
无
二
。
礼
記
七
同
。「
天
無
二
日
、
土
無
二
王
、
家
無
二
主
、
尊
無
二
上
」『
禮
記
』
曾
子
問

m
礼
記
正
義
云
、
天
之
諸
神
莫
大
於
日
。
祭
諸
神
之
時
、
日
居
諸
神
之
首
。「
天
之
諸
神
莫
大
於
日
。
祭
諸
神
之
時
、
日
居
諸
神
之
首
。」『
禮
記
正
義
』
郊

特
牲
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n
古
語
拾
遺
曰
、
夫
尊
祖
敬
宗
、
礼
教
所
先
。
故
聖
皇
登
極
受
給
父
祖
、

類
于
上
帝
、
禋
于
六
宗
、
望
于
山
川
、
偏
于
群
神
。
然
則
天
照
大
神
者
、

惟
祖
惟
旨
、
尊
無
二
。
自
余
諸
神
者
、
乃
子
乃
臣
、
孰
敢
抗
。

「
夫
尊
祖
敬
宗
、禮
教
所
。
先
故
聖
皇
登
極
、受
終
父
祖
類
。
于
上
帝
、禋
于
六
宗
、

望
于
山
川
、
徧
于
群
神
。
然
則
天
照
大
神
者
、
惟
祖
惟
宗
、
尊
無
二
。
因
自
餘

諸
神
者
、
乃
子
乃
臣
、
孰
能
敢
抗
。」『
古
語
拾
遺
』
巻
一

o

*

日
月　
　

大
報
天
而
主
日
也
。
大
桶
徧
也
。
天
神
曰
、
為
尊
非
於
南
郊
就
陽
位
也
。

日
大
陽
之
精
也
。

「
大
報
天
而
主
日
也
。
大
、猶
徧
也
。
天
之
神
、日
爲
尊
。
○
徧
音
遍
。
兆
於
南
郊
，

就
陽
位
也
。
日
、
太
陽
之
精
也
。」『
禮
記
正
義
』
郊
特
牲

p

*

問　

秦
胡
家
諸
云
、
治
郡
而
為
験
キ
也
首
、
於
趙
高
曰
、
不
諾
之
由
所
見
及
也
。
黔

首
名
民
之
号
也
。
治
秦
一
郡
者
為
覇
如
何
。　

答　

天
無
二
日
地
無
二
主
。
故
号
黄
帝

一
人
称
天
子
。
率
土
賓
僉
皇
民
也
。
仍
后
妃
徐
君
、
猶
黔
首
也
。
可
勝
以
知
。

q
仁
安
三
年
十
二
月
廿
八
日
、
明
経
博
士
師
元
師
尚
等
勘
文
云
、
伊
勢
太

神
者
、日
本
国
太
祖
之
太
社
也
。
天
照
大
神
以
降
皇
統
相
続
、異
姓
不
交
。

鎮
護
之
誓
、
尊
崇
之
儀
、
漢
朝
日
域
既
無
抗
勘
。

r
日
本
書
記
云
、
伊
弉
諾
尊
伊
弉
册
尊
共
議
曰
、
吾
已
生
大
八
州
国
及
山

川
草
木
。
何
不
生
天
下
之
主
者
歟
。
於
是
是
共
生
日
神
。
号
大
日
霊
貴
。

一
書
云
、
天
照
大
神
云
々
。

以
之
思
之
。
神
宮
者
一
天
之
主
、
諸
神
之
首
也
。
惣
論
之
、
覆
育
蒼
生

臨
照
海
内
。
別
言
之
、
始
祖
之
廟
、
尊
厳
無
双
者
也
。

「
既
而
伊
奘
諾
尊
、
伊
奘
冉
尊
共
議
曰
、
吾
已
生
大
八
洲
國
及
山
川
草
木
、
何

不
生
天
下
之
主
者
歟
。
於
是
共
生
日
神
、
號
大
日
孁
貴
。
大
日
孁
貴
、
此
云
於
保
比
屢

咩
能
武
智
。
孁
音
、
力
丁

反
。
音
同
靈
。
一
書
云
、
天
照
大

神
。
一
書
云
、
天
照
大
日
孁
尊
。
」『
日
本
書
紀
』
神
代
上

こ
の
一
節
で
は
「
河
上
公
注
」
の
道
家
思
想
、『
周
易
』『
禮
記
』『
尚
書
』『
毛
詩
』
な
ど
の
儒
家
思
想
を
融
合
さ
せ
つ
つ
論
を
構
成

し
て
い
る
の
を
容
易
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

e
の
箇
所
は
、
そ
れ
と
同
文
を
他
の
典
籍
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
直
接
の
典
拠
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、「
伊
弉
諾
」「
伊
弉

册
」
の
両
尊
を
「
伊
舎
那
天
」
と
結
合
さ
せ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、『
兩
宮
形
文
深
釋
』41

『
仙
宮
祕
文
』42

な
ど
と
共
通
し
て
お
り
、
両

部
神
道
系
の
思
想
と
の
関
わ
り
が
想
定
さ
れ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
は
続
け
て
『
日
本
書
紀
』
の
一
文
を
利
用
し
つ
つ
、「
而
為
天
神
地
祇
之
父
母
、
天
地
万
物
之
性
霊
者
也
。」
と
言
う
が
、『
中

臣
祓
訓
解
』
の
「
所
爲
伊
弉
那
諾
・
伊
弉
那
美
尊
、
眞
言
密
藏
之
本
源
、
天
神
地
祇
之
父
母
也
。」43

が
参
照
さ
れ
た
可
能
性
が
有
る
。
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以
下
の
「
天
神
地
祇
人
鬼
」
に
関
す
る
記
述
は
、『
禮
記
注
疏
』
祭
義
に
「
天
曰
神
。
地
曰
祗
。
人
曰
鬼
。」
と
有
り
、
こ
う
い
っ
た
思

想
に
基
づ
く
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
が
、
例
え
ば
圓
仁
の
『
蘇
悉
地
羯
羅
經
略
疏
』
に
も
「
又
神
者
。
精
靈
之
妙
也
。
細
而
言
之
。
則
天

神
曰
神
。
地
神
曰
祗
。
人
神
曰
鬼
。
又
是
百
物
之
精
也
。」44

と
類
似
し
た
表
現
が
認
め
ら
れ
、
既
に
広
く
受
容
さ
れ
な
が
ら
言
説
が
再

生
産
さ
れ
て
お
り
、
完
全
に
一
致
し
た
表
現
が
見
出
さ
れ
な
い
限
り
、
直
接
の
典
拠
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。

f
以
下
は
転
じ
て
宗
廟
を
取
り
上
げ
、
i
以
下
で
宗
廟
に
祭
祀
さ
れ
る
日
神
、
天
照
太
神
の
尊
貴
性
に
話
題
が
収
斂
し
て
ゆ
く
。
こ

の
よ
う
に
国
家
祭
祀
の
意
義
を
闡
明
に
す
べ
き
場
面
で
は
、
以
前
の
よ
う
に
仏
教
や
道
教
を
用
い
る
こ
と
は
せ
ず
、
専
ら
儒
家
思
想
が

引
用
さ
れ
て
い
る
の
に
気
付
く
が
、『
大
元
神
一
祕
書
』
で
彼
の
思
想
を
援
用
す
る
意
義
も
こ
こ
に
見
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

p
の
箇
所
は
、「
趙
高
曰
」「
黔
首
名
民
之
号
」
な
ど
か
ら
、
秦
朝
の
逸
話
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
が
、
こ
れ
に
類
し

た
記
述
を
他
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
同
所
は
皇
帝
の
独
尊
を
言
う
も
の
で
、
直
接
こ
こ
で
の
内
容
に
関
わ
る
も
の

で
な
い
点
は
極
め
て
奇
妙
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
文
中
に
『
禮
記
』
坊
記
の
「
天
無
二
日
地
無
二
主
」
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
、
冒
頭
の

引
用
と
の
関
わ
り
か
ら
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

q
の
箇
所
は
「
明
経
博
士
師
元
師
尚
等
勘
文
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
が
、
彼
の
勘
文
を
他
の
文
献
に
確
認
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
十
二
月
廿
五
日45

の
記
事
を
参
照
す
る
な
ら
、
大
神
宮
炎
上
後
の
善
後
策
の
た
め
に
上

程
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、『
大
元
神
一
祕
書
』
の
引
用
は
信
用
し
て
良
い
と
考
え
ら
れ
る
。『
兵
範
記
』
に
よ
れ
ば
中

原
師
元
の
勘
文
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
当
該
の
引
用
文
が
果
た
し
て
何
れ
の
人
物
に
帰
さ
れ
る
べ
き
か
は
明
瞭
で

は
な
い
。
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７
社
稷
・
御
饌
都
神

　

『
大
元
神
一
祕
書
』

典
拠

a

*

社
稷

*

礼
記
云
、
建
国
之
神
位
右
社
稷
而
左
宗
廟
。
大
廟
始
祖
廟
也
。

「
建
国
之
神
位
。
右
社
稷
、
而
左
宗
廟
。」『
禮
記
』
祭
義

「
大
廟
、
始
祖
廟
、
宗
廟
皆
然
。」『
禮
記
正
義
』
曾
子
問

b
社
稷
神
道
経
日
、
聖
人
云
、
受
国
之
垢
、
是
謂
社
稷
之
主
。
人
君
能
受

国
之
垢
濁
、
若
江
海
不
逆
小
流
。
則
能
長
保
社
稷
、
為
一
国
之
君
主
也
。

受
国
不
洋
、
是
謂
天
下
之
主
。
君
能
引
過
自
与
代
民
受
不
洋
之
殃
、
則

可
以
王
有
天
下
也
。

「
受
國
之
垢
、
是
謂
社
稷
主
。
人
君
能
受
國
之
垢
濁
者
、
若
江
海
不
逆
小
流
、

則
能
長
保
其
社
稷
、
爲
一
國
之
君
主
也
。
受
國
不
祥
、
是
爲
天
下
王
。
人
君
能

引
過
自
與
、
代
民
受
不
祥
之
殃
、
則
可
以
王
天
下
。」「
河
上
公
注
」
第
七
十
八

c
事
始
云
、
孝
経
説
曰
、
稷
、
五
穀
之
長
。
左
伝
曰
、
有
列
仙
民
之
子
柱
。

列
仙
炎
帝
之
世
也
。自
夏
以
上
祝
之
。周
棄
亦
為
稷
。后
稷
也
。為
唐
官
。

自
商
以
来
祀
之
。
命
配
祭
。
或
云
、
謂
守
土
為
社
、
守
榖
為
稷
。

d
御
饌
都
神
太
神
宮
神
抵
本
記
下
曰
、
天
地
開
闢
之
初
、
神
宝
日
出
之
時
、

御
觀
都
神
与
大
日
霊
貴
預
結
幽
契
、
永
治
天
下
言
寿
宣
。
肆
或
為
日
為

月
、
永
懸
而
不
落
。
或
為
神
為
皇
。
常
以
無
窮
云

云
。
大
日
霊
貴
則
為
日

神
也
。
以
為
火
性
主
。
御
饌
都
神
則
以
為
月
神
、
為
水
性
主
。
故
千
変

万
化
、受
一
水
帰
道
一
。
故
強
号
御
饌
都
神
也
。
衆
妙
門
以
水
火
開
關
之
。
思

之
。
老
子
曰
、
水
善
利
万
物
。

*

河
上
公
曰
、
万
物
得
火
以
生
ス
。

「
天
地
開
闢
之
初
、
神
寶
日
出
之
時
、
御
饌
都
神
天
御
中
主
尊
與
大
日
孁
貴
天

照
太
神
、
二
柱
御
太
神
、
豫
結
幽
契
、
永
治
天
下
乎
。
或
爲
日
爲
月
、
永
懸
而

不
落
。
或
爲
神
為
皇
、
常
以
無
窮
矣
。」『
伊
勢
二
所
皇
太
神
宮
御
鎭
座
傳
記
』46

「
千
變
萬
化
、
受
一
水
之
德
。
生
續
命
之
術
、
故
名
亦
曰
御
饌
都
神
。」『
天
照

坐
伊
勢
二
所
皇
太
神
宮
御
鎮
座
次
第
記
』47

「
玄
之
又
玄
、
衆
妙
之
門
。」『
老
子
』
一

「
水
善
利
萬
物
」『
老
子
』
八

こ
こ
で
も
道
家
と
儒
家
の
文
献
が
混
交
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。

c
の
箇
所
は
『
事
始
』
か
ら
の
引
用
と
さ
れ
る
が
、
当
該
書
は
現
存
し
て
お
ら
ず
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
文
中
で
「
孝

経
説
」
と
す
る
一
文
は
『
孝
經
』
に
は
見
あ
た
ら
ず
、『
風
俗
通
』
稷
神
に
「
稷
者
、
五
穀
之
長
」
と
あ
る
の
が
認
め
ら
れ
、
典
拠
は

曖
昧
で
あ
る
が
、
続
け
て
『
左
傳
』
昭
公
二
十
九
年
の
「
有
烈
山
氏
之
子
曰
柱
爲
稷
、
自
夏
以
上
祀
之
。
周
棄
亦
爲
稷
、
自
商
以
来
祀

之
。」
が
引
か
れ
る
な
ど
、
基
本
的
に
儒
家
的
な
言
説
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。



度会行忠所帯の神道書に於ける思想構成（その２）

93

d
の
箇
所
は
、
先
ず
『
御
鎮
座
傳
記
』
を
引
く
が
、
以
下
の
文
章
は
典
拠
が
明
瞭
で
な
い
。
或
い
は
『
大
元
神
一
祕
書
』
の
作
者
の

手
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
大
日
霊
貴
（
日
神
）
は
火
性
主
、
御
饌
都
神
（
月
神
）
は
水
性
主
と
す
る
構
え
は
、『
寶
基
本
紀
』
で

既
に
「
皇
太
神
宮
者
、日
天
圖
形
、六
合
之
中
心
體
獨
存
、任
天
眞
故
明
白
也
。
五
行
中
火
性
、五
色
中
白
色
、故
以
白
銅
鏡
奉
餝
之
也
。

豐
受
宮
、
月
天
圖
形
、
八
洲
之
中
、
平
等
圓
滿
之
心
體
緣
也
。
五
行
中
水
性
、
五
色
中
赤
色
、
故
以
金
銅
鏡
奉
餝
之
。
黃
金
、
種
智
圓

明
義
也
。」48

と
言
わ
れ
て
お
る
し
、
ま
た
「
故
千
変
万
化
、
受
一
水
帰
道
一
。
故
強
号
御
饌
都
神
也
。」
は
『
御
鎮
座
次
第
記
』
の
「
千

變
萬
化
、
受
一
水
之
德
。
生
續
命
之
術
。
故
名
亦
曰
御
饌
都
神
」49

を
改
変
し
た
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
従
来
説
が
十
分
に
踏
ま
え

ら
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
神
道
的
に
構
成
さ
れ
た
言
説
は
、
そ
の
末
尾
の
割
注
に
『
老
子
』、
ま
た
頭
注
に
は
、
そ
の

一
文
が
当
該
書
に
存
在
し
な
い
も
の
の
「
河
上
公
注
」
と
さ
れ
る
引
用
文
が
付
加
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
道
家
思
想
的

に
再
解
釈
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
内
、「
衆
妙
門
以
水
火
開
關
之
」
の
典
拠
は
不
明
で
は
あ
る
が
、『
老
子
』
一
章
で
言

う
「
衆
妙
門
」
を
「
開
關
」
す
る
「
水
火
」
に
本
源
を
開
く
関
鍵
を
担
わ
せ
て
お
り
、
前
掲
の
「
大
日
霊
貴
」「
御
饌
都
神
」
を
受
け

て
の
表
現
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
道
教
の
丹
法
で
重
視
さ
れ
た
水
火
既
済
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
伺
え
る
の
で
あ
る
。

８
神
人

　

『
大
元
神
一
祕
書
』

典
拠

a
神
主　

道
経
曰
、大
道
生
万
物
。
則
曰
真
人
生
、亦
曰
真
人
、亦
曰
神
人
。
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b
文
集
云
、
人
神
之
主
、
獣
神
之
属
也
。
故
或
云
、
廟
交
者
起
自
民
意
、

民
怨
則
神
怒
。
神
怒
則
交
害
。
生
民
者
神
之
主
故
也
云
々
。
天
之
神
人
、

是
老
子
一
名
也
。

文
集
云
、
天
地
無
常
心
、
以
人
心
為
心
。
苟
能
以
最
霊
之
心
、
感
善
応

之
天
地
、
以
主
誠
感
私
之
日
月
。

「
人
神
之
主
也
獸
神
之
屬
也
」『
咸
淳
臨
安
志
』
巻
七
十
四　
「
仇
王
廟
祝
文
」

「
天
地
無
常
心
、以
人
心
爲
心
、苟
能
以
最
靈
之
心
、感
善
應
之
天
地
、至
誠
之
誠
、

感
無
私
之
日
月
」『
禮
部
試
策
五
道
』50

第
四
道

c
大
道
者
人
之
真
心
也
。
一
気
者
心
生
之
欲
也
。
縁
出
言
為
教
。
而
分
有

無
之
異
名
。

「
大
道
者
人
之
眞
心
也
。
一
氣
者
心
生
之
欲
也
。」『
道
德
眞
經
直
解
』

「
緣
出
言
爲
教
、
而
分
有
無
之
異
名
。」『
道
德
眞
經
直
解
』51

d
所
謂
真
人
者
性
命
干
道
虚
、
有
而
若
無
、
実
而
若
虚
。
不
如
中
、
中
者

虚
也
。
以
心
処
虚
其
用
無
尽
。
真
者
源
也
。
人
者
神
也
。
故
老
子
経
曰
、

神
人
通
神
明
。
故
示
神
変
。
所
謂
聖
人
無
常
心
。
以
百
姓
心
爲
心
也
。

百
姓
心
之
所
便
。

因
而
従
之
也

「
所
謂
真
人
者
也
、
性
合
於
道
也
。
故
有
而
若
無
、
實
而
若
虛
」『
淮
南
子
』
精

神
訓

「
其
理
不
如
守
中
。
中
者
、
虛
也
。
以
心
處
虛
、
其
用
無
盡
。」『
道
德
眞
經
直

解
』52

「
聖
人
無
常
心
。
以
百
姓
心
爲
心
。」『
老
子
』
四
十
九

「
百
姓
心
之
所
便
、
聖
人
因
而
從
之
。」「
河
上
公
注
」
第
四
十
九

こ
こ
の
冒
頭
の「
道
経
」は
典
拠
不
明
で
あ
る
が
、「
大
道
生
万
物
」「
真
人
」「
神
人
」と
の
用
語
か
ら
、道
家
思
想（
或
い
は
道
教
思
想
）

に
係
る
典
籍
か
ら
の
引
用
と
推
測
さ
れ
る
。

次
に
b
で
「
文
集
」
か
ら
の
引
用
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、「
文
集
」
が
何
れ
の
典
籍
を
指
示
す
る
か
に
つ
い
て
は
明
瞭
で
は
な
い
。

文
中
で
『
咸
淳
臨
安
志
』
所
収
の
「
仇
王
廟
祝
文
」
や
白
居
易
の
『
禮
部
試
策
五
道
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
某
か
の
類
書

と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
典
拠
を
特
定
す
る
に
は
到
れ
な
か
っ
た
。

次
に
c
で
『
道
德
眞
經
直
解
』
が
引
用
さ
れ
る
。
こ
の
書
は
、
冒
頭
の
「
叙
事
」
で
「
今
所
為
注
、
凡
言
德
者
、
事
涉
孔
氏
之
門
、

言
其
大
道
虛
寂
、
理
準
佛
乘
之
旨
、
以
儒
釋
二
教
為
證
、
撮
道
德
合
為
一
家
」53

と
言
い
、
三
教
一
致
の
立
場
か
ら
『
老
子
』
の
解
釈
を

試
み
て
お
り
、
こ
こ
で
言
う
「
有
無
」
に
つ
い
て
も
「
有
無
混
同
謂
之
玄
、
釋
氏
謂
之
不
二
法
門
、
又
謂
之
中
道
」
と
言
っ
て
、
存
在

の
本
源
の
境
位
か
ら
道
仏
二
教
を
融
合
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
方
向
性
は
『
大
元
神
一
祕
書
』
と
親
し
く
共
有
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さ
れ
て
お
り
、こ
こ
で
他
に
見
ら
れ
た
道
家（
道
教
）に
係
る
典
籍
よ
り
も
思
想
的
に
一
段
と
近
し
い
位
置
を
占
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

次
い
で
d
で
は
『
淮
南
子
』、
更
に
再
び
『
道
德
眞
經
直
解
』
を
引
く
が
、
以
下
の
「
老
子
経
」
は
「
所
謂
」
以
下
に
四
十
九
章
の

文
を
見
る
の
で
、
前
半
も
「
老
子
経
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
が
、『
老
子
』
に
そ
の
文
は
見
え
ず
、
典
拠
は
不
明
で

あ
る
。
末
尾
に
付
さ
れ
た
割
注
は
「
河
上
公
注
」
の
一
文
と
な
る
が
、
こ
れ
は
四
十
九
章
を
解
釈
し
た
も
の
で
、
内
容
的
に
も
前
半
部

分
に
全
く
関
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
伺
う
な
ら
、
前
半
部
分
は
『
大
元
神
一
祕
書
』
の
全
く
の
附
会
と
見
て
お
く
の
が
適
当
で

あ
ろ
う
。

９
官
長

　

『
大
元
神
一
祕
書
』

典
拠

a

*

官
長

官
長　
『
道
経
』
曰
、
聖
人
後
其
身
、
先
人
而

後
己
也
而
身
先
。
天
地
敬
之

先
。
以
為
官
長

「
聖
人
後
其
身
、
先
人
而
後
己
也
。
而
身
先
、
天
下
敬
之
、
先
以
爲
長
。」「
河

上
公
注
」
第
七

b
亦
曰
、
人
精
神
好
安
静
。
馳
騁
呼
吸
精
神
散
亡
。
故
発
狂
樸
散
則
為
器
。

聖
人
用
之
、則
為
官
長
。
聖
人
升
用
、
則

為
百
官
之
元
長
也

「
人
精
神
好
安
靜
、
馳
騁
呼
吸
、
精
神
散
亡
、
故
發
狂
也
。」「
河
上
公
注
」
第

十
二

c
『
道
経
』
曰
、
河
上
公
曰
、
為
人
子
孫
能
修
道
如
是
、
長
生
不
死
。
世
々

以
祭
礼
先
祖
無
絶
時
也
。

「
為
人
子
孫
能
修
道
如
是
、〔
則
〕
長
生
不
死
、
世
世
以
久
、
祭
祀
先
祖
、
宗
廟

無
〔
有
〕
絕
時
。」「
河
上
公
注
」
第
五
十
四

d
又
曰
、
修
道
於
身
受
気
、
養
神
益
寿
延
年
。
其
徳
如
是
乃
為
真
人
也
。
「
修
道
於
身
、
愛
氣
養
神
、
益
壽
延
年
。
其
德
如
是
、
乃
為
真
人
。」「
河
上
公
注
」

第
五
十
四

e
河
上
公
曰
、
与
道
通
神
、
当
有
何
患
。

「
與
道
通
神
、
當
有
何
患
。」「
河
上
公
注
」
第
十
三

f
此
言
無
殆
之
処
、
不
准
天
地
之
中
、
無
患
之
楽
。
更
在
解
形
之
後
、
故

老
君
之
用
心
也
。
形
帰
大
道
。
有
法
不
生
心
疑
。
至
一
異
法
不
起
。
解

視
聴
之
所
懸
、
釈
事
物
之
所
集
。
灰
心
練
形
、
尽
累
合
真
。
洽
大
道
於

無
生
冥
至
一
。
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g
又
曰
、
人
乃
天
下
之
神
物
也
。
神
物
好
安
静
。
不
可
以
有
為
治
也
。

「
人
乃
天
下
之
神
物
也
、
神
物
好
安
靜
、
不
可
以
有
爲
治
。」「
河
上
公
注
」
第

二
十
九

h
亦
曰
、
吾
以
観
見
万
物
、
無
不
皆
帰
其
本
人
当
重
本
也
。

「
吾
以
觀
見
萬
物
無
不
皆
歸
其
本
也
。
人
當
念
重
其
本
也
。」「
河
上
公
注
」
第

十
六

こ
の
一
節
は
、
そ
の
殆
ど
が
「
河
上
公
注
」
の
文
章
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
極
め
て
道
家
思
想
的
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
。

f
の
箇
所
に
見
え
る
「
此
言
無
殆
之
処
」
は
直
前
の
「
河
上
公
注
」
の
内
容
を
受
け
、
そ
の
注
釈
の
よ
う
な
体
裁
を
有
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
典
拠
は
明
瞭
で
は
な
く
、
こ
う
い
っ
た
解
釈
が
他
の
典
籍
か
ら
の
引
用
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
『
大
元
神
一
祕
書
』

の
作
者
自
身
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、全
く
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
れ
で
も
、「
無
殆
之
処
」が「
解
形
之
後
」で
あ
る
こ
と
、

ま
た
「
灰
心
練
形
、
尽
累
合
真
」
す
る
こ
と
が
大
道
体
解
に
向
け
た
実
践
と
す
る
構
え
に
着
目
す
る
な
ら
、
そ
れ
が
所
謂
る
尸
解
に
論

及
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う54

。
そ
う
な
る
と
、「
河
上
公
注
」
と
意
味
的
に
呼
応
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
内
容
は
道
家
思

想
の
範
疇
を
越
え
て
お
り
、
道
教
思
想
に
由
来
す
る
言
説
と
捉
え
る
の
が
適
切
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

10
解
除

　

『
大
元
神
一
祕
書
』

典
拠

a

*

解
除

解
除
云
、
上
起
于
伊
弉
諾
尊
、
下
施
干
天
児
屋
命
。
是
則
心
源
清
浄
之

儀
益
。
故
顕
自
性
精
明
之
実
智
。
是
則
仮
体
不
浄
之
懺
悔
。
故
、
帰
無

爲
清
浄
之
本
源
。
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b
伝
、
念
鎮
護
神
国
之
境
、
福
智
円
満
之
国
、
遷
魔
縁
於
鉄
際
、
撥
穢
悪

於
他
界
。

「
大
麻
。
解
除
不
淨
妄
執
。
爲
住
淸
淨
本
源
也
。
故
謂
鎭
護
神
國
之
境
。
福
智

円
滿
之
國
。
遷
魔
緣
於
鐵
際
。
撥
穢
惡
於
他
界
。
己
心
清
淨
義
。
蓋
滅
罪
生
善

神
咒
也
。
故
謂
祓
。」『
造
伊
勢
二
所
太
神
宮
寶
基
本
記
』55

c

*

咒
者
契
也

*

如
来
密
印
、
心
竹
倶
契
故
名
咒
。
又
咒
者
定
也
。
自
達
本
際
無
有
動
静
。

*

又
咒
者
無
也
。
無
心
源
見
ヲ
故
名
咒
。
衆
生
本
心
無
有
涯
際
往
返
無
礙
。
実
不
動
埵

故
云
大
神
咒
。
心
本
清
浄
湛
然
常
住
、
因
照
法
界
応
現
無
窮
歟
。
是
大
明
咒
也
。

d
日
本
書
紀
曰
、
逐
之
。
此
云
、
波
羅
賦
云
。

「
逐
之
。
此
云
、
波
羅
賦
」『
日
本
書
紀
』
神
代
上

e

*

天
地
開
闢
咒

*

天
児
屋
命
辞
詞
上
已
祓

覚
王
開
闢
神
咒
仏
説
云
、
辰

朝
偈
也
云
云
。

白
衆
等
各
念　

此
時
清
浄
偈　

諸
法
如
影
像　

清
浄
無
仮
穢　

取
説
不

可
得　

皆
従
因
業
生

「
白
衆
等
各
念　

此
時
清
浄
偈　

諸
法
如
影
像　

清
浄
無
仮
穢　

取
説
不
可
得

　

皆
従
因
業
生　

」『
金
剛
頂
經
金
剛
界
大
道
場
毘
盧
遮
那
如
來
自
受
用
身
内

證
智
眷
屬
法
身
異
名
佛
最
上
乘
祕
密
三
摩
地
禮
懺
文
』56

f
『
三
月
上
已
祓
発
』
云
、
漢
代
三
月
上
已
日
、
百
官
於
東
流
水
辺
禊
飲
。

自
魏
以
後
、
只
用
三
日
、
不
用
上
已
。
周
禊
云
、
周
礼
、
女
巫
祓
除
疾

病
。
禊
、
潔
。
故
於
水
上
潔
除
。
鄭
国
俗
、
三
月
桃
花
水
下
之
時
、
以

上
巳
、
秦
洧
二
水
之
上
、
執
蘭
葉
招
魂
続
魄
、
祓
除
不
洋
矣
。
後
漢
有

廓
虞
、
三
月
上
已
、
産
三
女
不
育
、
俗
大
忌
、
至
其
日
、
諱
出
東
流
水

之
上
祈
禳
矣
。
晋
三
月
三
日
、
路
中
公
王
已
下
、
至
南
浮
橋
禊
矣
。

「
自
魏
以
後
但
用
三
日
、
不
以
巳
也
。」『
宋
書
』
禮
志

「
漢
儀
、
季
春
上
巳
、
官
及
百
姓
皆
禊
于
東
流
水
上
、
洗
濯
祓
除
去
宿
垢
。
而

自
魏
以
后
、
但
用
三
日
、
不
以
上
巳
也
。」『
晋
書
』
禮
志

「
周
禊　

鄭
祓　

應
劭
風
俗
通
曰
。
案
周
禮
、女
巫
掌
歲
時
以
祓
除
疾
病
。
禊
者
、

潔
也
、
故
於
水
上
釁
潔
也
。
韓
詩
曰
。
三
月
桃
花
水
下
之
時
。
鄭
國
之
俗
、
三

月
上
巳
、
於
溱
洧
兩
水
上
、
執
蘭
招
魂
續
魄
、
祓
除
不
祥
也
。」「
南
浮
橋　

東

流
水　

夏
仲
御
別
傳
曰
。
仲
御
詣
洛
、
到
三
月
三
日
、
洛
中
王
公
已
下
、
莫
不

方
軌
連
軫
、
並
至
南
浮
橋
邊
禊
。
男
則
朱
服
耀
路
、
女
則
錦
綺
鑠
爛
。
又
宋
書

曰
。
後
漢
有
郭
虞
者
、
三
月
上
辰
產
二
女
、
二
日
之
中
產
三
女
、
並
不
育
。
俗

以
爲
大
忌
、至
其
日
諱
正
、家
皆
於
東
流
水
上
爲
祈
禳
。」『
初
學
記
』
巻
四
「
三

月
三
日
第
六
」

こ
の
一
節
を
概
観
す
る
と
、
末
尾
に
『
金
剛
頂
經
金
剛
界
大
道
場
毘
盧
遮
那
如
來
自
受
用
身
内
證
智
眷
屬
法
身
異
名
佛
最
上
乘
祕
密

三
摩
地
禮
懺
文
』
の
偈
が
引
か
れ
る
な
ど
、
そ
の
内
容
は
極
め
て
密
教
的
色
彩
が
強
い
。
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冒
頭
の
「
解
除
云
」
以
下
も
、
全
く
の
同
文
を
他
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、『
中
臣
祓
訓
解
』
と
部
分
的
に
表
現
を
共

有
し
て
お
り57

、
両
部
神
道
と
の
近
接
性
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
続
け
て
『
寶
基
本
紀
』
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
彼
の
書
で
は
引
用

箇
所
直
前
で
「
大
麻
。
解
除
不
淨
妄
執
。
爲
住
淸
淨
本
源
也
。」
と
も
言
っ
て
い
る
の
で
、
彼
の
書
の
言
説
も
密
教
的
に
了
解
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
密
教
と
祓
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
既
に
『
中
臣
祓
訓
解
』
の
項
で
触
れ
て
あ
る
の

で
、
そ
ち
ら
を
参
照
い
た
だ
き
た
い58

。

11
大
宮
處
・
靜
謐
・
神
宮
貴
左
事

　

『
大
元
神
一
祕
書
』

典
拠

a

*

大
宮
処

宮
処

神
風
伊
勢
国
度
会
郡
宇
治
邑
五
十
鈴
河
上
鎮
坐
。
是
大
八
洲
之
裏
吉
宮

処
也
。
故
則
朝
日
来
向
タ
日
向
国
、
浪
音
不
聞
国
、
風
立
不
聞
国
、
弓

矢
鞆
音
不
聞
国
、
打
床
志
貴
留
国
、
敫
浪
七
保
国
之
吉
国
定
給
。

「
爰
倭
姬
命
。
朝
日
來
向
國
。
夕
日
來
向
國
。
浪
音
不
聞
國
。
風
音
不
聞
國
。

弓
矢
鞆
音
不
聞
國
。
打
摩
伎
志
賣
留
國
。
敷
浪
七
保
國
之
吉
國
。
神
風
伊
勢
國

之
百
傳
度
會
縣
之
拆
久
志
呂
五
十
鈴
宮
尓
。
鎭
理
定
理
給
止
。
國
保
伎
給
支
。」『
倭

姫
命
世
記
』59

b

*

静
謐

神
祇
式
云
、
凡
駅
使
入
大
神
宮
堺
者
、
到
于
飯
高
郡
下
樋
小
河
止
鈴
声
。

此
則
道
徳
之
至
、
神
一
之
元
也
。
就
之
案
之
。
老
子
経
曰
、
夫
飾
兵
者

不
祥
器
。
祥
善
也
。
兵
者
驚
精
神
、
濁
和

気
。
不
善
人
之
器
也
。
不
当
修
飾
也
物
有
悪
之
。
兵
動
則
有
所
害
。
故

万
物
無
有
不
悪
之
也
故
有
道

者
不
処
。
言
有
道
之
、
人

不
処
其
国
也
。
亦
曰
、
兵
者
不
祥
之
器
。
非
君
子
之
器
。

「
凡
驛
使
入
大
神
宮
堺
者
。
到
于
飯
高
郡
下
樋
小
川
止
鈴
聲
。」『
延
喜
式
』
卷

四「夫
佳
兵
者
、
不
祥
之
器
、
佳
、
飾
也
。
祥
、
善
也
。
兵
者
、
驚
精
神
、
濁
和
氣
、

不
善
人
之
器
也
、
不
當
修
飾
之
。
物
或
惡
之
、
兵
動
則
有
所
害
、
故
萬
物
無
有

不
惡
之
者
。
故
有
道
者
不
處
。
有
道
之
人
不
處
其
國
。
君
子
居
則
貴
左
、
貴
柔

弱
也
。
用
兵
則
貴
右
。
貴
剛
強
也
、
此
言
兵
道
與
君
子
之
道
反
、
所
貴
者
異
也
。

兵
者
、
不
祥
之
器
、
兵
、
革
者
。
不
善
之
器
也
。
非
君
子
之
器
。」「
河
上
公
注
」

第
三
十
一
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d
神
宮
貴
左
事
帰
大
道
儀
也
。
道
経
曰
、君
子
居
則
貴
左
。
貴
柔
弱
也
用
兵
則
貴

右
。貴
剛
強
也
。
此
言
兵
道
与

君
子
道
反
。
所
貴
者
異
也
。亦
曰
、
吉
事
上
左
。
凶
事
上
右
。
河
上
公
曰
、

喪
礼
上
右
、
死
人
貴
陰
也
。
河
上
公
曰
、
万
物
皆
帰
道
受
気
、
道
非
如

人
主
有
所
禁
止
也
。
亦
曰
、
聖
人
守
大
道
、
則
天
下
万
民
移
心
帰
之
。

治
身
、
則
天
降
神
明
往
来
於
己
也
。

「
君
子
居
則
貴
左
、
貴
柔
弱
也
。
用
兵
則
貴
右
。
貴
剛
強
也
、
此
言
兵
道
與
君

子
之
道
反
、
所
貴
者
異
也
。」「
吉
事
尚
左
、
左
、
生
位
也
。
凶
事
尚
右
」「
喪

禮
尚
右
、
死
人
貴
陰
也
。」「
河
上
公
注
」
第
三
十
一

「
萬
物
皆
歸
道
受
氣
、
道
非
如
人
主
有
所
禁
止
也
。」「
河
上
公
注
」
第
三
十
四

「
聖
人
守
大
道
、
則
天
下
萬
民
移
心
歸
往
之
也
。
治
身
則
天
降
神
明
、
往
來
於

己
也
。」「
河
上
公
注
」
第
三
十
五

右
は
「
大
宮
処
」「
靜
謐
」「
神
宮
貴
左
事
」
の
三
項
を
挙
げ
た
。
こ
こ
で
語
ら
れ
た
言
説
は
全
て
他
の
典
籍
か
ら
の
引
用
で
構
成
さ

れ
て
い
る
。
神
道
書
と
し
て
『
倭
姫
命
世
記
』
及
び
『
神
祗
式
』、
道
家
思
想
か
ら
は
「
河
上
公
注
」
が
引
か
れ
、
神
道
的
言
説
が
道

家
思
想
的
に
解
釈
さ
れ
る
と
い
っ
た
構
え
が
明
瞭
に
顕
れ
て
い
る
。

12
明
衣

　

『
大
元
神
一
祕
書
』

典
拠

a

*

明
衣

祭
眼
（
祭
服
）

論
語
党
云
、
斎
必
有
明
衣
布
。

礼
記
曰
、使
天
下
之
人
、斎
明
盛
服
、以
承
祭
祀
。
洋
々
乎
。
如
在
其
上
、

如
在
其
左
右
。
明
、
猶
潔
。
洋
々
乎
。

人
相
思
、
其
傍
受
貌
也
。

公
羊
伝
曰
、
君
子
之
祭
也
。
敬
而
不
黷
。

尚
書
曰
、
黷
于
祭
祀
時
、
謂
弗
欽
。
祭
不
欲
数
。
数

黷
。
黷
則
不
敬

「
斎
必
有
明
衣
布
。」『
論
語
』
郷
党

「
使
天
下
之
人
、齊
明
盛
服
、以
承
祭
祀
。
洋
洋
乎
如
在
其
上
、如
在
其
左
右
。
明
、

猶
潔
也
。
洋
洋
、
人
想
思
其
傍
僾
之
貌
。」『
禮
記
正
義
』
中
庸

「
君
子
之
祭
也
。
敬
而
不
黷
。」『
公
羊
傳
』
桓
公
八
年

「
黷
於
祭
祀
、
時
謂
弗
欽
。
禮
煩
則
亂
、
事
神
則
難
。」「
祭
不
欲
數
、
數
則
黷
、

黷
則
不
敬
。」『
尚
書
正
義
』
說
命
中
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b
東
宮
切
韻
曰
、
数
、
頻
也
。
孫
愐
云
、
速
也
。

陸
法
言
、
黷
者
垢
黒
也
。

尚
書
云
、
黷
于
祭
祀
。
黷
猶
慢
。

廓
知
玄
云
、
汚
者
泥
土
着
物
。

韓
知
十
云
、
不
潔
浄
。

釈
氏
云
、
穢
也
。

宋
書
曰
、
廟
祭
行
事
之
始
、
有
司
祭
服
以
酒
護
地
。

大
常
蒸
虞
愿
曰
、
祭
不
欲
数
。
数
則
黷
。
勿
頻
。
享
忽
煩
行
。
勿
雑
服

臨
祭
場
。

為
長
卿
云
、
就
之
安
、
祭
服
者
潔
清
之
衣
也
。
雑
服
者
垢
黷
之
衣
也
。

維
服
者
不
可
臨
祭
埸
。
黷
之
字
、
与
汚
之
字

其
訓
同
号
。
其
釈
異
宗
廟
祠
官
、
祭
礼
之
時
、
着
用

明
衣
此
縁
也
。

「
又
廟
祠
行
事
之
始
、
以
酒
灌
地
」『
宋
書
』
禮
志

c
仁
義
礼
智
信
謂
五
常
也
。
五
戒
也
。

亦
五
性
也
。
則
無
性
也　

仁
者
背
殺
生
。
義
者
背
盗
。
礼
者
背

姪
。
智
者
背
酒
。
信
者
背
妄
言
。
凡
仁
義
礼
智
信
者
乃
性
也
。
在
性
不

在
人
也
。
人
有
賢
愚
。
性
即
無
也
。
為
覚
為
道
一
也
。

「
仁
義
禮
智
信
在
性
。
不
在
人
也
。
人
有
賢
愚
。
性
即
無
也
。」「
為
學
為
道
一
也
。」

『
大
慧
普
覺
禪
師
語
錄
』60

d
信
心
清
浄
。
則
生
実
相
。
実
相
者
是
非
相
也
。
名
実
相
也
。
実
信
則
莫

作
是
説
。
浄
信
則
衆
生
無
量
也
。
信
心
則
為
実
也
。
離
一
切
諸
相
則
名

諸
仏
。
非
道
是
為
道
。
達
神
道
仏
道
也
。
自
不
作
顛
倒
想
。
有
想
無
想

悉
皆
清
浄
。
既
得
清
浄
、
動
時
顕
湛
然
之
用
、
不
動
時
帰
湛
然
之
体
。

体
用
雖
殊
而
湛
然
則
一
也
。

「
世
尊
。
若
復
有
人
得
聞
是
經
。
信
心
清
淨
則
生
實
相
。
當
知
是
人
成
就
第
一

希
有
功
徳
。
世
尊
。
是
實
相
者
則
是
非
相
。
是
故
如
來
説
名
實
相
。」『
金
剛
般

若
波
羅
蜜
多
經
』61

「
須
菩
提
白
佛
言
。
世
尊
。
頗
有
衆
生
得
聞
如
是
言
説
章
句
生
實
信
不
。
佛
告

須
菩
提
。
莫
作
是
説
。
如
來
滅
後
後
五
百
歳
。
有
持
戒
修
福
者
。
於
此
章
句
能

生
信
心
以
此
爲
實
。
當
知
是
人
不
於
一
佛
二
佛
三
四
五
佛
而
種
善
根
。
已
於
無

量
千
萬
佛
所
種
諸
善
根
。
聞
是
章
句
乃
至
一
念
生
淨
信
者
。
須
菩
提
。
如
來
悉

知
悉
見
是
諸
衆
生
得
如
是
無
量
福
徳
。」『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
多
經
』62

「
離
一
切
諸
相
則
名
諸
佛
。」『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
多
經
』63

「
自
不
作
顛
倒
想
。
有
想
無
想
悉
皆
清
淨
。
既
得
清
淨
。
動
時
顯
湛
然
之
用
。

不
動
時
歸
湛
然
之
體
。
體
用
雖
殊
。
而
湛
然
則
一
也
。」『
大
慧
普
覺
禪
師
語

錄
』64
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e
道
経
曰
、
以
道
莅
天
下
者
、
其
鬼
不
神
、
以
道
徳
居
位
治
天
下
。
則
鬼

不
敢
見
其
精
神
。
以
犯
人
也
非
其
鬼

不
神
。
其
神
不
傷
人
、
鬼
非
無
精
神
也
。
邪
不
入

正
不
能
傷
自
然
之
民
也

非
其
神
不
傷
人
。
聖
人
亦
不

傷
人
。
非
鬼
神
、
不
能
傷
害
人
。
以
聖
人
在

位
不
傷
害
人
。
故
鬼
神
不
敢
干
人
也
夫
両
不
相
傷
。
鬼
与
聖
人
倶

両
不
相
傷
也
故
徳
交
帰

焉
。
夫
両
不
相
傷
。
則
人
得
治
於
陽
、
鬼
得
治
於
陰
。

人
得
全
其
性
命
、
鬼
得
保
其
精
神
。
故
徳
交
帰
之
也

「
以
道
蒞
天
下
、
其
鬼
不
神
。
以
道
德
居
位
治
天
下
、
則
鬼
不
敢
以
其
精
神
犯

人
也
。
非
其
鬼
不
神
、
其
神
不
傷
人
。
其
鬼
非
無
精
神
也
、
非
不
入
正
、
不
能

傷
自
然
之
人
。
非
其
神
不
傷
人
、
聖
人
亦
不
傷
〔
人
〕。
非
鬼
神
不
能
傷
害
人
。

以
聖
人
在
位
不
傷
害
人
、
故
鬼
〔
神
〕
不
敢
干
之
也
。
夫
兩
不
相
傷
、
鬼
與
聖

人
俱
兩
不
相
傷
也
。
故
德
交
歸
焉
。
夫
兩
不
相
傷
、
則
人
得
治
於
陽
、
鬼
神
得

治
於
陰
、
人
得
保
全
其
性
命
、
鬼
得
保
其
精
神
、
故
德
交
歸
焉
。」「
河
上
公
注
」

第
六
十

こ
こ
で
は
冒
頭
よ
り
儒
典
群
を
広
く
引
用
し
、
続
け
て
『
切
韻
』
の
諸
本
な
ど
の
字
書
類
を
参
照
し
、『
宋
書
』65

と
い
っ
た
史
書
ま

で
博
覧
し
て
、
祭
祀
に
際
し
て
、
外
見
的
に
も
内
面
的
に
潔
浄
を
守
る
べ
き
こ
と
を
言
う
。
こ
の
内
「
為
長
卿
云
」
は
典
拠
が
は
っ
き

り
し
な
い
が
、
そ
の
内
容
は
特
に
新
し
い
知
見
を
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
b
の
箇
所
は
総
じ
て
儒
家
的
言
説
と
し
て
了

解
し
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
c
の
箇
所
に
は
「
仁
義
礼
智
信
」
と
あ
る
の
で
、
前
の
儒
家
的
内
容
を
受
け
て
語
ら
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
割

注
で
は
そ
れ
を
「
五
常
」
と
解
釈
し
つ
つ
「
五
戒
」
で
あ
る
と
し
、「
五
性
」
で
あ
る
と
し
つ
つ
「
無
性
」
だ
と
言
い
、
仏
教
思
想
と

の
接
続
が
計
ら
れ
て
い
る
。
続
け
て
、
こ
う
い
っ
た
考
え
方
を
説
明
し
て
「
仁
者
背
殺
生
。
義
者
背
盗
。
礼
者
背
姪
。
智
者
背
酒
。
信

者
背
妄
言
。」
と
言
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
例
え
ば
『
摩
訶
止
觀
』
で
「
束
於
十
善
即
是
五
戒
。
深
知
五
常
五
行
義
亦
似
五
戒
。

仁
慈
矜
養
不
害
於
他
。
即
不
殺
戒
。
義
讓
推
廉
抽
己
惠
彼
。
是
不
盜
戒
。
禮
制
規
矩
結
髮
成
親
即
不
邪
婬
戒
。
智
鑒
明
利
所
爲
秉
直
中

當
道
理
。
即
不
飮
酒
戒
。
信
契
實
録
誠
節
不
欺
。
是
不
妄
語
戒
。」66

と
言
う
よ
う
に
、
仏
教
側
の
五
常
解
釈
を
そ
の
ま
ま
引
き
入
れ
て

い
る
の
が
分
か
る
。
し
か
も
『
大
慧
普
覺
禪
師
語
錄
』
の
文
章
が
再
構
成
さ
れ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
と
な
れ
ば
、
密
教
の
み
な
ら
ず
禅

籍
に
至
る
ま
で
も
博
捜
し
て
い
る
と
言
え
、『
大
元
神
一
祕
書
』
の
作
者
の
素
養
の
高
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
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こ
こ
ま
で
概
観
し
て
み
る
と
、
儒
家
思
想
の
観
点
か
ら
祭
祀
に
於
け
る
外
見
的
・
内
面
的
清
浄
さ
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
内

面
的
要
件
と
し
て
「
敬
」
が
要
請
さ
れ
た
が
、
続
け
て
c
の
箇
所
で
は
「
五
常
」
が
言
わ
れ
、
そ
れ
が
同
時
に
仏
教
の
五
戒
で
あ
る
と

す
る
構
え
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
清
浄
で
あ
る
こ
と
の
意
味
が
、
冒
頭
で
は
専
ら
祭
服
に
集
中
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
以

後
は
寧
ろ
儒
家
的
道
徳
及
び
仏
教
的
持
戒
に
よ
る
精
神
的
清
潔
さ
を
強
調
す
る
と
い
っ
た
流
れ
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
d
の
箇
所
で
は
、『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
多
經
』に
依
り
な
が
ら
、更
に「
信
心
清
浄
」を
挙
げ
る
が
、先
と
の
関
係
か
ら
す
る
と
、「
五

常
」
の
「
信
」
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
仏
教
的
な
「
信
」
と
し
て
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
信
の
清
浄
性
と
は
「
實
相
」
に
基

づ
け
ら
れ
、
徹
底
し
た
空
観
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
、「
非
道
是
為
道
」
と
い
う
こ
と
も
、『
中
觀
論
疏
』

で
「
所
言
不
破
中
假
者
。
體
道
之
人
達
此
性
假
本
來
是
道
不
須
破
之
。
既
欲
破
之
豈
非
破
於
道
耶
。
最
須
深
見
此
意
。
而
今
言
破
者
爲

其
不
知
所
立
性
假
本
來
是
道
。
故
用
道
爲
非
道
。
今
還
令
其
悟
非
道
爲
道
。
故
云
破
耳
。
實
不
破
也
。」67

と
言
う
よ
う
な
三
論
の
思
想

か
ら
発
せ
ら
れ
た
と
も
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
末
尾
に
は
、
こ
こ
で
も
『
大
慧
普
覺
禪
師
語
錄
』
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
禅
か
ら
の
思
想

的
影
響
が
認
め
ら
れ
、
或
い
は
彼
の
三
論
の
思
想
も
禅
を
経
由
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
e
の
箇
所
は
全
く
「
河
上
公
注
」
か
ら
の
引
用
が
挙
げ
ら
れ
、こ
こ
で
も
儒
仏
道
三
教
の
思
想
的
融
合
が
露
に
さ
れ
て
い
る
。

13
祈
念

　

『
大
元
神
一
祕
書
』

典
拠
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a*
祈
念

祈
請
事　

先
念
。
君
平
云
、
虚
無
者
道
徳
之
身
、
道
徳
者
虚
無
之
神
。

天
地
没
矣
。
而
道
常
在
。
衆
物
変
化
而
道
無
。
不
然
何
以
明
之
。
夫
原

我
性
命
、
受
化
於
心
。
心
受
之
於
意
。
意
受
之
於
精
。
精
受
之
於
神
。

形
体
消
而
神
不
毀
。
性
命
既
而
神
不
終
。
形
体
易
而
神
不
変
。
性
命
化

而
神
常
然
也
云

云
。

「
夫
原
我
性
命
、
受
化
於
心
。
心
受
之
於
意
。
意
受
之
於
精
。
精
受
之
於
神
。

形
體
消
而
神
不
毀
。性
命
既
而
神
不
終
。形
體
易
而
神
不
変
。性
命
化
而
神
常
然
」

『
類
聚
神
祗
本
源
』68

b
当
知
、
人
受
神
一
徳
故
、
天
甘
而
為
体
、
地
和
草
為
命
。
尊
利
益
為
性
、

神
命
助
為
身
。
神
明
加
護
為
徳
、
霊
鬼
慈
為
福
。
故
則
人
神
明
蒙
加
護
、

令
帰
一
実
也
。真
言
云
、即
事
而
真
。文
。事
相
即
理
。故
忽
現
当
二
世
益
、

可
在
之
。

c
大
道
者
、
是
平
常
心
也
。
是
陰
陽
之
外
、
至
一
之
境
。
不
可
以
心
識
、

不
可
以
名
言
者
也
。
当
受
之
以
静
、求
之
以
神
。
離
一
切
相
、無
分
別
心
、

捨
道
理
。
無
気
味
処
、
可
得
之
。
思
之
。

「
當
受
之
以
靜
、
求
之
以
神
。」「
河
上
公
注
」
十
四

d
或
曰
、
大
易
未
見
気
以
前
、
一
塵
不
立
。
放
下
何
物
。
廻
光
返
照
、
撥

手
而
行
。
超
凡
超
聖
、
撃
目
而
存
云

云
。

「
太
易
者
、
未
見
氣
也
」『
列
子
』
天
瑞

e
老
子
曰
、無
名
、天
地
之
始
。
有
名
、万
物
之
母
。
故
常
無
欲
以
観
其
妙
。

常
有
欲
以
観
其
徼
。
徼
者
帰
也
。
未
現
一
気
已
前
。
無
形
無
名
之
時
、
此
即
天
地
之
始
。
此

不
可
言
之
道
也
。
幻
如
、
則
離
自
不
作
顛
倒
想
、
自
消
自
滅
。
以
観
見

万
物
無
。
不
皆
帰
其
本
。
人
当

念
重
本
也
。
道
之
動
反
本
也
。

「
無
名
天
地
之
始
、有
名
萬
物
之
母
。
故
常
無
欲
以
觀
其
妙
、常
有
欲
以
觀
其
徼
。」

『
老
子
』
第
一

「
謂
徼
者
歸
也
」『
列
子
』
張
湛
注69

「
未
現
一
氣
已
前
。
無
形
無
名
之
時
。
此
即
天
地
之
始
。
此
不
可
言
之
道
」『
道

德
眞
經
直
解
』70

「
以
觀
見
萬
物
無
不
皆
歸
其
本
也
。
人
當
念
重
其
本
也
」「
河
上
公
注
」
第
十
六

「
道
之
動
、
反
、
本
也
」「
河
上
公
注
」
第
四
十

こ
の
一
節
で
は
、
先
ず
冒
頭
で
『
老
子
述
義
』
が
引
か
れ
る
。
そ
こ
に
「
君
平
云
」
と
あ
る
の
は
、
嚴
君
平
を
言
う
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
が
、
彼
の
『
老
子
指
歸
』
を
参
照
し
て
も
当
該
の
文
章
は
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、「
君
平
云
」
の
範
囲
を
ど
こ
ま
で
見
積

も
る
べ
き
か
も
あ
ま
り
明
瞭
に
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
彼
の
引
文
を
ひ
と
ま
と
め
に
概
要
を
伺
う
と
、
先
ず
「
虚
無
」
と
「
道
徳
」
は
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お
互
い
に
と
っ
て
「
身
」「
神
」
だ
と
さ
れ
る
。「
身
」「
神
」
の
対
は
、
身
体
と
精
神
の
対
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、「
虚
無
」
な
る

容
物
に
「
道
徳
」
を
備
え
る
と
い
っ
た
構
え
が
伺
え
、「
道
徳
」
が
よ
り
根
源
的
位
置
を
占
め
て
い
る
の
が
分
か
る
。
以
下
は
、「
衆
物
」

は
う
つ
ろ
い
ゆ
く
無
常
性
を
示
し
、
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
る
「
神
」
は
常
恒
性
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
る
。
ま
た
そ
の
「
神
」
な
る
本
源

は
、「
心
」
を
入
り
口
に
深
く
探
る
こ
と
で
見
出
さ
れ
る
と
も
さ
れ
て
い
る
。

次
に
b
の
箇
所
で
は
、
初
め
に
「
当
知
」
と
あ
る
の
で
、
前
の
『
老
子
述
義
』
を
受
け
て
、
以
下
の
論
が
展
開
さ
れ
た
と
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
文
章
は
極
め
て
難
解
で
、
精
確
に
読
み
と
る
こ
と
が
困
難
で
は
あ
る
が
、
概
略
的
に
述
べ
る
と
す
る
な
ら
、

「
人
」
は
「
神
一
德
」、
こ
の
「
一
」
は
以
下
の
「
一
実
」
と
呼
応
し
て
い
そ
う
で
あ
る
の
で
、「
絶
対
の
」
と
い
っ
た
意
味
を
帯
び
て

い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
神
の
絶
対
の
「
徳
」
を
得
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
人
」
は
「
神
明
」
か
ら
「
加
護
」
を
受
け
て
成
る
存
在
と

さ
れ
、
そ
れ
故
、「
神
」
の
境
位
た
る
「
一
実
」
に
帰
さ
れ
る
の
だ
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
先
の
『
老
子
述
義
』
の
内
容
と
写

像
し
て
解
す
る
な
ら
、
無
常
な
る
命
を
生
き
る
人
間
は
そ
の
本
源
と
し
て
常
恒
な
る
「
神
」「
道
徳
」
を
具
備
し
、「
神
明
」
の
加
護
を

受
け
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
自
己
の
本
源
た
る
「
一
実
」
に
回
帰
す
る
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
さ
に
こ
れ
を
「
真
言
云
、
即

事
而
真
」、
ま
た
「
事
相
即
理
」
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
華
厳
で
言
う
理
事
無
礙
の
論
理
が
適
用
さ
れ
て
お
り
、
先
の
構
え
は
ま
っ
た

く
如
来
蔵
思
想
的
性
格
を
有
す
る
も
の
だ
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
に
c
の
箇
所
で
は
「
大
道
者
、
是
平
常
心
也
」
と
あ
り
、「
大
道
」
が
そ
の
ま
ま
に
通
常
の
「
心
」
さ
な
が
ら
と
す
る
が
、
こ
れ

な
ど
は
南
泉
禅
師
の
「
平
常
心
是
道
」
が
参
照
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
な
れ
ば
極
め
て
仏
教
的
な
、
殊
に
禅
宗
的
な
意
義
を

持
つ
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
語
は
『
道
德
眞
經
直
解
』
で
も
「
謂
無
取
無
捨
、
無
凡
無
聖
、
無
一
法
可
修
、
無
一
行
可
得
、
故
云
平
常

心
是
道
。」71

と
言
っ
て
援
用
さ
れ
て
お
り
、
教
派
に
か
か
わ
ら
ず
、
広
く
人
口
に
膾
炙
し
た
と
見
え
、
特
別
な
典
拠
を
求
め
る
こ
と
は

困
難
と
な
る
。
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以
下
「
是
陰
陽
之
外
、
至
一
之
境
」
は
、
表
現
上
道
教
思
想
の
影
も
伺
い
う
る
が
、
直
後
の
「
不
可
以
心
識
、
不
可
以
名
言
」
な
ど

は
、
仏
教
書
に
も
し
ば
し
ば
散
見
し
う
る
表
現
で
あ
る
の
で
、
何
れ
の
思
想
に
由
来
す
る
か
は
判
然
と
し
な
い
。
そ
も
そ
も
多
分
に
仏

教
思
想
を
吸
収
し
た
重
玄
派
道
士
成
玄
英
の
『
老
子
義
疏
』
に
も
「
常
道
者
、
不
可
以
名
言
辨
、
不
可
以
心
慮
知
、
妙
絕
希
夷
、
理
窮

恍
惚
」72

と
あ
り
、
こ
こ
で
の
一
文
と
窮
め
て
相
似
し
た
内
容
を
示
し
て
お
り
、
或
い
は
こ
う
い
っ
た
所
か
ら
文
章
が
構
成
さ
れ
た
よ
う

に
も
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
重
玄
派
関
連
の
典
籍
を
援
用
す
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
思
想
的
に
は
仏
道
混
交
と
評
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
典

籍
は
明
瞭
で
な
く
と
も
、
そ
の
評
価
に
変
化
は
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
直
後
で
も
「
河
上
公
注
」
が
引
か
れ
る
と
、
再

び
「
離
一
切
相
、無
分
別
心
」
と
い
っ
た
仏
教
語
が
顕
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、こ
こ
は
仏
道
混
交
と
見
て
宜
し
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

次
に
d
の
箇
所
で
は
、
先
ず
『
列
子
』
を
踏
ま
え
、
諸
存
在
が
分
化
す
る
以
前
の
原
初
を
「
一
塵
不
立
」
だ
と
言
う
。
こ
の
表
現
も
、

以
下
で
「
放
下
何
物
。
廻
光
返
照
、
撥
手
而
行
。
超
凡
超
聖
、
撃
目
而
存
」
と
す
る
表
現
が
、
例
え
ば
「
廻
光
返
照
」73

は
『
臨
濟
錄
』

に
有
名
な
表
現
で
あ
る
し
、
禅
宗
の
言
説
に
窮
め
て
近
接
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
仏
教
思
想
の
文
脈
か
ら
捉
え
る
の
が
適
当
で

あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、『
列
子
』
の
「
太
易
」
が
仏
教
で
言
う
空
な
る
真
如
と
重
な
る
こ
と
に
な
り
、
先
の
場
合
と
同
様
に
、
仏
道

二
教
の
思
想
的
混
交
を
こ
こ
で
も
見
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
e
の
箇
所
は
、
先
ず
『
老
子
』
第
一
章
を
引
き
、
そ
の
注
釈
と
し
て
『
列
子
』
張
湛
注
、『
道
德
眞
經
直
解
』「
河
上
公
注
」
を

引
い
て
い
る
。
こ
の
内
「
幻
如
、
則
離
自
不
作
顛
倒
想
、
自
消
自
滅
。」
の
一
文
は
、
典
拠
が
明
瞭
で
は
な
い
が
、「
如
幻
」「
顛
倒
想
」

な
ど
の
表
現
か
ら
す
る
と
、
仏
教
思
想
か
ら
の
影
響
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
こ
こ
に
も
仏
道
二
教
の
融
合
が
認
め
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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14
文
起

　

『
大
元
神
一
祕
書
』

典
拠

a
文
起
。
夫
千
万
言
語
、
千
万
文
字
出
一
帰
一
也
。
如
樹
如
枝
也
。
亦
如
波
如
水

也
。
文
字
相
離
有
無
也
。
文
字
是
則
解
脱
。
解
脱
。
相
者
即
諸
法
也
。

「
言
說
文
字
皆
解
脱
相
。」『
維
摩
詰
所
説
經
』74

b
天
文
日
月
衆
星　

地
文
草
木
瓦
礫　

人
文
八
卦
草
書

c
秘
府
論
云
、
空
中
玄
中
開
本
有
之
字
、
亀
上
龍
上
述
自
然
之
文
。
黄
帝

有
九
人
子
。
九
淵
与
之
造
城
、
蒼
頡
造
文
字
、
船
衣
服
弓
箭
等
造
之
。
「
空
中
塵
中
、
開
本
有
之
字
、
龜
上
龍
上
、
演
自
然
之
文
。」『
文
鏡
秘
府
論
』75

序

d
類
音
次
序
云
、
先
賢
造
字
、
其
数
頗
多
。
案
説
文
、
其
有

一
十
三
万
千
四
十
一
字
。
解
説
不
同
。
皆
依
六
書
八
体
、
是
万
行
用
。
「
岱
宗
處
士
太
原
郭
迻
修
纂
新
詮
定
一
切
經
類
音
決
序
云
。
昔
軒
轅
黄
帝
初
召

沮
誦
蒼
頡
始
制
文
字
。
蓋
依
類
象
形
故
謂
之
文
。
其
後
形
聲
相
益
即
謂
之
字
。

著
於
竹
帛
即
謂
之
書
。
周
禮
八
歳
入
小
學
。
保
氏
教
國
子
以
六
書
。
一
曰
指
事
。

視
而
可
識
。
察
而
可
見
。
上
下
是
也
。
二
曰
象
形
。
書
成
其
物
隨
體
詰
詘
。
是
也
。

三
曰
形
聲
。
以
事
爲
名
。
取
譬
相
成
。
江
河
是
也
。
四
曰
會
意
。
比
類
合
誼
以

見
指
撝
。
武
信
是
也
。
五
曰
轉
注
。
建
類
一
道
同
意
相
受
考
老
是
也
。
六
曰
假

借
。
本
無
其
字
。
依
聲
託
事
令
長
是
也
。
自
秦
書
有
八
體
。
一
大
篆
。
二
小
篆
。

三
刻
符
。
四
蟲
書
。
五
摹
印
。
六
署
書
。
七
殳
書
。
八
隷
書
也
。
而
先
賢
造
字

其
數
頗
多
。
案
説
文
共
有
一
十
三
萬
三
千
四
百
四
十
一
字
。
解
説
不
同
皆
依
六

書
八
體
。
足
可
行
用
。」『
岱
宗
處
士
太
原
郭
迻
修
纂
新
詮
定
一
切
經
類
音
決
序
』

（『
悉
曇
藏
』76

所
収
佚
文
）

e
大
師
梵
字
、
一
字
一
万
六
千
八
百
七
十
二
字
。
常
梵
字
七
千
許
云

云
。

f
古
文
、
周
代
（
万
天
）
用
之
。
黄
帝
時
、
蒼
頡
制
之
。
此
則
科
斗
字
也
。

g
凡
文
字
起
、伏
儀
時
、亀
負
八
卦
来
。
此
以
前
、木
刻
知
数
、結
草
計
物
。

八
卦
出
来
、
則
鬼
神
市
啼
。
故
天
下
誑
惑
有
情
悩
。
八
卦
出
来
、
則
人

知
東
西
南
北
、
春
夏
秋
冬
弁
。
而
鬼
神
更
不
可
悩
。
仍
啼
市
。
其
後
蒼

頡
行
海
、
見
鳥
跡
造
文
字
。
古
文
是
也
。
又
秦
世
程
遊
、
改
科
斗
字
、

為
隸
字
。
隷
者

免
也
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h
或
云
、
上
古
之
世
、
未
有
文
字
。
貴
賤
老
少
、
口
々
相
伝
。
前
言
徳
行
、

存
而
不
忘
。
書
契
以
来
、
不
好
談
古
。
浮
華
競
興
、
還
嗤
旧
老
云

云
。

「
蓋
聞
、上
古
之
世
、未
有
文
字
、貴
賤
老
少
、口
口
相
傳
、前
言
往
行
、存
而
不
忘
・

書
契
以
来
、
不
好
談
古
。
浮
華
競
興
、
還
嗤
旧
老
。」『
古
語
拾
遺
』

i
・
五
音
。
宮　

商　

角

　

徴　

羽

・
六
律
。
金　

石　

糸　

竹

　

草
木　

鼓
也
。

・
六
書
。
広　

韻

奥
云
。

一
曰
象
形
。
象
物
之

形
作
字

二
曰
会
意
。
比
類
為
而
。
上
戈
為

武
。
人
言
為
信
、
是
也

三
曰
形
声
。
取
譬
相
成
。

江
河
之
字
是
也

四
曰
指
事
。
指
事
為
字
。

上
下
之
字
是
也

五
曰
仮
借
。
本
無
其
字
。
依
声
託

事
。
令
長
之
字
是
也

六
曰
転
注
。
左
転
、
為
考
。

右
転
、
為
老
是
也

「
一
曰
象
形
。
象
物
之

形
作
字　

二
曰
会
意
。
比
類
為
而
。
上
戈
為

武
。
人
言
為
信
、
是
也　

三
曰
形
声
。
取
譬
相
成
。

江
河
之
字
是
也

　

四
曰
指
事
。
指
事
為
字
。

上
下
之
字
是
也　

五
曰
仮
借
。
本
無
其
字
。
依
声
託

事
。
令
長
之
字
是
也　

六
曰
転
注
。
左
転
、

為
考
。

右

転
、

為
老
是
也
」『
大
宋
重
修
廣
韻
』
巻
五

j
蕭
子
良
古
今
篆
隸
文
体
云
。

日
お　胎

火
。
日
月
一
曰
象
形
、
日
月
是
也
。
日
為
君
道
。

月
Ｘ　金

水
。
故
常
資
円
満
之
性
。
其
一
、
書
以
陽
如
数
奇
也
。

月
為
臣
道
。
用
有
虧
損
之
形
。
其
中
二
、
書
象
陰
数
偶
也
。

儒
云
、
以
天
地
陰
陽
位
、
定
万
物
男
女
象
。
以
日
為
胎
蔵
、
以
月
為
金

剛
也
。
思
之
。

「
一
曰
象
形
、
日
月
是
也
。
日
爲
君
道
、
故
常
資
圓
滿
之
性
。
其
中
一
畫
、
以

陽
數
奇
也
。
月
爲
臣
道
、
用
有
彁
損
之
形
。
其
中
二
畫
、
象
陰
數
偶
也
。『
篆

隷
文
體
』77

 

こ
の
一
節
で
は
文
字
の
成
り
立
ち
、
機
能
、
類
型
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
漢
籍
か
ら
の
引
用
、
或
い
は
漢
籍
に
基
づ
く
記

述
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
冒
頭
の
「
文
起
」
に
付
さ
れ
た
割
注
は
、
極
め
て
仏
教
的
な
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
先
ず
「
千
万
文
字
」
が
「
一
」
よ
り
発
生
し
、
そ
れ
が
再
び
「
一
」
に
回
帰
す
る
の
だ
と
言
う
。
こ
の
「
一
」
は
、
以
下

で
「
文
字
相
離
有
無
也
。
文
字
是
則
解
脱
。」
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
絶
対
の
「
一
」、
い
わ
ば
真
如
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
以
下
の
「
如
樹
如
枝
」、
ま
た
「
如
波
如
水
」
は
、
文
字
と
真
如
と
の
関
係
性
を
譬
喩
し
て
い
る
と
見
え
、
両
者
が
始
末
と
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本
体
に
そ
れ
ぞ
れ
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
、
文
字
が
「
枝
」「
波
」、
真
如
が
「
樹
」「
水
」
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
を
「
文

字
是
則
解
脱
。
解
脱
相
者
即
諸
法
也
」
と
も
言
い
、
両
者
を
不
可
分
に
結
ん
で
お
れ
ば
、
こ
う
い
っ
た
関
係
性
は
『
大
乘
起
信
論
』
で

い
う
水
波
喩
に
親
し
い
内
容
で
あ
る
と
言
え
、
如
来
蔵
思
想
の
構
え
が
反
映
さ
れ
た
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
b
の
箇
所
は
、
同
文
を
他
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
李
翺
『
雜
說
』
の
「
日
月
星
辰
經
乎
天
、
天
之
文
也
。

山
川
草
木
羅
乎
地
、
地
之
文
也
。
誌
氣
言
語
發
乎
人
、
人
之
文
也
。」78

、
或
い
は
『
劉
子
』
慎
言
の
「
日
月
者
、
天
之
文
也
。
山
川
者
、

地
之
文
也
。
言
語
者
、
人
之
文
也
。」79

あ
た
り
に
類
す
る
記
述
が
参
照
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
構
え
は

特
定
の
典
籍
に
特
徴
的
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
同
文
の
発
見
以
外
に
典
拠
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
こ
で
は
漢
籍
を

踏
ま
え
た
内
容
と
指
摘
す
る
に
留
め
る
。
f
と
g
の
箇
所80

に
つ
い
て
も
同
文
を
他
に
見
出
せ
な
い
の
で
、
こ
れ
と
同
様
に
解
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

e
の
箇
所
も
典
拠
が
明
瞭
で
な
い
。『
悉
曇
藏
』
を
参
照
し
て
み
る
と
、「
字
母
釋
義
云
。
根
原
四
十
七
言
。
流
派
餘
一
萬
。
又
云
。

從
此
一
迦
字
母
門
出
生
十
二
字
。
如
是
一
一
字
母
各
各
出
生
十
二
字
。
一
轉
有
四
百
八
字
。
如
是
有
二
合
三
合
四
合
之
轉
都
有
一
萬

三
千
八
百
七
十
二
字
文
大
悉
曇
章
云
。
字
母
釋
義
記
云
。
有
一
萬
三
千
八
百
七
十
二
字
。
今
此
大
悉
曇
章
本
末
兩
卷
之
内
。
都
有
一
萬

六
千
五
百
五
十
字
也
文
」81

と
あ
り
、
字
母
よ
り
多
数
の
諸
字
が
派
生
す
る
こ
と
を
言
う
が
、
そ
の
総
数
と
し
て
「
一
萬

三
千
八
百
七
十
二
字
」、
ま
た
「
一
萬
六
千
五
百
五
十
字
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
大
元
神
一
祕
書
』
で
示
さ
れ
た

「
一
万
六
千
八
百
七
十
二
字
」
と
合
致
し
な
い
が
、
両
者
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
「
一
万
六
千
」
と
「
八
百
七
十
二
」
は
一

致
し
て
お
り
、『
大
元
神
一
祕
書
』
の
誤
写
の
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
「
常
梵
字
七
千
許
」
も
、『
悉
曇
藏
』
で
「
自
初
單
迦
字

至
四
合
字
。
皆
以
十
二
轉
呼
之
一
萬
六
千
五
百
五
十
字
也
。
然
是
後
人
以
意
作
此
合
法
。
天
竺
梵
文
未
見
此
式
而
已
云
云
其
九 

字
紀
序
云
。

字
餘
七
千
。
功
少
用
要
。」82

と
言
う
の
で
、
恐
ら
く
は
『
悉
曇
藏
』
を
踏
ま
え
て
記
述
さ
れ
た
と
考
え
て
宜
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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j
の
箇
所
は
蕭
子
良
『
古
今
篆
隸
文
体
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
言
う
「
日
」「
月
」
を
胎
金
両
部
、
火
水
に
そ
れ
ぞ
れ

配
当
し
て
い
る
。
こ
れ
は
先
の
「
日
神
」「
月
神
」
の
関
係
性
と
等
し
く
、
天
照
太
神
と
豊
受
太
神
の
関
係
を
持
ち
込
ん
で
解
さ
れ
た

と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
密
教
と
言
う
よ
り
、
両
部
神
道
の
構
え
が
反
映
さ
れ
た
と
評
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

次
に
「
儒
云
」
と
し
て
「
以
天
地
陰
陽
位
、
定
万
物
男
女
象
」
と
す
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
は
『
周
易
』
の
論
理
を
言
う
の
で
あ
ろ

う
が
、
続
け
て
「
以
日
為
胎
蔵
、
以
月
為
金
剛
」
と
言
っ
て
、
こ
れ
を
両
部
神
道
の
論
理
に
回
収
し
て
い
る
。

15
『
無
量
壽
經
』

　

『
大
元
神
一
祕
書
』

典
拠

a
無
量
寿
経
下
云
、
在
位
不
正
、
為
其
所
欺
、
妄
損
忠
良
、
不
当
天
心
。

臣
欺
其
君
、
子
欺
其
父
、
兄
弟
夫
婦
中
外
知
識
更
相
欺
誑
。
復
不
畏
王

法
禁
令
。
如
是
之
悪
着
於
人
鬼
。
日
月
照
見
、
神
明
記
識
。
故
有
自
然

三
塗
無
量
苦
悩
。

「
在
位
不
正
爲
其
所
欺
。
妄
損
忠
良
不
當
天
心
。
臣
欺
其
君
。
子
欺
其
父
。
兄

弟
夫
婦
。
中
外
知
識
。
更
相
欺
誑
。」『
無
量
壽
經
』83

「
亦
復
不
畏
王
法
禁
令
。
如
是
之
惡
著
於
人
鬼
。
日
月
照
見
神
明
記
識
。
故
有

自
然
三
塗
無
量
苦
惱
。」『
無
量
壽
經
』84

b
亦
曰
、
不
信
先
聖
諸
仏
経
法
、
不
信
行
道
可
得
度
世
、
不
信
死
後
神
明

更
生
。故
有
自
然
三

塗
無
量
苦
悩
苦
心
誨
喩
教
令
修
善
。
随
器
開
導
、
授
与
経
法
、
莫

不
承
用
。
在
意
所
願
皆
令
得
道
。
仏
所
遊
履
国
邑
丘
聚
靡
不
蒙
化
。
天

下
和
順
、日
月
清
明
。
風
雨
以
時
、災
厲
不
起
。
国
豊
民
安
、兵
戈
無
用
。

崇
徳
与
仁
、
務
修
礼
譲
。

「
不
信
先
聖
諸
佛
經
法
。
不
信
行
道
可
得
度
世
。
不
信
死
後
神
明
更
生
。」『
無

量
壽
經
』85

「
苦
心
誨
喩
教
令
修
善
。
隨
器
開
導
授
與
經
法
。
莫
不
承
用
。
在
意
所
願
皆
令

得
道
。
佛
所
遊
履
。
國
邑
丘
聚
。
靡
不
蒙
化
。
天
下
和
順
。
日
月
清
明
。
風
雨

以
時
。
災
厲
不
起
。
國
豐
民
安
。
兵
戈
無
用
。
崇
徳
興
仁
。
務
修
禮
讓
。」『
無

量
壽
經
』86

『
大
元
神
一
祕
書
』
の
末
尾
は
『
無
量
壽
經
』
か
ら
の
引
用
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。

彼
の
経
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
浄
土
三
部
経
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
が
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
こ
こ
で
の
引
用
は
全
く
往
生
信
仰
が
殆
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ど
強
調
さ
れ
て
い
な
い
。
か
え
っ
て
現
世
の
問
題
が
寧
ろ
主
題
化
さ
れ
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
。
そ
う
な
る
と
、
浄
土
宗
な
ど
で
鼓
吹

さ
れ
た
信
仰
と
は
切
り
分
け
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、『
無
量
壽
經
』
へ
の
注
視
は
浄
土
信
仰
と
の
関
わ
り
を
示
唆
す
る
も

の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
寧
ろ
所
謂
る
旧
仏
教
に
内
包
さ
れ
た
浄
土
信
仰
の
文
脈
か
ら
受
け
止
め
て
お
く
の
が
適
当
だ
と
考
え
る
。

小
結

以
上
、『
大
元
神
一
祕
書
』
の
思
想
構
成
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、
神
道
的
課
題
に
対
し
て
儒
家
思
想
的
に
、
道
家
思
想
（
老

荘
思
想
）
的
に
、
ま
た
仏
教
思
想
的
に
論
理
を
構
築
し
て
い
た
こ
と
が
明
瞭
に
な
っ
た
。
こ
の
内
、
道
家
的
な
記
述
は
、「
河
上
公
注
」

な
ど
の
道
家
思
想
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、『
道
德
眞
經
直
解
』
な
ど
に
顯
わ
れ
た
道
教
的
な
内
容
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た

仏
教
的
な
記
述
に
つ
い
て
も
、
密
教
、
或
い
は
両
部
神
道
に
由
来
す
る
の
み
な
ら
ず
、
禅
籍
も
参
照
さ
れ
る
な
ど
、
極
め
て
広
範
な
引

用
の
在
り
方
が
見
て
取
れ
た
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
並
列
的
に
扱
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、存
在
の
本
源
か
ら
緊
密
に
結
び
合
っ
て
お
り
、

三
教
は
神
道
思
想
と
し
て
完
全
に
融
合
し
て
い
た87

。
そ
う
な
る
と
、
こ
う
い
っ
た
構
え
は
件
の
「
正
直
」
を
巡
る
思
想
構
成
と
全
く
相

似
し
て
お
り
、
そ
れ
故
、『
大
元
神
一
祕
書
』
で
「
正
直
」
が
直
接
語
ら
れ
て
は
い
な
く
と
も
、
彼
の
「
正
直
」
の
論
理
と
円
滑
に
接

続
す
る
こ
と
に
な
る
と
想
定
さ
れ
る
。
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註1 

高
橋
美
由
起
『
伊
勢
神
道
の
成
立
と
展
開
』　

五
〇
頁

2 

牟
禮
仁
『
中
世
神
道
説
形
成
論
考
』　

四
〇
二
頁

3 

真
福
寺
善
本
叢
刊
8
『
伊
勢
神
道
集
』　

五
二
九
頁
～

4 

神
道
大
系
『
伊
勢
神
道
（
上
）』
四
〇
二
頁

5 

神
道
大
系
『
伊
勢
神
道
（
上
）』
四
〇
二
頁

6 

道
藏　

巻
十
二　

二
四
二
頁
上

7 『
紫
淸
指
玄
集
』
道
藏
精
華
第
一
集
之
四　

九
一
頁

8 

例
え
ば
『
聯
燈
會
要
』
に
「
山
塢
有
廟
。
甚
靈
。
殿
中
唯
破
竈
一
所
。
郷
民
祭
祀
不
輟
。
師
入
其
廟
。
以
拄
杖
敲
竈
三
下
云
。
汝
本
泥
土
。
塼
瓦
合
成
。

靈
從
何
來
。
聖
從
何
起
。
恁
麼
烹
宰
物
命
。
又
敲
三
下
。
竈
乃
傾
墮
。
師
云
。
破
也
墮
也
。
破
也
墮
也
。
須
臾
有
一
青
衣
峩
冠
。
設
拜
師
前
。
師
問
汝

是
何
人
。
神
云
。
我
本
此
廟
竈
神
。
久
受
業
報
。
今
蒙
和
尚
為
說
無
生
法
忍
。
得
脫
此
處
。
今
生
天
上
。
特
來
致
謝
。
師
云
。
是
汝
本
有
之
性
。
非
吾
強
言
。

神
再
拜
而
沒
。」（
卍
續
藏
經　

第
一
三
六
冊　

二
三
四
頁
右
下
～
五
頁
左
上
）
と
あ
る
。

9 

「
嵩
山
有
一
廟
、
極
靈
異
。
殿
上
惟
有
一
竈
、
絕
不
可
近
、
近
則
有
禍
。
由
是
遠
近
祈
祀
、
殆
無
虛
日
。
一
日
、
有
一
禪
師
至
廟
、
直
入
殿
中
、
以
柱
杖

擊
竈
三
下
曰
。
汝
本
泥
土
合
成
、聖
從
何
來
。
靈
從
何
起
。
乃
敢
恁
麼
烹
宰
衆
生
。
言
訖
、又
打
三
下
、竈
乃
應
手
破
墮
。
須
臾
、有
一
青
衣
、峨
冠
踊
出
、

向
師
拜
曰
。
某
實
此
廟
竈
神
、久
愛
京
報
、今
蒙
禪
師
為
說
無
生
法
忍
、已
得
脫
離
此
處
、將
生
天
矣
、敢
不
敬
謝
。
師
曰
。
此
是
汝
本
有
之
性
、非
吾
強
言
。

神
復
再
拜
而
沒
。」（
道
蔵　

巻
二
七　

一
二
九
頁
下
）
と
あ
る
。

10 

道
藏　

巻
十
二　

二
四
一
頁
上
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11 

神
道
大
系
『
伊
勢
神
道
（
上
）』
四
〇
五
頁

12 
道
藏　

巻
十
二　

二
四
一
頁
上

13 

大
正
藏　

巻
七
七　

三
七
〇
頁
中

14 

道
藏　

巻
十
二　

二
三
七
頁
中

15 「
大
虛
空
宮
離
國
大
毘
盧
遮
那
如
來
。
名
無
邊
法
界
元
神
。
此
號
虛
無
神
（
割
註
：
奈
利
）」（
弘
法
大
師
全
集
第
五
輯　

一
五
三
頁
）
と
あ
る
。

16 「
大
毘
盧
遮
那
如
來
變
化
所
執
御
名
現
在
明
給
。
火
珠
所
成
神
。
水
珠
所
成
神
。
日
天
子
月
天
子
。
豊
受
皇
太
神
。
天
照
皇
太
神
。
大
元
神
。
虗
無
神（
割

註
：
已
上
各
別
）
内
外
兩
宮
兩
部
大
日
坐
眼
前
。」（
弘
法
大
師
全
集
第
五
輯　

二
二
〇
頁
）
と
あ
る
。

17 「
佛
法
人
法
主
者
以
虛
無
神
爲
尊
皇
是
名
大
元
尊
神
。
葦
原
中
國
心
王
如
来
也
。」（
弘
法
大
師
全
集
第
五
輯　

六
二
頁
）
と
あ
る
。

18 

し
か
も
『
道
德
真
經
直
解
』
で
は
「
釋
氏
以
虛
神
謂
之
實
相
、
取
其
不
壞
為
義
」（
道
藏　

巻
十
二　

二
四
一
頁
上
）
と
も
言
っ
て
お
り
、
彼
の
「
虛
神
」

は
こ
こ
で
の
思
想
的
構
え
に
窮
め
て
近
し
い
。

19 

道
藏　

巻
十
二　

二
四
一
頁
上

20 

神
道
大
系
『
伊
勢
神
道
（
上
）』　

一
二
一
頁

21 

神
道
大
系
『
伊
勢
神
道
（
上
）』　

一
二
一
頁

22 

大
正
藏　

巻
四
五　

一
四
三
頁
中

23 

『
寶
藏
論
』
の
思
想
的
特
徴
に
つ
い
て
は
、
既
に
拙
論
「
唐
代
に
於
け
る
『
大
乘
起
信
論
』
思
想
の
中
国
的
展
開
に
関
す
る
一
考
察　

─
「
忽
然
念
起
」

を
中
心
に
─
」（『
智
山
学
報
』
第
五
十
二
輯
）
で
論
じ
て
あ
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

24 

「
本
際
虚
玄
品
第
三
」
に
「
夫
本
際
者
。
即
一
切
衆
生
無
礙
涅
槃
之
性
也
。
何
謂
忽
有
如
是
妄
心
及
以
種
種
顛
倒
者
。
但
爲
一
念
迷
也
。」（
大
正
蔵
巻

四
五　

一
四
八
頁
上
）
と
あ
る
。
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25 

高
橋
氏
は
「
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
道
家
思
想
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
部
神
道
か
ら
独
立
し
た
伊
勢
神
道
教
説
を
樹
立
し
た
の
は
や
は
り

度
会
行
忠
の
営
為
に
よ
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。」（
前
掲
書
六
〇
頁
）
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
既
に
『
寶
藏
論
』
に
仏
道
混
交
の
思
想
が
示

さ
れ
て
お
り
、そ
れ
を
『
大
元
神
一
祕
書
』
が
引
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、彼
の
混
交
し
た
思
想
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
っ
た
と
は
言
え
ず
、

そ
れ
故
、い
か
に
道
家
思
想
を
神
道
思
想
に
導
入
し
て
も
、仏
教
思
想
の
分
離
抑
圧
に
繋
が
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、「
大
元
神
一
祕
書
」

な
る
題
名
に
注
目
す
る
な
ら
、
そ
の
道
教
的
な
響
き
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
た
し
か
に
、『
兩
宮
本
誓
理
趣
摩
訶
衍
』
で
は
「
天
上
御
名
曰
天

照
太
神
也
。
地
下
御
名
曰
天
御
中
主
尊（
巳
上
通
宮
也
。）大
毘
慮
遮
那
如
來
變
化
所
執
御
名
現
在
明
給
。
火
珠
所
成
神
。
水
珠
所
成
神
。
日
天
子
月
天
子
。

豊
受
皇
太
神
。天
照
皇
太
神
。大
元
神
。虗
無
神（
以
上
各
別
）内
外
兩
宮
兩
部
大
日
坐
眼
前
」（
弘
法
大
師
全
集
第
五
輯　

二
二
〇
頁
）と
言
っ
て
お
り
、『
大

元
神
一
祕
書
』で
言
う「
虛
無
神
」が「
大
元
神
」と
も
換
言
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
大
元
神
一
祕
書
」の「
大
元
神
」は
こ
れ
と
深
く
関
わ
る
と
見
え
る
。『
兩

宮
本
誓
理
趣
摩
訶
衍
』
で
は
大
日
如
來
を
神
明
の
本
源
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
、「
大
元
神
」
は
も
と
よ
り
密
教
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と

に
は
な
る
が
、こ
の
「
大
元
」
は
『
神
皇
實
錄
』
で
「
大
元
（
謂
無
名
之
名
、無
狀
之
狀
。
呈
稱
氣
神
。
萬
物
靈
臺
。
日
月
星
氣
是
。
天
大
地
大
、人
亦
大
。

故
大
象
人
形
坐
也
。
無
者
元
至
也
。）」（
神
道
大
系
『
伊
勢
神
道
』（
上
）　

一
五
六
頁
）
と
言
う
よ
う
に
、
道
家
的
な
解
釈
に
寄
せ
て
理
解
さ
れ
る
場
合

も
有
る
。
こ
の
よ
う
に
「
大
元
」
な
る
語
を
巡
る
語
り
は
仏
道
二
教
に
開
か
れ
て
お
り
、
全
て
を
密
教
教
義
に
還
元
し
て
理
解
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、「
大
元
神
一
」
は
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
と
よ
く
似
た
音
の
響
き
を
持
つ
。
道
家
的
に
開
か
れ
た
「
大
元
」
は
「
太
玄
」
と
関
連
づ
け
う
る
し
、

実
際
、『
崇
文
總
目
』
巻
九
道
書
類
に
「
太
元
眞
一
本
除
經
」
と
も
表
記
さ
れ
て
お
り
、
両
者
を
音
通
の
関
係
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
な

る
と
、
本
論
で
も
検
討
し
た
通
り
、『
大
元
神
一
祕
書
』
は
道
教
重
玄
派
の
思
想
に
配
慮
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
し
、
彼
の
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
の
語

感
が
影
響
を
与
え
た
可
能
性
を
考
え
て
宜
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
に
、
こ
の
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
も
『
大
乘
起
信
論
』
思
想
を
大
い
に
摂
取
し
、

『
寶
藏
論
』
と
よ
く
似
た
仏
道
混
交
の
思
想
を
示
す
に
し
て
も
、
あ
く
ま
で
道
教
の
典
籍
と
し
て
存
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、『
大
元
神
一

祕
書
』
は
ま
さ
に
こ
う
い
っ
た
構
え
を
そ
れ
と
共
有
し
て
い
る
。『
大
元
神
一
祕
書
』
が
道
家
の
天
地
開
闢
説
と
仏
教
の
如
来
蔵
思
想
を
合
致
さ
せ
な
が
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ら
、
仏
教
典
籍
で
は
な
く
し
て
、
神
道
書
と
し
て
存
立
す
る
の
も
、
ま
さ
に
そ
の
語
り
方
、
解
釈
の
開
き
方
の
相
違
に
根
拠
が
見
い
だ
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
、
高
橋
氏
の
言
う
「
道
家
思
想
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
部
神
道
か
ら
独
立
し
た
伊
勢
神
道
教
説
を
樹
立
し
た
」
と
い
う
こ
と
も
、

思
想
的
内
容
と
し
て
捉
え
る
な
ら
、
如
何
に
道
家
思
想
を
導
入
し
て
も
、
仏
教
と
混
交
し
た
状
況
に
変
異
を
齎
す
こ
と
は
無
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を

語
り
方
の
問
題
と
し
て
見
た
時
に
、
初
め
て
そ
の
意
義
が
明
瞭
に
な
る
の
だ
と
考
え
る
。

26 『
大
方
廣
圓
覺
修
多
羅
了
義
經
略
疏
』
大
正
藏　

巻
三
九　

五
二
四
頁
上

27 

蒙
文
通
文
集
６
『
道
書
輯
校
十
種
』　

四
六
二
頁

28 

道
藏　

巻
四　

八
四
四
頁
上

29 『
列
子
集
釋
』
中
華
書
局
出
版　

八
頁

30 

大
正
藏　

巻
三
四　

八
三
〇
頁
中

31 

大
正
藏　

巻
三
二　

六
三
七
頁
中

32 

大
正
藏　

巻
五
八　

一
頁
下

33 

弘
法
大
師
全
集
第
五
輯　

一
四
七
～
八
頁

34 

大
正
藏　

巻
三
二　

六
〇
七
頁
上

35 

弘
法
大
師
全
集
第
五
輯　

一
四
八
頁

36 

弘
法
大
師
全
集
第
五
輯　

一
四
八
頁

37 

大
正
藏　

巻
三
二　

六
一
九
頁
下
～
二
〇
頁
上

38 

大
正
藏　

巻
三
二　

六
二
〇
頁
上

39 

大
正
藏　

巻
三
二　

六
二
〇
頁
上
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40 

大
正
藏　

巻
五
八　

二
頁
上

41 「
伊
舎
那
天
伊
舎
那
后
伊
舎
那
妃
互
直
。
此
云
自
在
天
。
亦
稱
之
那
伊
弉
諾
伊
弉
册
尊
」（
弘
法
大
師
全
集
第
五
輯　

一
四
八
頁
）
と
あ
る
。

42 

「
天
神
天
御
中
主
神
、
詔
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
（
割
註
：
本
命
伊
舎
那
天
・
伊
舎
那
妃
。
亦
名
自
在
天
是
也
。）」（
真
福
寺
善
本
叢
刊
６
『
両
部
神
道
集
』　

三
九
八
頁
）
と
あ
る
。

43 

神
道
大
系
『
中
臣
祓
註
釋
』
十
二
頁

44 

大
正
藏　

巻
六
一　

四
〇
八
頁
下

45 『
兵
範
記
』
四　

史
料
大
成
１
８　

二
六
八
頁
～

46 『
古
事
記
・
先
代
舊
事
本
紀
・
神
道
五
部
書
』
新
討
增
補
國
史
大
系
第
七
卷　

一
〇
頁

47 『
古
事
記
・
先
代
舊
事
本
紀
・
神
道
五
部
書
』
新
討
增
補
國
史
大
系
第
七
卷　

一
〇
頁

48 『
古
事
記
・
先
代
舊
事
本
紀
・
神
道
五
部
書
』
新
討
增
補
國
史
大
系
第
七
卷　

三
五
頁

49 『
古
事
記
・
先
代
舊
事
本
紀
・
神
道
五
部
書
』
新
討
增
補
國
史
大
系
第
七
卷　

三
頁

50 『
全
唐
文
』
巻
六
六
九

51 

道
藏　

巻
十
二　

二
三
九
頁
上　

二
三
九
中

52 

道
藏　

巻
十
二　

二
四
一
頁
上

53 

道
藏　

巻
十
二　

二
三
七
頁
中

54 

藤
井
淳
氏
は
「「
此
言
」
以
下
「
至
一
」
ま
で
は
『
老
子
述
義
』
の
佚
文
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。」（「
伊
勢
神
道
撰
述
書
『
大
元
神
一
秘
書
』
と
『
老

子
述
義
』」『
駒
澤
大
学
佛
教
學
部
研
究
紀
要
』
第
七
十
二
號　

七
五
頁
）
と
言
わ
れ
る
が
、
氏
も
承
認
し
て
い
る
通
り
、『
老
子
述
義
』
の
特
徴
と
し
て

儒
学
的
解
釈
を
見
る
な
ら
、
こ
こ
の
一
文
は
あ
ま
り
に
道
教
的
な
内
容
で
あ
る
の
で
、
直
ち
に
『
老
子
述
義
』
の
佚
文
と
は
見
做
し
難
い
。
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55 『
古
事
記
・
先
代
舊
事
本
紀
・
神
道
五
部
書
』
新
討
增
補
國
史
大
系
第
七
卷　

三
七
頁

56 
大
正
藏　

巻
十
八　

三
三
七
頁
上

57 「
中
臣
祓
、天
津
祝
太
祝
詞
、伊
弉
那
諾
尊
之
宣
命
也
、天
兒
屋
根
命
之
諄
解
也
、是
則
己
心
淸
淨
儀
益
、大
自
在
天
梵
言
、三
世
諸
佛
方
便
、一
切
衆
生
福
田
、

心
源
廣
大
智
惠
、
本
來
淸
淨
大
教
、
无
怖
畏
陀
羅
尼
、
罪
障
懺
悔
神
咒
」（
神
道
大
系
『
中
臣
祓
註
釋
』
三
頁
）、
ま
た
「
解
除
事
、
以
神
祕
祭
文
、
諸

罪
咎
祓
淸
、
卽
歸
阿
字
本
不
生
之
妙
理
、
顯
自
性
精
明
之
實
智
、
而
於
諸
法
者
、
不
出
淨
不
淨
之
二
、
故
有
爲
不
淨
之
實
執
也
、
無
爲
淸
淨
之
實
躰
也
、

是
則
吾
心
性
、
修
禪
定
、
其
心
漸
成
淸
淨
、
因
茲
、
謹
請
再
拜
、
七
座
宣
之
、
不
穢
無
明
住
之
煩
惱
泥
、
向
流
恭
敬
、
七
度
觸
之
、
能
池
水
浪
潔
、
心

源
淸
淨
也
、肆
離
十
煩
惱
之
網
、無
纏
三
有
之
際
、此
名
云
解
除
、此
則
滅
罪
生
善
、頓
證
菩
提
隱
術
也
、」（
神
道
大
系
『
中
臣
祓
註
釋
』
五
頁
）
と
あ
る
。

58 

拙
論「
度
会
行
忠
所
帯
の
神
道
書
に
於
け
る
思
想
構
成（
そ
の
１
）─
─
伊
勢
神
道
に
於
け
る「
正
直
」の
観
点
か
ら
─
─
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』

第
十
号　

八
五
頁
～
）

59 『
古
事
記
・
先
代
舊
事
本
紀
・
神
道
五
部
書
』
新
討
增
補
國
史
大
系
第
七
卷　

五
一
頁

60 

大
正
藏　

巻
四
七　

九
三
二
頁
下

61 

大
正
藏　

巻
八　

七
五
〇
頁
中

62 

大
正
藏　

巻
八　

七
四
九
頁
上
～
中

63 

大
正
藏　

巻
八　

七
五
〇
頁
中

64 

大
正
藏　

巻
四
七　

九
二
四
頁
下

65 

「
大
常
蒸
虞
愿
曰
」
以
下
は
、『
宋
書
』
に
は
見
え
な
い
。
但
し
「
元
嘉
六
年
九
月
、
太
學
博
士
徐
道
娛
上
議
曰
」
と
し
て
「
且
祭
不
欲
數
、
數
則
瀆
。

今
隔
旬
頻
享
、
恐
於
禮
為
煩
。」
と
あ
る
記
事
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

66 

大
正
藏　

巻
四
六　

七
七
頁
中



度会行忠所帯の神道書に於ける思想構成（その２）

117

67 

大
正
藏　

巻
四
二　

二
七
頁
下

68 
神
道
大
系
『
伊
勢
神
道
（
上
）』
四
〇
五
頁

69 『
列
子
集
釋
』
中
華
書
局
出
版　

二
七
頁

70 

道
藏　

巻
十
二　

二
三
九
頁
上

71 

道
藏　

巻
十
二　

二
六
二
頁
上

72 

蒙
文
通
文
集
６
『
道
書
輯
校
十
種
』　

三
七
五
～
六
頁

73 

大
正
藏　

巻
四
七　

五
〇
二
頁
上

74 

大
正
藏　

巻
十
四　

五
四
八
頁
上

75 

弘
法
大
師
全
集
第
三
輯　

一
頁

76 

大
正
藏　

巻
八
四　

三
六
九
頁
中
～
下　
『
悉
曇
藏
』
所
収
佚
文

77 

大
柴
清
圓
「
京
都
毘
沙
門
堂
所
蔵
『（
古
今
）
篆
隷
文
體
』
の
研
究
（
１
）
─
翻
刻
・
校
庭
篇
─
」（『
密
教
文
化
』
二
三
五
号　

二
四
二
頁
）

78 『
全
唐
文
』
巻
六
三
七

79 『
劉
子
校
釋
』
中
華
書
局　

三
〇
六
頁

80 

f
の
箇
所
に
見
え
る
科
斗
字
創
作
の
逸
話
は
広
く
語
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
の
一
文
が
『
大
元
神
一
祕
書
』
の
自
作
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
典
拠
を
求

め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
一
応
に
そ
の
一
例
を
挙
げ
て
お
く
な
ら
、例
え
ば
『
尚
書
正
義
』
序
に
「
科
斗
書
、古
文
也
。
所
謂
蒼
頡
本
體
、周
所
用
之
、

以
今
所
不
識
、
是
古
人
所
爲
、
故
「
古
文
。
形
多
頭
麤
尾
細
、
狀
腹
團
圓
、
似
水
蟲
之
科
斗
、
故
曰
「
科
斗
」
也
。」
と
あ
る
。
ま
た
、
伏
羲
の
時
代
に

亀
が
八
卦
を
負
っ
て
現
わ
れ
た
と
g
の
箇
所
で
は
言
う
が
、
例
え
ば
『
尚
書
正
義
』
顧
命
に
「
伏
犧
氏
王
天
下
龍
馬
出
河
遂
則
其
文
以
畫
八
卦
謂
之
河

圖
」
と
あ
る
の
が
関
わ
り
そ
う
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
亀
で
は
な
く
「
龍
馬
」
と
さ
れ
て
お
り
、
亀
は
同
書
に
「
龜
負
洛
書
」
と
あ
っ
て
「
河
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圖
」
で
は
な
く
「
洛
書
」
を
負
っ
て
出
現
し
た
と
あ
り
、『
大
元
神
一
祕
書
』
の
記
述
に
混
乱
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
前
は
「
木
刻
」
や
「
結

草
」
を
文
字
の
代
用
品
と
し
て
い
た
と
の
記
述
は
、
同
書
序
の
「
伏
犧
乃
用
造
書
契
、
以
代
結
繩
之
政
」
と
類
似
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
「
鬼
神
市
啼
」

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
列
子
』
本
經
訓
の
「
昔
者
蒼
頡
作
書
、
而
天
雨
粟
、
鬼
夜
哭
」
と
モ
チ
ー
フ
が
相
似
し
、「
秦
世
程
遊
、
改
科
斗
字
、
為
隸
字
」

も
張
懐
瓘
『
書
斷
』
所
収
の
蔡
邕
『
聖
皇
篇
』
の
「
程
邈
刪
古
立
隸
文
。」
と
関
わ
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
窺
う
な
ら
、g
が
『
大
元
神
一
祕
書
』

の
自
作
の
文
章
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
聊
か
の
混
乱
を
含
ん
で
は
い
る
が
、
漢
籍
を
踏
ま
え
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

81 

大
正
藏　

巻
八
四　

三
七
四
頁
上

82 

大
正
藏　

巻
八
四　

三
七
四
頁
上
～
中

83 

大
正
藏　

巻
十
二　

二
七
六
頁
上

84 

大
正
藏　

巻
十
二　

二
七
六
頁
中

85 

大
正
藏　

巻
十
二　

二
七
七
頁
上

86 

大
正
藏　

巻
十
二　

二
七
七
頁
下

87 

藤
井
淳
氏
は
、「
結
論
か
ら
言
え
ば
冒
頭
よ
り
『
老
子
述
義
』
の
序
分
の
引
用
で
始
ま
る
『
大
元
神
一
秘
書
』
は
、
そ
の
内
容
の
大
半
を
『
老
子
述
義
』

に
負
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。」（
藤
井
前
掲
書　

七
一
頁
）、「
そ
し
て
第
二
に
以
下
の
点
を
指
摘
す
る
。
從
來
の
研
究
で
は
伊
勢
神
道
が
『
老
子
述
義
』

を
用
い
た
理
由
と
し
て
、
仏
教
に
対
抗
す
る
目
的
で
『
老
子
述
義
』
に
基
づ
き
道
家
・
道
教
思
想
を
受
容
し
た
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本

稿
で
は
『
老
子
述
義
』
は
『
老
子
』
を
儒
家
の
『
礼
記
』『
周
易
』
理
解
に
引
き
つ
け
て
著
さ
れ
た
も
の
と
す
る
立
場
に
基
づ
き
、
伊
勢
神
道
が
中
世
に

お
け
る
天
地
開
闢
説
を
創
造
・
再
編
成
す
る
に
当
た
っ
て
、『
老
子
述
義
』
に
引
用
・
記
述
さ
れ
る
生
成
論
を
参
照
す
る
こ
と
が
便
利
で
あ
り
、
ま
た
伊

勢
神
道
が
重
視
し
た
祭
式
と
関
わ
り
、『
老
子
』・
河
上
公
注
に
見
ら
れ
る
「
社
稷
」「
祭
祀
」「
宗
廟
」
な
ど
の
語
に
つ
い
て
『
礼
記
』
と
の
関
連
づ
け

を
多
用
し
た
と
思
わ
れ
る
『
老
子
述
義
』
を
参
照
す
る
こ
と
が
便
利
で
あ
っ
た
た
め
に
、『
大
元
神
一
秘
書
』
に
お
い
て
『
老
子
述
義
』
を
積
極
的
に
受
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容
し
た
と
指
摘
す
る
。」（
七
二
頁
）
と
言
わ
れ
る
。
本
稿
で
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
、『
大
元
神
一
祕
書
』
は
神
道
思
想
の
名
の
元
で
、
儒
・
仏
・
道

の
三
教
を
思
想
的
に
融
合
し
て
お
れ
ば
、そ
の
大
半
を
専
ら
『
老
子
述
義
』
に
負
わ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
た
し
か
に
、『
大
元
神
一
祕
書
』
が
「
社

稷
」「
祭
祀
」「
宗
廟
」
を
論
じ
る
に
際
し
て
、『
禮
記
』
を
重
視
し
た
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
同
意
す
る
が
、そ
れ
を
道
家
思
想
と
関
連
付
け
る
の
に
「
河

上
公
注
」
は
引
い
て
も
、『
老
子
述
義
』
が
全
く
活
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、「『
礼
記
』
と
の
関
連
づ
け
を
多
用
し
た
と
思
わ
れ
る
『
老
子

述
義
』
を
参
照
す
る
こ
と
」
の
意
義
が
全
く
明
瞭
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
氏
は
『
大
元
神
一
秘
書
』
に
潜
在
的
な
『
老
子
述
義
』
の
佚
文
を
見
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
の
一
つ
は
、
註
54
で
指
摘
し
た
通
り
、
そ

の
内
容
か
ら
『
老
子
述
義
』
の
佚
文
と
は
認
め
難
い
。
ま
た
他
に
も
「
本
自
無
生
而
無
死
」「
神
者
道
化
之
一
氣
、
乃
無
中
之
有
」
を
「『
老
子
述
義
』

の
思
想
の
延
長
線
上
に
あ
る
記
述
」（
七
六
頁
）
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
『
道
德
眞
經
直
解
』
か
ら
の
引
用
文
で
あ
る
。
ま
た
、「
所
謂
真
人
者
性
命

干
道
虚
、
有
而
若
無
、
実
而
若
虚
。」
に
『
老
子
述
義
』
の
佚
文
と
の
共
通
性
を
見
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
『
淮
南
子
』
精
神
訓
か
ら
の
引
用
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
前
後
の
道
家
的
記
述
も
『
道
德
眞
經
直
解
』
の
引
用
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、『
大
元
神
一
祕
書
』
の
作
者
自
身
に
よ
り
編

集
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
、『
大
元
神
一
祕
書
』
は
『
老
子
述
義
』
の
思
想
的
特
徴
で
あ
る
儒
学
的
解
釈
を
特
別
強
調
し
た
り
、
活
用
し
て
い
る
わ
け
で
も

な
く
、
ま
た
他
の
老
荘
思
想
に
関
わ
る
典
籍
の
中
で
も
突
出
し
て
援
用
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、
そ
の
状
況
か
ら
「
伊
勢
神
道
が
中
世
に
お
け
る
天
地

開
闢
説
を
創
造
・
再
編
成
す
る
に
当
た
っ
て
、『
老
子
述
義
』
に
引
用
・
記
述
さ
れ
る
生
成
論
を
参
照
す
る
こ
と
が
便
利
」
で
あ
っ
た
と
す
る
程
の
動
機

を
読
み
取
る
こ
と
は
困
難
だ
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
よ
り
寧
ろ
、
夥
し
い
「
河
上
公
注
」
の
引
用
と
共
に
、『
老
子
述
義
』
が
併
せ
て
示
さ
れ
る

事
態
は
、『
華
嚴
演
義
鈔
纂
釋
』
に
見
る
次
の
一
節
が
示
唆
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

問
。
今
云
注
者
。
何
注
乎
。

答
。
魏
王
弼
注
也
。
其
故
者
。
前
漢
河
上
公
加 

注
釋
來
至
于
唐
朝
。
總
有
六
十
二
家
之
子
注
。
然
隨
代
代
帝
意
。
所
用
亦
不
同
。
且
唐
朝
太
宗
高
宗

兩
代
立
弘
文
館
。
安
置
十
三
經
之
時
。
各
以
勅
被
定
可
爲
宗
崇
之
注
釋
中
。
今
老
子
經
以
河
公
注
可
爲
指
南
云
云
仍
賈
太
隱
作
述
義
一
十
三
卷
。
弘
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河
公
宗
致
。
即
和
國
相
承
以
此
述
義
爲
依
憑
。
故
雖
時
有
不
安
。
或
是
容
有
釋
。
或
傍
正
釋
。
如
是
會
通
之
云
云
然
第
七
帝
玄
宗
皇
帝
背
先
祖
勅
定
。

自
裁
用
魏
王
弼
注
（
割
註
：
有
二
卷
也
）
即
加
疏
解
（
割
註
：
有
六
卷
也
）
廣
徳
先
生
亦
作
廣
正
義
四
十
卷
。
故
玄
宗
已
後
數
代
帝
王 

皆
順
此
迹
。

然
玄
宗
御
即
位
明
年
。
改
先
天
號
開
元
。
總
經
二
十
九
年
。
清
涼
大
師
開
元
十
六
年
誕
生
。
其
後
至
第
十
帝
徳
宗
御
字
。
興
元
元
年
撰
今
大
疏
。
其

時
清
涼
年
四
十
七
。
故
今
亦
引
用
王
弼
注
也
。
但
和
國
流
傳
老
子
經
者
。
初
自
百
濟
以
河
公
注
。
經
相
副
博
士
送
進
之
。
其
後
吉
備
大
臣
入
唐
。
即

當
開
元
第
四
年
。
在
唐
十
八
年
。
所
學
十
三
道
。
雖
可
傳
當
代
所
弘
之
王
弼
注
等
。
而
和
國
既
先
傳
得
河
公
注
經
。
故
今
亦
重
渡
同
注
經
云
云

右
に
よ
れ
ば
、『
老
子
』
の
注
釈
と
し
て
「
河
上
公
注
」
を
用
い
る
の
が
正
統
で
、
実
に
『
老
子
述
義
』
は
彼
の
「
河
上
公
注
」
の
「
宗
致
を
弘
め
た
」

も
の
で
あ
る
か
ら
「
和
國
の
相
承
は
こ
の
『
述
義
』
を
依
憑
と
す
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
『
大
元
神
一
祕
書
』
を
述
作
す
る
に
際
し
て
、

『
老
子
述
義
』
を
依
用
し
た
こ
と
に
特
別
な
思
想
的
契
機
を
見
い
だ
す
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
仮
に
彼
の
書
を
積
極
的
に
選
択
し
た
思
想
的
主
体

性
を
想
定
す
る
に
せ
よ
、
彼
の
書
の
歴
史
的
正
統
性
の
前
で
は
、
所
与
の
『
老
子
述
義
』
か
ら
『
老
子
』
の
生
成
論
と
『
禮
記
』
の
緊
密
な
関
係
性
を

見
て
取
っ
た
と
評
す
る
ま
で
が
限
界
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
夥
し
く
「
河
上
公
注
」
が
引
用
さ
れ
つ
つ
、
い
く
つ
か
『
老
子
述
義
』
が
示
さ
れ
た
状
況
も
、

前
例
主
義
の
元
で
、
従
来
よ
り
正
統
視
さ
れ
た
老
子
解
釈
の
方
策
を
踏
襲
し
た
結
果
と
捉
え
る
の
が
適
当
と
な
る
。
な
れ
ば
、
そ
う
い
っ
た
伝
統
的
態

度
を
基
本
的
に
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
に
終
始
す
る
こ
と
な
く
、『
道
德
眞
經
直
解
』
も
併
せ
て
参
照
し
た
事
実
を
、
寧
ろ
一
つ
の
新
味
と
し
て
評
価
す

べ
き
で
は
な
い
か
。
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四
、『
天
地
靈
覺
祕
書
』

『
天
地
靈
覺
祕
書
』
は
既
に
『
神
名
祕
書
』（
広
本
）
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
彼
の
書
は
度
会
行
忠
に
参
照
さ
れ
て
い
た
と
見
て
よ
ろ

し
い
。
そ
の
奥
書
で
も
次
の
よ
う
に
言
う
。

本
記
云
、
弘
安
九
年
二
月
十
五
日
奉
遇
明
師
、
於
神
祗
官
学
得
之
。
後
四
月
八
日
、
行
法
。
七
月
七
日
、
灌
頂
已
畢
。
写
大
日
印
。

即
神
祗
冥
道
・
廿
八
宿
召
請
印
咒
口
伝

五各
□
分宝　

五同薬　

五同香　

錦八
寸
同
八
寸
綾
鏡　

置
檀
也
。
以
五
味
供
進
之
。

天
童
降
臨
験
者
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

珎
重
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弟
子
判

同
十
一
年
四
月
廿
七
日
、
自
外
宮
三
禰
宜
行
忠
神
主
之
許
、
申
請
之
。
同
日
終
写
功
了
。　

権
禰
宜
度
会
神
主
雅
見
判1

右
に
よ
れ
ば
、
度
会
雅
見
が
行
忠
よ
り
『
天
地
靈
覺
祕
書
』
を
借
り
受
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
行
忠
の
手
元
に
存

し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

牟
禮
仁
氏
は
こ
の
奥
書
に
基
づ
き
、
行
忠
が
該
書
を
入
手
す
る
経
緯
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
「（
弟筆者
註子
を
行
忠
と
み
る

こ
と
に
つ
い
て
は
）
別
の
解
釈
と
し
て
行
忠
は
、
こ
の
奥
書
の
あ
る
本
書
を
所
持
し
て
い
た
だ
け
で
あ
り
、
弟
子
は
行
忠
で
は
な
い
と
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い
う
想
定
も
、
あ
る
い
は
な
し
え
よ
う
か
。
し
か
し
、
久
保
田
氏2

の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
行
忠
著
『
神
名
秘
書
』
に
本
書
の
文
を
引
用

し
て
い
る
こ
と
（
書
名
は
挙
げ
ず
）。
ま
た
、『
天
地
霊
覚
秘
書
』
内
題
下
に
「
最
極
秘
書
也
、
輙
莫
及
他
見
」
云
々
と
最
極
秘
書
と
し

て
他
見
を
戒
め
て
い
る
こ
と
等
か
ら
し
て
、
所
持
し
て
い
た
行
忠
が
、
受
者
で
あ
る
と
み
て
よ
い
と
考
え
る
。」3

と
し
て
、「
明
師
」
に

逢
っ
て
「
神
祗
官
」
に
て
『
天
地
靈
覺
祕
書
』
を
学
得
し
た
「
弟
子
」
を
行
忠
と
見
る
。
し
か
し
、
氏
の
想
定
に
は
二
点
ば
か
り
不
明

瞭
な
点
が
残
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

一
つ
に
は「
於
神
祗
官
学
得
之
」は
、『
天
地
靈
覺
祕
書
』の
奥
書
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で「
之
」は
該
書
を
指
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
流
れ
か
ら
、以
下
の
「
行
法
」「
灌
頂
」
等
も
こ
れ
に
付
随
す
る
実
践
と
解
さ
れ
て
当
然
で
は
あ
る
。
実
に
「
大
日
印
」、ま
た
「
神

祗
冥
道
」
は
該
書
の
内
容
と
必
ず
し
も
無
関
係
で
は
な
い
の
で
、
関
連
付
け
て
理
解
す
る
上
で
障
碍
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
諸
尊

の
中
で
も
と
り
わ
け
「
廿
八
宿
召
請
印
咒
」
を
取
り
沙
汰
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
果
た
し
て
『
天
地
靈
覺
祕
書
』
と
如
何
に
関
わ

り
う
る
か
甚
だ
明
瞭
で
な
い
。
そ
も
そ
も
「
廿
八
宿
」
の
「
召
請
」
は
、熾
盛
光
法
に
関
わ
る
『
大
聖
妙
吉
祥
菩
薩
説
除
災
教
令
法
輪
』、

北
斗
法
に
関
わ
る
『
北
斗
七
星
護
摩
法
』、他
に
も
星
辰
祭
祀
に
関
わ
る
『
宿
曜
儀
軌
』、ま
た
陰
陽
道
の
盤
法
と
関
わ
り
を
有
す
る
『
聖

歡
喜
天
式
法
』、『
聖
天
式
』、『
歓
喜
天
私
記
』、『
頓
成
悉
地
盤
法
次
第
』4

な
ど
の
息
災
法
を
中
心
に
応
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
印
咒
に
よ
り
「
廿
八
宿
」
を
「
召
請
」
す
る
と
は
、
延
い
て
は
こ
れ
を
供
養
し
、
乃
至
発
遣
ま
で
を
一
具
の
作
法
と
す
る

の
で
、「
五
宝
」
以
下
の
「
供
進
」
は
「
廿
八
宿
召
請
印
咒
」
と
関
係
付
け
て
解
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
う
な
る
と
、

彼
の
現
世
利
益
を
目
的
と
し
た
密
教
修
法
を
、『
天
地
靈
覺
祕
書
』、
ま
た
「
行
法
」
乃
至
「
灌
頂
」
と
一
具
に
捉
え
る
こ
と
は
、
ひ
と

ま
ず
保
留
し
て
お
く
の
が
適
切
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
。

二
つ
に
は
、
一
期
の
「
行
法
」
を
経
て
「
灌
頂
」
を
得
る
こ
と
と
『
天
地
靈
覺
祕
書
』
の
伝
授
を
関
係
付
け
る
と
す
る
な
ら
、
度
会

雅
見
の
「
申
請
」
に
応
じ
て
行
忠
が
即
日
に
許
可
し
え
た
事
実
と
整
合
さ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
な
点
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
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自
身
が
『
天
地
靈
覺
祕
書
』
を
一
定
の
手
順
を
経
て
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
自
ら
の
経
験
に
照
ら
し
て
対
応
し
て
い

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
、
小
川
豊
生
氏
も
こ
の
奥
書
に
注
目
し
、
牟
禮
氏
と
は
全
く
異
な
る
経
緯
を
推
測
し
て
お
ら
れ
る
。
氏
は
「
で
は
、
そ
の
覚
心

に
師
無
門
が
授
け
た
偈
の
一
文
が
、
な
に
ゆ
え
に
『
天
地
霊
覚
秘
書
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
締
め
く
く
り
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
さ
い
に
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
テ
キ
ス
ト
が
存
在
す
る
。
無
本
覚
心
に
関
す
る
伝
記
史
料
の

一
つ
で
あ
る
前
掲
『
紀
州
由
良
鷲
峰
開
山
法
燈
円
明
国
師
之
縁
起
』
で
あ
る
。【
中
略
】
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
縁
起
中
に
、
覚
心
が

台
州
天
台
山
に
登
っ
た
際
、
天
童
か
ら
袈
裟
を
手
渡
さ
れ
た
と
い
う
話
が
見
え
る
こ
と
だ
。」5

と
言
い
、
彼
の
縁
起
に
「
其
の
時
、
童

子
天
よ
り
降
て
、
藕
糸
の
袈
裟
を
以
て
師
に
付
す
」
と
あ
る
一
文
に
着
目
し
、
上
掲
の
『
天
地
靈
覺
祕
書
』
に
あ
る
「
天
童
降
臨
験
者

也
。」
と
関
連
付
け
、「
も
し
も
こ
の
「
天
童
降
臨
験
者
也
」
の
一
文
を
、「
天
童
が
降
臨
し
た
と
い
う
あ
の
著
名
な
一
件
で
よ
く
知
ら

れ
た
験
者
で
あ
る
」
と
い
っ
た
意
味
で
理
解
し
う
る
と
す
れ
ば
、「
明
師
」
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
無
本
覚
心
そ
の
人
を
指
し
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。」6

と
結
論
す
る
。
ま
た
「
こ
う
想
定
す
る
以
外
に
、
伊
勢
を
め
ぐ
る
未
聞
の
神
道
説
を
多
分
に

含
む
本
書
が
、
な
に
ゆ
え
に
禅
の
法
語
の
形
式
を
踏
襲
し
、
し
か
も
い
ま
だ
在
世
中
で
あ
っ
た
無
本
覚
心
の
思
想
の
中
核
を
表
わ
す
言

葉
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
の
か
、
納
得
の
い
く
説
明
は
で
き
な
い
と
思
う
。」7

と
言
い
、「『
天
地
霊
覚
秘
書
』
の
言
説
が
、
円
爾
や
癡

兀
大
慧
の
禅
思
想
と
近
接
」8

し
て
い
る
こ
と
を
、
無
本
覚
心
と
円
爾
の
交
流
に
求
め
、「
あ
の
天
童
降
臨
に
ま
つ
わ
る
「
藕
糸
の
袈
裟
」

を
、
ほ
か
な
ら
な
い
伊
勢
の
神
殿
に
納
め
た
と
い
う
前
掲
『
縁
起
』
の
伝
え
る
と
こ
ろ
も
、
覚
心
と
伊
勢
と
の
因
縁
の
深
さ
を
示
唆
」9

す
る
と
し
て
、
状
況
証
拠
を
提
示
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
氏
も
「
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
の
こ
と
と
さ
れ
る
紀
州
野
上
庄
で
の

八
幡
託
宣
事
件
」
に
つ
い
て
「
こ
の
事
件
の
真
偽
に
つ
い
て
は
と
も
あ
れ
、
見
過
ご
し
が
た
い
の
は
、
そ
れ
か
ら
ほ
ど
な
く
し
て
成
っ

た
無
住
の
『
沙
石
集
』
が
、「
建
治
年
中
」（
一
二
七
五
～
七
八
）
の
こ
と
と
し
て
同
じ
事
件
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
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る
。
紀
州
の
覚
心
に
起
こ
っ
た
神
託
事
件
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
驚
く
ほ
ど
早
く
尾
張
長
母
寺
の
無
住
道
暁
の
も
と
に
も
届
い
て
い
た
わ
け

だ
。」10

と
言
う
よ
う
に
、
覚
心
に
由
来
す
る
情
報
は
直
近
の
交
際
範
囲
に
占
有
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、『
天
地
靈
覺
祕
書
』

に
覚
心
の
禅
思
想
を
見
出
す
に
せ
よ
、
こ
れ
に
よ
り
覚
心
の
直
接
的
な
関
与
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
困
難
だ
と
言
わ
ざ
る
を

え
ま
い
。

ま
た
、
氏
の
着
目
し
た
『
天
地
靈
覺
祕
書
』
の
「
天
童
降
臨
験
者
也
」
が
覚
心
を
指
示
す
る
と
解
す
る
な
ら
、
文
脈
上
、
些
か
唐
突

な
感
が
拭
い
去
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
「
以
五
味
供
進
之
」
の
後
に
（
余
白
を
残
し
な
が
ら
）
改
行
し
て
「
天
童
降
臨
験
者
也
」
と
し
て

い
る
が
、
大
須
真
福
寺
蔵
写
本
を
見
る
と
、
紙
幅
の
都
合
か
ら
改
行
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え11

、
両
者
は
意
味
的
に
連
続
し
た
文
章

と
も
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
連
続
性
を
重
視
す
る
な
ら
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
廿
八
宿
召
請
印
咒
」
で
二
十
八
宿
を
勧
請
し
、
こ
れ

を
供
養
す
る
の
に
「
以
五
味
供
進
之
」
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、そ
れ
を
受
け
て
「
天
童
降
臨
験
者
也
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
勧
請
・
供
養
に
よ
り
「
天
童
降
臨
」
す
る
の
が
「
験
」
だ
と
い
う
こ
と
で
、「
廿
八
宿
召
請
印
咒
」
の
効
験
を
言
う
一
文
と

も
解
釈
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
二
十
八
宿
と
「
天
童
」
の
関
係
性
が
明
瞭
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
儀
軌
類
で
こ
れ
に

つ
い
て
言
及
す
る
例
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
日
蓮
の
「
秋
元
殿
御
返
事
」
に
は
「
法
華
經
の
行
者
を
ば
、
一
切
の
諸
天
不
退

に
守
護
す
べ
き
經
文
分
明
也
。
經
の
第
五
云
、
諸
天
晝
夜
常
爲
法
、
而
衞
護
之
云
云
。
又
云
、
天
諸
童
子
以
爲
給
使
、
刀
杖
不
加
、
毒

不
能
害
云
云
、
諸
天
者
、
梵
天
・
帝
釋
・
日
月
・
四
大
天
王
等
也
、
法
者
法
華
經
也
、
童
子
者
、
七
曜
・
二
十
八
宿
・
摩
利
支
天
等
也
」12

と
有
る
の
で
、
二
十
八
宿
を
童
子
形
と
す
る
信
仰
も
窺
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
り
先
の
理
解
に
一
定
の
整
合
性
を
与

え
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

以
上
、
二
氏
に
よ
る
推
測
を
批
判
的
に
検
討
し
て
み
た
が
、
現
状
の
限
ら
れ
た
資
料
の
範
囲
で
は
、
や
は
り
奥
書
の
真
意
を
探
る
こ

と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
本
論
の
興
味
は
行
忠
の
思
想
と
周
辺
の
神
道
書
の
思
想
と
の
関
係
性
に
在
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る
の
で
、
少
な
く
と
も
行
忠
の
所
持
が
明
瞭
と
な
れ
ば
、
こ
こ
で
は
一
応
に
十
分
で
あ
る
と
し
て
お
き
た
い
。

『
天
地
靈
覺
祕
書
』
の
思
想
構
成

そ
れ
で
は
、『
天
地
靈
覺
祕
書
』
は
ど
の
よ
う
な
思
想
を
披
瀝
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
「
正
直
」
に
関
し
て
直
接
言

及
す
る
箇
所
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
そ
の
真
理
観
を
支
え
る
思
想
構
成
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、「
正
直
」
を
巡
る
言
説
と
の
接

続
性
を
窺
う
こ
と
に
し
よ
う
。

『
天
地
靈
覺
祕
書
』
を
概
観
す
る
と
、
老
荘
思
想
と
仏
教
思
想
の
融
合
が
窺
え
、
こ
れ
ま
で
検
討
を
加
え
た
神
道
書
と
お
お
よ
そ
同

様
の
思
想
的
傾
向
性
を
認
め
ら
れ
よ
う
。
但
し
、
小
川
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
仏
教
思
想
の
中
で
も
禅
思
想
の
援
用
を
積
極
的
に
推

し
進
め
て
い
る
点
に
大
き
な
特
徴
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

そ
も
そ
も
「
天
地
靈
覺
祕
書
」
の
「
靈
覺
」
も
、
小
川
氏
は
「
こ
こ
に
登
場
す
る
〈
霊
覚
〉
と
は
、「
仏
や
衆
生
の
本
源
を
な
す
自

性
清
浄
心
に
具
わ
る
霊
妙
な
智
慧
」
を
指
し
、
唐
代
中
期
か
ら
禅
家
に
よ
っ
て
愛
用
さ
れ
は
じ
め
た
禅
学
用
語
で
あ
り
、「
自
己
霊
覚

の
性
」「
霊
台
智
性
」
と
か
、「
霊
知
の
性
」
あ
る
い
は
「
霊
性
」「
覚
性
」「
霊
知
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
、
禅
の
展
開
史
上
に
特
有
の
意

義
を
に
な
っ
て
流
布
さ
れ
た
術
語
で
あ
っ
た
。」13

と
述
べ
、
禅
思
想
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。「
靈
覺
」
が
題
目
に
掲
げ
ら

れ
て
い
る
と
な
る
と
、
該
書
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
概
念
で
あ
る
と
言
え
、
禅
思
想
と
の
関
係
を
軽
く
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
で
は
『
天
地
靈
覺
祕
書
』
で
「
靈
覺
」
は
い
か
に
語
ら
れ
た
の
か
。
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『
天
地
靈
覺
祕
書
』14

典
拠

ａ

夫
八
万
四
千
神
祗
・
過
去
現
在
諸
仏
等
、
只
是
教
化
接
引
度
門
也
。

本
是
无
一
切
法
、
莫
於
心
上
着
一
物
。

ｂ

是
伊
勢
両
大
明
神
則
惟
祖
惟
宗
尊
、
無
与
二
無
上
霊
覚
性
、
常
住
法

身
如
来
。
本
源
清
浄
心
、
常
自
円
明
偏
照
。

即
此
本
源
清
淨
心
。
與
衆
生
諸
佛
世
界
山
河
。
有
相
無
相
遍
十
方
界
。
一
切

平
等
無
彼
我
相
。
此
本
源
清
淨
心
。
常
自
圓
明
遍
照
。
世
人
不
悟
。
秖
認
見

聞
覺
知
爲
心
。
爲
見
聞
覺
知
所
覆
。
所
以
不
覩
精
明
本
體
。
但
直
下
無
心
。

本
體
自
現
。
如
大
日
輪
昇
於
虚
空
遍
照
十
方
更
無
障
礙
。『
黄
檗
山
斷
際
禪
師

傳
心
法
要
』15

ｃ

世
人
本
性
、上
実
无
見
聞
故
、不
起
仏
見
法
見
。
仏
見
法
見
尚
乃
不
起
。

何
況
起
造
業
心
、
発
不
善
意
哉
。

不
起
佛
見
法
見
。
佛
見
法
見
尚
乃
不
起
。
何
況
起
造
業
心
、發
不
善
意
哉
。『
佛

果
克
勤
禪
師
心
要
』16

ｄ

専
気
致
柔
、
能
如
嬰
児
、
内
無
思
慮
、
外
無
政
事
、
則
精
神
不
去
云
々

　

專
氣
致
柔
、
專
守
精
氣
使
不
亂
、
則
形
體
能
應
之
而
柔
順
。
能
嬰
兒
。
能
如

嬰
兒
內
無
思
慮
、
外
無
政
事
、
則
精
神
不
去
也
。「
河
上
公
注
」
第
十

ｅ

仍
見
禅
人
違
求
語
、
迅
筆
。
謂
元
同
、
亘
古
今
、
覚
悟
古
今
心
、
是

本
仏
也
。

偈
曰
。
心
即
是
佛
々
即
心
。
心
佛
元
同
亘
古
今
。
覺
悟
古
今
心
是
佛
。
不
須

向
外
別
追
尋
。
日
本
覺
心
禪
人
、
遠
來
炷
香
請
益
求
語
。
迅
筆
賜
之
。
御
前

護
國
禪
寺
開
山　

選
德
殿
賜
對
佛
眼
慧
開
書
『
紀
州
由
良
鷲
峯
開
山
法
燈
圓

明
國
師
之
縁
起
』17

「
靈
覺
」
は
右
表
の
ｂ
に
於
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
伊
勢
両
大
明
神
」
が
「
無
与
二
」
の
「
無
上
」
な
る
「
霊
覚
性
」

な
の
だ
と
言
う
。
ま
た
、
そ
れ
を
更
に
「
常
住
法
身
如
来
」「
本
源
清
浄
心
」「
常
自
円
明
偏
照
」
と
も
換
言
し
て
、
従
来
よ
り
法
身
大

日
如
来
と
の
対
応
関
係
を
見
せ
た
「
伊
勢
両
大
明
神
」
に
、
禅
で
言
う
「
靈
覺
」
を
接
続
し
て
い
る
。
し
か
も
、
右
に
挙
げ
た
一
連
の

記
述
の
殆
ど
が
禅
籍
に
由
来
し
、
神
の
本
源
解
釈
の
場
面
に
禅
思
想
が
大
い
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ｅ
の
記
述
は
本
論
末
尾
に

位
置
し
て
お
り
、
そ
れ
が
「
違
求
語
」
の
「
禅
人
」
に
向
け
た
箴
言
の
如
き
体
裁
を
有
し
て
お
れ
ば
、
該
書
の
読
者
を
「
禅
人
」
と
規

定
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
但
し
、
一
部
「
河
上
公
注
」
を
挟
み
、
道
家
思
想
的
色
彩
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
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必
ず
し
も
純
粋
に
禅
思
想
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
の
意
志
は
窺
え
な
い
。
寧
ろ
、
論
の
冒
頭
よ
り
展
開
さ
れ
た
道
家
の
天
地
開
闢
説
と
の

接
続
は
十
分
に
意
識
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
、
こ
こ
で
重
視
さ
れ
た
禅
思
想
は
教
外
別
伝
と
し
て
孤
立
し
た
系
の
そ
れ
と
し
て
で
は
な

く
、
道
家
思
想
と
も
接
続
可
能
な
開
か
れ
た
系
と
し
て
受
け
止
め
て
お
く
必
要
が
有
る
。

こ
の
「
靈
覺
性
」
は
他
に
も
次
の
箇
所
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

『
天
地
靈
覺
祕
書
』18

典
拠

ａ

外
宮 

魂
者
雄
也
。
則
是
肝
蔵
也
。
生
出
入
於
人
鼻
与
天
通
。
故
鼻
為
玄
也
、

内
宮

魄
者
雌
也
。
則
是
肺
蔵
也
。
生
出
入
於
人
口
与
地
通
。
故
□
為
北
也
。

魂
者
雄
也
、
主
出
入
於
人
鼻
、
與
天
通
、
故
鼻
為
玄
也
。
地
食
人
以
五
味
、

…
…
其
鬼
曰
魄
、魄
者
雌
也
、主
出
入
於
人
口
、與
地
通
、故
口
為
牝
也
。「
河

上
公
注
」
第
六

ｂ

魂
魄
即
唯
一
真
法
界
。
此
霊
覚
性
、一
切
衆
生
、敢
無
量
相
。
凡
已
来
、

与
虚
空
同
寿
也
。

唯
一
眞
法
界
耳
。
此
靈
覺
性
無
始
已
來
與
虚
空
同
壽
。『
黄
檗
山
斷
際
禪
師

傳
心
法
要
』19

ｃ

老
子
経
云
、天
地
□
間
、空
虚
和
気
□
行
。故
万
物
自
生
。人
能
除
情
欲
、

節
滋
味
、
清
五
蔵
。
則
神
明
居
之
也
。

天
地
之
間
空
虛
、
和
氣
流
行
、
故
萬
物
自
生
。
人
能
除
情
欲
、
節
滋
味
、

清
五
臟
、
則
神
明
居
之
也
。「
河
上
公
注
」
第
五

こ
こ
で
も
先
の
構
え
と
同
様
に
、
従
来
密
教
的
に
解
釈
さ
れ
た
内
宮
・
外
宮
の
本
源
的
一
致
を
禅
思
想
か
ら
語
り
、
且
つ
、
そ
れ

に
道
家
思
想
的
色
彩
を
添
加
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。

以
上
、『
天
地
靈
覺
祕
書
』
に
於
け
る
「
靈
覺
」
を
概
観
し
て
み
た
が
、
従
来
の
密
教
的
な
語
り
が
禅
思
想
に
よ
り
語
り
直
さ
れ
た

か
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
で
は
果
た
し
て
、
密
教
思
想
は
神
の
本
源
性
を
語
る
場
面
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。
端
的
に
見
て
、
内
宮
・
外
宮
の
関
係
性
に
つ
い
て
『
天
地
靈
覺
祕
書
』
は
「
神
殿
顕
坐
御
体
文
形　
・
内
宮
胎
蔵
界
曼
荼
羅
所
表
也
。 

・
外
宮
金
剛
界
万
荼
羅
所
表
也
。
」20

と
も
、
ま
た
「
外
宮
正
者
万
物
出
生
也
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宝
珠
吐
瓶
。
是
胎
藏
界
大
日
形
、　　
　
　
　

金
剛
界
大
日
也
。
宝
瓶
是
天
三
昧
耶
形
也
。

」21

な
ど
と
云
っ
て
い
る
の
で
、
彼
の
本
源
性
は
密
教
的
に
も
語
ら
れ
た
と
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言
っ
て
良
い
。
つ
ま
り
、『
天
地
靈
覺
祕
書
』
は
そ
れ
を
禅
思
想
的
に
も
密
教
思
想
的
に
も
語
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
は
真
理
を
共
有

し
つ
つ
緊
密
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
と
見
え
る
。

そ
も
そ
も
彼
の
「
靈
覺
」
は
、
禅
思
想
に
於
い
て
も
如
来
蔵
思
想
的
な
構
え
か
ら
語
ら
れ
る
。

『
宗
鏡
錄
』
を
参
照
す
る
と
、「
靈
覺
」
は
永
嘉
玄
覺22

、
一
鉢
和
尚23

ら
の
歌
に
散
見
さ
れ
、
小
川
氏
の
言
う
よ
う
に
唐
代
中
期
以
後

の
禅
宗
で
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
か
で
も
「
靈
覺
」
を
教
理
的
に
扱
っ
た
の
は
、
宗
密
が
最
初
で
あ
ろ
う
。『
圓
覺
經
』

そ
れ
自
身
で
「
靈
覺
」
を
語
る
こ
と
は
な
い
が
、
宗
密
は
彼
の
「
圓
覺
」
を
「
靈
覺
」
と
捉
え
、
こ
の
「
靈
覺
」
は
專
ら
如
來
蔵
の
構

え
か
ら
論
じ
ら
れ
た24

。
こ
れ
に
よ
り
「
靈
覺
」
は
概
念
的
把
握
を
全
く
許
容
し
な
い
禅
宗
不
共
の
言
葉
と
し
て
存
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

教
門
へ
と
開
か
れ
、
仏
性
と
同
義
と
さ
れ
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
窺
う
な
ら
、『
天
地
靈
覺
祕
書
』
に
見
る
「
靈
覺
」
は
、
こ
の
如
來
蔵
思
想
の
構
え
を
媒
介
に
密
教
思
想
と
の
接
続
が

は
か
ら
れ
た
と
の
予
想
が
つ
く
。『
天
地
靈
覺
祕
書
』
は
道
家
・
密
教
な
ど
の
諸
思
想
に
よ
り
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
も
神
の
本

源
に
至
る
ま
で
網
羅
的
で
あ
る
と
な
れ
ば
、
既
に
従
前
の
神
道
思
想
の
枠
組
み
は
成
っ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、「
靈
覺
」
と
い
っ
た

禅
思
想
の
導
入
、
い
わ
ば
「
併
せ
て
禅
思
想
的
に
も
語
る
」
と
い
っ
た
事
態
は
、
果
た
し
て
い
か
な
る
意
義
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。『
天
地
靈
覺
祕
書
』
の
思
想
構
成
を
め
ぐ
る
考
察
は
、
該
書
に
と
っ
て
特
徴
的
な
、
こ
の
問
題
を
中
心
に
進
め
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う25

。

『
天
地
靈
覺
祕
書
』
は
神
の
原
初
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

夫
天
神
地
祗
之
起
、
要
用
便
用
要
道
。
是
則
無
相
無
為
作
。
故
名
号
神
聖
。
亦
曰
向
上
人
也
。
謂
、
無
事
可
思
量
也26

。

こ
こ
で
は「
天
神
地
祗
之
起
」が「
あ
り
の
ま
ま
」「
さ
な
が
ら
」で
あ
る
こ
と
を
言
う
が
、こ
れ
を「
要
用
便
用
要
道（
便
道
）」や「
向
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上
人
」
と
い
っ
た
禅
語
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
仏
を
仏
を
な
ら
し
め
る
真
理
そ
の
も
の
と
し
て
提
示
し
て
み
せ
る
わ
け

だ
が
、
こ
れ
を
同
時
に
「
無
相
無
為
作
」
と
も
評
す
る
の
で
あ
る
。『
天
地
靈
覺
祕
書
』
は
以
下
に
て
「
法
住
於
法
位
、
所
説
無
譬
類

云
々
」27

と
、『
大
日
經
』
の
「
佛
法
離
諸
相　

法
住
於
法
位　

所
說
無
譬
類　

無
相
無
爲
作
」28

を
引
用
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
由
来

し
た
表
現
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
神
の
原
初
が
禅
思
想
的
に
語
ら
れ
な
が
ら
も
、
同
時
に
『
大
日
經
』
も
参
照
さ

れ
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
、
両
者
は
親
し
く
存
在
の
原
初
を
共
有
し
て
い
た
と
見
て
良
い
。

『
天
地
靈
覺
祕
書
』
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

『
□
地
萬

物
大
祖

神
代
人
』　

・
伊
勢
両
宮
者
、
胎
金
両
部
諸
尊
、
大
空
阿
字
本
性
。
本
来
清
浄
妙
理
、
周
遍
法
界
惣
体
也
。
所
以
有
為
不
浄
実
執
、　　
　

『
神
明
仏
法

忌
給
本
誓
』　

   

無
為
清
浄
本
源
也
。
故『天

照
大
、此
三
字
无
相
无
為
作
也
。神
者
尊
形
也
。方
便
化
也
。』

天
照
太
神
、
則
不
起
仏
見
法
見
、
万
慮
降
伏
、
与
無
心
相
応
。
無
着
想
故
、
以
无
相
鏡
顕
妙
体
。

　
　
　
　

 

是
表
大
空
之
徳
、
万
法
陰
歴
顕
也
。  29

右
は
、冒
頭
で
先
ず
密
教
的
な
言
説
を
示
す
。「
伊
勢
両
宮
」
は
「
胎
金
両
部
諸
尊
」
で
あ
り
、本
源
的
に
は
「
大
空
阿
字
本
性
」「
本

来
清
浄
妙
理
」「
周
遍
法
界
惣
体
」
だ
と
言
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
故
に
「
天
照
太
神
」
は
「
不
起
仏
見
法
見
」
だ
と
言
う
の
だ
が
、
こ

れ
は
先
の
「
要
用
便
用
要
道
」
と
も
ど
も
『
佛
果
克
勤
禪
師
心
要
』
の
「
生
死
涅
槃
猶
如
昨
夢
。
自
然
泰
定
安
閑
得
休
歇
處
。
更
疑
什

麼
。
要
用
便
用
要
道
便
道
。
遇
飯
喫
飯
遇
茶
喫
茶
。
契
平
常
心
。
不
起
佛
見
法
見
。
佛
見
法
見
尚
乃
不
起
。
何
況
起
造
業
心
發
不
善
意
。

終
不
作
此
態
度
撥
無
因
果
。
由
是
得
坐
披
衣
。
調
衛
降
伏
。
與
無
心
相
應
。
乃
是
究
竟
落
著
之
地
。」30

に
由
来
す
る31

。『
天
地
靈
覺
祕
書
』

と
同
文
関
係
を
持
つ
「
漢
朝
祓
起
在
三
月
三
日
上
巳
」
で
も
「
是
伊
勢
両
宮
則
本
来
清
浄
本
源
、
阿
字
不
生
不
滅
無
想
一
実
妙
理
也
。

故
不
起
仏
見
法
見
無
著
想
。」32

と
言
っ
て
お
り
、
密
教
の
「
阿
字
」
は
禅
の
「
不
起
仏
見
法
見
」
と
緊
密
に
結
ば
れ
て
い
る
。

『
天
地
靈
覺
祕
書
』
は
こ
の
阿
字
の
原
初
性
を
巡
っ
て
次
の
よ
う
に
も
論
じ
て
い
る
。
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ａ
五
字
者
、
ア
ｉ
う
Ｋ
あ　

於
今
此
五
字
、
両
界
相
輪
在
胎
。

不
二
門
時
、
平
等
性
智
、
入
証
密
独
一
法
界
体
也
。
此
明
此
印
観
之
、
自
性
法
身
三
業
也
。
即
開
発
衆
生
法
尔
功
徳
也
。
其
法
尔
功
徳
体
者
、
衆
生
自
心
・

諸
仏
自
証
阿
字
也
。

於
ア
字
、
本
不
生
之
三
義
ア
リ
。
有
空
中
道
尺
給
ヘ
リ
。

有
空
中
道
、
即
性
浄
円
明
三
転
也
。
事
々
森
羅
諸
法
会
、
備
三
諦
。
三
諦
秘
略
、
為
一
ア
字
。
々
々
者
、
衆
生
本
心
也
。
一
心
即
三
転
、
々
々
即
一
念
也
。

ｂ
空
執
者
金
也
。
有
執
台
也
。

空
有
即
生
滅
之
二
義
也
。

空
有
不
二
、
即
不
生
不
滅
之
妙
体
也
。

ｃ　

   

空
報
身
如
来
。
以
智
為
体
也
。　
　
　

仏
界
也
。『
依
空
観
、
破
見
思
惑
也
』

　
　

仮
応
身
如
来
。　
　

以
慈
悲
為
体
也
。　
　
　
　

仮
衆
生
界
也
。『
依
仮
観
故
、
破
塵
沙
惑
也
』

　
　

中
法
身
如
来

己
界
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

報
身
説
、
一
切
清
浄
法
。」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

化
身
説
、
六
度
万
行
法
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

報
身
化
身
、
皆
随
機
感
現
所
説
法
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
念
法
界
、
法
界
一
念33

。

以
虚
空
為
本
。『
依
中
観
故
、破
无
明
惑
。
色
即
是
空
、々
即
是
色
』 

中
道
実
相
者
、
常
住
法
身
大
日
如
来
、
非
空
非
仮
不
可　
　

思
儀
也
。
仏
有
三
身
法
身
。
説
自
性
虚
通
法
、
不
可
以
言
語　

音
声
形
相
文
字
。
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右
冒
頭
の
ａ
「
不
二
門
時
、
平
等
性
智
、
入
証
密
独
一
法
界
体
也
」
は
、
先
の
「
天
神
地
祗
之
起
」
に
相
当
す
る
原
初
を
語
る
も

の
と
見
え
る
。
ま
た
、
そ
の
原
初
は
他
に
「
法
尔
功
徳
体
」「
衆
生
自
心
」「
諸
仏
自
証
阿
字
」
と
も
換
言
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
う
ち
の
「
阿
字
」
に
「
本
不
生
之
三
義
」、
い
わ
ば
「
有
」「
空
」「
中
道
」
の
三
諦
を
示
す
。
こ
れ
を
「
性
浄
円
明
三
転
」
と
も
言

っ
て
い
る
が
、『
大
日
經
疏
』
の
「
如
言
三
月
持
誦
。
乃
是
性
淨
圓
明
中
三
轉
方
便
。
豈
可
但
作
九
旬
解
耶
。」34

を
参
照
し
た
表
現
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
『
大
日
經
疏
』
で
は
「
三
轉
方
便
」
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
、
人
師
に
よ
り
そ
の
理
解
は

一
定
し
て
い
な
い
。
但
し
、
同
疏
に
「
阿
字
自
有
三
義
。
謂
不
生
義
。
空
義
。
有
義
。」35

と
あ
る
の
で
、『
天
地
靈
覺
祕
書
』
は
こ
れ
を

「
三
転
」
と
捉
え
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
源
の
阿
字
は
天
台
の
三
諦
説
と
緊
密
に
結
ぶ
こ
と
に
な
る36

。

ｂ
で
は
、
先
の
結
論
を
踏
ま
え
、
更
に
「
空
」
を
金
剛
界
、「
有
」
を
胎
藏
に
配
当
し
、
こ
れ
を
「
生
滅
之
二
義
」
と
し
て
、
そ
の

両
者
を
「
不
二
」
と
し
た
先
の
「
不
生
不
滅
之
妙
体
」
を
見
る
。
こ
れ
は
三
諦
説
の
枠
組
み
か
ら
す
る
と
、
中
諦
に
相
当
す
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
阿
字
は
金
・
胎
・
金
胎
不
二
を
貫
く
統
一
原
理
と
し
て
の
性
格
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。

ｃ
で
は
、
こ
の
三
諦
説
を
仏
身
論
へ
と
転
換
す
る
が
、
先
の
論
理
と
の
接
続
性
は
あ
ま
り
明
瞭
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
『
總
持
抄
』

の
「
彌
陀
事
」
で
「
曼
荼
羅
事
」
を
言
う
箇
所
で
「
又
云
。
此
曼
荼
羅
ハ
理
智
不
二
曼
荼
羅
也
。
故
此
ヨ
リ
出
現
シ
テ
大
智
大
悲
利
益
衆
生

也
。
謂
大
智
故
。
淨
妙
國
土
ニ
シ
テ
說
法
利
生
。
此
名
阿
彌
陀
。
大
悲
故
。
雜
染
世
界
ニ
シ
テ
濟
度
衆
生
。
是
名
觀
音
。」37

と
あ
る
理
論
に
極

め
て
相
似
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
阿
弥
陀
曼
荼
羅
は
「
理
智
不
二
曼
荼
羅
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
他
に
も
「
又
習
云
。
中
臺
ハ
金
義
。

此
表
果
卽
因
義
。
葉
上
ハ
胎
意
也
。
此
表
因
卽
果
義
。
故
此
曼
荼
羅
互
顯
因
果
不
二
之
義
也　

問
。
此
曼
荼
羅
不
二
意
。
有
其
證
耶　

答
。
師
云
。
理
趣
釋
云
。
得
自
性
淸
淨
法
身
如
來
者
。
是
觀
自
在
王
如
來
異
名
也
。
以
此
名
無
量
壽
故
。
此
曼
荼
羅
得
自
性
曼
荼
羅
ト

モ
云
。
阿
彌
陀
曼
荼
羅
ト
モ
云
也
。」38

と
あ
り
、「
理
智
不
二
」
は
同
時
に
「
因
果
不
二
」
で
あ
り
、
ま
た
金
胎
不
二
を
含
意
し
て
お
れ
ば
、

そ
の
不
二
を
「
自
性
清
淨
法
身
如
來
」
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
淨
明
國
土
者
。
報
身
土
也
。
實
ニ
ハ
行
者
心
身
ノ
佛
國
土
。
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雜
染
世
界
者
。
穢
土
是
應
身
土
也
。」39

と
の
記
述
か
ら
、「
阿
彌
陀
」
は
「
報
身
」、「
觀
音
」
は
「
應
身
」
と
規
定
さ
れ
、
そ
の
「
實
」

を
「
行
者
心
身
ノ
佛
國
土
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
の
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
配
当
す
る
な
ら
、未
分
化
の
「
自
性
清
淨
法
身
如
來
」（
行

者
心
身
ノ
佛
國
土
）
よ
り
、「
智
」
を
原
理
と
し
て
「
阿
彌
陀
」（
報
身
）
が
顕
現
し
、「
大
悲
」
を
原
理
と
し
て
「
觀
音
」（
応
身
）
が

顕
現
す
る
構
え
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
ｃ
に
見
る
三
諦
三
身
説
と
合
致
す
る
。
実
に
、『
天
地
靈
覺
祕
書
』
で
は
以
下
に
て
「
一

切
仏
菩
薩
等
、
衆
生
利
益
之
時
、
皆
成
観
音
利
益
給
也
。」40

と
極
め
て
特
異
な
教
説
を
示
す
が
、『
總
持
抄
』
も
同
処
に
て
「
不
限
觀
音

一
體
。
大
悲
故
。
一
切
佛
菩
薩
皆
悉
來
娑
婆
。
利
益
衆
生
。
此
時
皆
名
觀
音
也
。」41

と
も
言
っ
て
お
り
、参
照
の
蓋
然
性
は
極
め
て
高
く
、

『
總
持
抄
』
に
示
さ
れ
た
理
論
を
踏
襲
し
た
と
考
え
て
良
い
。

こ
こ
で
は
他
に
も
『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』
の
「
佛
有
三
身
。
法
身
説
自
性
虚
通
法
。
報
身
説
一
切
清
淨
法
。
化
身
説
六

度
萬
行
法
。
法
身
説
法
。
不
可
以
言
語
音
聲
形
相
文
字
而
求
。」42

が
併
せ
て
引
用
さ
れ
て
お
り
、
禅
思
想
か
ら
の
影
響
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
但
し
そ
の
内
容
は
極
め
て
通
仏
教
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
禅
思
想
特
有
の
内
容
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
密
教
の
阿
字

と
天
台
の
三
諦
を
融
合
し
て
論
じ
る
場
面
に
、
敢
え
て
禅
籍
を
持
ち
込
み
な
が
ら
仏
の
三
身
を
解
釈
す
る
態
度
に
、
円
・
禅
・
密
を
一

致
さ
せ
る
指
向
性
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

『
天
地
靈
覺
祕
書
』は
、『
大
日
經
疏
』の「
偈
云
。
生
隨
類
形
法
諸
法
相
者
。
謂
入
阿
字
門
故
。
即
是
平
等
法
身
。
由
此
無
相
法
身
故
。

即
能
隨
縁
感
應
普
現
色
身
。
隨
彼
種
種
類
形
。
以
所
喜
見
之
身
。
而
爲
開
示
如
來
智
慧
也
。」43

を
受
け
て
、阿
字
に「
隨
縁
」を
認
め
る
。

阿
字
随
縁
、
云
生
滅
。
々
々
本
源
、
云
阿
字
。
生
者
阿
字
随
縁
生
。
々
故
□「
生
」、
本
来
不
生
々
。
滅
者
阿
字
随
縁
滅
。
々
故
滅
、

無
始
本
有
滅
。
生
滅
共
、本
来
本
有
。
故
生
滅
根
源
、阿
字
不
生
一
理
。
々
々
々
々
々
々
者
、指
衆
生
本
有
善
根
。
々
々
々
々
々
々

者
、
性
浄
円
明
三
転
、
是
其
体
也
。
心
神
則
天
地
之
徳
用
也
。
身
体

則
五
行
之
所
化
也
。
神
託
文
也 

   44
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右
に
よ
れ
ば
、「
生
滅
」
は
「
阿
字
随
縁
」
で
あ
り
、「
生
滅
」
は
「
阿
字
」
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
れ
故
、「
生
」
は
「
本
来
不
生
」

の
「
生
」、「
滅
」
は
「
無
始
本
有
」
の
滅
で
あ
る
と
し
て
、「
生
滅
」
を
迷
妄
の
相
か
ら
転
換
し
、
真
理
さ
な
が
ら
と
し
て
の
「
生
滅
」

を
示
す
。
割
注
に
『
倭
姫
命
世
記
』
か
ら
「
心
神
則
天
地
之
徳
用
也
。
身
体
則
五
行
之
所
化
也
」
を
引
く
が
、
こ
れ
が
先
の
内
容
と
緊

密
に
結
ぶ
と
す
れ
ば
、「
生
滅
」
す
る
人
間
の
精
神
、
肉
体
が
そ
の
ま
ま
で
真
理
さ
な
が
ら
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。

実
に
『
天
地
靈
覺
祕
書
』
は
前
掲
文
直
前
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

・
続『定
恵
和
合
』

生
入
胎
初
、
先
住
虚
空
。
種
子
位
。
其
後
、
漸
漸
転
形
、
成
五
輪
体
。
三
昧
耶
形
。
次
五
輪
変
、
成
人
体
。
尊
形
也
。

曼
多
羅
。
已
上
於

五
位
、
五
相
・
六
大
・
四
万
・
三
密
、
具
足
円
満
也
。
凡
夫
在
生
死
実
執
。
故
不
離
輪
廻
。
於
聖
者
、
作
縁
生
縁
滅
行
解
。
故
无
執
、

証
无
生
滅
理
。
於
同
体
生
滅
、
為
惑
者
、
為
迷
基
。
於
聖
者
、
悟
根
本
能
迷
、
亦
能
悟
。
其
徳
失
、
非
他
。
知
与
不
知
、
実
誰

失
矣
。

以
『
色
即
是
空
、空
即
是
色
』

生
滅
、
為
悟
根
本
事45

。

人
間
は
受
胎
し
て
後
、
次
第
に
「
五
輪
体
三
昧
耶
形
」
を
形
成
し
、
そ
れ
か
ら
人
体
が
生
成
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
人
間

は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
、真
理
さ
な
が
ら
に
生
ま
れ
出
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
で
も
「
凡
夫
」
は
「
生
死
実
執
」
に
と
ら
わ
れ
「
輪

廻
」
を
離
れ
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
現
実
に
存
在
そ
の
も
の
か
ら
し
て
真
理
さ
な
が
ら
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
い
る
の
が
凡
夫
で
あ

り
、
そ
の
事
実
を
「
知
」
る
か
「
不
知
」
か
が
凡
聖
の
相
違
な
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

『
大
師
御
尺
云
、
非
難
得
ब
िव
。
難
値
此
教
文
』
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こ
の
世
界
は
既
に
真
理
さ
な
が
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
考
え
方
は
禅
思
想
と
親
し
く
共
有
さ
れ
て
い
る
。
端
的
に
そ
の
具
体
例

を
『
十
牛
圖
頌
』
の
「
返
本
還
源
」
よ
り
示
し
て
み
よ
う
。『
十
牛
圖
頌
』
は
心
品
転
昇
を
平
易
に
記
述
し
て
い
る
し
、『
天
地
靈
覺
祕

書
』
の
成
立
と
思
し
き
時
期
に
癡
兀
大
慧
が
注
を
付
し
て
も
い
る
の
で
、
彼
の
一
例
と
し
て
必
ず
し
も
不
適
切
で
は
あ
る
ま
い
。

本
來
清
淨
。
不
受
一
塵
。
觀
有
相
之
榮
枯
。
處
無
為
之
凝
寂
。
不
同
幻
化
。
豈
假
修
治
。
水
綠
山
青
。
坐
觀
成
敗
。
頌
曰
。

　

返
本
還
源
已
費
功　
　

爭
如
直
下
若
盲
聾

　

庵
中
不
見
庵
前
物　
　

水
自
茫
茫
花
自
紅46

癡
兀
大
慧
は
『
十
牛
決
』
で
返
本
還
源
図
を
評
し
て
「
如
圖
相
者
、
於
一
輪
中
畫
山
水
草
木
等
。
通
達
本
源
人
悟
了
同
未
悟
故
、

只
自
依
旧
見
山
是
山
、
見
水
是
水
。
是
以
古
人
吽
、
未
參
禪
時
、
見
山
是
山
見
水
是
水
。
及
至
後
來
親
見
知
識
有
箇
入
處
。
見
山
不
是

山
。
見
水
不
是
水
。
而
今
得
箇
休
歇
處
。
依
然
見
山
只
是
山
。
見
水
只
是
水
。」47

と
言
う
。
執
見
の「
見
山
是
山
見
水
是
水
」を
否
定
し
、

そ
の
否
定
さ
え
も
超
克
し
て
、
真
理
を
全
現
さ
せ
た
場
で
「
見
山
只
是
山
。
見
水
只
是
水
」
が
回
復
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
「
迷
悟

凡
聖
自
他
因
果
法
位
」
を
超
え
て
回
復
さ
れ
た
肯
定
で
あ
る
。

禅
で
は
よ
く
、
日
常
の
光
景
に
即
し
て
本
来
語
り
え
な
い
彼
の
境
位
を
語
る
。
こ
れ
は
処
々
の
公
案
で
散
見
さ
れ
る
表
現
形
式
で

あ
り
、
禅
に
特
有
の
態
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、『
天
地
靈
覺
祕
書
』
は
さ
な
が
ら
の
真
理
と
し
て
の
現
実
を
こ
の
よ
う
な
表
現
形
式

で
語
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。『
天
地
靈
覺
祕
書
』
が
選
択
し
た
の
は
、
寧
ろ
密
教
的
に
記
述
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
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『
お
』『
五
智
所
成

生
、
為
此
岸
』　

第『
東
方
阿
閦
仏
』

八
識　
正
結
生
時
、
一
刹
那
位
、

名
為
□
也
。　

金
藏
識

大
円
鏡
智
、亦
発
心
也
。
此
羯
頼

藍
性
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

胎
『
字
輪
形
、黄
□
、□
眼
、春
、阿
字
五
点
地
点
也
』
 

金
両
部
大
日
如
来
、
因
果
常
住
仏
種『
亦
真
如
也
』　

一
切
善
悪
種
子

『
こ
』　
『
涅
槃
為

彼
岸
』　

第『
南
方
宝
生
仏
』

七
識　

平
等
性
智
、亦
修
行
也
。
此
頞
部
曇

也
。
末
那
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
大
輪
形
、
赤
色
、
胸
身
、
夏
、
阿
字
二
点
天
形
点
也
』

『
Ｄ
』　
『
煩
悩
為

中
流
』　

第『
西
方
无
量
寿
仏
』

六
識　

妙
観
察
智
、亦
菩
提
也
。
此
閉
戸
云
也
。　
　
　

顕
色
分
□
□
是
分
別
識
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
水
輪
形
、
白
色
、
腹
鼻
、
秋
、
人
理
仏
点
也
』

『
と
』　　
　
　

    

第『
北
方
釈
迦
如
来
』

五
識　
結
生
識
之
後
、
六
処

未
生
名
、
為
名
色
也
。 
成
所
作
智
、又
温
涅
槃
也
。
此
健
南
名
也
。

五
輪
形
也
。

　
　
　
　
　
　
　
『
風
輪
形
、
黒
色
、
肩
耳
、
冬
、
父
点
也
』

『
Ｕ
』　　
　
　

    

第『
中
央
大
日
如
来
』

九
識　
眼
等
已
生
根
境

識
。
□
為
六
入
也
。　

法
界
体
性
智
、
亦
方
便
為
究
竟
此
名
鉢
羅

　
　
　
　
　
　
　
『
空
輪
形
、
青
色
、
頂
舌
、
土
用
、
母
点
□
』

　
　
　
　
　
　
　
　

奢
佉
。
是
万
徳
円
満
仏
也
。
第
一
諦
不
可
得
妙
理
也
。
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『
一
切
衆
生
身
源
所
作
、
諸
仏
成
道
微
妙
修
行
』 

    48

こ
れ
を
表
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

お

こ

Ｄ

と

Ｕ

五
智
所
成
生
、
為
此
岸

涅
槃
為
彼
岸

煩
悩
為
中
流

東
方
阿
閦
仏

南
方
宝
生
仏

西
方
无
量
寿
仏

北
方
釈
迦
如
来

中
央
大
日
如
来

第
八
識

第
七
識

第
六
識

第
五
識

第
九
識

大
円
鏡
智

平
等
性
智

妙
観
察
智

成
所
作
智

法
界
体
性
智

発
心

修
行

菩
提

温
涅
槃
（
般
涅
槃
）

方
便
為
究
竟

羯
頼
藍
性

頞
部
曇
・
末
那
識

閉
戸
（
閇
尸
）

顕
色
分
□
□
是
分
別
識

健
南

鉢
羅

字
輪
形

大
輪
形

水
輪
形

風
輪
形

空
輪
形

黄
□

赤
色

白
色

黒
色

青
色

□
眼

胸
身

腹
鼻

肩
耳

頂
舌

春

夏

秋

冬

土
用

阿
字
五
点
地
天

阿
字
二
点
天
形
点

人
理
仏
点

父
点

母
点

右
は
『
天
地
靈
覺
祕
書
』
に
挙
げ
ら
れ
た
、
所
謂
る
五
転
阿
字
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
菩
提
心
論
』
や
『
三
種
悉
地
破
地
獄
轉
業
障
出

三
界
祕
密
陀
羅
尼
法
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
の
そ
れ
は
阿
字
と
五
数
の
諸
概
念
の
対
応
関
係
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
、『
三
種

悉
地
破
地
獄
轉
業
障
出
三
界
祕
密
陀
羅
尼
法
』
の
方
に
親
し
い
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

『
三
種
悉
地
破
地
獄
轉
業
障
出
三
界
祕
密
陀
羅
尼
法
』に
見
ら
れ
る
五
数
の
諸
概
念
の
対
応
を
表
に
ま
と
め
る
と
、次
の
よ
う
に
な
る
。
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お
阿
字

Ｌ
鑁
字

す
藍
字

し
唅
字

さ
欠
字

大
日
如
來
理
法
身

智
法
身

報
身

應
化
身
如
來

智
法
身
火
生
曼
荼
羅

三
解
脱
門
三
際
不
可
得
義

法
身
大
力
曼
荼
羅

寂
滅
眞
如
理
智

十
方
三
世
諸
佛
所
證
菩
提
道

場
殊
勝
曼
荼
羅

本
性
清
淨
極
理
畢
竟
不
可
得

空

大
日
如
來
智
海
水
大
轉
輪
種

子
神
通
自
在
之
法

大
日
如
來
心
地
種
火
大
種
子

大
日
如
來
常
住
壽
量
風
大
種

子

大
日
如
來
無
見
頂
相
五
佛
所

證
大
空
智
處

金
剛
部

蓮
花
部

寶
部

羯
磨
部

虚
空
部

地
觀

金
剛
座
觀

水
觀

蓮
花
觀

日
觀

月
觀

空
觀

色
陰

行
陰

受
陰

想
陰

識
陰

地

水

火

風

空

山
海
大
地

江
河
之
流

金
玉
珍
寶
日
月
星
辰
火
珠
光

明

五
穀
果
衆
花
開
敷

香
美
人
天
長
養
顏
色
滋
味
端

正
相
貌
、
福
徳
富
貴

東
方
阿
閦
如
來

西
方
阿
彌
陀
如
來

南
方
寶
生
如
來

北
方
不
空
成
就
如
來

上
方
毘
盧
遮
那
大
日
如
來

お

こ

Ｄ

と

Ｕ

菩
提
心

行

菩
提

大
涅
槃

方
便

東

西

南

北

中
央

肝

肺

心

腎

脾

魂

魄

神

志

意

木

金

火

水

土

春

秋

夏

冬

季
夏
（
夏
土
用
）

⾭

白

赤

黒

黄

眼

鼻

舌

耳

口
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筋

血

骨
髄

爪

乳

酸
味

辛
味

苦
味

鹹
味

甘
味

こ
こ
で
対
応
す
る
諸
概
念
は
、
密
教
的
な
も
の
か
ら
、
中
医
に
関
わ
る
内
容49

に
至
る
ま
で
、
雑
多
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
内
、
密
教
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
は
、
阿
鑁
藍
唅
欠
の
五
字
に
関
わ
る
も
の
、
五
点
阿
字
に
関
わ
る
も
の
の
二
種
に
分
か
れ

る
。
こ
の
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
五
仏
に
配
当
さ
れ
て
い
る
の
で
、
五
仏
を
媒
介
に
統
合
さ
れ
て
い
る
と
見
て
良
い
。
以
下
の
中
医
的
知
見

は
、
密
教
的
な
五
數
と
必
ず
し
も
内
容
的
に
相
当
す
る
も
の
で
は
な
い
。
実
際
、
五
大
と
五
行
で
「
火
」
を
重
ね
て
も
、「
水
」
は
同

一
の
範
疇
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
両
者
が
最
終
的
に
結
ば
れ
る
の
も
、両
五
數
で
方
位
が
確
定
し
て
お
り
、

こ
れ
を
媒
介
に
接
続
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
一
見
無
関
係
な
諸
概
念
が
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
統

合
さ
れ
る
に
せ
よ
、
一
つ
の
確
た
る
教
説
と
し
て
受
容
さ
れ
え
た
限
り
は
、
単
に
非
合
理
で
任
意
の
操
作
と
ば
か
り
見
な
す
わ
け
に
は

い
く
ま
い
。

『
五
行
大
義
』
で
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

行
言
五
者
。
明
萬
物
雖
多
。
數
不
過
五
。
故
在
天
爲
五
星
。
其
神
爲
五
帝
。
孔
子
曰
。
昔
丘
聞
諸
老
聃
云
。
天
有
五
行
。
木
金
水

火
土
。
其
神
謂
之
五
帝
。
在
地
爲
五
方
。
其
鎭
爲
五
岳
。
物
理
論
云
。
鎭
之
以
五
岳
。
在
人
爲
五
藏
。
其
候
五
官
。
黃
帝
素
問
云
。

五
藏
候
在
五
官
。
眼
耳
口
鼻
舌
也
。
五
行
遞
相
負
載
。
休
王
相
生
。
生
成
萬
物
。
運
用
不
休
。
故
云
行
也
。

右
に
よ
れ
ば
、「
五
」
は
万
物
の
基
数
と
の
こ
と
で
あ
る
。
万
物
を
五
項
の
概
念
に
よ
り
分
類
整
理
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
統
一
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的
な
法
則
性
を
看
取
し
よ
う
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
の
結
果
、
無
関
係
に
も
見
え
る
五
数
の
諸
概
念
は
相
互
に
関
連
し
、
一
つ
の
法
則
性

の
元
に
体
系
化
さ
れ
る
。
実
に
こ
の
論
理
を
差
挟
む
こ
と
で
、
先
に
見
た
仏
典
の
五
項
概
念
の
結
合
も
、
彼
の
体
系
下
で
合
理
的
整
合

性
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
と
よ
り
相
互
に
接
続
可
能
な
五
数
概
念
の
範
囲
は
定
め
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
れ
故
、
そ
の
論
理

に
普
遍
性
を
認
め
る
か
ぎ
り
、
教
派
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
繰
り
返
し
接
続
統
合
さ
れ
う
る
余
地
が
常
に
開
か
れ
て
い
た
。

さ
て
、
こ
う
い
っ
た
五
点
阿
字
の
教
説
に
は
、
世
界
を
真
理
さ
な
が
ら
と
見
る
に
せ
よ
、
五
行
説
を
基
礎
理
論
と
す
る
機
械
論
的
な

論
理
で
世
界
を
秩
序
立
て
る
思
考
が
存
在
し
て
お
り
、
諸
観
念
を
拒
絶
す
る
禅
思
想
に
於
け
る
態
度
と
正
反
対
の
方
向
性
と
評
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
確
か
に
こ
れ
は
、『
梁
塵
祕
抄
口
傳
抄
』
や
『
喫
茶
養
生
記
』
な
ど
に
も
散
見
さ
れ
、
一
つ
の
時
代
精
神
の
顕
れ
と

も
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
も
、
こ
れ
に
よ
り
、
禅
特
有
の
真
理
観
を
留
保
し
て
い
る
こ
と
に
相
違
な
く
、『
天
地
靈
覺
祕
書
』

が
禅
を
援
用
す
る
こ
と
の
意
義
も
、こ
う
い
っ
た
限
界
の
元
で
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
実
に
、『
天
地
靈
覺
祕
書
』
は
『
黄

檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』の「
文
殊
當
理
。
普
賢
當
行
。
理
者
眞
空
無
礙
之
理
。
行
者
離
相
無
盡
之
行
。
觀
音
當
大
慈
。
勢
至
當
大
智
。

維
摩
者
淨
名
也
。淨
者
性
也
。名
者
相
也
。性
相
不
異
。故
號
淨
名
。諸
大
菩
薩
所
表
者
人
皆
有
之
。不
離
一
心
悟
之
即
是
。」50

を
踏
ま
え
、「
文

殊
当
理
、
普
賢
当
行
。
理
者
真
空
无
礙
之
理
、
行
者
離
相
无
尽
之
行
。
観
音
当
大
慈
、
勢
至
当
大
智
。
諸
大
菩
薩
所
表
者
、
人
皆
有
之
。

不
離
一
心
悟
之
、
即
仏
也
。
故
諸
仏
衆
生
、
凡
聖
不
二
也
。
一
切
諸
神
則
衆
生
五
蔵
也
。」51

と
言
う
が
、『
黄
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』

の
文
章
に
「
故
諸
仏
衆
生
、
凡
聖
不
二
也
。
一
切
諸
神
則
衆
生
五
蔵
也
。」
と
の
結
論
を
付
し
、
寧
ろ
先
に
見
た
五
点
阿
字
の
思
想
へ

と
回
収
し
て
い
る52

。

神
、
ま
た
諸
存
在
の
原
初
に
関
す
る
密
教
的
記
述
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

周
遍
法
界
理
者
、
白
色
お
字
也
。
赤
白
无
相
お
字
者
、
胎
金
両
部
大
日
也
。
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白
色
阿
字
隠
形
不
動
云
々
也
。

周
遍
法
界
体
者
、赤
白
无
相
Ｌ
字
也
。
赤
白
愛
染
王
云
也
。
未
顕
処
法
性
云
。

顕
処
尊
形
也
。
       53

右
の
記
述
を
正
確
に
捉
え
る
こ
と
は
極
め
て
容
易
で
は
な
い
が
、
先
に
未
分
の
原
初
の
境
位
を
「
周
遍
法
界
惣
体
」
と
も
表
現
し
て

い
た
の
で
、
こ
こ
の
「
周
遍
法
界
理
」「
周
遍
法
界
体
」
も
同
様
に
解
し
て
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、「
赤
白
无
相
Ｌ
字

也
。
赤
白
愛
染
王
云
也
」
を
受
け
て
、「
未
顕
処
法
性
云
。
顕
処
尊
形
也
。」
と
言
い
、「
赤
白
无
相
Ｌ
字
」
が
「
未
顕
処
法
性
」、「
赤

白
愛
染
王
」54

が
「
顕
処
尊
形
」
に
対
応
し
て
い
る
の
で
、「
赤
白
无
相
Ｌ
字
」
と
し
て
の
「
周
遍
法
界
体
」
は
、
尊
形
を
顕
わ
す
以
前

の
原
初
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

『
天
地
靈
覺
祕
書
』
は
こ
れ
に
続
け
て
「
惣
お
字
則
Ｌ
字
也
。
Ｌ
字
即
お
字
也
。
无
二
无
別
体
也
。
法
花
一
乗
体
也
。
頂
上
蓮
花
者
、

三
世
諸
仏
母
也
。」55

と
も
言
い
、「
お
字
」「
Ｌ
字
」
の
「
无
二
无
別
体
」
を
明
示
し
て
お
れ
ば
、究
極
的
に
は
こ
の
両
者
不
分
の
境
位
に
、

未
分
の
原
初
を
見
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
た
『
總
持
抄
』「
不
動
法
事
」
に
不
動
明
王
の
「
二
重
蓮
華
」
を
釈
し
て
「
上
ハ
未

敷
白
蓮
華
ハ
本
有
常
住
法
性
覺
悟
蓮
華
也
。
下
開
敷
赤
蓮
華
ハ
此
修
得
顯
現
。
華
藏
世
界
蓮
華
ハ

お
地
理

Ｌ
天
智

Ｋ
蓮
華
體
一
切
草
木
等
。
得
お

字
等
地
。
Ｌ
字
智
水
滋
潤
。
是
二
重
蓮
華
功
徳
也
」56

、「
開
此
二
重
蓮
華
也
。
佛
之
知
見
也
。
決
云
開
示
者
理
體
胎
藏
因
迷
。
悟
入
者
智

體
金
剛
界
果
悟
也
。
此
蓮
華
ハ
理
智
不
二
。
大
蓮
華
本
有
自
性
。
如
實
知
自
心
之
覺
體
。
言
頂
上
蓮
華
也
。」57

と
す
る
教
説
に
良
く
似

て
お
り
、
こ
う
い
っ
た
台
密
説
を
根
拠
に
語
ら
れ
た
と
見
え
る
。

ま
た
、『
天
地
靈
覺
祕
書
』
は
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

ア
不三世

諸
仏
体
也

動
胎
蔵
界
大
日
也
。
々
々
々
々
々
者
、
阿
弥
陀
也
。
々
々
々
者
、
観
音
也
日
輪
不
同

            58
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う
愛
染
金
剛
界
大
日
也
。
々
々
々
々
々
者
、
光
修
仏
也
。
々
々
々
者
文
殊
也
。

　

Ｌ

　
　

月
輪
愛
染59

右
の
箇
所
で
は
、
不
動
明
王
を
胎
蔵
界
大
日
、
愛
染
明
王
を
金
剛
界
大
日
に
そ
れ
ぞ
れ
配
当
す
る
。
こ
れ
も
従
前
の
文
脈
か
ら
す
れ

ば
、『
寶
祕
記
』
で
も
「
不
動
愛
染
一
体
事　

仰
云
、
台
蔵
ヲ
ハ
不
動
尊
金
剛
界
ニ
テ
愛
染
王
、
是
愛
菩
薩
也
、
不
動
愛
染
王
一
体
事
、

三
菩
提
経
見
タ
リ
」60

と
言
う
よ
う
に
、
金
胎
不
二
と
し
て
両
明
王
は
統
合
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
そ

の
統
合
以
前
の
、
諸
尊
の
対
応
関
係
を
示
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

他
に
も
『
天
地
靈
覺
祕
書
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。

阿
字
之
大
空
与
鑁
字
之
智
水
、
一
体
不
二
吽
字
、
即
法
界
体
性
也
。
法
身
如
来
也
。
々
々
々
々
者
大
日
如
来
也
。
々
々
々
々
者
比

盧
遮
那
、
々
々
々
々
者
遍
一
切
処
、
々
々
々
々
者
衆
生
心
也
。
八
相
成
道
微

妙
修
行
是
也
。

      61

こ
こ
で
は
「
阿
」「
鑁
」「
一
体
不
二
」
の
「
吽
字
」
を
「
法
界
体
性
」
と
す
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
『
吽
字
義
探
宗
記
』
で
「
Ｌ
字
金

剛
智
身
種
子
。
お
字
胎
藏
理
佛
種
子
。
今
此
Ｋ
字
兩
部
一
心
理
智
不
二
種
子
故
。」62

と
言
う
よ
う
に
、金
胎
理
智
不
二
の
種
子
と
し
て「
吽

字
」
を
言
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
神
の
原
初
は
「
吽
字
」
と
も
表
象
さ
れ
た
の
だ
と
言
え
る
。
ま
た
こ
こ
で
言
う
原
初
は
「
大
日
如

來
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
延
い
て
は
「
衆
生
心
」
で
あ
る
と
す
る
が
、「
大
日
如
來
」
の
仏
名
「
毘
盧
舎
那
遍
一
切
處
」
の
「
遍
一
切
處
」

を
媒
介
に
、『
大
乘
起
信
論
』
で
言
う
（
或
い
は
密
教
教
理
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
『
釋
摩
訶
衍
論
』
を
媒
介
と
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
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ろ
う
が
）「
衆
生
心
」
が
結
合
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る63

。

ま
た
次
の
箇
所
も
未
分
の
原
初
を
語
る
も
の
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。

・
心
御
柱
者
、
天
地
開
闢
之
本
基
、
諸
自
己
本
体
也
。

（
傍
注
本
地
法
身
法
界
塔
婆
是
也
）

・
是

『
本
地
法
身
法
界
塔
婆
是
也
』

則
大
日
如
来
宝
座
、
法
界
体
、
文
殊
三
昧
耶
形
、
独
古
形
也
。
本
来
清
浄
、
不
生
不
滅
、
周
遍
法
界
、
唯
一
心
柱
是
也
龍
神　
常
奉　

『
法
界
无
明
、　     

防
護
。
栗
柄
明
王

无
明
即
法
性
』　

所
化
也
云
　々
　

亦
云
、
須
弥
山
表
徳
云

6々4

こ
こ
で
は
、「
心
御
柱
」
は
「
天
地
開
闢
之
本
基
」
で
あ
り
、「
本
来
清
浄
、
不
生
不
滅
、
周
遍
法
界
」
な
る
「
唯
一
心
柱
」
で
あ
る

と
し
て
、
そ
れ
が
同
時
に
「
大
日
如
来
宝
座
」「
法
界
体
」「
文
殊
三
昧
耶
形
」「
独
古
形
」
と
密
教
的
な
形
象
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

以
上
、『
天
地
靈
覺
祕
書
』
に
於
け
る
神
の
原
初
を
巡
る
言
説
を
伺
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
禅
思
想
か
ら
語
り
起
こ
さ
れ
な
が
ら
も
、

同
時
に
密
教
的
に
も
記
述
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
こ
で
摂
取
さ
れ
た
禅
は
、
教
外
別
伝
と
す
る
よ
う
な
、
特
有
の
排
他
的
孤

高
性
が
特
別
強
調
さ
れ
ず
、
寧
ろ
宗
密
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
教
禅
一
致
説
、
い
わ
ば
如
来
蔵
思
想
の
構
え
が
重
視
さ
れ
た
と
見
て
良
い
。

た
し
か
に
、
如
来
蔵
の
構
え
を
媒
介
と
し
て
禅
・
密
は
緊
密
に
結
ぶ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
言
説
の
大
半
は
密
教
思
想
の
言
葉
で
埋
め

尽
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
や
は
り
、
密
教
的
思
考
が
禅
思
想
に
対
し
て
圧
倒
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
相
違
な
い
。
な
れ
ば
、

彼
の
神
の
原
初
を
巡
る
言
説
は
「
禅
語
で
も
語
ら
れ
た
」
と
、
か
く
評
し
て
お
く
の
が
適
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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『
天
地
靈
覺
祕
書
』
の
思
想
的
背
景

そ
れ
で
は
、『
天
地
靈
覺
祕
書
』
に
於
け
る
密
教
思
想
と
禅
思
想
の
結
合
を
如
何
に
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

道
元
は
教
宗
と
の
会
通
に
積
極
的
で
は
な
く
、
大
日
房
能
忍
に
関
わ
る
と
さ
れ
る
『
見
性
成
佛
論
』『
成
等
正
覺
論
』
な
ど
に
至
っ

て
は
在
来
の
顕
密
仏
教
に
対
し
て
攻
撃
的
で
さ
え
あ
っ
た
が
、
臨
済
宗
の
人
師
ら
は
教
宗
と
の
関
係
付
け
に
積
極
的
に
関
与
し
、
密
教

に
対
し
て
も
親
和
的
な
態
度
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
我
が
国
の
禅
宗
の
始
祖
と
さ
れ
る
榮
西
の
段
階
か
ら
確
認
さ
れ
る
。
そ

こ
で
、
こ
れ
よ
り
以
下
は
『
天
地
靈
覺
祕
書
』
の
成
立
時
期
と
思
し
き
時
代
に
於
け
る
禅
密
観
の
諸
様
相
を
些
か
検
討
し
な
が
ら
、
そ

れ
ら
と
該
書
と
の
思
想
的
な
連
続
性
の
如
何
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　

榮
西

榮
西
は
も
と
よ
り
台
密
の
人
師
と
し
て
知
ら
れ
た
。
師
の
著
作
の
全
体
を
概
観
す
る
な
ら65

、
密
教
的
な
著
述
で
大
半
が
占
め
ら
れ
て

い
る
。
そ
れ
で
も
、
彼
の
密
教
的
記
述
が
禅
宗
将
来
以
前
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
の
時
期
を
一
つ
の
思
想
的
な

転
機
と
捉
え
る
こ
と
も
或
い
は
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
榮
西
は
そ
れ
よ
り
以
後
も
密
教
を
決
し
て
手
放
し
て
は
い
な

か
っ
た
。

中
尾
良
信
氏
が
既
に
簡
潔
に
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
よ
う
に66

、
榮
西
は
二
度
目
の
帰
国
後
に
在
っ
て
も
、
な
お
台
密
僧
と
し
て
の
活
動
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を
続
け
て
い
る
。
実
に
禅
宗
の
独
立
を
謳
う
『
興
禪
護
國
論
』
に
も
、「
又
禪
院
中
。
一
迴
行
事
有
十
六
。」67

と
し
て
、「
八
眞
言
院
行
事
。

謂
常
修
水
陸
供
冥
道
供
也
施
主
爲
祈
福
爲
功
徳
爲
亡
者
修
之
。
九
止
觀
院
行
事
。
謂
修
法
華
三
昧
彌
陀
三
昧
觀
音
三
昧
等
也
。」
と
あ
り
、
密

教
は
天
台
円
教
と
共
に
禅
院
に
持
ち
込
ま
れ
、
禅
の
実
践
の
場
に
於
け
る
密
・
円
の
融
合
が
志
向
さ
れ
た
。
勿
論
、
禅
院
に
摂
取
さ
れ

る
と
言
う
意
味
で
、
禅
を
主
体
に
密
・
円
が
融
合
さ
れ
る
構
図
が
窺
え
、
禅
に
某
か
の
優
位
性
を
認
め
る
必
要
性
が
有
る
に
せ
よ
、
そ

れ
が
一
体
如
何
な
る
論
理
に
基
づ
き
構
想
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
ま
で
は
語
ら
れ
な
い
。
実
に
、
榮
西
は
禅
と
密
教
、
或
い
は
円
教
と
の

思
想
的
関
連
性
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
提
示
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
確
か
に
『
興
禪
護
國
論
』
で
は
、
禅
宗
が
九
宗
の
内
、
独
立
し

た
一
宗
た
り
う
る
こ
と
を
証
明
す
る
の
に
、
安
然
の
『
教
時
諍
論
』
を
引
い
て
「
安
然
和
上
敎
時
諍
論
云
。
乃
知
三
國
諸
宗
。
興
廢
有

時
。
九
宗
並
行
。
乃
至
依
教
理
淺
深
初
眞
言
宗
。
大
日
如
來
常
住
不
變
。
一
切
時
處
說
一
圓
理
。
諸
佛
祕
密
。
最
爲
第
一
。
次
禪
宗
。

一
代
釋
尊
多
施
筌
蹄
。
最
後
傳
心
不
滯
教
文
。
諸
佛
心
處
。
故
爲
第
二
。
乃
至
倶
舍
爲
第
九
」68

と
言
う
が
、
そ
こ
で
は
密
・
禅
・
円
の

優
劣
も
定
め
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
榮
西
が
果
た
し
て
こ
う
い
っ
た
序
列
ま
で
も
肯
定
的
に
捉
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
明
瞭
で
は

な
い69

。
こ
の
よ
う
に
、
榮
西
の
禅
密
観
の
実
像
は
殆
ど
明
か
と
な
ら
な
い
が
、『
渓
嵐
拾
葉
集
』
に
「
用
上
房
御
意
。
禪
宗
天
台
上
眞
言
下

可
置
之
由
思
召
給
。」70

と
有
る
こ
と
か
ら
、
榮
西
の
禅
密
は
か
く
喧
伝
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
こ
う
い
っ
た

榮
西
像
は
必
ず
し
も
彼
の
実
像
に
迫
る
も
の
と
は
到
底
言
い
難
い
。
そ
れ
で
も
『
天
地
靈
覺
祕
書
』
の
成
立
の
思
想
的
背
景
を
窺
う
と

い
う
観
点
か
ら
す
る
な
ら
、
当
時
受
容
さ
れ
た
榮
西
像
の
方
が
そ
の
実
像
以
上
に
意
味
が
有
っ
た
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
『
眞
禪
融
心
義
』



度会行忠所帯の神道書に於ける思想構成（その２）

145

実
に
、
こ
う
い
っ
た
榮
西
像
に
見
る
禅
密
観
は
、
彼
の
撰
述
と
仮
託
さ
れ
た
『
眞
禪
融
心
義
』
の
主
張
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
と

は
言
え
、
榮
西
が
台
密
人
師
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
眞
禪
融
心
義
』
は
東
密
の
内
容
を
主
と
し
て
お
り
、
す
ぐ
さ
ま
榮
西
の
思
想
と

関
連
付
け
る
こ
と
に
困
難
が
あ
る
。
近
年
、
田
戸
大
智
氏
は
『
眞
禪
融
心
義
』
に
伝
空
海
撰
『
御
遺
告
二
十
五
箇
条
』
に
基
づ
く
記
述

を
見
出
し
、
真
作
者
を
「
東
密
系
の
学
匠
」
で
確
定
的
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
氏
は
ま
た
、『
眞
禪
融
心
義
』
に
頼
瑜
が
『
顯
密
問
答
鈔
』

や
『
大
日
經
疏
指
心
鈔
』
で
言
う
四
重
秘
釈
の
反
映
が
疑
わ
れ
る
箇
所
を
認
め
、
こ
う
い
っ
た
教
説
が
『
菩
提
心
論
開
見
抄
』
に
至
る

ま
で
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「『
開
見
抄
』
と
『
真
禅
融
心
義
』
の
両
書
は
、
十
三
世
紀
中
頃
以
降
、
金
剛
三
昧
院
を
拠
点
と
し

て
活
動
し
た
、
道
範
・
真
空
・
頼
瑜
等
の
流
れ
を
汲
む
東
密
系
の
勢
力
、
も
し
く
は
そ
の
周
辺
で
製
作
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
結
論

づ
け
」
て
お
ら
れ
る71

。
本
稿
で
の
課
題
は
『
眞
禪
融
心
義
』
の
成
立
問
題
を
主
眼
と
し
て
お
ら
ず
、
氏
の
興
味
の
所
在
と
聊
か
相
違
す

る
が
、
当
該
箇
所
は
禅
密
の
関
係
性
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な
箇
所
で
あ
る
の
で
、
先
の
指
摘
を
受
け
な
が
ら
些
か
考
察
を
試
み

て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

頼
瑜
の
四
重
秘
釈
に
相
似
し
た
箇
所
と
し
て
、『
眞
禪
融
心
義
』
の
四
種
門
分
別
が
挙
げ
ら
れ
る
。

夫
於
眞
言
密
教
中
、
對
判
義
理
、
大
分
有
二
門
。
二
門
者
有
相
門
無
相
門
。
於
中
委
論
有
四
門
。
四
門
者
、
一
有
相
有
相
門
〔
謂

但
有
相
但
教
行
門
是
也
〕、
二
有
相
無
相
門
〔
謂
教
行
實
行
門
是
也
〕、
三
無
相
有
相
門
〔
謂
實
行
教
行
門
是
也
〕、
四
無
相
無
相
門
〔
謂
唯
無

相
唯
實
行
門
是
也
〕72

。

こ
の
四
種
門
分
別
に
見
ら
れ
る
「
教
門
」「
實
行
」
の
語
義
は
、
道
範
『
貞
應
抄
』
の
「
次
成
一
義
者
。
凡
眞
言
所
立
ノ
地
前
地
上
ノ

位
ニ
有
教
門
實
行
二
義
。
若
就
實
行
者
。
顯
密
一
切
ノ
次
位
ニ
都
テ
無
分
證
梯
橙
之
階
級
。
一
切
行
者
。
於
一
切
教
發
心
學
行
之
間
。
各

其
心
住
彼
理
時
。
諸
佛
驚
覺
。
驚
覺
入
一
切
智
智
自
證
位
。
此
直
入
位
者
。
卽
自
家
本
有
本
初
初
地
也
。
此
外
更
無
昇
進
階
次
。
一
切
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萬
徳
頓
證
頓
滿
ノ
故
。
次
教
門
者
。
此
自
證
圓
滿
ノ
萬
徳
ヲ
竪
ニ
示
他
時
。
四
十
二
地
階
次
不
同
ア
リ
。
於
此
教
門
。
顯
密
寄
齊
隨
義
其
說

多
途
。」73

に
極
め
て
親
し
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
教
門
」「
實
行
」
は
「
四
十
二
地
階
次
」
の
施
設
の
有
無
か
ら
区
分
さ
れ
る
概
念
で
、

こ
の
内
、
階
次
を
認
め
ず
「
直
入
」「
頓
證
頓
滿
」
す
る
「
實
行
」
が
「
教
門
」
よ
り
深
い
境
界
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。『
眞
禪
融

心
義
』
の
「
有
相
」「
無
相
」
は
、
こ
う
い
っ
た
「
教
門
」「
實
行
」
の
構
想
を
下
敷
き
に
、「
階
次
」
に
限
ら
ず
諸
法
の
有
相
・
無
相

一
般
へ
と
概
念
を
拡
充
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、有
相
方
便
か
ら
真
実
無
相
へ
の
移
行
を
密
教
行
儀
の
深
化
と
捉
え
、彼
の
「
有
相
」「
無

相
」
そ
れ
ぞ
れ
に
、
更
に
「
有
相
」「
無
相
」
の
分
析
を
加
え
て
四
門
を
建
立
し
て
い
る
。

こ
の
四
門
の
内
、
先
ず
有
相
有
相
門
は
「
教
行
」
に
相
当
し
、
具
体
的
に
は
「
事
供
養
事
護
摩
等
法
則
次
第
、
乃
至
諸
尊
形
三
摩
耶

形
印
契
眞
言
觀
法
、
及
有
相
三
密
、
有
相
灌
頂
等
」74

と
さ
れ
る
。

次
に
有
相
無
相
門
で
は
「
謂
有
相
而
兼
無
相
義
、
教
門
亙
實
行
義
」
と
言
い
、「
理
供
養
理
護
摩
」75

が
充
て
ら
れ
る
。

以
上
の
二
門
は
共
に
「
有
相
」「
教
門
」
の
範
疇
に
収
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
「
無
相
」「
實
行
」
へ
の
接
続
如
何
か
ら
更
に
「
有

相
」「
無
相
」
の
区
分
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

次
に
無
相
有
相
門
は
「
暫
立
三
密
名
言
、
於
三
業
四
義
之
間
、
常
修
不
退
行
法
」76

と
さ
れ
る
が
、
以
下
に
「
舌
根
言
語
、
皆
是
眞
言
。

身
相
擧
動
、
皆
是
密
印
。
所
有
心
念
、
皆
是
觀
法
」
と
あ
る
よ
う
に
、
三
業
が
そ
の
ま
ま
で
三
密
で
あ
る
境
位
を
言
う
。
こ
こ
で
の
実

践
は
「
理
供
養
理
護
摩
等
略
法
則
次
第
」
か
ら
開
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
「
無
相
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、

三
業
の
振
舞
い
に
即
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
有
相
」
の
性
質
が
併
せ
て
指
摘
さ
れ
る
。

次
に
無
相
無
相
門
は
、「
但
實
行
唯
無
相
法
門
」
と
さ
れ
、「
是
無
法
則
次
第
。
取
別
又
無
印
眞
言
觀
法
。
又
於
三
密
行
法
、
始
無
滅

罪
功
能
。
又
始
無
成
佛
不
成
佛
義
。
只
於
一
心
法
界
五
輪
門
中
、
始
不
立
三
密
名
言
。
而
法
爾
法
然
具
足
三
密
、
常
恆
三
世
無
有
退
轉

義
是
也
。」77

と
あ
る
よ
う
に
、
真
理
さ
な
が
ら
の
境
位
が
示
さ
れ
る
。
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『
眞
禪
融
心
義
』
は
、
こ
の
密
教
に
於
け
る
四
門
の
枠
組
み
を
禅
宗
に
も
見
出
し
、
両
者
を
等
し
く
結
ぶ
こ
と
に
な
る78

。
し
か
し
、

密
教
と
禅
宗
の
秘
奥
を
完
全
に
平
等
に
扱
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
。

人
有
勝
劣
故
、
法
又
有
淺
深
也
。
先
密
教
與
顯
教
淺
深
者
、
密
教
者
、
法
身
一
佛
之
所
説
、
等
覺
十
地
不
能
見
聞
之
境
界
、
外
道

二
乘
不
得
窺
窬
之
法
門
也
。
顯
教
者
、
報
應
二
身
之
所
説
、
等
覺
十
地
見
聞
覺
知
之
境
界
、
外
道
二
乘
授
記
別
益
之
法
門
也
。
故

人
法
共
有
淺
深
勝
劣
。
次
禪
宗
與
諸
教
淺
深
勝
劣
者
、
於
人
者
全
雖
無
勝
劣
、
於
法
聊
有
淺
深
。
謂
禪
宗
者
教
外
別
傳
實
際
理
地
、

即
爲
最
上
乘
人
説
之
、
又
爲
大
根
智
人
説
之
。
諸
教
者
教
内
法
門
佛
事
義
理
、
或
爲
大
乘
人
説
之
、
或
爲
小
根
人
説
之
。
故
禪
宗

與
諸
教
者
、
於
法
有
其
淺
深
者
也79

。

右
に
よ
れ
ば
、
先
ず
教
主
の
優
劣
か
ら
所
説
の
浅
深
を
規
定
し
、
密
教
を
顕
教
よ
り
高
位
に
位
置
づ
け
る
。
次
い
で
、
禅
宗
と
諸
教

と
の
浅
深
勝
劣
を
定
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
「
人
者
全
雖
無
勝
劣
」
と
あ
る
の
で
、
諸
教
に
密
教
を
含
み
込
ま
ず
、
顕
教
の

範
疇
で
禅
宗
と
諸
教
を
比
較
し
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
り
、
禅
宗
は
そ
の
中
で
高
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
密
教
、
禅
宗
、

そ
の
他
の
顕
教
と
い
う
順
に
浅
深
が
決
定
さ
れ
て
お
れ
ば
、『
眞
禪
融
心
義
』
は
密
勝
禅
劣
の
立
場
に
立
つ
と
見
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。

頼
瑜
も
密
教
の
究
竟
の
境
位
を
無
相
に
定
め
る
立
場
に
立
っ
て
お
り
、『
眞
禪
融
心
義
』80

と
同
様
の
「
問
。
顯
乘
是
教
內
教
外
雖
異
。

同
以
無
相
一
心
爲
至
極
。
眞
言
亦
可
然
如
何
。」81

と
い
っ
た
問
を
立
て
て
い
る
。

こ
こ
で
は
木
幡
眞
空
の
説
を
挙
げ
て
い
る
が
、「
木
幡
義
云
。
謂
於
顯
乘
無
相
極
理
、自
性
法
身
更
以
如
義
語
而
談
二
界
五
部
之
教
理
、

是
豎
差
別
之
有
相
也
。
又
深
祕
意
、
擧
手
動
足
皆
印
契
、
舌
相
所
轉
悉
眞
言
。
意
地
所
起
皆
妙
觀
。
何
必
論
三
部
四
重
之
淺
深
乎
。
是

橫
平
等
無
相
也
。」82

と
し
て
、「
豎
差
別
之
有
相
」
か
ら
「
橫
平
等
無
相
」
へ
の
推
移
に
深
化
を
見
て
お
り
、『
眞
禪
融
心
義
』
の
場
合
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と
同
様
の
構
え
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
眞
空
は
「
雖
云
無
相
而
實
有
相
。
謂
無
相
而
不
具
。
故
云
無
相
也
。」83

と
言

っ
て
、「
無
相
」
を
「
相
と
し
て
具
さ
な
い
こ
と
は
無
い
」
と
捉
え
、
頼
瑜
の
評
す
る
通
り
「
密
は
有
相
を
極
と
す
る
」
態
度
を
示
し

て
お
り
、
そ
の
意
義
は
『
眞
禪
融
心
義
』
と
明
ら
か
に
相
違
す
る
。

頼
瑜
は
こ
の
眞
空
の
主
張
を
踏
ま
え
て
四
重
秘
釈
を
提
示
す
る
。

私
云
。
以
上
是
依
憑
相
承
義
也
。
更
加
一
義
云
。
且
於
眞
宗
委
論
有
四
重
。

謂
淨
菩
提
心
非
⾭
非
黄
等
義
當
顯
乘
極
理
。
卽
眞
宗
淺
略
。
是
卽
初
重
也
。
故
大
經
云
。
心
非
⾭
非
黃
。
乃
至
廣
說
云
云

次
又
前
談
是
遣
九
種
迷
情
假
相
故
云
無
相
也
。
菩
提
實
義
則
表
德
顯
實
爲
宗
。
於
此
有
三
重
。

謂
兩
部
五
部
施
設
誘
劣
惠
之
軌
則
是
卽
深
祕
義
也
。
故
經
云
。
我
當
來
世
時
劣
慧
諸
衆
生
唯
依
於
有
相
隨
順
說
是
法
略抄

次
又
爲
勝
慧
無
相
是
無
相
不
具
故
。
是
卽
祕
中
深
祕
意
也
。
故
文
云
。
凡
諸
所
有
擧
手
動
足
皆
成
密
印
。
所
有
言
語
便
成
眞
言
。

所
有
心
念
自
成
定
惠
萬
德
自
嚴
文  

予
灌
頂
文
也
。

深
義
更
問

又
大
日
經
云
。
甚
深
無
相
法
劣
慧
所
不
堪
。
爲
應
彼
等
故
、
兼
有
相
說

文 

此
文
證
上
二
義
。

已
上
二
重
同
前

木
幡

義
也已

上
三
重
雖
勝
劣
異
。
皆
是
衆
生
利
益
之
方
便
如
來
善
巧
之
玄
軌
也
。

祕
祕
中
深
祕
義
者
。
中
臺
自
證
極
理
實
是
無
相
。
唯
佛
與
佛
境
界
勝
慧
猶
不
及
。
何
况
劣
惠
。
故
經
云
。
我
本
無
有
言
。
但
爲
利

益
說
文 

故
知
勝
劣
二
機
所
解
但
是
利
益
說
而
未
本
無
言
之
位
。
深
義
更
問84

。

初
重
の
浅
略
は
「
九
種
迷
情
の
假
相
を
遣
る
」
無
相
で
、「
顯
乘
の
極
理
」
に
相
当
す
る
。
第
二
重
の
深
秘
義
は
「
兩
部
五
部
を
施

設
し
て
劣
惠
を
誘
う
軌
則
」
で
、
こ
れ
は
有
相
方
便
の
開
示
を
言
い
、
ま
た
第
三
重
は
祕
中
深
祕
で
「
勝
慧
の
爲
の
無
相
は
、
相
と
し
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て
具
さ
な
い
こ
と
が
無
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、
以
下
に
「
已
上
の
二
重
は
前
の
木
幡
の
義
と
同
じ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
先
の

眞
空
の
説
を
こ
の
二
重
と
三
重
に
充
当
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
頼
瑜
は
こ
れ
ま
で
の
三
重
を
「
勝
劣
は
異
っ
て
い
て
も
、
皆
な
衆
生

利
益
の
方
便
」
に
位
置
づ
け
、
第
四
重
の
祕
祕
中
深
祕
義
を
「
中
臺
自
證
極
理
に
し
て
、
こ
れ
は
實
に
無
相
で
あ
る
」
と
言
っ
て
、「
本

無
言
之
位
」と
し
て
最
深
の
境
位
に
位
置
づ
け
る
。
頼
瑜
は
禅
の
無
相
を
顕
教
の
境
界
よ
り
高
位
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
し
な
い
の
で
、

『
眞
禪
融
心
義
』と
は
全
く
異
な
る
結
論
を
得
る
こ
と
に
な
る
が
、奇
し
く
も
、端
的
な「
無
相
」を
密
教
の
最
奥
と
す
る
点
は
却
っ
て『
眞

禪
融
心
義
』
と
親
し
く
共
通
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。

こ
う
い
っ
た
構
え
は
同
じ
く
頼
瑜
の
『
大
日
經
疏
指
心
鈔
』
に
も
見
ら
れ
る
。
以
下
に
挙
げ
る
当
該
箇
所
は
「
建
治
元
年
」85

の
成
立

と
知
ら
れ
る
が
、『
顯
密
問
答
抄
』
と
の
前
後
関
係
は
明
了
で
な
い
。

凡
廣
案
自
宗
意
有
相
無
相
重
重
。
略
作
四
重
釋
。

初
淺
略
釋
遮
情
無
相
。
謂
遮
九
種
迷
情
妄
假
相
故
。
經
云
非
⾭
非
黄
等
是
也
。
此
說
同
顯
家
百
非
洞
遣
果
性
不
可
說
故
大
師
雖
同

天
台
。
非
無
淺
深
。
彼
四
言
不
及
故
。

此
如
義
破
執
故
。
後
於
表
德
顯
實
中
有
三
。

初
有
相
有
相
。
自
性
法
身
爲
劣
惠
所
說
五
部
三
密
等
軌
則
也
。
經
云
。
於
當
來
世
時
劣
惠
諸
衆
生
唯
依
於
有
相
隨
順
說
是
法
文

次
無
相
有
相
。
謂
被
勝
惠
所
說
。
擧
足
下
足
皆
是
密
印
。
舌
相
所
轉
皆
是
眞
言
等
也
。
大
師
釋
云
。
若
入
ア
字
門
悉
離
一
切
相
。

離
相
之
相
無
相
不
具
文 

又
經
第
七
卷
云
。
甚
深
無
相
法
劣
惠
所
不
堪
。
爲
應
彼
等
故
兼
存
有
相
説
文 

此
文
無
相
證
今
重
有
相
證
前

重
也
。

後
無
相
無
相
。
謂
祕
中
深
祕
自
證
勝
劣
二
機
不
及
言
心
兩
種
倶
絶
。
然
理
智
宛
然
非
都
無
故
自
有
理
智
覺
本
不
生
云
自
證
三
菩
提

也86

。
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こ
こ
で
の
四
重
秘
釈
の
披
瀝
は
「
顯
乘
以
一
心
爲
理
故
、
實
證
時
無
色
無
言
也
。
眞
言
以
六
大
爲
理
故
、
自
證
位
三
密
宛
然
也
。
既

具
三
密
何
云
無
言
無
見
。
又
五
言
十
心
悉
滅
何
有
自
證
耶
。」87

と
の
疑
問
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
初
重
を
「
淺
略
釋
」「
遮
情
無
相
」
と
し
、「
九
種
迷
情
妄
假
相
を
遮
す
る
」「
こ
の
説
は
顯
家
の
百
非
が
果
性
を
洞
遣
し

て
不
可
説
故
と
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
」
と
言
う
。
こ
れ
よ
り
以
下
は
、初
重
の
遮
情
を
踏
ま
え
て
「
表
德
顯
實
」
す
る
の
だ
と
し
て
、

第
二
重
の
「
有
相
有
相
」
を
示
す
。
こ
れ
は
「
自
性
法
身
が
劣
恵
の
為
に
説
い
た
五
部
三
密
等
の
軌
則
」
と
さ
れ
る
。
第
三
重
で
は
「
無

相
有
相
」
を
挙
げ
、「
勝
恵
に
被
ら
せ
る
の
に
説
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
挙
足
下
足
は
皆
な
密
印
で
、
舌
相
所
轉
は
皆
な
眞
言
で
あ
る
」

と
言
う
。
そ
し
て
第
四
重
に
「
無
相
無
相
」
を
挙
げ
、「
秘
中
深
秘
自
証
で
あ
り
、
勝
劣
二
機
で
は
及
ぶ
こ
と
は
な
く
、
言
心
の
両
種

は
倶
に
絶
し
て
い
る
」
と
言
う
。

以
上
が
『
大
日
經
疏
指
心
鈔
』
の
四
重
秘
釈
の
概
要
と
な
る
が
、
そ
の
内
容
は
先
に
見
た
『
顯
密
問
答
抄
』
と
一
致
し
て
い
る
。
し

か
し
、「
遮
情
無
相
」「
有
相
有
相
」「
無
相
有
相
」「
無
相
無
相
」
と
の
標
識
は
『
大
日
經
疏
指
心
鈔
』
で
初
見
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
り

彼
の
四
重
秘
釈
に
、（
遮
情
の
）
無
相
か
ら
二
重
・
三
重
の
方
便
を
経
て
密
教
究
竟
の
無
相
へ
と
深
化
す
る
課
程
を
図
式
的
に
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、彼
の
「
無
相
」「
有
相
」
の
意
義
を
精
密
に
捉
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、第
二
重
と
第
三
重
の
「
有
相
有
相
」「
無

相
有
相
」
の
表
現
は
必
ず
し
も
容
易
に
は
解
し
難
い
。
そ
れ
で
も
第
三
の
「
無
相
有
相
」
は
、
三
業
の
振
舞
い
が
そ
の
ま
ま
で
三
密
と

な
る
境
位
で
あ
り
、
特
別
な
行
儀
が
無
い
ま
ま
で
「
離
相
之
相
無
相
不
具
」
を
体
現
す
る
も
の
と
解
す
る
な
ら
、
行
儀
が
「
無
相
」
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
「
無
相
不
具
」
の
境
位
で
あ
る
の
を
「
有
相
」
と
し
て
い
る
も
の
と
も
受
け
止
め
ら
れ
る
。
こ
の
解
釈
法
に
準
拠

し
て
「
有
相
有
相
」
を
解
す
る
な
ら
、
特
別
な
行
儀
が
定
め
ら
れ
て
い
て
「
有
相
」
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
「
有
相
」
の
境
位
と
定
め

た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、「
無
相
有
相
」
か
ら
「
無
相
無
相
」
は
徹
底
し
た
無
相
へ
の
推
移
と
し
て
見
ら
れ
る
の
で
、
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こ
こ
で
言
う
「
有
相
」「
無
相
」
の
連
環
は
次
の
よ
う
に
図
式
的
に
考
え
ら
れ
る
。

『
大
日
經
指
心
鈔
』　　
　
　
　
　
　
『
眞
禪
融
心
義
』　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
菩
提
心
論
開
見
抄
』

顕
教　
　

無
相 
遮
情
無
相　
　
　
　
　

 

　
　
　

有
相
有
相　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
相
有
相

 

　

  　
　

↓ 
 

　
　
　

有
相 

     

↓  　
　
　
　
　
　
　

顕
教

　
　
　
　

有
相 

有
相
有
相 

 

　
　
　

有
相
無
相　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
相
無
相

 
     　

　
　
　

↓ 
 

密
教 

     　
　
　

↓ 

密
教 

　
　
　
　

無
相
有
相　
　
　

  

　
　
　

無
相
有
相　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

無
相
有
相

　
　
　
　

無
相 

　
　

 

↓  
　
　
　

無
相 

     

↓  　
　
　
　
　
　
　

密
教

 

　
　
　
　

無
相
無
相　
　
　

  
　
　
　

無
相
無
相　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

無
相
無
相

以
上
の
結
果
、『
大
日
經
疏
指
心
鈔
』
で
は
無
相
（
顕
教
至
極
）
か
ら
有
相
（
密
教
の
有
相
方
便
）
を
経
て
無
相
（
密
教
至
極
）
へ

と
深
化
す
る
流
れ
が
明
か
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
『
眞
禪
融
心
義
』
の
有
相
（
密
教
の
有
相
方
便
）
か
ら
次
第
に
無
相
（
密
教
至

極
）
へ
と
推
移
す
る
点
で
類
似
し
な
が
ら
も
、
完
全
に
は
一
致
し
な
い
構
え
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

転
じ
て
『
菩
提
心
論
開
見
抄
』（
以
下
、『
開
見
抄
』）
を
伺
う
と
、「
問
。
法
身
内
證
有
言
說
耶
。
答
。
此
條
文
一
宗
大
事
。
輒
以
難
述
。

若
依
師
承
義
、
不
可
有
言
說
義
。」88

と
の
問
答
の
直
後
に
、「
疑
云
。
凡
顯
密
分
別
者
、
偏
依
法
身
說
法
有
無
。
若
法
身
無
言
說
、
与
顯

宗
何
別
哉
。」
と
疑
問
を
提
示
し
、
こ
れ
に
答
え
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
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顯
家
於
法
身
獨
談
無
相
無
言
、
是
名
爲
自
證
。
密
家
於
四
身
共
談
有
相
有
言
、
是
名
爲
化
他
。

且
以
四
句
分
別
之
者
、

一
、
有
相
有
相
（
顯（
宗
カ
）

密
化
他
）

二
、
有
相
無
相
（
顯
宗
自
證
）

三
、
無
相
有
相
（
密
宗
化
他
）

四
、
無
相
無
相
（
密
宗
自
證
）

こ
こ
で
は
大
き
く
「
有
相
」
を
顕
教
、「
無
相
」
を
密
教
に
充
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
化
他
の
「
有
相
」
と
自
証
の
「
無
相
」
を
配
当
し
、

こ
れ
を
「
四
重
祕
釋
」
と
は
せ
ず
、「
四
句
分
別
」
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。

先
ず
「
有
相
有
相
」
と
「
有
相
無
相
」
は
何
れ
も
顕
教
の
境
界
に
相
当
し
、「
因
分
可
説
」
の
地
平
に
於
け
る
随
縁
（
化
他
）
の
「
有

相
」
と
自
證
の
「
無
相
」
で
対
を
構
成
し
て
い
る
。
後
半
の
「
無
相
有
相
」「
無
相
無
相
」
は
密
教
の
境
界
に
相
当
し
、
無
相
真
如
の

地
平
に
於
け
る
性
功
徳
の
顯
現
（
化
他
）
の
「
有
相
」
と
真
理
さ
な
が
ら
の
「
無
相
」
で
対
を
構
成
し
て
い
る
。
い
わ
ば
前
半
と
後
半

と
で
遮
情
と
表
德
の
対
比
が
際
立
っ
て
示
さ
れ
た
構
え
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
主
題
は
、
密
教
と
顕
教
の
そ
れ
ぞ
れ
で
「
法
身
に

言
説
が
無
い
」
と
し
て
い
る
意
義
の
相
違
を
問
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か
よ
う
な
対
比
は
効
果
的
で
は
あ
る
が
、
顕
教
と
密
教
が
如
何

に
接
続
し
う
る
か
に
つ
い
て
は
明
瞭
に
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
、『
眞
禪
融
心
義
』
の
四
門
と
類
似
し
た
表
現
を
持
つ
類
例
を
検
討
し
て
み
た
が
、
何
れ
も
表
現
上
は
類
似
し
て
は
い
て
も
、

そ
の
内
実
、
ま
た
そ
の
四
門
建
立
の
構
想
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
点
が
確
認
さ
れ
た
。
田
戸
氏
は
「『
真
禅
融
心
義
』
や
『
開
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見
抄
』
の
説
に
は
や
や
整
理
さ
れ
た
感
が
あ
り
、
頼
瑜
説
を
祖
型
と
し
て
発
展
し
た
も
の
」89

と
捉
え
て
お
ら
れ
る
が
、
確
か
に
『
開
見

抄
』
の
「
四
句
分
別
」
で
は
「
有
相
」
と
「
無
相
」
の
規
則
的
な
組
み
合
わ
せ
が
整
然
と
示
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、頼
瑜
の
「
四
重
祕
釋
」

は
ひ
ど
く
歪
な
形
を
供
し
て
は
い
る
も
の
の
、
頼
瑜
の
主
張
し
よ
う
と
す
る
「
四
重
祕
釋
」
の
内
容
は
彼
の
「
四
句
分
別
」
の
構
想
と

全
く
相
応
し
て
お
ら
ず
、「
四
句
分
別
」
を
「
四
重
祕
釋
」
の
洗
練
化
と
は
評
し
難
い
。
ま
た
、頼
瑜
は
「
有
相
有
相
」
等
の
標
識
を
『
顯

密
問
答
抄
』
で
は
示
さ
ず
、『
大
日
經
疏
指
心
鈔
』
に
限
っ
て
お
れ
ば
、『
眞
禪
融
心
義
』
は
『
大
日
經
疏
指
心
鈔
』
よ
り
先
行
し
て
成

立
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ90

、こ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
も
、「
頼
瑜
説
を
祖
型
」
と
評
す
る
こ
と
は
聊
か
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
挙
げ
た
類
例
の
相
似
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
の
考
察
で
既
に
窺
っ
て
き
た
よ
う
に
、
何
れ
も
「
密
教
に
於
け
る
法
身
を
無
相
と
解
す
べ
き
か
否
か
」、「
密
教
に
於
け
る
法
身

の
無
相
と
顕
教
に
於
け
る
そ
れ
と
の
相
違
性
」
に
課
題
は
収
斂
し
て
お
り
、
ま
た
彼
の
課
題
に
対
し
て
「
顕
教
と
は
相
違
す
る
密
教
の

法
身
の
無
相
」
を
同
じ
く
主
張
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
か
く
問
題
設
定
と
そ
の
結
論
が
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

こ
で
語
ら
れ
る
用
語
に
類
似
性
が
多
分
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
論
理
の
組
み
立
て
方
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
全
く
相
違
し
て
い
る
点
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。『
眞
禪
融
心
義
』
の
「
有
相
」「
無
相
」
に
道
範
の
『
貞
應
抄
』
と
の
関

係
性
を
見
る
に
し
て
も
、
頼
瑜
の
踏
ま
え
た
木
幡
眞
空
の
理
解
と
は
既
に
分
岐
し
て
い
る
し
、『
開
見
抄
』
に
至
っ
て
は
、「
有
相
」「
無

相
」
を
密
教
行
儀
と
の
関
係
か
ら
語
ろ
う
と
さ
え
し
て
い
な
い
。
こ
う
い
っ
た
論
理
構
成
の
相
違
は
発
達
史
的
な
観
点
か
ら
評
価
す
る

こ
と
は
で
き
ず
、
寧
ろ
、
同
時
代
的
な
多
様
な
語
り
の
形
成
と
受
け
止
め
て
お
く
の
が
適
当
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
等
し
く
「
密
教
に
於
け
る
法
身
の
無
相
」
を
言
う
に
せ
よ
、
そ
れ
と
禅
と
の
接
続
如
何
に
つ
い
て
、
頼
瑜
説
と
『
眞
禪
融
心

義
』『
開
見
抄
』
は
鋭
く
対
立
す
る
。

頼
瑜
は
『
顯
密
問
答
抄
』
で
禅
を
顕
教
の
境
界
と
だ
け
見
て
い
る
の
で
、そ
れ
が
密
教
で
言
う
「
無
相
」
と
邂
逅
し
う
る
筈
も
な
い
。
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し
か
し
『
大
日
經
疏
指
心
鈔
』
に
は
「
抄
第
一
云
。
准
禪
門
師
資
承
襲
圖
所
示
。
第
五
祖
弘
仁
大
師
門
下
有
二
弟
子
。
一
是
惠
能
即
南

宗
也
。
一
是
神
秀
即
北
宗
也
。
北
宗
弟
子
名
曰
普
寂
。
即
疏
主
之
師
也
文 

准
此
釋
者
。
今
一
行
是
北
宗
禪
師
也
。
以
阿
字
無
生
爲
禪
行

矣
」91

と
も
言
っ
て
お
り
、『
大
日
經
義
釋
演
密
鈔
』
の
一
文
を
引
い
て
一
行
を
北
宗
の
禅
師
と
し
な
が
ら
、
そ
の
禅
行
を
「
阿
字
無
生
」

と
定
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
禅
の
境
位
を
徹
底
し
て
顕
教
の
範
囲
に
求
め
た
『
顯
密
問
答
鈔
』
の
態
度
と
は
明
確
に
相
違
し
て
お
り
、

禅
密
一
致
說
へ
近
接
し
軟
化
さ
せ
た
態
度
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
て
く
る
。

一
方
、『
眞
禪
融
心
義
』
で
は
「
問
、
有
密
宗
無
相
三
密
與
禪
宗
無
相
一
法
、
標
示
相
同
文
證
耶
。」
と
し
て
、「
大
師
云
、
密
藏
奥

旨
、
不
貴
得
文
、
唯
在
以
心
傳
心
〔
云
云
〕。
此
義
又
相
搆
禪
宗
正
位
故
、
以
同
彼
達
磨
大
師
、
前
佛
後
佛
不
立
文
字
、
以
心
傳
心
義

者
也
。」92

と
言
い
、
空
海
の
言
と
達
磨
の
言
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
が
、
田
戸
氏
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に93

、『
開
見
抄
』

で
も
同
様
に
「
又
無
相
三
密
、
即
以
心
傳
心
。
大
師
云
、
密
教
奧
旨
不
貴
得
文
、
唯
在
以
心
傳
心
」94

と
述
べ
て
、
密
教
と
禅
の
至
極
の

境
位
を
連
絡
さ
せ
て
い
る
。
氏
は
両
者
の
類
似
性
を
「
同
工
異
曲
」
と
評
し
、「
両
書
の
密
禅
一
致
を
め
ぐ
る
思
想
構
造
が
共
通
の
基

盤
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
知
さ
れ
る
」95

と
さ
れ
る
。

こ
う
い
っ
た
「
共
通
の
基
盤
」
の
所
在
は
『
顯
密
問
答
鈔
』
で
も
示
唆
さ
れ
て
お
り
、「
凡
禪
宗
是
至
如
七
佛
授
手
諸
祖
傳
心
。
簡

旨
於
點
契
絕
言
乎
舌
端
。
故
以
心
傳
心
之
義
正
居
密
乘
之
極
。
本
無
煩
惱
之
談
獨
歩
諸
宗
之
頂
。
故
大
師
釋
云
。
祕
藏
奥
旨
不
貴
得
文
。

唯
在
以
心
傅
心
文 

此
文
符
達
磨
以
心
傳
心
。
既
以
以
心
傳
心
義
爲
眞
宗
極
。
若
爾
何
屬
遮
情
門
非
表
德
義
。
故
達
摩
血
脈
論
云
。
佛
是

西
國
語
。
此
土
云
覺
。
性
覺
者
靈
覺
。
應
機
接
物
。
揚
眉
舜
目
。
運
手
動
足
。
皆
是
自
己
靈
光
之
性
。
性
卽
心
。
是
心
卽
是
佛
。
佛
卽

是
道
。
道
卽
是
禪
。
禪
之
一
字
非
凡
夫
所
測
文 

又
云
。
若
見
自
心
是
佛
、
白
衣
亦
是
佛
。
若
不
見
性
則
出
家
亦
是
外
道
。
只
言
見
性
不

言
婬
欲
取
意 

故
知
擧
足
動
手
皆
一
心
本
佛
。
婬
欲
瞋
恚
悉
靈
知
覺
性
。
若
爾
何
名
無
相
一
心
而
開
三
乘
極
理
耶
。」96

と
の
主
張
が
記
録
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
大
師
の
言
う
「
以
心
傳
心
」
が
達
磨
の
そ
れ
と
合
致
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、
禅
を
完
全
に
密
教
至
極
の
境
位
に
ま
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で
引
き
上
げ
た
主
張
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

頼
瑜
は
続
け
て
こ
れ
に
反
論
し
、「
夫
教
淺
深
專
依
能
說
之
佛
、宗
優
劣
可
任
傳
持
之
人
。
然
達
摩
是
言
能
傳
佛
則
一
代
應
同
之
化
身
。

豈
如
六
大
法
身
之
性
佛
乎
。
論
傳
持
人
則
迦
葉
淺
近
之
小
人
。
寧
同
金
薩
深
遠
之
大
士
哉
。
付
法
已
在
於
顯
宗
。
義
理
寧
越
于
密
教
。

故
大
師
付
法
傳
云
。
上
自
高
祖
法
身
大
毘
盧
遮
那
如
來
下
至
⾭
龍
阿
闍
梨
嫡
嫡
相
續
迄
今
不
絕
。
斯
則
如
來
加
持
力
之
所
致
也
。
法
之

最
上
於
此
見
矣
。
生
身
佛
所
說
教
不
如
是
也
。
自
迦
葉
至
師
子
付
法
絕
矣
文 

凡
達
磨
西
來
教
外
別
傳
專
貴
大
根
利
智
因
人
於
一
念
不
生

處
明
悟
此
心
。
斯
則
於
三
乘
教
中
根
不
定
故
。
見
言
說
之
教
非
究
竟
。
入
絕
言
之
教
。
或
名
達
磨
。
或
云
頓
教
。
亦
稱
眞
如
門
也
。」97

と
言
う
。

『
眞
俗
雜
記
問
答
鈔
』
に
よ
れ
ば
「
木
幡
義
云
」
と
し
て
「
又
云
付
法
者
。
顯
教
教
主
釋
迦
傳
迦
葉
阿
難
等
○
佛
則
應
化
佛
。
傳
持

人
又
迦
葉
等
小
乘
人
也
〔
應
化
佛
言
亡
慮
絕
云
三
乘
極
理
也
。
報
佛
言
斷
心
滅
顯
乘
雜
言
。
猶
不
及
。
豈
眞
言
教
法
身
大
日
教
。
金
剛

手
等
大
士
傳
持
〕
何
○
致
同
日
之
論
耶
」98

と
あ
る
の
で
、
先
の
「
教
の
浅
深
は
専
ら
能
説
之
仏
に
依
り
、
宗
の
優
劣
は
伝
持
之
人
に
任

せ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
主
張
は
木
幡
眞
空
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
既
に
先
に
も
引
い
た
が
、『
眞
禪
融
心
義
』

で
も
「
先
密
教
與
顯
教
淺
深
者
、
密
教
者
、
法
身
一
佛
之
所
說
、
等
覺
十
地
不
能
見
聞
之
境
界
、
外
道
二
乘
不
得
窺
窬
之
法
門
也
。
顯

教
者
、
報
應
二
身
之
所
說
、
等
覺
十
地
見
聞
覺
知
之
境
界
、
外
道
二
乘
授
記
別
益
之
法
門
也
。
故
人
法
共
有
淺
深
勝
劣
。」99

と
述
べ
ら

れ
て
お
り
、
同
様
の
構
え
か
ら
顕
密
が
切
り
分
け
ら
れ
て
い
る
。
か
く
両
者
は
共
に
密
勝
顕
劣
と
す
る
態
度
を
闡
明
す
る
わ
け
だ
が
、

頼
瑜
は
禅
宗
を
「
三
乘
教
中
根
不
定
」
と
も
、
或
い
は
「
頓
教
」「
眞
如
門
」
に
相
応
さ
せ
、
法
蔵
の
五
教
教
判
の
枠
組
み
か
ら
円
教

以
下
に
定
位
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、『
眞
禪
融
心
義
』
で
は
先
の
理
論
的
枠
組
み
を
顕
教
の
境
界
に
も
持
ち
込
み
、「
次
禪
宗
與

諸
教
淺
深
勝
劣
者
、
於
人
者
全
雖
無
勝
劣
、
於
法
聊
有
淺
深
。
謂
禪
宗
者
教
外
別
傳
實
際
理
地
、
即
爲
最
上
乘
人
説
之
、
又
爲
大
根
智

人
説
之
。
諸
教
者
教
内
法
門
佛
事
義
理
、
或
爲
大
乘
人
説
之
、
或
爲
小
根
人
説
之
。
故
禪
宗
與
諸
教
者
、
於
法
有
其
淺
深
者
也
」100

と
言
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っ
て
、
禅
宗
の
主
張
す
る
「
教
外
別
傳
實
際
理
地
」
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
、
禅
を
顕
教
中
最
上
位
に
位
置
づ
け
た
。

さ
て
、
両
者
は
共
に
木
幡
眞
空
の
理
論
を
利
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
禅
の
位
置
づ
け
に
決
定
的
な
相
違
が
見
ら
れ
、
両
者
の

主
張
が
分
岐
し
て
い
く
様
子
が
明
瞭
と
な
っ
た
。も
と
も
と
木
幡
眞
空
は
先
の
引
用
文
の
如
く
禅
宗
に
批
判
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、

頼
瑜
の
語
り
方
は
そ
れ
に
親
し
く
、
そ
れ
に
対
し
て
『
眞
禪
融
心
義
』
は
寧
ろ
そ
こ
か
ら
乖
離
し
な
が
ら
彼
の
理
論
を
援
用
し
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
、『
眞
禪
融
心
義
』
に
木
幡
眞
空
、
ま
た
頼
瑜
と
の
教
派
的
な
関
係
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
だ
と
言
え
る
。
寧
ろ
、

該
書
で
主
題
と
な
る
「
顕
教
に
於
け
る
禅
宗
の
優
位
性
」
を
語
る
際
に
、
そ
の
理
論
的
言
説
を
彼
の
人
師
ら
と
共
有
し
た
と
評
す
べ
き

で
あ
っ
て
、
こ
う
い
っ
た
解
釈
上
の
教
派
的
拘
束
か
ら
開
放
さ
れ
た
立
場
に
『
眞
禪
融
心
義
』
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
事
態
は
『
開
見
抄
』
に
於
て
一
層
明
瞭
に
顕
れ
て
い
る
。

田
戸
氏
は
「『
開
見
抄
』
と
『
真
禅
融
心
義
』
の
両
書
は
、十
三
世
紀
中
頃
以
降
、金
剛
三
昧
院
を
拠
点
と
し
て
活
動
し
た
、道
範
・
真
空
・

頼
瑜
等
の
流
れ
を
汲
む
東
密
系
の
勢
力
、
も
し
く
は
そ
の
周
辺
で
製
作
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
」101

と
結
論
づ
け
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に

『
開
見
抄
』
で
は
「
照
見
本
心
者
、
本
分
心
地
無
能
所
別
、
心
自
照
心
、
心
自
見
心
。
彼
仏
心
宗
、
此
名
自
知
自
照
、
亦
（
名
）
見
性

成
佛
。」102

と
言
い
、
禅
密
一
致
を
言
う
に
せ
よ
、
禅
を
「
彼
仏
心
宗
」
と
表
記
し
て
他
者
と
見
て
い
る
し
、
そ
の
全
体
を
概
観
す
れ
ば
、

東
密
の
思
想
を
語
る
言
説
を
基
調
と
し
て
い
る
点
に
異
論
は
無
い
。

し
か
し
『
開
見
抄
』
は
東
密
の
思
想
に
徹
底
し
て
は
い
な
か
っ
た
。

有
人
云
、
四
種
阿
字
配
開
示
悟
入
事
、
義
釋
有
之
、
疏
無
之
。
弘
法
大
師
秘
之
、
抄
出
為
別
卷
。
法
華
大
日
二
教
為
一
部
之
意
。

可
秘
之
故
也103

。



度会行忠所帯の神道書に於ける思想構成（その２）

157

右
は
長
宴
の
『
四
十
帖
決
』
に
見
ら
れ
る
「
長
久
二
年
九
月
中
旬 

師
曰
。
四
種
ノ
阿
字
開
示
悟
入
之
釋
在
義
釋
之
中
ニ
。
疏
ノ
中
ニ
無
之
。

弘
法
大
師
祕
シ
テ
之
抄
出
シ
テ
爲
別
抄
ト
云
云 

法
花
大
日
ノ
二
教
卽
一
部
之
意
可
祕
之
故
也
云
云
」104

と
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
に

台
密
由
来
の
教
説
と
見
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。
実
に
杲
寶
が
こ
の
『
法
華
經
』『
大
日
經
』
両
経
の
同
体
説
を
、『
大
日
經
疏
演
奧
鈔
』

で
「
或
學
者
云
。
當
經
無
妙
法
蓮
華
號
。
法
華
大
日
兩
經
一
致
故
。
假
彼
經
題
號
。
目
此
經
曼
荼
羅
云
云 

此
義
太
無
謂
」105

と
云
っ
て
明

確
に
否
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
東
密
を
至
上
と
す
る
立
場
か
ら
は
肯
定
的
に
参
照
す
る
契
機
は
見
出
し
難
い
内
容
と
言
え
よ
う
。
こ
れ

を
明
確
に
否
定
す
る
で
な
く
引
用
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、『
開
見
抄
』
に
教
派
的
拘
束
か
ら
自
由
な
立
場
を
認
め
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
特
定
の
教
派
性
か
ら
離
れ
て
禅
密
一
致
説
を
唱
導
し
た
人
物
を
「
道
範
・
真
空
・
頼
瑜
等
の
流
れ
を
汲
む
東
密
系
の
勢

力
」
と
い
っ
た
教
派
的
に
対
象
を
特
定
す
る
視
点
で
評
価
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
勿
論
、「
金
剛
三
昧
院
を
拠

点
と
し
て
活
動
し
た
」
可
能
性
を
否
定
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
金
剛
三
昧
院
の
住
持
に
は
、
第
五
代
に
は
三
論
か
ら
東
密
に
転

向
し
律
ま
で
も
広
く
兼
学
し
た
木
幡
真
空
が
就
い
て
お
る
し
、
第
六
代
に
は
東
密
か
ら
臨
濟
禅
に
転
向
し
た
心
地
覺
心
、
ま
た
第
七
代

に
は
寺
門
天
台
か
ら
東
密
へ
転
向
し
た
證
忍
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り106

、
中
で
も
木
幡
眞
空
は
頼
瑜
の
言
に
よ
れ
ば
禅
宗
に
対
し
て
批

判
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
多
様
な
出
自
を
持
つ
歴
代
の
住
持
に
思
想
的
な
振
れ
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
教
派
的
言

説
の
相
対
化
は
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
禅
密
一
致
説
を
鍵
に
金
剛
三
昧
院
に
指
標
を
求
め
る
に
せ
よ
、
そ
う
い
っ
た

言
説
が
秘
説
化
、
口
伝
化
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
そ
の
伝
播
と
受
容
を
専
ら
金
剛
三
昧
院
内
部
の
人
的
関
係
性
に
還
元
し
て
求
め
る
こ

と
は
必
ず
し
も
適
当
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い107

。

『
開
見
抄
』
を
著
し
く
引
用
し
た
典
籍
に
『
菩
提
心
論
見
聞
』
が
知
ら
れ
る
。
該
書
は
嘉
暦
三
年
、
尾
州
丹
羽
郡
小
櫟
安
樂
寺
學
頭

坊
で
安
超
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
言
う
が
、
彼
の
人
物
像
の
詳
細
は
明
瞭
に
さ
れ
な
い
。
そ
の
内
容
が
基
本
的
に
台
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密
の
教
義
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、台
密
に
通
暁
し
た
人
師
で
あ
ろ
う
こ
と
が
僅
か
に
推
測
さ
れ
る
。
な
れ
ば
、『
菩
提
心
論
見
聞
』

で
の
『
開
見
抄
』
の
引
用
は
、
東
密
的
な
色
彩
の
濃
い
そ
れ
が
台
密
系
の
人
師
に
ま
で
受
容
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、
こ
う
い

っ
た
言
説
の
共
有
化
は
、
教
派
を
越
境
し
、
地
理
的
に
も
広
く
拡
散
し
た
状
況
を
想
定
さ
せ
る
。
そ
う
な
る
と
、『
開
見
抄
』
の
成
立

の
場
に
つ
い
て
も
、
所
謂
る
「
金
剛
三
昧
院
」
に
指
標
を
求
め
る
に
せ
よ
、「
そ
の
周
辺
で
製
作
さ
れ
た
可
能
性
」
を
一
層
重
視
す
る

の
が
適
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
事
態
を
、逆
に
「
金
剛
三
昧
院
」
の
名
の
元
に
収
斂
す
る
方
向
で
解
す
る
仕
方
を
採
っ
て
、

狭
隘
な
サ
ー
ク
ル
を
想
定
し
て
し
ま
っ
て
は
、
却
っ
て
彼
の
思
想
的
動
態
を
捉
え
損
な
い
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
、『
眞
禪
融
心
義
』
及
び
『
開
見
抄
』、
ま
た
頼
瑜
の
手
に
な
る
『
顯
密
問
答
鈔
』『
大
日
經
疏
指
心
鈔
』
に
親
し
く
相
似
し
た

記
述
を
巡
っ
て
い
さ
さ
か
考
察
を
試
み
た
が
、
そ
の
表
現
上
の
相
似
性
と
は
裏
腹
に
、
そ
の
論
理
性
に
大
き
な
隔
た
り
が
存
す
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
ま
た
、
何
れ
も
密
教
の
究
竟
の
境
界
を
「
無
相
」
と
す
る
点
に
対
立
は
な
か
っ
た
が
、
禅
の
「
無
相
」
と
の
関
係
付
け

に
関
し
て
大
き
く
主
張
を
分
岐
さ
せ
て
い
た
こ
と
も
明
瞭
に
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
禅
の
「
無
相
」
を
如
何
に
定
位
す
る
か
と
い
っ
た
問
題
は
密
教
教
学
か
ら
す
れ
ば
全
く
埒
外
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
頼
瑜

自
身
も「
予
身
雖
入
密
家
。
心
未
遊
禪
門
。
就
中
舌
端
無
懸
河
之
辯
。
心
府
闕
北
海
之
智
。
進
欲
披
則
悱
悱
口
裏
。
退
欲
默
則
憤
憤
胸
中
。

不
能
押
忍
聊
述
梗
槪
。
但
宗
家
釋
中
二
教
十
心
無
判
攝
之
文
。
論
家
釋
中
四
八
一
階
無
攝
屬
之
說
。
且
依
餘
師
判
說
訪
末
學
異
義
。
或

云
三
乘
離
言
。
或
云
一
乘
極
理
。
所
謂
或
居
天
台
前
。
或
安
眞
言
下
。
或
齊
天
台
。
或
同
三
論
。
或
通
論
宗
。
例
如
律
宗
也
。」108

と
言
い
、

こ
の
問
題
に
腐
心
し
て
い
た
。
実
際
、『
顯
密
問
答
鈔
』
で
の
語
り
は
禅
に
関
し
て
従
来
語
ら
れ
た
論
評
を
再
解
釈
す
る
こ
と
で
結
論

を
導
く
も
の
で
、
頼
瑜
自
身
が
そ
の
当
時
の
禅
思
想
に
直
接
対
峙
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
頼
瑜

と
見
解
を
異
に
す
る
『
眞
禪
融
心
義
』
及
び
『
開
見
抄
』
は
、
禅
宗
の
言
う
「
教
外
別
傳
實
際
理
地
」
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
、
こ
れ

を
積
極
的
に
密
教
教
理
の
文
脈
上
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
両
者
対
立
す
る
見
解
は
、
こ
の
禅
宗
の
「
無
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相
」
に
対
す
る
格
り
方
の
相
違
に
根
本
的
な
原
因
が
あ
り
、
こ
の
密
教
教
理
に
埒
外
な
問
題
は
、
密
教
思
想
の
文
脈
か
ら
合
理
的
に
結

論
を
導
く
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
っ
た
。
と
な
れ
ば
、
明
確
な
対
立
的
主
張
の
形
成
は
、
密
教
教
理
の
論
理
性
以
前
に
已
に
決

さ
れ
た
作
者
の
禅
宗
観
の
反
映
と
し
て
受
け
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
先
に
挙
げ
た
テ
キ
ス
ト
の
間
に
直
接

的
で
単
線
的
な
発
達
・
展
開
の
軌
跡
を
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
寧
ろ
そ
れ
ら
の
間
で
共
通
し
て
認
め
ら
れ
た
課
題
、
密
教
に
於
け
る
有

相
と
無
相
の
重
層
性
を
巡
る
語
り
が
共
有
さ
れ
つ
つ
、
禅
密
の
関
係
を
規
定
す
る
論
理
の
構
築
が
多
様
な
観
点
か
ら
試
行
さ
れ
た
と
捉

え
て
お
く
の
が
宜
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　

退
耕
行
勇

以
上
、『
眞
禪
融
心
義
』『
開
見
抄
』『
顯
密
問
答
鈔
』『
大
日
經
疏
指
心
鈔
』の
間
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
が
、そ
の
結
果
、『
眞

禪
融
心
義
』『
開
見
抄
』
の
成
立
を
直
ち
に
金
剛
三
昧
院
内
部
に
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
言
え
、「
金
剛
三
昧
院
」
は
あ
く
ま

で
彼
の
成
立
を
探
る
上
で
の
作
業
仮
説
的
な
指
標
と
し
て
扱
う
べ
き
と
の
見
解
を
得
た
。こ
の
こ
と
を
換
言
す
る
な
ら
、『
眞
禪
融
心
義
』

『
開
見
抄
』
を
語
り
う
る
場
、
い
わ
ば
禅
密
を
巡
る
言
説
を
醸
成
し
う
る
場
の
所
在
が
問
題
と
な
る
の
で
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
「『
天

地
靈
覺
祕
書
』
時
期
と
思
し
き
時
代
に
於
け
る
禅
密
観
の
諸
様
相
」
を
窺
う
上
で
有
効
な
視
座
と
な
る
。

そ
こ
で
聊
か
金
剛
三
昧
院
の
寺
院
の
在
り
方
に
つ
い
て
目
を
向
け
て
み
る
な
ら
、『
金
剛
三
昧
院
文
書
』に
次
の
よ
う
な
記
述
が
有
る
。

當
寺
者
任
建
仁
寺
本
願
僧
正
之
素
意
、
依
禪
敎
律
可
興
行
云

々
、
仍
每
月
兩
度
布
薩
、
日
日
三
時
之
勤
、
寺
中
規
式
、
僧
家
法
則
、

大
概
令
准
據
于
彼
寺
定
置
畢
、
但
於
諸
堂
長
日
之
行
法
、
幷
護
摩
晝
夜
不
斷
陀
羅
尼
、
月
別
大
小
佛
事
等
者
自
元
被
始
置
畢109
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右
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
初
代
住
持
退
耕
行
勇
の
時
代
よ
り
、
金
剛
三
昧
院
は
建
仁
寺
と
同
様
に
禅
・
敎
・
律
に
依
拠
す
る
寺
と
定
め

ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
密
教
修
法
が
強
調
さ
れ
た
点
に
特
徴
を
見
る
。
実
に
退
耕
行
勇
の
経
歴
は
密
教
僧
と
し
て
始

ま
り
、
榮
西
の
鎌
倉
入
府
に
伴
い
彼
の
門
下
に
投
じ
て
後
、
禅
僧
と
し
て
の
一
面
を
帯
び
る
に
こ
と
に
な
る
が
、『
吾
妻
鏡
』
を
参
照

す
る
限
り
、
そ
の
後
も
密
教
僧
と
し
て
の
活
動
ば
か
り
が
顕
著
に
目
に
付
く
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
活
動
は
師
榮
西
と
極
め
て
相
似

し
て
お
り
、
ま
た
先
に
見
た
金
剛
三
昧
院
の
性
質
と
重
な
り
あ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
金
剛
三
昧
院
が
そ
の
模
範
を
建
仁
寺
に
求
め
た
と

い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、「
金
剛
三
昧
院
」
を
中
心
に
据
え
て
眺
め
た
場
合
、　

先
ず
は
禅
密
一
致
説
の
サ
ー
ク
ル
の
指
標
は
そ
の
周
辺
を

含
み
な
が
ら
、
彼
の
規
模
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
れ
で
は
金
剛
三
昧
院
に
於
け
る
禅
密
一
致
説
と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

退
耕
行
勇
に
は
著
作
が
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
伝
記
の
類
か
ら
僅
か
に
推
測
さ
れ
る
程
度
に
と
ど
ま
る
。『
本
朝
高
僧
傳
』
に
よ
れ
ば
、

「
屬
明
菴
開
壽
福
大
播
禪
化
。
易
衣
頂
謁
。
問
曰
。
祖
意
與
教
意
。
是
同
是
別
。
菴
曰
。
放
下
同
別
知
見
來
。
與
汝
道
。」110

と
あ
り
、
禅

密
一
致
説
を
指
向
す
る
方
向
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
一
方
、『
開
山
行
狀
』
で
は
「
大
尼
招
師
營
中
詰
問
禅
教
之
勝
劣

師
證
西
祖
以
空
海
之
上
答
嵯
峨
帝
之
詔
之
語
尼
公
深
解
傾
心
禅
道
云
云
」111

と
言
い
、
政
子
の
諮
問
に
応
じ
て
禅
勝
密
劣
を
説
示
し
て
い

る
よ
う
に
も
見
え
、
禅
密
の
関
係
に
つ
い
て
の
詳
細
は
は
っ
き
り
と
し
な
い
。
と
は
言
え
、
両
者
の
境
位
が
完
全
に
隔
絶
し
て
い
る
と

い
う
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
、『
開
山
行
狀
』
で
は
東
寺
任
覺
よ
り
密
軌
を
受
け
た
と
さ
れ
て
お
り
、『
本
朝
高
僧
傳
』
に
は
「
有

密
者
問
祕
要
。
勇
曰
。
擧
足
下
足
皆
是
密
因
。
其
應
機
酬
對
大
率
類
此
。」112

と
あ
り
、
こ
れ
な
ど
は
先
の
四
重
秘
釈
で
見
た
木
幡
眞
空

の
言
う
「
深
祕
意
」
に
親
し
く
、
退
耕
行
勇
は
少
な
か
ら
ず
東
密
と
近
接
し
て
い
た
よ
う
に
も
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
片
や
師
の
榮

西
は
台
密
の
思
想
を
基
盤
と
し
て
お
れ
ば
、
彼
の
依
拠
し
た
密
教
思
想
の
性
格
は
判
然
と
し
な
い
。



度会行忠所帯の神道書に於ける思想構成（その２）

161

　
　
　

心
地
覺
心

退
耕
行
勇
に
比
し
て
、
第
六
代
住
持
の
心
地
覺
心
は
聊
か
資
料
に
恵
ま
れ
て
い
る
。

『
紀
州
由
良
鷲
峯
山
法
燈
圓
明
國
師
之
緣
起
』
に
よ
る
と
、
心
地
覺
心
は
十
九
歳
の
時
、
東
大
寺
で
具
足
戒
を
受
け
、
同
年
に
は
南

都
よ
り
高
野
山
に
登
り
東
密
を
修
学
し
た
。
そ
の
時
既
に
金
剛
三
昧
院
に
て
退
耕
行
勇
と
邂
逅
し
て
い
た
と
言
う
。
ま
た
道
範
に
経
軌

を
習
い
、「
又
就
道
範
闍
梨
、
習
経
軌
等
、
師
問
云
、
真
言
実
義
如
何
、
道
範
答
云
、
超
八
葉
、
絶
方
処
云

云
」113

と
密
教
の
奥
義
を
親
し

く
伝
授
さ
れ
た
と
も
あ
る
。
こ
の
道
範
の
言
葉
は
『
大
日
經
疏
』
の
「
次
卽
入
中
惡
長聲
字
。
是
方
便
也
。
此
是
毘
盧
遮
那
佛
本
地
之
身

花
臺
之
體
。
超
八
葉
絕
方
所
。
非
有
心
之
境
界
。
唯
佛
與
佛
乃
能
知
之
。
爲
念
本
誓
開
示
大
悲
藏
。
普
引
衆
生
入
佛
慧
故
。
復
以
加
持

神
力
。
普
現
身
口
意
。
遍
滿
生
死
中
。
當
知
此
卽
是
方
便
也
。
若
離
方
便
。
如
來
本
地
尚
不
可
說
。
何
況
以
示
人
耶
。
不
可
爲
諸
上
首

等
菩
薩
說
。
何
況
流
入
生
死
中
耶
。
以
此
方
便
同
於
大
空
。
而
現
衆
像
。
當
知
一
切
大
會
漫
荼
羅
。
皆
是
一
身
無
別
身
也
。
卽
是
普
門

身
。
卽
是
法
界
身
。
即
是
金
剛
界
身
也
。」114

を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
彼
の
疏
で
は
、
五
転
阿
字
の
第
五
惡
（
長
聲
）

字
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
方
便
究
竟
」
の
境
位
、
い
わ
ば
「
如
來
本
地
不
可
說
」
よ
り
「
加
持
神
力
」
に
よ
っ
て
「
普

現
身
口
意
遍
滿
生
死
中
」
を
展
開
す
る
在
り
方
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
内
の
「
如
來
本
地
不
可
說
」
の
「
超
八
葉
絕
方
所
」
な
る
こ
と

を
挙
げ
て
、
道
範
は
実
義
と
し
て
提
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
密
教
で
方
便
を
究
竟
と
す
る
も
、
そ
の
究
竟
た
る
方
便
を
成
立

さ
せ
る
源
底
と
し
て
「
如
來
本
地
」
が
注
目
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
延
い
て
は
方
便
の
有
相
よ
り
本
地
の
無
相
を
優
位
に
見
る
解
釈
へ

の
展
開
が
示
唆
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
無
相
を
重
視
す
る
逸
話
が
殊
更
に
記
録
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
密
教

か
ら
禅
へ
と
軸
足
を
移
行
す
る
動
機
と
し
て
、無
相
の
体
現
を
禅
に
求
め
た
と
す
る
筋
書
き
が
底
流
に
存
在
し
た
よ
う
に
見
え
る
。「
師
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四
十
二
歳
、
寓
止
甲
斐
国
心
行
寺
、
住
持
生
蓮
和
尚
也
、
寿
福
寺
悲
願
長
老
与
師
同
聚
、
過
夏
九
旬
間
、
於
阿
弥
陀
堂
後
、
昼
夜
坐
禅
、

一
夕
定
中
見
従
胸
中
捉
出
許
多
小
蛇
、
覚
後
心
意
豁
然
、
自
知
従
前
学
解
非
究
竟
法
矣
」115

と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
彼
の
無
相
は
学

解
の
先
の
究
竟
法
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

二
十
九
歳
に
な
る
と
、高
野
山
よ
り
三
輪
山
に
移
る
が
、こ
こ
ま
で
は
密
教
に
専
心
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。し
か
し
三
十
三
歳
の
時
、

鎌
倉
は
壽
福
寺
の
退
耕
行
勇
に
参
随
掛
塔
し
て
以
後
、
三
十
六
歳
に
は
深
草
極
樂
寺
で
道
元
に
、
四
十
一
歳
に
は
世
良
田
長
樂
寺
で
釋

圓
榮
朝
に
参
じ
る
な
ど
、
そ
の
実
践
の
中
心
は
禅
へ
と
移
っ
て
い
た
。
そ
れ
よ
り
以
後
、
再
び
高
野
山
を
訪
れ
て
、
金
剛
三
昧
院
願
性

上
人
（
元
幕
臣
藤
原
景
倫
葛
山
五
郎
）
の
資
助
を
受
け
入
宋
を
果
た
し
、
無
門
慧
開
の
付
法
を
受
け
、
建
長
六
年
に
帰
朝
、
金
剛
三
昧

院
の
住
持
を
経
て
、
由
良
西
方
寺
（
興
國
寺
）
の
開
山
と
な
る
と
い
う
具
合
に
、
そ
の
行
動
は
も
は
や
禅
僧
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。

実
に
『
由
良
開
山
法
燈
國
師
法
語
』
に
「
顯
密
ノ
二
教
ハ
。
教
内
ノ
法
。
禪
門
ノ
一
宗
ハ
。
教
外
ノ
宗
ナ
リ
。
今
已
ニ
此
法
ニ
遇
コ

ト
。
幸
イ
ノ
中
ノ
幸
。
悦
ヒ
ノ
中
ノ
悦
ヒ
ナ
リ
。
誰
人
カ
信
セ
サ
ラ
ン
ヤ
。」116

と
あ
る
よ
う
に
、
心
地
覺
心
は
密
教
を
顕
教
と
共
に
教

内
法
に
位
置
づ
け
、
禅
を
教
外
宗
と
し
て
截
然
と
区
分
し
た
。
つ
ま
り
、
禅
勝
密
劣
を
明
確
に
意
識
し
て
い
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
し

か
し
、
密
教
の
実
践
は
最
後
ま
で
放
棄
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
心
地
覺
心
に
は
密
教
的
色
彩
を
帯
び
た
伝
説
が
つ
き
ま
と
う
。

禅
の
大
成
者
と
し
て
帰
朝
す
る
際
に
も
、「
師
帰
朝
之
時
、
袈
裟
一
頂
投
于
宋
之
海
中
、
霊
亀
出
負
之
、
而
着
由
良
湊
桜
嶋
、
并
拄

杖
同
時
授
於
海
泳
、
而
与
袈
裟
同
着
桜
島
、
依
是
貝
殻
多
附
拄
杖
、
故
曰
亀
背
袈
裟
、
游
泳
拄
杖
、
此
二
物
者
、
師
帰
朝
後
五
年
正
嘉

二
年
戊
子
、
住
由
良
之
日
着
彼
嶋
云
ゝ
、
実
師
道
徳
所
致
也
、
此
亀
腹
下
師
自
書
Ｘ
字
、
放
海
中
曰
、
汝
可
留
於
豊
前
国（
佐
カ
）
宇
田
郡
津
井

木
浦
、
此
亀
如
師
教
下
留
津
井
木
浦
、
自
此
時
此
浦

或
曰
亀
島

天
旱
則
里
人
入
海
、
而
群
亀
之
中
撰
有
梵
字
之
一
亀
抱
出
、
同
山
上
三
里
登
有
大
池
放

之
」117

と
あ
る
よ
う
に
、
恰
も
密
教
僧
の
よ
う
な
霊
験
を
示
し
て
い
る
。
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他
に
も
「
師
五
十
八
歳
、
文
永
元
年
従
正
月
初
一
日
至
十
五
日
、
追
日
修
愛
染
法
并
五
大
尊
法
、
以
祈
山
門
粛
静
、
感
応
時
到
、
妖

魔
吐
讖
、
約
作
擁
護
、
示
消
災
法
」118

と
有
り
、
自
ら
親
し
く
愛
染
法
・
五
大
尊
法
を
修
法
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
鷲
峰
開
山

法
燈
圓
明
國
師
行
實
年
譜
』
に
も
同
様
の
記
事
が
認
め
ら
れ
る
が
、「
師
五
十
八
歲
。
從
正
月
初
一
日
。
點
定
十
五
箇
日
。
修
愛
染
幷

五
大
本
尊
法
。
以
祈
山
門
肅
淸
。
蓋
俯
順
外
儀
。
禀
願
性
檀
命
也
。
感
應
時
到
。
妖
魔
吐
讖
。
約
作
擁
護
。
示
消
災
法
」119

と
言
う
よ
う

に
、「
師
孫
小
比
丘
聖
薰
」
が
彼
の
密
教
修
法
を
「
外
儀
に
俯
順
」
す
る
こ
と
と
解
釈
し
て
い
る
。

ま
た
同
書
で
は
、
愛
染
明
王
像
の
霊
験
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
。

余
師
入
滅
後
八
十
五
年
。
永
德
二
年
壬
戌
歲
。
依
門
下
遴
選
。
白
公
府
董
鷲
峰
之
日
。
凡
百
不
迨
古
將
懃
補
拙
之
謂
。
革
弊
起
廃

不
一
。
一
日
定
中
。
見
有
異
人
威
光
。
忿
怒
告
曰
。
請
和
尚
來
觀
吾
變
相
。
言
及
再
四
。
覺
後
稍
忘
。
侍
僧
報
曰
。
進
寺
後
。
必

詣
護
國
寺
燒
香
。
爲
住
持
條
例
。
余
忻
然
卽
往
殿
裏
。
觀
音
大
士
龕
前
炷
拜
。
上
地
堂
壇
上
堆
如
盛
。
末
分
曉
物
色
。
就
看
愛
染

明
王
像
。
手
臂
零
碎
。
面
顔
僅
全
。
儼
然
如
定
中
見
。
仍
憶
念
則
知
神
驗
。
輿
而
歸
丈
室
。
偏
廂
安
之
。
丞
命
工
修
補
。
午
餉
半

時
。
工
來
直
告
云
。
有
一
件
。
請
急
詳
不
可
使
兒
輩
知
。
余
吐
哺
往
看
。
工
云
。
彼
像
右
脇
下
壞
。
將
漆
布
肚
內
。
有
物
怪
而
觀

之
。
小
像
愛
染
寸
計
。
向
內
坐
。
座
下
有
白
絹
包
。
裹
骨
石
。
表
書
梵
漢
字
數
十
。
梵
者
祕
咒
。
漢
者
意
趣
。
共
師
爲
母
堂
包
骨

骼
。
追
薦
親
手
筆
也
。
工
云
。
大
凡
胞
中
小
像
。
抱
大
像
者
。
密
乘
之
祕
也
。
便
漆
布
修
飾
。
如
元
造
厨
。
安
措
奉
還
。
護
國
紀
。

古
者
導
師
存
日
。
塑
一
搩
手
愛
染
像
。
修
軌
儀
。
文
永
元
正
。
依
檀
命
修
密
乘
。
助
定
力
定
鎭
山
門
。
卽
此
像
也120

。

右
に
よ
れ
ば
、
心
地
覺
心
が
明
ら
か
に
密
教
修
法
に
基
づ
き
愛
染
明
王
像
を
造
立
し
た
こ
と
を
示
す
が
、
密
教
修
法
を
心
地
覺
心
に

と
っ
て
副
次
的
な
も
の
と
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
確
か
に
、
心
地
覺
心
が
禅
勝
密
劣
と
す
る
態
度
に
在
る
と
捉
え
る
な
ら
、
そ
う
い
っ
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た
見
立
て
は
必
ず
し
も
非
合
理
な
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
師
は
生
前
に
自
身
の
遺
骨
を
収
め
る
銅
筒
を
作
成
し
て

お
り
、
そ
こ
に
密
教
的
信
仰
の
痕
跡
が
留
め
ら
れ
て
い
る
。

安
骨
銅
筒
銘 
考 

文
化
十
一
年
二
月

於
紀
伊
國
興
國
寺
發
掘

梵
字
陀
羅
尼 
考 
字
性

不
分
明

梵
字
光
明
眞
言 
考 
字
性

不
分
明

佛
諸
行
無
常　

法
是
生
滅
法　

僧
生
滅
滅
已　

寶
寂
滅
爲
樂

若
以
色
見
我
。
以
音
聲
求
我
。
是
人
行
邪
道
。
不
能
見
如
來
。

大
宋
國
。
護
國
開
山
。
佛
眼
禪
師
書
。

心
卽
是
佛　

佛
卽
是
心　

心
佛
如
如　

亙
古
亙
今

毘
婆
尸
佛
。
尸
棄
佛
。
毘
舍
浮
佛
。
拘
留
係
佛
。
拘
那
含
牟
尼
佛
。

迦
葉
佛
。
釋
迦
文
佛
。

達
磨
大
師
。
月
林
禪
師
。
佛
眼
禪
師
。

鷲
峰
開
山
老
僧
覺
心

弘
安
九
丙
戌
四
月
十
八
日
入
宋
沙
門
覺
心121
生
年
八
十

書
之

こ
の
「
安
骨
筒
」
の
作
成
に
際
し
て
は
、
外
儀
に
俯
順
、
或
い
は
檀
命
を
稟
け
る
と
い
っ
た
外
的
な
要
請
に
応
じ
た
方
便
と
し
て
の

要
素
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
自
身
の
信
仰
を
直
接
に
反
映
さ
せ
た
結
果
と
し
て
受
け
止
め
る
必
要
が
有
る
。
そ
こ
に
は
禅
と
密
教
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の
結
合
が
見
え
、
と
り
わ
け
禅
勝
密
劣
と
す
る
よ
う
な
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
い
っ
た
禅
密
一
致
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
べ
き
か
。
先
に
見
た
よ
う
に
勝
劣
の
判
断
が
教
内
・
教
外
の
区
分
に
よ

る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
密
教
か
ら
禅
宗
へ
と
転
向
す
る
に
際
し
て
の
意
識
、
い
わ
ば
従
来
の
学
解
の
否
定
と
関
連
付
け
て
考
え

る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
密
教
で
は
そ
れ
自
身
の
源
底
た
る
無
相
の
本
地
法
身
に
は
至
り
え
な
か
っ
た
経
験
を
反

省
し
、
そ
の
究
竟
の
境
界
に
至
る
方
策
を
禅
の
実
践
に
見
出
し
て
、
禅
を
通
し
て
体
解
さ
れ
た
真
理
に
基
づ
く
こ
と
で
、
却
っ
て
そ
こ

か
ら
加
持
力
を
介
し
て
発
現
さ
れ
る
密
教
の
方
便
を
期
待
し
た
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
、
心
地
覺
心
の
禅
密
観
と
そ
の
行
動
を
矛

盾
無
く
統
合
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
う
い
っ
た
禅
密
観
は
従
前
の
榮
西
、
ま
た
退
耕
行
勇
と
同
質
と
見
る
べ
き
か
は
、
直
ち
に
闡
明
し
え
な
い
が
、『
法
燈
國

師
緣
起
』
に
は
「
因
謁
金
剛
三
昧
院
又
曰
禅
定
院
住
持
行（
退
耕
）勇

禅
師
、
易
服
受
盂
、
行
勇
者
建
仁
開
山
千
光
祖
師
上
足
也
、
是
故
建

仁
寺
法
会
開
山
門
徒
与
由
良
門
徒
有
一
派
之
因
」122

と
あ
り
、
心
地
覺
心
の
集

団
と
建
仁
寺
の
集
団
は
退
耕
行
勇
を
媒
介
に
緊
密
に
結
ば
れ
た
と
い
う
意
識
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
金
剛
三
昧
院
を
中
心
に

俯
瞰
し
た
際
の
禅
密
を
巡
る
言
説
の
サ
ー
ク
ル
は
、
更
に
拡
大
し
て
想
定
す
る
必
要
が
有
る
だ
ろ
う
。

　
　
　

圓
爾
辨
圓

時
代
を
同
じ
く
し
て
、
片
や
東
福
寺
に
於
て
も
同
じ
よ
う
な
思
想
的
動
向
が
窺
え
る
。

東
福
寺
開
山
圓
爾
辨
圓
（
以
下
、
圓
爾
）
は
無
準
師
範
の
膝
下
で
得
法
し
た
臨
済
宗
禅
師
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
仏
教
修

学
の
端
緒
は
天
台
宗
よ
り
始
ま
っ
て
い
た
。『
元
亨
釋
書
』
に
よ
れ
ば
、
師
は
十
歳
を
過
ぎ
て
、
早
く
も
久
能
山
堯
辯
の
元
で
三
大
部

に
至
る
ま
で
の
天
台
学
を
修
め
、
十
八
歳
に
は
園
城
寺
で
落
髪
、
東
大
寺
で
授
戒
し
た
が
、
諸
宗
を
兼
学
し
て
も
満
足
せ
ず
、
榮
西
の
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上
足
、
長
樂
寺
榮
朝
に
「
別
傳
の
道
」
を
求
め
た
。
こ
れ
よ
り
禅
へ
の
傾
倒
が
始
ま
る
が
、
圓
爾
は
榮
朝
よ
り
「
敝
虛
室
禪
門
大
戒
之

圖
」
の
み
な
ら
ず
、「
瑜
伽
三
部
之
灌
頂
」123

ま
で
も
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
。
し
か
も
久
能
山
に
再
び
戻
る
と
、
見
西
阿
闍
梨
よ
り
密
蔵

の
秘
奥
を
授
か
っ
て
も
い
た
。
つ
ま
り
、
禅
へ
の
傾
倒
は
密
教
の
否
定
を
伴
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
禅
と
密
教
の
共

存
は
既
に
見
た
臨
済
宗
人
師
の
禅
密
観
に
親
し
く
、
彼
ら
に
準
じ
た
思
想
を
圓
爾
も
共
有
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た

態
度
は
、
無
準
師
範
よ
り
資
法
し
て
帰
朝
し
て
以
後
も
全
く
改
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

圓
爾
の
密
教
思
想
は
、
そ
の
学
的
経
歴
と
は
裏
腹
に
台
密
と
東
密
に
広
く
亘
る
も
の
で
あ
っ
た
。
肯
定
的
に
引
用
さ
れ
た
典
籍
を
見

る
だ
け
で
も
、
智
顗
の
『
佛
説
觀
無
量
壽
經
疏
』『
妙
法
蓮
華
經
玄
義
』『
觀
音
玄
義
』、
湛
然
の
『
法
華
玄
義
釋
籤
』『
止
觀
輔
行
傳
弘

決
』『
法
華
文
句
記
』、
義
眞
の
『
天
台
法
華
宗
義
集
』
と
い
っ
た
顕
教
典
籍
の
他
に
も
、
圓
仁
の
『
蘇
悉
地
羯
羅
經
略
』、
安
然
の
『
教

時
義
』
が
引
か
れ
、
一
方
東
密
の
典
籍
と
し
て
は
、
空
海
の
『
經
王
經
開
題
』『
聲
字
實
相
義
』『
祕
藏
寶
鑰
』『
十
住
心
論
』『
大
日
經

開
題
』『
卽
身
成
仏
義
』『
御
遺
誡
』『
辨
顯
密
二
教
論
』、
ま
た
空
海
仮
託
の
『
雜
問
答
』（『
眞
言
問
答
』）、
そ
し
て
實
範
の
『
大
經
要

義
』
に
ま
で
及
ぶ
。
し
か
も
『
大
日
經
見
聞
』
で
は
「
問
。
今
此
普
通
眞
言
品
者
都
會
都
外
等
中
何
等
乎
。
答
。
師
云
。
都
外
。
雖
然

經
釋
文
見
都
會
。
何
者
都
外
者
諸
尊
一
一
各
各
取
本
國
土
領
十
佛
刹
微
塵
數
眷
屬
。
以
三
重
曼
荼
羅
爲
伴
所
圍
遶
故
也
。
所
以
一
尊
是

一
臺
葉
。
故
諸
尊
衆
多
臺
葉
也
。
然
天
台
等
學
者
付
十
方
臺
葉
互
爲
主
伴
。
文
爲
論
議
條
實
不
得
心
也
。」124

と
言
っ
て
台
密
人
師
の
説

を
批
判
し
て
い
る
し
、ま
た
「
問
。
統
經
義
邊
縱
雖
是
横
。
住
心
次
第
更
從
淺
至
深
者
。
以
法
華
爲
第
八
以
華
嚴
爲
第
九
有
何
不
可
乎
。

答
。
彼
住
心
品
意
更
以
法
華
非
爲
第
八
。
但
經
釋
始
自
異
生
羝
羊
終
至
他
緣
覺
心
說
次
第
淺
深
。
直
次
說
祕
密
教
中
攝
在
法
華
也
。
是

以
住
心
品
文
云
。
然
上
來
原
始
要
終
自
發
一
毫
之
善
以
至
於
超
度
人
法
有
无
二
障
。
雖
宗
極
炳
著
猶
是
對
治
心
外
之
垢
尙
未
開
此
心
中

種
種
祕
密
不
思
議
事
。
從
此
以
後
方
乃
說
之
。
○
經
云
。
復
次
祕
密
主
。
眞
言
門
修
行
菩
薩
行
○
皆
悉
成
就
者
。
卽
是
欲
明
超
第
三
劫

之
心
欲
令
見
聞
者
信
樂
尊
重
故
先
歎
其
功
德
耳
。
○
以
行
者
得
此
心
時
卽
知
釋
迦
牟
尼
淨
土
不
毀
。
見
佛
壽
量
長
遠
本
地
之
身
與
上
行
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等
從
地
涌
出
諸
菩
薩
同
會
一
處
。○
歎
入
眞
言
門
功
德
竟
文
。此
文
如
是
可
見
之
。住
心
品
經
釋
以
法
華
本
地
攝
在
密
教
之
旨
明
文
在
此
。

當
知
住
心
具
緣
兩
品
彼
此
同
以
法
華
攝
屬
祕
密
教
。
云

云
」125

と
言
っ
て
、『
十
住
心
論
』
の
第
八
・
第
九
住
心
の
序
列
に
疑
義
を
呈
し
て

い
る
。
そ
う
な
る
と
、
圓
爾
の
密
教
思
想
は
教
派
的
な
解
釈
上
の
拘
束
か
ら
自
由
な
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
た
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

圓
爾
の
密
教
思
想
の
特
徴
し
て
は
、
真
理
を
有
相
と
し
て
よ
り
無
相
と
表
象
す
る
方
を
重
視
す
る
態
度
に
在
る
。

『
瑜
祇
經
見
聞
』
で
は
「
金
剛
頂
經
又
以
月
輪
爲
本
極
。
何
者
。
金
剛
薩
埵
五
相
成
身
後
被
大
悲
甲
冑
成
三
七
尊
道
時
。
先
現
虛
圓

月
輪
。
從
此
月
輪
現
三
七
尊
。
故
依
倚
顯
本
者
。
但
指
此
月
輪
爲
本
極
。
更
不
明
無
相
菩
提
實
義
也
虚
圓
月
輪
者
。
一
智
本
地
也
。
顯
本
者
。
本
地
身
也
。

有
相
虚
圓
月
輪
者
。
一
智
本
地
身
也
。
無
相
菩
提
實
義

者
。
平
等

智
身
也

所
以
不
得
大
悲
胎
藏
經
釋
。
必
堕
有
相
門
。
故
依
大
日
經
等
釋
義
更
可
達
無
相
實
義
也
。」126

と
言
っ
て
、
有
相
門
に
堕
落
す
る
こ

と
を
誡
め
、
無
相
實
義
に
達
せ
よ
と
命
じ
る
。
ま
た
『
大
日
經
見
聞
』
で
は
「
瑜
伽
宗
有
先
作
有
相
方
便
觀
。
次
入
出
世
无
相
觀
也
。

故
先
以
運
心
念
相
作
入
我
我
入
觀
住
凡
聖
不
二
串
習
。
如
是
道
理
偏
依
法
界
緣
起
奥
旨
也
。
如
是
作
觀
更
入
出
世
无
相
觀
。
都
絕
能
所
。

正
住
法
界
域
也
。
佛
界
生
界
二
緣
起
。
生
佛
而
二
對
量
故
。
於
凡
聖
不
二
入
我
我
入
觀
更
非
其
便
宜
。
豈
博
地
凡
行
者
亂
作
入
我
我
入

佛
觀
乎
。」127

と
言
い
、
有
相
方
便
観
か
ら
出
世
無
相
観
に
入
っ
て
究
竟
す
る
道
筋
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
存
在
の
源
底
た
る
真
理
は
無
相
に
究
竟
の
境
界
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
無
相
真
理
を
め
ぐ
っ
て
、
諸
宗
は
そ
れ
に

対
し
て
異
な
る
関
与
の
仕
方
を
示
す
の
だ
と
言
う
。

問
。
所
以
不
現
無
一
分
明
相
之
無
相
月
輪
者
。
是
自
性
淸
淨
本
心
也
云

云
然
顯
教
以
此
心
爲
至
極
終
窮
妙
體
。
密
教
於
此
心
更
發

ア
字
門
以
爲
布
教
本
初
。
若
亦
於
此
自
性
本
心
未
起
一
字
之
時
。
有
直
立
宗
攝
機
乎
。
答
。
不
立
文
字
直
指
人
心
者
。
則
此
也
云

云128
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右
に
引
い
た『
瑜
祇
經
見
聞
』よ
れ
ば
、顕
教
で
は
無
相
の
真
理
を「
至
極
終
窮
の
妙
體
」と
見
る
。
密
教
で
は
そ
れ
を
阿
字
門
と
捉
え
、

そ
こ
か
ら
有
相
の
方
便
を
発
現
さ
せ
る
。
そ
し
て
「
不
立
文
字
直
指
人
心
」
を
標
榜
す
る
禅
が
、
そ
こ
に
直
ち
に
宗
を
立
し
て
機
を
摂

す
る
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、密
教
が
如
何
に
源
底
の
真
理
よ
り
有
相
方
便
を
発
現
さ
せ
る
方
策
を
擁
し
て
い
た
と
し
て
も
、

ま
さ
に
そ
の
源
底
の
真
理
そ
の
も
の
に
直
参
可
能
な
の
は
、
禅
を
お
い
て
他
に
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。『
聖
一
國
師
住
東
福
寺
語
錄
』

に
見
る
「
一
𩕳
上
腳
跟
下
、
切
に
須
ら
く
薦
取
す
べ
し
、
此
の
中
一
條
通
天
の
大
路
あ
り
、
普
賢
の
行
願
を
立
て
ず
、
文
殊
の
機
智

を
說
か
ず
、
毘
盧
を
把
斷
し
て
、
凡
聖
迹
絕
す
、
然
し
て
後
に
大
機
大
用
觸
處
に
現
成
せ
ん
」129

は
、
彼
の
構
え
を
禅
の
言
葉
で
語
っ
た

一
文
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。『
東
福
聖
一
國
師
法
語
』
に
は
ま
た
「
夫
座
禪
の
法
門
と
云
は
、
大
解
脫
の
道
な
り
、
諸
法
は
皆
此

門
よ
り
流
出
し
、
萬
行
も
み
な
此
道
よ
り
通
達
し
、
智
慧
神
通
の
妙
用
も
此
中
よ
り
生
じ
、
人
天
の
性
命
も
此
中
よ
り
開
け
た
り
、
故

に
諸
佛
す
で
に
此
門
に
安
住
し
、菩
薩
も
亦
行
じ
て
此
道
に
入
る
、乃
至
小
乘
及
び
外
道
も
行
ず
と
い
へ
ど
も
、未
だ
正
路
に
か
な
は
ず
、

凡
そ
顯
密
の
諸
宗
も
此
道
を
得
て
自
證
と
す
、
故
に
祖
師
の
曰
く
、
十
方
の
智
者
み
な
此
宗
に
入
と
宣
た
ま
へ
り
」130

と
も
あ
り
、
禅
の

実
践
に
よ
る
達
悟
は
そ
の
ま
ま
で
顕
密
諸
宗
の
「
自
證
」
の
体
現
に
ほ
か
な
ら
ず
、
実
に
諸
法
・
万
行
・
智
慧
神
通
妙
用
の
源
泉
を
獲

得
し
、
諸
仏
と
境
界
を
共
に
す
る
と
言
っ
て
、
禅
を
諸
宗
の
根
本
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
当
世
の
真
言
人
師
の
間
で

こ
う
い
っ
た
在
り
方
が
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
誤
謬
を
指
摘
し
、『
大
日
經
見
聞
』
で
「
問
。
阿
字
隨
緣
之
法
故
是
内
證
本
有
事

也
。
故
云
密
。
若
爾
何
故
以
上
二
智
用
十
緣
生
觀
乎
。
答
。
若
執
緣
起
字
相
不
用
不
生
字
義
者
。
堕
常
邊
無
有
出
期
。
當
世
密
學
者
如

汝
所
難
執
之
也
。」131

、
ま
た
「
師
云
。
如
實
知
自
心
者
當
知
如
此
見
本
不
生
際
也
。
然
於
眞
言
諸
字
各
有
字
相
字
義
。
諸
字
字
相
緣
生
假

有
。
卽
是
俗
諦
。
字
義
本
不
生
。
卽
是
眞
諦
。
此
諸
字
字
義
皆
入
阿
字
字
相
。
阿
字
字
相
者
卽
是
本
不
生
也
。
字
義
是
不
可
得
也
。
然

當
世
眞
言
師
皆
以
緣
生
假
有
字
相
法
於
實
有
情
執
上
能
生
執
著
。
於
緣
生
假
有
法
忘
不
生
字
義
。
執
凝
然
而
有
法
謂
如
來
自
證
之
法
體
。
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謬
哉
謬
哉
。
當
知
緣
生
假
有
法
其
實
无
自
性
。
故
本
不
生
也
。
本
不
生
故
實
相
也
。」132

と
言
う
よ
う
に
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
実
体
を

執
著
し
た
有
論
に
堕
す
こ
と
に
な
っ
た
と
批
判
を
加
え
て
い
る133

。

こ
の
無
相
真
理
に
究
竟
の
境
界
を
求
め
る
思
考
は
、
教
門
よ
り
観
門
を
重
視
す
る
態
度
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。

『
大
日
經
見
聞
』
で
は
「
大
小
權
實
顯
密
宗
旨
各
有
教
相
。
有
正
相
。
有
教
門
。
有
觀
門
。」134

と
言
っ
て
、
諸
宗
の
宗
旨
に
教
相
・
正

相
・
教
門
・
観
門
が
有
る
と
言
う
。
そ
し
て
密
教
に
於
け
る
そ
れ
ら
を
解
説
し
て
「
眞
言
密
教
教
相
者
。
佛
從
平
等
心
地
開
發
无
盡
莊

嚴
藏
大
曼
荼
羅
。
顯
現
四
重
圓
壇
佛
菩
薩
等
色
相
說
其
印
明
等
。
名
爲
教
相
。
然
此
等
眞
言
等
相
。
實
自
爾
天
然
非
所
成
。
何
者
緣
成

无
性
非
佛
所
作
。
乃
至
非
天
人
修
羅
所
作
。
地
水
火
風
方
圓
三
角
半
月
等
形
。
堅
濕
煖
動
等
性
皆
自
爾
天
然
也
。
更
非
所
成
。
當
知
阿

字
字
相
字
義
自
爾
所
成
也
。
非
作
所
成
。
如
是
等
所
說
所
談
名
爲
正
相
也
。
次
教
門
者
。
於
大
小
權
實
顯
密
等
宗
義
教
門
判
半
滿
頓
漸

巧
拙
偏
圓
難
易
。
名
爲
教
門
也
。
觀
門
者
。
絕
離
教
門
所
說
初
後
淺
深
不
同
安
心
於
本
不
生
不
可
說
等
之
處
不
辨
毫
釐
差
次
不
同
。
名

爲
觀
門
也
。」135

と
言
う
。
つ
ま
り
、
教
相
と
は
経
軌
に
説
示
さ
れ
た
曼
荼
羅
・
諸
尊
の
色
相
・
印
相
を
言
い
、
正
相
は
そ
れ
ら
色
相
・

印
相
等
が
自
爾
天
然
で
あ
る
こ
と
を
言
い
、
教
門
は
教
相
判
釈
を
宗
と
し
、
観
門
は
説
示
さ
れ
た
教
門
を
離
れ
、
心
を
実
際
に
無
相
真

理
に
落
ち
着
け
る
こ
と
を
言
う
の
だ
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
定
義
し
た
上
で
、
更
に
「
大
小
權
實
頓
漸
巧
拙
半
滿
偏
圓
等
宗
義
教
相
。

淺
深
差
別
不
同
義
理
是
教
門
所
說
之
談
話
也
。
若
入
觀
門
之
時
更
不
見
如
是
等
差
次
不
同
也
。」136

と
言
い
、
如
何
に
高
邁
な
る
教
説
を

示
し
て
も
、そ
れ
は
語
ら
れ
た
談
話
に
過
ぎ
ず
、観
門
で
は
そ
う
い
っ
た
「
差
次
不
同
」
を
見
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、「
縱
雖
眞
言
密
教
。

若
於
表
德
緣
起
教
門
作
住
着
有
執
取
心
者
執
爲
顯
乘
三
藏
可
爲
所
破
也
。
故
眞
言
教
門
猶
劣
三
藏
觀
門
也
。」137

と
あ
る
よ
う
に
、
密
教

の
「
表
德
緣
起
教
門
」
で
あ
っ
て
も
言
葉
通
り
に
執
著
し
て
し
ま
っ
て
は
、
そ
の
執
著
が
却
っ
て
下
位
の
顯
乘
三
藏
の
観
門
に
よ
り
破

却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
言
う
。
有
相
の
建
立
を
担
う
教
門
が
無
相
を
指
向
す
る
観
門
よ
り
劣
る
と
の
見
解
は
、
先
の
有
相
と
無
相
の

優
劣
関
係
と
完
全
に
相
応
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
思
想
を
背
景
に
、
圓
爾
の
言
う
禅
勝
密
劣
は
成
立
す
る
。

『
十
宗
要
道
記
』で
は「
夫
禅
者
心
也
。
所
言
心
者
非
第
九
識
多
一
心
□
□
十
識
一
一
心
」138

と
言
い
、禅
の「
心
」は「
多
一
心
」で
も「
一
一

心
」
で
も
な
い
と
言
う
。
こ
れ
は
『
釋
摩
訶
衍
論
』
の
「
心
量
有
十
。
云
何
爲
十
。
一
者
眼
識
心
。
二
者
耳
識
心
。
三
者
鼻
識
心
。
四

者
舌
識
心
。
五
者
身
識
心
。
六
者
意
識
心
。
七
者
末
那
識
心
。
八
者
阿
梨
耶
識
心
。
九
者
多
一
識
心
。
十
者
一
一
識
心
。
如
是
十
中
。

初
九
種
心
不
緣
眞
理
。後
一
種
心
得
緣
眞
理
而
爲
境
界
。今
據
前
九
作
如
是
說
。離
心
緣
相
。」139

を
踏
ま
え
て
い
る
。彼
の
論
に
よ
れ
ば
、「
多

一
心
」
は
真
理
を
対
象
に
で
き
な
い
心
、「
一
一
心
」
は
真
理
を
把
持
す
る
こ
と
の
可
能
な
心
を
意
味
し
て
い
る
が
、こ
れ
に
対
し
て
、『
十

宗
要
道
記
』
で
は
独
自
に
解
説
を
加
え
な
が
ら
、「
多
一
心
」
を
「
随
縁
真
如
」、「
一
一
心
」
を
「
唯
一
本
覚
」
に
同
定
す
る140

。
い
わ
ば
、

前
者
が
本
覚
か
ら
差
別
相
を
顕
現
す
る
構
え
を
示
す
の
に
対
し
て
、
後
者
は
差
別
相
の
無
い
真
理
さ
な
が
ら
の
境
界
を
指
示
す
る
の
だ

と
い
う
。
か
く
「
多
一
心
」
も
「
一
一
心
」
も
本
覚
に
根
挿
し
、
殊
に
「
一
一
心
」
は
『
釋
摩
訶
衍
論
』
で
真
理
を
把
持
す
る
こ
と
の

可
能
な
心
と
さ
れ
な
が
ら
、
圓
爾
は
「
哀
哉
顕
密
二
宗
、
談
空
花
影
諍
色
」141

と
言
い
、
そ
の
何
れ
の
心
の
境
界
も
禅
宗
の
立
場
か
ら
す

れ
ば
「
空
花
の
影
を
談
じ
て
色
を
諍
っ
て
い
る
」
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
こ
れ
を
退
け
る
。
こ
れ
も
「
禅
者
唯
非
異
之
、
遥
超
物
外
。」142

と
あ
る
よ
う
に
、
如
何
に
『
釋
摩
訶
衍
論
』
で
「
一
一
心
」
に
真
理
の
把
持
を
保
証
し
て
も
、
そ
れ
は
単
に
彼
の
論
で
構
成
さ
れ
た
言

説
に
過
ぎ
な
い
と
の
批
判
で
あ
る
。
そ
し
て
「
禅
□
□
宗
如
対
明
鏡
面
、
百
界
千
如
理
悉
幻
影
、
三
千
一
念
心
皆
鏡
□
。
□
心
独
周
遍
。

真
如
知
尊
常
照
。」143

と
述
べ
、
顕
密
が
専
ら
幻
影
の
如
く
開
か
れ
た
差
別
相
を
追
い
求
め
る
の
に
対
し
て
、
禅
宗
の
み
独
り
そ
の
源
底

の
真
理
を
体
現
す
る
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
「
是
□
説
心
遮
詮
堕
在
断
見
但
空
、
談
心
本
有
住
十
界
常
見
執
、
説
心
不
思
議
高

譲
極
聖
、
宣
言
語
道
断
自
心
賤
底
下
。
適
説
見
性
旨
入
水
火
責
、
愍
語
出
離
之
要
用
衣
食
嘆
、
語
昔
悟
人
譲
徳
権
者
、
今
宣
得
解
翫
世

談
話
、
説
即
心
仏
妄
摂
理
具
、
遠
、
談
万
法
一
如
称
中
道
不
知
自
心
。
口
談
心
仏
求
仏
十
方
、
説
自
心
法
尋
法
三
世
、
語
演
如
如
心
常

麁
、
筆
書
了
了
心
曽
朦
朦
。
爰
以
、
寂
寂
修
行
弥
眠
重
睡
、
醒
醒
精
勤
増
夢
結
夢
。
其
無
実
相
解
修
行
以
泥
洗
泥
、
不
値
明
師
覚
道
似
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無
足
眼
向
闇
道
。
口
惜
哉
、
計
人
情
名
聞
之
学
貴
人
軽
知
。
利
養
之
修
行
勤
外
懈
内
心
。
但
抛
万
事
可
信
仏
心
宗
。
禅
法
説
本
来
無
一

物
、
不
明
因
果
。
不
用
断
証
観
止
、
不
嫌
智
愚
、
不
弁
凡
聖
。
高
顕
任
運
知
外
不
求
仏
也
。
真
如
周
遍
十
方
称
遍
界
覚
王
。
心
照
知
三

世
名
号
常
住
仏
陀
。
仏
陀
、
円
覚
大
師
説
一
見
本
心
永
越
生
死
。」144

と
あ
る
よ
う
に
、
も
と
よ
り
付
け
加
え
る
必
要
の
無
い
言
説
に
耽

溺
す
る
こ
と
が
彼
の
幻
影
へ
の
固
執
を
齎
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
営
為
を
抛
っ
た
先
に
こ
そ
源
底
の
真
理
が
開
か
れ
る
の
だ
と

い
う
。
つ
ま
り
、
最
終
的
に
禅
密
を
共
存
さ
せ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
に
先
立
ち
、
禅
密
の
間
に
は
「
教
と
し
て
の
密
教
」
の
否
定
が
介
在

す
る
た
め
、
圓
爾
は
禅
勝
密
劣
の
構
え
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
密
教
は
禅
宗
に
対
し
て
劣
位
に
据
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、『
大
日
經
見
聞
』
で
は
「
既
一
種
差
別
乘
故
各
各
宗
旨
面

面
教
門
皆
是
瑜
伽
祕
教
眞
言
宗
旨
也
。」145

と
も
言
っ
て
、
教
門
に
於
け
る
位
置
づ
け
に
際
し
て
は
、
密
教
を
最
も
高
く
評
価
し
た
。
禅

の
実
践
で
諸
仏
と
境
界
を
等
し
く
さ
せ
う
る
な
ら
、
そ
れ
で
一
つ
の
完
結
を
見
る
は
ず
で
あ
る
し
、
密
教
を
教
門
中
の
最
高
位
に
評
価

す
る
に
し
て
も
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
教
門
で
あ
る
こ
と
に
相
違
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
密
教
に
関
わ
る
言
説
を
圓
爾
が
生
み
出

さ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
、
こ
れ
が
一
つ
の
問
題
と
な
る
。

圓
爾
に
曾
て
師
事
し
た
無
住
は
、『
雜
談
集
』
で
次
の
よ
う
な
逸
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

事
理
ノ
行
事

故
東
福
寺
開
山
ノ
下
、久
住
シ
テ
得
法
セ
ル
ヨ
シ
、自
讃
ス
ル
僧
ノ
申
ツ
ハ
、「
得
法
セ
ザ
ル
前
ノ
行
ハ
、イ
タ
ヅ
ラ
事
ニ
テ
、猶
々

迷
也
」
ト
テ
、「
先
ヅ
得
法
セ
ヨ
。
行
ナ
セ
ソ
」
卜
弟
子
ニ
教
ヲ
、
都
テ
事
ノ
行
セ
ズ
、
ス
ル
ヲ
モ
ニ
ク
ミ
腹
立
シ
キ
。
此
事
ヲ

彼
門
徒
ノ
僧
ニ
申
シ
カ
バ
、「
故
開
山
常
ノ
禪
院
ヨ
リ
モ
事
ノ
行
ヲ
ホ
シ
。
朝
楞
嚴
咒
、
日
中
尊
勝
陀
羅
尼
七
反
」。
此
事
ヲ
渡
宋

ノ
老
僧
ノ
中
ニ
難
ジ
申
ケ
ル
。「
唐
様
ヲ
令
行
給
ハ
ヾ
如
宋
朝
べ
シ
。
事
ノ
行
多
候
」
ト
。
開
山
ノ
返
答
ニ
、「
宋
朝
ノ
僧
ハ
坐
禪
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ヲ
如
法
ニ
シ
テ
有
限
。
四
時
ノ
坐
禪
ノ
外
カ
ニ
常
坐
ス
ル
僧
ナ
ド
モ
有
リ
。
大
方
国
ノ
風
坐
禪
在
家
出
家
多
分
行
之
。
仍
事
ノ
行

ス
ク
ナ
シ
。
日
本
ノ
僧
ハ
、
坐
禪
ノ
行
踈
略
也
。
事
ノ
行
神
咒
等
ナ
ク
ハ
、
何
ヲ
モ
テ
信
施
ヲ
消
シ
侍
ル
べ
キ
。
如
宋
朝
坐
禪
ス

べ
ク
ハ
可
止
」
卜
申
サ
レ
ケ
レ
バ
、
無
言146

。

こ
こ
で
は
、
禅
院
で
あ
る
は
ず
の
東
福
寺
で
、
密
教
的
な
行
法
が
慣
例
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
批
判
す
る
人
物
の
存
在
を
伝
え
て
い

る
。
そ
の
批
判
に
対
し
て
圓
爾
は
、
中
国
と
日
本
で
は
禅
の
受
容
の
さ
れ
方
に
相
違
が
有
る
た
め
だ
と
回
答
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
中

国
で
は
既
に
禅
が
在
家
・
出
家
を
問
わ
ず
広
く
流
布
し
て
い
る
の
で
、
彼
の
地
で
は
如
法
に
座
禅
だ
け
を
し
て
い
れ
ば
良
い
の
だ
が
、

日
本
で
は
座
禅
の
行
は
必
ず
し
も
重
視
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
如
何
に
禅
院
で
あ
っ
て
も
、
禅
の
専
修
に
限
っ
て
し
ま
っ
て
は
周
囲
の

理
解
を
得
る
こ
と
は
で
き
ず
、
信
施
に
応
じ
る
た
め
に
は
密
教
修
法
が
ど
う
し
て
も
必
要
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き

は
、
禅
宗
に
於
け
る
密
教
の
有
用
性
の
所
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
信
施
に
応
じ
る
と
い
っ
た
、
方
便
の
発
現
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
先
に
見
た
『
大
日
經
見
聞
』
の
「
密
教
於
此
心
更
發
ア
字
門
以
爲
布
教
本
初
。」
の
一
文
よ
り
窺
え
る
密
教
の
特
性
と
合

致
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、圓
爾
は
「
無
相
の
真
理
か
ら
有
相
方
便
を
発
現
さ
せ
る
手
法
」
と
し
て
密
教
を
認
め
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、

禅
宗
を
中
心
と
す
る
立
場
か
ら
、
こ
の
点
に
有
用
性
が
見
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
禅
勝
密
劣
と
は
、
方
便
を
発
現

さ
せ
る
基
底
に
預
か
る
禅
を
密
教
よ
り
も
根
底
的
と
評
価
す
る
表
現
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
現
実
的
に
禅
が
有
相
方
便
の
発
現
を
伴
わ

ね
ば
な
ら
な
い
限
り
、
ど
う
し
て
も
密
教
を
必
要
と
し
た
し
、
ま
た
、
そ
の
方
便
を
究
竟
と
す
る
密
教
の
立
場
か
ら
見
て
も
、
そ
の
方

便
を
発
現
し
う
る
真
理
の
体
現
に
は
禅
の
修
行
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
っ
た
、
相
補
的
関
係
性
が
圓
爾
に
構
想
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

以
上
で
、
圓
爾
に
見
る
禅
密
の
関
係
性
の
概
要
は
明
か
に
な
っ
た
こ
と
か
と
思
う
が
、
神
道
思
想
形
成
の
過
程
を
興
味
の
所
在
と
す
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る
本
論
の
視
点
か
ら
は
、
圓
爾
の
『
佛
法
大
明
錄
』
の
将
来
を
看
過
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

『
東
福
山
聖
一
國
師
年
譜
』
に
よ
れ
ば
、
南
宋
圭
堂
居
士
編
述
の
『
佛
法
大
明
錄
』
を
、
楊
岐
の
法
衣
と
共
に
無
準
師
範
が
圓
爾
に

与
え
た
と
の
こ
と
で
あ
る147

。

そ
の
内
容
の
特
徴
を
指
摘
す
る
な
ら
、
先
ず
教
禅
一
致
説
を
基
調
と
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
佛
法
大
明
錄
』
は
『
蔣
之
竒

楞
伽
經
序
』
の
「
夫
學
佛
之
弊
至
於
溺
經
文
、
惑
句
義
、
而
人
不
躰
玄
、
則
言
禪
以
救
之
。
學
禪
之
弊
至
於
馳
空
言
、
玩
琦
辯
、
而
人

不
了
義
、
則
言
佛
以
救
之
。
二
者
更
相
救
、
而
佛
法
完
矣
。」148

を
引
い
て
、
教
・
禅
は
相
補
的
な
関
係
性
を
有
す
る
と
規
定
し
、
ま
た
「
講

究
行
持
者
車
如
兩
輪
闕
一
不
可
。」149

と
あ
る
よ
う
に
、
両
者
の
不
可
分
に
結
ば
れ
た
関
係
性
を
強
調
す
る
。

そ
こ
で
言
う
「
教
」
は
勿
論
、
仏
教
内
典
の
「
教
」
を
直
示
し
て
い
る
が
、
論
全
体
の
主
張
を
概
観
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
儒
・
仏
・

道
の
三
教
に
ま
で
拡
大
し
て
解
す
る
必
要
が
有
る
。
こ
の
こ
と
は
例
え
ば
、
冒
頭
の
「
綱
目
」
で
「
其
要
以
祖
語
爲
大
本
、
以
佛
經
爲

淵
源
、
以
貫
穿
諸
集
爲
發
揮
、
至
於
闡
明
前
聖
七
百
年
不
言
之
祕
、
而
深
入
空
玄
混
一
之
妙
、
亦
未
免
微
擧
道
經
以
爲
之
交
證
其
淨
行

之
卷
。
所
以
發
明
正
身
修
巳
之
事
、
久
無
厭
於
採
摭
數
家
之
所
長
意
者
、
歸
諸
洞
明
人
心
、
而
後
巳
佛
法
玄
奥
自
古
無
分
類
、
而
此
獨

灑
然
敷
陳
之
。」150

と
あ
る
よ
う
に
、
仏
教
の
秘
奥
を
開
示
す
る
の
に
、
道
教
経
典
や
儒
典
の
援
用
を
要
請
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
か

で
あ
ろ
う
。
し
か
も
「
道
以
尊
設
教
、
佛
以
大
設
教
、
儒
以
正
設
教
。
世
間
只
有
此
三
字
而
三
家
各
主
之
矣
。」151

と
あ
る
よ
う
に
、
三

教
の
間
に
於
て
も
相
補
的
な
関
係
性
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
道
教
思
想
は
如
何
に
禅
の
思
想
と
結
ぶ
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
に
引
用
し
た
「
至
於
闡
明
前
聖
七
百
年
不
言
之
祕
、
而
深
入
空
玄
混
一
之
妙
、
亦
未
免
微
擧
道
經
以
爲
之
交
證
其
淨
行
之
卷
。」

を
参
照
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
空
玄
混
一
之
妙
」
の
開
示
に
道
教
経
典
の
援
用
が
求
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
「
空

玄
混
一
之
妙
」
が
何
を
意
味
す
る
か
、
当
該
の
文
章
か
ら
だ
け
で
は
明
瞭
に
し
難
い
。
そ
れ
で
も
、
道
教
経
典
か
ら
は
専
ら
天
地
開
闢
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説
に
関
わ
る
教
説
を
引
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
の
構
え
か
ら
「
前
聖
七
百
年
不
言
之
祕
」
を
推
し
て
、
天
地
開
闢
以

前
の
原
初
を
指
し
て
「
空
玄
混
一
之
妙
」
と
言
う
も
の
と
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

道
教
の
天
地
開
闢
説
の
援
用
は
実
に
多
く
散
見
さ
れ
、枚
挙
に
暇
が
な
い
。
中
で
も「
空
刧
之
先
。
无
相
有
覺
、虛
明
寂
照
爲
天
地
宗
。

此
之
謂
毘
盧
舎
那
。
在
先
天
之
易
。
則
爲
太
極
前
事
。
在
未
形
之
氣
。
則
爲
太
始
前
事
。
在
有
物
之
先
。
則
爲
太
一
前
事
。
在
方
廣
華
嚴
。

則
謂
之
毗
盧
。
在
霊
宝
度
人
。
則
謂
之
元
始
。
寔
無
名
也
。」152

と
言
う
箇
所
で
は
、「
毘
盧
舎
那
」
と
「
元
始
」
が
完
全
に
合
致
さ
せ
ら

れ
て
お
り
、
ま
た
「
空
劫
之
先
。
无
相
有
覺
虛
明
寂
照
爲
天
地
宗
。
此
先
天
之
一
而
非
一
也
。
不
托
以
名
。
則
不
可
得
而
知
。
故
假
稱

之
曰
毘
盧
遮
那
。
自
寂
照
肇
露
之
初
。
而
有
性
之
理
見
。
則
一
已
生
二
矣
。
自
肇
露
成
象
之
初
。
而
有
命
之
理
見
。
則
二
已
生
三
矣
。」153

と
も
言
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
毘
盧
舎
那
」
は
本
来
の
唯
心
論
の
文
脈
か
ら
切
断
さ
れ
、『
老
子
道
德
經
』
で
言
う
よ
う
な
天
地
開
闢

説
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
結
合
は
道
教
的
解
釈
の
方
が
支
配
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

ま
た
、「
夫
如
來
藏
中
先
天
四
眞
之
妙
爲
性
命
之
源
、
二
儀
之
根
、
大
造
之
祖
、
此
十
方
法
界
一
切
諸
佛
之
母
也
。」154

と
言
う
箇
所
も
、

「
如
來
藏
」
を
「
性
命
之
源
」「
二
儀
之
根
」「
大
造
之
祖
」
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
唯
心
論
の
構
え
か
ら
心
的
原
初
へ
還
元
す
る
余
地
を

残
し
な
が
ら
も
、「
眞
實
土
。
眞
虚
土
皆
土
也
。
合
眞
水
。
眞
火
眞
風
併
謂
之
四
眞
。
楞
嚴
虛
空
藏
菩
薩
。
手
執
四
珠
。
遍
照
空
界
与

金
光
明
經
四
如
來
混
合
一
室
者
。
正
發
明
是
義
。
若
以
後
天
四
物
與
夫
假
合
四
大
而
會
之
者
万
里
矣
。
世
尊
托
後
天
四
物
以
明
不
可
言

傳
之
妙
。
而
曰
如
來
四
真
。
清
浄
本
然
周
遍
法
界
。
遍
滿
世
間
、
寧
有
方
所
豈
細
事
哉
。
此
之
謂
造
化
之
一
源
、
先
天
之
妙
道
大
佛
之

密
藏
生
靈
之
太
初
」155

と
も
言
う
の
で
、
専
ら
天
地
開
闢
説
の
構
え
か
ら
論
じ
ら
れ
た
と
考
え
て
良
い
。
そ
こ
で
は
ま
た
「
如
來
藏
」
を

「
性
命
之
源
」
と
も
言
っ
て
い
た
が
、
こ
の
「
性
命
」
に
関
し
て
、「
大
莫
大
於
性
命
。
其
說
有
二
。
有
天
命
之
性
。
純
粋
至
善
之
初
而
与
天
爲

一
者
是
也
。
是
之
謂
万

殊
而

一
本
有
氣
質
之
性
。
智
愚
、
賢
不
肖
、
随
所
稟
而
分

者
是
也
。
是
之
謂
一
本
而
万
殊
有
天
命
之
命
一
理
自
然
之
初
流
行
付
与
者

是
也
。
是
之
謂
分
殊
而
理
一
有
氣
賦
之
命
。
貴
賤
窮
達
禍
福
壽
天
之
類
是

也
。
是
之
謂
理
一
而
分
殊

故
理
之
自
然
者
謂
之
天
。
出
於

天
者
謂
之
命
。
禀
於
人
者
謂
之
性
。
而
又
有
氣
質
氣
賦
之
不
同
焉
。」156

と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宋
代
道
学
と
の
接
続
が
計
ら
れ
た
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と
見
え
、
三
教
は
等
し
く
天
地
開
闢
説
に
於
て
邂
逅
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
教
禅
一
致
、
三
教
一
致
を
唱
え
た
『
佛
法
大
明
錄
』
を
圓
爾
は
無
準
師
範
よ
り
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
が
、
虎
関
師
錬
は
こ
れ
を
事
実
と
認
め
な
か
っ
た
。『
元
亨
釋
書
』
で
こ
れ
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

論
曰
。

或
言
。
爾
師
辭
佛
鑑
。
鑑
付
大
明
錄
曰
。
宗
門
大
事
備
此
書
。
子
歸
本
土
以
是
爲
準
。
爾
携
而
歸
。
故
平
副
帥
屢
聞
于
爾
。
今
此

書
不
収
此
事
。
恐
遺
漏
與
。

曰
。

是
傅
者
之
妄
也
。
蓋
爾
師
歸
時
將
來
經
籍
數
千
卷
。
見
今
普
門
之
書
庫
。
內
外
之
書
充
棟
焉
。
其
中
有
佛
法
大
明
錄
二
十
篇
。
是

以
世
人
託
言
耳
。
予
見
其
書
、謬
妄
之
甚
不
可
言
矣
。
故
我
通
衡
之
中
。
掇
其
尤
者
非
之
凡
數
十
條
。
又
夫
佛
鑑
老
人
楊
岐
中
興
。

正
眼
洞
明
。
寧
有
斯
言
乎
。
只
其
爾
師
屢
閲
群
書
。
其
間
或
采
大
明
之
相
似
處
資
談
柄
耳
。
後
學
不
委
。
輙
加
佛
鑑
付
授
之
言

也157

。

「
楊
岐
中
興
」
た
る
「
佛
鑑
老
人
」
が
「
謬
妄
之
甚
」
し
い
『
佛
法
大
明
錄
』
を
推
奨
す
る
筈
も
無
い
と
し
て
、『
元
亨
釋
書
』
で
は

圓
爾
の
行
状
か
ら
『
佛
法
大
明
錄
』
の
存
在
を
排
除
し
た
の
だ
と
言
う
。
し
か
し
『
大
日
經
見
聞
』
を
窺
う
な
ら
、
圓
爾
自
身
が
三
教

一
致
説
に
否
定
的
な
立
場
に
在
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

所
謂
儒
教
以
一
氣
爲
本
。
從
此
而
出
萬
法
。
道
教
以
虛
無
爲
本
。
從
此
而
生
萬
法
。
然
一
氣
是
風
也
。
虛
無
是
大
空
也
。
Ｋ
是
以
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い
爲
體
。
い
是
風
種
子
也
。
依
之
Ｋ
亦
復
風
種
子
也
。
所
謂
ア
ｉ
う
Ｋ
さ
者
如
次
地
水
火
風
空
種
子
也
。
然
則
第
四
Ｋ
字
是
風
大

種
子
也
。
故
以
Ｋ
字
爲
源
極
者
以
一
氣
孤
圓
爲
本
也
。
例
同
於
儒
教
。
以
Ｋ
字
爲
本
初
者
以
虛
無
大
空
爲
本
也
。
例
同
於
道
教
。

然
儒
教
一
氣
者
如
小
乘
說
安
立
器
世
間
風
輪
最
居
下
是
也
。
故
指
風
輪
云
一
氣
也
。
道
教
虛
無
者
如
小
乘
說
空
刧
二
十
劫
是
也
。

故
指
大
空
云
虛
無
。
然
則
成
劫
最
初
風
輪
以
空
劫
大
虛
爲
依
止
處
也
。
是
故
以
Ｋ
字
爲
本
初
以
愛
染
爲
尊
極
者
如
儒
教
。
以
ア
字

爲
本
初
以
一
智
尊
者
似
道
教
也
。
淺
深
勝
劣
以
之
可
知
也158

。

こ
こ
で
は
儒
教
と
道
教
の
天
地
開
闢
の
原
初
を
そ
れ
ぞ
れ
「
一
氣
」
と
「
虛
無
」
に
定
め
、
前
者
を
Ｋ
字
、
愛
染
明
王
、
風
輪
に
、

後
者
を
ア
字
、
一
智
尊
、
大
空
に
相
当
さ
せ
て
お
り
、
浅
深
勝
劣
を
認
め
る
に
せ
よ
、
三
教
は
存
在
の
原
初
を
親
し
く
共
有
す
る
も
の

と
見
做
さ
れ
て
い
た
。
な
れ
ば
、『
東
福
山
聖
一
國
師
年
譜
』
の
伝
え
る
『
佛
法
大
明
錄
』、
或
い
は
そ
れ
に
基
づ
い
た
で
あ
ろ
う
三
教

に
関
わ
る
講
義
の
開
筵159

は
、
虎
関
師
錬
の
よ
う
な
観
点
か
ら
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
圓
爾
の
三
教
一
致
説
に
肯
定
的
な
態
度
と

受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
る
。
実
に
、
良
遍
の
『
眞
心
要
訣
』
で
、
禅
宗
の
修
道
論
が
法
相
宗
の
そ
れ
と
一
致
す
る
こ
と
を
論
じ
る
に
際

し
て
、「
是
以
彼
宗
佛
法
大
明
錄
第
六
云
」160

と
あ
る
よ
う
に
、『
佛
法
大
明
錄
』
を
禅
籍
と
し
て
引
用
し
て
い
た
事
例
を
鑑
み
る
な
ら
、

該
書
は
圓
爾
に
積
極
的
に
喧
伝
さ
れ
、
相
当
に
普
及
し
た
と
考
え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う161

。

以
上
、
禅
密
の
関
係
性
を
軸
に
、
圓
爾
の
思
想
を
概
観
し
て
み
た
が
、
密
教
と
禅
の
不
可
分
な
関
係
性
、
ま
た
三
教
一
致
説
を
唱
導

し
た
『
佛
法
大
明
錄
』
の
将
来
は
、『
天
地
靈
覺
祕
書
』
の
神
道
説
形
成
の
背
景
を
考
え
る
上
で
極
め
て
示
唆
的
な
動
向
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

痴
兀
大
慧
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最
後
に
、
圓
爾
の
弟
子
、
東
福
寺
第
九
世
癡
兀
大
慧
の
禅
密
観
に
つ
い
て
も
一
瞥
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

『
枯
木
集
』
に
は
「
然
か
な
り
、
倶
舎
等
の
三
は
淺
き
か
中
に
も
淺
し
。
淨
土
法
相
三
論
の
三
は
淺
き
が
中
に
深
き
也
、
華
厳
法
華

は
深
き
が
中
に
淺
き
也
、
眞
言
禪
宗
は
深
き
が
中
に
も
深
き
也
」162

と
あ
り
、
禅
密
は
共
に
諸
宗
の
中
で
も
最
深
の
位
置
が
与
え
ら
れ

る
。
し
か
し
『
東
寺
印
信
等
口
決
』
で
は
「
日
本
伝
来
仏
教
宗
旨
、
其
有
十
宗
。
小
乗
三
宗
、
俱
舎
、
成
実
、
律
門
。
権
乗
二
、
法
相
、

三
論
。
実
乗
二
、
法
華
、
華
厳
。
浄
土
一
宗
。
教
外
一
宗
。
密
教
一
宗
、
是
也
。
就
中
、
現
在
一
生
即
身
成
仏
、
但
限
密
教
、
更
非
余

分
。」163

と
し
て
、
一
生
成
仏
の
可
能
性
を
密
教
に
限
り
認
め
て
い
る
。『
枯
木
集
』
で
も
「
又
顕
教
の
修
行
は
一
心
の
觀
法
也
、
こ
の
ゆ

へ
に
佛
に
な
る
こ
と
を
そ
し
、
密
教
の
修
行
は
三
蜜
の
行
法
也
、
こ
の
ゆ
へ
に
仏
に
な
り
や
す
し
」164

と
言
っ
て
い
る
の
で
、
速
疾
成
仏

に
密
教
の
優
位
を
見
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『
菩
提
心
論
隨
文
正
決
』
を
窺
う
と
、「
禅
門
顕
教
最
頂
、
遮
情
至
極
故
、
已
超
教
故
、
以
方
寸
肉
団
、
是
名
人
心
、
即
為
心
源
。
未

及
密
乗
故
、
実
不
言
八
弁
心
。
当
知
、
拈
花
釈
迦
正
指
方
寸
肉
団
、
演
密
大
日
直
説
八
弁
肉
団
。
教
主
尊
卑
、
本
法
浅
深
、
何
尊
何
卑
、

何
浅
何
深
、
不
可
不
知
。」165

と
言
う
。
こ
こ
で
は
「
教
主
」
の
尊
卑
に
よ
り
「
本
法
」
の
浅
深
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で166

、
禅
宗

の
教
主
が
釈
迦
如
来
、
密
教
の
教
主
が
大
日
如
来
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
禅
宗
は
密
教
よ
り
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
同
書

で
は
「
禅
門
唯
云
虚
徹
霊
通
謂
之
本
地
風
光
。
彼
心
処
中
本
有
仏
性
、不
言
万
徳
具
足
。
密
教
中
、於
彼
八
弁
肉
団
心
、金
界
義
、経
云
、

帰
命
本
覚
心
法
身
、
常
住
妙
法
心
蓮
台
。
本
来
具
足
三
身
徳
三
十
七
尊
、
住
心
城
。
普
門
塵
数
諸
三
昧
、
遠
離
因
果
法
然
具
。
無
辺
徳

海
本
円
満
、
還
我
頂
礼
心
諸
仏
文
。
若
胎
界
義
、
大
日
経
云
、
悉
地
従
心
生
文
。
疏
云
、
一
切
凡
夫
心
処
、
雖
未
能
自
了
、
然
其
上
自

然
而
有
八
弁
。
如
合
蓮
花
形
。
今
但
観
照
此
心
、
令
其
開
敷
。
即
是
三
昧
而
且
便
也
。
然
然
其
理
者
、
若
観
此
葉
之
花
、
即
得
与
理
相

応
。
此
八
葉
者
、
即
是
四
方
四
隅
也
。
四
方
即
是
如
来
四
智
。
初
阿
字
門
、
即
是
菩
提
之
心
。
次
Ｄ
字
即
是
成
無
上
菩
提
。
次
こ
是
行
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菩
薩
之
行
。
次
と
字
即
是
大
涅
槃
。
其
余
四
隅
之
葉
、
即
是
四
摂
法
文
。
如
文
可
見
之
。
於
色
相
上
正
明
万
徳
円
満
義
。
是
故
為
勝
義

也
。」167

と
も
言
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
先
に
掲
げ
た
同
書
の
引
用
と
併
せ
て
鑑
み
る
な
ら
、
禅
宗
が
「
顕
教
の
最
頂
」
で
「
遮
情
の
至
極
」

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
密
教
は
禅
宗
で
未
開
の
「
万
徳
円
満
義
」
を
開
示
す
る
、
い
わ
ば
表
徳
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
こ
に
密
教
の

優
位
性
を
見
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
癡
兀
大
慧
は
密
教
を
禅
宗
よ
り
も
高
く
評
価
す
る
言
説
が
見
ら
れ
、
師
の
圓
爾
と
見
解
を
聊
か
相
違
す
る
。
し
か
し
、

遮
情
の
至
極
と
さ
れ
た
禅
宗
は
、
教
を
超
え
て
心
源
に
達
す
る
と
し
て
、
そ
の
上
で
密
教
が
万
徳
円
満
義
を
開
示
す
る
と
の
構
え
は
、

圓
爾
の
構
想
し
た
禅
密
観
か
ら
か
け
離
れ
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
圓
爾
も
、
所
謂
る
存
在
の
源
底
へ
は
禅
宗
で
な
け
れ
ば
到
達
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
密
教
の
有
用
性
は
そ
の
上
で
開
示
さ
れ
る
方
便
を
発
現
さ
せ
る
為
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
癡
兀
大
慧
の
場
合
は
、『
大

日
經
』
で
「
方
便
爲
究
竟
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
表
德
の
境
位
を
主
眼
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
前
提
と
な
る
心
源
へ
の
到
達
は
、

そ
こ
に
至
る
過
程
と
見
る
構
成
か
ら
、
密
勝
禅
劣
を
導
き
、
そ
れ
に
対
し
て
圓
爾
は
同
様
の
構
え
を
有
し
な
が
ら
、
寧
ろ
心
源
へ
の
到

達
を
主
眼
と
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
発
現
さ
れ
る
方
便
を
副
次
的
に
見
做
す
こ
と
で
、
禅
勝
密
劣
を
構
想
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
両
師
は
同
様
の
構
え
に
対
す
る
評
価
法
の
相
違
か
ら
正
反
対
の
結
論
を
導
い
た
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

一
方
、三
教
一
致
説
に
つ
い
て
は
、『
枯
木
集
』
で
「
此
の
外
道
と
儒
と
道
と
の
三
教
は
皆
造
業
感
果
に
迷
ふ
て
、由
し
な
く
生
し
て
有
、

由
し
な
く
滅
し
て
空
に
成
る
と
云
ふ
な
り
、
中
に
於
て
道
教
は
一
大
三
千
界
壊
劫
の
時
同
時
に
や
ぶ
れ
つ
き
て
、
な
に
も
な
き
二
十
劫

の
空
劫
を
以
て
、
迷
ふ
て
冥
寂
眞
空
と
思
へ
り
、
儒
教
も
亦
し
か
な
り
、
迷
起
の
風
輪
に
迷
ふ
て
眞
源
空
寂
と
思
へ
り
、
儒
道
二
教
は

只
人
天
の
所
を
知
て
、
餘
は
く
ら
く
し
て
迷
へ
り
」168

と
言
っ
て
、
儒
教
と
道
教
の
位
置
づ
け
を
外
道
と
同
じ
範
疇
で
括
り
、
圓
爾
と
は

異
な
り
否
定
的
に
考
え
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
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小
結

こ
れ
ま
で
『
天
地
靈
覺
祕
書
』
に
見
ら
れ
た
禅
密
一
致
の
語
り
の
背
景
を
探
っ
て
み
た
が
、
彼
の
書
が
成
立
す
る
に
際
し
て
、
禅
密

一
致
を
巡
る
語
り
は
禅
宗
・
密
教
の
両
者
か
ら
既
に
相
互
に
語
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
教
禅
一
致
、
三
教
一
致
を
言
う
『
佛
法
大
明
錄
』

が
圓
爾
に
も
た
ら
さ
れ
、
癡
兀
大
慧
や
虎
関
師
錬
ら
の
否
定
的
な
立
場
に
立
つ
人
師
も
存
在
し
て
は
い
た
が
、
良
遍
に
は
好
意
的
に
迎

え
ら
れ
る
な
ど
、
そ
の
教
説
の
流
布
も
確
認
さ
れ
た
。
な
れ
ば
『
天
地
靈
覺
祕
書
』
の
彼
の
語
り
方
は
そ
れ
ら
の
動
向
と
呼
応
し
た
と

見
え
る
。

小
川
氏
は
「
伊
勢
と
い
う
神
学
空
間
が
、
十
三
世
紀
中
・
後
期
、
す
な
わ
ち
西
河
原
行
忠
の
時
代
に
お
い
て
、
た
し
か
に
禅
学
と
触

れ
あ
っ
た
」169

、「
こ
の
「
仏
見
法
見
」
を
否
定
し
、
無
為
無
相
の
極
致
へ
と
い
た
る
こ
と
が
、
禅
学
テ
キ
ス
ト
で
し
ば
し
ば
説
か
れ
る
わ

け
だ
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
禅
の
核
心
に
位
置
す
る
ロ
ジ
ッ
ク
こ
そ
、
古
色
な
神
道
言
説
を
神
学
的
に
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ

て
は
、
極
め
て
好
都
合
な
モ
デ
ル
を
提
供
し
て
く
る
」170

、「
同
時
代
に
広
範
に
流
布
し
は
じ
め
る
こ
う
し
た
禅
籍
を
、
古
色
な
神
道
言
説

の
再
組
織
の
た
め
に
組
み
入
れ
つ
つ
駆
使
し
て
い
る
」171

と
言
い
、
密
教
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
全
く
顧
慮
さ
れ
て
お
ら
れ
な
い
。
否

寧
ろ
、
従
来
の
論
理
構
成
を
超
克
す
る
も
の
と
し
て
禅
を
独
り
際
立
た
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
言
う
禅
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
密

教
と
の
思
想
的
対
話
を
経
て
、
密
教
と
結
び
な
が
ら
展
開
し
た
経
緯
を
有
し
て
い
る
。
な
れ
ば
、
既
に
密
教
と
関
係
づ
け
ら
れ
た
禅
が
、

密
教
思
想
を
媒
介
に
、
そ
れ
を
已
に
受
容
し
て
き
た
神
道
説
と
接
続
が
果
た
さ
れ
た
と
評
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

実
に
「
禅
の
核
心
に
位
置
す
る
ロ
ジ
ッ
ク
」
と
さ
れ
た
「
仏
見
法
見
」
に
つ
い
て
も
、癡
兀
大
慧
の
『
灌
頂
祕
口
決
』
に
至
っ
て
は
「
豈

以
无
覚
本
有
法
義
、
阿
闍
梨
所
示
所
伝
、
学
者
耳
聞
其
言
、
心
知
其
義
、
而
生
仏
見
、
起
法
見
、
以
為
密
教
見
諦
得
道
耶
。」172

と
あ
り
、

密
教
の
「
無
覺
本
有
」173

な
る
深
奥
の
境
位
と
関
係
づ
け
て
論
じ
ら
れ
る
場
面
が
見
受
け
ら
れ
る
。
我
が
国
に
於
け
る
臨
濟
禅
の
思
想
的
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動
向
は
、
密
教
と
の
関
わ
り
を
除
外
し
て
考
え
難
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

圓
爾
は
『
瑜
祇
經
見
聞
』
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

諸
社
御
正
體
於
虛
圓
月
鏡
上
。
或
畫
種
。
或
晝
三
。
或
畫
尊
。
皆
是
過
謬
也
。
但
以
虛
圓
月
鏡
可
爲
御
正
體
也
云

云
本
初
元
體
故
也
。

云
云 174

彼
の
禅
師
の
神
祗
に
対
す
る
語
り
は
、
そ
も
そ
も
極
め
て
密
教
的
で
あ
っ
た
。

註1 

真
福
寺
善
本
叢
刊
６
『
両
部
神
道
集
』　

三
九
四
～
五
頁

2 

久
保
田
収
『
中
世
神
道
の
研
究
』　

三
九
頁
「
こ
れ
に
よ
る
と
、
弘
安
十
一
年
四
月
度
合
雅
見
が
行
忠
か
ら
こ
れ
を
得
て
寫
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
行
忠

が
こ
れ
を
所
持
し
て
ゐ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
、
弘
安
九
年
の
奥
書
に
弟
子
と
あ
る
の
は
行
忠
の
こ
と
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
も
し
、
さ
う
で

あ
る
と
す
れ
ば
、弟
子
行
忠
は
弘
安
九
年
二
月
十
五
日
に
神
祗
官
に
お
い
て
「
明
師
」
に
つ
い
て
本
書
を
學
び
、や
が
て
神
祗
灌
頂
を
受
け
た
の
で
あ
り
、

そ
し
て
「
明
師
」
と
い
ふ
の
は
珎
重
そ
の
人
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
珎
重
に
つ
い
て
は
寡
聞
に
し
て
詳
か
に
し
え
な
い
。」

3 

牟
禮
仁
『
中
世
神
道
説
形
成
論
考
』
三
四
五
頁

4 

金
沢
文
庫
所
蔵
の
『
聖
天
式
』
源
阿
本
（
二
九
四
函
〇
一
〇
）、『
歓
喜
天
私
記
』
源
阿
本
（
二
九
四
函
〇
〇
二
）、『
頓
成
悉
地
盤
法
次
第
』
秀
範
本
（
三
一
六

函
〇
二
四
）
を
参
照
し
た
。
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5 

小
川
豊
生
『
中
世
日
本
の
神
話
・
文
字
・
身
体
』
一
八
四
頁

6 
小
川
前
掲
書　

一
八
七
頁

7 

小
川
前
掲
書　

一
八
七
頁

8 

小
川
前
掲
書　

一
八
七
頁

9 

小
川
前
掲
書　

一
八
八
頁

10 

小
川
前
掲
書　

一
八
五
～
六
頁

11 『
両
部
神
道
集
』
真
福
寺
善
書
叢
刊6　

九
一
頁

12 『
鎌
倉
遺
文
』　

九
四
八
四　
「
日
蓮
書
状
○
日
蓮
聖

人
遺
文

」　

十
三
巻　

一
四
三
頁
下

13 

小
川
前
掲
書　

一
六
三
頁

14 

真
福
寺
善
本
叢
刊
６
『
両
部
神
道
集
』　

三
九
三
頁

15 

大
正
藏　

巻
四
八　

三
八
〇
頁
中

16 

卍
續
藏　

巻
一
二
〇　

三
七
七
頁
右
下

17 『
和
歌
山
県
史
』
中
世
史
料
２　

八
四
四
頁

18 『
両
部
神
道
集
』
真
福
寺
善
書
叢
刊6　

四
一
〇
頁

19 

大
正
藏　

巻
四
八　

三
八
一
頁
上

20 『
両
部
神
道
集
』
真
福
寺
善
書
叢
刊6　

三
八
九
頁

21 『
両
部
神
道
集
』
真
福
寺
善
書
叢
刊6　

四
〇
八
頁

22 

大
正
藏　

巻
四
八　

四
九
二
頁
中「
眞
覺
大
師
歌
云
。雪
山
肥
膩
更
無
雜
。純
出
醍
醐
我
常
納
。一
性
圓
通
一
切
性
。一
法
遍
含
一
切
法
。一
月
普
現
一
切
水
。
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一
切
水
月
一
月
攝
。
諸
佛
法
身
入
我
性
。
我
性
同
共
如
來
合
。
一
地
具
足
一
切
地
。
非
色
非
心
非
行
業
。
彈
指
圓
成
八
萬
門
刹
那
滅
却
阿
鼻
業
。
一
切

數
句
非
數
句
。
與
吾
靈
覺
何
交
渉
。」

23 

大
正
藏　

巻
四
八　

四
八
八
頁
中
「
所
以
一
鉢
和
尚
歌
云
。
萬
代
金
輪
聖
王
子
。
只
者
眞
如
靈
覺
是
。
菩
提
樹
下
度
衆
生
。
度
盡
衆
生
出
生
死
。
不
生

死
眞
丈
夫
。
無
形
無
相
大
毘
盧
。
塵
勞
滅
盡
眞
如
在
。
一
顆
圓
明
無
價
珠
。」

24 

例
え
ば
『
圓
覺
經
大
疏
』
に
「
圓
覺
者
直
指
法
體
。
若
不
尅
體
標
指
、
則
不
知
向
來
說
何
法
大
說
何
法
廣
。
圓
者
滿
足
周
備
、
此
外
更
無
一
法
。
覺
者

虗
明
靈
照
無
諸
分
別
念
想
。
故
論
云
、
所
言
覺
義
者
謂
心
體
離
念
離
念
相
者
等
虗
空
界
等
。
此
是
釋
如
來
藏
心
生
滅
門
中
本
覺
之
文
。
故
知
、
此
覺
非

離
凡
局
聖
非
離
境
局
心
心
境
凡
聖
本
空
唯
是
靈
覺
故
言
圓
也
。」（
卍
續
藏　

巻
十
四　

一
二
一
頁
右
上
）
と
あ
る
。

25 

『
天
地
靈
覺
祕
書
』
に
於
け
る
道
家
思
想
の
援
用
に
つ
い
て
は
、『
神
名
祕
書
』
で
当
該
箇
所
を
引
用
し
て
お
り
、
筆
者
は
そ
の
思
想
構
成
に
つ
い
て
拙

論
「
中
世
伊
勢
神
道
に
於
け
る
「
正
直
」(

そ
の
2) 

─
─
度
会
行
忠
の
思
想
に
於
け
る
位
置
を
め
ぐ
っ
て
─
─ 

」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
第

九
号
）
に
於
て
論
じ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

26 

真
福
寺
善
本
叢
刊
６
『
両
部
神
道
集
』　

三
八
二
頁

27 

真
福
寺
善
本
叢
刊
６
『
両
部
神
道
集
』　

三
八
三
頁

28 

大
正
藏　

巻
十
八　

四
頁
下

29 

真
福
寺
善
本
叢
刊
６
『
両
部
神
道
集
』　

三
八
二
～
三
頁

30 

卍
續
藏　

巻
一
二
〇　

三
七
七
頁
右
下

31 

こ
こ
で
挙
げ
た
『
天
地
靈
覺
祕
書
』
の
一
文
に
は
割
注
と
し
て
「
外
息
諸
緣　

内
心
无
□
云
云
夢
内
有
无　

迷
前
是
非
」（
真
福
寺
善
本
叢
刊
６
『
両
部

神
道
集
』　

三
八
三
頁
）
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
「
別
記
云
。
師
初
居
少
林
寺
九
年
。
爲
二
祖
說
法
秖
教
曰
外
息
諸
緣
内
心

無
喘
。
心
如
牆
壁
可
以
入
道
。
慧
可
種
種
說
心
性
理
。」
と
あ
る
の
で
、
禅
語
と
見
え
る
。
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32 

岡
田
荘
司
「
両
部
神
道
の
成
立
期
」（『
神
道
思
想
史
研
究
』
安
津
素
彦
博
士
古
稀
祝
賀
会
編
）
三
五
八
頁

33 
真
福
寺
善
本
叢
刊
６
『
両
部
神
道
集
』　

四
一
三
～
四
頁

34 

大
正
藏　

巻
三
九　

六
二
〇
頁
下

35 

大
正
藏　

巻
三
九　

六
四
九
頁
中

36 『
天
地
靈
覺
祕
書
』
に
は
「
・
三
種
神
器　

・
神
璽　

・
宝
釼　

・
内
侍
所
・
八
坂
瓊
曲
玉
者 

・
三
密
満
徳
如
来
舎
利　
　

・
大
日
覚
王
珠
也
。　

・

天
神
地
祗
妙
体　

・
一
切
衆
生
福
田
也
。
如
意
宝
珠
也
。
八

『
八
頭
也
。八
葉
也
』

咫
鏡
者
三
身
具
足

形
、
蔭
浮
者

化
身
相
也
。
空
観
者
法
身
理

也
。
是
則
中
道
実
相
妙
体
也
。・
宝
釼
者
諸
尊
智
恵
、
文
殊
智
釼
也
。
三
摩
耶

形
、
号
天
聚
雲
釼
也
。
金
剛
王
宝
釼
也
。　

此
三
種
神
宝
者
、
無
弐
平
等
無
差
別
、
則
法
報
応
三
身
、
空
仮
中
道
妙
理
也
。」（
真
福
寺
善
本

叢
刊
６
『
両
部
神
道
集
』　

三
八
九
頁
）
と
言
い
、
ま
た
『
止
觀
輔
行
傳
弘
決
』
の
「
三
諦
義
顯
。
三
諦
無
形
倶
不
可
見
。
然
即
假
法
可
寄
事
辨
。
即
此

假
法
即
空
即
中
。
空
中
二
體
二
無
二
也
。
心
性
不
動
假
立
中
名
。
亡
泯
三
千
假
立
空
稱
。
雖
亡
而
存
假
立
假
號
。」（
大
正
藏　

巻
四
六　

二
九
三
頁
中
）

に
基
づ
き
「
宝
鏡
者
大
智
慧
也
。
中
道
妙
体
也
。
心
鏡
也
心
性
不
動
、
仮
立
中
、
名
亡
眠
。
三
千

仮
立
空
称
、
雖
亡
而
存
仮
立
仮
号
。

」（
真
福
寺
善
本
叢
刊
６
『
両
部
神
道
集
』　

四
〇
八
頁
）
と
言
う
な
ど
、

三
種
神
器
は
三
諦
説
に
よ
り
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
三
諦
説
は
『
天
地
靈
覺
祕
書
』
に
於
て
軽
く
扱
わ
れ
て
は
い
な
い
。

37 

大
正
藏　

巻
七
七　

五
五
頁
中

38 

大
正
藏　

巻
七
七　

五
五
頁
上

39 

大
正
藏　

巻
七
七　

五
五
頁
中

40 

真
福
寺
善
本
叢
刊
６
『
両
部
神
道
集
』　

四
〇
六
頁

41 

大
正
藏　

巻
七
七　

五
五
頁
中

42 

大
正
藏　

巻
四
八　

三
八
二
頁
上

43 

大
正
藏　

巻
三
九　

七
二
六
頁
中
～
下

44 

真
福
寺
善
本
叢
刊
６
『
両
部
神
道
集
』　

三
八
六
頁
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45 

真
福
寺
善
本
叢
刊
６
『
両
部
神
道
集
』　

三
八
五
～
六
頁

46 『
禅
学
典
籍
叢
刊
』
第
二
巻　

三
四
三
頁
下

47 『
禅
学
典
籍
叢
刊
』
第
二
巻　

三
四
四
頁
上
～
下

48 

真
福
寺
善
本
叢
刊
６
『
両
部
神
道
集
』　

三
八
四
頁

49 

『
黄
帝
内
經
』
素
問
に
「
帝
曰
。
藏
象
何
如
。
歧
伯
曰
。
心
者
、
生
之
本
、
神
之
變
也
、
其
華
在
面
、
其
充
在
血
脈
、
爲
陽
中
之
太
陽
、
通
於
夏
氣
。
肺

者
、
氣
之
本
、
魄
之
處
也
、
其
華
在
毛
、
其
充
在
皮
、
爲
陽
中
之
太
陰
、
通
於
秋
氣
。
腎
者
、
主
蟄
封
藏
之
本
、
精
之
處
也
、
其
華
在
髮
、
其
充
在
骨
、

爲
陰
中
之
少
陰
、
通
於
冬
氣
。
肝
者
、
罷
極
之
本
、
魂
之
居
也
、
其
華
在
爪
、
其
充
在
筋
、
以
生
血
氣
、
其
味
酸
、
其
色
蒼
、
此
爲
陽
中
之
少
陽
、
通

於
春
氣
。
脾
胃
大
腸
小
腸
三
焦
膀
胱
者
、
倉
廩
之
本
、
營
之
居
也
、
名
曰
器
、
能
化
糟
粕
、
轉
味
而
入
出
者
也
、
其
華
在
脣
四
白
、
其
充
在
肌
、
其
味
甘
、

其
色
黃
、
此
至
陰
之
類
通
於
土
氣
。
凡
十
一
藏
取
決
於
膽
也
。」
と
あ
る
。

右
に
挙
げ
ら
れ
た
諸
項
を
表
に
示
す
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

肝

罷
極
之
本

魂
之
居

爪

筋

少
陽

春
氣

酸

蒼

肺

氣
之
本

魄
之
處

毛

皮

太
陰

秋
氣

心

生
之
本

神
之
變

面

血
脈

太
陽

夏
氣

腎

主
蟄
封
藏
之
本
精
之
處

髪

骨

少
陰

冬
氣

脾

倉
廩
之
本

營
之
居

脣
四
白

肌

至
陰

土
氣

甘

黄

50 

大
正
藏　

巻
四
八　

三
八
〇
頁
上

51 

真
福
寺
善
本
叢
刊
６
『
両
部
神
道
集
』　

四
一
一
頁

52 

し
か
も
、そ
こ
で
は
続
け
て
「
大
師
尺
云
、双
円
性
海
、談
四
曼
自
性
、重
如
月
殿
、説
三
密
自
楽
。」
と
言
い
、空
海
の
「
開
題
」（
例
え
ば
『
法
華
經
開
題
』

で
は
「
雙
圓
性
海
常
談
四
曼
自
性
。
重
如
月
殿
恒
說
三
密
自
樂
。」（
大
正
藏　

巻
五
六　

一
七
二
頁
下
）
と
言
う
）
を
引
い
て
密
教
的
な
理
解
に
帰
結
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さ
せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

53 
真
福
寺
善
本
叢
刊
６
『
両
部
神
道
集
』　

四
一
二
頁

54 

こ
の
「
赤
白
愛
染
王
」
は
金
胎
不
二
の
愛
染
王
と
の
意
と
捉
え
う
る
が
、
泉
武
夫
「
愛
染
王
法
と
千
体
画
巻
」（『
京
都
国
立
博
物
館
学
叢
』
二
二
号　

十
九
～
二
一
頁
）
を
参
照
す
る
な
ら
、
白
檀
五
指
量
像
が
納
入
さ
れ
た
法
勝
寺
円
堂
の
愛
染
明
王
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
実
に
『
天

地
靈
覺
祕
書
』
は
已
下
に
て
「
日
輪
者
愛
染
王
也
。
又
日
輪
中
、
三
足
□
〔
烏
〕在

之 

無
明
云
也
。

貪
□
痴
也
。
」（
真
福
寺
善
本
叢
刊
６
『
両
部
神
道
集
』　

四
〇
六
頁
）
と
も

述
べ
て
お
り
、
こ
の
「
日
輪
の
中
の
三
足
烏
」
の
モ
チ
ー
フ
は
法
勝
寺
の
様
式
と
親
し
く
共
通
し
て
い
る
。

55 

真
福
寺
善
本
叢
刊
６
『
両
部
神
道
集
』　

四
一
二
頁

56 

大
正
藏　

巻
七
七　

七
四
頁
中

57 

大
正
藏　

巻
七
七　

七
四
頁
下

58 

『
總
持
抄
』
に
「
菩
提
心
論
ニ
智
ハ
月
也
。
金
剛
界
。
理
ハ
日
也
。
胎
藏
界
也
。」（
大
正
藏　

巻
七
七　

六
七
頁
中
）
と
あ
る
の
で
、
日
月
を
金
胎
に
振

り
分
け
る
意
識
は
存
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
の
で
、「
月
輪
愛
染
」
と
対
を
な
す
「
日
輪
不
同
」
は
「
日
輪
不
動
」
の
誤
記
か
と
思
わ
れ
る
。

59 

真
福
寺
善
本
叢
刊
６
『
両
部
神
道
集
』　

四
一
二
頁

60 『
園
城
寺
文
書
』
第
七
巻　

二
三
七
頁
上

61 

真
福
寺
善
本
叢
刊
６
『
両
部
神
道
集
』　

三
八
六
頁

62 

真
言
宗
全
書　

第
十
五　

五
五
頁

63 

『
大
乘
起
信
論
』
で
「
又
問
曰
。
若
諸
佛
有
自
然
業
。
能
現
一
切
處
利
益
衆
生
者
。
一
切
衆
生
。
若
見
其
身
若
覩
神
變
。
若
聞
其
說
無
不
得
利
。
云
何
世

間
多
不
能
見
。
答
曰
。
諸
佛
如
來
法
身
平
等
遍
一
切
處
。
無
有
作
意
故
。
而
說
自
然
。
但
依
衆
生
心
。
現
衆
生
心
者
猶
如
於
鏡
。
鏡
若
有
垢
色
像
不
現
。

如
是
衆
生
心
若
有
垢
。
法
身
不
現
故
」（
大
正
藏　

巻
三
二　

五
八
一
頁
中
～
下
）
と
言
い
、
こ
れ
を
受
け
て
法
藏
の
『
大
乘
起
信
論
義
記
』
で
は
「
以
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法
身
普
遍
衆
生
心
中
」（
大
正
藏　

巻
四
四　

二
八
一
頁
中
）
と
言
っ
て
い
る
。

64 
真
福
寺
善
本
叢
刊
６
『
両
部
神
道
集
』　

三
九
〇
頁

65 

末
木
文
美
士
「『
栄
西
集
』
総
說
」　
『
栄
西
集
』
中
世
禅
籍
叢
刊　

第
一
巻　

五
〇
三
頁

66 

中
尾
良
信
「
栄
西
に
於
け
る
宋
朝
禅
の
受
容
」『
駒
澤
大
學
佛
教
學
部
論
集
』
第
十
一
號　

二
七
五
上
～

67 

大
正
蔵　

巻
八
〇　

十
五
頁
上

68 

大
正
蔵　

巻
八
〇　

五
頁
下
～
六
頁
上

69 

藤
田
琢
司
編
『
栄
西
禅
師
集
』
で
は
「
今
、
此
の
書
を
引
い
て
、
亦
た
唯
だ
別
に
禅
宗
有
る
の
証
を
取
る
の
み
。」（
該
書
一
〇
一
頁
）
と
注
記
し
て
い

る
。
一
方
、
中
尾
氏
は
前
掲
論
文
で
、『
眞
禪
融
心
義
』
と
関
係
づ
け
て
、「『
興
禅
護
国
論
』
の
所
説
に
も
、『
真
禅
融
心
義
』
の
第
一
密
教
・
第
二
禅
宗
・

第
三
顕
教
と
い
う
教
判
が
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。」（
二
七
九
頁
）
と
し
て
、
先
の
序
列
を
榮
西
が
認
め
て
い
た
と
解
さ
れ
て
い
る
。

70 

大
正
蔵　

巻
七
六　

五
三
一
頁
下

71 

田
戸
大
智
「
東
密
に
お
け
る
禅
─
『
菩
提
心
論
開
見
抄
』
を
中
心
に
─
」『
日
本
仏
教
綜
合
研
究
』
九　

一
四
二
頁
下
～
三
頁
上

72 

藤
田
琢
司
編
『
栄
西
禅
師
集
』
六
二
〇
頁

73 

大
正
蔵　

巻
七
七　

七
〇
三
頁
下

74 

藤
田
琢
司
編
『
栄
西
禅
師
集
』
六
二
〇
頁

75 

藤
田
琢
司
編
『
栄
西
禅
師
集
』
六
二
〇
頁

76 

藤
田
琢
司
編
『
栄
西
禅
師
集
』
六
二
三
頁

77 

藤
田
琢
司
編
『
栄
西
禅
師
集
』
六
二
三
頁

78 

「
夫
於
禪
法
中
、
捨
巨
細
案
大
旨
、
除
廣
義
存
略
釋
、
大
分
有
四
種
門
〔
是
准
前
密
教
四
種
門
立
此
義
也
〕。
謂
一
佛
事
佛
事
門
〔
謂
但
佛
事
但
教
内
門
是
也
〕、
二
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佛
事
實
際
門
〔
謂
教
内
教
外
門
是
也
〕、
三
實
際
佛
事
門
〔
謂
教
外
教
内
門
是
也
〕、
四
實
際
實
際
門
〔
謂
但
實
際
但
教
外
門
是
也
〕。」（
藤
田
琢
司
編
『
栄
西
禅
師
集
』

六
三
二
頁
）
と
あ
る
。

79 

藤
田
琢
司
編
『
栄
西
禅
師
集
』
六
三
七
頁

80 「
問
、
法
相
唯
識
心
、
三
論
畢
竟
空
寂
、
法
花
諸
法
實
相
、
涅
槃
佛
性
常
住
、
華
嚴
法
界
唯
心
、
大
集
染
淨
融
通
、
皆
是
不
可
思
議
言
語
道
斷
之
法
門
也
。

又
眞
言
無
相
成
佛
實
行
法
門
、禪
宗
教
外
別
傳
實
際
理
地
、同
又
不
可
思
議
言
斷
心
滅
之
法
滅
之
法
門
也
。彼
此
共
不
可
思
議
言
語
道
斷
、無
勝
劣
無
淺
深
。

何
以
不
可
思
議
之
法
破
不
可
思
議
之
法
、
以
言
語
道
斷
之
理
下
言
語
道
斷
之
理
、
或
破
作
止
忍
滅
四
病
、
或
下
無
明
分
位
諸
妄
耶
。」（
藤
田
琢
司
編
『
栄

西
禅
師
集
』
六
三
六
～
七
頁
）
と
の
問
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

81 『
續
真
言
宗
全
書
』
第
二
十
三　

三
九
頁
上

82 『
續
真
言
宗
全
書
』
第
二
十
三　

三
九
頁
上

83 『
續
真
言
宗
全
書
』
第
二
十
三　

三
九
頁
上

84 『
續
真
言
宗
全
書
』
第
二
十
三　

三
九
頁
上
～
下

85 

「
建
治
元
年
五
月
比
。
於
高
野
山
傳
法
院
。
以
傳
法
會
談
義
之
次
草
畢
。
同
七
月
比
。
於
醍
醐
寺
中
性
院
。
託
他
人
令
清
書
畢
自
拭
老
眼
加
點
畢
。」（
大

正
蔵　

巻
五
九　

六
四
五
頁
上
～
中
）
と
あ
る
。

86 

大
正
蔵　

巻
五
九　

六
三
六
頁
上
～
中

87 

大
正
蔵　

巻
五
九　

六
三
六
頁
上

88 

温
泉
寺
蔵
『
菩
提
心
論
開
見
抄
』
五
十
丁
左　

本
文
中
の
句
読
点
は
筆
者
が
私
的
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

89 

田
戸
前
掲
書　

一
三
九
～
四
〇
頁

90 

頼
瑜
は
「
有
相
有
相
」
等
の
標
識
を
『
顯
密
問
答
抄
』
で
は
示
さ
ず
、『
大
日
經
疏
指
心
鈔
』
に
限
っ
て
お
れ
ば
、
両
書
の
間
で
そ
れ
を
削
除
、
或
い
は
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付
加
し
た
か
の
何
れ
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
両
書
の
前
後
関
係
は
明
了
で
な
い
の
で
、
そ
の
何
れ
が
妥
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て
闡

明
し
難
い
が
、
禅
宗
批
判
を
展
開
す
る
『
顯
密
問
答
抄
』
で
敢
え
て
彼
の
標
識
が
削
除
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
仮
に
こ
れ
と
逆
の
場
合
を
想
定
す

る
に
せ
よ
、『
大
日
經
疏
指
心
鈔
』
は
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
よ
り
後
の
成
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
の
奥
書
を
有
す

る
『
眞
禪
融
心
義
』
は
既
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

91 

大
正
蔵　

巻
五
九　

五
七
一
頁
下

92 

藤
田
琢
司
編
『
栄
西
禅
師
集
』
六
三
五
頁

93 

田
戸
前
掲
書　

一
四
〇
～
一
頁

94 

温
泉
寺
蔵
『
菩
提
心
論
開
見
抄
』
四
十
四
丁
左

95 

田
戸
前
掲
書　

一
四
一
頁

96 『
續
真
言
宗
全
書
』
第
二
十
三　

三
六
頁
下
～
七
頁
上

97 『
續
真
言
宗
全
書
』
第
二
十
三　

三
七
頁
上

98 『
真
言
宗
全
書
』
第
三
十
七　

七
二
頁
上

99 

藤
田
琢
司
編
『
栄
西
禅
師
集
』
六
三
七
頁

100 

藤
田
琢
司
編
『
栄
西
禅
師
集
』
六
三
七
頁

101 

田
戸
前
掲
書　

一
四
二
～
三
頁

102 

温
泉
寺
蔵
『
菩
提
心
論
開
見
抄
』
三
十
一
丁
左

103 

温
泉
寺
蔵
『
菩
提
心
論
開
見
抄
』
四
十
丁
右

104 

大
正
蔵　

巻
七
五　

九
五
七
頁
下
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105 

大
正
蔵　

巻
五
九　

九
頁
中

106 「
金
剛
三
昧
院
住
持
次
第
」『
高
野
山
文
書
』
第
五
巻　

四
〇
〇
頁
～

107 

こ
の
こ
と
は
『
眞
禪
融
心
義
』
の
成
立
を
考
え
る
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
高
柳
さ
つ
き
氏
は
「
伝
栄
西
著
『
真
禅
融
心
義
』
の

真
偽
問
題
と
そ
の
思
想
」（『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
七　

二
二
五
頁
～
）
で
、『
眞
禪
融
心
義
』
は
東
密
の
思
想
を
基
調
と
す
る
の
で
東
密
側
の
人
物

に
よ
り
著
述
さ
れ
た
と
判
定
す
る
。
氏
は
更
に
「
決
定
的
な
の
は
、
上
巻
に
理
智
事
の
三
点
説
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
禅
林
寺
の
静
遍
が
高

野
山
正
智
院
の
道
範
に
伝
え
、
道
範
が
体
系
化
し
た
も
の
で
あ
る
。」（
同
書
二
二
八
頁
～
九
頁
）、「
次
に
『
真
禅
融
心
義
』
の
真
撰
者
で
あ
る
が
、
禅

と
密
教
に
通
じ
な
が
ら
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
東
密
の
側
に
立
っ
て
い
る
者
と
い
う
の
が
、
妥
当
な
人
物
で
あ
ろ
う
。『
日
本
禅
林
撰
述
書
目
』
や
大

屋
徳
城
氏
が
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
栄
西
・
行
勇
門
流
の
金
剛
三
昧
院
関
係
の
者
」
と
い
う
の
が
適
当
な
人
物
像
だ
と
思
わ
れ
る
。『
真
禅
融
心
義
』

で
使
わ
れ
て
い
る
三
点
説
が
、行
勇
に
密
教
を
授
け
た
道
範
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、弘
長
三
年（
一
二
六
三
）の
六
年
前
の
正
嘉
元
年（
一
二
五
七
）に
、

金
剛
三
昧
院
で
は
、初
め
て
入
宋
し
禅
宗
を
嗣
法
し
た
僧
で
あ
る
無
本
覚
心
が
、第
六
世
の
住
持
を
務
め
て
い
る
こ
と
も
考
え
併
せ
る
と
、そ
の
推
測
は
、

か
な
り
確
実
性
が
あ
ろ
う
。」
と
し
て
、
金
剛
三
昧
院
内
部
の
人
的
関
係
性
の
内
に
『
眞
禪
融
心
義
』
の
真
撰
者
の
所
在
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
圓

爾
の『
大
日
經
見
聞
』の「
字
義
者
不
依
修
因
法
爾
不
生
理
故
。
依
行
者
觀
智
不
成
不
生
義
。
本
有
不
生
故
云
果
海
法
義
也
。
於
一
切
諸
法
談
此
義
見
此
理
。

名
爲
如
實
知
自
心
也
。
然
當
世
以
理
智
事
三
點
執
緣
生
假
有
法
。
談
直
爾
凝
然
法
體
說
卽
身
成
佛
義
。
迷
哉
迷
哉
」（『
日
本
大
藏
經
』
密
教
部
章
疏
上

一　

一
二
三
頁
上
）
に
よ
れ
ば
、
彼
の
三
点
説
は
「
當
世
」
の
教
説
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
特
定
の
教
派
を
意
識
さ
せ
る
特
徴
的
な
内
容
と
は
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
う
な
る
と
、『
眞
禪
融
心
義
』
に
於
け
る
三
点
説
の
援
用
を
根
拠
に
彼
の
真
撰
者
を
金
剛
三
昧
院
へ
と
収
斂
す
る
こ
と
は
、
些
か
困
難

で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

108 『
續
真
言
宗
全
書
』
第
二
十
三　

三
四
頁
上
～
下

109 「
金
剛
三
昧
院
住
持
次
第
」『
高
野
山
文
書
』
第
五
巻　

四
〇
〇
頁
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110 『
大
日
本
佛
教
全
書
』
一
〇
二　

二
七
六
頁
下　

同
様
の
内
容
は
『
延
寶
傳
燈
錄
』（『
大
日
本
佛
教
全
書
』
一
〇
八　

一
〇
八
頁
上
）
に
も
見
え
る
。

111 
中
尾
良
信
氏
が
「
退
耕
行
勇
の
行
実
」（『
曹
洞
宗
研
究
員
研
究
紀
要
』
一
九　

三
九
頁
～
）
で
翻
刻
さ
れ
た
『
開
山
行
状
幷
足
利
霊
符
』
を
用
い
た
。

四
三
頁
上

112 『
大
日
本
佛
教
全
書
』
一
〇
二　

二
七
六
頁
下　

同
様
の
内
容
は
『
延
寶
傳
燈
錄
』（『
大
日
本
佛
教
全
書
』
一
〇
八　

一
〇
八
頁
下
）
に
も
見
え
る
。

113 『
和
歌
山
県
史
』
中
世
史
料
２　

八
四
〇
頁
上

114 

大
正
蔵　

巻
三
九　

七
八
八
頁
中

115 『
和
歌
山
県
史
』
中
世
史
料
２　

八
四
〇
頁
下

116 『
大
日
本
佛
教
全
書
』
九
六　

二
二
一
頁
下
～
二
頁
上

117 『
和
歌
山
県
史
』
中
世
史
料
２　

八
四
六
頁
上

118 『
和
歌
山
県
史
』
中
世
史
料
２　

八
四
六
頁
下

119 『
續
群
書
類
從
』
第
九
輯
（
上
）　

三
五
四
頁
上
～
下

120 『
續
群
書
類
從
』
第
九
輯
（
上
）　

三
五
五
頁
上
～
下

121 

『
大
日
本
佛
教
全
書
』
九
六　

二
一
〇
頁
上　
『
法
燈
國
師
緣
起
』
に
は
「
師
八
十
歳
、
為
没
後
安
骨
、
鐫
石
唐
櫃
、
其
中
有
銅
筒
、
又
其
内
青
磁
瓶
、

於
筒
外
面
、
師
自
筆
書
梵
漢
種
子
、
以
而
彫
刻
弘
安
九
年
丙
戊
四
月
十
八
日
入
宋
沙
門
覚
心
生
年
八
十
書
之
、
以
下
二
十
九
字
者
、
師
入
滅
已

後
徒
弟
所
記
也
、
是
亦
同
刻
賀
、覚
心
和
尚
遺
身
之
舎

利
也
、
永
仁
六
年
戊
戌
十
月
十
三
日
子
刻
行
年
九
十
二
歳
、
師
自
筆
以
梵
漢
書
銘
、
此
者
略
不
写
、
詳
見
于
行
実
記
、
此
石
唐
櫃
深
埋

卵
塔
慈
像
座
下
、
又
此
筒
瓶
中
之
舎
利
之
事
、
具
在
師
示
寂
以
後
之
記
録
、」（『
和
歌
山
県
史
』
中
世
史
料
２　

八
四
九

頁
下
）
と
あ
る
。

122 

『
和
歌
山
県
史
』
中
世
史
料
２　

八
四
〇
頁
上　

ま
た
原
田
正
俊
『
日
本
中
世
の
禅
宗
と
社
会
』
を
参
照
す
る
な
ら
、
建
仁
寺
と
の
結
び
付
き
以
上
に
人

的
流
動
性
を
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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123 『
元
亨
釋
書
』　
『
大
日
本
佛
教
全
書
』
一
〇
一　

二
一
六
頁
下

124 『
日
本
大
藏
經
』
密
教
部
章
疏
上
一　

一
三
四
頁
上

125 『
日
本
大
藏
經
』
密
教
部
章
疏
上
一　

一
〇
三
頁
下
～
四
頁
上

126 『
續
天
台
宗
全
書
』
密
教
２　

二
〇
七
頁
下

127 『
日
本
大
藏
經
』
密
教
部
章
疏
上
一　

二
七
四
頁
下

128 『
續
天
台
宗
全
書
』
密
教
２　

二
一
二
頁
上

129 『
國
譯
禪
學
大
成
』
第
十
九
卷　

一
八
頁

130 『
禪
門
法
語
全
集
』
第
一
篇　

一
頁

131 『
日
本
大
藏
經
』
密
教
部
章
疏
上
一　

一
〇
五
頁
下

132 『
日
本
大
藏
經
』
密
教
部
章
疏
上
一　

一
二
二
頁
上
～
下

133 『
大
日
經
見
聞
』で
は
他
に
も「
問
。我
覺
此
不
生
者
則
覺
阿
字
門
也
。若
不
覺
阿
字
門
者
密
教
意
如
何
。答
。一
切
皆
是
外
道
也
。不
了
内
證
阿
字
不
生
故
也
。

依
之
文
云
。
凡
一
切
不
了
内
證
祕
密
法
者
皆
是
外
道
也
。
文 

如
文
可
見
之
。」（『
日
本
大
藏
經
』
密
教
部
章
疏
上
一　

一
六
〇
頁
下
）
と
も
言
っ
て
お
り
、

一
書
の
内
で
繰
り
返
し
こ
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

134 『
日
本
大
藏
經
』
密
教
部
章
疏
上
一　

二
七
四
頁
下

135 『
日
本
大
藏
經
』
密
教
部
章
疏
上
一　

二
七
五
頁
上

136 『
日
本
大
藏
經
』
密
教
部
章
疏
上
一　

二
七
五
頁
下

137 『
日
本
大
藏
經
』
密
教
部
章
疏
上
一　

二
七
五
頁
下

138 『
聖
一
派
』
中
世
禅
籍
叢
刊　

第
四
巻　

五
八
九
～
九
〇
頁
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139 

大
正
蔵　

巻
三
二　

六
〇
六
頁
中

140 「
所
以
多
一
心
者
、
天
地
体
横
兼
十
方
、
常
住
本
竪
納
三
世
。
是
故
四
種
仏
土
皆
居
心
内
荘
厳
巍
巍
。
六
凡
四
聖
悉
処
心
中
苦
楽
繁
繁
。
長
短
方
円
差
相
、

全
体
本
有
如
来
、
青
黄
赤
白
之
色
智
、
即
本
無
差
覚
王
。
故
法
華
経
云
、
諸
法
実
相
、
乃
至
本
末
究
竟
、
是
法
住
法
位
世
間
相
常
住
、
諸
法
従
本
来
常

自
寂
滅
相
。
大
品
経
云
、
一
色
一
香
無
非
中
道
。
華
厳
経
云
、
無
量
法
師
是
一
法
一
法
即
是
無
量
法
。
又
云
、
三
界
唯
心
三
無
差
別
。
又
無
量
義
経
云
、

開
出
随
縁
真
如
、
方
便
品
帰
一
随
縁
真
如
、
寿
品
自
性
分
別
随
縁
真
如
。
摩
訶
止
観
非
一
非
異
不
変
真
如
、
如
是
真
如
悉
是
一
切
一
心
心
也
。
爰
以
、

第
九
識
生
滅
門
所
入
道
、
後
真
如
名
多
一
心
。
禅
遥
異
之
。
次
一
一
心
者
、
従
本
諸
法
唯
一
本
覚
無
有
二
法
。
譬
如
虚
空
体
翳
眼
人
見
色
色
華
故
名
第

一
一
心
。」（『
聖
一
派
』
中
世
禅
籍
叢
刊　

第
四
巻　

五
九
〇
頁
）
と
あ
る
。

141 『
聖
一
派
』
中
世
禅
籍
叢
刊　

第
四
巻　

五
九
〇
頁

142 『
聖
一
派
』
中
世
禅
籍
叢
刊　

第
四
巻　

五
九
〇
頁

143 『
聖
一
派
』
中
世
禅
籍
叢
刊　

第
四
巻　

五
九
〇
頁

144 『
聖
一
派
』
中
世
禅
籍
叢
刊　

第
四
巻　

五
九
三
～
四
頁

145 『
日
本
大
藏
經
』
密
教
部
章
疏
上
一　

七
七
頁
上
～
下

146 

山
田
昭
全　

三
木
紀
人
校
注
『
雑
談
集
』　

二
七
六
頁

147 『
大
日
本
佛
教
全
書
』
九
五　

一
三
四
頁
上

148 『
禅
学
典
籍
叢
刊
』
第
二
巻　

一
三
一
頁
下

149 『
禅
学
典
籍
叢
刊
』
第
二
巻　

一
三
二
頁
上

150 『
禅
学
典
籍
叢
刊
』
第
二
巻　

一
〇
七
頁
下

151 『
禅
学
典
籍
叢
刊
』
第
二
巻　

二
三
六
頁
上
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152 『
禅
学
典
籍
叢
刊
』
第
二
巻　

二
二
六
頁
上

153 『
禅
学
典
籍
叢
刊
』
第
二
巻　

二
二
八
頁
下

154 『
禅
学
典
籍
叢
刊
』
第
二
巻　

二
二
五
頁
上

155 『
禅
学
典
籍
叢
刊
』
第
二
巻　

一
九
一
頁
上

156 『
禅
学
典
籍
叢
刊
』
第
二
巻　

二
三
六
頁
下

157 『
大
日
本
佛
教
全
書
』
一
〇
一　

二
二
一
頁
下
～
二
頁
上

158 『
日
本
大
藏
經
』
密
教
部
章
疏
上
一　

二
〇
五
頁
下

159 

『
東
福
山
聖
一
國
師
年
譜
』（『
大
日
本
佛
教
全
書
』
九
五
）
に
よ
れ
ば
、「
正
嘉
元
年
丁
巳
。
師
五
十
六
歳
」
に
「
平
元
帥
時
賴
。
請
入
相
州
。
講
大
明

錄
。
元
帥
敬
信
之
。
便
曰
皇
子
征
夷
大
將
軍
宗
尊
。
宗
尊
使
師
領
額
建
仁
寺
」
と
あ
り
、『
大
明
錄
』
の
開
筵
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
な
れ
ば
、
以
下
に

「
文
永
五
年
戊
申
。
師
六
十
七
歳
」
に
「
崛
河
大
相
國
源
基
具
問
三
教
大
旨
。
師
述
三
教
要
略
呈
之
。」（
一
四
二
頁
上
）、「
後
宇
多
天
皇
建
治
元
年
乙
亥
。

師
七
十
四
歳
」
に
「
龜
山
道
皇
詔
師
入
内
。
說
三
教
旨
趣
。」（
一
四
三
頁
下
）
等
と
あ
る
よ
う
な
「
三
教
大
旨
」「
三
教
旨
趣
」
の
開
陳
も
、『
大
明
錄
』

と
の
関
わ
り
か
ら
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

160 『
日
本
大
藏
經
』
法
相
宗
章
疏
二　

二
二
九
頁
下

161 

荒
木
浩
「『
佛
法
大
明
録
』
と
『
真
心
要
決
』
─
『
沙
石
集
』『
徒
然
草
』
の
禅
宗
的
環
境
を
め
ぐ
っ
て
」（
西
山
美
香
編
『
古
代
中
世
日
本
の
内
な
る
「
禪
」』

七
四
頁
～
）
に
詳
し
い
。

162 『
禪
門
法
語
全
集
』
第
五
編　

枯
木
集
上
三
頁

163 『
聖
一
派
』
中
世
禅
籍
叢
刊　

第
四
巻　

四
八
九
頁
上
～
下

164 『
禪
門
法
語
全
集
』
第
五
編　

枯
木
集
下
十
四
頁
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165 『
聖
一
派
続
』
中
世
禅
籍
叢
刊　

第
十
一
巻　

四
六
一
頁
上
～
下

166 
こ
の
よ
う
な
構
え
は
先
に
見
た
木
幡
眞
空
、
頼
瑜
、『
眞
禪
融
心
義
』
の
間
で
親
し
く
共
有
さ
れ
て
い
る
。

167 『
聖
一
派
続
』
中
世
禅
籍
叢
刊　

第
十
一
巻　

四
六
四
頁
下

168 『
禪
門
法
語
全
集
』
第
五
編　

枯
木
集
下
八
頁

169 

小
川
前
掲
書　

一
六
八
頁

170 

小
川
前
掲
書　

一
七
六
頁

171 

小
川
前
掲
書　

二
一
五
頁

172 『
聖
一
派
』
中
世
禅
籍
叢
刊　

第
四
巻　

五
二
九
頁
上

173 『
東
寺
印
信
等
口
決
』
で
は
「
尋
云
、今
此
禅
門
無
覚
本
有
、与
密
教
無
覚
本
有
勝
劣
同
異
、如
何
。
答
、禅
師
云
、我
此
無
覚
本
有
、無
仏
無
衆
生
当
処
故
、

更
不
説
法
義
。
但
云
山
是
山
、
水
是
水
、
僧
是
僧
、
俗
是
俗
。
青
柳
白
雲
、
亦
復
如
然
。
密
教
無
覚
本
有
、
色
云
胎
、
心
云
智
、
不
二
云
実
相
、
如
是
義
故
、

云
平
等
智
身
。
全
非
於
無
仏
之
処
所
論
無
覚
本
有
之
義
。
然
則
、
是
無
仏
無
覚
本
有
、
彼
有
仏
無
覚
本
有
。
定
恵
理
智
名
言
法
義
、
豈
非
葛
藤
乎
。
其

義
如
是
、
不
可
不
知
（
云
々
）」（『
聖
一
派
』
中
世
禅
籍
叢
刊　

第
四
巻　

五
〇
四
頁
上
～
下
）
と
言
っ
て
お
り
、
こ
の
「
無
覚
本
有
」
を
禅
宗
と
密
教

は
親
し
く
共
有
し
て
い
た
。
但
し
こ
こ
で
は
、
禅
を
「
無
仏
無
覚
本
有
」、
密
教
を
「
有
仏
無
覚
本
有
」
と
区
分
し
、「
有
仏
無
覚
本
有
」
で
開
か
れ
る

「
定
恵
理
智
名
言
法
義
」
を
「
無
仏
無
覚
本
有
」
の
「
無
仏
無
衆
生
当
処
」
か
ら
評
し
て
「
葛
藤
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
先
に
見
た
密
教
を
優
位
と
す

る
場
合
に
評
価
さ
れ
た
「
表
德
」
が
消
極
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
窺
え
、
こ
こ
の
「
禅
僧
云
」
は
圓
爾
に
近
し
い
立
場
か
ら
の
語
り
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
痴
兀
大
慧
は
こ
れ
ら
相
違
す
る
禅
密
評
価
を
同
時
に
挙
げ
、
ま
た
同
書
で
は
「
有
禅
僧
云
、
天
竺
・
震
旦
・
本
朝
、
三
国
以
釈
迦
一

代
三
百
余
会
、
大
小
権
実
教
門
即
為
教
内
、
以
拈
花
面
壁
為
教
外
。
密
教
・
禅
門
相
望
而
不
論
勝
劣
同
異
。
末
学
何
始
而
論
其
同
異
勝
劣
乎
。」（
五
〇
三

頁
上
～
下
）
と
言
っ
て
、
禅
密
を
平
等
に
扱
う
見
解
も
示
し
、
禅
密
の
間
の
優
劣
に
つ
い
て
一
定
の
見
解
を
示
す
こ
と
は
な
い
が
、
寧
ろ
こ
う
い
っ
た
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態
度
は
、
先
の
如
く
「
禅
に
よ
る
徹
底
し
た
遮
情
の
上
に
開
か
れ
る
密
教
の
表
徳
」
を
巡
る
観
点
の
相
違
と
見
る
な
ら
、
矛
盾
無
く
そ
れ
ら
を
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

174 『
續
天
台
宗
全
書
』
密
教
２　

二
一
二
頁
上
～
下

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

神
祗
思
想　

密
教　

禅
宗　

道
教　

儒
学
思
想
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（
１
）
は
じ
め
に

日
本
に
仏
教
が
伝
来
し
、
お
よ
そ
千
五
百
年
と
い
う
年
月
が
経
と
う
と
し
て
い
る
。
外
来
の
宗
教
で
あ
る
仏
教
は
日
本
社
会
に
多
大

な
影
響
を
与
え
、
ま
た
仏
教
も
日
本
社
会
の
影
響
を
受
け
て
変
遷
し
、
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
仏
教
と
日
本
社
会
と
が
相
関

的
に
展
開
し
て
き
た
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
、
そ
の
端
緒
と
な
る
古
代
の
仏
教
の
あ
り
方
を
問
う
こ
と
は
、
ま
ず
も
っ
て
興
味
深
い
研
究

テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
と
な
る
だ
ろ
う
。

日
本
古
代
の
仏
教
と
言
え
ば
、
す
で
に
戦
前
に
は
黒
板
勝
美
氏
に
よ
っ
て
「
国
家
仏
教
」
と
称
さ
れ
、
奈
良
期
の
仏
教
は
腐
敗
し
た

都
市
仏
教
で
あ
り
、
平
安
期
に
な
っ
て
新
た
に
山
岳
仏
教
が
独
立
し
た
と
の
構
図
が
示
さ
れ
た1

。
ま
た
辻
善
之
助
氏
も
同
様
に
、
奈
良

期
の
寺
院
僧
侶
の
腐
敗
堕
落
が
、
桓
武
天
皇
に
よ
っ
て
革
新
さ
れ
、
そ
こ
で
登
用
さ
れ
た
の
が
鎮
護
国
家
を
も
っ
て
宗
旨
と
す
る
最
澄

と
空
海
で
あ
っ
た
と
し
た2

。
戦
後
は
二
葉
憲
香
氏3

や
井
上
光
貞
氏4

に
よ
り
、
国
家
的
な
律
令
仏
教
と
民
間
に
お
け
る
反
律
令
仏
教
と
い

う
二
項
対
立
的
な
枠
組
み
が
提
示
さ
れ
た
。
つ
ま
り
国
家
の
保
護
統
制
の
も
と
鎮
護
国
家
の
た
め
に
官
大
寺
に
て
官
僧
が
学
問
や
法
会

日
本
古
代
の
山
林
修
行
に
関
す
る
研
究
の
動
向
と
課
題

　
　
　
　
　
　
　
　

 

小
林　

崇
仁
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に
従
事
し
た
仏
教
の
あ
り
方
と
、
私
度
や
民
間
修
行
者
た
ち
が
非
合
法
な
が
ら
も
民
間
に
て
布
教
や
慈
善
事
業
を
行
い
、
ま
た
山
林
に

て
修
行
を
行
い
呪
術
的
な
修
法
を
行
っ
て
い
た
仏
教
の
あ
り
方
を
分
け
て
理
解
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
モ
デ
ル
は
仏
教
学
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
、
松
長
有
慶
氏
は
「
律
令
体
制
に
く
み
入
れ
ら
れ
た
国
家
仏
教
と
、
民
間
の
反

律
令
的
な
仏
教
と
は
あ
い
い
れ
な
い
ま
ま
に
、
奈
良
時
代
の
仏
教
は
終
局
に
向
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
や
が
て
平
安
仏
教
の
新
し
い
よ
そ

お
い
を
も
っ
た
天
台
・
真
言
の
新
仏
教
の
樹
立
へ
と
新
た
な
展
開
を
み
せ
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。〈
略
〉
両
者
に
代
表
さ
れ
る
平
安
初

期
の
仏
教
は
、
国
家
仏
教
の
基
盤
を
踏
襲
し
つ
つ
、
大
乗
仏
教
思
想
の
継
承
と
そ
の
日
本
的
な
組
織
化
、
お
よ
び
反
律
令
仏
教
の
摂
取

と
い
う
総
合
形
態
を
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
う
ち
だ
し
て
い
っ
た
」
と
し
た5

。
つ
ま
り
最
澄
と
空
海
は
、
奈
良
期
の
相
容
れ
な
い
律
令

的
・
反
律
令
的
仏
教
を
総
合
し
、
平
安
新
仏
教
を
樹
立
し
た
と
し
、
そ
こ
に
両
者
の
革
新
性
の
ひ
と
つ
を
見
出
し
て
い
る
。

し
か
し
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
至
り
、
奈
良
仏
教
に
対
す
る
二
項
対
立
的
な
理
解
が
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
吉
田
一
彦
氏

は
、
古
代
社
会
に
お
い
て
私
度
僧
は
容
認
さ
れ
在
地
社
会
で
自
由
に
活
動
し
て
お
り
、
ま
た
官
大
寺
僧
が
在
地
お
け
る
神
仏
習
合
の
言

説
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
奈
良
期
の
仏
教
を
単
に
国
家
仏
教
と
捉
え
る
通
説
を
批
判
し
、
宮
廷
の
仏
教
、

地
方
豪
族
の
仏
教
、
民
衆
の
仏
教
な
ど
、
重
層
的
な
性
格
を
有
し
て
い
た
と
し
た6

。

こ
れ
に
よ
り
古
代
仏
教
の
多
様
な
側
面
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
が
進
展
し
た
。
す
で
に
中
井
真
孝
氏
は
知
識
結
に
よ
る
各
地
の
信
仰

集
団
を
取
り
上
げ
、
在
地
豪
族
た
ち
は
動
揺
す
る
従
来
の
伝
統
的
権
威
に
か
わ
り
、
新
た
に
仏
教
の
知
識
結
に
よ
っ
て
民
衆
を
掌
握
し

よ
う
と
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た7

。
ま
た
鈴
木
景
二
氏
は
官
大
寺
僧
の
都
鄙
間
交
通
を
論
じ
、
官
大
寺
僧
は
要
請
に
よ
り
在
地
に
赴

き
、
寺
堂
に
て
追
善
法
会
の
導
師
を
務
め
る
な
ど
し
て
お
り
、
在
地
秩
序
の
形
成
に
官
大
寺
僧
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
述
べ
て

い
る8

。
さ
ら
に
近
年
、
藤
本
誠
氏
は
在
地
社
会
に
お
け
る
多
様
で
重
層
的
な
仏
教
受
容
の
あ
り
方
を
論
じ
、「
日
本
古
代
の
仏
教
は
、
国
家
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に
よ
っ
て
中
国
・
朝
鮮
半
島
か
ら
一
元
的
に
受
容
さ
れ
た
仏
教
の
諸
側
面
が
、
国
家
レ
ベ
ル
の
仏
教
を
担
っ
た
官
大
寺
僧
を
媒
介
と
し

て
、
貴
族
層
は
も
と
よ
り
在
地
の
「
富
豪
化
し
た
村
落
首
長
層
の
仏
教
」
に
ま
で
重
層
し
て
お
り
、
各
階
層
は
独
自
の
仏
教
を
展
開
し

て
い
た
が
、
そ
の
内
実
は
、
国
家
が
宗
教
的
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
受
容
し
た
仏
教
を
在
地
支
配
の
手
段
と
し
て
積
極
的
に
取
り

込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
」
と
結
論
づ
け
て
い
る9

。

こ
う
し
た
吉
田
氏
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
研
究
に
よ
り
、
奈
良
期
の
仏
教
の
重
層
性
が
浮
き
彫
り
と
な
り
、
特
に
仏
教
受
容
の
過

程
に
お
い
て
は
、
仏
教
が
宗
教
的
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
を

担
っ
た
官
大
寺
僧
の
広
範
囲
な
活
動
は
、
中
世
仏
教
や
近
世
仏
教
と
は
異
な
る
古
代
仏
教
の
特
質
と
さ
れ
、
そ
の
存
在
形
態
を
解
明
す

る
こ
と
は
、
古
代
仏
教
を
論
ず
る
上
で
有
益
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

奈
良
・
平
安
初
期
に
お
い
て
、
主
と
し
て
官
大
寺
僧
が
媒
体
と
な
り
、
在
地
支
配
の
手
段
と
し
て
各
階
層
に
仏
教
が
受
容
さ
れ
て
い

っ
た
と
い
う
歴
史
学
の
指
摘
は
重
要
で
あ
り
、
仏
教
が
単
に
内
発
的
要
因
の
み
な
ら
ず
、
社
会
的
要
求
と
相
俟
っ
て
弘
通
し
た
こ
と
を

端
的
に
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
当
時
の
仏
教
者
た
ち
は
、
す
べ
て
政
治
理
念
に
よ
っ
て
活
動
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
を
突

き
動
か
し
て
い
た
信
仰
の
実
際
を
問
う
こ
と
は
興
味
深
い
課
題
で
あ
る
。
ま
た
律
令
と
反
律
令
と
い
う
二
項
対
立
的
な
構
図
が
妥
当
で

は
な
い
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
を
総
合
し
た
と
こ
ろ
に
最
澄
や
空
海
の
革
新
性
を
見
よ
う
と
す
る
従
来
の
理
解
も
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

す
で
に
奈
良
期
に
お
い
て
僧
尼
は
、
単
に
本
寺
に
住
し
て
学
問
や
法
会
に
従
事
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
或
い
は
社
会
に
て
人
々

と
関
わ
っ
て
多
様
な
活
動
を
し
、
或
い
は
山
林
に
入
っ
て
仏
道
修
行
に
励
ん
で
い
る
。
彼
ら
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
、
ま
た

ど
の
よ
う
な
目
的
意
識
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
古
代
社
会
に
仏
教
が
広
ま
っ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
受
容
す
る
社
会
の
側

か
ら
の
研
究
は
進
展
し
た
も
の
の
、
そ
れ
を
主
導
し
た
仏
教
者
の
信
仰
や
意
図
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
は
意
外
と
少
な
い
。
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特
に
山
林
修
行
に
つ
い
て
は
、
私
度
や
民
間
の
宗
教
者
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
有
力
な
僧
た
ち
が
こ
れ
を
重
視
し
実
践
し
て
い
る
が
、

後
述
す
る
よ
う
に
研
究
の
余
地
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
山
林
修
行
は
、
最
澄
や
空
海
が
樹
立
し
た
天
台
や
真
言
な
ど
の
新

宗
派
に
お
い
て
重
要
な
要
素
の
一
つ
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
れ
は
仏
教
の
日
本
的
発
展
の
一
形
態
と
も
言
う
べ
き
修
験
道
へ
と
連
な
っ
て

い
く
。
奈
良
期
に
お
け
る
仏
教
者
の
山
林
修
行
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
は
、
最
澄
や
空
海
の
仏
教
や
修
験
道
の
特
質
、
さ
ら
に
は
そ
れ

ら
の
影
響
を
受
け
た
日
本
社
会
の
宗
教
性
を
理
解
す
る
上
で
も
大
い
に
参
考
と
な
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
論
攷
で
は
、
日
本
古
代
に
仏
教
者
が
行
っ
て
い
た
山
林
修
行
に
つ
い
て
、
そ
の
研
究
の
動
向
を
概
観
し
、
今
後
に
必
要
と

さ
れ
る
課
題
の
方
向
性
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

（
２
）
用
語
の
確
認

な
お
本
題
に
入
る
前
に
、本
論
攷
で
対
象
と
す
る
「
仏
教
者
」
と
「
山
林
修
行
」
に
つ
い
て
、ま
ず
そ
の
概
念
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
「
仏
教
者
」
は
、
本
論
攷
で
は
仏
教
を
信
奉
す
る
者
と
し
て
お
く
。
た
だ
し
仏
教
と
い
っ
て
も
、
儒
教
や
道
教
、
さ
ら
に
は
日

本
の
神
祇
信
仰
や
習
俗
な
ど
と
結
び
つ
い
た
事
例
も
あ
り
、
そ
れ
ら
を
含
め
て
広
い
意
味
で
の
動
的
な
仏
教
を
想
定
し
て
い
る
。
ま
た

こ
れ
を
信
奉
す
る
者
と
は
、仏
教
で
言
う
出
家
と
在
家
、あ
る
い
は
古
代
社
会
に
お
け
る
身
分
を
問
わ
ず
、広
く
仏
教
を
信
奉
す
る
人
々

と
す
る
。

伝
統
的
な
仏
教
の
規
定
で
は
、
仏
教
教
団
を
構
成
す
る
七
衆
と
い
う
区
分
が
あ
り
、
古
代
日
本
に
お
い
て
も
有
効
な
枠
組
み
で
あ
る
。

つ
ま
り
成
年
男
性
で
具
足
戒
を
受
持
す
る
「
比
丘
」、
男
性
で
沙
弥
戒
を
受
持
す
る
「
沙
弥
」、
成
年
女
性
で
具
足
戒
を
受
持
す
る
「
比

丘
尼
」、
女
性
で
沙
弥
戒
を
受
持
す
る
「
沙
弥
尼
」、
十
八
歳
か
ら
二
十
歳
の
女
性
で
六
法
戒
を
受
持
す
る
「
式
叉
摩
那
」、
男
性
の
仏

教
信
者
で
五
戒
や
八
斎
戒
を
受
持
す
る
「
優
婆
塞
」、
女
性
の
仏
教
信
者
で
五
戒
や
八
斎
戒
を
受
持
す
る
「
優
婆
夷
」
の
七
衆
で
あ
る
。
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こ
の
う
ち
比
丘
、
比
丘
尼
、
沙
弥
、
沙
弥
尼
、
式
叉
摩
那
を
出
家
の
五
衆
、
優
婆
塞
と
優
婆
夷
を
在
家
の
二
衆
と
い
う
。

ま
た
「
僧
」
と
は
三
宝
の
一
つ
「saṃ

gha

」
の
漢
訳
語
で
、
広
義
で
は
出
家
者
の
教
団
を
意
味
し
、
狭
義
で
は
正
式
に
具
足
戒
を
受

け
た
比
丘
の
教
団
を
指
す
。
ま
た
「
尼
」
は
広
義
で
は
女
性
の
出
家
者
の
教
団
を
意
味
し
、狭
義
で
は
比
丘
尼
の
教
団
を
指
す
。
一
方
、

中
国
や
日
本
で
は
教
団
に
属
す
る
個
々
の
出
家
者
を
「
僧
」
や
「
尼
」
と
呼
ぶ
。
例
え
ば
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
に
河
内
国
の
「
僧
、

尼
、
沙
弥
、
沙
弥
尼
」
に
布
施
が
な
さ
れ
る
な
ど10

、
僧
と
沙
弥
、
尼
と
沙
弥
尼
を
分
け
て
表
記
す
る
例
が
多
く
、
基
本
的
に
「
僧
」
は

正
式
な
出
家
者
で
あ
る
比
丘
、「
尼
」は
比
丘
尼
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
古
代
日
本
に
お
い
て
は
、天
平
勝
宝
六
年（
七
五
四
）

に
鑑
真
が
具
足
戒
を
将
来
す
る
以
前
は
、
授
戒
に
不
可
欠
の
三
師
七
証
を
勤
め
る
比
丘
が
揃
わ
ず
、
便
法
と
し
て
自
誓
授
戒
が
行
わ
れ

て
い
た
。
よ
っ
て
鑑
真
の
来
日
に
よ
っ
て
受
具
の
制
度
が
整
う
以
前
は
、「
僧
・
尼
」
と
言
う
も
の
の
、
正
式
な
比
丘
・
比
丘
尼
と
は

言
え
な
い
状
況
が
続
い
て
い
た
。

も
と
よ
り
仏
教
に
お
け
る
出
家
者
・
在
家
者
の
区
分
は
厳
密
で
、
出
家
者
は
教
団
内
の
自
治
的
な
戒
律
に
則
り
、
そ
の
身
分
や
生
活

が
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
中
国
や
日
本
で
は
こ
れ
に
加
え
、
律
令
体
制
の
も
と
、
官
に
よ
る
許
可
と
統
制
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

日
本
で
は
大
宝
・
養
老
令
に
お
い
て
、
僧
尼
に
対
す
る
『
僧
尼
令
』
が
定
め
ら
れ
、
そ
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
は
還
俗
や
苦
使
な
ど

処
罰
が
あ
っ
た
。
ま
た
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
は
「
始
め
て
僧
尼
に
公
験
を
授
く
」
と
あ
り11

、
僧
尼
の
得
度
や
受
戒
に
官
よ
り
証
明

書
が
発
行
さ
れ
た
。つ
ま
り
出
家
得
度
に
際
し
て
は
度
牒
、具
足
戒
授
戒
に
は
戒
牒
、師
位
授
位
に
は
僧
位
記
の
三
種
の
公
験
を
受
け
た
。

度
牒
を
受
け
た
者
は
「
沙
弥
・
沙
弥
尼
」、
戒
牒
を
受
け
た
者
は
「
比
丘
・
比
丘
尼
」
す
な
わ
ち
「
僧
・
尼
」
と
な
っ
た
。
な
お
古
代

の
史
料
に「
沙
門
」も
散
見
さ
れ
、本
来
は
単
に
男
性
修
行
者
を
意
味
す
る
が
、日
本
で
は
基
本
的
に
僧
を
指
す
場
合
が
多
い
。
ま
た「
法

師
」「
律
師
」「
経
師
」「
禅
師
」「
講
師
」
な
ど
は
、
一
般
に
仏
教
教
団
内
に
お
い
て
、
各
々
の
行
状
に
優
れ
た
師
僧
の
尊
称
で
あ
る
が
、

律
令
下
で
は
官
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
僧
の
役
職
や
位
階
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。
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ま
た
出
家
得
度
に
際
し
て
、
官
許
を
経
て
い
な
い
沙
弥
を
「
私
度
」、
あ
る
い
は
「
自
度
」
と
い
い
、
律
令
下
で
は
公
的
権
力
で
は

な
い
者
が
人
を
私
的
に
得
度
さ
せ
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
た12

。
た
だ
し
そ
の
規
定
は
必
ず
し
も
厳
格
に
執
行
さ
れ
ず
に
黙
認
さ
れ
、

優
れ
た
私
度
に
は
む
し
ろ
褒
賞
や
官
度
が
与
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た13

。

一
方
、「
優
婆
塞
・
優
婆
夷
」
は
五
戒
や
八
斎
戒
を
受
け
た
在
家
の
仏
教
信
者
を
指
す
が
、
特
に
出
家
得
度
を
め
ざ
す
優
婆
塞
・
優

婆
夷
は
、
僧
・
尼
と
行
動
を
共
に
し
た
り14

、
山
林
寺
院
に
て
僧
・
尼
と
居
住
す
る
場
合
も
あ
っ
た15

。
優
婆
塞
・
優
婆
夷
に
官
度
が
許
さ

れ
る
条
件
は
、
例
え
ば
天
平
六
年
（
七
三
四
）
の
規
定
で
は
、『
法
華
経
』
ま
た
は
『
最
勝
王
経
』
の
闇
誦
、
礼
仏
の
理
解
、
そ
し
て

三
年
以
上
の
浄
行
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
間
に
優
婆
塞
・
優
婆
夷
は
師
主
僧
の
指
導
の
も
と
、
如
法
に
修
行
を
勤
め
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
は
、
特
に
授
戒
せ
ず
と
も
、
在
家
の
生
活
を
し
な
が
ら
、
仏
法
や
僧
尼
を
信
奉
し
た
人
々
も
多
く
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
身

分
も
天
皇
や
貴
族
は
も
と
よ
り
、
地
方
豪
族
や
村
落
首
長
、
そ
し
て
民
衆
に
至
る
ま
で
幅
広
い
。
国
家
規
模
で
仏
教
が
信
奉
さ
れ
た
古

代
社
会
に
あ
っ
て
、
僧
尼
を
始
め
と
す
る
沙
弥
や
沙
弥
尼
、
優
婆
塞
や
優
婆
夷
た
ち
の
広
範
囲
な
活
動
に
よ
り
、
仏
教
は
各
階
層
へ
と

重
層
的
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
仏
教
を
受
容
し
た
側
の
人
々
も
、
広
い
意
味
で
は
仏
教
の
信
奉
者
で
あ
り
、
ま
た
動
機
は
と
も
あ
れ
在

俗
の
人
が
山
林
に
入
っ
て
陀
羅
尼
を
持
誦
し
た
場
合
も
推
測
し
う
る16

。
よ
っ
て
本
論
攷
で
は
仏
教
者
を
単
に
出
家
者
に
限
定
せ
ず
、
在

家
信
者
も
含
め
て
考
察
の
範
囲
と
し
た
。

次
に
「
山
林
修
行
」
で
あ
る
が
、
本
論
攷
で
は
山
林
で
の
仏
道
修
行
と
し
て
お
く
。
こ
こ
で
言
う
「
山
林
」
と
は
、
山
や
林
な
ど
集

落
か
ら
離
れ
た
場
所
に
あ
る
、
修
行
に
適
す
る
静
寂
な
場
所
を
想
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
山
林
」
と
い
っ
て
も
、
山
や
林
に
限

ら
ず
、
都
市
や
人
里
か
ら
離
れ
た
河
川
や
海
辺
、
泉
や
湖
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
山
水
林
泉
の
略
語
と
し
て
使
用
す
る
。
ま
た
山
と
い
っ
て

も
、
人
里
離
れ
た
深
山
や
、
険
し
く
切
り
立
っ
た
山
岳
、
あ
る
い
は
生
活
と
密
着
し
た
里
山
な
ど
、
そ
の
形
状
や
表
現
は
多
様
で
あ
る
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が
、
こ
れ
ら
を
包
括
す
る
概
念
と
し
て
「
山
林
」
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
山
林
に
営
ま
れ
た
寺
や
堂
、
房
や
庵
な
ど
の
施
設
に

一
定
期
間
籠
も
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
自
然
の
巌
窟
な
ど
を
利
用
す
る
場
合
、
あ
る
い
は
山
林
そ
の
も
の
を
跋
渉
す
る
場
合
な
ど
、
そ
の

形
態
は
様
々
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
山
林
修
行
の
範
疇
に
含
め
、
考
察
の
対
象
と
し
た
。

ま
た
「
修
行
」
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
仏
道
修
行
を
想
定
し
て
い
る
。
仏
道
修
行
と
は
、
初
期
仏
教
で
は
自
己
の
解
脱
、
大
乗
仏

教
で
は
自
己
の
み
な
ら
ず
一
切
衆
生
の
利
益
や
菩
提
な
ど
の
実
現
に
向
け
、
自
ら
の
行
い
を
正
し
く
修
め
る
こ
と
で
あ
る
。
戒
定
慧
の

三
学
、
さ
ら
に
は
大
乗
の
六
波
羅
蜜
を
基
本
と
し
、
各
々
の
教
派
に
よ
っ
て
独
自
の
修
行
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
特
に
古
代
日
本
の

仏
教
者
は
平
地
の
寺
院
の
み
な
ら
ず
、
山
林
に
お
い
て
も
、
持
戒
、
禅
定
、
慧
学
な
ど
の
基
本
的
な
自
利
行
と
と
も
に
、
諸
々
の
利
益

や
衆
生
の
菩
提
を
願
う
利
他
的
な
祈
願
の
修
行
も
頻
繁
に
行
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
修
禅
や
修
学
、
読
経
や
写
経
、
悔
過
、
礼
仏
、

法
会
と
い
っ
た
通
仏
教
的
な
修
行
法
や
仏
事
に
加
え
、
陀
羅
尼
の
誦
呪
や
壇
法
と
い
っ
た
密
教
的
行
法
、
さ
ら
に
は
神
祇
祭
祀
や
、
場

合
に
よ
っ
て
は
服
餌
や
辟
穀
な
ど
の
道
教
的
修
養
法
な
ど
、
種
々
な
る
実
践
法
が
見
受
け
ら
れ
、
こ
れ
ら
も
み
な
考
察
の
対
象
と
し
た
。

さ
ら
に
当
時
の
仏
教
者
が
山
林
に
入
っ
た
理
由
を
み
る
と
、
疾
病
の
治
癒
、
政
変
の
た
め
の
逃
避
、
現
世
的
な
欲
望
の
充
足
な
ど
、
必

ず
し
も
純
粋
な
仏
道
修
行
の
た
め
と
は
言
え
な
い
場
合
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
も
ま
た
当
時
の
山
林
修
行
の
多
様
性
を
示
す
事
例
と

し
て
視
野
に
入
れ
て
お
く
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。

（
３
）
仏
教
に
お
け
る
山
林
修
行
の
伝
統

さ
て
、
仏
教
者
が
山
林
に
て
修
行
す
る
こ
と
は
、
古
来
よ
り
よ
く
行
わ
れ
て
き
た
。

そ
も
そ
も
仏
教
の
開
祖
で
あ
る
釈
尊
が
、前
世
に
お
い
て
菩
薩
行
を
積
み
、雪
山
（
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
）
に
修
行
し
て
、羅
刹
か
ら
「
諸

行
無
常
、
是
生
滅
法
、
生
滅
滅
已
、
寂
滅
為
楽
」
の
偈
文
を
聞
い
た
と
い
う
物
語
は
有
名
で
あ
る17

。
大
乗
の
『
大
般
涅
槃
経
』
に
説
か
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れ
た
こ
の
本
生
譚
は
、
法
隆
寺
の
玉
虫
厨
子18

（
国
宝
）
の
「
施
身
聞
偈
図
」
や
、『
三
宝
絵
詞
』
の
題
材
と
な
り
、
ま
た
偈
文
は
伊
呂

波
歌
に
読
み
込
ま
れ
る
な
ど
、
日
本
に
お
い
て
馴
染
み
が
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

雪
山
童
子
の
本
生
譚
は
と
も
か
く
、
釈
尊
の
伝
記
を
紐
解
い
て
み
て
も
、
山
林
に
関
わ
る
場
面
は
多
い
。
例
え
ば
出
家
し
た
釈
尊
は
、

ま
ず
は
マ
ガ
ダ
国
の
首
都
・
王
舎
城
に
赴
き
、
周
囲
を
囲
む
五
山
の
う
ち
の
白
善
山
の
山
窟
に
坐
し19

、
さ
ら
に
優
楼
頻
羅
迦
葉
の
山
林

に
籠
も
っ
て
苦
行
し
た
と
さ
れ
、
そ
し
て
成
道
の
後
に
は
各
地
を
遍
歴
し
、
王
舎
城
の
五
山
の
う
ち
の
霊
鷲
山
で
も
説
法
し
た
と
い

う20

。釈
尊
の
修
行
と
説
法
の
場
が
山
中
に
設
け
ら
れ
た
と
の
伝
記
は
象
徴
的
で
あ
り
、
出
世
間
を
旨
と
し
た
仏
教
者
が
、
も
と
よ
り
集
落

か
ら
離
れ
た
場
所
を
活
動
の
拠
点
と
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
釈
尊
は
出
家
し
て
間
も
な
く
、
白
善
山
の
山
窟
に
坐
す
と
と
も
に
、
家

ご
と
に
食
を
乞
う
て
托
鉢
を
し
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
乞
食
を
し
つ
つ
、
集
落
か
ら
離
れ
た
静
寂
地
に
坐
す
と
い
う
修
行
の
形
態
は
、

仏
教
独
自
と
い
う
よ
り
、
釈
尊
以
前
の
バ
ラ
モ
ン
教
に
お
け
る
遊
行
期
の
過
ご
し
方
、
そ
れ
に
倣
っ
た
イ
ン
ド
の
出
家
修
行
者
に
由
来

す
る
。
釈
尊
も
そ
う
し
た
イ
ン
ド
の
伝
統
的
な
修
行
ス
タ
イ
ル
を
踏
襲
し
た
と
言
え
よ
う
。

釈
尊
滅
後
の
初
期
仏
教
に
お
い
て
、
乞
食
と
閑
居
と
い
う
修
行
形
態
は
「
頭
陀
行
」
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
と
な
る21

。
頭
陀
行
に
挙

げ
る
十
二
の
徳
目
の
う
ち
、
第
一
は
「
阿
蘭
若
に
住
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
阿
蘭
若
と
は
原
義
は
誰
も
所
有
し
な
い
場
所
、
仏
教
で

は
乞
食
行
に
支
障
が
な
い
程
に
、
集
落
か
ら
離
れ
た
静
寂
な
場
所
を
意
味
す
る
。
具
体
的
に
は
山
林
、
空
地
、
墓
場
な
ど
で
あ
っ
た
。

阿
蘭
若
に
て
修
行
に
励
む
仏
教
者
の
描
写
は
、
仏
典
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
法
華
経
』「
序
品
」
に
は
、
優
れ
た
修
行
者
の

諸
相
が
説
か
れ
る
が
、
そ
の
中
に
「
独
り
閑
静
に
処
し
、
楽
っ
て
経
典
を
誦
す
」、「
深
山
に
入
り
て
、
仏
道
を
思
惟
す
」、「
常
に
空
閑

に
処
し
、
深
く
禅
定
を
修
す
」、「
林
中
に
経
行
し
、
懃
に
仏
道
を
求
む
」、「
心
を
一
に
し
て
乱
を
除
き
、
山
林
を
摂
念
す
」、「
山
林
の

中
に
在
り
て
、
精
進
し
て
浄
戒
を
持
つ
」
な
ど
の
表
記
が
あ
り22

、
特
に
山
林
で
の
誦
経
や
禅
定
、
持
戒
な
ど
の
仏
道
修
行
を
推
奨
す
る
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文
言
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。

ま
た
『
華
厳
経
』「
入
法
界
品
」
で
は
、
善
財
童
子
の
求
法
の
旅
が
記
さ
れ
る
が
、
善
財
童
子
を
教
導
す
る
善
知
識
の
中
に
は
、
山

林
に
住
す
る
者
も
多
く
登
場
す
る
。
例
え
ば
、
善
財
童
子
が
最
初
に
師
事
す
る
徳
雲
比
丘
は
妙
峰
山
に
住
し
、
童
子
は
比
丘
を
探
し
て

山
中
を
七
日
間
歩
き
、
つ
い
に
経
行
に
励
む
比
丘
に
巡
り
合
っ
て
い
る23

。
ま
た
観
音
菩
薩
は
山
水
相
映
す
る
補
陀
洛
山
に
住
し
、
善
財

童
子
は
深
山
の
危
険
な
径
路
を
越
え
て
よ
う
や
く
観
音
菩
薩
に
見
え
て
い
る24

。
そ
し
て
『
華
厳
経
』「
菩
薩
住
処
品
」
に
は
、
諸
々
の

菩
薩
の
住
処
が
説
か
れ
る
が
、
例
え
ば
文
殊
師
利
菩
薩
は
清
涼
山
に
住
す
る
な
ど
、
菩
薩
の
多
く
は
山
に
住
む
も
の
と
説
か
れ
て
い

る25

。さ
ら
に
護
国
経
典
と
し
て
日
本
に
流
布
し
た
『
金
光
明
最
勝
王
経
』「
滅
業
障
品
」
に
は
、
当
経
が
国
土
に
宣
説
さ
れ
た
際
に
沙
門

が
受
け
る
利
益
と
し
て
、
衣
食
住
薬
の
充
足
、
安
心
を
得
た
思
惟
読
経
、
山
林
に
お
け
る
安
楽
な
る
居
住
、
心
願
の
満
足
の
四
種
を
挙

げ
る26

。
ま
た
「
大
弁
才
天
女
品
」
に
は
、「
寂
静
蘭
若
処
に
お
い
て
、
大
声
に
て
前
呪
讃
法
を
誦
す
べ
し
」
と
あ
り27

、
山
林
寂
地
で
の

陀
羅
尼
の
誦
呪
が
説
か
れ
て
い
る
。
特
に
密
教
経
典
に
は
、
よ
り
具
体
的
な
修
行
法
が
説
か
れ
、
そ
の
適
所
と
し
て
山
林
の
閑
寂
地
を

挙
げ
る
場
合
が
多
く
、
例
え
ば
『
大
日
経
』「
真
言
行
学
処
品
」
に
は
、
真
言
行
の
学
処
と
し
て
先
ず
「
妙
山
と
輔
峰
と
半
巖
と
の
間
、

種
々
の
龕
窟
と
両
山
の
中
」
を
挙
げ
て
い
る28

。

こ
の
他
に
も
、
仏
典
に
は
山
林
に
て
修
行
す
る
者
が
散
見
さ
れ
、
ま
た
山
林
を
も
っ
て
修
行
の
適
所
と
す
る
記
述
は
枚
挙
に
暇
が
な

い
。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
描
写
が
す
ぐ
さ
ま
史
実
と
し
て
、
仏
典
が
編
纂
さ
れ
た
時
代
や
地
域
に
お
い
て
、
山
林
修
行
が
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
の
証
左
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
後
世
、
仏
典
を
紐
解
い
た
者
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
こ
に
説
か
れ
た
山
林
修
行
の
諸
相

は
、
修
行
者
が
実
践
す
べ
き
指
標
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
影
響
を
与
え
続
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

特
に
仏
教
が
中
国
に
伝
来
す
る
と
、
そ
の
傾
向
は
よ
り
高
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
中
国
で
は
山
岳
信
仰
が
盛
ん
で
、
仙
術
に
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よ
っ
て
仙
人
た
ら
ん
と
す
る
道
家
の
神
仙
思
想
が
あ
っ
た
。
山
に
は
神
霊
が
住
む
と
さ
れ29

、
不
老
不
死
を
求
め
て
入
山
す
る
者
も
あ
っ

た
。
中
国
に
お
い
て
入
山
の
風
潮
が
す
で
に
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
仏
教
者
の
山
林
修
行
に
拍
車
を
掛
け
た
こ
と
だ
ろ
う
。
中
国
の

僧
伝
に
記
さ
れ
た
高
僧
た
ち
の
事
績
を
見
る
と
、
山
林
で
修
行
し
た
者
が
多
く
あ
り
、
中
に
は
服
餌
や
辟
穀
と
い
っ
た
道
術
も
合
わ
せ

て
実
践
し
て
い
た
者
も
少
な
く
な
い30

。
ま
た
イ
ン
ド
で
重
視
さ
れ
た
乞
食
を
主
柱
と
す
る
「
頭
陀
」
も
、
中
国
で
は
「
斗
藪
」
と
漢
訳

さ
れ
、
出
家
者
の
修
行
形
態
は
乞
食
よ
り
む
し
ろ
山
居
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

も
と
も
と
阿
蘭
若
で
の
修
行
を
重
視
し
て
い
た
仏
教
で
あ
っ
た
が
、
中
国
に
て
そ
の
傾
向
は
高
ま
り
、
仏
教
者
の
山
林
修
行
は
盛
ん

で
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
例
と
し
て
、
廬
山
に
修
行
し
た
慧
遠
や
、
あ
る
い
は
天
台
山
や
五
台
山
、
峨
眉
山
、
九
華
山
な
ど
の
修
行
の
霊

山
が
挙
げ
ら
れ
る
。
東
晋
の
慧
遠
（
三
三
四
～
四
一
六
）
は
、
戒
定
慧
の
三
学
を
合
わ
せ
学
ぶ
高
僧
で
、
中
国
仏
教
の
方
向
性
を
確
立

し
た
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
廬
山
は
江
西
省
に
あ
る
名
山
で
、
慧
遠
は
廬
山
に
籠
も
り
三
十
年
余
り
下
山
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

た
だ
し
俗
世
と
の
交
渉
を
一
切
断
つ
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
名
声
は
広
く
聞
こ
え
、
多
く
の
道
俗
が
そ
の
徳
を
慕
っ
て
師
と
仰
い

だ
と
さ
れ
る
。
ま
た
廬
山
に
て
阿
弥
陀
の
念
仏
三
昧
の
結
社
（
白
蓮
社
）
を
結
び
、
あ
る
い
は
龍
泉
精
舎
に
て
降
雨
を
祈
る
な
ど
、
浄

土
信
仰
や
呪
術
的
側
面
を
有
す
る
人
物
で
も
あ
っ
た31

。

ま
た
浙
江
省
の
天
台
山
は
、
孫
綽
（
三
一
四
～
三
七
一
）
の
『
遊
天
台
山
賦
』
に
も
謳
わ
れ
た
霊
山
で
あ
る
が
、
智
顗
（
五
三
八
～

五
九
七
）
が
入
山
し
て
中
国
天
台
宗
の
根
本
道
場
と
な
っ
た
。
智
顗
は
『
天
台
小
止
観
』
に
て
、
禅
定
の
適
処
と
し
て
「
一
に
は
深
山

に
し
て
、
人
を
絶
す
る
の
処
な
り
」
と
す
る
な
ど32

、
深
山
で
の
修
禅
を
重
視
し
た
。
ま
た
山
西
省
の
五
台
山
は
北
魏
の
時
代
に
寺
院
が

建
て
ら
れ
、『
華
厳
経
』
所
説
の
清
涼
山
と
さ
れ
、
文
殊
菩
薩
の
霊
地
と
し
て
特
に
唐
代
以
降
に
信
仰
を
集
め
て
い
る
。
さ
ら
に
四
川

省
の
峨
眉
山
も
早
く
か
ら
神
仙
思
想
や
道
教
の
霊
地
と
さ
れ
、仏
教
伝
来
後
は
普
賢
菩
薩
の
霊
地
と
し
て
多
く
の
寺
院
が
建
立
さ
れ
た
。

そ
し
て
安
徽
省
の
九
華
山
は
、
新
羅
の
金
喬
覚
（
六
九
六
～
七
九
四
）
が
修
行
し
た
と
伝
承
さ
れ
、
後
に
地
蔵
菩
薩
の
霊
地
と
し
て
信
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仰
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
国
に
お
け
る
山
林
仏
教
の
盛
行
は
、
当
然
な
が
ら
朝
鮮
半
島
や
日
本
の
仏
教
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
は
ず
で
あ
る
。
三

韓
時
代
お
よ
び
新
羅
時
代
の
朝
鮮
仏
教
に
つ
い
て
、
そ
の
詳
細
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
百
済
に
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る
「
山

景
文
塼
」
に
は
、
浮
彫
で
表
し
た
山
岳
に
、
寺
院
や
僧
侶
が
配
さ
れ
て
お
り
、
山
岳
寺
院
を
描
い
た
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る33

。
ま
た

韓
国
の
仙
岩
寺
、
大
興
寺
、
法
住
寺
、
麻
谷
寺
、
通
度
寺
、
鳳
停
寺
、
浮
石
寺
の
七
ヶ
寺
は
、
韓
国
文
化
庁
が
「
韓
国
の
伝
統
山
寺
」

と
し
て
、
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
登
録
に
向
け
申
請
を
行
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
山
岳
に
創
建
さ
れ
た

寺
院
と
さ
れ
、
創
建
以
来
、
信
仰
、
修
行
、
生
活
の
機
能
を
併
せ
持
つ
総
合
寺
院
と
し
て
の
命
脈
を
保
っ
て
い
る
と
い
う34

。

（
４
）
日
本
古
代
に
お
け
る
山
林
修
行
の
概
要

さ
て
日
本
に
お
い
て
は
、
六
世
紀
の
仏
教
伝
来
当
初
、
山
林
で
の
仏
道
修
行
に
つ
い
て
こ
れ
を
示
唆
す
る
記
録
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な

い
。
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
頃
で
は
、
役
小
角
の
伝
承
が
有
名
で
あ
る
。
後
に
修
験
道
の
開
祖
に
仮
託
さ
れ
る
役
小
角
は
、
大
和
国

葛
城
山
に
住
し
た
が
、
文
武
三
年
（
六
九
九
）
に
弟
子
の
韓
国
連
広
足
の
讒
言
に
よ
り
、
伊
豆
に
配
流
さ
れ
た35

。
平
安
初
期
に
薬
師
寺

僧
景
戒
が
編
集
し
た
『
日
本
霊
異
記
』
に
拠
れ
ば
、
彼
は
優
婆
塞
で
孔
雀
王
の
呪
法
を
修
し
て
験
力
を
得
た
と
さ
れ
、
さ
ら
に
伊
豆
配

流
の
後
は
富
士
山
に
修
行
し
、
遂
に
仙
と
な
っ
て
飛
天
し
た
と
い
う36

。
す
で
に
中
国
に
お
い
て
、
山
林
修
行
に
際
し
て
道
術
を
実
践
し

た
仏
教
者
が
あ
り
、
役
小
角
も
こ
れ
と
同
様
に
、
道
教
的
信
仰
を
合
わ
せ
も
っ
た
仏
教
者
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
少
な
く

と
も
平
安
初
期
に
は
、
役
小
角
を
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
見
解
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

仏
教
者
の
入
山
に
関
す
る
史
料
の
初
見
は
、
皇
極
天
皇
四
年
（
六
四
五
）
に
古
人
大
兄
皇
子
や
大
海
人
皇
子
が
出
家
し
て
吉
野
に
入

る
と
い
う
記
事37

で
あ
る
。
た
だ
し
純
粋
な
山
林
修
行
と
い
う
よ
り
皇
位
継
承
争
い
の
保
身
に
よ
る
逃
避
の
意
味
も
あ
る
だ
ろ
う
。
大
和
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南
部
の
吉
野
は
、
当
時
の
中
心
地
か
ら
最
も
近
い
風
光
明
媚
な
山
岳
地
帯
で
、
既
に
皇
族
の
遊
山
探
勝
の
場
所
と
さ
れ
て
お
り
、
早
く

か
ら
修
道
の
地
と
さ
れ
て
い
た
。
当
時
の
貴
族
や
知
識
人
に
は
、
儒
教
や
仏
教
だ
け
で
な
く
、
道
教
的
信
仰
も
流
布
し
て
お
り
、
日
本

最
古
の
漢
詩
集
『
懐
風
藻
』
に
は
、
吉
野
を
神
仙
境
に
見
立
て
た
遊
山
詩
も
多
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
天
武
天
皇
十
四
年
（
六
八
五
）
に

は
天
皇
が
百
済
僧
法
蔵
と
優
婆
塞
を
美
濃
へ
遣
わ
し
、
仙
薬
の
一
つ
で
あ
る
白
朮
を
奉
ら
せ
る
な
ど38

、
場
合
に
よ
っ
て
は
仏
教
者
が
仙

薬
の
採
取
を
目
的
に
入
山
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

さ
て
奈
良
期
に
お
い
て
、
僧
尼
の
山
林
修
行
は
、『
僧
尼
令
』
第
十
三
禅
行
条
に
て
規
定
さ
れ
て
い
た
。
養
老
二
年
（
七
一
八
）
に

修
正
さ
れ
た
養
老
僧
尼
令
に
は39

、

凡
そ
僧
尼
に
禅
行
修
道
し
て
、
意
に
寂
静
を
楽
い
、
俗
に
交
わ
ら
ず
、
山
居
し
て
服
餌
を
求
め
ん
と
欲
す
る
者
有
ら
ば
、
三
綱
連

署
せ
よ
。
在
京
の
者
、僧
綱
よ
り
玄
蕃
を
経
よ
。
在
外
の
者
、三
綱
よ
り
国
郡
を
経
よ
。
実
を
勘
い
、並
び
に
録
を
官
に
申
せ
。
判
、

山
居
の
所
隷
す
る
国
郡
に
下
り
て
は
、
毎
に
山
に
在
る
を
知
り
、
別
に
他
処
に
向
か
う
こ
と
を
得
ざ
れ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
僧
尼
が
山
居
し
て
禅
行
修
道
す
る
際
に
は
、
京
内
の
者
に
つ
い
て
は
各
寺
の
三
網
か
ら
僧
綱
へ
、
他
国
の
者
に
つ

い
て
は
三
網
か
ら
国
郡
司
を
経
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
実
態
を
調
査
し
た
上
で
太
政
官
に
奏
上
し
て
許
可
を
得
て
、
そ
れ
に
基
づ
き
所
轄
の

国
郡
司
は
、
常
に
僧
尼
の
監
督
を
し
て
他
の
修
行
地
に
移
動
さ
せ
な
い
よ
う
に
と
し
て
い
る
。
な
お
こ
こ
に
「
服
餌
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
は
や
り
奈
良
期
以
前
の
仏
教
者
が
道
術
を
併
用
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
先
の
役
小
角
の
伝
承
を
考
慮
す
れ
ば
、
当
時
の
仏
教

者
に
は
、
仙
薬
の
採
取
や
成
仙
と
い
っ
た
道
教
的
信
仰
を
合
わ
せ
も
っ
て
入
山
す
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

さ
て
こ
う
し
た
律
令
下
に
あ
っ
て
、
養
老
二
年
（
七
一
八
）
十
月
に
は
、
太
政
官
か
ら
僧
綱
に
告
げ
て
、
無
許
可
で
山
林
に
入
り
庵

窟
を
造
り
、
市
里
を
乞
食
す
る
こ
と
を
禁
じ40

、
ま
た
天
平
元
年
（
七
二
九
）
四
月
に
は
、
異
端
を
学
習
し
て
幻
術
を
蓄
積
し
た
り
、
山

林
に
停
住
し
て
偽
っ
て
仏
法
と
言
う
者
は
、
斬
・
流
刑
に
処
す
と
さ
れ41

、
さ
ら
に
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
に
は
、
反
逆
の
徒
が
山
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林
寺
院
に
僧
を
集
め
て
読
経
悔
過
す
る
こ
と
を
禁
じ42

、
ま
た
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
十
月
に
は
、
僧
尼
や
優
婆
塞
夷
が
、
勅
語
に
よ
ら

な
い
で
、
山
林
寺
院
に
て
陀
羅
尼
を
読
み
、
壇
法
を
行
ず
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る43

。
そ
し
て
延
暦
十
八
年
（
七
九
九
）
六
月
に
は
、
本

寺
を
去
っ
て
山
林
に
隠
住
し
、
人
の
嘱
託
を
受
け
て
邪
法
を
行
う
沙
門
が
往
々
に
し
て
あ
る
た
め
、
山
林
の
精
舎
と
そ
こ
に
住
む
僧
尼
・

優
婆
塞
夷
を
報
告
せ
よ
と
の
勅
語
が
出
さ
れ
て
い
る44

。
す
で
に
古
江
亮
仁
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に45

、
こ
う
し
た
山
林
修
行
に
対
す
る
禁

令
は
、
長
屋
王
の
変
（
天
平
元
年
四
月
）、
恵
美
押
勝
の
乱
（
天
平
宝
字
八
年
）、
藤
原
種
継
射
殺
事
件
（
延
暦
四
年
九
月
）
な
ど
の
陰

謀
事
件
の
直
後
に
出
さ
れ
て
お
り
、
貴
族
社
会
の
勢
力
争
い
に
関
わ
る
不
穏
な
動
き
を
取
り
締
ま
る
意
味
も
あ
っ
て
、
無
許
可
で
の
山

林
修
行
や
仏
法
に
よ
ら
な
い
邪
法
が
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

他
方
、
朝
廷
の
政
策
に
は
、
山
林
修
行
に
対
し
て
尊
信
的
な
傾
向
も
見
ら
れ
る
。
聖
武
天
皇
は
神
亀
五
年
（
七
二
八
）
十
一
月
、
智

努
王
に
山
房
を
造
ら
せ
、
智
行
の
僧
九
人
を
置
き46

、
天
平
元
年
（
七
二
九
）
八
月
に
は
近
江
国
紫
郷
山
寺
を
官
寺
に
列
し
た47

。
ま
た
天

平
十
七
年
（
七
四
五
）
九
月
に
は
聖
武
天
皇
の
不
豫
に
際
し
、
京
師
畿
内
諸
寺
及
び
諸
名
山
の
浄
処
に
て
薬
師
悔
過
の
法
を
行
わ
せ
、

三
八
〇
〇
人
を
度
し
て
出
家
さ
せ
て
い
る48

。
さ
ら
に
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
淳
仁
天
皇
は
即
位
に
際
し
、
山
林
に
隠
遁
し
て
清
行

を
十
年
以
上
積
ん
だ
近
士
（
優
婆
塞
）
に
得
度
を
許
し
て
い
る49

。
ま
た
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
に
山
林
修
行
の
禁
令
を
出
し
た
称

徳
天
皇
が
崩
じ
、
光
仁
天
皇
が
即
位
す
る
と
、
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
に
僧
綱
は
直
ち
に
山
林
修
行
の
解
禁
を
奏
上
し
、
勅
許
を
得
て

い
る50

。
さ
ら
に
同
三
年
（
七
七
二
）
に
は
、
持
戒
や
看
病
に
秀
で
た
清
行
の
修
行
者
を
選
ん
で
十
禅
師
と
し
、
永
年
の
供
養
が
充
て
ら

れ
た51

。
続
く
桓
武
天
皇
も
山
林
仏
教
に
積
極
的
で
、
大
和
国
高
市
郡
の
子
嶋
山
寺
に
九
間
合
殿
を
建
造
し
て
十
一
面
観
音
を
供
養
し52

、
ま
た

皇
后
も
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
に
は
子
嶋
山
寺
に
田
を
喜
捨
し
、
春
秋
に
十
一
面
悔
過
を
行
わ
せ
て
い
る53

。
さ
ら
に
桓
武
天
皇
は
延
暦

五
年
（
七
八
六
）
に
近
江
国
滋
賀
郡
の
志
賀
山
に
梵
釈
寺
を
建
て54

、
延
暦
十
四
年
（
七
九
五
）
に
同
寺
に
禅
師
十
人
を
置
い
た55

。
そ
し
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て
延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）
に
は
山
中
に
て
苦
行
修
道
し
た
延
尊
・
聖
基
・
善
行
・
文
延
ら
四
人
の
僧
に
、
大
和
国
稲
四
百
束
を
施
し

て
い
る56

。
ま
た
延
暦
十
一
年
（
七
九
二
）
に
は
、
伝
燈
大
法
師
位
に
あ
っ
た
施
暁
が
、
山
林
修
行
に
関
す
る
奏
上
を
行
い
、
こ
れ
に
よ

り
山
林
修
行
の
住
処
に
本
寺
の
供
料
を
充
て
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る57

。

こ
う
し
た
朝
廷
の
政
策
を
通
じ
て
窺
え
る
こ
と
は
、
正
式
な
手
続
き
に
よ
る
僧
尼
の
山
林
修
行
は
尊
信
と
保
護
を
受
け
て
お
り
、
逆

に
無
許
可
に
よ
る
山
林
修
行
は
禁
制
さ
れ
て
い
た
が
、
往
々
に
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
中
国
で
の
山
林
修
行
の

盛
行
を
前
提
と
し
、
日
本
で
も
山
林
は
清
浄
な
場
所
と
認
識
さ
れ
て
お
り58

、
仏
教
者
は
よ
く
山
林
修
行
を
行
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

そ
の
身
分
も
僧
尼
を
は
じ
め
、
沙
弥
や
優
婆
塞
、
あ
る
い
は
私
度
や
俗
人
な
ど
様
々
で
あ
り
、
自
利
利
他
に
わ
た
る
種
々
な
る
修
行
が

行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

平
安
朝
初
期
に
成
立
し
た
『
日
本
霊
異
記
』
に
は
、
そ
れ
を
示
唆
す
る
説
話
が
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
先
述
し
た
役
優
婆
塞
の
ほ

か
に
も
、
法
器
山
寺
の
多
羅
禅
師59

、
吉
野
山
の
御
手
代
東
人60

、
平
群
山
寺
の
沙
弥
尼61

、
生
駒
山
寺
の
行
基
大
徳62

、
血
渟
上
山
寺
の
優
婆

塞63

、
奈
良
京
東
山
の
金
鷲
優
婆
塞64

、
吉
野
金
峯
の
広
達
禅
師65

、
馬
庭
山
寺
の
僧66

、
熊
野
の
永
興
禅
師67

、
泊
瀬
上
山
寺
の
沙
門
弁
宗68

、
信

天
原
山
寺
の
知
識
と
室
主69

、
吉
野
山
の
大
僧70

、
あ
る
山
寺
の
富
め
る
人71

、
真
木
原
山
寺
の
藤
原
広
足72

、
加
賀
郡
部
内
の
山
の
優
婆
塞73

、

菀
山
寺
の
女
人74

、
御
上
嶺
の
僧
恵
勝75

、
発
心
し
て
入
山
し
た
紀
馬
養76

、
石
鎚
山
の
寂
仙
菩
薩77

な
ど
の
行
状
が
伝
え
ら
れ
る
。
特
に
広
達

と
永
興
は
、
光
仁
期
に
十
禅
師
に
任
ぜ
ら
れ
て
お
り78

、
そ
の
史
実
性
を
確
認
し
う
る
。

な
お
参
考
ま
で
に
、
後
世
の
史
料
に
ま
で
範
囲
を
広
げ
れ
ば
、
奈
良
期
お
よ
び
そ
れ
以
前
の
山
林
修
行
者
と
し
て
、
越
前
白
山
の
泰

澄
、
大
和
吉
野
山
の
報
恩
、
諸
国
に
神
宮
寺
を
建
て
た
満
願
、
大
和
大
峰
山
の
禅
洞
、
豊
前
英
彦
山
の
忍
辱
と
法
蓮
、
大
和
金
峰
山
の

高
算
と
良
弁
、
近
江
金
勝
山
の
願
安
、
近
江
飯
道
山
の
安
敬
、
摂
津
勝
尾
山
の
善
仲
・
善
算
・
開
成
、
山
城
鞍
馬
山
の
鑑
禎
、
出
羽
羽

黒
山
の
黒
珍
、
越
前
白
山
の
蔵
縁
、
大
和
葛
城
山
の
道
鏡
、
大
和
泊
瀬
の
道
明
と
徳
道
、
道
融
、
大
和
吉
野
山
の
都
藍
尼
、
大
和
吉
野
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の
久
米
仙
人
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
伝
承
は
、
史
実
と
付
会
い
ず
れ
の
可
能
性
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
慎
重
な
考
察
が
必
要
と

な
る
が
、
中
に
は
何
か
し
ら
の
史
実
を
反
映
し
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

以
上
概
観
し
た
よ
う
に
、
諸
史
料
に
記
さ
れ
た
記
録
や
伝
承
を
総
合
す
れ
ば
、
奈
良
期
を
通
じ
て
山
林
修
行
を
行
っ
た
仏
教
者
が
存

在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
特
に
奈
良
末
期
以
降
は
、
光
仁
期
の
山
林
修
行
の
解
禁
と
十
禅
師
の
設
置
、
桓
武
期
の
梵
釈
寺
建
立
な

ど
、
優
れ
た
山
林
修
行
者
を
重
視
す
る
傾
向
が
高
ま
り
、
平
安
初
期
の
嵯
峨
期
・
淳
和
期
も
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。

つ
ま
り
奈
良
末
期
か
ら
平
安
初
期
に
至
る
と
、
山
林
修
行
に
尊
信
的
な
天
皇
の
も
と
、
実
際
に
山
林
に
て
修
行
す
る
仏
教
者
も
増
え

た
と
見
え
、
具
体
的
な
行
状
が
記
録
さ
れ
る
僧
も
多
く
な
る
。
例
え
ば
、
室
生
寺
の
創
建
に
関
わ
っ
た
賢
璟
（
七
一
四
～
七
九
三
）
や

修
円
（
？
～
八
三
五79

）、
梵
福
山
寺
に
隠
居
し
た
善
謝
（
七
二
四
～
八
〇
四
）、
伯
耆
や
備
中
に
遁
去
し
嵯
峨
天
皇
よ
り
殊
遇
を
賜
っ
た

玄
賓
（
七
三
四
～
八
一
八
）、
玄
賓
と
同
様
に
嵯
峨
天
皇
の
尊
崇
を
受
け
た
聴
福
（
生
没
不
詳
）、
下
野
国
補
陀
洛
山
を
開
山
し
た
勝

道
（
七
三
五
～
八
一
七
）、
東
国
に
斗
藪
し
て
磐
梯
山
慧
日
寺
に
住
し
た
徳
一
（
生
没
不
詳
）、
深
山
に
て
虚
空
蔵
法
を
修
行
し
た
護
命

（
七
五
〇
～
八
三
四
）、吉
野
に
て
山
林
修
行
に
励
ん
だ
勤
操
（
七
五
四
～
八
二
七
）、比
叡
山
に
修
行
し
天
台
宗
を
開
い
た
最
澄
（
七
六
七

～
八
二
二
）、
高
野
山
に
密
教
の
道
場
を
設
け
た
空
海
（
七
七
四
～
八
三
五
）
な
ど
、
こ
の
時
代
を
牽
引
し
た
僧
た
ち
が
積
極
的
に
山

林
修
行
や
山
寺
の
経
営
に
関
わ
っ
た
事
例
が
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

最
澄
と
空
海
が
そ
れ
ぞ
れ
、
山
林
修
行
を
重
視
す
る
天
台
宗
と
真
言
宗
を
開
宗
し
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
日
本
仏
教
の
展
開
に
も
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
平
安
中
後
期
に
は
諸
大
寺
の
僧
の
み
な
ら
ず
、
諸
国
を
遊
行
す
る
法
華
持
経
者
な
ど
も
山
林

修
行
を
行
っ
た
。
特
に
験
力
を
修
め
、
祈
祷
に
効
験
あ
る
者
は
〈
修
験
者
〉
と
称
さ
れ
、
人
々
の
信
仰
を
集
め
た
。
上
皇
や
貴
族
た
ち

の
霊
山
登
拝
も
盛
ん
と
な
り
、
主
と
し
て
修
験
者
が
そ
の
先
達
を
勤
め
た
。
鎌
倉
期
以
降
に
な
る
と
修
験
者
た
ち
が
独
自
の
立
場
を
確

立
し
、
本
山
派
や
当
山
派
正
大
先
達
衆
と
い
っ
た
修
験
教
派
を
形
成
す
る
に
至
る
。
さ
ら
に
は
密
教
を
基
調
と
し
つ
つ
、
山
岳
信
仰
や
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神
祇
信
仰
、
陰
陽
道
や
道
教
な
ど
を
取
り
入
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
修
験
道
が
成
立
す
こ
と
と
な
る
。
江
戸
期
に
は
修
験
道
が
公
的
な
教
派

と
し
て
成
立
し
、
各
地
の
村
落
に
は
祈
祷
に
従
事
す
る
里
修
験
が
定
着
し
、
庶
民
に
よ
る
霊
山
登
拝
も
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。

な
お
鎌
倉
期
に
は
中
国
よ
り
新
た
に
禅
宗
が
将
来
さ
れ
る
が
、
中
国
で
の
五
山
十
刹
制
度
を
模
し
て
、
日
本
で
も
鎌
倉
五
山
や
京
都

五
山
が
選
ば
れ
た
。
こ
れ
に
倣
っ
て
日
本
の
諸
宗
寺
院
の
多
く
は
、
た
と
え
平
地
に
あ
っ
て
も
山
号
を
付
す
の
が
一
般
的
と
な
る
。
日

本
に
お
け
る
仏
教
と
山
林
と
の
深
い
結
び
つ
き
を
端
的
に
示
唆
す
る
事
例
で
も
あ
ろ
う
。

（
５
）
先
行
研
究
の
動
向

と
こ
ろ
で
古
代
の
山
林
修
行
に
関
す
る
研
究
は80

、ま
ず
は
修
験
道
の
前
史
と
し
て
、和
歌
森
太
郎
氏
、堀
一
郎
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。

和
歌
森
太
郎
氏
は
、
中
世
に
成
立
す
る
修
験
道
の
前
史
と
し
て
、
古
代
の
葛
城
山
、
吉
野
、
熊
野
に
お
け
る
山
嶽
信
仰
に
注
目
し
、

こ
れ
ら
霊
山
の
自
然
的
条
件
、
さ
ら
に
は
各
々
の
歴
史
的
事
情
と
社
会
意
識
な
ど
、
複
合
的
な
由
来
に
よ
っ
て
各
山
の
信
仰
が
醸
成
さ

れ
た
様
子
を
述
べ
て
い
る
。
特
に
霊
山
に
お
け
る
仏
教
以
前
の
信
仰
を
読
み
解
き
、
そ
う
し
た
霊
山
信
仰
を
基
底
と
し
て
奈
良
期
に
仏

教
者
が
盛
ん
に
山
林
修
行
を
行
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
平
安
初
期
の
最
澄
・
空
海
に
よ
る
山
林
修
行
の
重
視
に
繋
が

り
、
さ
ら
に
密
教
の
所
産
た
る
験
者
が
多
く
山
林
修
行
を
積
み
、
こ
れ
が
世
に
歓
迎
さ
れ
た
こ
と
が
、
後
の
修
験
道
成
立
の
前
提
に
な

っ
た
と
の
見
通
し
を
立
て
た81

。

ま
た
堀
一
郎
氏
は
修
験
道
の
前
史
を
よ
り
体
系
的
に
整
理
し
、
奈
良
期
に
お
け
る
山
林
の
優
婆
塞
禅
師
の
呪
術
性
、
最
澄
と
空
海
に

よ
る
山
林
仏
教
、
平
安
仏
教
の
密
教
化
と
験
者
の
台
頭
、
験
者
の
山
林
斗
藪
と
巡
礼
と
い
っ
た
要
件
を
指
摘
し
て
い
る
。
堀
氏
は
特
に

修
験
道
の
端
緒
と
し
て
、
仏
教
以
前
の
民
間
の
呪
術
者
の
存
在
を
想
定
し
、
彼
ら
が
仏
教
に
転
向
し
、
私
度
的
な
優
婆
塞
や
沙
弥
な
ど
、

官
僧
と
は
一
線
を
画
す
修
行
者
が
多
数
輩
出
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
も
つ
呪
術
性
こ
そ
、
国
家
さ
ら
に
は
民
間
に
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お
い
て
要
求
さ
れ
た
点
で
あ
り
、
奈
良
後
期
に
は
彼
ら
の
修
行
法
と
態
度
が
、
都
市
の
大
寺
に
て
学
問
の
み
を
重
視
し
て
い
た
大
僧
に

も
導
入
さ
れ
、
そ
れ
が
最
澄
や
空
海
の
山
林
仏
教
へ
と
連
な
っ
た
と
し
た82

。

和
歌
森
氏
、
堀
氏
は
い
ず
れ
も
修
験
道
の
前
史
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
、
特
に
和
歌
森
氏
は
仏
教
以
前
の
山
嶽
信
仰
、

堀
氏
は
仏
教
以
前
の
民
間
呪
術
者
を
措
定
し
、
そ
の
系
譜
上
に
奈
良
期
に
お
け
る
仏
教
者
の
山
林
修
行
を
位
置
づ
け
て
い
る
。

ま
た
古
江
亮
仁
氏
は
仏
教
史
の
観
点
よ
り
、
平
安
初
期
の
最
澄
や
空
海
以
前
に
も
、
す
で
に
山
中
に
寺
院
が
営
ま
れ
、
仏
教
者
に
よ

っ
て
山
林
修
行
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
通
史
的
に
明
ら
か
に
し
た
。
特
に
山
林
修
行
が
盛
行
す
る
背
景
と
し
て
、
密
教
的
信
仰
の
流

行
、
優
婆
塞
や
私
度
僧
お
よ
び
農
民
な
ど
民
衆
と
山
林
修
行
者
と
の
結
合
、
貴
族
や
朝
廷
に
よ
る
尊
崇
的
傾
向
、
山
神
へ
の
信
仰
を
挙

げ
て
い
る
。
つ
ま
り
奈
良
期
に
お
け
る
山
寺
経
営
お
よ
び
山
林
修
行
は
、
山
神
信
仰
に
根
ざ
し
た
農
耕
社
会
、
お
よ
び
そ
れ
を
基
盤
と

す
る
国
家
の
支
持
の
も
と
、
現
世
利
益
と
い
う
社
会
の
宗
教
的
な
要
求
を
満
た
す
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た83

。

さ
ら
に
薗
田
香
融
氏
は
、
特
に
官
大
寺
僧
の
山
林
修
行
の
あ
り
方
と
意
義
に
つ
い
て
論
じ
、
古
代
の
山
林
修
行
は
、
私
度
や
民
間
的

な
呪
術
者
の
独
占
で
な
く
、
国
家
仏
教
と
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
深
い
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
た
と
し
た
。
つ
ま
り
元
興
寺
法
相

学
派
の
神
叡
・
尊
応
・
勝
悟
・
護
命
、
大
安
寺
三
論
学
派
の
道
慈
・
善
議
・
勤
繰
と
い
っ
た
、
奈
良
仏
教
を
代
表
す
る
学
僧
ら
は
、「
虚

空
蔵
求
聞
持
法
」
を
修
し
て
「
自
然
智
」
を
得
る
こ
と
を
目
的
に
、
吉
野
比
蘇
山
寺
を
は
じ
め
と
す
る
山
寺
に
入
っ
て
修
行
す
る
「
自

然
智
宗
」
を
形
成
し
た
と
い
う
。
ま
た
興
福
寺
法
相
学
派
の
賢
璟
・
修
円
ら
は
、
室
生
の
龍
穴
山
中
に
山
林
道
場
と
し
て
室
生
寺
を
創

建
し
、
山
部
親
王
（
後
の
桓
武
天
皇
）
の
御
病
に
際
し
て
、
延
寿
法
を
修
す
る
な
ど
し
た
と
さ
れ
、
こ
う
し
た
南
都
僧
の
山
林
修
行
に

お
け
る
呪
術
性
は
、
官
大
寺
を
中
心
と
す
る
学
解
仏
教
を
支
え
る
基
盤
で
あ
っ
た
と
し
た84

。
薗
田
氏
の
見
解
は
多
く
の
支
持
を
得
て
、

古
代
仏
教
の
呪
術
的
側
面
や
山
林
修
行
を
論
ず
る
際
の
定
説
と
な
っ
て
い
る85

が
、
後
述
す
る
よ
う
に
疑
問
視
す
る
研
究
も
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
逵
日
出
典
氏
は
、
長
谷
寺
や
室
生
寺
、
清
水
寺
な
ど
の
山
岳
寺
院
の
研
究
を
通
じ
、
先
行
研
究
を
総
括
し
て
、
当
代
の
山
岳
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修
行
・
山
岳
寺
院
の
歴
史
的
意
義
を
次
の
三
点
に
ま
と
め
た86

。
つ
ま
り
一
に
、
官
僧
の
山
林
修
行
は
『
僧
尼
令
』
や
諸
禁
令
に
よ
り
著

し
く
制
限
を
受
け
な
が
ら
も
、
官
大
寺
中
心
の
仏
教
を
支
え
る
基
盤
で
あ
っ
た
こ
と
、
一
に
は
民
間
の
山
岳
修
行
者
の
山
岳
寺
院
を
中

心
と
し
た
入
山
修
行
と
地
方
遊
行
は
、
地
方
民
間
に
仏
教
を
浸
透
さ
せ
、
地
方
社
会
の
神
仏
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
神
仏
習
合
の
発

展
を
促
す
な
ど
力
強
い
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
、
一
に
は
平
安
初
期
仏
教
誕
生
の
豊
か
な
土
壌
を
培
っ
た
こ
と
と
し
た
。

ま
た
船
岡
誠
氏
は
、
日
本
禅
宗
史
の
観
点
よ
り
、
古
代
に
お
け
る
「
禅
師
」
を
論
じ
、
禅
師
は
「
山
林
修
行
を
基
本
と
す
る
実
践
仏

教
家
で
、
禅
（
浄
）
行
を
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
験
力
に
よ
り
、
看
病
・
滅
罪
・
呪
術
な
ど
の
要
求
に
応
え
つ
つ
民
衆
を
教

化
す
る
僧
」
で
あ
る
と
し
た87

。
そ
し
て
在
野
的
性
格
を
帯
び
た
民
間
の
禅
師
の
台
頭
と
、
国
家
仏
教
の
中
核
を
担
う
既
成
仏
教
体
制
の

腐
敗
に
よ
り
、
禅
師
は
国
家
に
登
用
さ
れ
、
そ
う
し
た
山
林
仏
教
を
重
視
す
る
政
治
動
向
の
中
か
ら
平
安
仏
教
が
登
場
し
た
と
の
見
通

し
を
立
て
て
い
る
。

逵
氏
や
船
岡
氏
に
よ
る
整
理
は
大
い
に
参
考
と
な
る
が
、
国
家
仏
教
を
担
っ
た
官
僧
と
、
民
間
の
山
岳
修
行
者
や
禅
師
を
区
別
し
、

そ
れ
ら
が
統
合
さ
れ
て
平
安
仏
教
へ
繋
が
る
と
い
う
視
点
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

な
お
山
林
に
修
行
し
た
禅
師
が
国
家
に
登
用
さ
れ
た
代
表
例
と
し
て
よ
く
言
及
さ
れ
る
の
が
、
称
徳
天
皇
の
寵
を
得
て
法
王
と
な
っ

た
道
鏡
（
？
～
七
七
二
）
で
あ
る
。
す
で
に
横
田
健
一
氏
は
、
道
鏡
が
葛
城
山
に
て
如
意
輪
法
を
修
行
し
、
宿
曜
秘
法
を
も
っ
て
孝
謙

上
皇
を
看
病
し
た
と
の
伝
承
に
つ
い
て
、
信
憑
性
に
問
題
が
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
民
間
の
禅
師
が
国
家
に
登
用
さ
れ
た
他
の
事
例
を
も

と
に
、
ほ
ぼ
確
か
な
事
実
と
し
、
道
鏡
は
山
林
修
行
に
よ
っ
て
得
た
呪
験
力
、
特
に
密
教
の
新
知
識
を
も
っ
て
上
皇
や
貴
族
た
ち
の
信

望
を
博
し
た
と
し
た88

。
た
だ
し
横
田
氏
自
身
も
疑
念
を
呈
し
た
よ
う
に
、
道
鏡
が
密
教
修
法
や
山
林
修
行
を
実
践
し
て
い
た
こ
と
を
明

示
す
る
同
時
代
の
史
料
は
な
く
、
注
意
を
要
す
る
。

ま
た
横
田
氏
の
み
な
ら
ず
一
連
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、
山
林
修
行
と
呪
術
性
、
特
に
呪
的
な
密
教
を
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
傾
向
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が
顕
著
で
あ
る
が
、
当
時
の
仏
教
者
に
よ
る
山
林
修
行
は
そ
の
動
機
や
形
態
も
多
様
で
あ
り
、
呪
術
的
な
側
面
を
強
調
す
る
の
は
限
定

的
な
理
解
を
招
き
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。

一
方
、
考
古
学
の
分
野
で
は
、
早
く
は
一
九
三
〇
年
代
に
石
田
茂
作
氏89

が
「
山
岳
寺
院
」
の
伽
藍
配
置
を
類
型
化
し
、
そ
の
後

一
九
七
〇
年
代
頃
よ
り
景
山
春
樹
氏90

、
藤
井
直
正
氏91

に
よ
っ
て
「
山
岳
寺
院
」
に
関
す
る
総
括
的
な
見
解
が
提
示
さ
れ
た
。
そ
し
て

一
九
九
〇
年
代
頃
よ
り
近
江
昌
司
氏92

、
坂
詰
秀
一
氏93

ら
に
よ
っ
て
「
山
岳
寺
院
」
の
定
義
を
め
ぐ
る
問
題
が
明
確
化
し
、
さ
ら
に
斎
藤

忠
氏94

が
「
山
林
寺
院
」
の
概
念
を
提
唱
し
た
。
近
年
で
は
こ
れ
ら
を
包
括
し
た
「
山
寺
」
の
名
称
も
頻
用
さ
れ
、
山
に
営
ま
れ
た
寺
院

の
概
念
規
定
や
類
別
化
の
議
論
が
深
ま
っ
て
い
る95

。
こ
の
間
、
山
寺
の
発
掘
調
査
が
進
展
し
、
そ
の
成
果
が
次
々
と
報
告
さ
れ96

、
ま
た

建
築
史
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
な
さ
れ
る
な
ど97

、
当
代
の
山
寺
の
実
態
が
明
ら
か
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

特
に
久
保
智
康
氏
は
古
代
の
山
林
寺
院
の
空
間
構
成
を
論
じ
、
一
般
的
に
は
本
尊
を
祀
る
仏
地
を
奥
に
、
僧
侶
が
活
動
す
る
僧
地
を

手
前
に
配
す
る
伽
藍
類
型
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た98

。
ま
た
上
原
真
人
氏
は
出
土
瓦
の
同
笵
関
係
よ
り
、
古
代
の
国
分
寺
と
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
構
成
す
る
山
林
寺
院
の
存
在
を
実
証
し
た99

。
上
原
氏
に
よ
れ
ば
、
伊
賀
国
分
寺
と
毛
原
廃
寺
、
備
前
国
分
寺
と
香
登
廃
寺
、
下

野
国
分
寺
と
大
慈
寺
、
越
前
国
分
寺
と
マ
ン
ダ
ラ
寺
遺
跡
、
但
馬
国
分
寺
と
加
陽
大
市
遺
跡
、
近
江
国
分
寺
と
狛
坂
寺
、
因
幡
国
分
寺

と
栃
木
廃
寺
な
ど
は
、
遺
構
か
ら
同
じ
瓦
が
出
土
し
て
お
り
、
す
で
に
八
世
紀
に
は
地
方
に
お
い
て
も
、
国
分
寺
僧
の
山
林
修
行
の
場

と
し
て
、
近
郊
に
山
林
寺
院
が
営
ま
れ
た
と
い
う
。
上
原
氏
の
指
摘
は
、
中
央
の
み
な
ら
ず
地
方
で
も
、
国
分
寺
僧
が
山
林
寺
院
に
て

修
行
を
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

以
上
概
観
し
た
よ
う
に
、
古
代
に
お
け
る
山
林
修
行
や
山
寺
経
営
に
関
し
て
、
研
究
の
蓄
積
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
要
点
を
纏
め

る
と
、①
仏
教
以
前
の
山
嶽
信
仰
お
よ
び
民
間
宗
教
者
な
ど
の
素
地
、②
私
度
僧
や
優
婆
塞
な
ど
無
名
の
修
行
者
た
ち
の
存
在
、③
「
自

然
智
宗
」
に
代
表
さ
れ
る
中
央
官
僧
に
よ
る
実
践
と
国
家
へ
の
取
り
込
み
、
④
現
世
利
益
を
も
た
ら
す
呪
術
性
、
特
に
密
教
的
呪
法
へ
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の
期
待
、
そ
の
典
型
例
と
し
て
の
道
鏡
、
⑤
在
地
の
神
祇
信
仰
と
の
習
合
、
⑥
民
間
の
禅
師
た
ち
の
動
向
、
特
に
禅
宗
史
へ
の
位
置
づ

け
、
⑦
最
澄
や
空
海
な
ど
平
安
新
仏
教
へ
の
連
続
性
、
⑧
山
寺
の
概
念
規
定
、
⑨
山
寺
の
発
掘
調
査
、
な
ど
が
主
題
と
し
て
論
じ
ら
れ

て
き
た
。

（
６
）「
自
然
智
宗
」
を
め
ぐ
っ
て

こ
れ
ら
の
主
題
を
詳
し
く
見
て
い
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
議
論
の
余
地
が
あ
る
が
、
古
代
日
本
の
山
林
修
行
を
論
ず
る
上
で
、
今
日
最

も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
は
、
先
述
し
た
薗
田
氏
に
よ
る
「
自
然
智
宗
」
に
関
す
る
見
解
で
あ
る
。
以
下
、
薗
田
氏
の
論
述
を
詳
し

く
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
薗
田
氏
は
、『
扶
桑
略
記
』
が
引
用
す
る
「
延
暦
僧
録
」
所
説
の
「
神
叡
伝
」
に
、「
便
ち
芳
野
に
入
り
て
現
光
寺
に
依
る
。〈
略
〉

俗
に
時
の
伝
に
云
く
、
芳
野
僧
都
自
然
智
を
得
た
り
」100

と
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
天
平
元
年
（
七
二
九
）
に
少
僧
都
と
な
っ
た
神
叡
（
？

～
七
三
七
）
が
、
吉
野
の
現
光
寺
（
比
蘇
山
寺
）
に
て
修
行
し
、
人
々
か
ら
「
自
然
智
を
得
た
」
と
称
さ
れ
た
こ
と
に
着
目
し
た
。
さ

ら
に
薗
田
氏
は
、
嵯
峨
期
に
最
澄
が
著
し
た
『
顕
戒
論
』
に
「
若
し
辺
州
を
闕
学
の
失
と
嫌
わ
ば
、
何
に
況
ん
や
比
蘇
は
自
然
智
な
る

を
や
」101

と
あ
り
、
さ
ら
に
『
法
華
秀
句
』
に
も
「
若
し
比
蘇
及
び
義
淵
と
言
わ
ば
、
自
然
智
の
宗
に
し
て
禀
く
る
所
無
し
」102

と
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。
前
者
は
大
乗
戒
壇
問
題
に
て
最
澄
が
僧
綱
（
当
時
の
上
首
は
護
命
）
の
見
識
の
狭
さ
を
非
難
し
た
箇
所
で
あ
り
、
後

者
は
三
一
権
実
論
諍
に
て
法
相
の
徳
一
の
学
的
系
譜
の
弱
点
を
衝
い
た
部
分
で
あ
る
が
、い
ず
れ
も
「
比
蘇
自
然
智
」
や
「
自
然
智
宗
」

に
つ
い
て
、
最
澄
は
あ
ま
り
好
意
的
に
捉
え
て
い
な
い
。
薗
田
氏
は
こ
う
し
た
最
澄
の
言
説
を
も
と
に
、「
平
安
時
代
初
頭
、
最
澄
の

活
躍
し
て
い
た
こ
ろ
、
吉
野
の
比
蘇
山
寺
を
中
心
に
「
自
然
智
宗
」
と
い
う
一
派
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
護
命
や
徳
一
が
、
こ
の
一
派

と
何
ら
か
の
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
」
と
し
た
。
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薗
田
氏
は
こ
の
推
測
を
実
証
す
る
た
め
、『
続
日
本
後
紀
』
の
護
命
卒
伝
に
護
命
が
得
度
前
に
吉
野
山
に
入
っ
て
苦
行
し
た
と
あ
る

こ
と103

、
護
命
の
学
的
系
譜
が
勝
虞
・
尊
応
・
神
叡
と
遡
れ
る
こ
と104

を
挙
げ
、「
比
蘇
山
寺
に
は
神
叡
の
入
山
以
来
、「
自
然
智
宗
」
と
よ

ば
れ
る
山
林
修
行
の
伝
統
が
形
成
さ
れ
、元
興
寺
法
相
学
派
の
一
派
が
そ
の
中
核
体
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
結
論
さ
れ
る
」
と
述
べ
た
。

さ
ら
に
最
澄
の
『
内
証
仏
法
血
脈
譜
』
所
引
の
道
璿
伝
に
、
唐
僧
の
道
璿
が
「
比
蘇
山
寺
に
退
去
す
」105

と
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
律
・
禅
・

天
台
・
華
厳
に
造
詣
の
深
い
道
璿
も
「
自
然
智
」
の
行
者
に
加
わ
っ
た
と
し
、「
自
然
智
宗
」
は
特
定
の
宗
派
・
学
派
に
限
ら
ず
、
宗

学
の
前
提
と
な
る
よ
う
な
天
賦
の
叡
智
の
獲
得
が
共
通
の
目
的
で
あ
っ
た
と
し
た
。

さ
ら
に
薗
田
氏
は
、『
元
亨
釈
書
』
の
神
叡
伝
に
神
叡
が
虚
空
蔵
菩
薩
の
霊
感
を
得
た
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と106

、『
今
昔
物
語
』
に
て
神

叡
が
吉
野
現
光
寺
（
比
蘇
山
寺
）
に
て
虚
空
蔵
菩
薩
に
自
然
智
の
賦
与
を
祈
願
し
た
と
の
伝
が
あ
る
こ
と107

、
沙
弥
の
護
命
が
月
の
上
半

に
深
山
に
て
虚
空
蔵
法
を
修
し
た
こ
と108

な
ど
を
挙
げ
、「「
自
然
智
宗
」
と
は
「
虚
空
蔵
求
聞
持
法
」
に
よ
っ
て
「
聞
持
」
の
智
慧
を
得

る
こ
と
を
目
標
と
し
た
山
林
修
行
の
一
派
で
あ
る
」
と
し
、
自
然
智
宗
と
虚
空
蔵
求
聞
持
法
を
結
び
つ
け
て
解
釈
し
た
。

そ
し
て
薗
田
氏
は
、『
三
教
指
帰
』
序
文
に
若
年
の
空
海
が
虚
空
蔵
求
聞
持
法
を
修
し
た
と
あ
る
こ
と109

、『
三
教
指
帰
註
』
に
道
慈
・

善
議
・
勤
操
・
空
海
と
い
う
求
聞
持
法
相
承
の
伝
を
載
せ
る
こ
と110

、
道
慈
の
入
唐
中
に
善
無
畏
が
長
安
に
て
『
虚
空
蔵
菩
薩
能
満
諸
願

最
勝
心
陀
羅
尼
求
聞
持
法
』
一
巻
を
訳
出
し
て
い
る
こ
と111

、『
覚
禅
鈔
』
に
空
海
の
弟
子
の
道
昌
が
法
輪
虚
空
蔵
加
持
力
に
依
っ
て
自

然
智
を
得
た
と
あ
る
こ
と112

、『
僧
綱
補
任
』
裏
書
き
に
法
隆
寺
の
中
興
と
さ
れ
る
道
詮
が
虚
空
蔵
求
聞
持
法
を
修
し
て
自
然
智
を
得
た

と
あ
る
こ
と113

な
ど
を
も
と
に
、
大
安
寺
三
論
学
派
さ
ら
に
は
空
海
と
そ
の
弟
子
た
ち
に
も
、
求
聞
持
法
を
修
し
て
自
然
智
を
得
る
相
承

が
あ
っ
た
と
し
た
。

そ
の
上
で
薗
田
氏
は
、
当
時
の
優
婆
塞
の
得
度
の
条
件
と
し
て
、
経
典
や
陀
羅
尼
の
暗
誦
や
三
年
以
上
の
浄
行
が
課
せ
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
挙
げ
、
求
聞
持
法
に
よ
る
山
林
修
行
は
一
部
エ
リ
ー
ト
僧
だ
け
に
限
ら
ず
、
一
般
僧
侶
も
切
実
な
関
心
を
持
っ
て
、
暗
記
力
が
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得
ら
れ
る
と
さ
れ
る
求
聞
持
法
に
接
し
て
い
た
と
推
察
し
た
。
そ
し
て
そ
の
呪
術
性
は
学
解
仏
教
を
支
え
る
基
盤
で
あ
っ
た
と
し
、「
南

都
六
宗
の
規
模
と
官
大
寺
の
構
成
が
整
え
ら
れ
る
と
、「
優
婆
塞
貢
進
」
と
い
う
形
で
僧
尼
は
絶
え
ず
山
林
か
ら
供
給
さ
れ
、
官
寺
や

宮
廷
に
属
し
た
「
官
僧
」
た
ち
も
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
時
々
山
林
で
補
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
述
べ
た
。

薗
田
氏
以
前
に
お
い
て
、
山
林
仏
教
は
私
度
や
民
間
の
呪
術
者
の
独
占
と
さ
れ
、
官
大
寺
や
宮
廷
の
国
家
仏
教
に
対
立
す
る
性
質
の

も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
薗
田
氏
は
、
官
僧
た
ち
も
「
自
然
智
宗
」
な
る
山
林
修
行
の
一
派
を
形
成
し
、
吉
野
比
蘇
山

寺
を
中
心
に
虚
空
蔵
求
聞
持
法
と
い
う
密
教
修
法
を
実
践
し
て
お
り
、
山
林
修
行
に
よ
る
呪
術
性
は
古
代
仏
教
に
と
っ
て
取
去
る
こ
と

の
で
き
な
い
重
要
な
部
分
を
形
づ
く
っ
て
い
た
と
結
論
づ
け
た
。
こ
の
指
摘
は
画
期
的
で
あ
り
、
そ
の
後
に
お
け
る
定
説
と
な
っ
て
い

る
。そ

の
一
方
で
、
末
木
文
美
士
氏
、
前
谷
彰
（
恵
紹
）
氏
、
北
尾
隆
心
氏
ら
は
薗
田
氏
の
見
解
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。

末
木
氏
は
、
自
然
智
の
語
源
で
あ
る
梵
語
のsvayaṃ

bhu-jñāna

と
は
、
他
に
よ
ら
ず
自
分
自
身
で
得
た
智
慧
、
無
師
独
悟
の
意
で

あ
り
、
自
然
智
と
虚
空
蔵
求
聞
持
法
を
結
び
つ
け
る
必
要
は
な
く
、
ま
た
最
澄
の
言
う
「
比
蘇
」
は
神
叡
を
指
し
、
さ
ら
に
「
自
然
智

宗
」
と
は
単
に
「
自
然
智
と
い
う
立
場
」
く
ら
い
の
意
味
で
、
比
蘇
山
寺
を
中
心
と
す
る
特
定
の
一
派
・
宗
派
を
想
定
す
る
必
然
性
は

な
い
と
し
た114

。

さ
ら
に
前
谷
氏
は
一
連
の
論
攷
に
お
い
て
、
最
澄
の
著
作
に
見
え
る
「
自
然
智
」
と
は
「
自
学
自
研
に
よ
っ
て
得
る
智
慧
」
と
い
う

意
味
で
、
虚
空
蔵
求
聞
持
法
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と115

、
自
然
智
と
虚
空
蔵
菩
薩
や
求
聞
持
法
と
の
結
び
つ
き
は
説
話
伝
承
に
よ
る
後

世
の
付
会
で
あ
る
こ
と116

、
道
慈
に
よ
る
求
聞
持
法
将
来
説
は
信
憑
性
に
乏
し
い
こ
と117

な
ど
を
指
摘
し
、
吉
野
比
蘇
山
寺
を
本
拠
に
求
聞

持
法
を
修
す
る
「
自
然
智
宗
」
な
る
一
派
が
存
在
し
た
と
い
う
見
解
は
見
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
さ
ら
に
前
谷
氏
は
、
神
叡

や
道
璿
の
比
蘇
山
寺
入
山
の
動
機
が
疾
病
治
癒
に
あ
っ
た
こ
と
、
山
林
修
行
は
単
に
呪
的
能
力
の
獲
得
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
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と
、
山
林
修
行
に
一
処
不
住
と
一
処
止
住
の
様
相
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
一
括
り
に
「
山
林
修
行
」
と
い
う
定
型
句
に
集
約
す

る
の
で
は
な
く
、
多
面
的
な
山
林
修
行
の
概
念
規
定
を
明
確
に
し
、
そ
の
展
開
を
緻
密
に
跡
づ
け
る
必
要
性
を
述
べ
た118

。

ま
た
北
尾
氏
は
、虚
空
蔵
菩
薩
と
自
然
智
と
の
関
係
は
、『
大
方
等
大
集
経
』「
虚
空
蔵
菩
薩
品
」
等
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、

最
澄
の
い
う
「
自
然
智
宗
」
に
お
い
て
は
、
虚
空
蔵
求
聞
持
法
で
は
な
く
、『
大
方
等
大
集
経
』「
虚
空
蔵
菩
薩
品
」
に
基
づ
く
実
践
が

な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
し
た119

。
さ
ら
に
空
海
が
修
し
た
求
聞
持
法
に
つ
い
て
は
、『
三
教
指
帰
』
序
文
な
ど
に
「
明
星
来
影
」

と
あ
る
も
の
の
、
本
軌
と
さ
れ
る
善
無
畏
訳
『
虚
空
蔵
求
聞
持
法
』
に
「
明
星
」
の
記
述
は
な
く
、
む
し
ろ
密
教
以
前
の
虚
空
蔵
経
典

に
「
明
星
」
の
記
述
が
頻
出
す
る
こ
と
を
挙
げ
、
空
海
の
求
聞
持
法
が
一
般
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
善
無
畏
訳
『
虚
空
蔵
求
聞
持
法
』
の

系
譜
上
に
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
て
い
る120

。

こ
こ
で
今
一
度
、
当
時
の
自
然
智
や
虚
空
蔵
求
聞
持
法
に
関
す
る
同
時
代
の
史
料
を
整
理
す
る
と
、

①
奈
良
時
代
初
期
、
神
叡
が
吉
野
現
光
寺
（
比
蘇
山
寺
）
に
庵
を
結
ん
で
二
十
年
以
上
修
行
し
、
人
々
よ
り
「
自
然
智
を
得
た
」
と

称
さ
れ
た
こ
と
。

②
弘
仁
十
年（
八
一
九
）と
弘
仁
十
二
年（
八
二
一
）に
、最
澄
が
僧
綱
や
徳
一
を
非
難
す
る
言
説
の
中
で
、「
比
蘇
は
自
然
智
な
る
を
や
」

「（
義
淵
や
比
蘇
は
）
自
然
智
の
宗
に
し
て
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
こ
と
。

③
天
平
神
護
二
年
（
七
六
六
）
か
ら
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
こ
ろ
、
当
時
沙
弥
で
あ
っ
た
護
命
が
、
月
の
上
半
は
深
山
に
入
っ

て
「
虚
空
蔵
法
」
を
修
し
、
月
の
下
半
は
本
寺
に
て
宗
旨
を
研
精
し
た
こ
と
。

④
延
暦
十
二
年
（
七
九
三
）
か
ら
十
七
年
（
七
九
八
）
こ
ろ
、
得
度
前
の
空
海
が
一
沙
門
よ
り
「
虚
空
蔵
聞
持
法
」
を
授
か
り
、
阿

波
大
滝
嶽
や
土
佐
室
戸
崎
に
て
実
修
し
た
こ
と
。

以
上
の
四
点
が
確
認
さ
れ
る
。
確
か
に
吉
野
は
古
代
以
来
、
代
表
的
な
山
林
修
行
の
場
で
あ
り
、
ま
た
中
世
以
降
に
な
れ
ば
、
虚
空
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蔵
求
聞
持
法
を
修
し
て
自
然
智
を
得
た
と
い
う
記
述
も
諸
史
料
に
見
ら
れ
る
。
薗
田
氏
は
そ
う
し
た
傍
証
お
よ
び
後
世
の
伝
承
を
も
と

に
、
奈
良
期
に
お
い
て
吉
野
比
蘇
山
寺
を
中
心
に
虚
空
蔵
求
聞
持
法
を
実
修
す
る
「
自
然
智
宗
」
を
想
定
し
、
そ
れ
が
当
時
の
僧
侶
一

般
に
も
推
量
し
う
る
と
し
た
。

し
か
し
末
木
氏
や
前
谷
氏
が
反
駁
し
た
よ
う
に
、「
比
蘇
」
と
は
神
叡
そ
の
人
を
指
し
、
ま
た
「
自
然
智
」
と
「
求
聞
持
法
」
は
直

接
に
は
結
び
つ
か
ず
、
神
叡
や
道
璿
、
護
命
ら
を
「
自
然
智
宗
」
と
い
う
特
定
の
一
派
と
し
て
一
括
り
に
捉
え
る
こ
と
は
疑
問
が
残
る
。

ま
し
て
そ
れ
を
古
代
の
僧
侶
一
般
に
ま
で
普
遍
化
す
る
に
は
根
拠
に
乏
し
い
。
ま
た
北
尾
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
最
澄
の
い
う
「
自
然

智
宗
」
に
お
い
て
、
密
教
以
前
の
虚
空
蔵
系
の
経
典
に
基
づ
く
修
行
法
が
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
、
護
命
の
「
虚
空
蔵
法
」
や

空
海
の
「
虚
空
蔵
聞
持
法
」
を
単
に
善
無
畏
訳
『
虚
空
蔵
求
聞
持
法
』
に
よ
る
密
教
修
法
と
同
一
視
す
る
こ
と
も
早
計
と
な
る
だ
ろ
う
。

薗
田
氏
の
見
解
は
あ
く
ま
で
ひ
と
つ
の
推
論
で
あ
り
、
そ
の
信
憑
性
に
は
疑
問
が
あ
っ
て
、
中
央
官
僧
が
積
極
的
に
山
林
修
行
を
実

践
し
て
い
た
主
た
る
具
体
例
と
し
て
、
薗
田
氏
が
提
唱
し
た
「
自
然
智
宗
」
説
を
採
用
す
る
に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

と
す
れ
ば
、
薗
田
氏
が
提
示
し
た
山
林
修
行
の
意
義
も
再
考
を
要
す
る
。
つ
ま
り
「
自
然
智
宗
」
に
代
表
さ
れ
る
密
教
修
法
に
基
づ

く
山
林
修
行
の
呪
術
性
は
、
学
解
と
と
も
に
古
代
仏
教
を
支
え
る
重
要
な
基
盤
で
あ
っ
た
と
す
る
学
説
も
、
そ
の
論
拠
が
不
確
か
な
も

の
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
７
）
今
後
の
課
題

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
奈
良
・
平
安
初
期
に
お
い
て
山
林
修
行
を
実
践
し
た
仏
教
者

が
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
薗
田
氏
が
想
定
し
た
「
自
然
智
宗
」
説
と
は
ま
た
別
の
角
度
か
ら
も
詳
し
く
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
先
行
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研
究
で
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
い
山
林
修
行
の
具
体
例
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
丹
念
に
整
理
し
、
そ
の
上
で
古
代
に
お
け
る
山
林

修
行
の
意
義
を
改
め
て
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
。

ま
た
先
行
研
究
に
お
い
て
、
山
林
修
行
に
関
す
る
社
会
史
的
あ
る
い
は
考
古
学
的
視
点
に
よ
る
研
究
は
進
展
し
た
も
の
の
、
そ
の
宗

教
的
な
文
脈
に
お
け
る
理
解
、
つ
ま
り
主
た
る
実
践
者
で
あ
っ
た
仏
教
者
自
身
の
信
念
や
目
的
意
識
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
護
持
し
た
為

政
者
や
諸
人
の
仏
教
信
仰
、
さ
ら
に
は
仏
教
全
体
か
ら
見
た
当
時
の
山
林
修
行
の
特
徴
な
ど
、
仏
教
学
の
視
点
か
ら
の
考
察
は
必
ず
し

も
充
分
と
は
言
え
な
い
。

例
え
ば
、
施
暁
に
よ
る
山
林
修
行
に
関
す
る
奏
上
な
ど
は
、
当
時
の
僧
侶
の
山
林
修
行
に
関
す
る
意
識
や
経
済
状
況
な
ど
を
伝
え
る

史
料
で
あ
り
、
ま
た
桓
武
天
皇
に
よ
る
梵
釈
寺
の
造
営
や
、
嵯
峨
天
皇
に
よ
る
玄
賓
へ
の
支
援
な
ど
は
、
山
林
修
行
を
外
護
す
る
為
政

者
の
信
仰
や
山
林
修
行
の
国
家
的
な
意
義
を
考
察
す
る
の
に
看
過
し
得
な
い
事
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
勝
道
に
よ
る
日
光
山
開
山
は
、
こ

れ
を
裏
づ
け
る
文
献
と
遺
物
が
あ
り
、
当
時
の
山
林
修
行
の
実
態
と
意
義
を
明
示
す
る
有
益
な
実
践
例
で
あ
る
。

こ
う
し
た
施
暁
や
玄
賓
、
勝
道
、
あ
る
い
は
梵
釈
寺
な
ど
の
事
例
は
、
古
代
の
山
林
修
行
に
関
し
て
中
心
的
な
議
論
の
対
象
と
す
べ

き
も
の
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
。
ま
た
こ
の
他
に
も
参
考
と
す
べ
き
事
例
は
随
所
に
見

受
け
ら
れ
る
。
さ
ら
は
歴
史
学
や
国
文
学
、
考
古
学
な
ど
、
諸
分
野
の
成
果
も
充
分
に
参
照
す
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

古
代
に
お
け
る
山
林
修
行
に
関
す
る
研
究
は
未
だ
途
上
に
あ
り
、
ま
ず
は
一
つ
一
つ
の
事
例
に
つ
い
て
、
そ
の
事
実
関
係
を
整
理
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
上
で
そ
の
宗
教
的
お
よ
び
社
会
的
意
義
を
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
が
、
不
可
欠
な
課
題
と
し
て
見
出
し
う
る
だ
ろ

う
。
ま
た
そ
れ
は
古
代
仏
教
の
あ
り
方
を
論
ず
る
上
で
も
有
益
な
視
座
を
与
え
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
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注1 

黒
板
勝
美
『
更
訂
国
史
の
研
究
』
各
説
上
（
岩
波
書
店
・
一
九
三
二
年
）

2 

辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史
』
一
・
上
世
篇
（
岩
波
書
店
・
一
九
四
四
年
）

3 

二
葉
憲
香
『
古
代
仏
教
思
想
史
研
究
』（
永
田
文
昌
堂
・
一
九
六
二
年
）

4 

井
上
光
貞
『
日
本
古
代
の
国
家
と
仏
教
』（
岩
波
書
店
・
一
九
七
一
年
）

5 

松
長
有
慶
『
密
教
の
歴
史
』「
日
本
に
お
け
る
密
教
受
容
の
基
盤
」（
平
楽
寺
書
店
・
一
九
六
九
年
）

6 

吉
田
一
彦
『
日
本
古
代
社
会
と
仏
教
』（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
九
五
年
）、
同
『
古
代
仏
教
を
よ
み
な
お
す
』（
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
〇
六
年
）

7 

中
井
真
孝
『
日
本
古
代
仏
教
制
度
史
の
研
究
』（
法
蔵
館
・
一
九
九
一
年
）

8 

鈴
木
景
二
「
都
鄙
間
交
通
と
在
地
秩
序
─
奈
良
・
平
安
初
期
の
仏
教
を
素
材
と
し
て
─
」（『
日
本
史
研
究
』
三
七
九
・
一
九
九
四
年
）

9 

藤
本
誠
『
古
代
国
家
仏
教
と
在
地
社
会
─
日
本
霊
異
記
と
東
大
寺
諷
誦
文
稿
の
研
究
─
』（
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
一
六
年
）

10 『
続
日
本
紀
』
一
七
「
天
平
勝
宝
元
年
十
月
丙
子
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
二
〇
五
頁
）
に
「
河
内
国
寺
六
十
六
区
見
住
僧
尼
及
沙
弥
沙
弥
尼
」、

『
続
日
本
紀
』
一
九
「
天
平
勝
宝
八
歳
六
月
癸
夘
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
二
二
六
）
に
「
僧
并
沙
弥
一
千
一
百
餘
人
」
と
あ
る
。

11 『
続
日
本
紀
』
八
「
養
老
四
年
正
月
丁
巳
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
七
九
頁
）

12 

佐
藤
文
子
「
古
代
の
得
度
に
関
す
る
基
本
概
念
の
再
検
討
─
官
度
・
私
度
・
自
度
を
中
心
に
─
」（『
日
本
仏
教
綜
合
研
究
』
八
・
二
〇
〇
九
年
）

13 

吉
田
一
彦
「
古
代
の
私
度
僧
に
つ
い
て
」（『
日
本
古
代
社
会
と
仏
教
』
吉
川
弘
文
館
・
一
九
九
五
年
）

14 『
続
日
本
紀
』
一
一
「
天
平
三
年
八
月
癸
未
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
一
二
六
五
頁
）
に
「
比
年
隨
逐
行
基
法
師
。
優
婆
塞
優
婆
夷
等
」
と
あ
る
。
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15 『
日
本
後
紀
』
八
「
延
暦
十
八
年
六
月
乙
酉
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
二
二
頁
）
に
「
山
林
精
舍
并
居
住
比
丘
優
婆
塞
」
と
あ
る
。

16 『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
上
「
慇
懃
帰
信
観
音
願
福
分
以
現
得
大
福
徳
縁
第
卅
一
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
二
三
～
二
二
四
頁
）

17 『
大
般
涅
槃
経
』
一
四
「
聖
行
品
第
七
之
四
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
一
二
・
四
四
九
中
～
四
五
一
頁
中
）

18 

法
隆
寺
の
玉
虫
厨
子
に
描
か
れ
る
山
岳
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
智
治
「
山
岳
表
現
考
─
古
代
中
国
か
ら
法
隆
寺
の
玉
虫
厨
子
へ
─
」（『
佛
教
大
学
総
合

研
究
所
紀
要
』
一
九
・
二
〇
一
二
年
）
に
詳
し
い
。

19 

中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
─
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
─
』（
岩
波
文
庫
・
一
九
八
四
年
・
八
六
頁
）

20 

中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
─
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
─
』（
岩
波
文
庫
・
一
九
八
四
年
・
一
〇
〇
頁
）

21 

永
崎
亮
寛
「
初
期
仏
教
に
お
け
る
頭
陀
行
に
つ
い
て
」（『
密
教
文
化
』
一
二
九
・
一
九
八
〇
年
）

22 『
妙
法
蓮
華
経
』
一
「
序
品
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
九
・
三
上
～
四
頁
下
）

23 『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
六
二
「
入
法
界
品
第
三
十
九
之
三
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
一
〇
・
三
三
四
頁
上
）

24 『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
六
八
「
入
法
界
品
第
三
十
九
之
九
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
一
〇
・
三
六
六
頁
下
）

25 『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
四
五
「
諸
菩
薩
住
処
品
第
三
十
二
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
一
〇
・
二
四
一
頁
中
）

26 『
金
光
明
最
勝
王
経
』
三
「
滅
業
障
品
第
五
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
一
六
・
四
一
七
頁
中
～
下
）

27 『
金
光
明
最
勝
王
経
』
七
「
大
弁
才
天
女
品
第
十
五
之
一
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
一
六
・
四
三
六
頁
中
）

28 『
大
毘
盧
遮
那
成
仏
神
変
加
持
経
』
七
「
供
養
次
第
法
中
真
言
行
学
処
品
第
一
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
一
八
・
四
三
六
頁
中
）

29 『
抱
朴
子
』
内
篇
一
七
「
登
渉
」（『
抱
朴
子
内
篇
校
釈
（
増
訂
本
）〈
新
編
諸
子
集
成
〉』・
中
華
書
局
・
二
九
九
頁
）

30 『
梁
高
僧
伝
』
一
二
「
亡
身
・
釈
法
光
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
四
〇
五
頁
下
）
な
ど
。

31 『
高
僧
伝
』
六
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
三
五
七
下
～
三
六
一
頁
上
）、
木
村
英
一
編
『
慧
遠
研
究
』（
創
文
社
・
一
九
六
二
年
）
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32 

大
野
栄
人
・
伊
藤
光
壽
・
武
藤
明
範
『
天
台
小
止
観
の
譯
註
研
究
』（
山
喜
房
佛
書
林
・
二
〇
〇
四
年
・
二
一
頁
）

33 『
聖
と
隠
者
─
山
水
に
心
を
澄
ま
す
人
々
─
』（
奈
良
国
立
博
物
館
・
一
九
九
九
年
・
二
〇
頁
、
一
九
四
頁
）

34 『
朝
鮮
日
報
』
二
〇
一
七
年
二
月
二
日
・
ソ
ウ
ル
聯
合
ニ
ュ
ー
ス
「「
韓
国
の
伝
統
山
寺
」
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
登
録
を
申
請
」

35 『
続
日
本
紀
』
一
「
文
武
三
年
五
月
丁
丑
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
四
頁
）

36 『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
上
「
修
持
孔
雀
王
呪
法
得
異
験
力
以
現
作
仙
飛
天
縁
第
廿
八
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
二
〇
～
二
二
一
頁
）

37 『
日
本
書
紀
』
二
五
「
孝
徳
天
皇
即
位
前
紀
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
下
・
二
一
六
頁
）、『
日
本
書
紀
』
二
七
「
天
智
天
皇
十
年
十
月
壬
午
条
」（『
新

訂
増
補
国
史
大
系
』
一
下
・
三
〇
一
頁
）

38 『
日
本
書
紀
』
二
九
「
天
武
天
皇
十
四
年
十
月
庚
辰
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
下
・
三
七
九
頁
）

39 『
令
義
解
』
二
「
僧
尼
令
禅
行
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
二
・
八
四
～
八
五
頁
）

40 『
続
日
本
紀
』
八
「
養
老
二
年
十
月
庚
午
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
七
四
～
七
五
頁
）

41 『
続
日
本
紀
』
一
〇
「
天
平
元
年
四
月
癸
亥
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
一
一
六
～
一
一
七
頁
）

42 『
続
日
本
紀
』
三
一
「
宝
亀
元
年
十
月
丙
辰
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
三
八
六
頁
）

43 『
類
聚
三
代
格
』
二
「
昌
泰
四
年
二
月
十
四
日
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
五
・
七
四
頁
）

44 『
日
本
後
紀
』
八
「
延
暦
十
八
年
六
月
乙
酉
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
二
二
頁
）

45 

古
江
亮
仁
「
奈
良
時
代
に
於
け
る
山
寺
の
研
究
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
三
九
・
一
九
五
四
年
）

46 『
続
日
本
紀
』
一
〇
「
神
亀
五
年
十
一
月
乙
未
条
・
庚
申
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
一
一
四
頁
）

47 『
類
聚
国
史
』
一
八
〇
「
諸
寺
・
天
平
元
年
八
月
癸
亥
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
二
五
五
頁
）

48 『
続
日
本
紀
』
一
六
「
天
平
十
七
年
九
月
癸
酉
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
一
八
四
頁
）
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49 『
続
日
本
紀
』
二
一
「
天
平
宝
字
二
年
八
月
庚
子
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
二
五
三
頁
）

50 『
続
日
本
紀
』
三
一
「
宝
亀
元
年
十
月
丙
辰
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
三
八
六
頁
）

51 『
続
日
本
紀
』
三
二
「
宝
亀
三
年
三
月
丁
亥
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
四
〇
二
頁
）

52 『
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
』
三
（『
鈴
木
版
大
日
本
仏
教
全
書
』
六
二
・
五
六
頁
上
）

53 『
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
』
三
（『
鈴
木
版
大
日
本
仏
教
全
書
』
六
二
・
五
六
頁
中
）

54 『
続
日
本
紀
』
三
九
「
延
暦
五
年
正
月
壬
子
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
五
一
八
頁
）

55 『
類
聚
三
代
格
』
一
五
「
延
暦
十
四
年
九
月
十
五
日
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
五
・
四
四
七
頁
）

56 『
類
聚
国
史
』
一
八
六
「
施
物
僧
・
延
暦
十
六
年
四
月
壬
戌
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
三
〇
四
頁
）

57 『
類
聚
国
史
』
一
八
七
「
度
者
・
延
暦
十
一
年
正
月
庚
午
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
三
一
二
～
三
頁
）

58 『
続
日
本
紀
』
八
「
養
老
二
年
十
月
庚
午
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
七
五
頁
）

59 『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
上
「
持
戒
比
丘
修
浄
行
而
得
現
奇
験
力
縁
第
廿
六
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
一
九
～
二
二
〇
頁
）

60 『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
上
「
慇
懃
帰
信
観
音
願
福
分
以
現
得
大
福
徳
縁
第
卅
一
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
二
三
～
二
二
四
頁
）

61 『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
上
「
引
知
識
為
四
恩
作
絵
仏
像
有
験
示
奇
表
縁
第
卅
五
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
二
五
～
二
二
六
頁
）

62 『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
中
「
贖
蠏
蝦
命
放
生
得
現
報
縁
第
八
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
三
五
～
二
三
六
頁
）

63 『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
中
「
生
愛
欲
恋
吉
祥
天
女
像
感
応
示
奇
表
縁
第
十
三
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
三
五
～
二
三
六
頁
）

64 『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
中
「

神
王

放
光
示
奇
表
得
現
報
縁
第
廿
一
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
四
五
頁
）

65 『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
中
「
未
作
畢
仏
像
而
棄
木
示
異
霊
表
縁
第
廿
六
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
四
九
頁
）

66 『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
中
「
因
慳
貪
成
大
蛇
縁
第
卅
八
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
五
七
頁
）
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67 
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
憶
持
法
花
経
者
舌
著
之
曝
髑
髏
中
不
朽
縁
第
一
」「
殺
生
物
命
結
怨
作
狐
狗
互
相
報
怨
縁
第
二
」（『
新
日
本
古
典
文

学
大
系
』
三
〇
・
二
六
二
～
二
六
四
頁
）

68 『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
沙
門
憑
願
十
一
面
觀
世
音
像
得
現
報
縁
第
三
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
六
四
頁
）

69 『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
妙
見
菩
薩
変
化
示
異
形
顕
盗
人
縁
第
五
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
六
五
～
二
六
六
頁
）

70 『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
禅
師
将
食
魚
化
作
法
花
経
覆
俗
誹
縁
第
六
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
六
六
頁
）

71 『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
弥
勒
菩
薩
応
於
所
願
示
奇
形
縁
第
八
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
六
七
～
二
七
七
頁
）

72 『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
閻
羅
王
示
奇
表
勧
人
令
修
善
縁
第
九
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
六
八
頁
）

73 『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
拍
于
憶
持
千
手
呪
者
以
現
得
悪
死
報
縁
第
十
四
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
七
二
頁
）

74 『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
誹
之
奉
写
法
花
経
女
人
過
失
以
現
口
喎
斜
縁
第
廿
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
七
六
頁
）

75 『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
依
妨
修
行
人
得
猴
身
縁
第
廿
四
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
七
九
～
二
八
〇
頁
）

76 『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
漂
流
大
海
敬
称
釈
仏
名
得
全
命
縁
第
廿
五
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
八
〇
～
二
八
一
頁
）

77 『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
下
「
智
行
並
具
禅
師
重
得
人
身
生
国
皇
之
子
縁
第
卅
九
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
〇
・
二
九
五
～
二
九
七
頁
）

78 『
続
日
本
紀
』
三
二
「
宝
亀
三
年
三
月
丁
亥
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
四
〇
二
頁
）

79 

修
円
の
生
没
年
は
、江
戸
中
期
成
立
の
『
本
朝
高
僧
伝
』
に
よ
り
、宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
誕
生
、承
和
二
年
（
八
三
五
）
示
寂
と
す
る
の
が
定
説
で
あ
る
。

た
だ
し
、
修
円
は
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
に
律
師
に
任
じ
ら
れ
る
が
、
定
説
通
り
と
す
れ
ば
、
こ
の
と
き
修
円
は
三
十
九
歳
と
な
り
、
他
の
南
都
僧
が

律
師
就
任
時
の
年
齢
と
比
べ
極
端
に
若
い
。
富
貴
原
章
信
氏
は
『
日
本
唯
識
思
想
史
』（
大
雅
堂
・
一
九
四
四
年
・
二
九
六
頁
）
に
て
こ
の
問
題
に
触
れ
、

南
都
僧
が
律
師
と
な
る
平
均
年
齢
を
六
十
一
歳
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
修
円
の
生
没
年
を
天
平
二
十
一
年
（
七
四
九
）
か
ら
承
和
二
年
（
八
三
五
）
頃

と
し
て
い
る
。
確
か
に
『
本
朝
高
僧
伝
』
で
は
修
円
に
つ
い
て
「
六
月
十
五
日
寂
」「
行
年
六
十
五
」
と
し
て
お
り
、
示
寂
月
日
と
行
年
が
混
同
し
て
い
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る
可
能
性
も
あ
る
。

80 
日
本
古
代
の
山
林
修
行
を
主
題
と
し
た
研
究
と
し
て
、
①
和
歌
森
太
郎
「
日
本
上
代
山
岳
信
仰
の
研
究
」（『
歴
史
教
育
』
一
四
─
五
、六
、七
・
一
九
三
九

年
）、
同
「
中
世
修
験
道
の
前
景
と
そ
の
成
立
」（『
史
潮
』
九
─
三
、四
・
一
九
三
九
年
）、
②
堀
一
郎
「
上
世
仏
教
の
呪
術
性
と
山
林
の
優
婆
塞
禅
師
に

つ
い
て
」（『
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
三
・
一
九
五
二
年
）、
同
『
我
が
国
民
間
信
仰
史
の
研
究
（
二
）
宗
教
史
編
』（
東
京
創
元
社
・
一
九
五
三
年
）

③
古
江
亮
仁
「
奈
良
時
代
に
於
け
る
山
寺
の
研
究
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
三
九
・
一
九
五
四
年
）、④
石
村
喜
英
「
上
代
山
寺
に
於
け
る
僧
尼
の
生
活
」

（『
日
本
歴
史
』
一
〇
二
・
一
九
五
六
年
）、
⑤
高
瀬
重
雄
『
古
代
山
岳
信
仰
史
の
研
究
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
九
年
）、
⑥
薗
田
香
融
「
古
代
仏
教
に
お

け
る
山
林
修
行
と
そ
の
意
義
」（『
南
都
仏
教
』
四
・
一
九
五
七
）、
同
「
草
創
期
室
生
寺
を
め
ぐ
る
僧
侶
の
動
向
」（
京
都
大
学
読
史
会
創
立
五
十
年
記
念

『
国
史
論
集
』
一
・
一
九
六
九
年
）、
⑦
佐
久
間
竜
「
山
沙
弥
所
と
山
林
師
所
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
六
─
一
二
・
一
九
五
九
年
）、
⑧
下
出
積
與
「
古
代
に

お
け
る
山
岳
信
仰
と
仏
教
」（
下
出
積
與
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
に
お
け
る
国
家
と
宗
教
』
大
蔵
出
版
・
一
九
七
八
年
）、
⑨
根
本
誠
二
「
僧
尼
令

禅
行
条
に
つ
い
て
」（『
日
本
仏
教
』
四
五
・
一
九
七
八
年
）、
⑩
沼
義
昭
「
日
本
に
お
け
る
山
岳
宗
教
の
一
研
究
」（『
立
正
大
学
人
文
科
学
研
究
所
年
報
』

特
別
号
二
・
一
九
七
九
年
）、
⑪
逵
日
出
典
『
長
谷
寺
史
の
研
究
』『
室
生
寺
史
の
研
究
』（
厳
南
堂
書
店
・
一
九
七
九
年
）、
同
『
奈
良
朝
山
岳
寺
院
の
研

究
』（
名
著
出
版
・
一
九
九
一
年
）、
⑫
武
田
比
呂
男
「『
日
本
霊
異
記
』
の
密
教
的
信
仰
─
病
気
治
療
と
山
林
修
行
─
」（『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』

四
五
（
一
二
）・
二
〇
〇
〇
年
）、
⑬
猪
股
清
郎
「
空
海
の
「
即
身
」
観
の
源
底
に
流
れ
る
「
自
然
（
じ
ね
ん
）」
に
つ
い
て
─
そ
の
動
態
構
造
と
山
林
修

行
者
的
特
質
─
」（『
智
山
学
報
』
五
三
・
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。

81 

和
歌
森
太
郎
「
日
本
上
代
山
岳
信
仰
の
研
究
」（『
歴
史
教
育
』
一
四
─
五
、六
、七
・
一
九
三
九
年
）

82 

堀
一
郎
「
上
世
仏
教
の
呪
術
性
と
山
林
の
優
婆
塞
禅
師
に
つ
い
て
」（『
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
三
・
一
九
五
二
年
）

83 

古
江
亮
仁
「
奈
良
時
代
に
於
け
る
山
寺
の
研
究
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
三
九
・
一
九
五
四
年
）

84 

薗
田
香
融
「
古
代
仏
教
に
お
け
る
山
林
修
行
と
そ
の
意
義
」（『
南
都
仏
教
』
四
・
一
九
五
七
年
）、
同
「
草
創
期
室
生
寺
を
め
ぐ
る
僧
侶
の
動
向
」（
京
都
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大
学
読
史
会
創
立
五
十
年
記
念
『
国
史
論
集
』
一
・
一
九
六
九
年
）、
同
『
平
安
仏
教
の
研
究
』（
法
蔵
館
・
一
九
八
一
年
に
再
録
）

85 
山
折
哲
雄
『
日
本
仏
教
思
想
論
序
説
』（
三
一
書
房
・
一
九
七
三
年
・
一
三
頁
）、
宮
家
準
「
山
林
修
行
者
の
系
譜
」（
井
上
光
貞
・
上
山
春
平
監
修
、
山

折
哲
雄
編
『
遊
行
と
漂
泊
─
定
住
民
と
マ
レ
ビ
ト
の
出
合
い
─
〈
大
系
仏
教
と
日
本
人
６
〉』
春
秋
社
・
一
九
八
六
年
・
一
〇
五
頁
）、
速
水
侑
『
日
本

仏
教
史
─
古
代
─
』（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
八
六
年
・
一
四
九
頁
）、
平
川
彰
『
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
仏
教
通
史
』（
春
秋
社
・
二
〇
〇
六
年
〈
新
版
〉・

一
八
三
頁
）、
曾
根
正
人
「
奈
良
仏
教
の
展
開
」（『
日
本
仏
教
の
礎
〈
新
ア
ジ
ア
仏
教
史
１１
日
本
Ⅰ
〉』
佼
成
出
版
社
・
二
〇
一
〇
年
・
九
九
頁
）
な
ど
。

86 

逵
日
出
典
『
奈
良
朝
山
岳
寺
院
の
研
究
』（
名
著
出
版
・
一
九
九
一
年
・
四
四
九
～
四
五
〇
頁
）

87 

船
岡
誠
『
日
本
禅
宗
の
成
立
』（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
八
七
年
・
八
～
二
九
頁
）

88 

横
田
健
一
『
道
鏡
』（
吉
川
弘
文
館
・
新
装
版
一
九
八
八
年
・
四
七
～
九
一
頁
）

89 

石
田
茂
作
「
伽
藍
形
式
よ
り
見
た
天
台
宗
と
真
言
宗
」（『
斎
藤
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
論
文
集
』
一
九
三
七
年
）

90 

景
山
春
樹
「
山
岳
寺
院
跡
」（『
新
版
考
古
学
講
座
』
八
・
雄
山
閣
・
一
九
七
一
年
）

91 

藤
井
直
正
「
山
岳
寺
院
」（『
新
版
仏
教
考
古
学
講
座
』
二
・
雄
山
閣
・
一
九
八
四
年
）

92 

近
江
昌
司
「
古
代
山
岳
寺
院
小
考
」（『
月
刊
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
四
二
六
・
一
九
九
八
年
）

93 

坂
詰
秀
一
「
山
岳
寺
院
の
諸
問
題
」（
角
田
文
衛
先
生
傘
寿
記
念
会
『
古
代
世
界
の
諸
相
』
晃
洋
書
房 

・
一
九
九
三
年
）

94 

斎
藤
忠
「
山
林
寺
院
の
研
究
」（『
斎
藤
忠
著
作
選
集
』
五
・
雄
山
閣
出
版
・
一
九
九
八
年
）

95 

時
枝
務
「
山
寺
研
究
の
課
題
」（『
季
刊
考
古
学
〈
特
集
・
山
寺
の
考
古
学
〉』
一
二
一
・
二
〇
一
二
年
）、
牛
山
佳
幸
「
山
寺
の
概
念
」（『
季
刊
考
古
学
〈
特

集
・
山
寺
の
考
古
学
〉』
一
二
一
・
二
〇
一
二
年
）

96 『
月
刊
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
〈
特
集
・
山
岳
寺
院
の
新
研
究
〉』
四
二
六
（
ニ
ュ
ー
・
サ
イ
エ
ン
ス
社
・
一
九
九
八
年
）、『
季
刊
考
古
学
〈
特
集
・
山
の
考
古
学
〉』

六
三
（
雄
山
閣
出
版
・
一
九
九
八
年
）、『
佛
教
藝
術
〈
特
集
・
山
岳
寺
院
の
考
古
学
的
調
査
・
西
日
本
編
〉』
二
六
五
（
毎
日
新
聞
社
・
二
〇
〇
二
年
）、
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『
佛
教
藝
術
〈
特
集
・
山
岳
寺
院
の
考
古
学
的
調
査
・
東
日
本
編
〉』
三
一
五
（
毎
日
新
聞
社
・
二
〇
一
一
年
）、『
季
刊
考
古
学
〈
特
集
・
山
寺
の
考
古
学
〉』

一
二
一
（
雄
山
閣
出
版
・
二
〇
一
二
年
）
な
ど
。

97 

箱
崎
和
久
・
中
島
俊
博
・
浅
川
滋
男
「
山
林
寺
院
の
研
究
動
向
─
建
築
史
学
の
立
場
か
ら
─
」（『
鳥
取
環
境
大
学
紀
要
』
一
一
・
二
〇
一
三
年
）

98 

久
保
智
康
「
古
代
山
林
寺
院
の
空
間
構
成
」（『
古
代
』
一
一
〇
・
二
〇
〇
一
年
）

99 

上
原
真
人
「
古
代
の
平
地
寺
院
と
山
林
寺
院
」（『
佛
教
藝
術
』
二
六
五
・
二
〇
〇
二
年
）

100 『
扶
桑
略
記
』「
天
平
二
年
十
月
十
七
日
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
二
・
九
〇
頁
）

101 『
顕
戒
論
』
中
「
開
示
見
唐
一
隅
知
天
下
上
座
明
拠
十
八
」（『
伝
教
大
師
全
集
』
一
・
一
〇
六
頁
）

102 『
法
華
秀
句
』
上
末
（『
伝
教
大
師
全
集
』
三
・
七
六
頁
）

103 『
続
日
本
後
紀
』
三
「
承
和
元
年
九
月
戊
午
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
二
九
頁
）

104 『
日
本
後
紀
』
二
一
「
弘
仁
二
年
六
月
戊
辰
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
一
〇
二
～
一
〇
三
頁
）

105 『
内
証
仏
法
血
脈
譜
』「
大
唐
大
光
福
寺
道
璿
和
上
」（『
伝
教
大
師
全
集
』
一
・
二
一
一
頁
）

106 『
元
亨
釈
書
』
一
六
「
釈
神
睿
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
一
・
二
三
一
頁
）

107 『
今
昔
物
語
集
』
一
一
「
道
慈
亘
唐
傳
三
論
帰
来
神
叡
在
朝
試
語
第
五
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
七
・
一
四
～
一
五
頁
）

108 『
続
日
本
後
紀
』
三
「
承
和
元
年
九
月
戊
午
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
二
九
頁
）

109 『
三
教
指
帰
』
序
（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
七
・
四
一
頁
）

110 『
三
教
指
帰
註
』（『
真
言
宗
全
書
』
四
〇
・
一
五
七
～
一
五
八
頁
）

111 『
玄
宗
朝
翻
経
三
蔵
善
無
畏
贈
鴻
臚
卿
行
状
』（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
〇
・
二
九
〇
頁
）

112 『
覚
禅
鈔
』（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
五
四
・
二
九
三
頁
）
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113 『
僧
綱
補
任
抄
出
』
上
（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
六
四
・
一
二
五
頁
）

114 
末
木
文
美
士
『
日
本
仏
教
思
想
史
論
考
』（
大
蔵
出
版
・
一
九
九
三
年
・
一
五
八
頁
）

115 

前
谷
彰
（
恵
紹
）「
最
澄
の
著
作
に
見
え
る
自
然
智
の
概
念
」（『
密
教
文
化
』
二
〇
三
・
一
九
九
九
年
）、
同
「『
依
憑
天
台
集
』
に
お
け
る
「
生
知
」
を

め
ぐ
る
問
題
」（『
仏
教
学
会
報
』
二
一
・
二
〇
〇
〇
年
）

116 

前
谷
彰
（
恵
紹
）「
虚
空
蔵
求
聞
持
法
と
自
然
智
宗
」（『
仏
教
文
化
の
諸
相
〈
高
木
伸
元
博
士
古
稀
記
念
論
集
〉』
山
喜
房
仏
書
林
・
二
〇
〇
〇
年
）

117 

前
谷
恵
紹
「
道
慈
伝
再
考
」（『
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
五
・
二
〇
〇
二
年
）

118 

前
谷
彰
（
恵
紹
）「
虚
空
蔵
求
聞
持
法
と
自
然
智
宗
」（『
仏
教
文
化
の
諸
相
〈
高
木
伸
元
博
士
古
稀
記
念
論
集
〉』
山
喜
房
仏
書
林
・
二
〇
〇
〇
年
）、同
「
奈

良
・
平
安
期
に
お
け
る
山
林
修
行
の
意
義
」（『
密
教
学
研
究
』
三
四
・
二
〇
〇
二
年
）

119 

北
尾
隆
心
「
弘
法
大
師
の
虚
空
蔵
菩
薩
求
聞
持
法
（
二
）」（『
マ
ン
ダ
ラ
の
諸
相
と
文
化
〈
頼
富
本
宏
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
〉』
法
藏
館
・
二
〇
〇
五
年
）

120 

北
尾
隆
心
「
弘
法
大
師
の
虚
空
蔵
菩
薩
求
聞
持
法
（
一
）」（『
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
研
究
紀
要
』
九
・
二
〇
〇
三
年
）

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
修
験
道
、
山
岳
信
仰
、
山
寺
、
禅
師
、
道
鏡
、
自
然
智
宗
、
虚
空
蔵
求
聞
持
法
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は
じ
め
に

　

近
世
の
真
言
僧
、
慈
雲
飲
光
（
一
七
一
八
─
一
八
〇
五
）
は
、
雲
伝
神
道
と
よ
ば
れ
る
独
自
の
神
道
思
想
を
創
唱
し
た
こ
と
で
知
ら

れ
る
。
慈
雲
は
そ
の
神
道
思
想
を
開
陳
す
る
な
か
で
、
弘
法
大
師
の
十
住
心
思
想
を
も
と
に
、
無
為
法
と
し
て
の
仏
教
と
、
有
為
法
と

し
て
の
神
道
の
不
二
を
示
す
と
と
も
に
、
さ
ら
に
儒
教
は
世
間
法
、
仏
教
は
出
世
間
法
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
仏
教
の
十
善
の
思
想
を

世
間
法
の
範
疇
に
お
さ
め
、
儒
教
と
仏
教
の
親
和
性
も
説
い
て
い
る
。1

　

こ
の
よ
う
な
神
儒
仏
の
三
教
融
和
の
思
想
を
内
包
し
た
雲
伝
神
道
は
、
密
教
の
灌
頂
儀
礼
に
則
っ
た
神
道
灌
頂
を
も
っ
て
、
慈
雲
が

住
職
を
し
た
長
栄
寺
を
中
心
と
し
て
現
代
ま
で
血
脈
相
承
さ
れ
、
慈
雲
が
晩
年
に
過
ご
し
た
高
貴
寺
に
遺
さ
れ
た
雲
伝
神
道
の
聖
教
類

な
ど
も
度
々
編
輯
さ
れ
、
今
日
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。2

　

ま
た
、
慈
雲
は
釈
尊
時
代
の
戒
律
を
正
法
律
と
よ
び
、
そ
の
復
興
を
提
唱
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
雲
伝
神
道
が
現
代
に

 
釈
雲
照
の
三
教
融
和
思
想　

─
慈
雲
飲
光
と
の
比
較
か
ら
─　

伊
藤　

尚
徳



釈雲照の三教融和思想　

231

伝
え
ら
れ
る
一
方
で
、
慈
雲
が
目
指
し
た
正
法
律
の
復
興
（
宗
門
主
義
を
否
定
し
、
釈
尊
時
代
の
戒
律
に
遵
い
、
法
服
を
整
え
、
僧
風

を
改
革
す
る
こ
と
）
は
僧
界
に
は
浸
透
せ
ず
果
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
慈
雲
の
活
動
は
正
法
律
の
復
興
と
い
っ
た
厳

格
な
復
古
主
義
よ
り
も
、
十
善
戒
の
思
想
を
「
人
と
な
る
道
」
と
換
言
し
、
儒
教
的
な
倫
理
道
徳
を
含
め
な
が
ら
広
く
民
衆
に
唱
導
し

た
社
会
教
化
の
方
面
が
評
価
さ
れ
て
お
り
、
特
に
近
代
以
降
に
お
い
て
は
十
善
戒
布
教
の
第
一
人
者
と
し
て
顕
彰
さ
れ
て
い
る
。3

　

小
稿
で
は
、
慈
雲
の
思
想
や
活
動
が
、
近
代
の
仏
教
者
に
与
え
た
影
響
を
確
認
す
る
べ
く
、
そ
の
端
緒
と
し
て
、
明
治
期
に
十
善
戒

の
布
教
活
動
に
力
を
注
い
だ
真
言
宗
の
僧
、
釈
雲
照
（
一
八
二
七
─
一
九
〇
九
）
に
焦
点
を
あ
て
る
。
雲
照
も
ま
た
若
き
日
に
、
慈
雲

の
法
孫
で
あ
り
長
栄
寺
中
興
第
九
世
に
あ
た
る
端
堂
法
嚴
（
一
八
〇
五
─
一
八
六
六
）
か
ら
受
戒
し
雲
伝
神
道
を
相
承
し
て
お
り
、
雲

照
の
行
動
や
人
格
形
成
に
慈
雲
の
思
想
は
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
雲
照
も
ま
た
十
善
布
教

と
関
連
し
て
三
教
融
和
の
思
想
を
説
い
て
い
る
が
、
特
に
そ
の
点
に
つ
い
て
慈
雲
と
の
比
較
を
と
お
し
て
雲
照
の
思
想
の
特
徴
を
窺
い

た
い
。

一　

雲
照
の
生
涯　

　

釈
雲
照
を
題
材
と
し
た
研
究
は
既
に
多
く
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
生
涯
に
つ
い
て
も
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
は
じ
め
に

先
行
研
究
を
た
よ
り
と
し
て
略
示
し
て
お
く
。4

一
八
二
七
（
文
政
十
年
）
出
雲
国
神
門
郡
東
園
村
に
渡
部
忠
左
衛
門
の
四
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。

一
八
三
六　

十
歳
。
出
雲
国
神
門
郡
知
井
村
多
門
院
住
職
の
慈
雲
に
随
っ
て
得
度
。
沙
弥
戒
を
受
け
る
。
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一
八
四
二　

十
六
歳
。
四
度
加
行
を
修
す
。『
沙
弥
十
戒
法
並
威
儀
経
』
を
得
て
朝
夕
に
読
誦
す
る
。

一
八
四
三　

十
七
歳
。『
詩
経
』『
書
経
』『
左
傳
』『
荀
子
』
な
ど
の
漢
籍
を
修
学
。

一
八
四
四　

十
八
歳
。
高
野
山
に
て
實
賢
に
随
っ
て
伝
法
灌
頂
を
受
け
る
。

一
八
四
五　

十
九
歳
。
涅
槃
会
の
前
日
に
霊
感
に
打
た
れ
、
終
生
女
人
と
同
座
し
な
い
と
い
う
誓
い
を
立
て
る
。

一
八
四
八　

二
十
二
歳
。
高
野
山
真
別
所
に
て
隆
鎮
よ
り
菩
薩
戒
・
沙
弥
十
戒
を
受
け
る
。

　
　
　
　
　

岡
山
県
正
通
寺
に
て
求
聞
持
法
を
修
行
す
る
。

一
八
五
五　

二
十
九
歳
。
長
栄
寺
中
興
第
九
世
端
堂
和
上
に
従
っ
て
十
善
戒
・
八
齊
戒
・
沙
弥
十
戒
を
受
け
る
。

　
　
　
　
　

高
貴
寺
に
慈
雲
尊
者
の
廟
を
拝
し
、
奥
院
に
て
求
聞
持
法
を
修
行
す
る
。　
　

一
八
五
六　

三
十
歳
。
形
同
沙
弥
戒
を
受
け
る
。

一
八
五
八　

三
十
二
歳
。
高
貴
寺
に
お
い
て
沙
弥
戒
を
受
け
る
。 

一
八
六
〇　

三
十
四
歳
。
高
貴
寺
に
お
い
て
具
足
戒
（
四
分
律
）
を
受
け
る
。

一
八
六
一　

三
十
五
歳
。
高
野
山
真
別
処
に
て
具
足
戒
（
有
部
律
）
を
受
け
る
。

一
八
六
二　

三
十
六
歳
。
兵
庫
城
崎
地
方
へ
巡
化
、
菩
薩
戒
の
授
戒
会
を
行
う
。

一
八
六
六　

四
十
歳
。
高
野
山
の
堕
落
に
憤
慨
し
て
下
山
。

一
八
六
八
（
明
治
元
年
）
四
十
二
歳
。
太
政
官
に
出
頭
し
、
神
仏
分
離
政
策
に
対
す
る
意
見
を
述
べ
、
上
奏
文
を
提
出
す
る
。

一
八
七
四
（
明
治
七
年
）
四
十
八
歳
。
勧
修
寺
住
職
と
な
る
。

一
八
七
七  （
明
治
十
年
） 

五
十
一
歳
。行
乞
を
続
け
て
い
た
こ
と
が
門
跡
寺
院
の
格
式
に
抵
触
す
る
と
批
判
さ
れ
勧
修
寺
を
辞
す
。

一
八
七
八
（
明
治
十
一
年
）
五
十
二
歳
。
高
野
山
大
学
林
学
頭
と
な
る
。
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一
八
七
九
（
明
治
十
二
年
）
五
十
三
歳
。
真
言
宗
合
同
大
成
会
議
の
委
員
長
と
な
る
。

一
八
八
〇
（
明
治
十
三
年
）
五
十
四
歳
。
中
学
林
を
田
端
大
龍
寺
に
設
立
。

一
八
八
一
（
明
治
十
四
年
）
五
十
五
歳
。
真
言
宗
総
黌
附
属
沙
弥
寮
総
理
と
な
る
。

一
八
八
二
（
明
治
十
五
年
）
五
十
六
歳
。
後
七
日
御
修
法
の
再
興
を
上
奏
し
、
許
可
を
得
る
。

一
八
八
三
（
明
治
十
六
年
）
五
十
七
歳
。
京
都
に
て
十
善
会
を
設
立
。

一
八
八
四
（
明
治
十
七
年
）
五
十
八
歳
。
真
言
宗
宗
制
会
議
に
お
い
て
雲
照
の
主
張
が
退
け
ら
れ
る
。　

一
八
八
五
（
明
治
十
八
年
）
五
十
九
歳
。
元
内
閣
官
報
局
長 

青
木
貞
三
の
勧
め
で
東
京
に
拠
点
を
移
す
。

一
八
八
七
（
明
治
二
十
年
）
六
十
一
歳
。
目
白
に
戒
律
学
校
を
設
立
。

一
八
八
九
（
明
治
二
十
二
年
）
六
十
三
歳
。
目
白
を
拠
点
と
し
て
十
善
会
を
再
興
す
る
。

一
八
九
〇
（
明
治
二
十
三
年
）
六
十
四
歳
。
十
善
戒
の
会
報
『
十
善
寳
窟
』
を
発
行
。

一
八
九
一
（
明
治
二
十
四
年
）
六
十
五
歳
。
戒
律
学
校
を
目
白
僧
園
と
改
称
。

一
八
九
三
（
明
治
二
十
六
年
）
六
十
七
歳
。
夫
人
摂
受
正
法
会
を
起
こ
し
、『
法
の
母
』
を
発
行
。
毎
月
法
話
会
を
開
く
。

一
八
九
七
（
明
治
三
十
年
）
七
十
一
歳
。
神
儒
仏
三
道
一
貫
の
徳
教
教
育
主
義
を
唱
え
る
。

一
八
九
九
（
明
治
三
十
二
年
）
七
十
三
歳
。
仁
和
寺
門
跡
と
な
る
。

一
九
〇
〇
（
明
治
三
十
三
年
）
七
十
四
歳
。
仁
和
寺
門
跡
を
辞
す
。

一
九
〇
八
（
明
治
四
十
一
年
）
八
十
二
歳
。
徳
教
学
校
設
立
運
動
を
起
こ
す
。　

一
九
〇
九
（
明
治
四
十
二
年
）
八
十
三
歳
。
徳
教
学
校
設
立
の
準
備
中
に
遷
化
。
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雲
照
の
生
涯
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
た
の
は
徹
底
し
た
戒
律
の
重
視
で
あ
っ
た
。
得
度
の
頃
に
読
誦
し
た『
沙
弥
十
戒
法
並
威
儀
経
』

を
信
奉
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
青
年
期
に
は
積
極
的
に
戒
を
受
法
し
て
お
り
、
伝
法
灌
頂
を
受
け
て
か
ら
も
、
十
善
戒
、
沙
弥
戒
、

菩
薩
戒
な
ど
を
重
ね
て
受
法
し
て
い
る
。5

　

二
十
九
歳
の
と
き
に
は
長
栄
寺
の
端
堂
法
嚴
に
つ
い
て
受
法
し
て
お
り
、
こ
の
と
き
慈
雲
に
つ
い
て
学
び
知
る
機
会
と
な
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
雲
照
は
こ
の
頃
に
慈
雲
の
廟
の
あ
る
高
貴
寺
の
ほ
か
、
い
く
つ
か
の
寺
院
で
求
聞
持
法
を
修
行
し
て
お
り
、
す
で
に

青
年
期
に
真
言
宗
に
お
け
る
伝
統
的
な
練
行
を
修
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
三
十
五
歳
で
具
足
戒
を
受
け
て
以
降
は
、
戒
を
講
ず
る

立
場
と
な
っ
て
授
戒
会
を
催
す
よ
う
に
な
る
が
、
明
治
に
入
り
神
仏
分
離
・
廃
仏
毀
釈
を
受
け
仏
教
界
が
衰
微
す
る
に
つ
れ
、
仏
教
復

興
の
た
め
に
力
を
注
い
で
い
る
。6

　

こ
の
頃
の
雲
照
が
目
指
し
た
も
の
は
、
戒
律
の
復
興
で
あ
り
、
明
治
元
年
に
は
神
仏
分
離
政
策
に
対
し
て
十
通
に
及
ぶ
建
白
書
を
太

政
官
に
提
出
し
、
明
治
五
年
に
は
僧
律
の
改
正
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
頃
、
門
跡
寺
院
で
あ
る
勧
修
寺
の
住
職
と
し
て
晋
山
し
て
い

る
が
、
戒
律
生
活
を
徹
底
し
、
日
々
に
行
乞
を
続
け
て
い
た
こ
と
が
反
っ
て
門
跡
寺
院
の
格
式
に
抵
触
す
る
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
自
ら
住
職
を
辞
し
て
い
る
。

　

転
機
と
な
っ
た
の
は
明
治
十
二
年
、
真
言
宗
古
義
派
と
新
義
派
が
合
同
組
織
化
さ
れ
、
真
言
宗
大
成
会
議
と
し
て
真
言
宗
全
体
の
布

教
方
針
の
統
一
が
議
論
さ
れ
た
際
に
雲
照
は
委
員
長
と
し
て
推
挙
さ
れ
て
い
る
。
委
員
長
と
し
て
の
影
響
力
も
あ
っ
て
か
、
こ
の
大
成

会
議
に
お
い
て
、
真
言
宗
は
「
宗
規
を
厳
立
し
、
僧
風
を
釐
正
す
る
」
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
お
よ
そ
雲
照
が
主
張
し
て
い
た
戒
律
主
義

の
路
線
を
進
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
雲
照
は
明
治
十
四
年
に
真
言
宗
総
黌
（
種
智
院
大
学
の
前
身
）
に
お
い
て
附
属
沙
弥
寮
総

理
に
も
進
ん
で
い
る
。
総
黌
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
は
正
業
・
練
行
・
兼
学
の
三
科
が
設
け
ら
れ
、
特
に
正
業
に
は
受
戒
で
用
い
ら
れ
る

羯
磨
や
、
有
部
律
、
瑜
伽
戒
本
を
修
学
す
る
ほ
か
、
練
行
に
お
い
て
は
求
聞
持
法
や
八
千
枚
護
摩
な
ど
の
真
言
宗
の
伝
統
的
行
法
が
必
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修
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
も
雲
照
の
戒
律
復
興
の
意
向
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
窺
わ
れ
る
。7

　

そ
の
翌
年
の
明
治
十
五
年
に
は
明
治
四
年
に
廃
さ
れ
た
後
七
日
御
修
法
の
再
興
を
企
図
し
、
当
時
の
真
言
宗
長
者
で
あ
っ
た
三
条
西

乗
禅
と
と
も
に
宮
内
省
に
御
修
法
再
興
願
を
提
出
し
、
岩
倉
具
視
や
山
岡
鉄
舟
を
は
じ
め
と
す
る
政
界
の
有
力
者
に
協
力
を
仰
ぎ
、
無

事
に
再
興
を
果
た
し
て
い
る
。

　

雲
照
は
こ
の
頃
ま
で
高
野
山
・
京
都
を
拠
点
と
し
、
自
ら
が
主
張
す
る
戒
律
主
義
に
則
り
真
言
宗
の
再
興
に
つ
と
め
て
き
た
が
、
そ

の
後
の
明
治
十
七
年
の
真
言
宗
宗
制
会
議
に
お
い
て
戒
律
主
義
の
宗
制
に
反
対
す
る
意
見
が
提
出
さ
れ
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
真
言
宗
総
黌
は
事
相
講
伝
所
と
し
て
再
編
さ
れ
、
僧
侶
教
育
の
機
能
は
古
義
派
大
学
林
、
新
義
派
大
学
林
に
そ
れ
ぞ
れ

移
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
大
学
林
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
は
戒
律
や
練
行
に
関
す
る
学
科
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
宗
制
会
議
の
際
、
雲
照
は
祖
典
で
あ
る
「
御
遺
告
」「
三
学
録
」
に
よ
っ
て
真
言
宗
を
律
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
反
対
派

の
勢
力
が
大
き
か
っ
た
こ
と
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
明
治
十
八
年
以
降
は
支
援
者
（
特
に
後
七
日
御
修
法
再
興
活
動
の
と
き
に
親
交

を
も
っ
た
官
吏
で
あ
り
、
後
に
実
業
家
に
転
じ
た
青
木
貞
三
）
た
ち
か
ら
民
衆
教
化
を
勧
め
ら
れ
た
こ
と
に
応
じ
、
東
京
目
白
に
拠
点

を
移
し
活
動
す
る
よ
う
に
な
る
。

 

二　

雲
照
の
民
衆
教
化

　　

明
治
十
八
年
以
降
の
東
京
に
お
け
る
雲
照
の
行
動
は
、
青
木
貞
三
を
は
じ
め
と
す
る
支
援
者
の
要
請
に
よ
る
民
衆
教
化
が
中
心
と

な
っ
て
い
る
。
民
衆
教
化
を
目
的
と
し
た
活
動
に
十
善
会
と
夫
人
摂
受
正
法
会
の
設
立
が
あ
げ
ら
れ
る
。
十
善
会
は
も
と
も
と
京
都
時

代
に
御
修
法
再
興
の
際
に
つ
な
が
り
を
も
っ
た
青
木
貞
三
や
山
岡
鉄
舟
の
協
力
の
も
と
に
設
立
さ
れ
た
が
、
本
格
的
な
活
動
に
入
っ
た
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の
は
東
京
目
白
を
拠
点
と
し
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
夫
人
摂
受
正
法
会
の
発
起
人
に
は
毛
利
安
子
、
蜂
須
賀
隨
子
、
井
上
武
子
な
ど
、
爵

家
の
婦
人
が
名
を
連
ね
、
雲
照
の
信
奉
者
に
貴
顕
の
人
々
が
多
く
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

十
善
会
設
立
趣
旨
に
は
、「
本
會
の
目
的
は
十
善
を
擴
張
し
、
如
法
の
學
徒
を
養
成
し
佛
教
を
振
興
す
る
に
在
り
（
十
善
会
総
則
第

二
条
）」
と
あ
り
、ま
た
夫
人
摂
受
正
法
会
の
目
的
も
「
十
善
の
正
法
に
よ
っ
て
、婦
人
の
美
德
を
養
成
し
、特
殊
の
貞
操
を
生
育
し
て
、

以
て
四
恩
に
報
い
ん
た
め
」
と
さ
れ
、
教
化
の
中
心
に
据
え
ら
れ
た
の
は
十
善
戒
の
教
え
で
あ
っ
た
。
十
善
会
に
お
い
て
は
会
員
を
対

象
と
し
て
月
に
二
回
の
布
薩
会
と
、
年
に
二
回
の
授
菩
薩
戒
会
を
開
催
し
、
機
関
誌
『
十
善
寶
窟
』
を
発
行
し
、
夫
人
摂
受
正
法
会
で

は
月
例
の
法
話
会
を
開
催
し
、
機
関
誌
『
法
の
母
』
を
発
行
し
て
布
教
教
化
に
あ
た
っ
た
。

　
『
十
善
寶
窟
』
に
は
毎
号
、
雲
照
の
法
話
や
、
戒
律
に
関
す
る
解
説
、
ま
た
、
当
時
の
高
僧
碩
学
に
よ
る
経
典
や
論
書
に
つ
い
て
の

講
義
録
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
時
に
は
海
外
通
信
と
し
て
、
上
座
部
の
律
僧
と
し
て
セ
イ
ロ
ン
に
留
学
し
た
雲
照
の
甥
に
あ
た
る
釈
興

然
（
一
八
四
九
─
一
九
二
四
）
と
の
連
絡
を
と
お
し
て
、当
時
荒
廃
し
て
い
た
仏
跡
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
復
興
運
動
家
で
あ
っ
た
ダ
ル
マ
パ
ー

ラ
の
書
翰
な
ど
が
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
全
体
は
教
化
誌
と
も
い
う
べ
き
内
容
で
あ
る
が
、
本
の
見
返
し
に
は
十
善
戒
自
受

法
と
し
て
懺
悔
文
か
ら
三
帰
・
三
竟
・
十
善
戒
が
掲
載
さ
れ
、「
右
寶
窟
拝
見
の
初
及
び
朝
暮
は
勿
論
凡
そ
讀
書
習
字
裁
縫
服
務
就
業

工
事
開
店
開
業
旅
行
吉
凶
祭
典
の
一
切
事
着
手
の
初
に
先
づ
之
を
受
持
す
べ
し
。
若
し
餘
暇
な
き
時
は
一
回
誦
す
る
も
よ
し
若
極
急
の

時
は
小
子
何
某
今
日
中
（
又
は
半
日
中
）
皈
依
三
寶
受
十
善
戒
と
云
ふ
べ
し
。
此
受
戒
の
功
徳
一
切
の
善
事
を
増
長
す
る
を
食
に
鹽
を

加
る
が
如
し
」
と
記
さ
れ
、
経
典
の
よ
う
な
体
裁
も
兼
ね
て
い
る
。

　

実
際
に
『
十
善
寶
窟
』
を
会
員
に
発
送
す
る
に
際
し
て
「
律
師
自
ら
散
杖
を
取
り
て
、
此
寶
窟
に
加
持
水
を
點
し
、
以
て
發
送
せ
し

む
」
と
い
う
よ
う
な
逸
話
も
残
り
、雲
照
に
と
っ
て
は
聖
典
と
し
て
の
意
義
も
有
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
雲
照
は
『
十
善
寶
窟
』

の
発
刊
に
つ
い
て
「
此
寶
窟
を
發
行
す
る
の
要
旨
を
概
言
す
れ
ば
、
十
善
會
の
主
義
を
擴
張
し
て
、
如
來
の
正
法
を
光
顯
し
、
世
道
人
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心
の
德
義
を
進
め
、
僧
儀
の
下
墜
を
挽
回
し
、
國
家
を
保
寧
し
、
群
生
を
利
濟
せ
ん
と
す
る
に
あ
り
。」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

十
善
会
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
十
善
戒
を
用
い
た
教
化
を
も
っ
て
、
正
法
を
顕
示
し
、
究
極
的
に
は
国
家
の
安
寧
と
人
々
の
救
済
に
資
す

る
と
い
う
壮
大
な
誓
願
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。8

　

ま
た
、
民
衆
教
化
以
外
で
は
、
僧
侶
に
対
す
る
教
育
に
力
を
注
ぎ
、
後
に
目
白
僧
園
と
改
称
さ
れ
る
戒
律
学
校
を
開
校
し
て
い
る
。

戒
律
学
校
も
青
木
貞
三
ら
の
支
援
を
受
け
て
、
明
治
二
十
年
に
目
白
に
開
校
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
か
つ
て
真
言
宗
総
黌
に
布
か
れ
た

よ
う
な
戒
律
主
義
に
基
づ
く
僧
侶
教
育
が
な
さ
れ
た
。

　
「
僧
園
設
立
に
つ
き
大
方
の
賛
同
を
請
ふ
趣
旨
」
に
は
、「
戒
律
な
き
は
眞
正
の
佛
教
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
明
な
り
、
さ
れ
ば
眞
正
の
佛

教
を
興
さ
ん
と
せ
ば
、
先
づ
戒
律
を
盛
に
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
（
中
略
）
茲
に
僧
園
を
起
し
、
先
ず
四
五
十
名
の
僧
侶
を
招
集
し
、
一
に

戒
律
を
主
眼
と
し
て
佛
祖
の
正
規
に
依
り
三
學
を
雙
修
せ
し
め
、
以
て
法
燈
を
傳
へ
以
て
道
德
を
振
興
せ
ん
と
す
。」
と
述
べ
ら
れ
て

お
り
、
戒
律
を
仏
祖
の
正
規
と
し
、
三
学
双
修
の
浄
侶
の
育
成
が
目
指
さ
れ
た
。
こ
の
浄
侶
育
成
に
関
し
て
は
、
戒
律
の
遵
守
を
前
提

と
し
た
正
法
の
興
隆
と
道
徳
の
振
興
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。9

　

こ
の
よ
う
な
正
法
興
隆
を
意
識
し
た
雲
照
の
民
衆
教
化
と
戒
律
主
義
は
、
少
な
か
ら
ず
慈
雲
の
活
動
に
類
似
し
て
い
る
印
象
を
受
け

る
。
慈
雲
も
青
年
期
に
正
法
律
復
興
に
力
を
注
ぎ
、
晩
年
に
は
大
衆
に
向
け
た
十
善
戒
布
教
を
と
お
し
て
多
く
の
人
々
か
ら
尊
崇
を
集

め
た
。

　

昭
和
八
年
に
慈
雲
尊
者
鑽
仰
會
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
慈
雲
尊
者
鑽
仰
講
演
集
』
に
は
、
仏
教
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
渡
邉
海
旭
、
高

楠
順
次
郎
、
昭
和
五
年
に
雲
伝
神
道
灌
頂
を
開
延
し
た
和
田
大
圓
な
ど
が
慈
雲
を
顕
彰
し
た
講
演
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か

で
渡
邉
海
旭
は
「
慈
雲
尊
者
を
懐
ふ
」
と
題
し
、



蓮花寺佛教研究所紀要　第十一号

238

我
々
が
今
日
の
時
代
に
於
き
ま
し
て
、
慈
雲
尊
者
の
德
望
を
仰
ぎ
其
學
問
を
慕
ふ
上
に
、
先
づ
三
つ
の
大
な
る
方
面
が
あ
る
。
其

第
一
の
方
面
は
、
戒
律
復
古
で
慈
雲
尊
者
は
釋
尊
の
戒
法
を
復
古
し
よ
う
と
い
う
思
召
が
あ
っ
た
。（
中
略
）
次
に
、
第
二
の
方

面
と
し
て
は
正
法
護
國
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
古
い
戒
法
の
律
文
の
み
に
拘
泥
し
て
保
守
的
に
古
風
に
復
せ
よ
と
い
ふ
の
で
は

な
い
。
そ
の
戒
法
も
持
っ
て
居
る
精
神
か
ら
し
て
、
此
戒
法
を
以
て
國
を
救
ひ
天
下
を
救
は
う
と
云
う
よ
う
な
思
召
で
あ
っ
た
。

（
中
略
）
第
三
の
方
面
は
梵
學
の
創
設
で
僧
風
を
復
興
す
る
に
も
其
基
礎
と
な
る
も
の
は
學
問
で
あ
る
。（
中
略
）
明
治
維
新
の
佛

教
史
中
、
戒
法
を
守
る
と
云
ふ
点
に
於
て
、
獨
園
、
韶
舜
、
行
誡
な
ど
と
云
ふ
人
々
も
相
當
に
力
を
致
し
て
居
り
ま
す
が
、
も
っ

と
鮮
明
な
力
強
さ
を
以
て
之
を
や
っ
た
の
は
雲
照
律
師
で
あ
り
ま
す
。10

　

と
述
べ
、
慈
雲
の
功
績
を
讃
え
る
際
に
、
雲
照
の
活
動
と
比
較
し
て
お
り
、
ま
た
宮
内
省
御
用
係
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
外
崎
覺

は
「
雲
照
和
上
を
通
し
て
慈
雲
尊
者
を
拝
す
」
と
題
し
て
、

蓋
し
𦾔
き
時
代
に
於
い
正
法
律
を
唱
へ
ら
れ
ま
し
た
方
は
慈
雲
尊
者
に
し
て
、
明
治
時
代
に
於
い
て
正
法
律
を
唱
え
ら
れ
ま
し
た

方
は
雲
照
律
師
で
あ
る
、
こ
の
如
く
年
代
に
は
前
後
の
相
違
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
佛
陀
の
戒
律
を
命
根
と
し
て
世
間
を
風
靡

せ
る
は
こ
の
二
和
上
の
御
力
で
あ
る
と
私
は
常
に
感
心
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。11

　

と
慈
雲
と
雲
照
を
並
び
称
し
て
い
る
。
両
者
の
評
に
あ
る
よ
う
に
、
戒
法
の
復
古
と
い
う
点
に
お
い
て
、
慈
雲
と
雲
照
の
活
動
は
一

致
し
、
雲
照
自
身
、
特
に
十
善
戒
に
よ
る
教
化
は
、
た
び
た
び
『
十
善
寳
窟
』
に
慈
雲
の
十
善
戒
解
釈
を
紹
介
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も

慈
雲
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。し
か
し
雲
照
の
十
善
戒
解
釈
は
、上
述
の
よ
う
に
正
法
の
興
隆
に
よ
っ
て
人
々
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の
徳
義
を
高
く
し
、
究
極
的
に
は
国
家
安
寧
を
祈
る
と
い
う
点
に
お
い
て
慈
雲
と
は
色
合
い
が
異
な
る
。12

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
次
節
で

詳
し
く
扱
う
こ
と
に
す
る
。

三　

雲
照
の
十
善
戒
解
釈　
　

　　

慈
雲
は
十
善
戒
に
つ
い
て
、
世
間
法
と
出
世
間
法
の
両
義
を
含
む
と
い
う
点
か
ら
、
仏
教
の
初
門
で
あ
り
、
儒
教
に
通
ず
る
教
え
と

位
置
づ
け
、「
人
と
な
る
道
」
と
換
言
し
て
民
衆
教
化
の
第
一
線
に
用
い
た
が
、
雲
照
も
ま
た
十
善
会
設
立
の
趣
旨
に
お
い
て
、

戒
と
は
即
十
善
戒
法
な
り
。
此
十
善
戒
法
は
天
然
の
性
格
に
し
て
一
切
世
間
出
世
間
の
善
法
の
本
源
な
り
。
是
に
由
て
此
戒
世
間

に
在
て
は
世
間
を
利
益
し
、
種
々
の
福
禄
を
開
し
、
出
世
間
に
あ
っ
て
は
出
世
間
を
利
益
し
、
菩
薩
聲
聞
の
無
漏
善
根
は
德
を
成

就
す
。13

　

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
慈
雲
と
同
様
の
理
解
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
雲
照
は
『
十
善
の
法
話
』
の
中
で
、

夫
れ
十
善
は
、
人
た
る
の
道
に
し
て
、
一
切
萬
善
の
根
本
道
德
の
標
準
な
り
。（
中
略
）
蓋
此
十
善
は
天
然
の
性
德
に
し
て
天
地

眞
理
の
綴
る
所
な
れ
ば
、
強
ち
に
佛
教
の
十
善
と
云
う
と
に
は
あ
ら
ず
。
苟
も
人
と
生
ま
れ
て
人
た
ら
ん
以
上
は
、
此
十
善
に
依

ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
君
に
事
へ
て
誠
忠
を
つ
く
さ
ん
者
、
父
母
に
事
へ
て
至
孝
を
致
さ
ん
者
、
官
吏
と
爲
て
百
姓
を
治
導
す
る
者
、

教
師
と
為
て
子
弟
を
教
育
す
る
者
、
上
は
皇
帝
陛
下
を
始
め
奉
り
、
下
は
樵
父
漁
人
に
至
る
ま
で
均
し
く
行
は
ざ
る
可
ら
ざ
る
も
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の
は
唯
此
十
善
な
る
の
み
。
故
に
此
十
善
を
外
に
し
て
而
も
忠
而
も
孝
た
ら
ん
と
欲
す
る
と
は
決
し
て
得
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。14

　

と
述
べ
、
十
善
は
人
と
し
て
天
然
の
性
徳
で
あ
り
、
こ
と
さ
ら
仏
教
だ
け
が
説
い
て
い
る
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
と
し
、
身

分
上
下
に
関
わ
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
行
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
十
善
の
実
践
が
儒
教
の
倫
理
道
徳
で
あ
る
忠
孝
の
実
践
に
通
じ
る
と

し
て
い
る
。

　

ま
た
、
雲
照
は
十
善
の
実
践
が
、
四
恩
に
報
ず
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
も
説
い
て
い
る
。
四
恩
は
父
母
・
衆
生
・
国
王
・
三
宝

に
対
す
る
四
恩
で
あ
り
、
般
若
三
蔵
訳
と
さ
れ
る
『
大
乗
本
生
心
地
観
経
』
に
四
恩
へ
の
報
恩
が
大
乗
菩
薩
の
実
践
で
あ
る
こ
と
が
説

か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
本
に
お
い
て
は
儒
教
の
孝
道
と
比
較
さ
れ
な
が
ら
用
い
ら
れ
て
き
た
。

十
善
を
行
う
は
則
ち
眞
正
の
道
德
に
し
て
眞
に
四
恩
を
報
す
る
も
の
と
云
ふ
べ
し
。（
中
略
）
如
是
の
信
念
に
安
住
し
て
四
恩
の

鴻
德
に
酬
い
以
て
國
家
の
深
恩
に
報
す
る
是
を
佛
教
の
眞
の
報
恩
と
す
。15

　

雲
照
は
四
恩
の
な
か
で
も
、
特
に
国
家
へ
の
報
恩
を
強
調
す
る
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
が
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
十
善
の
実
践
を
忠
孝
の

実
践
と
し
て
強
調
し
て
い
る
こ
と
と
も
重
な
り
、
こ
れ
ら
の
解
釈
に
は
雲
照
の
国
家
意
識
が
よ
く
表
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
雲
照
は
十
善
に
つ
い
て
「
是
を
印
度
に
在
て
は
菩
薩
と
名
け
、
支
那
に
在
て
は
聖
人
と
名
け
、
日
本
に
在
り
て
は
明
神
と
名

く
。」16

と
述
べ
、
実
践
上
の
価
値
に
お
い
て
、
十
善
を
仏
教
、
儒
教
、
神
道
の
三
教
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
い
る
。

　

雲
照
が
十
善
を
三
教
に
通
じ
る
も
の
と
す
る
解
釈
は
所
々
に
確
認
で
き
る
。『
論
語
』
の
「
子
貢
問
政
」
の
段
を
引
用
し
、「
孔
聖
曰

く
、
古
よ
り
皆
死
あ
り
。
民
信
な
く
ん
ば
立
た
ず
と
。
信
と
は
自
他
の
眞
心
を
し
て
清
淨
な
ら
し
む
る
を
性
と
す
。
心
若
し
清
淨
な
れ
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ば
三
業
自
か
ら
清
淨
な
り
。
之
を
十
善
と
名
く
。」17

と
述
べ
、
儒
教
で
説
か
れ
る
信
の
概
念
を
十
善
と
会
通
す
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代

初
頭
に
西
大
寺
を
中
興
し
た
栂
尾
明
忍
（
一
五
七
六
─
一
六
一
〇
）
が
受
け
た
と
さ
れ
る
春
日
明
神
の
託
宣
を
引
用
し
て
、「
春
日
明

神
の
託
宣
に
曰
く
、
戒
は
是
れ
十
善
、
神
道
は
是
れ
句
々
の
教
え
と
。
こ
れ
を
自
淨
其
意
と
い
ふ
。」18

と
述
べ
、
神
道
に
お
け
る
十
善

の
説
示
と
し
て
い
る
。

　

雲
照
は
こ
の
よ
う
に
十
善
戒
解
釈
の
中
に
三
教
の
融
和
的
理
解
を
示
す
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
慈
雲
が
十
住
心
思
想
に
よ

り
有
為
法
と
無
為
法
の
不
二
を
示
し
、
世
間
法
と
出
世
間
法
を
十
善
戒
を
介
し
て
連
絡
す
る
こ
と
で
三
教
の
つ
な
が
り
を
説
い
た
よ
う

な
教
義
的
な
解
釈
は
示
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
神
道
の
真
理
を
理
解
す
る
た
め
に
仏
教
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、

神
道
の
神
業
を
知
ら
ん
と
欲
し
て
、
國
書
を
窺
ふ
も
、
一
も
了
解
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
べ
し
と
雖
、
も
し
佛
教
眞
理
の
明
鏡
を
取

て
之
を
照
す
と
き
は
、
邈
た
る
神
世
の
神
業
を
了
解
す
る
こ
と
猶
鏡
を
取
て
己
が
畫
像
を
見
る
が
如
く
に
し
て
、
神
世
古
典
の
眞

理
の
幽
玄
、
了
々
に
し
て
更
に
疑
う
べ
き
も
の
な
き
に
至
る
。19

　

と
両
者
の
親
和
性
を
語
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
儒
教
と
仏
教
の
比
較
も
述
べ
ら
れ
る
。

彼
儒
學
の
如
き
は
、
其
文
字
を
以
て
、
我
邦
の
文
字
と
爲
し
、
其
倫
理
禮
樂
等
を
以
て
、
我
が
倫
理
禮
樂
を
装
飾
す
る
の
資
具
に

用
ひ
た
る
の
外
な
い
。
其
れ
仏
教
の
如
き
は
、
我
が
神
道
幽
玄
の
神
業
の
實
に
神
聖
に
し
て
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
の
眞
理
を
明
ら
か

に
し
て
、
益
以
て
我
が
固
有
の
道
を
顯
彰
し
て
、
惑
者
邪
學
者
の
疑
惑
を
解
き
、
以
て
國
體
を
無
窮
に
傳
ふ
る
の
眞
鏡
と
爲
す
べ

き
で
あ
る
。20
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こ
こ
で
儒
教
は
日
本
の
文
字
や
倫
理
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
仏
教
を
儒
教
よ
り
も
優
位
に
位
置
づ
け
る
の
で

あ
る
。
し
か
も
雲
照
が
語
る
神
道
が
日
本
の
国
體
そ
の
も
の
で
あ
り
、か
つ
日
本
の
皇
道
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

神
道
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
仏
教
、
具
体
的
に
は
忠
孝
の
儒
教
道
徳
を
ふ
ま
え
た
四
恩
や
十
善
戒
の
実
践
も
ま
た
、
皇
道

に
連
絡
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
皇
道
を
介
在
さ
せ
る
点
に
お
い
て
雲
照
の
三
教
の
理
解
は
、
慈
雲
の
そ
れ
と
は
特
徴
を
異
に
す

る
の
で
あ
る
。
慈
雲
も
「
国
體
即
神
體
」21

と
い
う
解
釈
を
示
し
て
は
い
る
が
、
十
善
戒
の
実
践
や
三
教
融
和
を
説
示
す
る
場
面
で
殊
更

に
皇
道
を
強
調
す
る
こ
と
は
な
い
。
雲
照
は
『
教
育
勅
語
の
淵
源
』
に
お
い
て
、
教
育
勅
語
を
「
皇
祖
皇
宗
の
神
意
」
と
し
た
上
で
、

日
本
の
皇
道
と
三
教
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

儒
佛
神
の
三
道
は
只
是
れ
一
貫
の
皇
道
の
み
。
神
道
の
教
え
は
、
日
本
固
有
の
國
體
に
し
て
、
儒
教
は
其
文
字
を
借
り
て
、
倫
理

の
道
を
明
ら
か
に
す
る
の
み
で
あ
る
。
故
に
儒
を
用
ふ
れ
ど
も
支
那
の
儒
に
あ
ら
ず
、
佛
教
も
亦
、
印
度
よ
り
渡
來
せ
り
と
雖
、

彼
の
小
乘
等
の
國
躰
に
合
は
ざ
る
も
の
は
、
之
を
用
ひ
ず
。
只
大
乘
を
取
て
、
以
て
神
道
の
神
髄
を
顯
彰
す
る
の
み
で
あ
る
。22

　

こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
雲
照
が
示
す
三
教
融
和
の
思
想
と
は
、
す
な
わ
ち
国
體
・
皇
道
に
基
づ
き
発
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
雲
照
は
、
こ
の
皇
道
意
識
に
基
づ
く
三
教
融
和
の
解
釈
を
、
晩
年
に
お
い
て
設
立
を
目
指
し
た
徳
教
学
校
の
教
育
理
念
と
し
て
具

現
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
徳
教
学
校
は
目
白
僧
園
を
母
体
と
し
て
そ
れ
を
改
革
す
る
こ
と
で
設
立
が
目
指
さ
れ
て
お
り
、
晩
年
の
雲

照
の
教
育
に
か
け
る
眼
差
し
は
、
僧
侶
の
育
成
と
い
う
範
疇
を
超
え
、
国
家
全
体
を
見
渡
す
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
雲
照

自
身
、
三
教
融
和
の
理
念
に
基
づ
く
教
育
を
「
国
民
教
育
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
に
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
。
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四　
　

国
民
教
育
へ
の
展
開

　

雲
照
は
最
晩
年
、
三
教
一
致
の
考
え
方
に
基
づ
く
四
恩
十
善
の
実
践
の
場
と
し
て
、
戒
律
学
校
で
あ
る
目
白
僧
園
を
改
革
し
、
徳
教

学
校
を
設
立
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
そ
の
教
育
に
か
け
る
思
い
は
『
国
民
教
育
之
方
針
』
と
い
う
大
著
の
中
に
示
さ
れ
る
。

皇
祖　

皇
宗
は
即
ち
萬
姓
の
開
始
に
し
て
我
等
臣
民
の
祖
宗
に
ま
し
ま
せ
ば
忠
孝
二
途
な
く
天
譲
無
窮
の
神
宣
を
信
奉
す
る
こ

と
、
今
に
至
っ
て
幾
千
萬
歳
。
億
兆
そ
の
心
を
一
つ
に
し
て
決
し
て
二
心
あ
る
こ
と
な
し
。
こ
れ
我
が
國
體
の
精
華
に
し
て
、
教

育
の
淵
源
こ
れ
を
外
に
し
て
豈
他
あ
ら
ん
や
。23

　

こ
こ
で
雲
照
は
国
民
教
育
に
つ
い
て
語
り
、
そ
の
淵
源
を
忠
孝
の
実
践
に
求
め
て
い
る
。
雲
照
に
と
っ
て
忠
孝
の
実
践
が
、
十
善
の

実
践
に
反
映
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
次
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。

國
家
四
恩
の
爲
め
に
菩
薩
の
十
善
聖
戒
を
實
踐
し
、
自
ら
其
獨
を
愼
み
、
以
て
子
弟
に
施
し
て
家
庭
教
育
の
精
髄
と
な
し
、
子
弟

の
長
ず
る
に
隨
ひ
、
小
中
學
校
の
教
育
よ
り
修
身
、
齊
家
、
工
藝
、
興
業
、
治
國
、
平
天
下
の
諸
業
、
皆
此
菩
薩
三
聚
淨
戒
を
以

て
安
心
起
行
の
大
基
と
し
、
此
將
に
頽
れ
ん
と
す
る
、
東
方
君
子
國
の
美
風
を
挽
回
せ
ら
れ
む
こ
と
を
乞
ふ
。24

　

こ
の
よ
う
な
雲
照
の
考
え
方
は
、『
十
善
寶
窟
』
の
発
刊
の
辞
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
「
國
家
を
保
寧
し
、
群
生
を
利
濟
せ
ん
と
す
る
」
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と
し
た
当
初
の
十
善
布
教
に
よ
る
民
衆
教
化
の
誓
願
か
ら
し
て
も
一
貫
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
具
現
化
は
晩
年
に
い
た
っ
て
徳

教
学
校
で
の
児
童
教
育
を
理
想
と
し
て
図
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
雲
照
の
徳
教
学
校
設
立
に
か
け
る
自
信
は
「
予
は
數
十
年
來
、
佛
教

の
道
德
學
世
間
門
に
就
き
、
即
ち
四
恩
十
善
を
以
て
四
民
の
教
育
を
試
み
、
稍
實
驗
す
る
處
あ
り
。
若
し
此
制
規
に
依
り
て
教
育
せ
ば
、

必
ず
今
日
の
修
身
に
数
倍
す
る
兒
童
を
育
出
す
る
こ
と
を
得
る
を
自
信
し
て
疑
は
ざ
る
な
り
。」25

と
の
発
言
に
み
え
る
と
お
り
で
あ
る
。

　

雲
照
の
こ
う
し
た
徳
教
学
校
設
立
へ
の
熱
誠
の
背
景
に
つ
い
て
窺
う
な
ら
ば
、
そ
の
一
つ
に
海
外
の
教
育
事
情
や
、
国
内
に
展
開
し

た
キ
リ
ス
ト
教
の
教
育
事
業
や
社
会
事
業
に
対
す
る
意
識
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

外
國
は
唯
だ
教
育
の
み
な
ら
ず
。
軍
隊
を
初
め
都
て
の
事
。
皆
宗
教
道
德
を
以
て
其
本
と
す
。
然
る
に
本
邦
に
お
い
て
は
曾
て
佛

教
を
以
て
國
教
と
な
し
給
ひ
し
こ
と
は
爭
い
な
き
こ
と
な
り
し
が
、
維
新
以
來
は
定
ま
れ
る
國
教
な
き
組
織
と
な
り
た
る
を
以

て
小
學
兒
童
教
育
を
始
め
、
特
に
海
陸
軍
隊
等
に
宗
教
の
教
育
な
き
が
爲
め
、
統
治
上
に
於
い
て
甚
だ
困
難
を
生
ず
る
こ
と
鮮
な

か
ら
ず
。（
中
略
）
看
よ
彼
明
治
女
學
校
の
如
き
、
滝
の
川
學
園
の
如
き
、
皆
外
教
主
義
道
德
教
育
學
舎
に
し
て
循
々
然
と
し
て
、

彼
宗
教
を
以
て
是
國
民
を
薫
陶
感
化
せ
し
む
者
幾
十
萬
を
以
て
算
ふ
べ
き
に
至
り
し
に
非
ず
や
、
さ
れ
ば
佛
教
主
義
の
學
舎
を
設

立
す
る
の
に
何
の
不
可
が
あ
ら
む
。26

　

雲
照
の
こ
う
し
た
発
言
か
ら
、
国
體
や
皇
道
に
基
づ
く
か
た
ち
で
四
恩
十
善
の
実
践
の
意
義
が
説
か
れ
た
こ
と
は
、
外
的
脅
威
と
し

て
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
国
家
意
識
の
内
発
が
背
景
に
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
雲
照
の
弟
子
で
あ
っ
た
草
繋
全
宜

も
、
雲
照
が
海
外
の
文
化
風
俗
の
流
入
に
よ
っ
て
日
本
独
自
の
精
神
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
へ
の
懸
念
か
ら
徳
教
学
校
の
設
立
を
目
指
し

て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。



釈雲照の三教融和思想　

245

　
　

我
帝
國
は
最
初
よ
り
萬
世
一
系
の
皇
統
の
下
に
古
來
固
有
に
美
風
良
俗
を
保
て
今
日
に
い
た
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
此
の
特
色
は

　
　

海
外
諸
國
の
と
て
も
及
ば
な
い
我
國
獨
特
の
精
華
で
あ
り
ま
す
。
然
る
に
海
外
諸
國
と
の
交
通
が
頻
繁
に
な
っ
て
以
來
、
他
の
長

　
　

所
を
採
り
用
ひ
て
己
れ
の
短
所
を
補
う
と
云
う
観
念
は
極
端
に
發
輝
せ
ら
れ
、
そ
の
結
果
は
、
我
國
の
特
有
た
る
即
ち
神
儒
佛
の

　
　

三
道
を
一
貫
し
た
る
精
神
が
聊
か
迷
霧
の
た
め
に
蔽
ひ
か
く
さ
れ
る
と
云
ふ
悲
し
む
べ
き
有
樣
を
生
じ
て
來
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

此
一
事
は
國
を
思
ふ
人
々
の
心
配
に
堪
へ
な
い
次
第
で
あ
り
ま
す
。
此
時
に
當
っ
て
我
國
特
有
の
精
華
を
保
有
し
且
つ
こ
れ
を
發

　
　

揚
せ
し
む
る
事
は
國
家
重
大
な
問
題
で
あ
ろ
ふ
と
思
ひ
ま
す
。（
中
略
）
そ
れ
で
如
何
な
る
方
法
に
依
る
べ
き
で
あ
ろ
ふ
乎
。
こ

　
　

れ
は
外
に
善
ひ
方
法
は
な
い
。
三
道
一
貫
の
教
育
主
義
を
持
っ
て
、
我
第
二
の
國
民
た
る
兒
童
を
教
育
し
て
兒
童
の
腦
裡
に
確
固

　
　

不
抜
な
る
新
年
を
植
ゑ
つ
け
る
や
う
に
す
る
外
は
な
い
。（
中
略
）
こ
れ
が
故
大
和
上
が
德
教
學
校
を
建
設
し
や
う
と
云
ふ
志
を

　
　

起
さ
れ
た
趣
意
で
あ
り
ま
す
。27

　

こ
の
よ
う
な
国
家
意
識
に
関
わ
る
仏
教
の
実
践
に
つ
い
て
、
雲
照
は
や
が
て
「
尊
皇
奉
仏
」
と
い
う
語
で
語
る
よ
う
に
な
る
。
雲
照

は
『
佛
教
原
論
（
一
名 

法
界
同
帰
徳
教
論
）』
の
な
か
で
、
仏
教
的
宗
教
教
育
に
よ
っ
て
道
徳
節
義
を
振
興
す
る
必
要
性
を
説
い
て
い

る
。
そ
の
な
か
で
「
佛
教
の
眞
理
は
政
治
、
教
育
等
と
衝
突
す
べ
き
も
の
に
非
ざ
る
こ
と
を
論
ず
」
と
し
て
、

從
來
我
皇
國
に
於
い
て
宗
教
と
教
育
と
の
衝
突
あ
る
は
外
教
を
學
ぶ
者
の
往
々
彼
の
國
風
の
ま
ま
を
丸
呑
し
て
、
我
風
俗
の
如
何

を
顧
み
ざ
る
が
爲
な
り
。（
中
略
）
佛
教
は
之
に
反
し
、
決
し
て
斯
の
如
き
珍
事
あ
る
こ
と
な
き
の
み
な
ら
ず
、
能
く
四
恩
の
報

ぜ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
を
説
き
、
尊
皇
奉
佛
の
誠
を
表
す
る
こ
と
慇
懃
な
り
。28
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と
述
べ
て
い
る
。「
尊
皇
奉
仏
」の
語
は
、明
治
二
十
二
年
に「
尊
皇
奉
佛
大
同
団
」を
結
成
し
た
大
内
青
巒（
一
八
四
五
─
一
九
一
八
） 

に
よ
っ
て
標
榜
さ
れ
た
の
が
初
め
と
い
わ
れ
る
。
オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
氏
に
よ
れ
ば
、
団
体
の
結
成
の
動
機
と
は
、
帝
国
憲
法
に

伴
う
「
国
会
開
設
」
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
者
の
参
加
に
対
す
る
危
機
感
に
あ
っ
た
と
い
い
、
そ
の
活
動
は
明
治
二
十
四
年
ま
で
積
極
的
に

続
き
、
全
国
に
「
支
部
」
を
開
き
、
明
治
二
十
五
年
に
は
二
万
三
千
人
の
会
員
が
い
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
同
氏
は
大
内
青
巒
の
思

想
に
み
え
る
「
尊
皇
奉
仏
」
は
、「
王
法
為
本
」「
立
正
安
国
」
な
ど
の
教
説
と
と
も
に
、「
国
教
」
の
問
題
な
ど
が
議
論
さ
れ
た
帝
国

憲
法
発
布
の
前
後
に
お
い
て
、「
政
教
一
致
」
と
し
て
解
釈
し
直
さ
れ
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
い
、
当
初
は
キ
リ
ス
ト
教
に
対

し
て
展
開
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
仏
教
そ
の
も
の
の
国
家
と
の
調
和
性
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。29

　

雲
照
が
青
巒
ら
の
活
動
を
い
か
に
受
け
止
め
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
未
確
認
で
あ
る
が
、
晩
年
の
国
民
教
育
の
主
張
に
、
そ
の
思
想

が
影
響
し
て
い
た
可
能
性
は
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

お
わ
り
に　

徳
教
学
校
設
立
の
破
綻
と
そ
の
背
景
の
考
察　
　

真
言
宗
智
山
派
に
み
る
教
育
・
社
会
活
動
を
例
と
し
て

　

こ
こ
ま
で
雲
照
の
活
動
に
焦
点
を
あ
て
、
十
善
戒
の
解
釈
か
ら
慈
雲
と
雲
照
の
相
違
に
つ
い
て
指
摘
し
た
。
雲
照
は
十
善
戒
の
解
釈

に
つ
い
て
、
出
世
間
法
と
世
間
法
を
兼
ね
る
教
え
と
し
て
慈
雲
の
思
想
を
踏
襲
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
、
ま
た
十
善
会
や
婦
人

摂
受
正
法
会
に
お
け
る
法
話
会
や
授
戒
会
の
開
催
、
機
関
誌
の
発
行
な
ど
の
活
動
は
、
慈
雲
の
十
善
戒
に
よ
る
民
衆
教
化
の
活
動
と
類

似
し
て
お
り
、
そ
の
影
響
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
雲
照
は
十
善
戒
の
実
践
が
、
儒
教
の
倫
理
道
徳
で
あ
る
忠
孝
の
実
践
に
つ
な
が
る
と
説
き
、
し
か
も
そ
れ
が
国
體
・
皇
道
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そ
の
も
の
と
観
念
さ
れ
る
神
道
を
補
翼
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
お
れ
ば
、
そ
れ
は
皇
道
を
第
一
と
し
て
そ
れ
に
基
づ
く
三
教
融
和
と

し
て
理
解
で
き
、
慈
雲
が
雲
伝
神
道
の
教
義
に
反
映
し
た
密
教
教
義
に
基
づ
く
三
教
融
和
の
思
想
と
は
明
確
に
異
な
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
雲
照
は
皇
道
を
第
一
と
す
る
三
教
融
和
の
思
想
を
「
尊
皇
奉
仏
」
と
語
り
、
晩
年
に
い
た
っ
て
、
こ
れ
を
理
念
と
し
た
国
民
教

育
を
実
践
す
る
た
め
の
徳
教
学
校
の
設
立
を
目
指
し
た
。
し
か
し
、
雲
照
の
遷
化
後
、
弟
子
の
草
繫
全
宜
を
は
じ
め
、
雲
照
の
信
奉
者

で
あ
っ
た
工
学
博
士
渡
邊
渡
、
薬
学
博
士
丹
波
敬
三
、
こ
の
と
き
貴
族
員
議
員
で
あ
り
、
後
に
大
正
自
由
教
育
運
動
の
中
心
的
役
割
を

果
た
し
た
澤
柳
政
太
郎
ら
が
そ
の
遺
志
を
継
ぎ
徳
教
学
校
の
設
立
に
尽
力
し
た
が
、
つ
い
に
そ
れ
は
実
現
す
る
こ
と
な
く
、
雲
照
の
理

想
は
破
綻
し
、
そ
の
母
体
と
し
て
あ
っ
た
戒
律
学
校
目
白
僧
園
も
解
散
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

前
節
で
は
、
雲
照
が
徳
教
学
校
の
設
立
を
目
指
し
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
展
開
な
ど
に
対
す
る
危
機
感
を
指
摘
し

た
が
、
時
代
背
景
と
し
て
当
時
の
各
宗
派
の
教
育
が
教
学
中
心
と
変
容
し
て
い
く
過
渡
期
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思

わ
れ
、
お
わ
り
に
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
真
言
宗
智
山
派
に
お
け
る
教
育
活
動
の
変
遷
を
例
と
し
て
確
認
し
な
が
ら
、
雲
照
の
徳

教
学
校
設
立
破
綻
の
背
景
の
一
端
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
明
治
十
二
年
、
真
言
宗
古
義
派
・
新
義
派
が
合
同
組
織
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
開
か
れ
た
真
言
宗
大
成
会

議
で
そ
の
布
教
活
動
の
統
一
が
議
論
さ
れ
、
戒
律
主
義
に
基
づ
く
宗
規
が
定
め
ら
れ
た
が
、
次
第
に
戒
律
厳
守
に
対
す
る
宗
内
の
反
対

勢
力
が
強
く
な
り
、
明
治
十
七
年
の
真
言
宗
宗
制
会
議
に
お
い
て
は
、
教
学
中
心
主
義
の
宗
制
に
改
め
ら
れ
、
新
義
派
大
学
林
と
古
義

派
大
学
林
が
誕
生
し
た
。30

　

こ
の
後
の
智
山
派
の
教
育
機
関
に
つ
い
て
追
う
と
、
新
義
派
大
学
林
は
明
治
三
十
三
年
八
月
に
真
言
宗
各
派
独
立
の
認
可
を
受
け
て

新
義
真
言
宗
智
山
派
が
誕
生
し
た
こ
と
に
よ
り
閉
鎖
廃
校
と
な
り
、
同
年
九
月
に
智
積
院
内
に
智
山
派
大
中
学
林
が
開
設
さ
れ
た
。

　

智
山
派
大
学
林
は
三
ヶ
年
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
、
専
門
研
究
の
た
め
に
二
ヶ
年
の
研
究
科
を
設
置
し
て
い
る
。
学
科
の
課
程
表
に
は
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正
業
と
し
て
祖
典
各
種
・
大
日
経
疏
・
釋
摩
訶
衍
論
、
兼
業
と
し
て
阿
毘
達
磨
・
唯
識
・
天
台
・
華
厳
を
、
参
考
余
科
と
し
て
哲
学
・

文
学
・
梵
語
等
、
そ
の
他
い
わ
ゆ
る
普
通
学
に
相
当
す
る
科
目
も
含
め
、
こ
れ
ら
を
三
年
間
で
履
修
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。31

　

智
山
派
大
学
林
は
明
治
三
十
六
年
の
専
門
学
校
令
を
受
け
て
、「
智
山
勧
学
院
」
に
名
称
を
変
更
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
設
備
等
の

面
で
専
門
学
校
令
の
認
可
基
準
に
は
達
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
設
置
基
準
に
到
達
す
る
よ
う
に
修
学
年
限
を
五
年
（
本
科
尋
常
科
三

年
、
本
科
高
等
科
二
年
）
に
変
更
す
る
な
ど
の
暫
定
的
な
対
応
を
と
っ
て
い
た
。

　

正
式
に
学
制
が
整
い
、
専
門
学
校
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
は
大
正
三
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
が
け
て
真
言
宗
他
派
で

は
明
治
四
十
一
年
に
豊
山
大
学
が
認
可
さ
れ
、
明
治
四
十
二
年
に
高
野
山
大
学
が
認
可
さ
れ
て
い
る
。
折
し
も
真
言
各
派
に
お
い
て
学

林
が
私
立
大
学
へ
と
改
編
を
遂
げ
つ
つ
あ
っ
た
明
治
四
十
二
年
に
雲
照
は
遷
化
し
て
い
る
。

　

大
正
七
年
に
は
大
学
令
が
公
布
さ
れ
、
宗
立
大
学
が
続
々
と
開
校
し
て
い
く
。
智
山
勧
学
院
は
昭
和
三
年
に
東
京
に
移
転
し
、
智
山

専
門
学
校
と
な
っ
た
が
、
こ
の
時
点
で
ま
だ
専
門
学
校
令
の
認
可
に
よ
る
学
校
で
あ
っ
た
の
で
、
宗
門
大
学
の
設
立
を
目
指
す
べ
き
と

し
て
、
宗
門
に
お
け
る
學
問
の
刷
新
を
望
む
声
も
あ
っ
た
。
智
山
勧
学
院
の
教
授
で
あ
っ
た
高
神
覺
昇
は
「
宗
門
教
育
の
本
質
を
論
じ

て
本
派
教
学
の
方
針
に
及
ぶ
」
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

社
会
の
進
歩
發
達
に
伴
う
こ
と
の
出
來
な
い
よ
う
な
宗
教
や
宗
派
は
、
残
念
な
が
ら
時
代
の
落
伍
者
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
是
に

於
て
か
わ
れ
ら
は
如
上
の
宗
余
乘
學
研
究
の
傍
、
つ
ね
に
時
代
の
文
化
學
を
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
般
の
宗
教
學
、
哲
學
、

科
學
、
社
会
學
、
教
育
學
、
倫
理
學
、
語
學
等
の
諸
種
の
精
神
文
化
の
學
問
を
一
應
理
解
す
べ
き
こ
と
は
、
又
當
然
の
こ
と
で
あ

る
。
で
な
け
れ
ば
ど
れ
丈
聲
を
大
き
く
し
て
、「
本
派
は
加
持
身
成
教
主
の
義
を
闡
揚
し
、
事
教
二
相
を
兼
修
し
、
以
て
即
身
成

佛
の
直
路
を
開
示
す
」
と
い
っ
た
所
で
、
ど
う
し
て
そ
の
實
を
挙
げ
得
ら
る
る
か
、
そ
れ
こ
そ
一
片
の
空
文
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
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よ
り
外
は
な
い
。32

　

こ
の
よ
う
な
当
時
の
教
育
者
の
考
え
方
か
ら
、
雲
照
が
晩
年
に
描
い
た
徳
教
学
校
の
理
想
を
振
り
返
る
と
、
雲
照
の
遷
化
後
、
目
白

僧
園
が
廃
校
と
な
り
、
徳
教
学
校
も
実
現
し
な
か
っ
た
の
は
、
各
宗
立
大
学
が
続
々
と
開
校
さ
れ
る
な
か
に
あ
っ
て
、
厳
格
な
戒
律
に

基
づ
い
た
僧
堂
教
育
は
望
ま
れ
な
く
な
り
、
普
通
学
を
導
入
し
な
い
道
徳
教
育
も
ま
た
必
要
と
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
理
由
の
一
つ

と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
で
雲
照
は
三
教
一
致
の
道
徳
教
育
の
成
果
が
「
尊
皇
奉
仏
」
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
が
、
明
治
末
期
か
ら
昭

和
に
か
け
て
宗
門
の
活
動
理
念
に
は
、
仏
教
と
国
家
と
の
つ
な
が
り
を
強
調
す
る
姿
勢
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
大

正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
智
山
派
が
力
を
注
い
で
い
た
社
会
事
業
活
動33

に
あ
た
っ
て
、
当
時
の
管
長
青
木
榮
豊
の
告
諭
に
は
、

謹
ん
で
按
ず
る
に
宗
祖
派
祖
立
教
開
派
の
本
旨
は
一
つ
に
當
相
即
道
即
事
而
真
の
教
格
に
準
由
し
、
内　

本
具
の
大
菩
提
心
を
開

顯
し
て
菩
薩
二
利
の
淨
行
を
成
満
し
、
外　

聖
旨
を
奉
戴
し
て
治
國
安
民
の
皇
謨
を
翼
賛
す
る
に
在
り
、
然
る
に
現
下
派
内
の
状

勢
を
観
る
に
、
教
學
の
施
設
稍
々
其
形
を
整
い
た
る
に
似
た
り
と
雖
も
、
教
化
の
実
績
は
未
だ
以
て
社
会
に
顯
示
す
る
に
足
ら
ず
。

（
中
略
）
乃
ち
此
の
機
会
に
お
い
て
全
國
末
派
寺
院
を
激
勵
し
、
寺
院
を
し
て
普
く
教
化
又
は
社
會
事
業
を
経
營
せ
し
め
僧
侶
を

し
て
悉
く
其
の
才
能
を
活
用
し
て
人
心
指
導
の
實
務
に
當
た
ら
し
め
、
庶
く
は
以
て
社
會
を
淨
化
し
思
想
を
善
導
す
る
の
一
助
と

な
さ
ん
と
欲
す
。
若
し
如
此
ん
ば
啻
に
寺
院
及
僧
侶
の
社
會
的
價
値
を
増
大
す
る
の
み
な
ら
ず
、
漸
次
に
我
國
民
を
し
て
宗
教
的

信
仰
に
入
ら
し
め
、
以
て
其
の
積
年
の
闕
陥
を
補
い
、
延
い
て
益
々
我
國
体
の
尊
嚴
を
顯
揚
す
る
こ
と
を
得
ん
、
是
れ
實
に
鎮
護

國
家
濟
世
利
人
の
淨
業
に
し
て
宗
祖
並
歴
代
列
祖
の
紹
述
せ
る
所
、
又
正
に
當
面
喫
緊
の
急
務
た
る
也
（
後
略
）
昭
和
三
年
六
月
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四
日　

新
義
真
言
宗
智
山
派
管
長　

青
木
榮
豊34

　

と
あ
り
、
こ
こ
で
青
木
榮
豊
管
長
は
、
智
山
派
が
社
会
事
業
に
従
事
す
る
こ
と
は
、
真
言
宗
の
立
教
開
宗
の
本
旨
に
準
由
す
る
も
の

で
、
そ
れ
は
治
国
安
民
の
皇
謨
の
翼
賛
に
あ
る
と
い
い
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
社
会
活
動
を
行
う
こ
と
は
鎮
護
国
家
済
世
利
人
の
浄
業
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
社
会
事
業
を
と
お
し
て
、
寺
院
僧
侶
の
社
会
的
価
値
を
高
め
、
国
民
を
信
仰
に
導
く
、
そ
の
こ
と
が
ひ

い
て
は
国
體
の
尊
厳
を
顕
揚
す
る
と
い
う
。
こ
こ
に
は
尊
皇
奉
仏
の
語
は
見
え
な
い
も
の
の
、
仏
教
社
会
事
業
の
成
果
が
国
體
顕
揚
や

皇
謨
翼
賛
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
尊
皇
奉
仏
の
理
念
は
ご
く
自
然
な
も
の
と
し
て
具
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

真
言
宗
に
お
け
る
尊
皇
奉
仏
の
理
念
は
、支
那
事
変
以
降
の
戦
時
下
に
お
い
て
よ
り
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
に
お
い
て「
四

恩
」
が
教
化
理
念
と
し
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
述
べ
た
雲
照
の
三
教
融
和
の
思
想
を
手
掛
か
り
と

し
て
、
戦
時
下
に
お
け
る
宗
門
の
活
動
と
、
そ
こ
に
み
え
る
尊
皇
奉
仏
の
理
念
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註

　
１ 

拙
論
「
慈
雲
の
思
想
─
神
儒
仏
三
教
一
致
の
構
造
─
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
九　

二
〇
一
六
年
）

２ 

拙
論
「
雲
伝
神
道
に
お
け
る
灌
頂
儀
礼
に
つ
い
て
」　 （『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
十　

二
〇
一
七
年
）

３ 『
慈
雲
尊
者
鑽
仰
會
講
演
集
』
第
貳
輯
（
高
貴
寺　

一
九
三
三
年
）

４ 

大
塚
秀
見
「
釈
雲
照
の
生
涯
素
描
─
全
体
像
把
握
に
向
け
て
─
」（『
現
代
密
教
』
十
四　

二
〇
〇
一
年
）



釈雲照の三教融和思想　

251

５ 

吉
田
敏
雄
『
釋
雲
照
』（
文
芸
社　

一
九
〇
二
年
）

６ 
斎
藤
昭
俊
「
釈
雲
照
と
教
育
」（『
智
山
学
報
』
十
六　

一
九
六
八
年
）
齊
藤
昭
俊
氏
は
、
雲
照
が
高
野
山
・
京
都
を
拠
点
と
し
て
い
た
明
治
元
年
か
ら

明
治
十
七
年
ま
で
を
廃
仏
に
対
す
る
護
教
活
動
時
代
と
し
て
詳
し
く
扱
っ
て
い
る
。

７ 

阿
部
貴
子
「
明
治
期
に
お
け
る
真
言
宗
の
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
─
普
通
学
の
導
入
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
現
代
密
教
』
二
十
四　

二
〇
一
三
年
）

８ 

吉
田
前
掲
書

９ 『
十
善
寳
窟
』
第
十
四
輯

10 『
慈
雲
尊
者
鑽
仰
會
講
演
集
』
第
貳
輯
（
高
貴
寺　

一
九
三
三
年
）
二
頁

11 『
慈
雲
尊
者
鑽
仰
會
講
演
集
』
第
貳
輯
（
高
貴
寺　

一
九
三
三
年
）
四
頁

12 

阿
部
貴
子
「
雲
照
律
師
の
世
俗
性
─
仏
教
の
近
代
性
を
ど
う
見
る
か
─
」（
現
代
密
教
二
十
一　

二
〇
一
〇
年
）
阿
部
氏
は
雲
照
の
生
涯
に
つ
い
て
①
皇

国
主
義
②
持
戒
主
義
③
道
徳
教
育
④
海
外
交
流
の
四
点
か
ら
分
析
し
て
お
り
、
皇
国
主
義
の
一
面
に
つ
い
て
慈
雲
の
影
響
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。　

13 

斎
藤
昭
俊
前
掲
論
文

14 

雲
照
『
十
善
の
法
話
』（
福
田
慈
海　

一
八
九
五
年
）
二
頁

15 

雲
照
『
十
善
の
法
話
』（
福
田
慈
海　

一
八
九
五
年
）
十
六
頁

16 

雲
照
『
十
善
の
法
話
』（
福
田
慈
海　

一
八
九
五
年
）
十
六
頁

17 

雲
照
『
國
民
教
育
之
方
針
』（
博
文
館　

一
九
〇
〇
年
）
三
頁

18 

雲
照
『
國
民
教
育
之
方
針
』（
博
文
館　

一
九
〇
〇
年
）
三
頁

19 

雲
照
『
教
育
勅
語
の
淵
源
』（
金
港
堂　

一
九
〇
一
年
）
十
三
頁

20 

雲
照
『
教
育
勅
語
の
淵
源
』（
金
港
堂　

一
九
〇
一
年
）
三
十
五
頁
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21 

慈
雲
『
神
儒
偶
談
』（『
慈
雲
尊
者
神
道
著
作
全
集
』
八
幡
書
店　

二
〇
〇
九
年
）
一
三
九
頁

22 
雲
照
『
教
育
勅
語
の
淵
源
』（
金
港
堂　

一
九
〇
一
年
）
三
十
一
頁

23 

雲
照
『
國
民
教
育
之
方
針
』（
博
文
館　

一
九
〇
〇
年
）
十
九
～
二
〇
頁

24 

雲
照
『
國
民
教
育
之
方
針
』（
博
文
館　

一
九
〇
〇
年
）
四
十
一
頁

25 

雲
照
『
國
民
教
育
之
方
針
』（
博
文
館　

一
九
〇
〇
年
）
八
頁

26 

雲
照
『
國
民
教
育
之
方
針
』（
博
文
館　

一
九
〇
〇
年
）
四
頁
・
十
四
頁

27 

草
繋
全
宜
『
德
教
學
校
の
設
立
に
つ
い
て
』（
德
教
會　

一
九
一
〇
年
）

28 

雲
照
『
佛
教
原
論
』（
博
文
館　

一
九
〇
五
年
）
三
五
頁

29 

オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
「
尊
皇
奉
仏
大
同
団
と
そ
の
思
想
的
営
為
」（『
宗
教
研
究
』
八
四
巻
四
輯　

二
〇
一
〇
年
）

30 

『
智
山
専
門
学
校
史
』（
智
山
専
門
学
校
史
刊
行
会　

一
九
九
二
年
）
近
代
に
お
け
る
真
言
宗
の
教
育
機
関
は
大
ま
か
に
以
下
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
っ

て
い
る
。

明
治
五
年
五
月 

神
仏
合
同
の
大
教
院
が
増
上
寺
を
開
設　

同
年
末
廃
止
。

明
治
六
年
一
月 

増
上
寺
大
教
院
内
に
仏
教
七
宗
が
宗
務
局
を
設
置
。

 

金
剛
峯
寺
・
東
寺
・
智
積
院
・
長
谷
寺
の
四
本
山
は
合
同
し
て
宗
務
局
を
持
ち
、
教
育
機
関
は
合
同
の
宗
学
林
を
護
国
寺
内

に
設
置
。　

明
治
八
年
五
月 

各
宗
合
同
の
大
教
院
制
度
が
廃
止
。
各
宗
独
自
の
大
教
院
設
置
が
命
じ
ら
れ
真
言
宗
は
芝
愛
宕
真
福
寺
内
に
大
教
院
と
宗
学

林
を
設
置
。

明
治
九
年
八
月 

真
言
宗
宗
学
林
を
高
野
山
・
智
山
・
豊
山
の
三
山
へ
そ
れ
ぞ
れ
移
設
。
真
言
宗
専
門
学
林
と
改
称
。
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明
治
十
年
八
月 

智
山
派
は
智
積
院
内
に
智
山
西
校
・
真
福
内
に
智
山
東
校
を
開
校
。

明
治
十
一
年
五
月 

仁
和
寺
・
大
覚
寺
・
醍
醐
寺
の
８
ヶ
寺
、
新
古
合
同
真
言
宗
よ
り
分
離
し
て
、
真
言
宗
西
部
大
教
院
を
設
立
。

明
治
十
二
年
四
月 

内
務
省
の
一
宗
一
管
長
制
の
通
達
に
よ
り
真
言
宗
大
教
院
を
宗
務
所
と
し
て
教
王
護
国
寺
に
設
置
。
新
た
に
学
林
統
轄
の
総

黌
を
設
置
。　

明
治
十
三
年
一
月 

智
山
専
門
学
林
東
校
を
廃
止
し
、
西
校
に
統
一
、
智
山
大
学
林
と
な
る
。

明
治
十
八
年
十
月 

総
黌
を
事
相
講
伝
所
と
改
め
、
大
学
林
を
新
義
と
古
義
に
分
け
る
。

明
治
十
九
年
十
月 
音
羽
護
国
寺
内
に
新
義
派
大
学
林
落
成
。

明
治
三
十
三
年
八
月 

真
言
宗
各
派
独
立
の
認
可
。
智
山
・
豊
山
に
独
立
し
新
義
派
大
学
林
廃
校
。

明
治
三
十
三
年
九
月 

智
積
院
内
に
智
山
派
大
中
学
林
開
校

明
治
三
十
六
年
三
月  

専
門
学
校
令
公
布
。

明
治
三
十
七
年
七
月 

智
山
派
大
学
林
を
智
山
勧
学
院
に
改
称
。
中
学
林
廃
校
。

大
正
三
年
四
月 

専
門
学
校
令
に
よ
る
智
山
勧
学
院
開
校
。

大
正
七
年
十
二
月 

大
学
令
公
布
。

大
正
十
一
年
五
月 

龍
谷
大
学
、
大
谷
大
学
、
設
置
認
可
。

大
正
十
三
年
五
月 

立
正
大
学
設
置
認
可
。

大
正
十
四
年
四
月 

駒
澤
大
学
設
置
認
可
。

大
正
十
五
年
四
月 

浄
土
・
天
台
・
豊
山
の
三
派
合
同
に
よ
り
大
正
大
学
認
可
。

昭
和
四
年
四
月 

智
山
勧
学
院
、
東
京
に
移
転
。
智
山
専
門
学
校
と
な
る
。
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31 

阿
部
貴
子
前
掲
論
文
（
二
〇
一
三
年
）

32 
高
神
覺
昇
「
宗
門
教
育
の
本
質
を
論
じ
て
本
派
教
学
の
方
針
に
及
ぶ
」（『
智
山
専
門
学
校
史
』
智
山
専
門
学
校
史
刊
行
会　

一
九
九
二
年
）　

33 

山
口
幸
照
「
大
正
期
・
昭
和
初
期
の
仏
教
社
会
事
業
─
真
言
宗
智
山
派
の
仏
教
社
会
事
業
─
」（『
現
代
密
教
』
十
三　

二
〇
〇
〇
年
）

各
宗
派
に
お
い
て
宗
立
大
学
が
整
備
さ
れ
た
大
正
時
代
に
お
い
て
、
仏
教
各
派
で
社
会
事
業
活
動
が
展
開
し
は
じ
め
た
時
代
で
あ
る
。
山
口
幸
照
氏
は
、

大
正
七
年
か
ら
昭
和
二
十
年
ま
で
に
発
展
し
た
智
山
派
に
お
け
る
仏
教
社
会
事
業
活
動
に
つ
い
て
整
理
さ
れ
、
大
正
時
代
に
お
い
て
、
政
府
の
方
針
で

あ
る
「
民
力
涵
養
運
動
」
と
、
こ
の
時
代
の
「
社
会
問
題
の
顕
在
化
」
に
よ
っ
て
、
仏
教
者
も
社
会
の
問
題
に
関
心
を
寄
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
状

況
が
仏
教
社
会
事
業
の
盛
り
上
が
り
の
背
景
の
一
つ
に
あ
っ
た
と
い
う
。

34 『
智
山
派
宗
報
』
一
二
号
（
一
九
二
八
年
）

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

雲
照
、
慈
雲
、
神
道
、
儒
教
、
仏
教
、
戒
律
、
十
善
戒
、
真
言
宗
、
皇
道
、
国
體　
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一
、
問
題
の
所
在　

―
日
本
の
大
衆
文
化
を
「
宗
教
」
か
ら
跡
付
け
る
こ
と
の
意
義
―

　
「
宗
教
と
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
」
と
い
う
主
題
が
宗
教
学
上
の
重
要
な
課
題
と
し
て
一
定
の
認
知
を
得
た
の
は
、
や
は
り
オ
ウ
ム
真
理
教

事
件
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
だ
ろ
う
。
一
九
九
五
年
の
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
で
世
間
を
震
撼
さ
せ
た
当
教
団
に
よ
る
凶
事
は
、
大
き

く
三
つ
の
局
面
か
ら
「
宗
教
と
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
」
と
の
関
係
に
光
を
当
て
た
と
見
ら
れ
る
。

　

一
つ
目
は
、教
団
が
い
か
な
る
媒
体
を
用
い
、情
報
発
信
を
行
っ
て
き
た
か
と
い
う
、「
自
己
表
象
」と
し
て
の
宗
教
表
象
に
係
る
局
面
。

二
つ
目
は
、
報
道
か
ら
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
で
の
扱
い
に
至
る
ま
で
、
マ
ス
コ
ミ
が
教
団
を
い
か
に
取
り
上
げ
て
き
た
の
か
を
問
う
よ
う

な
、
表
象
行
為
の
主
体
を
聖
な
る
も
の
の
外
側
に
置
い
た
「
他
者
表
象
」
に
係
る
局
面
。
そ
し
て
三
つ
目
が
、「
オ
カ
ル
ト
」
や
「
精

神
世
界
」「
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
」
の
隆
盛
と
い
っ
た
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
世
界
観
を
育
み
、
同
時
に
そ
の
勢
力
拡
大
を
後
押
し
し
た
で
あ

ろ
う
、
大
衆
的
な
気
運
に
係
る
局
面
で
あ
る
。
マ
ス
コ
ミ
を
利
用
し
た
教
団
の
広
報
戦
略
と
、
こ
れ
を
黙
認
し
た
テ
レ
ビ
局
と
の
共
犯

一
九
六
〇
年
代
の
大
衆
文
化
に
見
る
「
非
合
理
」
へ
の
欲
望
（
Ⅱ
）

「〈
秘
境
〉
ブ
ー
ム
」
を
め
ぐ
っ
て

大
道　

晴
香
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関
係
が
問
題
と
な
っ
た
よ
う
に
、
各
局
面
は
相
互
に
交
渉
し
つ
つ
具
体
相
を
構
成
し
て
き
た
。
ゆ
え
に
、
前
掲
の
区
分
は
あ
く
ま
で
理

念
的
な
特
質
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
論
者
が
特
に
関
心
を
抱
い
て
い
る
の
は
、
こ
の
三
つ
目
の
局
面
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
媒
介
さ
れ
た
文
化
領
域
を
「
大
衆
文
化
」
の
語
で
定
位
す
る
な
ら
ば
、
戦
後
、
日
本
の
大
衆
文
化
に
お
い
て
超
自

然
的
次
元
へ
の
顕
著
な
親
和
性
が
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
七
〇
年
代
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
宗
教
学
や
社
会
学
の
領

域
で
は
、
オ
ウ
ム
事
件
が
勃
発
す
る
以
前
の
段
階
で
既
に
、
そ
の
変
化
に
つ
い
て
言
及
が
な
さ
れ
て
い
た1

。
そ
し
て
、
オ
ウ
ム
事
件
に

至
る
道
筋
が
検
討
さ
れ
る
中
で
、
こ
う
し
た
社
会
的
潮
流
は
、
教
団
の
揺
籃
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
藤
田
庄
市

は
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
の
源
流
を
論
じ
る
中
で
、「
麻
原
＝
オ
ウ
ム
の
土
壌
は
七
〇
年
代
に
興
起
し
、
八
〇
年
代
に
隆
盛
し
た
オ
カ
ル

ト
で
あ
り
、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
で
あ
っ
た
」
こ
と
、
オ
ウ
ム
真
理
教
が
「
宗
教
ブ
ー
ム
、
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
の
風
を
背
に
受
け
な
が
ら
拡

大
を
続
け
た
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る2

。
た
だ
し
、
宗
教
学
者
ら
の
危
惧
を
よ
そ
に
、
一
時
鳴
り
を
潜
め
た
大
衆
文
化
に
お
け
る
超
自

然
へ
の
志
向
性
が
、「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」
や
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
の
枠
組
み
で
復
活
し
て
い
る
状
況
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

七
〇
年
代
に
生
じ
た
「
オ
カ
ル
ト
」
等
の
流
行
は
、
そ
れ
ま
で
の
大
衆
文
化
の
状
況
を
見
れ
ば
、
従
来
の
在
り
方
を
一
八
〇
度
転
換

す
る
、
極
め
て
特
異
な
現
象
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
論
者
は
「
イ
タ
コ
」
と
い
う
民
俗
文
化
を
対
象
に
据
え
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン

メ
ン
ト
と
し
て
の
宗
教
表
象
の
変
遷
を
追
っ
て
き
た
が
、そ
の
転
換
は
一
目
瞭
然
で
あ
っ
た
。
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
生
じ
た「
日

本
再
発
見
」
の
文
脈
下
に
生
成
し
た
〈
イ
タ
コ
〉
像
は
、「
我
々
」
が
住
ま
う
「
中
央
」
の
地
と
距
離
的
な
隔
た
り
を
も
っ
た
、
あ
く

ま
で
「
地
方
」
の
「
他
者
」
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
「
奇
習
」
な
い
し
「
文
化
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
中
央
／
地

方
」
の
空
間
構
造
に
、「
我
々
／
他
者
」、
そ
し
て
「
合
理
（
科
学
）
／
非
合
理
（
非
科
学
）」
を
対
応
さ
せ
た
二
項
対
立
的
な
解
釈
の

枠
組
み
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、現
代
社
会
を
貫
く
「
科
学
」
の
論
理
に
抵
触
す
る
〈
イ
タ
コ
〉
の
宗
教
性
は
、「
合
理
主
義
者
」

で
あ
る
「
我
々
」
と
地
理
的
に
隔
絶
さ
れ
た
「
他
者
」
の
領
域
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
。
七
〇
年
代
に
顕
著
と
な
る
「
オ
カ
ル
ト
」
の
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流
行
は
、
こ
の
「
我
々
」
を
〈
イ
タ
コ
〉
の
利
用
者
、
す
な
わ
ち
「
非
合
理
」
の
担
い
手
と
み
な
す
点
で
、
間
違
い
な
く
大
衆
文
化
上

の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
論
者
が
看
過
さ
る
べ
き
で
な
い
と
考
え
る
の
は
、〈
イ
タ
コ
〉
の
宗
教
性
自
体
に
価
値
を
見
出
し
て
は
い
な
い
も

の
の
、
そ
う
し
た
宗
教
性
を
受
容
す
る
「
非
合
理
」
な
「
他
者
」
の
存
在
を
欲
し
て
い
た
、
一
九
六
〇
年
代
の
超
自
然
的
次
元
に
対
す

る
欲
望
の
在
り
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
〝
前
史
〟
に
踏
み
込
む
試
み
と
し
て
は
、日
本
の
「
オ
カ
ル
ト
」
ブ
ー
ム
に
正
面
か
ら
向
き
合
っ

た
一
柳
廣
孝
編
『
オ
カ
ル
ト
の
帝
国
』（
青
弓
社
、
二
〇
〇
六
年
）、
𠮷
田
司
雄
編
『
オ
カ
ル
ト
の
惑
星
』（
同
、
二
〇
〇
九
年
）
の
収

録
論
考
、
と
り
わ
け
、
金
子
毅
「
オ
カ
ル
ト
・
ジ
ャ
パ
ン
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
」、
同
「
オ
カ
ル
ト
・
ジ
ャ
パ
ン
の
分
水
嶺
―
純
粋
学
問

と
し
て
の
人
類
学
か
ら
の
決
別
」、飯
倉
義
之
「
美
し
い
地
球
の
〈
秘
境
〉—

〈
オ
カ
ル
ト
〉
の
揺
籃
と
し
て
の
一
九
六
〇
年
代
〈
秘
境
〉

ブ
ー
ム
」と
い
っ
た
論
が
挙
げ
ら
れ
、こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、七
〇
年
代
の
ブ
ー
ム
の
萌
芽
を
六
〇
年
代
の
動
向
に
見
出
し
て
い
る
。「
オ

ウ
ム
事
件
」
を
用
意
し
た
時
代
的
な
背
景
、そ
の
潮
流
は
決
し
て
七
〇
年
代
に
突
如
現
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、

「
非
合
理
」
な
「
他
者
」
に
、「
我
々
」
は
一
体
何
を
求
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、「
日
本
再
発
見
」
と
同
じ
く
〝
距
離
〟
に
依
拠
し
た
空
間
構
造
を
持
ち
、
か
つ
同
時
期
に
活
況
を
呈
し
て
い
た
ム
ー
ブ

メ
ン
ト
「〈
秘
境
〉
ブ
ー
ム
」
に
着
目
し
、超
自
然
的
次
元
に
関
わ
る
事
物
の
消
費
の
さ
れ
方
を
追
う
こ
と
で
、オ
ウ
ム
事
件
に
連
な
る
、

六
〇
年
代
の
大
衆
文
化
に
お
け
る
〈
宗
教
的
な
る
も
の
〉
の
位
相
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
、〈
秘
境
〉
ブ
ー
ム
に
つ
い
て

　
「〈
秘
境
〉
ブ
ー
ム
」
と
聞
い
て
多
く
の
人
が
ま
ず
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
俳
優
・
川
口
浩
を
隊
長
に
立
て
た
「
川
口
浩
探
検
隊
」
で
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は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
探
検
」
と
称
し
、
日
本
か
ら
遠
く
離
れ
た
異
国
の
〈
秘
境
〉
で
、
命
か
ら
が
ら
「
未
開
の
部
族
」
な
い
し
「
奇

習
」「
未
確
認
生
物
」「
未
踏
の
洞
窟
」
を
追
い
求
め
る
様
を
描
い
た
「
川
口
浩
探
検
隊
」
シ
リ
ー
ズ
は
、
一
九
七
八
年
三
月
の
放
送
を

皮
切
り
に
一
九
八
五
年
一
一
月
ま
で
の
約
五
年
間
、
計
五
〇
回
の
放
送
を
数
え
た
人
気
番
組
で
あ
る3

。「
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
」（http://w

w
w

.tvdram
a-db.com

/

）
で
も
「
ド
ラ
マ
的
要
素
も
含
ま
れ
て
い
る
」
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
、同
シ
リ
ー

ズ
は
過
剰
な
演
出
を
含
み
つ
つ
も
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
装
っ
た
、「
や
ら
せ
」
と
理
解
し
た
う
え
で
楽
し
む
タ
イ
プ
の
、
視
聴
者
と

制
作
者
間
の
共
犯
関
係
の
も
と
に
成
立
し
て
い
た
番
組
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、純
然
た
る「
非
合
理
」な「
他
者
」の
領
域
と
し
て
の〈
秘

境
〉
が
成
立
し
得
な
い
と
い
う
了
解
を
前
提
と
し
た
、
あ
る
意
味
、
メ
タ
化
さ
れ
る
ま
で
に
消
費
の
進
行
し
た
〈
秘
境
〉
の
末
期
を
示

す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
発
端
と
な
る
一
九
五
〇
年
代
末
～
六
〇
年
代
に
生
じ
た
〈
秘
境
〉
ブ
ー
ム
と
は
、
様
相
を
や
や
異
に
す
る
。

　
〈
秘
境
〉ブ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、幾
つ
か
の
先
行
論
が
存
在
し
て
い
る
。先
に
挙
げ
た
金
子
と
飯
倉
の
論
文
が
そ
れ
に
当
た
り
、他
に
も
、

飯
田
卓
「
昭
和
３
０
年
代
の
海
外
学
術
エ
ク
ス
ペ
デ
ィ
シ
ョ
ン
―
『
日
本
の
人
類
学
』
の
戦
後
と
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
―
」（『
国
立
民
族
学

博
物
館
研
究
報
告
』
第
三
一
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
七
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
前
段
と
し
て
、
先
行
研
究
の
内
容
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
ま
ず
は
〈
秘
境
〉
ブ
ー
ム
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

　

一
九
五
〇
年
代
末
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
〈
秘
境
〉
が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
例
え
ば
、
刊
行
物
の
動
向
か
ら
窺
う

こ
と
が
出
来
る
。【
表
１
】
は
、
国
立
国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
「
秘
境
」
関
連
書
籍
の
点
数
（
タ
イ
ト
ル
に
「
秘
境
」
を
含
む
。

二
〇
一
七
年
一
〇
月
時
点
）
と
、そ
れ
が
総
出
版
点
数
に
占
め
る
割
合
の
推
移
を
示
し
た
も
の
だ
。
あ
く
ま
で
タ
イ
ト
ル
等
に
「
秘
境
」

の
語
を
持
つ
書
籍
に
限
っ
た
検
索
の
た
め
、
そ
の
点
数
は
実
際
よ
り
少
な
く
目
安
に
と
ど
ま
る
が
、
飯
倉
も
指
摘
す
る
よ
う
に4

、
五
〇

年
代
ま
で
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
関
連
書
籍
の
点
数
は
六
〇
年
代
前
半
に
突
如
五
〇
点
ま
で
伸
び
、
六
〇
年
代
後
半
に
五
五
点
ま
で

達
し
て
以
降
、
一
定
量
の
刊
行
を
維
持
し
て
い
る
。
総
出
版
点
数
に
占
め
る
割
合
に
着
目
し
て
み
る
と
、
こ
れ
も
目
安
だ
が
、
六
〇
年
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代
に
突
出
し
た
刊
行
の
増
加
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
ブ
ー
ム
の
証
左
と
し
て
は
、〈
秘
境
〉
を
コ
ン
セ
プ
ト
と
す

る
叢
書
の
相
次
ぐ
刊
行
も
挙
げ
ら
れ
る
。
二
見
書
房
「
秘
境
シ
リ
ー
ズ
」

（
全
一
〇
巻
、
一
九
六
〇–

六
四
年
）、
朝
日
新
聞
社
「
ア
サ
ヒ
・
ア
ド

ベ
ン
チ
ュ
ア
・
シ
リ
ー
ズ
」（
泉
靖
一
・
梅
棹
忠
夫
監
修
、
全
一
一
巻
、

一
九
六
三–

六
六
年
）、
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
社
「
秘
境
探
検
双

書
」（
全
二
〇
巻
、
一
九
六
三–

六
七
）、
山
王
書
房
「
秘
境
探
検
シ
リ
ー

ズ
」（
全
五
巻
、
一
九
六
七–

六
八
年
）
と
い
っ
た
知
識
人
も
多
く
名
を

連
ね
て
い
る
も
の
か
ら
、
浪
速
書
房
「
秘
境
の
女
」
シ
リ
ー
ズ
（
全
四

巻
、
一
九
六
六–

六
七
年
）
の
よ
う
な
ア
ダ
ル
ト
向
け
の
シ
リ
ー
ズ
、
は

た
ま
た
、
偕
成
社
「
世
界
探
検
全
集
」（
全
八
巻
、
一
九
五
五–

五
八
年
）、

東
西
五
月
社
「
少
年
少
女
世
界
探
検
名
作
集
」（
全
五
巻
、
一
九
六
〇
年
）

の
よ
う
な
児
童
向
け
の
シ
リ
ー
ズ
に
至
る
ま
で
、
こ
の
時
期
に
は
兎
に
も

角
に
も
「
秘
境
」
や
「
探
検
」
を
冠
し
た
書
物
が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
。

　

た
だ
し
、
当
時
の
ブ
ー
ム
が
「
川
口
浩
探
検
隊
」
と
一
線
を
画
し
て
い

た
の
は
、そ
れ
が
マ
ス
コ
ミ
の
み
を
主
導
と
し
て
生
じ
た
潮
流
で
は
な
く
、

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
マ
ス
コ
ミ
と
の
連
携
の
中
に
生
じ
た
流
れ
で
あ
っ
た
点

で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
飯
田
卓
の
前
掲
論
文
に
詳
し
い
。
飯
田
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54	
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0.0157%	
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総
点
数
に
占
め
る
割
合
（
％
）

 

出
版
点
数
（
冊
）

 

年 

【表１】「秘境」関連書籍の出版点数と総点数に占める割合の推移 

出版点数 出版総点数に占める割合 

※総点数は、総務省統計局 HP「日本の長期統計系列　書籍の出版点数」
（出典：株式会社 出版ニュース社『出版年鑑』）に基づく。論者作成
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に
よ
れ
ば
、
昭
和
二
〇–

三
〇
年
代
の
日
本
の
人
類
学
に
お
い
て
、
海
外
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
多
く
の
研
究
者
た
ち
が
、
新
聞
社
や

映
画
会
社
の
後
援
を
受
け
た
エ
ク
ス
ペ
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
組
織
し
て
い
た
と
い
う
。
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
海
外
渡
航
の
制
限
と
公
的
な

研
究
費
獲
得
制
度
の
未
整
備
と
い
う
時
代
状
況
で
あ
り
、
当
該
下
で
も
国
外
調
査
を
実
現
す
る
有
効
な
手
段
と
し
て
、
人
類
学
者
達
は

マ
ス
コ
ミ
と
連
携
を
図
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
蜜
月
は
、
一
九
六
三
年
に
始
ま
る
海
外
渡
航
の
自
由
化
と
国
外
調
査
費
の
制
度
化
ま

で
続
い
た
と
さ
れ
る
。

　

エ
ク
ス
ペ
デ
ィ
シ
ョ
ン
に
は
映
画
の
撮
影
班
が
同
行
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
撮
影
さ
れ
た
映
像
は
帰
国
後
、
カ
ラ
ー
の
長
編
記
録
映

画
と
し
て
公
開
さ
れ
た
。
各
エ
ク
ス
ペ
デ
ィ
シ
ョ
ン
の
詳
細
と
対
応
す
る
映
画
に
つ
い
て
は
飯
田
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
こ
れ
ら

の
中
に
人
気
を
博
し
、
興
行
的
に
成
功
を
収
め
た
作
品
が
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
確
か
に
カ
ラ
ー
映
画
に
対
す
る
物
珍
し
さ

が
大
き
か
っ
た
だ
ろ
う
。
と
は
言
え
、
映
画
以
外
に
も
、
エ
ク
ス
ペ
デ
ィ
シ
ョ
ン
に
参
加
し
た
者
の
手
記
が
一
定
の
売
り
上
げ
を
見
て

い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
学
術
調
査
に
こ
れ
ほ
ど
の
熱
視
線
を
向
け
ら
れ
て
い
た
事
実
に
は
驚
き
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
般
書
の

体
で
あ
っ
た
と
は
言
え
、
学
者
の
書
い
た
民
族
誌
的
内
容
の
本
が
売
れ
る
と
い
う
の
は
、
昨
今
の
学
術
書
を
め
ぐ
る
境
遇
か
ら
す
れ
ば

う
ら
や
ま
し
い
限
り
で
あ
る
。
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
論
者
は
山
王
書
房
「
秘
境
探
検
シ
リ
ー
ズ
」（
全
五
巻
）
を
入
手
し
て
通
読

し
た
が
、
学
者
に
よ
る
論
考
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
意
外
に
も
冷
静
で
淡
々
と
し
た
筆
致
の
見
聞
録
が
多
い
印
象
で
、
テ
ク
ス
ト
自
体

か
ら
ブ
ー
ム
の
要
因
を
読
み
取
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
（
当
該
シ
リ
ー
ズ
は
他
社
で
既
に
公
表
さ
れ
た
文
章
の
寄
せ
集
め
、
つ
ま
り
良

い
と
こ
取
り
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
な
の
で
、
余
計
に
意
外
で
あ
っ
た
）。

　

こ
う
し
た
手
堅
い
内
容
の
コ
ン
テ
ン
ツ
が
大
衆
受
け
し
た
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
時
代
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
あ

る
。
海
外
渡
航
が
容
易
で
な
か
っ
た
状
況
で
、
海
外
の
情
報
に
今
以
上
の
価
値
が
あ
っ
た
の
は
確
か
だ
ろ
う
。
ま
た
、〈
秘
境
〉
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
る
機
会
の
多
か
っ
た
チ
ベ
ッ
ト
や
ア
フ
リ
カ
等
の
地
域
は
、
当
時
、
独
立
運
動
で
国
内
の
情
勢
に
注
目
が
集
ま
っ
て
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い
た
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
要
因
だ
け
で
、〈
秘
境
〉
の
枠
組
み
が
も
て
は
や
さ
れ
る
と
は
思
え
な
い
。

　

そ
こ
で
注
視
さ
れ
る
の
が
、
金
子
の
指
摘
で
あ
る
。
金
子
は
〈
秘
境
〉
ブ
ー
ム
の
中
に
お
い
て
、
多
く
は
通
過
儀
礼
に
焦
点
を
当
て

て
書
か
れ
て
い
た
人
類
学
者
達
の
テ
ク
ス
ト
が
、
彼
ら
の
意
図
に
反
し
て
「
適
用
す
べ
き
文
脈
と
乖
離
す
る
形
」
で
消
費
さ
れ
て
い
た

よ
う
だ
、
と
推
測
す
る5

。
要
す
る
に
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
側
の
目
的
意
識
と
消
費
者
ニ
ー
ズ
の
間
に
ず
れ
が
生
じ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
で
は
、
消
費
者
側
の
ニ
ー
ズ
、
換
言
す
れ
ば
、
見
出
さ
れ
て
い
た
消
費
価
値
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
金
子
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
露
骨
な
ま
で
の
淫
猥
さ
、
ま
た
鮮
血
が
ほ
と
ば
し
る
凄
惨
な
光
景
が
描
か
れ
る
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
が
野
蛮
に
よ
る
残
虐

さ
に
端
を
発
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
む
し
ろ
科
学
的
解
釈
が
可
能
な
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
、
人
類
学
者
た
ち
は
十

分
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
。
だ
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
こ
れ
ら
の
諸
行
為
が
存
在
す
る
場
を
未
開
と
見
な
し
、

そ
こ
を
「
探
検
」
す
る
行
為
自
体
が
、
そ
の
場
を
不
確
定
性
が
潜
む
未
知
な
る
「
秘
境
」
と
し
て
構
成
さ
せ
、
そ
こ
で
「
発
見
」

さ
れ
た
異
文
化
の
う
ち
、
外
見
上
突
出
し
た
「
異
」
な
る
も
の
、
不
気
味
な
好
奇
心
を
か
き
立
て
る
秘
儀
的
要
素
だ
け
が
オ
カ
ル

ト
の
構
成
要
素
と
し
て
外
在
化
さ
れ
る
の
で
あ
る6

。

　
〈
秘
境
〉
と
い
う
枠
組
み
と
、
こ
れ
が
消
費
者
に
提
供
す
る
「
好
奇
心
の
惹
起
」
な
る
価
値
に
つ
い
て
は
、
飯
倉
も
ま
た
言
及
を
行
っ

て
い
る
。

こ
う
し
た
書
籍
は
学
術
報
告
と
い
う
建
前
を
と
り
な
が
ら
、「
未
開
の
奇
習
」
や
「
性
」
や
「
犯
罪
」
と
い
っ
た
「
猟
奇
」
を
覗
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き
た
い
と
い
う
読
者
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
仕
掛
け
を
備
え
て
い
た
。7

〈
秘
境
〉
が
、
性
や
奇
習
や
暴
力
と
い
っ
た
猟
奇
を
め
ぐ
る
好
奇
心
の
受
け
皿
と
し
て
発
表
さ
れ
た
こ
と
に
こ
そ
〈
秘
境
〉
ブ
ー

ム
の
本
質
が
あ
る
。8

　
「
性
」「
犯
罪
」「
奇
習
」「
暴
力
」
…
…
飯
倉
の
述
べ
る
「
猟
『
奇
』」、
金
子
の
語
で
言
え
ば
「『
異
』
な
る
も
の
」
と
は
、
テ
ク
ス

ト
の
読
み
手
と
書
き
手
の
属
す
る
「
我
々
」
の
領
域
よ
り
逸
脱
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
近
代
合
理
主
義
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
社
会
の

公
的
な
場
か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、〈
秘
境
〉
と
は
、地
理
的
な
隔
た
り
伴
っ
た
ま
だ
見
ぬ
空
間
を
、「
非

（
反
？
）
近
代
」
な
い
し
「
非
合
理
」
に
支
配
さ
れ
た
「
他
者
」
の
領
域
と
し
て
対
置
し
、
そ
こ
に
内
在
す
る
諸
要
素
に
「
我
々
」
の

満
た
さ
れ
ぬ
欲
求
を
投
影
し
、
消
費
し
て
い
く
よ
う
な
枠
組
み
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
空
間
的
な
断
絶
と
い
う
予
防
線
を
張
っ
た
う
え

で「
非
合
理
」を
楽
し
む〈
秘
境
〉の
在
り
方
は
、「
我
々
」自
身
を
超
自
然
的
価
値
の
担
い
手
と
措
定
し
、幽
霊
や
Ｕ
Ｆ
Ｏ
の
リ
ア
リ
テ
ィ

を
消
費
し
た
七
〇
年
代
以
降
と
比
較
し
た
場
合
、
大
衆
文
化
上
に
お
け
る
六
〇
年
代
と
七
〇
年
代
の
差
異
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
と
同

時
に
、「
非
合
理
」
へ
の
欲
望
を
示
す
点
で
、
両
者
の
繋
が
り
を
も
露
呈
さ
せ
る
。

　

飯
倉
が
挙
げ
た「
猟
奇
」の
具
体
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、〈
秘
境
〉は
雑
多
な「
非
合
理
」を
抱
え
込
み
、供
給
す
る
た
め
の
ギ
ミ
ッ

ク
だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、「
神
」
や
「
霊
」「
魂
」
と
い
っ
た
七
〇
年
代
に
繋
が
る
超
自
然
的
次
元
と
し
て
の
非
合
理
性
以
外
に
も
、
過

度
な
性
や
暴
力
に
代
表
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
世
俗
的
な
非
合
理
性
が
介
在
し
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
超
自
然
的
次
元
と
の
親
和
性
を
特
徴

と
す
る
七
〇
年
代
以
降
と
の
断
／
続
を
問
う
に
際
し
て
は
、
や
は
り
〝
宗
教
的
な
る
も
の
〟
を
扱
う
表
象
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
そ
こ
に

い
か
な
る
消
費
価
値
＝
「
我
々
」
に
と
っ
て
の
価
値
が
見
出
さ
れ
て
き
た
の
か
を
探
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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そ
の
手
始
め
と
し
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、〈
秘
境
〉
ブ
ー
ム
の
一
端
を
担
っ
た
テ
ク
ス
ト
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
「
鳥
葬
」
と
呼
ば

れ
る
宗
教
儀
礼
を
看
板
に
掲
げ
て
人
気
を
博
し
た
川
喜
田
二
郎
『
鳥
葬
の
国
─
秘
境
ヒ
マ
ラ
ヤ
探
検
記
─
』
と
、
大
森
栄
『
秘
境
ヒ
マ

ラ
ヤ
』
か
ら
、
当
該
期
の
大
衆
文
化
に
お
け
る
宗
教
的
な
る
も
の
の
消
費
の
在
り
様
を
捉
え
て
み
た
い
。
前
掲
の
テ
ク
ス
ト
は
、
い
ず

れ
も
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
の
連
携
で
実
現
し
た
「
西
北
ネ
パ
ー
ル
学
術
探
検
」
の
成
果
に
基
づ
く
、
学
術
的
で
あ
り

つ
つ
も
一
般
読
者
を
想
定
し
て
書
か
れ
た
読
物
で
あ
る
が
、
両
書
は
「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
」
と
「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
」
と
い
う
立
ち
位
置
の

違
い
を
如
実
に
反
映
し
た
書
籍
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
間
の
相
違
を
問
う
こ
と
で
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
側
の
目
的
意
識
と

は
乖
離
し
た
、
消
費
者
側
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
て
い
く
。

　
『
鳥
葬
の
国
─
秘
境
ヒ
マ
ラ
ヤ
探
検
記
─
』を
筆
頭
に
、本
稿
で
扱
う
分
析
対
象
の
大
半
は
、既
に
金
子
と
飯
倉
の
論
文
に
名
が
挙
が
っ

て
い
る
た
め
、
資
料
的
な
目
新
し
さ
は
な
い
。
だ
が
、
ブ
ー
ム
の
全
容
自
体
の
掘
り
起
こ
し
を
迫
ら
れ
た
先
達
に
導
か
れ
つ
つ
、
宗
教

性
の
観
点
か
ら
個
々
の
テ
ク
ス
ト
の
内
容
に
よ
り
深
く
踏
み
込
ん
で
い
く
こ
と
で
、
新
た
な
知
見
を
得
ら
れ
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

三
、「
鳥
葬
」
に
沸
い
た
人
々
（
一
）
―
川
喜
田
二
郎
『
鳥
葬
の
国
』
―

　

西
北
ネ
パ
ー
ル
学
術
探
検
は
、
東
京
工
業
大
学
助
教
授
（
当
時
）
で
地
理
学
・
文
化
人
類
学
者
の
川
喜
田
二
郎
を
隊
長
と
し
て
、

一
九
五
八
年
に
実
施
さ
れ
た
学
術
調
査
で
あ
る
。
川
喜
田
は
、「
戦
後
最
初
の
人
類
学
的
海
外
エ
ク
ス
ペ
デ
ィ
シ
ョ
ン
」
と
評
さ
れ
る

日
本
山
岳
会
の
第
一
次
マ
ナ
ス
ル
登
山
隊
（
一
九
五
三
年
）
随
伴
の
科
学
班
に
、『
秘
境
ブ
ー
タ
ン
』
で
知
ら
れ
る
中
尾
佐
助
と
参
加

し
て
お
り
、
当
該
調
査
は
彼
に
と
っ
て
二
度
目
の
ネ
パ
ー
ル
調
査
で
あ
っ
た9

。
後
援
を
務
め
た
の
は
京
都
大
学
生
物
誌
研
究
会
、
民
族

学
協
会
、
そ
し
て
読
売
新
聞
社
で
、
隊
に
は
読
売
映
画
社
の
カ
メ
ラ
マ
ン
で
あ
る
大
森
栄
が
同
行
し
て
い
た
。
こ
の
大
森
カ
メ
ラ
マ
ン
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に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
た
の
が
、
長
編
記
録
映
画
「
秘
境
ヒ
マ
ラ
ヤ
」
で
あ
る
。

　
「
秘
境
ヒ
マ
ラ
ヤ
」
は
、
昭
和
三
四
年
度
文
化
庁
芸
術
祭
で
の
受
賞
を
筆
頭
に
、
第
一
〇
回
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
賞
、
第
一
九
回
毎
日
映

画
コ
ン
ク
ー
ル
映
画
部
門
教
育
文
化
映
画
賞
な
ど
に
輝
き
、
そ
う
し
た
〝
お
墨
付
き
〟
の
下
、
一
九
六
〇
年
四
月
に
松
竹
の
配
給
で
一

般
公
開
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
〇
年
四
月
一
六
日
付
の
『
読
売
新
聞
』
に
よ
れ
ば
、
一
般
公
開
に
先
立
つ
招
待
試
写
会
に
は
時
の

最
高
裁
長
官
や
義
宮
様
（
常
陸
宮
正
仁
親
王
）
も
訪
れ
た
と
さ
れ
る
の
だ
が10

、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
同
席
し
た
一
二
〇
〇
人
と

い
う
観
衆
の
多
さ
だ
。
こ
こ
に
は
文
化
人
や
業
界
人
の
ほ
か
、
一
般
の
観
客
も
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
映
画
に
は

大
き
な
反
響
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
後
年
に
行
わ
れ
た
隊
員
た
ち
に
よ
る
座
談
会
で
は
、
映
画
を
鑑
賞
し
た
一
般
の
人
々
の
反
応
が
新
聞

の
投
書
欄
に
載
っ
た
と
述
懐
さ
れ
て
い
る11

。
こ
う
し
た
学
会
内
外
か
ら
の
評
価
の
中
心
に
あ
っ
た
も
の
こ
そ
が
「
鳥
葬
」
で
あ
っ
た
。

　

鳥
葬
と
は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
見
ら
れ
る
火
葬
・
水
葬
・
土
葬
と
並
ぶ
葬
法
の
一
種
で
、
遺
体
を
裁
断
処
理
し
、
イ
ヌ
ワ
シ
な
ど
の
鳥
類

に
食
べ
さ
せ
る
よ
う
な
技
法
の
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
に
人
々
は
食
い
つ
い
た
。
そ
の
関
心
の
高
さ
を
象
徴
す
る
よ
う
に
、「
鳥
葬
」
の

語
を
冠
し
た
川
喜
田
の
探
検
記
『
鳥
葬
の
国
』
は
、
一
九
六
〇
年
に
刊
行
さ
れ
る
と
年
内
で
既
に
二
四
版
に
ま
で
達
す
る
ほ
ど
の
売
れ

行
き
を
示
し
た
と
さ
れ
る12

。

　

本
書
は
ネ
パ
ー
ル
北
部
ト
ル
ボ
地
方
の
文
化
に
関
す
る
調
査
記
録
で
あ
る
と
同
時
に
、
遠
征
を
行
っ
た
者
た
ち
の
「
人
間
的
記
録
」

と
し
て
の
価
値
を
見
込
ん
で
書
か
れ
た
書
籍
で
あ
っ
た
。
川
喜
田
は
、
野
外
に
お
け
る
人
間
科
学
の
研
究
法
と
い
う
観
点
か
ら
、
調
査

隊
内
部
ま
た
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
の
人
間
関
係
も
研
究
技
術
と
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
信
念
を
持
っ
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
本
書
に

は
普
通
の
学
術
書
で
は
そ
ぎ
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
わ
り
に
生
々
し
い
調
査
隊
の
内
幕
や
現
地
の
人
々
と
の
や
り
取
り
が
ざ
っ

く
ば
ら
ん
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
読
み
物
と
し
て
の
面
白
さ
が
、
売
り
上
げ
に
一
定
の
貢
献
を
果
た
し
た
の
は
確
か
だ
ろ
う
。
加
え

て
、
掲
げ
ら
れ
て
い
る
調
査
の
意
義
が
非
常
に
シ
ン
プ
ル
で
、
伝
わ
り
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
本
書
が
ウ
ケ
た
要
因
の
一
つ
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だ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

　

川
喜
田
は
、
学
術
を
主
眼
と
す
る
当
調
査
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

そ
の
処
女
性
が
私
た
ち
を
ひ
き
つ
け
た
。
い
ま
だ
か
つ
て
こ
の
山
群
（
論
者
注
：
カ
ン
ジ
ロ
バ
＝
ヒ
マ
ー
ル
お
よ
び
シ
ス
ネ
＝
ヒ

マ
ー
ル
）
に
本
格
的
に
取
っ
く
ん
だ
登
山
隊
は
な
く
、
最
高
峰
の
写
真
を
と
っ
た
者
も
な
い
。
ト
ル
ボ
は
、
そ
の
一
連
の
山
の
近

く
に
あ
る
の
だ
。

　

な
ぜ
、
ト
ル
ボ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
前
回
の
経
験
以
来
、
私
は
チ
ベ
ッ
ト
人
の
住
む
世
界
に
ひ
じ
ょ
う
な
魅
力

を
感
じ
は
じ
め
て
い
た
。
そ
し
て
チ
ベ
ッ
ト
民
族
の
研
究
を
進
め
る
に
つ
れ
て
、
彼
ら
の
中
で
も
も
っ
と
も
未
開
な
人
々
を
、
一

度
は
徹
底
的
に
研
究
す
る
必
要
を
感
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
う
し
て
、
こ
の
未
知
の
世
界
に
本
格
的
に
学
術
の
メ
ス

を
入
れ
る
最
初
の
仕
事
は
、
つ
い
に
わ
れ
わ
れ
の
手
中
に
帰
し
た
。
と
り
わ
け
そ
の
民
族
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
完
全
な
空
白
が

は
じ
め
て
扉
を
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。13

　

要
す
る
に
〝
誰
も
や
っ
て
い
な
い
か
ら
や
る
〟。
学
問
に
は
様
々
な
意
義
が
存
在
す
る
と
言
え
ど
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
単
純
明
快
、

か
つ
説
得
力
の
あ
る
主
張
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
〝
初
め
て
〟
と
い
う
価
値
は
、
人
類
学
の
専
門
的
な
知
識
を
持
た
な
い
読
者
に
も
ス

ト
レ
ー
ト
に
響
き
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
と
同
時
に
、〝
初
め
て
〟
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
対
象
の
未
知
性
は
、
川
喜
田

が
意
図
し
な
か
っ
た
に
せ
よ
、〈
秘
境
〉
の
解
釈
フ
レ
ー
ム
を
容
易
に
成
立
さ
せ
る
素
地
の
役
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

鳥
葬
は
、
こ
う
し
た
「
未
知
の
世
界
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
チ
ベ
ッ
ト
民
族
の
生
活
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
〝
発
見
〟
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
本
書
の
表
題
を
念
頭
に
置
い
た
場
合
、
そ
の
扱
い
に
は
違
和
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
ず
気
に
な
っ
た
の
は
、
当
調
査
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に
お
け
る
鳥
葬
の
位
置
付
け
で
あ
る
。

　

鳥
葬
。
死
体
を
刻
ん
で
鳥
に
あ
た
え
る
葬
り
方
。
こ
ん
な
奇
妙
な
風
習
が
、
チ
ベ
ッ
ト
人
の
あ
い
だ
に
あ
る
こ
と
を
こ
の
目
で

私
が
う
か
が
い
知
っ
た
の
は
、
一
九
五
三
年
の
春
、
と
こ
ろ
は
ム
ク
チ
ナ
ー
ト
の
付
近
だ
っ
た
。（
中
略
）

　

そ
れ
か
ら
二
ヵ
月
の
後
、
私
は
、
チ
ベ
ッ
ト
人
の
葬
り
方
に
四
種
類
あ
る
こ
と
を
き
い
た
。
火
葬
・
鳥
葬
・
水
葬
、
お
よ
び
土

葬
な
の
で
あ
る
。（
中
略
）
け
れ
ど
、
そ
の
ど
れ
に
つ
い
て
も
、
私
は
親
し
く
こ
ま
か
く
観
察
し
た
機
会
は
な
か
っ
た
。
私
の
書

物
を
読
ん
で
、
日
本
を
出
発
す
る
前
か
ら
、
ぜ
ひ
と
も
鳥
葬
を
映
画
に
記
録
し
た
い
と
も
ら
し
て
い
た
の
は
、
大
森
君
で
あ
っ
た
。

私
た
ち
は
ま
た
民
族
研
究
の
立
場
か
ら
、
機
会
さ
え
あ
ら
ば
、
と
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。14

（
下
線
は
論
者
に
よ
る
。
以
下
、
同
様
。）

　

つ
ま
り
、鳥
葬
の
記
録
を
最
も
切
望
し
て
い
た
の
は
同
行
の
カ
メ
ラ
マ
ン
だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、「
民
族
研
究
の
立
場
」に
あ
っ
た
我
々

は
あ
く
ま
で
「
機
会
さ
え
あ
れ
ば
」
と
い
っ
た
姿
勢
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
学
術
的
意
義
を
前
面
に
押
し
出
し
た
う
え

で
「
鳥
葬
の
国
」
を
謳
う
書
籍
に
し
て
は
、
些
か
消
極
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
。
同
様
の
違
和
は
、
実
際
に
鳥
葬

を
調
査
す
る
段
に
な
っ
た
際
の
記
述
に
も
表
出
す
る
。

　

ツ
ァ
ル
カ
村
で
の
滞
在
中
、
二
度
の
葬
儀
に
接
し
な
が
ら
も
参
与
観
察
の
機
会
を
逃
し
て
い
た
一
行
は
、
三
度
目
の
正
直
で
つ
い
に

鳥
葬
を
記
録
す
る
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
る
。し
か
し
、葬
送
へ
の
参
加
と
写
真
撮
影
の
申
し
出
は
、故
人
の
家
族
に
拒
否
さ
れ
て
し
ま
う
。

い
き
り
立
つ
カ
メ
ラ
マ
ン
と
隊
員
達
。
こ
の
機
を
逃
せ
ば
、
彼
ら
が
鳥
葬
を
目
に
す
る
こ
と
は
も
う
出
来
な
い
可
能
性
が
高
い
。
と
こ

ろ
が
、
そ
こ
で
の
川
喜
田
は
「
彼
ら
が
拒
否
し
た
以
上
、
そ
れ
を
、
強
行
し
て
は
相
成
ら
ぬ
」
と
、
鳥
葬
を
熱
望
す
る
隊
員
達
を
制
止
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す
る
役
に
回
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
再
度
の
交
渉
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
は
「
遠
く
か
ら
だ
っ
た
ら
、
写
真
を
と
っ
て
も
、
ま
あ
ま
あ
、

よ
い
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
」
と
の
「
最
低
限
の
了
解
」
を
得
る
こ
と
に
成
功
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
や
は
り
川

喜
田
は
、
内
心
う
ま
く
や
っ
て
く
れ
と
願
い
つ
つ
、
カ
メ
ラ
マ
ン
の
大
森
に
「
拒
否
さ
れ
た
こ
と
を
強
行
し
て
は
い
か
ん
。
あ
き
ら
め

を
覚
悟
し
ろ
」
と
声
を
か
け
、
非
合
法
な
強
行
へ
の
絶
対
反
対
を
説
く
。
そ
し
て
、
ダ
メ
押
し
の
ご
と
く
、
連
絡
将
校
の
青
年
か
ら
の

質
問
に
「
科
学
的
研
究
」
の
あ
る
べ
き
姿
を
語
る
の
で
あ
る
。

「
隊
長
。
ど
う
し
て
思
い
き
っ
て
写
真
撮
影
を
強
行
し
な
か
っ
た
の
で
す
か
？
」

「
き
み
。
僕
は
大
切
な
こ
と
を
話
そ
う
。
僕
た
ち
は
科
学
的
研
究
の
た
め
に
こ
こ
に
来
た
の
だ
。
そ
し
て
科
学
は
究
極
に
お
い
て

は
人
類
に
奉
仕
す
る
も
の
だ
。
そ
れ
は
人
道
的
な
聖
業
で
あ
る
。
そ
し
て
僕
た
ち
は
そ
の
信
念
を
持
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
同
時
に

ま
た
、
住
民
の
感
情
を
、
限
度
を
越
え
て
ま
で
無
視
す
る
こ
と
は
、
人
道
に
反
す
る
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、
度
を
過
ご
し
て
ま

で
写
真
を
と
っ
て
は
い
け
な
い
の
だ
。（
中
略
）」15

　

研
究
倫
理
を
最
優
先
す
る
川
喜
田
の
態
度
は
、
彼
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
然
る
べ
き
態
度
で
あ
っ
た
か
と
思
う
。
結
果
的
に
は
、
研
究

者
と
報
道
と
い
う
立
場
の
違
い
を
明
確
化
し
た
う
え
で
、
後
者
に
「
最
低
限
の
了
解
」
と
金
銭
の
授
与
に
基
づ
く
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の
撮

影
行
為
を
託
し
、
そ
の
成
果
を
共
有
す
る
こ
と
で
儀
礼
の
記
述
に
成
功
し
て
い
る
点
で
は
、
極
め
て
戦
略
的
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
研
究
倫
理
や
信
念
に
関
す
る
記
述
の
〝
厚
み
〟
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
グ
レ
ー
な
調
査
法
で
得
た
情
報
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
、
予
防
線
を
張
っ
て
い
る
と
の
見
方
も
出
来
る
。
確
か
に
、
念
の

た
め
数
珠
を
着
用
す
べ
き
か
、
と
い
う
大
森
と
の
や
り
取
り
を
機
に
挿
入
さ
れ
た
「
私
と
数
珠
」
の
項
で
は
、
宗
教
心
の
有
無
と
形
式
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の
有
無
と
が
一
致
し
な
い
と
思
索
し
、「
鳥
葬
の
記
録
を
完
成
し
よ
う
と
い
う
決
意
」
を
「
仏
の
御
心
」「
お
ぼ
し
め
し
」
と
結
論
付
け

て
い
た
。
と
は
言
え
、
鳥
葬
に
関
す
る
記
述
部
分
を
通
読
し
て
み
る
と
、
儀
礼
自
体
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
川
喜
田
の
言
う
と
こ
ろ
の

「
人
間
的
記
録
」
に
相
当
な
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
実
際
、
鳥
葬
の
核
心
部
に
あ
た
る
遺
体
処
理
の
シ
ー
ン
は
大
森

か
ら
の
伝
聞
で
比
較
的
淡
々
と
描
か
れ
て
お
り
、
紙
面
と
し
て
も
二
四
四–

二
五
八
頁
の
一
五
頁
分
、
撮
影
へ
と
至
る
経
緯
を
入
れ
て

も
三
一
頁
分
程
度
に
と
ど
ま
る
。「
鳥
葬
の
民
」
と
題
さ
れ
た
第
五
章
の
総
頁
数
は
一
一
〇
頁
で
あ
る
か
ら
、
一
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
は

紙
面
が
割
か
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
決
し
て
章
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
後
日
談
が
入
っ
た
後
、
話
題
は
ツ
ァ
ル
カ

村
の
氏
族
制
度
へ
と
移
っ
て
い
き
、
表
題
か
ら
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
予
想
さ
れ
る
鳥
葬
は
あ
っ
さ
り
と
幕
切
れ
を
迎
え
る
。
こ
の
あ
っ
け
な

さ
は
書
籍
全
体
で
見
た
場
合
、
な
お
の
こ
と
顕
著
だ
。
金
子
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に16

、
本
書
の
中
で
鳥
葬
に
関
す
る
記
述
の
占
め
る

割
合
は
一
〇
分
の
一
ほ
ど
に
過
ぎ
な
い
。

　

端
的
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
ト
ル
ボ
地
方
の
民
族
誌
の
一
部
分
、
ま
た
「
人
間
的
記
録
」
を
構
成
す
る
一
要
素
と
し
て
「
鳥
葬
」
を

扱
う
テ
ク
ス
ト
の
在
り
様
と
、「
鳥
葬
の
国
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
と
の
間
に
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
謎
を
解
く
カ
ギ
は
、

先
に
触
れ
た
後
年
の
座
談
会
に
あ
っ
た
。
座
談
会
の
中
で
、
隊
員
達
は
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

小
方　

あ
の
と
き
、
た
し
か
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
果
つ
る
と
こ
ろ
」
と
い
う
の
が
主
題
で
、
副
題
が
「
あ
る
探
検
隊
の
生
態
」
と
い
う
は

ず
だ
っ
た
。
最
後
に
ゲ
ラ
が
出
て
き
て
か
ら
、
光
文
社
の
神
吉
晴
夫
さ
ん
が
き
て
、「
鳥
葬
の
国
」
に
す
る
、
わ
れ
わ
れ
も
会
議

を
開
い
て
き
め
た
ん
だ
、
何
日
も
か
か
っ
て
研
究
し
て
こ
う
な
っ
た
ん
だ
か
ら
、
そ
れ
で
嫌
だ
っ
た
ら
出
し
ま
せ
ん
と
い
わ
れ
た
。

（
中
略
）

並
河　

題
名
に
は
ず
い
ぶ
ん
抵
抗
が
あ
っ
た
ね
。
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（
中
略
）

高
山　

そ
の
と
き
は
抵
抗
し
た
け
れ
ど
、
あ
と
に
な
っ
て
み
る
と
、
や
っ
ぱ
り
う
ま
い
題
で
す
よ
。

飯
島　

や
っ
ぱ
り
プ
ロ
で
す
よ
。

川
喜
田　

そ
う
い
う
い
い
方
も
あ
る
け
れ
ど
、
わ
れ
わ
れ
の
方
は
、
こ
の
本
が
売
れ
て
も
売
れ
な
く
て
も
い
い
、
あ
ま
り
響
か
ぬ

と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、出
す
本
屋
さ
ん
は
真
剣
だ
よ
。
わ
れ
わ
れ
だ
っ
て
、二
丁
拳
銃
で
お
ど
か
さ
れ
て
、「
お
ま
え
、

こ
の
本
の
表
題
を
す
ば
ら
し
い
の
に
し
な
い
と
撃
ち
殺
す
ぞ
」
と
い
わ
れ
た
ら
、
必
死
に
な
っ
て
考
え
る
よ
。17

　

そ
う
、「
鳥
葬
の
国
」
は
川
喜
田
が
付
け
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
で
は
、な
ぜ
編
集
担
当
は
著
者
の
主
張
を
押
し
の
け
て
ま
で
、

「
鳥
葬
の
国
」
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
い
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
が
多
く
の
読
者
を
惹
き
つ
け
る
、
す
な
わ
ち
「
売

れ
る
」
タ
イ
ト
ル
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
鳥
葬
に
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
文
脈
に
お
け
る
価
値
と
は
乖
離
し
た
、
大
衆
文
化
と
し
て
の

消
費
価
値
が
存
在
し
て
い
た
。
で
は
、「
我
々
」
が
鳥
葬
に
見
出
し
て
い
た
消
費
価
値
と
は
、
一
体
何
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
同
調
査
を
マ
ス
コ
ミ
側
の
視
点
か
ら
描
い
た
大
森
栄
『
秘
境
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
が
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

四
、「
鳥
葬
」
に
沸
い
た
人
々
（
二
）
―
大
森
栄
『
秘
境
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
―

　

一
九
二
五
年
（
大
正
一
五
）
生
ま
れ
の
大
森
は
、
熊
本
県
林
業
技
手
を
経
て
一
九
三
一
年
に
読
売
映
画
社
に
入
社
。
西
北
ネ
パ
ー
ル

学
術
探
検
隊
に
同
行
し
て
撮
影
し
た
記
録
映
画
「
秘
境
ヒ
マ
ラ
ヤ
」
が
数
々
の
賞
を
受
賞
し
、
高
い
評
価
を
受
け
た
。
そ
の
大
森
が
、

カ
メ
ラ
マ
ン
の
立
場
か
ら
同
調
査
に
つ
い
て
記
し
た
の
が
『
秘
境
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
で
あ
る
。
本
書
は
、
映
画
の
一
般
公
開
か
ら
約
一
か
月
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後
の
一
九
六
〇
年
五
月
に
二
見
書
房
か
ら
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、
お
そ
ら
く
は
映
画
の
評
判
を
受
け
て
の
企
画
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ

る
。
飯
田
は
「
エ
ク
ス
ペ
デ
ィ
シ
ョ
ン
に
同
行
し
た
カ
メ
ラ
マ
ン
の
紀
行
文
は
め
ず
ら
し
く
な
い
が
、
大
森
は
単
著
の
書
籍
を
刊
行
し

た
点
で
（
中
略
）、
出
色
だ
っ
た
と
い
え
る
」18

と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
点
に
鑑
み
て
も
、
や
は
り
映
画
「
秘
境
ヒ
マ
ラ
ヤ
」
は
学
界
の

外
部
で
も
一
定
の
話
題
性
を
有
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
本
書
は
順
調
に
版
を
重
ね
、
わ
ず
か
一
か
月
で

第
五
版
を
数
え
て
い
る
。

　
「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
本
書
の
趣
旨
は
映
画
で
紹
介
し
き
れ
な
か
っ
た
事
例
や
出
来
事
を
す
く
い
上
げ
、
広
く
知
っ
て
も
ら
う

こ
と
に
あ
る
の
だ
が
、
本
論
と
の
関
わ
り
で
重
視
さ
れ
る
の
は
、「
学
術
的
な
こ
と
に
お
い
て
は
専
門
の
方
々
に
は
、
ま
っ
た
く
お
よ

ば
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
を
の
ぞ
む
べ
き
で
も
な
い
の
で
」
と
学
術
と
の
線
引
き
を
行
っ
た
う
え
で
、「
カ
メ
ラ
マ
ン
と
し
て
観
察
し
、

興
味
と
印
象
を
得
た
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
本
に
し
て
み
た
」19

と
表
明
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
川
喜
田
と
は
異
な
る
、「
見
る
者
」
を

よ
り
意
識
し
た
カ
メ
ラ
マ
ン
大
森
の
ま
な
ざ
し
に
こ
そ
、
大
衆
文
化
と
し
て
の
鳥
葬
の
価
値
を
知
る
手
掛
か
り
が
あ
る
。

　

書
名
に
こ
そ
上
っ
て
い
な
い
も
の
の
、『
秘
境
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
が
鳥
葬
に
重
き
を
置
い
て
い
る
こ
と
は
、
本
文
前
に
付
さ
れ
た
宣
伝
文

に
も
見
て
取
れ
る
。「
単
身
死
を
賭
し
て
…
…
／
世
界
で
初
め
て
…
…
／
ネ
パ
ー
ル
の
奥
地
に
…
…
／
奇
習
鳥
葬
を
取
材
し
た
／
カ
メ

ラ
マ
ン
の
…
…
／
未
公
開
写
真
と
実
録
…
」
と
い
っ
た
具
合
に
、
こ
こ
で
鳥
葬
は
取
材
の
主
眼
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
川
喜
田
の
場
合

と
同
様
、
こ
の
文
句
も
ま
た
、
著
者
と
は
別
の
人
物
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
可
能
性
は
否
め
な
い
。「
単
身
死
を
賭
し
て
」「
奇
習
」
等
の

フ
レ
ー
ズ
は
、〈
秘
境
〉
の
枠
の
中
で
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
て
き
た
、
定
番
の
煽
り
文
句
で
あ
る
。
だ
が
、
鳥
葬
重
視
の
姿
勢
は
宣
伝

文
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
内
部
に
も
目
的
意
識
と
の
関
連
の
中
で
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

　

本
書
に
お
い
て
、
大
森
は
調
査
探
検
の
目
的
意
識
を
左
記
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
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こ
の
ネ
パ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
西
北
地
帯
を
探
検
し
よ
う
と
思
い
た
っ
て
か
ら
、
も
う
三
、四
年
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
単
な

る
探
検
意
識
か
ら
で
は
な
く
、
目
的
は
学
術
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
は
、『
世
界
の
屋
根
』
と
い
わ
れ
て
い
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
が
チ
ベ
ッ
ト
大
高
原
に
接
し
て
い
る
地
帯
で
あ
り
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
全
域

の
な
か
で
も
、
と
く
に
、
ほ
と
ん
ど
世
界
に
知
ら
れ
て
い
な
い
地
域
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
チ
ベ
ッ
ト
人
の
生

態
（
あ
る
い
は
生
活
様
式
―
風
俗
・
習
慣
）
を
、
こ
の
目
で
と
ら
え
、
記
録
し
、
神
秘
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
う
ち
が
わ
か
ら
さ
ぐ
り
た

い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
こ
ろ
み
こ
そ
、
い
ま
だ
か
つ
て
、
世
界
の
学
界
で
も
、
た
れ
一
人
実
現
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。20

　

学
術
探
検
隊
を
母
体
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
森
が
目
的
意
識
に
掲
げ
る
の
も
ま
た
「
学
術
」
で

あ
る
。
そ
し
て
、
意
義
の
支
柱
を
担
っ
て
い
る
の
が
〝
初
め
て
〟
で
あ
る
点
も
、
川
喜
田
と
の
差
異
は
そ
れ
ほ
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
処
女
性
に
担
保
さ
れ
る
「
神
秘
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
の
「
う
ち
が
わ
」
に
何
を
求
め
る
か
で
、
両
者
は
徐
々
に
距

離
を
取
り
始
め
る
。
本
書
で
チ
ベ
ッ
ト
の
地
に
潜
む
「
神
秘
」
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
ボ
ン
教
」
で
あ
る
。
前
掲
の
目

的
意
識
に
続
き
、
大
森
は
ボ
ン
教
に
つ
い
て
語
り
だ
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
チ
ベ
ッ
ト
に
古
代
よ
り
続
い
て
き
た
原
始
宗
教
で
あ
る
ボ

ン
教
は
、
千
二
、三
百
年
前
に
生
じ
た
イ
ン
ド
か
ら
の
仏
教
流
入
に
よ
っ
て
「
全
く
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
の
だ
と
い
う
。
そ
の

う
え
で
、
学
術
探
検
隊
の
調
査
地
に
滅
び
去
っ
た
は
ず
の
ボ
ン
教
が
生
き
残
っ
て
い
る
可
能
性
、
ま
た
「
奇
習
」
と
称
さ
れ
る
チ
ベ
ッ

ト
人
の
一
妻
多
夫
制
度
が
続
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
を
、「
ひ
そ
か
な
の
ぞ
み
」
と
し
て
大
森
は
読
者
に
提
示
す
る
。
川
喜

田
の
著
作
で
も
ボ
ン
教
に
は
言
及
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
あ
く
ま
で
チ
ベ
ッ
ト
人
の
民
俗
文
化
の
一
部
の
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え

る
と
布
置
の
差
は
明
確
だ
。
そ
ん
な
一
見
奇
妙
に
も
思
わ
れ
る
ボ
ン
教
の
前
景
化
は
、
本
書
の
後
半
、
第
二
章
「
鳥
葬
─
ハ
ゲ
ワ
シ
の
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饗
宴
」
に
至
っ
て
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

ボ
ン
教
徒
の
間
に
は
、
人
間
の
死
に
た
い
し
て
、
特
殊
の
考
え
方
を
も
ち
、
死
後
は
天
に
の
ぼ
る
こ
と
を
最
高
の
幸
福
と
考
え
、

遺
骸
を
高
い
山
の
う
え
に
は
こ
ん
で
、
鳥
に
食
べ
さ
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
鳥
葬
と
い
う
『
葬
儀
』
の
形
式
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
記
録
に
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ボ
ン
教
が
完
全
に
、
こ
の
地
球
上
か
ら
消
え
て
い
る
な
ら
ば
、『
鳥
葬
』
な
ど
と
い

う
習
俗
も
消
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
ボ
ン
教
が
な
ん
ら
か
の
形
で
の
こ
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、『
鳥
葬
』
の
風
習
も
、

ど
こ
か
に
の
こ
さ
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。21

　

つ
ま
り
、
幻
の
ボ
ン
教
の
存
在
を
示
す
証
左
が
「
鳥
葬
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
じ
学
術
的
な
〝
初
め
て
〟
に
立
脚
し
つ
つ
も
、

当
地
の
未
知
性
を
「
一
妻
多
夫
制
度
」
と
「
ボ
ン
教
」
と
い
う
具
体
性
を
持
っ
た
個
別
の
文
化
事
象
に
還
元
し
、
さ
ら
に
後
者
の
象
徴

と
し
て
よ
り
限
定
的
な
鳥
葬
の
儀
礼
を
提
示
す
る
本
書
の
ス
タ
ン
ス
は
、
民
族
誌
的
な
記
述
に
価
値
を
置
く
川
喜
田
の
ス
タ
ン
ス
と
は

異
な
る
と
言
え
よ
う
。
放
送
毎
に
「
人
食
い
ザ
メ
」「
ミ
イ
ラ
」「
毒
蛇
」
な
ど
の
個
別
の
テ
ー
マ
（
目
玉
商
品
）
を
掲
げ
、
話
題
性
を

得
て
い
た
「
川
口
浩
探
検
隊
」
の
手
法
を
考
え
れ
ば
、『
秘
境
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
に
見
る
特
徴
は
、
以
降
に
確
立
し
て
い
く
〈
秘
境
〉
の
文

法
と
符
合
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
森
は
鳥
葬
を
文
化
体
系
の
一
要
素
で
は
な
く
、
唯
一
無
二
の
儀
礼
と
捉
え
扱
っ
て
い
る
。
本
書
は
「
神
秘
の
高
原
」

（
一
〇
七
頁
分
）
と
「
鳥
葬
─
ハ
ゲ
ワ
シ
の
饗
宴
」（
一
〇
八
頁
分
）
の
二
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
が
、
後
章
の
約
半
分
（
四
七
頁
分
）

は
鳥
葬
の
記
述
に
割
か
れ
、
全
体
で
も
四
分
の
一
程
度
の
紙
面
を
占
め
て
お
り
、
名
実
と
も
に
鳥
葬
は
ハ
イ
ラ
イ
ト
の
地
位
を
得
て
い

る
。
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川
喜
田
と
の
差
異
は
、
布
置
の
み
で
な
く
、
描
写
に
も
表
れ
て
い
る
。
先
述
の
通
り
、
鳥
葬
の
記
録
に
際
し
て
は
当
初
、
遺
族
の
同

意
を
得
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
困
難
が
生
じ
、
撮
影
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
た
。
川
喜
田
が
調
査
に
係
る
困
難
と
し
て
描
い
た
こ
の
状
況
を
、

大
森
は
現
地
人
の
妨
害
と
捉
え
て
描
写
し
て
い
る
。

　
「
葬
式
は
神
聖
な
も
の
だ
。
人
に
見
せ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
っ
て
、
た
い
へ
ん
怒
っ
て
い
た
、
と
い
う
ん
だ
」
と
隊
長
は

わ
た
く
し
の
顔
を
見
て
、
明
ら
か
な
気
落
ち
の
表
情
を
見
せ
た
。

　
「
先
生
、
こ
い
つ
は
信
用
で
き
ま
せ
ん
」
と
わ
た
く
し
は
や
や
語
調
を
つ
よ
め
て
い
っ
た
。「（
中
略
）
こ
い
つ
は
最
初
か
ら
、

独
断
で
、
遺
族
に
知
恵
を
つ
け
て
、
断
わ
ら
れ
る
よ
う
に
仕
向
け
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
信
心
深
い
？
こ
の
男
の
や
り
そ
う
な

こ
と
で
す
。
こ
い
つ
に
は
、
ぼ
く
た
ち
の
考
え
や
目
的
が
、
ほ
ん
と
う
に
理
解
で
き
な
い
か
ら
、
こ
ん
な
小
細
工
を
…
…
」22

　

現
地
人
と
い
う
「
障
害
」、
そ
し
て
セ
ッ
ト
と
な
る
決
死
の
「
突
破
」
と
い
う
構
図
は
、
鳥
葬
の
撮
影
過
程
の
中
で
幾
度
も
登
場
し

て
い
る
。例
え
ば
、村
か
ら
の
追
手
を
気
に
し
つ
つ
葬
場
へ
と
向
か
う
僧
侶
の
一
人
を
捉
ま
え
た
大
森
は
、「
地
獄
の
沙
汰
も
金
し
だ
い
っ

て
い
う
じ
ゃ
な
い
か
」
と
つ
ぶ
や
き
、
半
ば
強
引
に
大
金
の
入
っ
た
袋
を
握
ら
せ
る
こ
と
で
、
撮
影
を
咎
め
る
可
能
性
の
あ
る
僧
侶
ら

を
黙
ら
す
行
動
に
出
て
い
る
。ま
た
、無
事
に
撮
影
を
終
え
て
村
に
戻
る
時
も
、「
隊
長
や
若
い
隊
員
た
ち
が
、村
人
に
と
り
か
こ
ま
れ
て
、

危
害
を
う
け
て
い
る
よ
う
す
」
を
思
い
浮
か
べ
、
興
奮
し
た
村
人
の
攻
撃
を
防
御
す
る
た
め
に
三
脚
を
外
し
て
用
意
し
て
い
る
。
語
ら

れ
る
「
障
害
」
は
大
森
の
想
像
の
域
を
出
な
い
。
だ
が
、こ
こ
で
注
視
さ
る
べ
き
は
、「
障
害
」
と
「
突
破
」
と
い
う
構
図
の
存
在
に
よ
っ

て
、
一
連
の
行
為
に
冒
険
性
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
鳥
葬
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
壁
と
の
戦
い
は
、
手
に
汗
握
る
臨
場
感

で
読
者
を
物
語
に
引
込
む
と
同
時
に
、
鳥
葬
の
神
秘
性
（
秘
匿
性
）
を
高
め
て
い
る
。
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こ
う
し
て
「
秘
儀
」
の
価
値
を
得
た
鳥
葬
は
、
そ
の
儀
礼
自
体
も
ま
た
、
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
つ
も
の
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い

く
。
川
喜
田
と
は
異
な
り
、
葬
送
の
現
場
に
立
ち
会
っ
た
大
森
は
、
自
身
の
五
感
で
得
た
感
覚
や
比
喩
表
現
を
多
用
し
な
が
ら
、
生
々

し
い
遺
体
解
体
の
様
子
を
リ
ア
ル
に
再
現
し
て
い
る
。

　

不
意
に
、耐
え
が
た
い
異
臭
が
、風
に
の
っ
て
、屍
の
周
囲
を
舞
い
は
じ
め
た
。し
か
し
、わ
た
く
し
は
釘
づ
け
に
さ
れ
た
よ
う
に
、

一
歩
も
動
か
な
か
っ
た
。
執
刀
僧
は
Ｔ
字
形
に
、
あ
け
ら
れ
た
皮
と
肉
を
左
右
に
押
し
ひ
ら
き
、
右
手
を
、
ト
ン
ネ
ル
み
た
い
に

な
っ
て
い
る
肋
骨
の
洞
窟
へ
さ
し
こ
む
と
、
そ
の
手
の
先
き
に
、
肺
臓
を
ひ
っ
つ
か
ん
で
ひ
き
ず
り
だ
し
た
。
わ
た
く
し
は
思
わ

ず
自
分
の
胸
を
お
さ
え
た
い
衝
動
に
か
ら
れ
た
。
ひ
き
ず
り
だ
さ
れ
た
肺
臓
は
つ
や
つ
や
と
輝
や
く
よ
う
に
、
み
ず
み
ず
し
い
紫

色
の
肉
塊
と
い
う
よ
り
は
、
弾
力
性
に
富
ん
だ
紫
色
の
プ
リ
ン
の
よ
う
に
見
え
た
。
そ
の
肉
塊
を
手
ば
な
す
と
、
再
び
、
彼
の
手

は
肋
骨
の
洞
窟
へ
向
か
い
、
こ
ん
ど
は
、
左
肺
と
と
も
に
、
心
臓
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
を
ひ
き
ず
り
だ
す
の
だ
っ
た
。

　

つ
い
で
、
腹
部
の
内
臓
を
、
わ
し
ず
か
み
に
し
て
ひ
き
ず
り
だ
す
と
、
そ
れ
ら
の
内
臓
の
す
べ
て
を
、
ま
る
で
、
ニ
ワ
ト
リ
に

餌
で
も
ま
い
て
や
る
か
の
よ
う
に
、
遺
体
の
周
囲
に
、
ば
ら
ま
く
の
だ
。

　

こ
う
し
て
内
臓
の
解
体
、
摘
出
を
お
え
る
と
、
執
刀
僧
は
、
再
び
、
剣
を
と
り
あ
げ
た
。
わ
た
く
し
は
、
一
瞬
、
首
を
切
る
の

か
と
思
っ
た
が
、
そ
れ
は
思
い
ち
が
い
で
あ
っ
た
。
剣
の
切
先
き
は
、
ま
ず
、
奇
怪
な
形
に
ワ
ン
曲
し
て
い
る
足
を
お
さ
え
、
太

モ
モ
か
ら
ヒ
ザ
関
節
ま
で
切
り
ひ
ら
い
て
い
た
。
左
モ
モ
か
ら
、
右
モ
モ
へ
、
さ
ら
に
、
両
腕
を
―
あ
た
か
も
、
カ
ツ
オ
の
背
を

割
く
か
の
よ
う
な
あ
ざ
や
か
な
手
つ
き
で
切
り
ひ
ら
い
て
し
ま
っ
た
。23

　

秘
匿
性
を
高
め
ら
れ
た
う
え
で
、
満
を
持
し
て
描
か
れ
る
本
書
の
描
写
も
な
か
な
か
に
衝
撃
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
大
森
の
視
覚
と
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聴
覚
を
共
有
し
て
い
る
と
も
言
う
べ
き
映
画
「
秘
境
ヒ
マ
ラ
ヤ
」
は
、
観
客
に
相
当
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
に
違
い
な
い
。
前
章
で

も
言
及
し
た
と
お
り
、
映
画
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
据
え
ら
れ
た
鳥
葬
の
シ
ー
ン
に
は
大
き
な
反
響
が
あ
り
、
賛
否
の
両
論
が
巻
き
起

こ
っ
た
と
さ
れ
る
。
単
行
本
『
鳥
葬
の
国
』
収
録
の
座
談
会
で
、
隊
員
の
高
山
が
「（
新
聞
の
投
書
欄
に
）
非
常
に
残
酷
で
あ
る
と
い

う
意
見
が
載
る
と
、
い
や
そ
う
で
は
な
い
、
風
俗
習
慣
と
い
う
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
重
ん
じ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
だ
と
い
う
、
両
方
が

あ
っ
た
」24

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、批
判
の
理
由
と
な
っ
た
の
は
、遺
体
の
解
体
行
為
に
認
め
ら
れ
る
残
虐
性
な
い
し
凄
惨
さ
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、川
喜
田
は
座
談
会
で
「
ま
あ
じ
っ
と
見
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
、ぼ
く
は
押
し
通
し
た
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
扱
い
が
し
て
あ
る
か
ど
う
か
見
て
も
ら
っ
た
ら
よ
ろ
し
い
。（
中
略
）
鳥
葬
を
撮
っ
た
っ
て
、
そ
の
扱
う
精
神
に
よ
っ
て
は
、
少

し
も
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
侵
害
で
は
な
い
。
扱
う
人
の
心
だ
と
思
う
ん
だ
」25

と
の
主
張
を
展
開
し
た
が
、
こ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
扱
い

に
気
を
配
っ
て
見
な
け
れ
ば
非
人
道
な
見
方
も
成
立
し
て
し
ま
う
こ
と
、
ま
た
逆
説
的
に
、
鳥
葬
を
扱
う
人
＝
観
客
の
心
が
〝
そ
う
い

う
も
の
〟
を
求
め
る
精
神
で
あ
っ
た
場
合
、撮
影
者
や
研
究
者
の
考
え
る
価
値
と
は
別
の
価
値
が
成
立
し
得
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

大
森
も
ま
た
、
公
開
の
是
非
に
関
し
て
、
未
知
の
事
柄
を
出
来
る
だ
け
主
観
を
ま
じ
え
ず
に
伝
え
る
撮
影
者
の
使
命
を
語
っ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、「
鳥
葬
を
グ
ロ
テ
ス
ク
な
見
せ
物
と
だ
け
は
感
じ
さ
せ
な
か
っ
た
全
編
の
制
作
態
度
を
ほ
め
る
べ
き
だ
ろ
う
」26

と
い

う
『
読
売
新
聞
』
の
紹
介
文
は
、
反
転
し
て
「
グ
ロ
テ
ス
ク
な
見
せ
物
」
と
い
う
、
製
作
者
と
は
乖
離
し
た
観
客
に
と
っ
て
の
消
費
価

値
の
存
在
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

マ
ス
コ
ミ
の
ま
な
ざ
し
に
立
脚
し
た
『
秘
境
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
に
は
、『
鳥
葬
の
国
』
に
比
し
て
、「
我
々
」
が
鳥
葬
に
見
出
し
て
い
た
消

費
価
値
、〈
秘
境
〉
ブ
ー
ム
に
内
在
し
て
い
た
消
費
者
ニ
ー
ズ
と
い
う
も
の
が
、
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
映
画

の
内
容
に
つ
い
て
は
現
状
確
認
出
来
な
い
も
の
の
、
鳥
葬
に
対
し
て
見
出
さ
れ
て
い
た
消
費
者
ニ
ー
ズ
、
そ
こ
に
は
、
冒
険
性
と
対
と

な
っ
た
秘
儀
と
し
て
の
秘
匿
性
と
、
遺
体
解
体
に
係
る
グ
ロ
テ
ス
ク
さ
へ
の
希
求
が
見
え
隠
れ
し
て
い
た
。
冒
険
、
秘
密
、
グ
ロ
テ
ス
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ク
は
、
い
ず
れ
も
〈
秘
境
〉
ブ
ー
ム
に
特
徴
的
な
消
費
価
値
で
あ
っ
て
、
特
に
目
新
し
さ
は
な
い
。

　

だ
が
、
本
稿
の
主
眼
と
す
る
、
超
自
然
に
傾
倒
し
た
一
九
七
〇
年
代
の
大
衆
文
化
と
の
繋
が
り
を
意
識
し
た
場
合
、
鳥
葬
に
認
め
ら

れ
る
こ
れ
ら
の
価
値
に
は
、
六
〇
年
代
と
七
〇
年
代
と
の
決
定
的
な
違
い
が
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
事
象
を
題

材
に
取
り
上
げ
、
非
合
理
性
を
求
め
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
「
非
合
理
」
と
は
、
七
〇
年
代
に
見
る
宗
教
性
や

非
科
学
性
と
い
っ
た
超
越
的
な
意
味
で
の
「
非
合
理
」
で
は
な
く
、
グ
ロ
テ
ス
ク
さ
や
物
珍
し
さ
と
い
っ
た
、
あ
く
ま
で
近
代
社
会
的

な
枠
組
み
や
価
値
体
系
を
「
肯
定
」
し
た
う
え
で
、
そ
こ
か
ら
は
み
出
て
し
ま
っ
た
も
の
と
し
て
の
俗
的
な
「
非
合
理
」
で
あ
っ
た
わ

け
で
あ
る
。

　

論
者
は
こ
れ
ま
で
、
六
〇
年
代
の
大
衆
文
化
に
お
い
て
、
国
内
の
民
俗
宗
教
が
い
か
に
表
象
さ
れ
て
き
た
の
か
を
探
究
し
て
き
た27

。

こ
れ
ら
の
試
み
で
浮
か
び
上
が
っ
た
の
は
、「
霊
」
の
実
在
や
託
宣
の
内
容
と
い
っ
た
宗
教
的
な
価
値
、
換
言
す
れ
ば
、
超
自
然
的
次

元
と
し
て
の
「
非
合
理
」
の
担
い
手
を
あ
く
ま
で
「
地
方
」
の
「
他
者
」
に
帰
属
さ
せ
た
う
え
で
、「
合
理
主
義
者
」
の
立
場
か
ら
、

事
象
に
対
し
て
自
身
の
求
め
る
価
値
を
付
し
て
楽
し
む
「
我
々
」
の
姿
で
あ
っ
た
。「
我
々
」
自
身
を
超
自
然
的
価
値
の
担
い
手
と
措

定
し
て
き
た
七
〇
年
代
以
降
と
の
差
異
は
こ
の
点
に
あ
る
わ
け
だ
が
、〈
秘
境
〉
ブ
ー
ム
も
基
本
的
に
は
六
〇
年
代
に
特
徴
的
に
見
ら

れ
た
構
造
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
〈
秘
境
〉
に
成
立
す
る
消
費
的
な
価
値
イ
メ
ー
ジ
に
関
し
て
、
金
子
は
「
シ
ン
パ
シ
ー
を
抱
き
や
す
い
日
本
人
の
原
郷
土
」
と
「
自

分
た
ち
の
価
値
観
と
は
異
な
る
宗
教
や
性
習
慣
な
ど
を
中
心
と
し
た
未
開
的
な
社
会
構
成
原
理
」
と
い
う
、
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
の
存
在

を
指
摘
し
て
い
た28

。こ
れ
ら
の
ベ
ク
ト
ル
は
、近
代
合
理
主
義
に
立
脚
す
る「
我
々
」と
の
関
係
性
に
則
し
て
言
え
ば
、そ
れ
ぞ
れ
、「
我
々
」

が
「
失
く
し
た
も
の
」
と
「
排
除
し
た
も
の
」
と
に
相
当
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
日
本
の
民
俗
文
化
に
代
表
さ
れ
る

前
者
は
、
″同
化 

″の
方
向
性
を
持
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
「
日
本
人
の
原
初
形
態
」「
日
本
人
ら
し
さ
」「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
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テ
ィ
」
と
い
っ
た
消
費
価
値
が
成
立
し
て
き
た
。
対
し
て
、
鳥
葬
に
代
表
さ
れ
る
後
者
は
、
″排
他 

″を
指
向
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、

こ
ち
ら
に
は
過
度
な
「
性
」「
死
」「
暴
力
」「
野
蛮
さ
」
そ
し
て
「
超
自
然
性
」
と
い
っ
た
消
費
価
値
が
成
立
し
て
き
た
。

　

一
見
、
相
容
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
は
、
あ
る
価
値
観
を
前
提
と
す
る
点
で
は
同
根
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
。
そ
れ

は
「
失
く
す
」
と
「
排
除
す
る
」、
い
ず
れ
の
主
体
に
お
い
て
も
、
近
代
合
理
主
義
社
会
の
住
人
と
い
う
「
我
々
」
の
立
ち
位
置
自
体

は
自
明
の
も
の
と
し
て
、
そ
こ
に
想
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
自
ら
の
合
理
性
に
一
定
の
信
頼
を
置
く
〈
秘
境
〉
ブ
ー
ム
に
お

い
て
、
既
存
の
体
系
自
体
を
超
克
す
る
超
自
然
的
次
元
が
七
〇
年
代
ほ
ど
に
特
化
し
た
消
費
価
値
と
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
も
っ
と
も

な
こ
と
で
あ
っ
た
か
と
に
思
わ
れ
る
。

五
、〈
秘
境
〉
と
〈
オ
カ
ル
ト
〉
を
繋
ぐ
も
の

　

遺
体
に
積
極
的
に
働
き
か
け
、
最
終
的
に
動
物
の
食
物
へ
と
変
え
る
鳥
葬
が
、
遺
体
と
の
接
触
を
忌
避
す
る
文
化
も
多
い
中
で
、
特

殊
な
葬
送
形
態
に
分
類
さ
れ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
グ
ロ
テ
ス
ク
や
凄
惨
さ
と
い
っ
た
俗
的
な
消
費
価
値
は
、
宗
教
事
象

の
中
で
も
鳥
葬
に
限
っ
て
成
立
す
る
特
異
な
価
値
の
よ
う
に
も
見
え
て
し
ま
う
わ
け
だ
が
、
同
様
の
傾
向
は
他
の
宗
教
事
象
を
扱
う
同

時
代
テ
ク
ス
ト
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
〈
秘
境
〉
ブ
ー
ム
の
ベ
ス
ト
盤
と
も
言
う
べ
き
山
王
書
房
「
秘
境
探
検
シ
リ
ー
ズ
」
を
例
に
取
れ
ば
、
全
五
巻
一
五
話
の
中
に
は
鳥

葬
以
外
の
様
々
な
宗
教
事
象
が
登
場
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
こ
で
焦
点
を
当
て
ら
れ
て
い
る
の
は
や
は
り
遺
体
や
傷
痍
等
に
係
る
生
々

し
さ
で
あ
っ
て
、
信
仰
内
容
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
っ
た
超
自
然
的
次
元
そ
れ
自
体
で
は
な
い
。
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ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
戦
い
が
は
げ
し
く
な
る
と
、
土
人
の
あ
い
だ
で
は
奇
妙
な
宗
教
め
い
た
迷
信
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
真
空

管
の
よ
う
な
も
の
を
も
っ
た
酋
長
が
あ
ら
わ
れ
て
、
真
空
管
を
片
手
に
、

　
「
こ
の
神
様
の
と
こ
ろ
に
世
界
の
通
信
が
す
べ
て
あ
つ
ま
る
。神
様
の
お
告
げ
だ
と
、こ
の
水
を
の
ん
で
青
い
旗
を
も
て
ば
、ぜ
っ

た
い
に
死
ぬ
こ
と
は
な
い
。
万
一
死
ん
で
も
す
ぐ
生
き
か
え
っ
て
く
る
か
ら
」

　

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
土
人
た
ち
は
信
じ
こ
ん
で
、
私
た
ち
の
討
伐
隊
が
上
陸
用
舟
艇
で
海
岸
へ
ゆ
く
と
弓
や
槍
を
も
ち

青
旗
を
か
か
げ
て
向
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
機
銃
で
討
つ
と
倒
れ
る
が
、
か
れ
ら
は
生
き
か
え
る
と
か
た
く
信
じ
て
い
る
の
で
、
死

体
を
山
の
上
に
か
つ
ぎ
あ
げ
て
お
い
て
く
る
の
だ
。（
中
略
）野
犬
が
数
十
匹
も
そ
の
土
人
の
悪
臭
を
は
な
つ
死
体
の
山
に
巣
喰
っ

て
い
て
凄
惨
な
光
景
を
呈
し
て
い
た
。29

［
人
喰
い
人
種
の
国
］

　

安
置
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
シ
ャ
リ
コ
ウ
ベ
が
い
く
つ
も
つ
み
か
さ
ね
て
あ
る
か
と
思
え
ば
、
手
や
足
の
骨
が

無
造
作
に
な
ら
べ
て
あ
っ
た
り
、
部
屋
の
す
み
に
は
、
全
身
の
ガ
イ
コ
ツ
像
が
つ
る
し
て
あ
っ
た
り
―
整
然
と
い
っ
た
感
じ
は
な

く
、
ち
ょ
っ
と
気
の
弱
い
人
な
ら
卒
倒
し
か
ね
な
い
雰
囲
気
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
箱
の
フ
タ
を
あ
け
れ
ば
金
銀
財
宝
が
ザ
ク
ザ

ク
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
が
、
ひ
と
目
の
ぞ
き
こ
ん
で
、
思
わ
ず
、
き
ゃ
ー
っ
と
悲
鳴
を
あ
げ
そ
う
に
ぎ
ょ
っ
と
な
っ
た
。
そ

の
な
か
に
は
、
な
ん
と
ま
だ
髪
の
毛
が
フ
サ
フ
サ
と
し
た
子
ど
も
ミ
イ
ラ
が
は
い
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。30

［
イ
ン
デ
ィ
オ
の
秘
境
］

「
絶
対
に
や
め
る
よ
う
に
…
…
」
と
い
う
お
ふ
れ
が
政
府
か
ら
出
て
い
る
と
か
で
、
じ
っ
さ
い
に
刀
で
か
ら
だ
に
切
り
つ
け
て
血

を
流
し
た
信
者
に
こ
そ
お
目
に
か
か
れ
な
か
っ
た
が
、
首
す
じ
の
へ
ん
に
、
刀
傷
の
跡
が
歴
然
と
残
っ
て
い
る
民
衆
に
は
、
何
人

と
な
く
出
あ
っ
た
。（
中
略
）
信
仰
に
あ
つ
い
人
ほ
ど
、
ボ
ロ
に
近
い
シ
ャ
ツ
を
ま
と
い
、
は
だ
し
の
貧
し
い
風
体
を
し
た
民
衆
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な
の
だ
。31

［
イ
ラ
ン
・
ア
フ
ガ
ン
探
検
記
］

　

当
該
シ
リ
ー
ズ
第
五
巻
に
収
め
ら
れ
る
「
呪
術
の
帝
国
」
な
ど
は
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
、
も
し
七
〇
年
代
で
あ
れ
ば
間
違
い
な
く

呪
術
の
実
在
性
を
問
題
に
し
た
、
呪
力
の
真
偽
を
「
恐
怖
」
の
語
で
煽
り
楽
し
む
よ
う
な
コ
ン
テ
ン
ツ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
の
文
章
は
、
文
化
人
類
学
者
が
イ
ン
デ
ィ
オ
の
宗
教
文
化
に
つ
い
て
、
体
験
を
交
え
な
が
ら
、
努
め
て
客
観
的
に
記
し
た
学
術
性
の

高
い
読
み
物
で
あ
る
。
こ
う
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
が
娯
楽
と
し
て
成
立
し
得
た
の
が
、「
非
合
理
」
に
関
心
を
寄
せ
つ
つ
、
自
ら
の
合
理

性
を
よ
す
が
と
し
た
六
〇
年
代
の
大
衆
文
化
で
あ
っ
た
か
と
思
う
。

　

こ
の
よ
う
に
述
べ
る
と
、
六
〇
年
代
と
七
〇
年
代
と
の
間
に
は
、
絶
対
的
な
断
絶
が
あ
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

〈
秘
境
〉
ブ
ー
ム
の
中
に
は
、
間
違
い
な
く
〈
オ
カ
ル
ト
〉
へ
と
繋
が
る
水
脈
も
存
在
し
て
い
た
。
紙
幅
も
尽
き
て
し
ま
っ
た
た
め
、

こ
の
点
に
言
及
し
、
本
稿
は
ひ
と
ま
ず
の
終
わ
り
を
見
た
い
。

　

既
述
の
と
お
り
、〈
秘
境
〉
ブ
ー
ム
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
マ
ス
コ
ミ
、
換
言
す
れ
ば
、
学
術
と
娯
楽
と
の
蜜
月
の
中
に
生
を
受
け
、

六
三
年
頃
を
境
に
両
者
が
決
別
し
て
以
降
、
娯
楽
の
文
脈
で
展
開
が
な
さ
れ
て
い
く
経
緯
を
辿
っ
た
。〈
オ
カ
ル
ト
〉
へ
の
水
脈
が
育

ま
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
娯
楽
の
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
象
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
黒
沼
健
に
よ
る
一
連
の
著
作
だ
。

　

黒
沼
健
（
一
九
〇
二–

一
九
八
五
）
は
、
戦
前
よ
り
活
躍
し
て
き
た
推
理
作
家
・
翻
訳
家
で
、
戦
後
は
映
画
『
空
の
大
怪
獣
ラ
ド
ン
』

（
東
宝
、
一
九
五
六
年
）
の
原
作
な
ど
Ｓ
Ｆ
作
品
を
手
掛
け
る
一
方
、
海
外
を
舞
台
と
し
た
怪
奇
譚
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
数
多
く
発
表

し
て
き
た
。
そ
ん
な
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ス
ト
黒
沼
の
処
女
作
と
な
る
の
が
、『
秘
境
物
語
』（
新
潮
社
、
一
九
五
七
年
）
で
あ
る
。
本
作
に
は
、

「
マ
ヤ
の
大
隧
道
」「
赤
い
木
乃
伊
の
秘
密
」「
人
間
の
首
の
乾
物
」
な
ど
、い
か
に
も
〝〈
秘
境
〉
ら
し
い
〟
タ
イ
ト
ル
が
並
ん
で
い
る
。

こ
こ
に
は
「
フ
ァ
ラ
オ
の
呪
い
」
の
よ
う
に
、
原
住
民
の
「
呪
い
」
や
「
祟
り
」
と
い
っ
た
超
自
然
的
な
ト
ピ
ッ
ク
も
含
ま
れ
て
い
る
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の
で
あ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
物
語
が
「
実
話
」
の
装
い
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
国
外
の
地
に
〈
秘
境
〉

と
い
う
「
非
合
理
」
な
「
他
者
」
の
領
域
を
設
定
し
、「
我
々
」
と
切
り
離
し
た
う
え
で
楽
し
む
点
で
は
同
様
な
が
ら
も
、「
我
々
」
の

合
理
性
を
前
提
と
し
た
消
費
価
値
で
は
な
く
、「
呪
い
」
や
「
祟
り
」
の
実
効
の
よ
う
な
、
そ
の
前
提
自
体
を
揺
る
が
す
超
自
然
性
に

価
値
を
置
く
姿
勢
は
、
七
〇
年
代
以
降
の
流
れ
に
通
ず
る
も
の
と
言
え
る
。

　

黒
沼
か
ら
遅
れ
る
こ
と
数
年
、
六
〇
年
代
後
半
に
は
、
世
界
の
「
実
話
」
奇
譚
を
収
集
す
る
も
う
一
人
の
ラ
イ
タ
ー
が
頭
角
を
現
し

て
い
る
。
そ
う
、
日
本
に
お
け
る
〈
オ
カ
ル
ト
〉
ブ
ー
ム
の
牽
引
者
、
中
岡
俊
哉
（
一
九
二
六–

二
〇
〇
一
）
で
あ
る
。
海
外
の
事
例

か
ら
徐
々
に
国
内
の
事
例
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
中
岡
も
ま
た
、
黎
明
期
に
「
秘
境
シ
リ
ー
ズ
」（
秋
田
書
店
、
全
三
巻
）
と
い
う

児
童
向
け
の
叢
書
を
発
刊
し
て
い
た
。「
世
界
の
魔
境
」
を
冒
頭
に
配
し
た
中
岡
の
『
怪
奇
と
神
秘
と
恐
怖
の
世
界
』（
芸
文
社
）
と
、

オ
カ
ル
ト
的
ト
ピ
ッ
ク
を
本
格
的
に
扱
っ
た
黒
沼
の
『
妖
奇
と
霊
の
世
界
』（
徳
間
書
店
）
が
共
に
一
九
六
七
年
に
リ
リ
ー
ス
さ
れ
て

い
る
の
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
『
秘
境
物
語
』
は
好
評
を
博
し
た
と
見
ら
れ
、
同
コ
ン
セ
プ
ト
の
書
籍
が
「
異
色
読
物
シ
リ
ー
ズ
」
の
名
で
一
七
冊
ほ
ど
刊
行
さ
れ

て
い
る
。「
秘
境
」の
語
を
直
接
書
名
に
掲
げ
て
い
る
の
は『
秘
境
物
語
』と『
謎
と
秘
境
物
語
』の
み
だ
が
、シ
リ
ー
ズ
の
概
要
に
は
、「
世

界
の
奇
譚
」
と
並
ん
で
「
世
界
の
秘
境
」
が
主
要
な
題
材
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
黒
沼
の
著
作
は
、
自
身
の
探
検
経
験

に
基
づ
く
他
の
〈
秘
境
〉
本
と
は
一
線
を
画
し
た
、
む
し
ろ
「
実
話
小
説
」
の
系
譜
と
〈
秘
境
〉
と
の
接
合
事
例
と
捉
え
る
の
が
適
切

か
も
し
れ
な
い32

。
だ
が
、
七
〇
年
代
と
の
関
係
で
重
要
な
の
は
、〈
秘
境
〉
の
枠
組
み
が
、
超
自
然
的
価
値
の
温
床
と
し
て
も
機
能
し

て
い
た
事
実
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
証
明
す
る
よ
う
に
、
一
九
六
二
年
に
創
刊
さ
れ
、
一
九
七
二
年
に
一
〇
〇
号
で
幕
を
閉
じ
る
ま
で
、
娯
楽
の
文
脈
で
〈
秘
境
〉

ブ
ー
ム
の
中
心
を
担
っ
た
雑
誌
『
世
界
の
秘
境
』（
双
葉
社
）
に
は
、「
世
界
の
魔
法
」、「
恐
怖
の
記
録
」、「
心
霊
ミ
ス
テ
リ
ー
」
と
い
っ
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た
、
超
自
然
の
実
在
性
を
問
題
に
し
た
連
載
や
短
編
の
読
物
も
収
録
さ
れ
て
い
る33

。
何
を
隠
そ
う
、
黒
沼
も
本
誌
の
執
筆
陣
の
一
人
で

あ
っ
た
。
雑
多
な
「
非
合
理
」
を
抱
え
込
み
、
供
給
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
〈
秘
境
〉
は
、
過
剰
な
性
や
死
と
い
っ
た
俗
的

な
「
非
合
理
」
と
共
に
、
超
自
然
的
次
元
に
連
な
る
「
非
合
理
」
も
ま
た
、
そ
の
内
に
温
存
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　
『
秘
境
物
語
』
に
始
ま
る
黒
沼
の
奇
譚
集
は
、
六
〇
年
代
末
ま
で
に
三
〇
冊
を
超
え
て
い
る
。
ま
た
、『
世
界
の
秘
境
』
自
体
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
前
史
と
な
る
雑
誌
『
別
冊
実
話
特
報
』
は
怪
奇
を
創
刊
号
の
特
集
に
据
え
、
異
例
の
大
ヒ
ッ
ト
を
記
録
し
た
と
い
う34

。

〈
秘
境
〉
ブ
ー
ム
に
見
る
「
合
理
性
」
を
信
じ
る
人
々
の
「
非
合
理
」
に
対
す
る
欲
望
、
こ
こ
に
は
超
自
然
に
対
す
る
潜
在
的
な
欲
望

を
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
。〈
オ
カ
ル
ト
〉
ブ
ー
ム
勃
興
の
契
機
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
公
害
の
発
生
や
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る

経
済
の
行
き
詰
り
に
起
因
し
た
、
近
代
科
学
お
よ
び
合
理
主
義
へ
の
懐
疑
で
あ
っ
た35

。
合
理
性
へ
の
信
頼
が
揺
ら
ぎ
、「
我
々
」
の
立

ち
位
置
に
変
化
が
生
じ
た
時
、「
我
々
」
を
導
い
た
も
の
こ
そ
が
、六
〇
年
代
の
〈
秘
境
〉
ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
温
存
さ
れ
て
き
た
〝
そ
れ
〟

で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
七
〇
年
代
へ
の
直
接
的
な
架
け
橋
と
な
っ
た
黒
沼
ら
の
試
み
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
た
い
。

註

1 

西
山
茂
「
霊
術
系
新
宗
教
の
台
頭
と
二
つ
の
『
近
代
化
』」、國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『
近
代
化
と
宗
教
ブ
ー
ム
』
同
朋
舎
出
版
、一
九
九
〇
年
。

島
薗
進
「
情
報
化
と
宗
教
―
現
代
宗
教
の
変
容
―
」、『
思
想
』
第
八
一
七
号
、
一
九
九
二
年
。

2 

藤
田
庄
市
「
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
の
源
流
―
シ
ャ
ン
バ
ラ
王
国
幻
想
か
ら
無
差
別
大
量
殺
人
へ
の
道
程
―
」、
井
上
順
孝
責
任
編
集
『
情
報
時
代
の
オ
ウ

ム
真
理
教
』
春
秋
社
、
二
〇
一
一
年
、
二
六
、四
三
頁
。
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3 「
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（http://w

w
w

.tvdram
a-db.com

/

）。

4 
飯
倉
義
之
「
美
し
い
地
球
の
〈
秘
境
〉—

〈
オ
カ
ル
ト
〉
の
揺
籃
と
し
て
の
一
九
六
〇
年
代
〈
秘
境
〉
ブ
ー
ム
」
𠮷
田
司
雄
編
『
オ
カ
ル
ト
の
惑
星
―

１
９
８
０
年
代
、
も
う
一
つ
の
世
界
地
図
―
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
九
年
、
二
三
頁
。

5 

金
子
毅
「
オ
カ
ル
ト
・
ジ
ャ
パ
ン
の
分
水
嶺
―
純
粋
学
問
と
し
て
の
人
類
学
か
ら
の
決
別
―
」、
𠮷
田
、
前
掲
、
二
〇
〇
九
年
、
四
九
頁
。

6 

金
子
、
前
掲
、
五
五–

五
六
頁
。

7 

飯
倉
、
前
掲
、
二
四
頁
。

8 

飯
倉
、
前
掲
、
二
五
頁
。

9 

飯
田
、
前
掲
、
二
四
四
、二
五
七–
二
五
八
頁
。

10 「
義
宮
も
ご
覧　

秘
境
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
招
待
試
写
会
」、『
読
売
新
聞
（
朝
刊
）』
一
九
六
〇
年
四
月
一
六
日
付
。

11 

講
談
社
学
術
文
庫
版
の
『
鳥
葬
の
国
―
秘
境
ヒ
マ
ラ
ヤ
探
検
記
』
に
は
、「『
鳥
葬
の
国
』
そ
の
後
」
と
題
し
た
座
談
会
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

文
庫
化
に
際
し
て
一
九
七
三
年
一
二
月
に
行
わ
れ
た
も
の
で
、
川
喜
田
の
ほ
か
に
、
隊
員
だ
っ
た
飯
島
茂
、
小
方
全
弘
、
並
河
治
、
高
山
龍
三
、
曾
根

原
悳
夫
が
参
加
し
て
当
時
の
様
子
を
回
顧
し
て
い
る
。

12 

金
子
、
前
掲
、
五
二
頁
。

13 

川
喜
田
二
郎
『
鳥
葬
の
国
─
秘
境
ヒ
マ
ラ
ヤ
探
検
記
─
（
講
談
社
学
術
文
庫
版
）』
講
談
社
、
一
九
九
二
年
、
二
三–

二
五
頁
。

14 

川
喜
田
、
前
掲
、
二
二
八–

二
二
九
頁
。

15 

川
喜
田
、
前
掲
、
二
四
八
頁
。

16 

金
子
、
前
掲
、
五
二
頁
。

17 

川
喜
田
、
前
掲
、
三
六
八–

三
六
九
頁
。
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18 

飯
田
、
前
掲
、
二
五
九
頁
。

19 
大
森
栄
『
秘
境
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
二
見
書
房
、
二
五
四
頁
。

20 

大
森
、
前
掲
、
二
七
頁
。

21 

大
森
、
前
掲
、
一
〇
九
頁
。

22 

大
森
、
前
掲
、
一
五
三
頁
。

23 

大
森
、
前
掲
、
一
六
九
頁
。

24 

川
喜
田
、
前
掲
、
三
六
七
頁
。

25 

川
喜
田
、
前
掲
、
三
六
八
頁
。

26 「
ス
ク
リ
ー
ン
：
『
秘
境
ヒ
マ
ラ
ヤ
』　
〝
鳥
葬
〟
や
一
妻
多
夫
」、『
読
売
新
聞
（
夕
刊
）』
一
九
六
〇
年
四
月
二
〇
日
付
。

27 

大
道
晴
香
「
一
九
六
〇
年
代
の
大
衆
文
化
に
見
る
『
非
合
理
』
へ
の
欲
望—

『
飢
餓
海
峡
』
と
『
恐
山
の
女
』
に
お
け
る
《
恐
山
》
と
《
イ
タ
コ
》
を
め
ぐ
っ

て—

」、『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所　

紀
要
』
第
一
〇
号
、
二
〇
一
七
年
。
大
道
晴
香
「
岡
本
太
郎
と
イ
タ
コ
―
『
神
秘
』
と
い
う
ま
な
ざ
し
」、
一
柳
廣
孝

監
修
、
今
井
秀
和
・
大
道
晴
香
編
『
怪
異
を
歩
く
』
青
弓
社
、
二
〇
一
七
年
。

28 

金
子
、
前
掲
、
四
六
頁
。

29 

風
見
武
秀
「
人
喰
い
人
種
の
国
」、『
秘
境
探
検
シ
リ
ー
ズ
Ⅰ
』
山
王
書
房
、
一
九
六
七
年
、
三
一–

三
二
頁
。

30 

藤
木
高
嶺
「
イ
ン
デ
ィ
オ
の
秘
境
」、『
秘
境
探
検
シ
リ
ー
ズ
Ⅰ
』
山
王
書
房
、
三
四
五
頁
。

31 

平
野
一
郎
「
イ
ラ
ン
・
ア
フ
ガ
ン
探
検
記
」、『
秘
境
探
検
シ
リ
ー
ズ
Ⅳ
』
山
王
書
房
、
一
九
六
八
年
、
二
二
五–

二
二
六
頁
。

32 

飯
倉
は
、
黒
沼
の
著
作
が
あ
く
ま
で
「
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
・
ミ
ス
テ
リ
」
で
あ
り
、「〈
秘
境
〉
本
」
で
は
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
飯
倉
、
前
掲
、

二
六
頁
）。
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33 『
世
間
話
研
究
』
第
二
六
号
（
二
〇
一
八
年
六
月
発
刊
予
定
）
に
、『
世
界
の
秘
境
』
の
収
録
記
事
目
録
を
大
道
名
義
で
掲
載
予
定
。

34 
飯
倉
、
前
掲
、
二
七
頁
。

35 

一
柳
廣
孝
「
は
じ
め
に
」、
同
編
『
オ
カ
ル
ト
の
帝
国
―
１
９
７
０
年
代
の
日
本
を
読
む
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
六
年
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

秘
境
、
オ
カ
ル
ト
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、
鳥
葬
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は
じ
め
に

本
稿
は
、
東
大
寺
東
南
院
（
以
下
東
南
院
）
に
関
し
て
、
東
南
院
領
に
関
す
る
先
行
研
究
に
学
び
つ
つ
、
鎌
倉
前
中
期
の
東
南
院
相

承
に
つ
い
て
当
時
の
政
治
状
況
を
踏
ま
え
そ
の
過
程
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
、
特
に
勝
賢
・
道
快
・
聖
実
が
東
南
院
主
に
就
任
す
る
背

景
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

東
南
院
は
香
積
寺
（
佐
伯
院
）
と
い
う
佐
伯
氏
の
氏
寺
を
由
緒
と
す
る
。『
東
大
寺
記
録
』
に
よ
れ
ば
佐
伯
氏
出
身
の
道
義
律
師
が
、

大
安
寺
別
当
と
東
大
寺
別
当
を
兼
ね
た
延
喜
四
年
（
九
〇
四
）、
香
積
寺
を
東
大
寺
南
大
門
の
東
脇
に
移
し
、
以
降
東
南
院
と
号
す
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う1

。
そ
し
て
醍
醐
寺
開
山
の
聖
宝
が
初
代
院
主
を
務
め
、
東
大
寺
に
お
け
る
真
言
・
三
論
両
宗
兼
学
の
教
場
と
し

て
発
展
す
る
。
延
久
三
年
（
一
〇
七
一
）
に
は
宣
旨
に
よ
り
東
南
院
主
慶
信
が
東
大
寺
と
大
安
寺
の
三
論
供
別
当
を
兼
帯
し
、
東
南
院

は
三
論
宗
の
本
所
、
院
主
は
長
者
と
し
て
以
後
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る2

。
こ
の
よ
う
な
中
で
次
第
に
寺
内
で
の
立
場
を
高
め
た
東
南

鎌
倉
前
中
期
に
お
け
る
東
大
寺
東
南
院
主
継
承
と
そ
の
背
景

　
　
　
　
　
　
　
　

 

小
嶋　

教
寛
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院
は
、
東
大
寺
別
当
に
就
く
院
主
を
多
く
輩
出
す
る
よ
う
に
な
り
、
東
大
寺
内
で
も
重
要
な
院
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
歴
代
の
東
南
院
主
は
、
す
で
に
永
村
眞
氏
、
畠
山
聡
氏
ら
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
時
期
に
よ
り
出
自
と
な
る
権
門
勢
家

に
一
定
の
傾
向
が
み
ら
れ
る3

。
す
な
わ
ち
初
代
よ
り
江
戸
中
期
頃
ま
で
の
歴
代
の
院
主
を
載
せ
る
『
東
南
院
務
次
第
』
な
ど4

を
参
考
に

す
る
と
、
大
ま
か
に
は
平
安
中
期
頃
の
済
慶
か
ら
鎌
倉
後
期
の
聖
兼
ま
で
は
藤
原
氏
か
村
上
源
氏
の
出
身
者
が
院
主
を
務
め
、
特
に
鎌

倉
前
期
頃
の
院
主
で
あ
る
道
快
か
ら
鎌
倉
末
の
聖
兼
ま
で
は
あ
る
系
統
の
摂
関
藤
原
氏
出
身
者
に
移
行
す
る
。
そ
し
て
南
北
朝
期
初
頭

頃
か
ら
応
永
年
間
頃
ま
で
皇
族
に
出
自
を
も
つ
院
主
が
続
き
、
そ
れ
以
降
は
九
条
家
の
子
弟
が
院
主
を
独
占
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
鎌
倉
期
に
お
け
る
東
南
院
主
と
出
自
、
そ
れ
ぞ
れ
の
院
主
継
承
時
期
を
あ
げ
る
と
左
記
の
よ
う
に
な
る
。
継
承
時
期
に
関

し
て
は
、
傍
証
を
利
用
し
た
類
推
（
頃
カ
と
し
た
）
を
一
部
含
む
が
参
考
と
し
て
あ
げ
て
お
く
。

【
鎌
倉
期
東
南
院
主
と
継
承
時
期
】

院
主 

院
主
継
承
時
期 

父 

継
承
時
期
の
典
拠

勝
賢 

文
治
五
年(

一
一
八
九) 

藤
原
通
憲(

信
西) 

『
東
南
院
務
次
第
』

定
範 

建
久
元
年(

一
一
九
〇)　

～
七
年(

一
一
九
七) 

藤
原
成
範(

信
西
息) 

「
権
僧
正
勝
賢
譲
状
案
」（『
鎌
倉
遺
文
』
一
―
四
四
一
）

道
深 

嘉
禄
元
年(

一
二
二
五) 
後
高
倉
天
皇 

「
官
宣
旨
」（『
鎌
倉
遺
文
』
五
―
三
四
二
七
）

道
快 

嘉
禄
二
年(

一
二
二
六)

～
安
貞
二
年(

一
二
二
八) 
藤
原
道
経 

興
福
寺
別
会
五
師
長
忠
書
状
案
」（【
東
未
】
一
〇
―
二
一
）
等 

聖
実 

文
暦
元
年(

一
二
三
四)

～
宝
治
二
年(

一
二
四
八
）
頃
カ 

藤
原
家
実 

＊
聖
実
の
入
室
年
な
ど
か
ら
推
定

聖
兼 

建
長
七
年(

一
二
五
五) 

藤
原
家
実 

『
東
大
寺
続
要
録
』
佛
法
篇

聖
忠 

正
応
五
年(

一
二
九
二)

頃
カ 

藤
原
基
忠 

＊
聖
兼
の
死
期
、
聖
忠
別
当
就
任
時
期
か
ら
類
推

聖
尋 

文
保
二
年(

一
三
一
八)

頃
カ 

藤
原
基
忠 

＊
聖
忠
の
死
期
か
ら
類
推
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聖
珍 

元
弘
二
年(

一
三
三
二) 

伏
見
天
皇 

＊
前
院
主
の
流
罪
時
期
よ
り
類
推

右
に
つ
い
て
家
実
と
道
経
は
兄
弟
で
あ
り
、
基
忠
は
家
実
の
孫
に
あ
た
る
（
左
系
図
参
照
）。
つ
ま
り
道
快
か
ら
聖
尋
ま
で
の
五
人

が
院
主
を
務
め
た
約
一
〇
〇
年
間
、
鎌
倉
中
期
初
頭
か
ら
最
末
期
に
か
け
て
東
南
院
主
は
近
衛
・
鷹
司
系
統
の
摂
関
藤
原
氏
（
以
下
近

衛
・
鷹
司
流
藤
原
氏
と
す
る
）
の
子
弟
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

【
近
衛
・
鷹
司
家
略
系
図
】（
本
論
関
係
者
の
み
抜
粋
・
傍
線
付
は
東
南
院
主
）

　
　
　

基
通　
　
　

家
実　
　
　

兼
平　
　

基
忠　
　
　

冬
平　
　

   

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

聖
実　
　
　
　
　
　
　

聖
忠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

聖
兼　
　
　
　
　
　
　

聖
尋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鷹
司
院

　
　
　
　
　
　
　
　

道
経　
　
　

道
快

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
子
（
鷹
司
院
御
匣
）

で
は
な
ぜ
東
南
院
は
、
こ
の
よ
う
な
長
期
に
亘
り
、
特
定
の
系
統
の
子
弟
が
独
占
的
に
入
室
す
る
私
的
な
院
家
と
し
て
成
立
し
得
た
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の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
事
実
と
し
て
認
識
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
経
緯
ま
で
は
十
分
に
明
確
に
さ
れ
て
い

な
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
始
め
て
近
衛
・
鷹
司
流
藤
原
氏
の
子
弟
で
、
東
南
院
主
と
な
っ
た
道
快
に
注
目
し
た
い
。
道

快
の
院
主
就
任
は
、
結
果
的
に
鎌
倉
期
東
南
院
の
成
立
・
確
立
期
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
時
期
は
東
南

院
主
の
座
を
巡
る
相
論
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
道
快
が
院
主
継
承
に
成
功
し
た
背
景
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
後
の
独
占
的
伝
領
の
意
味
を
理
解
す
る
重
要
な
手
が
か
り
を
得
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
本
稿
で
は
、
鎌
倉
前
期
に
お
け
る
東
南
院
主
継
承
相
論
を
主
な
素
材
に
、
当
時
の
東
南
院
に
つ
い
て
、
先
行

研
究
に
学
び
な
が
ら
院
の
経
済
状
況
や
社
会
情
勢
を
踏
ま
え
て
整
理
し
つ
つ
、
最
終
的
に
道
快
の
継
承
へ
と
至
っ
た
過
程
を
明
確
に
し

た
い
。
さ
ら
に
そ
の
後
の
道
快
か
ら
聖
実
へ
の
継
承
に
も
触
れ
る
こ
と
で
鎌
倉
期
を
通
し
て
近
衛
・
鷹
司
流
藤
原
氏
の
子
弟
に
伝
領
さ

れ
て
い
く
意
義
を
知
る
一
助
と
し
た
い
。

　

一
章　

重
源
遺
領
の
東
南
院
領
化
と
流
出

さ
て
東
南
院
主
継
承
相
論
を
検
証
す
る
前
段
階
と
し
て
、
そ
の
当
時
東
南
院
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
本
章
で
は
道
快
就
任
直
前
の
東
南
院
主
で
あ
る
勝
賢
と
定
範
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
と
事
跡
を
追
い
な
が
ら
、
鎌
倉
前
期
の

東
南
院
を
巡
る
諸
相
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
特
に
東
南
院
領
荘
園
に
つ
い
て
は
、
東
大
寺
再
建
を
主
導
し
た
重
源
が
、
管
理

下
に
あ
っ
た
荘
園
等
の
財
産
を
遺
領
と
し
て
、
こ
の
時
期
に
東
南
院
主
に
譲
渡
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
変
遷
に
注
目
す
る
。

こ
れ
ら
重
源
遺
領
に
つ
い
て
は
〈
重
源
遺
産
〉
と
し
て
小
原
嘉
記
氏
に
よ
る
詳
細
な
検
討
が
あ
り5

、
氏
の
成
果
に
学
び
つ
つ
、
遺
領
の

成
立
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
両
院
主
の
検
証
を
試
み
て
い
く
。
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Ａ　

勝
賢
（
一
一
三
八
～
一
一
九
六
）
―
重
源
遺
領
獲
得
の
前
提
―

勝
賢
は
、
醍
醐
寺
僧
と
し
て
著
名
な
人
物
で
あ
る
。『
醍
醐
寺
新
要
録
』（
以
下
『
新
要
録
』）
に
よ
れ
ば
、
法
印
最
源
に
入
室
し
密

教
を
学
ぶ
も
の
の
、
醍
醐
寺
座
主
と
な
る
三
宝
院
実
運
の
寫
甁
弟
子
＝
正
嫡
と
し
て
み
え
、
ほ
ど
な
く
醍
醐
寺
に
移
住
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
一
二
月
、
権
律
師
と
な
り6

、
平
治
元
年
（
一
一
五
九
）
四
月
、
実
運
よ
り
伝
法
潅
頂
を
受
け
る
。
と

こ
ろ
が
同
年
平
治
の
乱
が
起
こ
り
、
信
西
の
縁
者
が
連
座
で
配
流
さ
れ
る
中7

、
信
西
の
息
で
あ
る
勝
賢
も
権
律
師
を
解
か
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
そ
の
後
実
運
は
、
後
継
者
を
勝
賢
で
は
な
く
乗
海
と
し
た
よ
う
で
、『
新
要
録
』
に
よ
る
と
醍
醐
寺
座
主
職
と
定
額
僧
職
を

乗
海
に
譲
る
旨
の
譲
状
を
作
成
し
、
二
条
天
皇
の
奏
問
に
い
れ
て
い
る8

。
こ
れ
が
永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）
二
月
十
九
日
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
翌
二
十
日
、
二
条
天
皇
側
近
で
あ
り
信
西
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
権
大
納
言
藤
原
経
宗
、
参
議
検
非
違
使
別
当
藤
原

惟
方
が
、
後
白
河
院
上
皇
の
命
に
よ
り
平
清
盛
に
捕
ら
え
ら
れ9

、
政
治
が
混
乱
し
座
主
職
の
宣
下
が
遅
れ
て
し
ま
っ
た
。
す
る
と
こ
の

事
件
に
よ
り
信
西
に
連
座
し
た
一
族
が
召
還
さ
れ
、
二
十
一
日
よ
り
元
の
地
位
に
復
帰
（『
新
要
録
』『
公
卿
補
任
』）
す
る
中
、
勝
賢

の
社
会
的
地
位
も
回
復
し
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
後
三
～
四
月
頃
、
醍
醐
寺
衆
徒
の
一
党
が
、「
大
衆(

集
会
の
意
思)

」
と
称
し
て
、

勝
賢
の
座
主
補
任
の
誓
願
を
後
白
河
上
皇
に
奏
上
、
五
月
一
日
に
座
主
補
任
と
権
律
師
還
補
が
宣
下
さ
れ
た
（『
新
要
録
』）。
つ
ま
り

実
運
の
乗
海
に
関
す
る
二
条
天
皇
へ
の
挙
状
の
提
出
時
期
が
、
後
白
河
上
皇
の
二
条
天
皇
側
近
の
捕
縛
劇
と
重
な
り
、
そ
れ
に
伴
い
信

西
子
息
が
復
権
す
る
中
で
、
勝
賢
と
そ
の
一
派
は
、
当
時
の
政
治
情
勢
を
読
み
取
り
、
後
白
河
院
に
接
近
す
る
こ
と
で
権
律
師
還
補
及

び
座
主
補
任
の
宣
下
を
得
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
実
運
の
「
譲
之
道
理
」
に
背
く
や
り
方
で
あ
っ
た
た
め
か
、
寺
僧
の
支
持
を
得
ら
れ

ず
「
寺
務
不
調
」
に
よ
り
寺
僧
の
傲
訴
を
招
き
、
応
保
二
年
（
一
一
六
二
）
四
月
に
は
退
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（『
新
要
録
』）。

勝
賢
が
復
権
し
て
醍
醐
寺
座
主
に
還
補
さ
れ
る
の
は
治
承
二
年
（
一
一
七
八
）
五
月
七
日
で
あ
り
、
実
に
乗
海
が
死
ん
だ
三
日
後
の
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こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
は
翌
年
十
二
月
に
乗
海
弟
子
の
実
海
に
座
主
職
を
譲
っ
て
い
る
が
、
寿
永
元
年
（
一
一
八
二
）
十
月
、
醍
醐
寺

座
主
に
再
び
還
補
さ
れ
る
と
、
以
降
十
一
年
間
座
主
を
務
め
て
い
る
。
ま
た
こ
の
頃
か
ら
伝
授
の
事
例
が
増
え
、
勝
賢
が
授
者
の
入
壇

記
録
で
あ
る
「
覚
洞
院
僧
正
入
壇
資
記
」10

に
よ
れ
ば
、
建
久
七
年
（
一
一
九
六
）
五
月
ま
で
に
二
十
二
人
に
潅
頂
を
授
け
て
い
る
。
道

場
は
持
宝
王
院･
蔵
王
堂
が
数
例
み
ら
れ
る
が
主
に
三
宝
院
で
あ
り
、
勝
賢
は
醍
醐
寺
座
主
と
し
て
醍
醐
寺
の
重
要
な
院
家
で
あ
る
三

宝
院
に
居
住
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
醍
醐
寺
僧
と
し
て
活
動
し
て
き
た
勝
賢
に
、
東
大
寺
東
南
院
と
の
縁
が
生
じ
る
の
は
、
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
七
月

の
こ
と
で
あ
っ
た
。「
東
南
院
夢
次
第
」
第
十
三
代
院
主
、
道
慶
の
項
に
は
「
文
治
五
年
七
月
十
五
日
夜
半
、
贈
可
譲
於
院
醍
醐
勝
賢

僧
正
書
簡
于
俊
乗
上
人
、」
と
の
記
述
が
あ
る
。「
俊
乗
上
人
」
は
俊
乗
房
重
源
の
こ
と
で
あ
り
、
道
慶
が
重
源
を
介
し
東
南
院
を
勝
賢

に
譲
る
旨
を
申
し
出
て
、
勝
賢
は
東
南
院
を
伝
領
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述
よ
り
重
源
が
勝
賢
の
東
南
院
伝
領
に
重
要

な
役
割
を
果
た
し
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

重
源
と
勝
賢
の
関
係
に
つ
い
て
、
藤
井
恵
介
氏
は
重
源
と
勝
賢
の
関
係
を
考
察
す
る
中
で
勝
賢
が
東
南
院
主
に
な
っ
た
理
由
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
重
源
と
前
院
主
道
慶
の
出
自
で
あ
る
村
上
源
氏
と
の
密
接
な
関
係
を
指
摘
し
て
い
る11

。
両
院
家
の
視
点
と
し
て
み
て
も
、

道
慶
（
源
有
房
息
）
以
前
も
第
九
代
覚
樹
以
降
の
東
南
院
主
は
す
べ
て
村
上
源
氏
の
出
身
者
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
醍
醐
寺
三
宝

院
も
勝
賢
に
伝
領
さ
れ
る
以
前
、勝
覚
（
源
俊
房
息
）・
定
海
（
源
顕
房
息
）
の
「
私
建
立
」（『
鎌
倉
遺
文
』
四
三
五
三
）
と
あ
る
よ
う
に
、

村
上
源
氏
の
子
弟
が
代
々
院
主
を
務
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
私
的
な
院
家
で
あ
り
、そ
の
後
の
院
主
も
元
海
（
源
雅
俊
息
）、実
運
（
源

俊
房
息
）
と
管
領
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
出
自
に
よ
る
両
院
家
の
繋
が
り
が
伝
領
に
関
係
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
中
村
文
氏
は
、
前
述
の
一
度
目
の
醍
醐
寺
座
主
就
任
の
背
景
か
ら
み
て
も
後
白
河
院
と
勝
賢
は
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
と
し
、

平
氏
に
よ
っ
て
焼
討
ち
に
さ
れ
た
東
大
寺
の
早
急
な
復
興
を
願
う
後
白
河
院
の
政
治
的
な
意
向
が
働
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る12

。
東
大
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寺
寺
家
に
所
属
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
重
源
は
、
必
ず
し
も
寺
内
で
確
固
た
る
基
盤
を
有
し
て
い
た
と
は
い
え
ず
、
重
源
の
活
動
を

円
滑
に
進
め
る
た
め
の
措
置
と
し
て
勝
賢
が
招
か
れ
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。当
時
二
十
一
歳
で
大
法
師
に
す
ぎ
な
い
道
慶
に
対
し
、

勝
賢
は
前
述
の
よ
う
に
、
す
で
に
東
寺
長
者
を
兼
ね
る
仏
教
社
会
の
実
力
者
で
あ
っ
た
。

時
期
的
な
面
も
含
め
て
院
家
継
承
要
因
を
考
え
て
い
く
な
ら
東
南
院
の
再
建
事
業
と
関
連
す
る
だ
ろ
う
。
今
回
の
焼
討
ち
に
よ
り
東

南
院
も
灰
燼
に
帰
し
た
が
、
建
久
元
年(

一
一
九
〇)

十
月
の
大
仏
殿
上
棟
式
に
臨
席
し
た
後
白
河
院
の
宿
所
に
は
東
南
院
が
充
て
ら

れ
て
い
る13

。
こ
れ
は
天
皇
・
上
皇
が
南
都
に
赴
く
際
に
は
東
南
院
を
宿
所
と
す
る
先
例
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、『
東
大
寺
続
要
録
』
に

よ
れ
ば
、
大
仏
殿
上
棟
の
日
ま
で
に
宿
所
と
な
る
東
南
院
を
再
建
す
る
よ
う
、
後
白
河
院
か
ら
第
十
三
代
院
主
の
勝
賢
に
命
令
が
あ
り
、

勝
賢
は
五
十
日
間
で
院
家
を
造
営
し
、
同
年
八
月
二
十
五
日
に
は
上
棟
式
を
む
か
え
て
い
る
。
勝
賢
の
迅
速
な
造
作
は
万
人
が
感
心
し

た
と
い
う14

。

院
家
継
承
を
仲
介
し
た
と
さ
れ
る
重
源
自
身
に
と
っ
て
も
、
自
ら
が
携
わ
る
東
大
寺
再
建
事
業
を
円
滑
に
進
め
る
上
で
、
大
仏
殿
上

棟
式
開
催
の
前
提
と
な
る
東
南
院
の
再
建
は
急
務
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
東
南
院
主
の
継
承
時
期
は
、『
東
大
寺
続
要
録
』
に
み
え
る
後

白
河
院
の
院
家
造
営
命
令
が
出
さ
れ
る
、
ち
ょ
う
ど
一
年
前
に
あ
た
る
が
、
こ
の
頃
か
ら
上
棟
式
の
準
備
及
び
東
南
院
の
造
営
が
意
識

さ
れ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　
【
史
料
１
】「
権
僧
正
勝
賢
譲
状
案
」15

譲
与　

東
南
院
々
主
事

　

在

　

堂
舎
僧
房
経
蔵
所
領
等
、
自
余
券
契
在
別
、

右
件
院
家
、
去
年
七
月
不
慮
之
外
伝
領
之
、
偏
是
尊
師
御
冥
助
也
、
仍
為
報
租
師
厚
恩
、
院
家
造
営
、
興
法
利
人
、
殊
抛
万
事
所
相
励
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也
、
而
自
往
古
三
論
之
本
所
也
、
但
密
宗
之
身
、
猶
院
主
号
有
其
憚
、
故
所
譲
与
定
範
得
業
也
、
即
常
住
本
寺
而
令
学
本
宗
也
、
自
今

以
後
、
非
本
寺
常
住
人
者
、
不
可
居
此
職
、
深
可
存
其
旨
状
、
処
分
如
件
、

　
　

文
治
六
年
六
月
七
日　
　
　
　
　

権
僧
正
〈
在
判
〉

右
の
史
料
は
、
勝
賢
が
東
南
院
の
譲
渡
を
受
け
た
翌
文
治
六
年(

一
一
九
〇)

六
月(

マ
マ
、
四
月
に
建
久
元
年
に
改
元)

、
東
南
院

を
弟
子
の
定
範
に
譲
渡
す
る
旨
を
記
し
た
譲
状
で
あ
る
。
傍
線
部
に
よ
る
と
、勝
賢
は
東
南
院
の
伝
領
を
大
変
思
い
が
け
な
い
こ
と
で
、

醍
醐
寺
と
東
南
院
に
深
い
縁
の
あ
る
尊
師
聖
宝
の
ご
加
護
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
祖
師
の
厚
恩
に
報
い
る
た
め
院
家
造
営
や
仏
法
興
隆

に
励
み
努
め
て
き
た
と
す
る
。
よ
っ
て
同
年
七
月
に
後
白
河
院
の
造
作
命
令
が
出
さ
れ
る
以
前
に
、
院
主
勝
賢
は
自
ら
の
す
べ
き
仕
事

の
一
つ
と
し
て
院
家
造
営
を
挙
げ
て
お
り
、
前
年
の
東
南
院
主
継
承
と
院
家
造
営
は
関
連
し
て
意
識
づ
け
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
だ
ろ

う
。こ

の
よ
う
な
点
か
ら
勝
賢
の
東
南
院
継
承
理
由
を
推
察
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
東
大
寺
再
建
の
大
き
な
区
切
り
と
な
る
大
仏

殿
上
棟
式
を
直
前
に
控
え
る
中
で
、
南
都
へ
の
御
幸
の
際
に
通
例
宿
所
と
さ
れ
て
東
南
院
が
い
ま
だ
現
院
主
道
慶
の
下
で
は
再
建
さ
れ

て
い
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
由
々
し
き
事
態
で
あ
り
、
後
白
河
院
は
、
院
家
の
造
営
を
促
進
さ
せ
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い

た
。
そ
こ
で
後
白
河
院
は
速
や
か
な
院
家
の
造
営
を
達
成
す
る
た
め
、
村
上
源
氏
出
身
と
は
い
え
未
だ
大
法
師
に
す
ぎ
な
い
若
輩
の
現

院
主
を
諦
め
、
東
寺
長
者
か
つ
醍
醐
寺
座
主
と
い
う
仏
教
社
会
の
政
治
的
実
力
者
で
、
か
つ
座
主
に
な
る
経
緯
か
ら
後
白
河
院
と
近
し

い
関
係
に
あ
る
勝
賢
を
新
た
な
院
主
と
す
る
よ
う
重
源
を
通
し
て
働
き
か
け
た
、
と
み
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
【
史
料
①
】
譲
状
の
通
り
、
そ
の
後
勝
賢
は
、
自
分
は
真
言
密
教
僧
の
身
で
あ
る
の
で
、
三
論
宗
の
本
所
で
あ
る
東
南
院
主

で
い
る
の
は
憚
り
が
あ
る
と
し
定
範
へ
伝
領
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
定
範
に
は
東
南
院
に
常
住
し
三
論
宗
を
学
ぶ
よ
う
指
示
し
、
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以
後
東
南
院
に
常
住
す
る
者
で
な
け
れ
ば
東
南
院
主
に
就
く
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
。
勝
賢
は
東
南
院
継
承
当
時
、
三
宝
院
主
・
醍
醐

寺
座
主
で
あ
る
と
同
時
に
東
寺
長
者
を
兼
ね
て
お
り
、
文
治
五
年
の
後
七
日
御
修
法
の
導
師
を
勤
め
る
な
ど16

在
京
し
て
密
教
僧
と
し
て

活
動
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
東
南
院
に
常
住
し
三
論
宗
の
長
者
と
し
て
振
る
舞
え
る
状
況
に
な
く
、
お
そ
ら
く
そ
れ
で
は
東
南
院
衆
徒

の
支
持
を
得
ら
れ
な
い
と
考
え
、
定
範
に
院
主
職
を
譲
ろ
う
と
し
た
と
み
ら
れ
る
。

た
だ
し
勝
賢
は
、
東
南
院
主
と
し
て
直
接
関
与
し
た
時
期
は
短
か
っ
た
も
の
の
、
建
久
三
年(

一
一
九
二)

十
月
、
東
大
寺
別
当
に

就
任17

す
る
と
、
建
久
七
年
（
一
一
九
六
）
六
月
に
「
所
労
」（
腫
物
）
の
た
め
別
当
職
を
辞
退
す
る
ま
で
、
寺
外
別
当
と
し
て
の
立
場

か
ら
平
氏
焼
討
ち
か
ら
の
東
大
寺
再
建
に
勤
し
む
重
源
の
後
援
に
あ
た
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る18

。
建
久
六
年(

一
一
九
五)

三
月
、

源
頼
朝
や
後
白
河
法
皇
臨
席
の
も
と
催
さ
れ
た
大
仏
殿
の
落
慶
供
養
会
に
も
、
勝
賢
は
呪
願
師
と
し
て
勤
仕
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
勝
賢
は
当
初
は
醍
醐
寺
三
宝
院
を
中
心
に
活
動
し
た
密
教
僧
で
あ
っ
た
が
、
後
白
河
院
と
重
源
の
意
向
に
よ
り
東
南
院

を
伝
領
す
る
と
、
迅
速
に
院
家
の
造
営
を
達
成
し
、
大
仏
殿
上
棟
式
の
円
滑
な
催
行
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
た
だ
し
、
お
そ
ら

く
は
東
南
院
に
は
止
住
し
て
い
な
い
。
勝
賢
は
真
言
宗
の
身
で
三
論
宗
の
本
所
で
あ
る
東
南
院
の
院
主
を
務
め
る
の
は
憚
り
が
あ
る
と

し
、
兼
帯
後
す
ぐ
に
弟
子
の
定
範
に
院
主
職
を
譲
ろ
う
と
し
て
お
り
、
東
南
院
主
と
し
て
の
活
動
は
そ
の
後
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
東

大
寺
別
当
に
就
任
す
る
と
死
ぬ
間
際
ま
で
勤
め
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
院
主
・
別
当
と
し
て
、
造
東
大
寺
大
勧
進
で
あ
る
重
源
の
東
大

寺
再
建
を
支
援
し
た
こ
と
は
、
詳
し
く
は
後
述
と
な
る
が
、
後
に
東
南
院
主
が
重
源
遺
産
領
の
諸
荘
園
を
継
承
し
て
い
く
き
っ
か
け
と

な
っ
た
こ
と
を
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

Ｂ　

定
範
（
一
一
六
五
～
一
二
二
五
）
―
東
南
院
領
〈
重
源
遺
領
〉
の
形
成
と
流
失
―

定
範
は
勝
賢
の
甥
に
あ
た
り
、
密
教
法
脈
上
で
は
勝
賢
や
実
兄
成
賢
の
弟
子
と
し
て
み
え
る
（「
伝
法
潅
頂
師
資
相
承
血
脈
」「
遍
智
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院
僧
正
入
壇
資
」）。
当
初
は
醍
醐
寺
で
活
動
し
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
十
一
月
、
勝
賢
が
成
賢
に
潅
頂

を
授
け
る
際
の
法
会
に
職
衆
と
し
て
勤
仕
し
て
お
り
（「
覚
洞
院
僧
正
入
壇
資
記
」）、
そ
の
後
も
文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
十
一
月
、

二
十
四
歳
で
勝
賢
よ
り
潅
頂
を
受
け
る
と
、
翌
文
治
五
年
の
勝
賢
導
師
の
潅
頂
法
会
に
職
衆
と
し
て
勤
仕
し
誦
経
導
師
、
散
華
の
配
役

を
つ
と
め
る
な
ど
、
潅
頂
法
会
で
度
々
そ
の
名
が
み
ら
れ
る
（「
覚
洞
院
僧
正
入
壇
資
記
」）。

東
大
寺
と
関
係
す
る
の
は
、
勝
賢
が
東
南
院
を
継
承
し
た
文
治
五
年
七
月
以
降
と
み
ら
れ
、【
史
料
①
】
に
あ
る
通
り
、
建
久
元
年

六
月
に
は
勝
賢
よ
り
東
南
院
を
定
範
に
譲
与
す
る
旨
の
譲
状
が
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
『
東
大
寺
続
要
録
』
で
は
、
少
な
く
と
も
同

年
七
月
時
点
で
「
十
三
代
院
主
勝
賢
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
た
め
齟
齬
が
生
じ
る
。【
史
料
①
】
の
文
意
や
継
承
の
経
緯
か
ら

み
て
も
、
東
南
院
の
造
営
ま
で
は
勝
賢
が
院
主
と
し
て
主
導
し
、
そ
の
後
定
範
が
院
主
を
継
承
し
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ

に
せ
よ
定
範
は
、
そ
の
後
勝
賢
の
指
示
通
り
、
東
南
院
に
基
本
的
に
は
住
し
て
活
動
し
て
い
た
と
み
ら
れ
、
建
久
二
年(

一
一
九
一)

に
は
東
大
寺
僧
と
し
て
興
福
寺
唯
摩
会
に
出
仕
し
て
い
る
。

ま
た
【
史
料
①
】
の
時
点
で
は
得
業
で
あ
っ
た
が
、
建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
の
潅
頂
法
会
で
は
「
定
範
已
講
」
と
み
え
（「
覚
洞

院
僧
正
入
壇
資
記
」）、
ま
た
建
久
六
年
三
月
に
は
東
大
寺
大
仏
殿
落
慶
供
養
会
で
呪
願
師
を
勤
め
た
勝
賢
の
勤
賞
と
し
て
、
定
範
が
権

律
師
に
補
さ
れ
（『
東
寺
長
者
補
任
』）、
同
年
十
二
月
の
潅
頂
法
会
で
も
「
東
南
院
律
師
」
と
み
え
（「
覚
洞
院
僧
正
入
壇
資
記
」）、
つ

い
に
僧
綱
に
列
し
て
い
る
。
勝
賢
は
翌
建
久
七
年
に
亡
く
な
る
が
、
定
範
は
東
南
院
主
と
し
て
十
分
な
足
場
を
築
き
つ
つ
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。
ま
た
そ
の
後
、
醍
醐
寺
で
勝
賢
後
継
の
成
賢
よ
り
、
定
範
は
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
十
二
月
に
潅
頂
を
受
け
、
翌
元
久
二

年
（
一
二
〇
五
）、
成
賢
の
潅
頂
法
会
に
職
衆
と
し
て
も
出
仕
し
て
お
り
「
東
南
院
僧
都
」
あ
る
い
は
「
東
南
院
大
僧
都
」
と
し
て
み

え
る
（「
遍
智
院
僧
正
入
壇
資
」）。
こ
の
よ
う
に
定
範
は
拠
点
を
東
南
院
に
置
き
つ
つ
も
、
兄
成
賢
を
通
し
て
醍
醐
寺
で
も
活
動
を
続

け
て
い
た
。
晩
年
の
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
八
月
に
、
成
賢
の
推
挙
に
よ
り
醍
醐
寺
座
主
に
補
さ
れ
、
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）
ま
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で
在
任
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
関
係
を
維
持
し
て
い
た
か
ら
の
よ
う
に
思
え
る
。

さ
て
定
範
の
活
動
の
一
つ
の
転
機
と
な
る
の
は
、
建
久
八
年
（
一
一
九
七
）、
重
源
よ
り
諸
荘
園
な
ど
の
財
産
目
録
が
東
南
院
主
の

定
範
に
譲
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
重
要
か
つ
膨
大
な
史
料
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
先
行
研
究
で
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ

で
は
本
稿
で
検
討
を
加
え
る
重
源
遺
領
の
み
抜
粋
す
る
。

【
史
料
②
】「
重
源
譲
状
」（
一
部
抜
粋
）19

東
大
寺
大
和
尚
南
無
阿
弥
陀
仏

　

奉
譲　

東
南
院
々
主
律
師
〈
含
阿
弥
陀
仏
〉
寺
領
并
堂
舎
事

　
　
　

合

寺
領
庄
々

　

伊
賀
国
阿
波
・
広
瀬
・
山
田
有
丸
庄

　

幡
磨
国
大
部
庄

　

周
防
国
椹
野
庄

　

同
国
宮
野
庄

　

備
前
国
南
北
条
・
長
沼
・
神
前
庄

　

同
国
野
田
庄

(

以
下
略)

【
史
料
②
】
は
重
源(

東
大
寺
大
和
尚
南
無
阿
弥
陀
仏)

が
定
範(

東
南
院
々
主
律
師
〈
含
阿
弥
陀
仏
〉)

に
出
し
た
譲
状
で
、
重
源
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が
所
有
す
る
荘
園
、
別
所
、
堂
宇
等
の
財
産
を
遺
産
と
し
て
定
範
に
譲
る
旨
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
重
源
遺
領
荘
園
の
項
目

以
降
は
、
譲
渡
財
産
の
目
録
が
続
き
、
そ
し
て
譲
渡
の
経
緯
、
諸
荘
園
ご
と
の
年
貢
用
途
な
ど
の
詳
細
な
取
り
決
め
な
ど
、
事
細
か
に

定
め
置
か
れ
て
い
る
。
譲
状
に
よ
れ
ば
、
遺
領
は
東
南
院
院
主
の
勝
賢
に
譲
渡
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
死
去
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
東

南
院
の
「
院
家
棟
梁
」
で
あ
り
、
ま
た
阿
弥
陀
号
も
つ
重
源
同
行
の
弟
子
で
あ
る
定
範
に
譲
渡
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
財
産

は
今
後
東
南
院
に
よ
り
差
配
さ
れ
、
院
家
の
知
行
と
し
て
伝
領
さ
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
り
、
惣
寺
・
別
当
・
所
司
三
綱
、
他
の
院
家
の

差
配
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
厳
命
し
て
い
る
。
す
で
に
小
原
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
東
南
院
は
真
言
・
三
論
兼
学
の
場
で
あ

る
と
同
時
に
、
譲
渡
の
背
景
に
は
東
南
院
に
譲
与
す
る
か
た
ち
を
と
る
こ
と
で
、
重
源
没
後
の
お
い
て
も
重
源
領
荘
園
に
対
し
て
他
勢

力
か
ら
の
介
入
を
防
ご
う
と
し
た
狙
い
が
あ
る20

の
だ
ろ
う
。

勝
賢
と
重
源
と
の
関
係
か
ら
、
多
大
な
遺
産
の
寄
贈
を
受
け
た
こ
と
は
、
定
範
に
と
っ
て
突
然
の
僥
倖
で
は
あ
っ
た
が
、
同
時
に
重

源
の
死
後
、
領
有
及
び
経
営
が
不
安
定
に
な
る
荘
園
群
を
、
譲
状
の
通
り
に
寺
内
外
の
諸
勢
力
か
ら
守
り
通
し
、
東
南
院
領
と
し
て
次

期
院
主
に
伝
領
す
る
責
務
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
元
久
三
年
（
一
二
〇
六
）
に
は
、【
史
料
②
】
の
重
源
遺
領
の
う
ち
北
伊
勢
・
大

部
荘
・
宮
野
荘
で
陳
和
卿
の
違
乱
が
起
き
た
と
し
、
三
綱
が
訴
え
を
起
し
て
い
る
が21

、
こ
れ
は
小
原
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
寺

家
が
訴
訟
に
乗
じ
て
重
源
系
荘
園
へ
の
介
入
を
狙
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る22

。
こ
う
し
た
寺
内
か
ら
の
圧
力
の
中
で
定
範
は
建
保
元
年

（
一
二
一
三
）
十
二
月
、
東
大
寺
別
当
に
補
任
さ
れ
る
と23

、
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）
に
は
寺
家
領
と
な
っ
て
い
た
周
防
国
宮
野
荘(

こ
の
記
述
よ
り
こ
れ
以
前
に
東
南
院
か
ら
寺
家
に
流
出
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る)

、
越
後
国
豊
田
荘
な
ど
を
東
南
院
領
に
組
み
入
れ

る24

な
ど
、
院
家
領
の
保
全
に
努
め
て
い
る
。

し
か
し
宮
野
荘
は
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
四
月
頃
に
は
供
料
懈
怠
に
よ
り
再
度
寺
家
に
流
出
し
て
し
ま
う25

。
こ
れ
は
東
南
院
が
宮

野
荘
で
重
源
か
ら
譲
り
受
け
た
も
の
が
具
体
的
に
は
領
家
職
で
あ
り
、「
東
大
寺
年
中
行
事
用
途
帳
」
な
ど
か
ら26

、
荘
内
に
五
十
学
生
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供
の
法
会
供
料
所
が
設
定
さ
れ
、
供
僧
一
人
に
つ
き
二
石
の
年
貢
納
入
義
務
が
課
さ
れ
、
未
納
の
場
合
は
寺
家
が
収
公
の
契
約
と
な
っ

て
い
る
た
め
で
あ
る
。
承
久
三
年(

一
二
二
一)

七
月
に
、
阿
波
・
広
瀬
・
山
田
有
丸
庄
・
宮
野
荘
を
含
む
東
大
寺
領
荘
園
で
の
「
武

士
狼
藉
」
の
停
止
が
朝
廷
に
よ
り
命
じ
ら
れ
る
な
ど27

、
承
久
の
乱
後
に
は
新
補
地
頭
に
補
任
さ
れ
た
武
士
な
ど
に
よ
る
在
地
で
の
圧
力

が
発
生
し
て
お
り
、
経
営
を
圧
迫
し
た
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
の
変
化
な
ど
厳
し
い
状
況
も
一
因
で
は
あ
る

が
、
重
源
と
比
べ
る
と
東
南
院
自
体
も
直
接
的
な
経
営
能
力
に
欠
け
て
い
た
点
は
否
め
ず
、
重
源
遺
領
荘
園
で
は
ど
こ
も
同
様
な
状
況

に
追
い
込
ま
れ
る
。

定
範
の
死
直
後
の
嘉
禄
元
年
に
発
給
さ
れ
た
官
宣
旨(

【
史
料
④
】
と
し
て
次
章
で
検
討)

に
は
、
当
時
の
東
南
院
領
の
全
容
を
示

す
荘
園
目
録
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、【
史
料
②
】
と
比
較
す
る
と
大
部
荘
・
野
田
荘
・
神
崎
・
長
沼
・
南
北
条
・
椹
野
庄
の
記
載
が

無
く
、
ま
た
宮
野
荘
も
寺
家
に
流
出
し
た
と
い
う
状
況
で
あ
り
、
重
源
遺
領
荘
園
の
多
く
が
東
南
院
領
か
ら
消
失
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。
結
果
と
し
て
、
定
範
は
東
南
院
主
と
し
て
勝
賢
の
代
わ
り
に
重
源
遺
産
領
の
諸
荘
園
を
継
承
し
そ
の
維
持
を
図
っ
た
が
、
寺
家
・

地
頭
に
よ
る
寺
内
外
か
ら
の
権
益
接
収
の
圧
力
を
受
け
、
ま
た
重
源
と
比
べ
て
荘
園
現
地
や
輸
送
ル
ー
ト
状
で
も
組
織
的
な
経
営
基
盤

を
も
ち
え
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
多
く
を
東
南
院
か
ら
流
出
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

二
章　

東
南
院
継
承
問
題

前
章
で
は
平
安
院
政
期
か
ら
鎌
倉
前
期
の
東
南
院
主
の
来
歴
と
継
承
過
程
を
追
っ
て
い
く
中
で
、
東
南
院
が
重
源
よ
り
遺
領
と
し
て

多
数
の
荘
園
を
獲
得
し
た
も
の
の
、
他
勢
力
の
介
入
に
よ
り
経
営
が
上
手
く
い
か
ず
、
多
く
の
荘
園
が
年
貢
未
進
で
東
南
院
よ
り
流
出

し
て
し
ま
っ
た
状
態
を
確
認
し
た
。
当
章
で
は
、
前
章
で
み
た
状
況
が
以
降
の
東
南
院
主
の
継
承
に
与
え
た
影
響
を
考
慮
し
つ
つ
、
定
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範
の
死
後
、
相
論
を
経
て
道
深
か
ら
道
快
へ
と
伝
領
さ
れ
て
い
く
過
程
を
東
南
院
の
視
点
か
ら
明
確
に
し
た
い
。

Ａ
道
深

道
深
は
、『
仁
和
寺
御
室
系
譜
』・『
仁
和
寺
御
伝
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、
後
高
倉
院
の
皇
子
で
母
は
北
白
河
院
と
あ
り
、
仁
和
寺
北
院

に
入
室
す
る
も
の
の
、
東
大
寺
で
受
戒
後
は
仁
和
寺
に
は
戻
ら
ず
東
南
院
に
止
住
し
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
順
徳
院
の
息
尊
覚
が
当
時
の

御
室
候
補
で
あ
っ
た
た
め
で
、
承
久
の
乱
後
、
同
母
弟
の
後
堀
河
が
即
位
し
て
順
徳
院
ら
後
鳥
羽
院
系
に
代
わ
り
後
高
倉
上
皇
が
政
権

を
握
る
と
、
尊
性
と
共
に
親
王
宣
下
受
け
、
宣
下
の
八
日
後
に
は
仁
和
寺
に
戻
り
御
室
道
助
に
入
室
し
、
以
降
は
仁
和
寺
僧
と
し
て
活

動
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
嘉
禄
元
年
三
月
九
日
、
前
院
主
定
範
の
死(

同
年
二
月
二
十
五
日)

を
う
け
、
東
南
院
が
道
深
に
譲
与
さ

れ
大
問
題
と
な
る
。『
明
月
記
』
同
日
条
に
は
「
南
京
頗
憤
思
云
々
、〈
南
京
事
、
可
為
仁
和
寺
御
領
事
也
〉28

」
と
み
え
、
南
都
に
仁
和

寺
領
が
出
来
て
し
ま
う
と
、
南
都
の
憤
激
し
た
様
相
を
伝
え
て
い
る
。
東
南
院
衆
徒
は
特
に
強
く
反
発
し
相
論
と
な
っ
た
。
以
下
史
料

を
引
用
し
つ
つ
相
論
の
経
緯
を
追
っ
て
い
く
。

ま
ず
先
行
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
相
論
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
確
認
し
た
い
。
曽
我
部
愛
氏
は
、
道
深
・
尊
性(

後
の
天
台
座
主)

を
含
め
た
後
高
倉
院
・
北
白
河
院
と
そ
の
皇
子
女
達
を
一
つ
の
家
と
し
て
と
ら
え
、
両
者
に
よ
る
諸
職
獲
得
を
通
じ

て
王
権
護
持
と
宗
教
界
の
統
制
を
図
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た29

。
た
だ
し
そ
の
よ
う
な
狙
い
が
あ
っ
た
に
し
ろ
、
実
効
性
は
疑
わ
し
い
と

の
指
摘
も
あ
る30

。
遠
藤
基
郎
氏
は
、
後
高
倉
皇
統
側
の
意
向
で
あ
り
、
母
で
あ
る
北
白
河
院
（
治
天
後
堀
河
院
の
母
）
が
道
深
へ
の
譲

渡
を
強
硬
に
推
進
し
、
ま
た
東
大
寺
別
当
成
宝
も
、
北
白
河
院
や
九
条
道
家
権
力
と
の
関
係
強
化
を
図
り
連
携
を
図
っ
た
結
果
と
し
て

い
る31

。
こ
の
よ
う
な
上
部
権
力
か
ら
の
圧
力
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
東
南
院
衆
徒
が
こ
の
よ
う
な
状
況
に
際
し
て
ど
の
よ
う
に

対
応
し
た
か
を
次
の
史
料
か
ら
み
て
い
き
た
い
。
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【
史
料
③
】「
東
大
寺
東
南
院
住
侶
等
申
状
案
」32

（
英
字
番
号
・
傍
線
部
は
筆
者
加
筆)

東
南
院
住
侶
等
申

　
　

院
家
間
事

右
、
当
院
家
者
、
八
不
讃
仰
之
聖
跡
、
数
代
臨
幸
之
勝
地
也
、
以
其
主
者
為
三
論
之
長
者
、
以
其
所
者
号
吾
寺
之
本
院
、
先
徳
明
匠

継
踵
興
隆
、
学
無
絶
、
仍
従
本
願
尊
師
〈
聖
宝
僧
正
〉
以
降
、
撰
器
量
輔
院
主
、
就
常
住
定
其
職
、
此
事
違
乱
者
、
住
侶
経
奏
聞
、
可

訴
申
之
旨
、
先
代
起
請
明
鏡
也
、（
ａ
）
爰
仁
和
寺
宮
始
入
御
于
此
所
之
時
、
雖
奉
定
院
主
職
、
忽
催
聖
運
之
徳
、
忝
入
寛
平
室
之
刻
、

其
儀
不
能
御
兼
帯
之
時
、
勿
論
之
間
、
可
被
定
其
仁
之
由
、(

ｂ)

院
僧
申
入
後
高
倉
院
之
剋
、
定
親
已
講
、
九
当
其
器
云
々
、
其
後

故
法
印
定
範
招
請
已
講
令
住
院
家
、
然
者
可
令
継
院
主
職
之
由
、
満
寺
共
許
、
諸
人
存
知
之
処
、
去
二
月
法
印
頓
滅
之
間
、
自
宮
一
向

院
務
、
已
違
日
比
之
沙
汰
、
又
背
先
代
之
制
誡
、
就
中
守
此
職
者
、
当
寺
住
侶
之
職
也
、
非
寺
僧
之
人
、
先
例
未
補
、
此
院
主
者
三
論

長
者
也
、
単
密
宗
之
人
、
豈
又
為
其
仁
乎
、
都
期
仁
和
寺
御
室
御
之
今
、
南
都
一
院
々
主
、
太
不
能
御
兼
帯
事
歟
、
如
此
之
難
、
其
趣

非
一
、(

ｃ)

而
今
御
収
公
之
間
、
院
家
領
文
書
、
以
厳
密
状
被
召
仁
和
寺
、
此
所
之
眼
目
、
将
失
津
弱
所
領
、
以
親
王
庁
下
文
、
被

宛
住
京
輩
、
学
侶
資
縁
何
、
以
当
時
之
沙
汰
、
思
向
後
之
有
損
、
一
宗
之
滅
亡
已
在
眼
前
、
一
院
之
荒
蕪
、
如
指
掌
、
住
侶
之
悲
、
何

事
如
之
、
凡
無
相
中
道
宗
者
、
月
氏
震
旦
恵
灯
已
消
、
我
朝
日
域
、
法
命
纔
存
、
此
所
滅
亡
者
、
三
朝
削
名
歟
、
倩
思
次
第
、
愁
涙
難
抑
、

仍
且
触
惣
寺
、
特
警
天
聴
、
又
牒
他
寺
、
遍
乞
同
心
、
訴
欝
之
至
、
其
儀
如
此
、
而
文
武
道
雖
異
、
共
仰
仏
法
、
朝
野
所
雖
隔
、
同
帰

正
道
、
一
宗
之
滅
亡
已
畢
、
無
驚
歎
、
衆
欝
之
道
理
、
何
被
棄
置
、
早
任
解
状
旨
、
蒙
明
判
矣
、
仍
言
上
如
件
、

　
　

已
上
一
通
状
、
令
進
関
東
将
軍
家
了
、

【
史
料
③
】
は
東
南
院
住
侶(

衆
徒)

が
道
深
を
院
主
と
認
め
ず
幕
府
に
訴
え
で
た
も
の
で
あ
る
。
衆
徒
の
主
張
は
明
確
で
あ
り
、
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ま
ず
傍
線
部
ａ
で
東
南
院
主
の
院
主
兼
帯
を
否
定
す
る
。
道
深
は
東
南
院
に
入
室
し
院
主
を
継
ぐ
予
定
で
あ
っ
た
も
の
の
、
仁
和
寺
へ

移
住
し
た
道
深
に
は
、
東
南
院
を
継
承
す
る
資
格
が
な
い
と
す
る
。
ま
た
三
論
宗
長
者
で
あ
る
院
主
は
常
住
で
あ
る
べ
き
と
し
、
傍
線

部
ｂ
で
東
南
院
に
常
住
す
る
定
範
の
弟
子
、
定
親
已
講(

源
通
親
息)

が
適
任
で
あ
り
、
生
前
の
後
高
倉
院
に
定
親
を
推
薦
さ
れ
、
惣

寺
の
承
認
も
取
り
付
け
東
南
院
に
招
請
さ
れ
て
い
た
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
仁
和
寺
御
室
が
南
都
の
一
院
家
た
る
東
南
院
を
兼
帯
し
て

は
な
ら
な
い
理
由
と
し
て
、
傍
線
部
ｃ
で
東
南
院
領
荘
園
の
公
験
が
仁
和
寺
御
室
に
移
さ
れ
、
荘
務
が
道
深(

及
び
背
後
に
い
る
北
白

河
院)

縁
故
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
、「
住
京
輩
」
に
宛
が
わ
れ
、
東
南
院
学
侶
の
財
産
が
不
足
す
る
事
態
を
憂
慮
し
て
い
る
こ
と
を

主
張
し
て
い
る
。
東
南
院
領
が
流
出
傾
向
に
あ
る
と
い
う
、
一
章
考
察
を
踏
ま
え
れ
ば
、
お
そ
ら
く
傍
線
部
ｃ
こ
そ
が
東
南
院
衆
徒
の

最
も
危
惧
す
る
所
で
あ
り
、
東
南
院
領
を
い
か
に
維
持
す
る
か
が
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
ら
衆
徒
の
反
発
に
対
し
、
北
白
河
院
側
は
同
年
十
一
月
、
東
南
院
主
及
び
東
南
院
領
の
道
深
へ
の
譲
渡
を
認
め
る
官
宣
旨
を
発

給
す
る
こ
と
で
対
抗
す
る
。

【
史
料
④
】
官
宣
旨
案
」33

左
弁
官
下　

東
大
寺

　

応
任
故
法
印
定
範
譲
、
永
停
止
定
親
已
講
濫
妨
、
令
無
品
法
親
王
家
相
伝
領
掌
東
大
寺
別
院
東
南
大
院
門
跡
房
舎
聖
教
并
大
小
末

寺
庄
園

　
　

弐
拾
捌
箇
処

　

山
城
国
参
箇
処

　
　
〈
三
論
供
田
〉　

宇
治
庄　
〈
三
論
供
田
〉　

狛
野
庄　
〈
三
論
供
田
〉　

槻
村
庄

　

大
和
国
拾
壱
箇
処
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虚
空
蔵
寺　

安
隆
寺　

角
庄

　
　
〈
実
恵
院
務
沽
却
了
、
但
除
大
師
講
役
、〉
和
邇
庄　
　
〈
同
院
務
之
時
沽
却
了
、〉
白
土
庄　

別
府
庄

　
　
〈
三
論
供
田
〉
桧
垣
庄　
　
〈
三
論
供
田
〉
会
喜
庄　
　
〈
実
ー
院
務
時
沽
却
了
、〉
櫟
庄

　
　

中
川
庄　
　

大
槻
庄

　

摂
津
国
弐
箇
処

　
　

頭
成
庄　
　

長
州
庄

　

伊
賀
国
漆
箇
処

　
　

簗
瀬
庄　
　

阿
波
庄　
　

山
田
庄

　
　

広
瀬
庄　
　

湯
船
庄　
　

冨
永
庄

　

別
府
庄

　
　

安
楽
寺

　
　

別
府
庄

　

伊
勢
国
壱
処

　
　

安
楽
寺

　

越
後
国
壱
処

　
　

豊
田
庄

　

丹
波
国
壱
処

　
　

曽
我
部
庄
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備
前
国
壱
処

　
　

陰
陽
頭
位
田

　

周
防
国
壱
処

　
〈
主
夏
之
時
依
供
料
懈
怠
被
去
出
寺
家
了
、〉
宮
野
庄

右
、
得
彼
家
去
月
卅
日
解
状
語
、
件
末
寺
庄
園
者
、
法
印
定
範
累
代
相
承
之
師
跡
也
、
爰
定
範
存
生
之
時
、
有
子
細
、
彼
寺
院
房
舎
庄

園
本
尊
聖
教
併
以
譲
進
無
品
法
親
王
庁
畢
、
而
去
二
月
之
比
、
定
範
頓
滅
之
尅
、
定
親
已
講
偸
相
語
院
内
僧
徒
、
不
帯
一
紙
之
証
文
、

無
指
道
理
、
恣
可
補
彼
院
主
職
之
由
、
忽
巧
奇
謀
間
、
自
公
家
被
糺
問
子
細
之
処
、
条
条
謀
略
一
々
虚
詐
、
結
構
之
趣
、
皆
以
露
顕
、

非
道
之
至
、
無
処
于
陳
謝
、
因
茲
、
衆
徒
張
本
等
速
可
召
進
其
身
之
由
、
已
被
宣
下
畢
、
雖
自
今
以
後
、
於
猶
挾
狼
心
、
猥
致
梟
悪
之

輩
者
、
永
追
却
寺
中
、
任
法
可
加
炳
誡
者
也
、
望
請
天
裁
、
且
為
断
向
後
之
狼
藉
、
且
為
備
不
朽
之
亀
鏡
、
永
禁
遏
定
親
之
奸
謀
、
都

停
止
甲
乙
押
妨
、
任
法
印
定
範
譲
、
相
伝
彼
師
跡
、
可
令
進
退
領
掌
大
小
寺
領
処
々
庄
園
等
之
由
、
早
欲
被
下
宣
旨
者
、
権
中
納
言
藤

原
朝
臣
実
基
宣
、
奉
勅
依
請
者
、
同
下
知
彼
寺
既
畢
、

　
　

嘉
禄
元
年
十
一
月
五
日　
　
　
　

左
大
史
小
槻
宿
祢
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
少
弁
平
朝
臣
在
判

【
史
料
④
】
で
は
、
東
南
院
領
諸
荘
園
の
目
録
を
示
し
た
う
え
で
、
生
前
に
定
範
よ
り
道
深
が
譲
渡
を
受
け
た
旨
を
主
張
す
る
。
そ

し
て
同
宣
旨
中
で
北
白
河
側
は
定
親
と
東
南
院
僧
徒
の
訴
え
は
「
虚
詐
」「
非
道
之
至
」
と
主
張
。
特
に
「
衆
徒
之
張
本
」
の
引
き
渡

し
を
東
大
寺
に
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
「
衆
徒
之
張
本
」
は
「
親
王
院
務
九
人
張
本
衆
交
名
」
で
確
認
で
き
る
。

【
史
料
⑤
】「
親
王
院
務
九
人
張
本
交
名
」34

定
仏
房
得
業
乗
信　
　

大
進
得
業
実
親
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三
乃
得
業
樹
乗　
　
　

学
房
実
道

学
真
房
重
範　
　
　
　

順
真
房
重
寛

讃
岐
房
有
寿　
　
　
　

尊
印
房
智
舜

若
狭
定
弁

以
上
訴
申
親
王
院
務
九
人
張
本
也
、
以　

宣
旨
度
々
被
召
了
、
然
而
遂
不
及
参
上
云
々
、

右
の
史
料
に
み
え
る
僧
を
検
討
し
て
み
る
と
、
例
え
ば
乗
信
は
東
南
院
勾
当
と
し
て
宮
野
荘
領
家
職
の
去
状
を
寺
家
に
提
出
し
て
い

る35

。
ま
た
大
進
得
業
実
親
は
「
東
大
寺
出
納
文
書
目
録
」36

に
「
櫟
庄
桧
図
（
中
略
）
東
南
院
之
依
大
進
得
業
命
、
撰
之
遣
了
」
と
あ
り

東
南
院
の
経
営
を
担
う
人
物
と
し
て
み
え
る
。
両
者
は
定
範
創
始
の
東
南
院
問
題
講
の
始
行
論
議
で
「
上
巻
講
師
乗
信
法
師　

問
者
実

親
々
々
」
と
そ
の
名
が
み
え37

、
東
南
院
学
侶
で
あ
る
点
は
興
味
深
い
。
道
深
の
拒
否
と
定
親
の
就
任
要
求
は
、【
史
料
④
】
の
官
宣
旨

が
出
さ
れ
る
以
前
の
段
階
で
は
東
大
寺
惣
寺
を
巻
き
込
ん
だ
も
の
と
は
な
っ
て
は
お
ら
ず
、東
南
院
領
の
所
有
が
不
安
定
に
な
る
事
で
、

実
際
の
荘
園
経
営
で
被
害
を
蒙
り
、
ま
た
東
南
院
領
荘
園
を
財
源
と
す
る
論
議
法
会
に
影
響
が
出
る
可
能
性
が
高
い
東
南
院
学
侶
の
主

導
で
行
わ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
【
史
料
④
】
の
発
給
以
降
、
東
大
寺
惣
寺
に
お
い
て
も
、
道
深
の
院
家
継
承
に
反
発
す
る
行
動
が
取
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。
官
宣
旨
の
発
給
か
ら
約
十
日
後
の
十
一
月
十
六
日
に
は
、
東
大
寺
衆
徒
が
蜂
起
、
大
仏
殿
を
打
ち
付
け
て
逐
電
し
よ
う
と
し
た
と

い
う38

。
さ
ら
に
十
二
月
三
日
に
は
、
大
仏
殿
を
閉
牢
し
、
放
火
す
る
構
え
を
み
せ
た
と
い
う39

。
ま
た
興
福
寺
衆
徒
も
こ
の
動
き
に
同
調
。

十
二
月
十
三
日
、
東
大
寺
東
南
院
の
事
に
つ
い
て
訴
訟
が
あ
る
と
し
、
門
徒
僧
綱
が
悉
く
入
洛
し
た
。
そ
し
て
関
白
藤
原
家
実
に
道
深

へ
発
給
さ
れ
た
官
宣
旨
の
撤
回
を
要
求
し
た40

。『
明
月
記
』
に
は
「
此
事
当
時
北
白
河
院
・
彼
宮
全
無
御
承
引
」
と
あ
り
、
北
白
河
院
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と
道
深
は
承
引
し
な
い
態
度
を
と
っ
た
が41

、
つ
い
に
同
年
十
二
月
二
十
四
日
、
道
深
は
宣
旨
の
受
け
取
り
を
断
念
し
た
。
僧
徒
は
歓
喜

し
、
朝
に
は
南
都
へ
戻
っ
て
い
っ
た42

。
以
降
道
深
は
東
南
院
か
ら
完
全
に
手
を
引
く
こ
と
と
な
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
、
翌
嘉
禄
二
年(

一
二
二
六)

三
月
一
〇
日
、
東
大
寺
衆
徒
の
半
数
が
、
東
南
院
主
を
成
宝
に
、
別
当
を
頼
恵

と
し
た
い
旨
を
家
実
に
申
し
入
れ
た
。
成
宝
は
北
白
河
院
と
連
携
し
て
道
深
の
院
主
就
任
を
後
押
し
し
て
い
た
が
、
道
深
が
撤
退
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
た
め
、自
ら
の
手
で
院
家
を
継
承
し
よ
う
と
し
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
興
福
寺
衆
徒
が
反
対
し
成
宝
の
本
房
を
破
却
、

伝
領
は
困
難
な
状
況
に
あ
っ
た43

。
同
年
六
月
十
三
日
に
至
っ
て
も
成
宝
い
ま
だ
東
南
院
主
を
懇
望
し
て
い
た
が
、興
福
寺
衆
徒
は
頼
恵
・

成
宝
の
流
罪
を
要
求
す
る
な
ど
強
硬
な
態
度
を
崩
さ
な
か
っ
た44

。
こ
の
よ
う
な
中
で
成
宝
は
東
南
院
衆
徒
の
支
持
も
得
ら
れ
ず
相
論
が

激
し
く
な
り
東
南
院
衆
徒
に
次
第
に
主
導
権
が
移
っ
て
い
く
（「
彼
院
主
事
被
附
門
徒
畢
」45

）。
結
局
成
宝
は
門
弟
と
共
に
東
大
寺
を
離

寺
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
年
十
月
の
維
摩
会
で
は
相
論
の
影
響
で
多
く
の
聴
衆
が
欠
如
す
る
中
、東
南
院
衆
徒
が
推
す
「
東
南
已
講
」

定
親
が
精
義
等
を
務
め
て
い
る46

。

た
だ
し
、
東
南
院
衆
徒
は
成
宝
の
排
除
に
成
功
し
た
も
の
の
、
す
ぐ
に
定
親
が
院
主
に
就
任
で
き
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
。
遠
藤
基

郎
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
未
だ
寺
内
に
い
る
頼
恵
は
成
宝
と
共
に
有
力
院
家
で
あ
る
西
室
の
僧
で
、
出
自
も
同
族
（
藤
原
惟
方
の
息
と

孫
）
で
あ
り
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た47

。
東
大
寺
内
に
は
朝
廷
に
近
い
西
室
な
ど
で
は
成
宝
や
頼
恵
に
対
す
る
強
い
支
持
が
あ
り
未
だ
余

談
を
許
さ
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
成
宝
が
排
除
さ
れ
た
後
、定
親
は
「
東
南
已
講
」
と
み
え
る
が
、院
主
と
し
て
の
活
動
は
見
ら
れ
な
い
。

東
南
院
外
に
定
親
の
反
対
勢
力
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
、
院
徒
の
推
す
定
親
が
す
ぐ
に
院
主
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

で
は
そ
の
後
東
大
寺
別
当
と
東
南
院
主
の
職
は
誰
に
落
ち
着
い
た
の
か
。
ま
ず
東
大
寺
別
当
は
嘉
禄
二
年
、
こ
の
年
の
十
二
月
に
、

東
寺
一
長
者
の
道
尊
（
以
仁
王
息
、
守
覚
法
親
王
資
）
が
就
任
し
た
。
一
方
東
南
院
主
で
あ
る
が
、
は
じ
め
に
で
事
前
に
示
し
た
通
り
、

定
範
の
弟
子
で
前
右
大
臣
藤
原
道
経
の
息
、道
快
が
相
承
し
て
い
る
。
継
承
年
代
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、た
だ
九
月
二
十
五
日
付
「
興
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福
寺
別
会
五
師
長
忠
書
状
案
」48

に「
右
大
臣
法
眼
者
、長
者
殿
下
之
家
族
也
」と
み
え
、こ
の
右
大
臣
法
眼
は
道
快
を
指
す
と
み
ら
れ
る
が
、

「
長
者
殿
下
」
が
家
実
を
指
す
た
め
に
は
、
道
家
が
関
白
に
な
る
安
貞
二
年(

一
二
二
八)

十
二
月
以
前
と
判
断
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、

か
な
り
早
い
段
階
で
の
継
承
が
考
え
ら
れ
る
。
定
親
は
こ
の
過
程
の
中
で
東
南
院
衆
徒
の
支
持
を
失
い
、
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
み

ら
れ
る
。

最
後
に
二
章
の
経
緯
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
自
ら
の
経
済
基
盤
で
あ
る
東
南
院
領
の
流
出
を
防
ぐ
た
め
、
東
南

院
衆
徒
は
、
仁
和
寺
僧
で
あ
る
道
深
の
寺
外
別
当
就
任
に
強
硬
に
反
対
し
た
。
彼
ら
は
寺
領
流
出
望
ま
な
い
東
大
寺
衆
徒
及
び
仁
和
寺

の
南
都
に
お
け
る
勢
力
拡
張
を
よ
く
思
わ
な
い
興
福
寺
衆
徒
と
共
に
、
抵
抗
し
道
深
を
就
任
辞
退
に
追
い
込
む
。
し
か
し
寺
内
で
は
、

定
親
の
東
南
院
主
就
任
は
規
定
事
項
に
な
く
東
大
寺
別
当
成
宝
と
の
間
で
相
論
と
な
っ
た
が
、
東
南
院
衆
徒
の
意
思
が
優
先
さ
れ
、
興

福
寺
の
協
力
も
あ
り
成
宝
の
就
任
は
排
除
さ
れ
た
。
し
か
し
最
終
的
に
は
、
道
快
が
院
主
に
就
任
す
る
こ
と
と
な
る
一
方
で
、
有
力
視

さ
れ
て
い
た
定
親
は
東
南
院
衆
徒
の
支
持
を
失
た
よ
う
で
院
主
に
な
れ
て
い
な
い
。
で
は
な
ぜ
定
親
で
は
な
く
道
快
が
東
南
院
主
に
推

戴
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。

　

第
三
章　
　

道
快
院
主
就
任
の
背
景
の
推
定
―
東
南
院
衆
徒
の
視
点
か
ら
―

本
章
で
は
道
快
の
出
自
来
歴
な
ど
を
考
慮
し
つ
つ
、
朝
廷
内
部
の
人
間
関
係
な
ど
も
踏
ま
え
る
な
ど
当
時
の
政
治
状
況
を
検
討
し
た

う
え
で
、
そ
れ
ま
で
有
力
視
さ
れ
て
い
た
定
親
に
代
わ
り
、
道
快
が
院
主
就
任
を
な
し
得
た
背
景
を
探
っ
て
い
く
。

Ａ
道
快
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道
快
は
【
系
図
①
】
で
示
し
た
通
り
、
藤
原
道
経
の
子
、
藤
原
家
実
の
甥
と
い
う
摂
関
家
近
衛
鷹
司
系
統
に
属
す
る
貴
種
僧
で
あ
る
。

仏
教
社
会
で
の
政
治
的
栄
達
が
望
め
る
出
自
で
は
あ
る
も
の
の
、
院
主
就
任
時
点
の
嘉
禄
二
年
～
安
貞
二
年
頃
の
道
快
は
、
没
年
の
宝

治
二
年
（
一
二
四
八
）（「
東
南
院
務
次
第
」）
か
ら
逆
算
す
る
と
嘉
禄
年
間
で
は
二
十
歳
前
で
あ
り
、
維
摩
会
の
出
仕
も
嘉
禎
二
年(

一
二
三
六)
出
仕
（「
東
南
院
務
次
第
」）
で
、
嘉
禎
元
年
に
精
義
と
し
て
出
仕
し
た
定
親
と
比
べ
る
と
心
許
な
い
。
ま
た
定
豪
よ
り
仁

和
寺
花
蔵
院
で
伝
法
潅
頂
を
受
け
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る49

が
、
こ
れ
は
安
貞
二
年(

一
二
二
八)

十
二
月
の
こ
と
で
、
定
豪
が
東
大

寺
別
当
・
及
び
道
快
が
東
南
院
主
就
任
後
の
付
法
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
関
係
は
不
明
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
道
快
は
勝
賢
の
よ
う

な
寺
院
社
会
の
実
力
者
で
も
、
定
豪
の
よ
う
な
幕
府
と
の
関
係
が
密
接
な
僧
で
も
な
い
と
い
え
る
。
道
快
に
東
南
院
衆
徒
が
期
待
し
た

の
は
、
出
自
・
血
筋
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
、
こ
の
点
に
留
意
し
以
下
検
討
を
進
め
て
い
く
。

先
行
研
究
に
お
い
て
平
雅
行
氏
は
、
道
快
院
主
就
任
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
背
景
を
考
察
し
て
い
る50

。
す
な
わ
ち
定
親
が
院
主
に

つ
け
な
か
っ
た
理
由
を
北
白
河
院
が
定
親
を
恨
み
、
相
続
に
反
対
し
た
た
め(

ａ)

と
指
摘
し
た
う
え
で
、
定
豪
が
嘉
禄
元
年
十
月
以

降
に
、
上
洛
し
東
南
院
の
相
論
に
関
与
し
た
。
つ
ま
り
定
親
ら
定
範
門
弟
は
、
治
天
の
君(

後
堀
河
天
皇)

の
母(

北
白
河
院)

と
兄(

道
深)

に
対
抗
す
る
た
め
、
幕
府
に
支
援
を
要
請
す
る
一
方
、
幕
府
の
重
鎮
で
あ
る
定
豪
を
頼
っ
た
可
能
性(

ｂ)

を
指
摘
す
る
。
そ

し
て
定
豪
の
工
作
に
よ
り
紛
争
は
解
決
し
、
そ
の
恩
義
か
ら
道
快
は
定
豪
に
師
事
し
、
伝
法
潅
頂
を
受
け
た
こ
と
で
東
南
院
を
相
続
す

る(

ｃ)

。
行
き
場
を
失
っ
た
定
親
を
定
豪
は
鎌
倉
に
招
き
、
鶴
岡
別
当
に
据
え
た(

ｄ)

、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

確
か
に(

ａ)

に
つ
い
て
、『
明
月
記
』
に
「
親
王
雖
令
去
給
、
於
定
親
者
奇
恠
、
不
可
補
之
由
、
女
院
有
鬱
憤
」51

と
あ
り
、
す
で

に
女
院(

北
白
河
院)

が
道
深
の
院
主
就
任
を
断
念
し
た
以
降
と
な
る
嘉
禄
二
年
六
月
段
階
で
も
、
強
く
定
親
の
東
南
院
主
補
任
に
反

対
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
ま
た(

ｂ)

に
つ
い
て
も
相
論
当
初
か
ら
東
南
院
住
侶
が
訴
え
出
た
先
は
朝
廷
で
は
な
く
幕
府
で

あ
り
、
道
深
は
後
の
史
料
に
、「
定
豪
威
」
に
依
り
東
南
院
相
承
に
失
敗
し
た
と
の
認
識52

を
示
し
て
い
る
。
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し
か
し
な
が
ら
二
章
で
詳
し
く
検
討
し
た
東
南
院
継
承
過
程
を
参
照
に
す
れ
ば
、
北
白
河
院
と
道
深
に
院
主
継
承
を
断
念
さ
せ
た
主

要
因
は
、
時
系
列
か
ら
検
討
し
て
も
興
福
寺
の
傲
訴
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
相
論
の
流
れ
か
ら
幕
府
や
定
豪
の
直
接
的
な
関
与

を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
留
意
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
平
氏
の
論
文
は
定
豪
と
幕
府
の
関
係
を
重
点
的
に
論
じ
る
論
文
で
あ

り
、
当
時
の
朝
廷
側
の
政
治
状
況
や
寺
院
内
部
、
東
南
院
衆
徒
及
び
西
室
ほ
か
東
大
寺
衆
徒
の
意
思
、
と
い
っ
た
視
角
か
ら
は
そ
も
そ

も
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
な
い
。
本
相
論
は
経
緯
を
追
う
限
り
後
者
に
多
く
の
要
因
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
、

こ
の
よ
う
な
面
か
ら
道
快
が
定
親
を
差
し
置
い
て
東
南
院
衆
徒
に
院
主
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
理
由
を
再
検
討
し
た
い
。

ま
ず
嘉
禄
～
安
貞
年
間
頃
に
お
け
る
朝
廷
上
層
権
力
、
特
に
摂
関
家
の
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
承
久
の
乱
以
降
の
朝
廷
に
お

い
て
、
乱
の
責
を
問
わ
れ
た
藤
原(
九
条)

道
家
は
摂
政
を
更
迭
さ
れ
て
お
り
、
藤
原
家
実
が
摂
政
の
任
に
あ
っ
た
。
家
実
は
安
貞
二

年
ま
で
関
白
を
務
め
る
が
、
本
郷
和
人
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
貞
応
二
年(

一
二
二
三)

五
月
の
後
高
倉
院
の
死
後
、
家
実
は

幕
府
の
支
援
を
得
て
朝
廷
の
実
権
を
握
り
、
ま
た
独
自
の
関
東
と
の
交
渉
ル
ー
ト
を
も
つ
な
ど
事
実
上
の
関
東
申
次
と
い
え
る
立
場
に

あ
っ
た53

。
一
方
道
家
は
嘉
禄
二
年
一
月
、
子
の
頼
経
が
征
夷
大
将
軍
に
な
る
と
西
園
寺
公
経
と
も
に
関
東
申
次
と
な
り
、
次
第
に
復
権

を
果
た
し
て
い
く
。
し
か
し
道
家
の
完
全
な
復
権
は
安
貞
二
年
に
関
白
に
任
ぜ
ら
れ
る
頃
で
、
そ
れ
以
前
は
関
白
の
家
実
に
実
権
が
あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
当
時
の
家
実
は
北
白
河
院
や
公
経
、
道
家
の
権
力
と
遜
色
は
な
く
、
朝
廷
内
で
彼
ら
に
対
抗
で
き

る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
両
者
は
対
立
関
係
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
共
に
後
堀
河
天
皇
の
体
制
を

支
え
る
存
在
で
、
む
し
ろ
協
力
関
係
に
あ
っ
た
点
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
も
う
一
つ
注
目
し
た
い
の
は
家
実
の
娘
、
藤
原
長
子(

【
系
図
①
】
を
参
照)

の
入
内
で
あ
る
。
長
子
は
嘉
禄
元
年
十
月
、
八

歳
で
宣
陽
門
院
（
後
白
河
天
皇
皇
女
、
覲
子
内
親
王
）
の
猶
子
と
な
り
、
翌
嘉
禄
二
年
四
月
に
は
入
内
定
が
あ
り
三
品
に
叙
さ
れ
る
。

そ
し
て
六
月
に
後
堀
河
天
皇
の
下
へ
入
内
が
な
さ
れ
、
七
月
一
日
後
堀
河
天
皇
の
女
御
に
、
同
月
二
十
五
日
に
中
宮
と
な
っ
て
い
る
。
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家
実
は
関
白
と
な
っ
て
政
治
の
実
権
を
握
る
と
同
時
に
、
宣
陽
門
院
は
政
治
的
に
連
携
し
、
娘
を
入
内
、
中
宮
と
す
る
こ
と
で
朝
廷
内

で
の
権
威
を
高
め
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
な
お
道
家
が
娘
の
竴
子
を
入
内
さ
せ
る
の
は
寛
喜
元
年(

一
二
三
〇)

、
中
宮
に
な
る
の
は

翌
寛
喜
二
年(

一
二
三
一)

と
、
関
白
就
任
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
嘉
禄
・
安
貞
年
間
に
お
い
て
は
家
実
と
は
政
治
力
に
差
が
み
え
る
。

そ
の
う
え
で
同
時
期
の
東
大
寺
東
南
院
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
整
理
し
た
い
。
嘉
禄
二
年
六
月
の
段
階
で
北
白
河
院
は
、
東
南
院

衆
徒
ら
が
東
南
院
主
候
補
と
し
て
推
し
、
自
ら
が
推
す
道
深
の
対
抗
馬
と
さ
れ
た
定
親
に
つ
い
て
補
任
を
強
く
反
対
し
て
い
た
。
東
大

寺
別
当
で
あ
っ
た
成
宝
は
、
興
福
寺
衆
徒
に
本
房
を
破
却
さ
れ
て
以
降
も
東
南
院
主
の
懇
望
を
継
続
し
て
お
り
、
北
白
河
院
も
「
成
宝

依
別
当
懇
望
、
公
家
又
可
然
由
、
有
御
存
知
歟
」54

と
成
宝
の
院
主
就
任
を
支
持
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
興
福
寺
衆
徒
が
成
宝

の
東
大
寺
か
ら
の
追
放
を
要
求
す
る
一
方
で
、
平
氏
が
想
定
し
た
よ
う
な
幕
府
の
直
接
的
な
介
入
は
、
史
料
を
追
う
限
り
相
論
の
流
れ

の
中
で
は
朝
廷
・
東
大
寺
双
方
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
定
豪
の
威
」
で
院
主
を
断
念
し
た
と
い
え
る
よ
う
な
事
態
は
確
認
で

き
な
い
。
お
そ
ら
く
介
入
が
あ
っ
た
に
し
て
も
主
た
る
要
因
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
東
南
院
で
は
、

院
主
の
地
位
を
巡
っ
て
東
南
院
衆
徒
と
北
白
河
院
や
道
深
、
道
宝
ら
の
寺
内
外
の
勢
力
と
が
膠
着
し
た
対
立
状
況
に
あ
っ
た
と
い
え
、

東
南
院
衆
徒
は
対
外
圧
力
に
対
抗
し
う
る
権
門
に
よ
る
後
援
及
び
、
安
定
し
て
院
領
を
守
れ
る
院
主
を
必
要
と
し
て
い
た
点
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
。

こ
れ
ら
右
記
の
状
況
を
踏
ま
え
、
道
快
が
院
主
候
補
と
し
て
浮
上
す
る
理
由
を
本
稿
で
は
以
下
の
二
点
に
着
目
し
て
検
討
し
た
い
。

ま
ず
東
南
院
主
継
承
問
題
に
お
い
て
、
道
快
が
院
主
に
就
任
し
た
と
み
ら
れ
る
時
期
と
、
関
白
家
実
が
宣
陽
門
院
と
連
携
し
て
娘
長
子

入
内
を
成
功
さ
せ
、
朝
廷
内
で
権
力
を
強
化
し
た
時
期
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
二
章
で
明
確
に
し
た
通
り
、
興
福
寺
衆
徒

が
道
深
院
主
就
任
反
対
の
傲
訴
を
起
し
上
洛
し
た
折
、
官
宣
旨
の
撤
回
を
訴
え
出
た
先
は
、
家
実
で
あ
り
、
官
宣
旨
を
発
給
し
た
北
白

河
院
を
中
心
と
す
る
勢
力
に
対
抗
し
う
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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ま
た
道
快
が
後
に
鷹
司
院
と
呼
ば
れ
る
中
宮
長
子
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
も
留
意
し
た
い
。
道
快
は
家
実
の
弟
の
子
に
あ
た

り
姉
妹
に
「
鷹
司
院
御
匣55

」（【
系
図
①
】）
が
い
る
。
彼
女
は
嘉
禄
二
年
八
月
の
段
階
で
、
す
で
に
長
子
の
女
房
と
し
て
行
動
を
共
に

し
て
い
る56

が
、
こ
の
時
期
は
本
稿
で
検
証
し
て
き
た
よ
う
に
、
東
南
院
学
侶
が
道
深
の
院
主
就
任
を
阻
ん
だ
後
、
北
白
河
院
が
元
々
の

候
補
で
あ
る
定
親
の
補
任
に
反
対
す
る
中
、
興
福
寺
衆
徒
の
支
援
を
受
け
る
も
の
の
東
大
寺
別
当
で
あ
っ
た
成
宝
と
院
主
の
座
を
争
う

と
い
う
難
し
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
時
期
と
重
な
る
。
家
実
の
長
男
と
次
男
は
こ
の
段
階
で
死
去
し
て
お
り
、
四
男
藤
原
兼
平

は
安
貞
二
年(

一
二
二
八)
産
ま
れ
で
あ
り
、
当
時
の
系
図
上
確
認
で
き
る
家
実
の
実
子
が
三
男
の
兼
経
の
み
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す

れ
ば
、
家
実
の
実
子
の
入
室
は
不
可
能
と
も
い
え
る
状
況
に
お
い
て
は
、
甥
で
あ
る
と
は
い
え
家
実
と
宣
陽
門
院
、
鷹
司
院
に
連
な
る

人
脈
を
も
つ
道
快
の
政
治
的
価
値
は
、
近
衛
・
鷹
司
流
藤
原
氏
の
中
で
も
高
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

以
上
よ
り
、
東
南
院
衆
徒
が
、
北
白
河
院
や
成
宝
、
頼
恵
の
干
渉
に
対
抗
す
る
た
め
、
当
時
の
朝
廷
の
政
治
動
向
を
読
み
取
り
、
関

白
と
し
て
後
堀
河
の
体
制
を
支
え
、
宣
陽
門
院
と
連
携
し
て
娘
を
中
宮
と
し
政
治
力
を
増
し
て
い
た
家
実
の
子
弟
の
院
主
就
任
を
望
ん

だ
と
想
定
さ
れ
る
。
定
豪
及
び
幕
府
を
た
よ
っ
た
可
能
性
も
否
定
は
出
来
な
い
が
、
相
論
で
朝
廷
の
窓
口
で
あ
っ
た
家
実
を
頼
っ
た
と

み
る
の
が
自
然
な
よ
う
に
思
え
る
。
家
実
は
北
白
河
院
ら
と
対
立
関
係
に
は
な
い
も
の
の
、朝
廷
内
で
対
抗
し
う
る
上
部
権
力
で
あ
り
、

子
弟
の
中
で
も
宣
陽
門
院
に
も
近
い
道
快
を
院
主
に
迎
え
彼
ら
の
庇
護
を
得
る
こ
と
で
、
膠
着
し
た
状
況
の
打
開
に
動
い
た
と
思
わ
れ

る
。
定
親
と
比
較
し
て
も
、
摂
関
家
の
子
弟
が
入
寺
す
る
院
家
と
な
る
こ
と
で
、
東
南
院
の
格
式
を
高
め
る
機
会
と
な
っ
た
と
い
え
、

道
快
が
就
任
し
た
と
み
ら
れ
る
嘉
禄
二
～
安
貞
年
間
以
降
、
北
白
河
院
の
力
を
背
景
と
し
た
成
宝
・
頼
恵
ら
に
よ
る
相
論
は
終
息
へ
と

向
か
う
。
こ
の
実
態
を
確
認
す
る
た
め
、
次
章
で
は
道
快
を
院
主
と
し
て
以
降
の
東
南
院
の
状
況
を
中
心
に
検
討
を
進
め
る
。

　

第
四
章　

近
衛
・
鷹
司
流
藤
原
氏
と
鎌
倉
期
東
南
院
の
継
承
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前
章
で
は
、
当
時
の
政
治
状
況
か
ら
道
快
が
近
衛
・
鷹
司
流
藤
原
氏
の
子
弟
と
し
て
初
め
て
東
南
院
院
主
と
し
て
推
戴
さ
れ
る
過
程

と
背
景
を
検
証
し
た
。
本
章
で
は
、
道
快
以
降
の
東
南
院
の
継
承
状
況
を
定
親
の
動
向
な
ど
も
踏
ま
え
な
が
ら
検
討
を
加
え
、
東
南
院

が
近
衛
・
鷹
司
流
藤
原
氏
の
子
弟
に
よ
り
相
承
さ
れ
る
院
家
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

ま
ず
東
南
院
主
の
座
を
逃
し
た
定
親
の
動
向
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
道
快
に
次
期
院
主
の
立
場
を
奪
わ
れ
、
東
南
院
を

離
れ
た
定
親
は
、
師
の
定
豪
に
つ
い
て
鎌
倉
に
下
向
し
て
い
る
。
鎌
倉
で
の
活
動
に
つ
い
て
は
海
老
名
尚
氏
が
す
で
に
明
ら
か
に
し
て

い
る
よ
う
に
、
寛
喜
元
年(
一
二
二
九
に)

鶴
岡
八
幡
宮
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
、
宝
治
合
戦
に
連
座
し
て
帰
京
す
る
ま
で
は
、
鎌
倉
の
寺

院
社
会
で
重
き
を
な
し
て
い
た57

。
一
方
で
寛
喜
二
年(

一
二
三
〇)

十
月
に
は
定
親
が
「
別
当
代
」
と
し
て
宝
蔵
実
検
の
勅
使
を
出
迎

え
て
お
り
、
寺
務
代
と
し
て
東
大
寺
で
の
活
動
も
確
認
で
き
る58

。
こ
れ
は
鎌
倉
在
住
の
定
豪
が
安
貞
二
年
に
道
尊
の
後
継
と
し
て
東
大

寺
別
当
に
就
任
し
た
た
め
、
そ
の
名
代
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
東
南
院
に
関
し
て
も
、
定
親
は
様
々
な

ル
ー
ト
を
通
し
て
院
主
職
を
望
み
続
け
た
よ
う
で
あ
る
。

【
史
料
⑥
】「
東
大
寺
三
論
宗
僧
綱
解
案
」59(

英
字
番
号
・
傍
線
部
は
筆
者
加
筆)

東
大
寺
三
論
宗
僧
綱
誠
惶
誠
恐
謹
言

請
殊
蒙　

恩
裁
、
永
被
停
止
定
親
僧
都
南
院
院
主
職
濫
妨
子
細
状
、

右
、
謹
検
案
内
、
前
院
主
定
範
法
印
者
、
元
仁
二
年
春
比
頓
滅
之
剋
、
仁
和
寺
法
親
王
庁
与
定
親
僧
都
、
院
家
相
論
出
来
之
日
、
東

大
興
福
両
寺
数
々
依
訴
申
之
、
且
奉
退　

法
親
王
之
院
務
、
且
又
任
院
僧
等
之
吹
挙
、
以
定
範
門
弟
右
大
臣
僧
都
道
快
被
定
補
仁

畢
、
自
爾
以
降
、
院
家
破
懐
修
理
越
前
代
、
恒
例
講
経
興
隆
秀
中
心
、(
ａ)

而
定
親
去
春
比
猥
含
旧
訴
、
恣
廻
今
案
、
雖
致
濫
妨
、

而
及　

上
奏
、
令
塞
李
紘
御
歟
之
間
、
去
仲
呂
之
比
、
定
親
又
下
向
関
東
、
廻
種
々
計
略
之
内
、
誘
別
当
僧
正
、
以
仁
和
寺
花
蔵
院
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等
、
可
相
博
東
南
院
之
由
結
構
云
々
、
事
若
実
者
、
太
以
無
其
謂
、
夫
花
蔵
院
者
仁
和
寺
一
院
、
法
親
王
家
之
御
領
也
、
東
南
院
者

東
大
寺
之
目
足
、
本
願
集
師
之
学
窓
也
、
云
彼
云
此
、
争
私
可
進
退
哉
、（
ｂ
）
都
定
親
不
可
叶
院
務
之
由
者
、
以
前　

宣
下
事
切

畢
、
而
立
還
洫
宿
訴
之
条
、
無
道
之
奸
妨
也
、（
ｃ
）
無
指
一
紙
之
証
文
、
如
此
令
濫
妨
者
、
一
宗
之
輩
不
論
甲
乙
、
誰
不
成
其
望

哉
、
狼
藉
之
至
職
而
斯
由
歟
、
自
蕩
彼
奸
訴
、
忽
被
改
変
能
治
当
院
主
者
、
累
代
相
承
之
聖
教
交
埃
塵
、
三
論
昌
繁
之
院
家
可
破
滅

之
由
、
有
其
聞
、
若
然
者
、
常
住
之
学
徒
随
皆
可
逃
散
者
歟
、
仏
法
人
法
之
广
滅
、
不
可
不
歎
之
愁
訴
也
、
子
細
如
此
之
間
、
挿
善

心
与
定
親
之
小
分
輩
、
構
謀
計
状
、
欺
抂
非
院
僧
散
在
三
論
宗
之
族
、
取
連
署
云
々
、
此
条
云
当
時
云
後
昆
、
喧
嘩
闘
諍
之
企
、
寺

門
不
穏
之
基
也
、
凡
者
、
往
昔
叡
山
聖
教
令
焼
失
之
時
、
開
当
院
家
経
蔵
、
于
今
継
彼
法
命
、
又
治
承
回
禄
之
時
、
南
都
仏
法
雖
失

滅
、
此
経
蔵
適
峙
残
之
故
、
各
写
諸
教
、
遙
伝
万
代
、
云
南
都
云
北
嶺
、
一
代
聖
教
之
流
布
、
併
自
吾
本
院
家
之
経
蔵
、
公
家
不
可

棄
之
、
釈
家
可
貴
重
之
、
而
今
不
図
之
外
、
勝
事
出
来
者
、
定
知
人
法
共
以
滅
尽
歟
、
望
請　

恩
裁
、
且
依
道
理
、
且
任
申
請
、
永

被
停
止
定
親
僧
都
之
濫
妨
者
、
百
王
鎮
護
之
道
場
、
礎
石
不
傾
、
三
論
稽
古
之
学
窓
、
蛍
雪
不
消
矣
、
仍
一
宗
僧
綱
誠
惺
誠
恐
謹
言
、

　
　

天
福
二
年
五
月
廿
八
日　
　
　
　

権
律
師
法
橋
上
人
位
貞
禅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
眼
和
尚
位
道
宝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
眼
和
尚
位
寛
隆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
印
大
和
尚
位
聖
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
印
大
和
尚
位
権
大
僧
都
頼
恵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

已
上
各
白
連
也
、

右
の
史
料
は
、
天
福
二
年(

一
二
三
四)

五
月
、
東
大
寺
学
侶
が
、
い
ま
だ
に
東
南
院
院
主
職
を
望
む
定
親
を
「
濫
妨
」
と
非
難
し
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止
め
さ
せ
る
よ
う
に
朝
廷
に
願
い
出
た
文
書
で
あ
る
。
ま
ず
経
緯
と
し
て
、
定
範
死
去
の
後
、
道
深
と
定
親
で
院
主
継
承
相
論
が
起
こ

る
も
の
の
、
東
大
寺
・
興
福
寺
衆
徒
の
数
多
の
訴
え
に
よ
り
、
道
深
は
院
務
か
ら
退
き
、
ま
た
東
南
院
僧
の
吹
挙
に
任
せ
て
定
範
門
弟

の
道
快
を
院
主
に
補
任
し
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
降
は
、
院
家
の
破
損
の
修
理
修
造
は
前
代
を
超
え
、
恒
例
の
仏

教
行
事
の
興
隆
に
も
素
晴
ら
し
い
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
、
道
快
の
経
営
・
運
営
を
賞
賛
し
て
い
る
。

一
方
で
定
親
は
非
難
の
対
象
で
あ
り
、
東
大
寺
学
侶
は
幾
つ
か
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
定
親
は
、
関
東
に
下
向
し

別
当
僧
正
（
定
豪
）
を
誘
い
、
仁
和
寺
花
蔵
院
等
と
東
南
院
の
院
務
を
勝
手
に
交
替
し
よ
う
と
画
策
し
て
い
る(

ａ)

、
定
親
は
東
南

院
務
に
就
く
べ
き
で
は
な
い
と
の
宣
下
が
す
で
に
出
て
い
る(

ｂ)

、
ま
た
一
紙
の
証
文
も
指
し
示
さ
ず
、
こ
の
よ
う
な
濫
妨
行
為
を

す
る
の
は
、
誰
で
あ
ろ
う
と
そ
の
望
み
を
な
し
得
ず
、
狼
藉
の
至
り
で
あ
る(

ｃ)

、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
道
快
体
制
の
東

南
院
は
よ
く
治
ま
っ
て
お
り
、
も
し
院
主
を
定
親
に
改
変
す
れ
ば
、
累
代
相
承
の
聖
教
に
は
埃
が
交
じ
り
、
三
論
教
学
で
反
映
し
て
い

る
院
家
が
破
滅
す
る
と
し
た
上
で
、
そ
う
な
れ
ば
学
侶
は
皆
逃
散
し
て
し
ま
い
、
仏
法
人
法
が
廃
滅
す
る
と
歎
く
ま
で
拒
否
反
応
を
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
連
署
部
分
に
西
室
の
頼
恵
ら
東
南
院
院
外
の
学
侶
の
名
が
み
え
、
道
快
が
東
大
寺
内
で
も

評
価
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
定
親
は
相
論
の
流
れ
の
中
で
対
立
構
造
が
出
来
て
し
ま
い
、
成
宝
と
争
う
な
ど
寺
内
を
割
り
、
支
持
を

固
め
き
れ
な
か
っ
た
が
、
道
快
は
東
大
寺
内
で
も
十
分
な
評
価
を
得
て
お
り
、
支
持
基
盤
の
厚
さ
が
窺
え
る
。

幕
府
の
介
入
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
次
の
史
料
は
【
史
料
⑥
】
の
約
二
ヶ
月
前
の
発
給
と
さ
れ
る
鎌
倉
か
ら
の
書
状
で
あ
る
。

【
史
料
⑦
】「
将
軍
頼
経
書
状
案
」60

定
親
僧
都
転
任
事
、御
計
次
第
尤
承
悦
不
少
候
、抑
件
僧
都
聊
令
言
上
事
候
、可
有
御
計
候
哉
、如
此
旨
、可
令
申
歟
、頼
経
恐
惶
謹
旨
、

　
　
　
　
　

三
月
廿
三
日　
　
　
　
　

権
中
納
言
頼
経
上

進
上　

西
薗
寺
殿
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定
親
僧
都
被
訴
申
道
快
僧
都
院
務
之
時
、
自
将
軍
家
被
執
申
大
政
入
道
殿
状
案
也
、

右
の
史
料
よ
り
、
定
親
は
将
軍
藤
原(

九
条)

頼
経
に
介
入
を
求
め
、
道
快
の
東
南
院
務
の
こ
と
に
つ
い
て
取
り
計
ら
う
よ
う
西
園

寺
公
経
に
要
請
し
て
も
ら
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
結
果
と
し
て
み
る
と
、
幕
府
の
意
向
は
反
映
さ
れ
ず
東
大
寺
内
で
は
西

室
の
頼
恵
ら
を
含
め
、
東
大
寺
衆
徒
・
東
南
院
衆
徒
は
定
親
を
拒
絶
し
道
快
の
体
制
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
【
史
料
⑥
】
か
ら
約
半
年
後
、文
暦
元
年(

一
二
三
四)

十
一
月
十
一
日
、『
東
大
寺
別
当
譜
』
に
「
近
衛
殿
〈
家
実
〉
御
息
、

為
東
南
院
権
院
主
御
下
向
、
若
君
〈
聖
実
事
ヵ
〉
与
道
快
僧
正
同
□
〔
車
ヵ
〕・
・
・
」61

と
あ
り
、
家
実
の
実
子
で
あ
る
聖
実
が
道
快

と
共
に
東
南
院
に
下
向
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
東
南
院
衆
徒
は
、
寺
務
代
で
も
あ
る
定
親
の
院
主
相
承
の
申
し
入
れ
を
拒
否
し
、
次

期
東
南
院
主
と
し
て
家
実
の
子
で
鷹
司
院
の
弟
に
あ
た
る
聖
実62

を
招
聘
す
る
こ
と
で
決
着
し
た
と
い
え
る
。
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、

【
史
料
⑦
】か
ら
幕
府
ば
か
り
で
な
く
朝
廷
に
お
い
て
も
、将
軍
の
実
家
九
条
流
藤
原
氏
の
兼
家
が
定
親
に
与
同
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

道
快
の
場
合
と
同
様
、
政
治
的
圧
力
に
対
抗
す
る
意
味
で
、
近
衛
・
鷹
司
流
藤
原
氏
の
家
実
子
弟
を
迎
え
入
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
聖

実
は
そ
の
後
、
三
論
三
十
講
を
創
始
す
る
な
ど
仏
事
興
隆
に
努
め
た
が
、
建
長
七
年(

一
二
五
五)

二
月
、
興
福
寺
大
衆
に
よ
り
「
山

上
禅
房
」
を
破
却
さ
れ
る
と
院
務
を
弟
の
聖
兼
に
譲
り
東
大
寺
を
離
寺
し
高
野
山
で
隠
棲
し
た
と
さ
れ
る63

。
聖
兼
継
承
時
も
定
親
は
東

大
寺
別
当
を
務
め
寺
内
で
権
力
を
有
し
て
い
た
が
、
こ
の
時
も
東
南
院
を
継
承
す
る
こ
と
は
な
く
、
近
衛
・
鷹
司
流
藤
原
氏
に
継
承
さ

れ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
定
親
は
東
南
院
の
院
主
を
望
む
も
の
の
東
大
寺
衆
徒
・
東
南
院
衆
徒
の
支
持
を
得
ら
れ
ず
、
一
方
で
家
実

―
宣
陽
門
院
権
力
の
外
護
に
よ
る
道
快
の
東
南
院
務
が
「
能
治
」
と
評
価
さ
れ
、
道
快
は
東
大
寺
の
院
家
内
外
で
支
持
を
拡
げ
、
そ
の

後
聖
実
→
聖
兼
と
継
承
さ
れ
安
定
し
た
領
有
が
徐
々
に
成
立
し
て
い
く
様
子
が
窺
え
る
。
そ
し
て
冒
頭
で
示
し
た
通
り
、
聖
兼
→
聖
忠
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→
聖
尋
と
、
近
衛
・
鷹
司
流
藤
原
氏
系
統
の
人
物
に
よ
り
東
南
院
は
継
承
さ
れ
て
い
き
、
鎌
倉
期
を
通
し
て
近
衛
・
鷹
司
流
藤
原
氏
の

子
弟
の
み
が
入
室
す
る
院
家
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　

ま
と
め

本
稿
で
は
勝
賢
、
定
範
、
道
深
、
成
宝
、
道
快
、
定
親
、
聖
実
ら
平
安
院
政
期
か
ら
鎌
倉
中
期
に
か
け
て
の
歴
代
東
南
院
主
及
び
東

南
院
院
主
職
を
所
望
し
た
人
物
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
当
時
の
政
治
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
院
主
継
承
に
至
れ
た
背

景
、
院
主
職
を
獲
得
で
き
な
か
っ
た
事
情
等
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
特
に
重
要
な
視
角
と
し
て
勝
賢
の
東
南
院
伝
領
は
、
大
仏
殿
上

棟
式
を
控
え
る
中
で
院
御
所
と
な
る
東
南
院
の
再
建
事
業
を
迅
速
に
進
め
る
た
め
と
し
、
ま
た
道
快
・
聖
実
継
承
時
に
お
い
て
も
、
対

立
勢
力
を
支
持
す
る
北
白
河
院
や
将
軍
家
の
圧
力
に
対
抗
す
る
た
め
に
選
任
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
事
が
で
き
た
。

定
範
以
降
の
院
主
継
承
の
大
ま
か
な
流
れ
を
示
す
な
ら
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
勝
賢
の
院
主
就
任
の
縁
で
、
東
南

院
は
重
源
か
ら
大
勧
進
関
係
の
諸
荘
園
を
獲
得
し
た
が
、
定
範
の
代
に
東
南
院
か
ら
の
流
失
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の

た
め
、
道
深
が
寺
外
別
当
と
し
て
就
任
す
る
と
、
寺
領
の
寺
外
へ
の
流
失
に
対
し
て
強
い
危
機
意
識
を
も
ち
、
東
南
院
衆
徒
は
興
福
寺

衆
徒
の
協
力
を
得
て
就
任
辞
退
に
追
い
込
ん
だ
。
東
南
院
衆
徒
は
、
当
初
定
親
を
院
主
候
補
に
推
し
て
い
た
が
、
道
深
を
排
除
す
る
過

程
で
、
北
白
河
院
権
力
や
成
宝
ほ
か
寺
内
勢
力
を
敵
に
回
し
干
渉
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
院
領
を
守
れ
る
院
主
に
よ
る
安
定
し
た

所
有
と
そ
れ
に
伴
う
権
門
の
後
援
を
必
要
と
し
て
い
た
東
南
院
衆
徒
は
、
や
む
を
得
ず
定
親
を
諦
め
、
当
時
の
朝
廷
の
動
向
を
読
み
取

り
、
北
白
河
院
に
対
抗
し
う
る
家
実
子
弟
の
道
快
を
新
た
に
院
主
候
補
と
し
て
推
戴
し
た
と
み
ら
れ
る
。
道
快
は
関
白
藤
原
家
実
の
外

護
の
も
と
、
東
南
院
主
の
地
位
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
で
、
東
大
寺
及
び
東
南
院
衆
徒
の
信
任
を
得
て
、
幕
府
や
九
条
流
藤
原
氏
を
後
ろ
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盾
と
す
る
定
親
の
競
望
を
排
除
し
、
家
実
の
実
子
聖
実
に
東
南
院
を
継
承
し
た
。
さ
ら
に
聖
実
は
同
じ
く
家
実
子
息
の
聖
兼
に
院
家
を

継
承
す
る
。
彼
ら
の
「
能
治
」
の
積
み
重
ね
に
よ
り
鎌
倉
期
を
通
し
て
東
南
院
が
近
衛
・
鷹
司
流
藤
原
氏
の
子
弟
が
入
る
私
的
な
院
家

と
し
て
成
立
す
る
前
提
を
つ
く
ら
れ
た
、
と
評
価
し
た
い
。

ま
た
東
南
院
主
が
選
定
さ
れ
る
過
程
に
、
特
に
鎌
倉
期
は
東
南
院
衆
徒
の
意
思
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
た
点
を
最
後
に
指
摘
し
て
お

き
た
い
。
時
に
は
朝
廷
や
意
向
に
逆
ら
い
な
が
ら
も
、
自
ら
の
経
済
基
盤
で
あ
る
東
南
院
領
を
守
り
東
南
院
の
仏
事
を
興
隆
さ
せ
る
た

め
、「
張
本
」
と
さ
れ
捕
縛
対
象
と
さ
れ
て
も
な
お
東
南
院
に
有
益
な
院
主
を
推
戴
し
よ
う
と
工
作
を
重
ね
た
彼
ら
の
活
動
の
一
端
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
特
に
所
領
支
配
の
公
験
と
な
る
文
書
の
流
出
を
防
ぐ
た
め
寺
外
院
主
を
認
め
ず
常
住
の
院
主
に
拘
る
姿
勢
は
、
勝

賢
か
ら
定
範
へ
の
院
主
交
代
や
、
道
深
・
定
親
の
院
主
断
念
と
い
う
結
果
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
東
南
院
衆
徒

と
は
ど
の
よ
う
な
集
団
で
あ
っ
た
の
か
。
東
南
院
衆
徒
の
構
成
や
院
領
経
営
に
つ
い
て
も
機
会
が
あ
れ
ば
さ
ら
に
考
察
を
重
ね
て
い
き

た
い
。

注1 『
東
大
寺
記
録
』（
真
福
寺
善
本
叢
刊　

第
八
巻
『
古
文
書
集
一
』、臨
川
書
店
、二
〇
〇
〇
）。
ほ
か
に
筒
井
寛
秀
監
修
『
東
大
寺
続
要
録
』（
国
書
刊
行
会
、

二
〇
一
三
）
諸
院
篇
な
ど
も
参
考
と
し
た
。

2 

佐
藤
泰
弘
「
東
大
寺
東
南
院
と
三
論
供
家
」（『
甲
南
大
学
紀
要
：
文
学
編
』
一
四
四
、二
〇
〇
六
）

3 

永
村
眞
「「
中
世
東
大
寺
の
「
門
跡
」
と
そ
の
周
辺
」（『
史
艸
』
四
二
、二
〇
〇
一
）、畠
山
聡
「
中
世
後
期
に
お
け
る
東
南
院
主
と
院
家
領
」（『
寺
院
史
研
究
』
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一
四
、二
〇
一
三
）。

4 「
東
南
院
務
次
第
」（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
二
一
巻
）。
ほ
か
に
筒
井
寛
秀
監
修
『
東
大
寺
続
要
録
』（
国
書
刊
行
会
、二
〇
一
三
）
諸
院
篇
所
収
の
「
東

南
院
々
主
次
第
」
も
参
考
と
し
た
。

5 

小
原
嘉
記
「〈
重
源
遺
産
〉
そ
の
後
―
初
期
勧
進
所
と
東
大
寺
」（『
日
本
史
研
究
』
五
六
六
、二
〇
〇
九
）。

6 「
東
南
院
務
次
第
」（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
二
一
巻
）。 

7 『
公
卿
補
任
』
同
年
条
。

8 

「
三
寶
院
列
祖
次
第
」(
『
續
群
書
類
從
』
第
四
輯
下 

補
任
部)

に
は
、
時
期
は
不
明
な
が
ら
、
勝
賢
が
三
宝
院
を
実
運
の
後
に
伝
領
し
た
と
あ
り
乗
海

の
名
は
記
さ 

れ
て
い
な
い
。
三
寶
院
は
当
初
よ
り
勝
賢
が
伝
領
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

9 『
愚
管
抄
』
巻
五
。

10 『
続
群
書
類
従
』
第
二
十
六
輯
上　

釈
家
部
よ
り
。

11 

藤
井
恵
介
「
俊
乗
房
重
源
と
権
僧
正
勝
賢
―
東
大
寺
東
南
院
の
聖
宝
御
影
堂
の
創
建
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
南
都
佛
教
』
四
七
、一
九
八
一
）。

12 

中
村
文
「
鎌
倉
初
期
南
都
歌
壇
に
関
す
る2,3

の
考
察
」（『
中
世
文
学
』
三
四
、一
九
八
九
）。

13 『
玉
葉
』
建
久
元
年
十
月
十
八
日
条
・
十
九
日
条
。

14 

筒
井
寛
秀
監
修
『
東
大
寺
続
要
録
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
三
）
諸
院
篇
。

15 『
鎌
倉
遺
文
』
四
四
一
。

16 『
東
寺
長
者
補
任
』(

『
續
群
書
類
從
』
第
四
輯
下 

補
任
部)

17 『
東
大
寺
記
録
』（
真
福
寺
善
本
叢
刊　

第
八
巻
『
古
文
書
集
一
』、
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
〇
）、「
東
南
院
務
次
第
」（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
二
一
巻
）。

18 

藤
井
氏
前
掲
注
１
１
論
文
、
黒
田
俊
雄
編
『
寺
院
法
』
補
注
一
一
四
五
頁
「
故
東
南
院
々
主
」
の
項
な
ど
。
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19 『
鎌
倉
遺
文
』
九
二
〇
。

20 
小
原
氏
前
掲
注
５
論
文
。

21 『
鎌
倉
遺
文
』
一
六
一
三
。

22 

小
原
氏
前
掲
注
５
論
文
。

23 『
東
大
寺
記
録
』（
真
福
寺
善
本
叢
刊　

第
八
巻
『
古
文
書
集
一
』、臨
川
書
店
、二
〇
〇
〇
）。「
東
南
院
務
次
第
」（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
二
一
巻
）。

24 『
鎌
倉
遺
文
』
二
五
〇
九
。

25 『
鎌
倉
遺
文
』
三
四
二
七
。

26 『
鎌
倉
遺
文
』
二
〇
三
〇
八
。

27 『
鎌
倉
遺
文
』
二
七
八
七
。

28 『
明
月
記
』
嘉
禄
元
年
三
月
九
日
条
。

29 

曽
我
部
愛
「
後
高
倉
王
家
の
政
治
的
位
置
―
後
堀
河
院
政
期
に
お
け
る
北
白
河
院
の
動
向
を
中
心
に
―
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
一
七
、二
〇
〇
九
）。

30 

佐
伯
智
広
「
中
世
前
期
の
王
家
と
法
親
王
」（『
立
命
館
文
学
』
六
二
四
、二
〇
一
二
）。

31 

遠
藤
基
郎
「
鎌
倉
中
期
の
東
大
寺
」（『
論
集　

鎌
倉
期
の
東
大
寺
再
興
―
重
源
上
人
と
そ
の
周
辺
―
』
二
〇
〇
七
）。

32 『
鎌
倉
遺
文
』
四
六
三
六
。

33 『
鎌
倉
遺
文
』
三
四
二
七
。

34 【
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
番
号
】
一
〇
―
一
七
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
謄
写
本
よ
り
翻
刻
。

35 『
大
日
本
古
文
書　

家
わ
け
東
大
寺
文
書
』
七
―
四
二
〇
。

36 『
鎌
倉
遺
文
』
二
六
一
五
。
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37 『
東
大
寺
続
要
録
』
佛
法
篇
一
四
七
頁
。

38 『
明
月
記
』
十
一
月
十
六
日
条
。

39 『
明
月
記
』
十
二
月
三
日
条
。

40 『
明
月
記
』
十
二
月
十
六
日
条
。

41 『
明
月
記
』
十
二
月
十
八
日
条
。

42 『
明
月
記
』
十
二
月
二
十
四
日
条
。

43 『
明
月
記
』
三
月
十
日
条
。

44 『
明
月
記
』
六
月
十
三
日
条
。

45 「
東
大
寺
花
厳
宗
牒
」（『
鎌
倉
遺
文
』
三
五
三
六
）。

46 「
興
福
寺
別
当
御
教
書
」（『
鎌
倉
遺
文
』
五
〇
八
九
七
）。

47 

遠
藤
氏
前
掲
注
３
１
論
文
。

48 【
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
番
号
】
一
〇
―
二
一
。

49 『
血
脈
類
集
記
』
八
（『
真
言
宗
全
書
』
三
九　

一
八
四
頁
。

50 

平
雅
行
「
定
豪
と
鎌
倉
幕
府
」『
古
代
中
世
の
社
会
と
国
家
』(
清
文
堂
、
一
九
九
八)

。

51 『
明
月
記
』
嘉
禄
二
年
六
月
十
三
日
条
。

52 『
明
月
記
』
安
貞
元
年(

一
二
二
七)

十
月
二
十
九
日
条
。

53 

本
郷
和
人
「
九
条
道
家
の
執
政
」(

同
著
『
中
世
朝
廷
訴
訟
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
九
五)

。

54 『
明
月
記
』
嘉
禄
二
年
六
月
十
三
日
条
。
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55 『
尊
卑
分
脈
』
第
一
巻　

六
八
頁
。

56 『
民
経
記
』
嘉
禄
二
年
八
月
二
十
一
日
条
。

57 

海
老
名
尚
「
鎌
倉
幕
府
の
顕
密
寺
院
政
策
」（『
北
海
道
教
育
大
学
紀
要
』
人
文
科
学
・
社
会
科
学
編
六
一(

二)

、
二
〇
一
一
）。

58 『
東
大
寺
続
要
録
』
宝
蔵
篇
三
一
二
～
三
一
四
頁
。

59 『
鎌
倉
遺
文
』
四
六
六
六
。

60 『
鎌
』
四
六
三
五

61 

平
岡
定
海
蔵
『
東
大
寺
別
当
譜
』。
翻
刻
は
遠
藤
基
郎
「
平
岡
定
海
氏
所
蔵
「
東
大
寺
別
当
次
第
」
に
つ
い
て
」(

『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』

十
三
、二
〇
〇
三
）
に
よ
る
。

62 『
東
大
寺
記
録
』（
真
福
寺
善
本
叢
刊　

第
八
巻
『
古
文
書
集
一
』、
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
〇
）
で
は
兼
経
の
子
と
す
る
。

63 

筒
井
寛
秀
監
修
『
東
大
寺
続
要
録
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
三
）
諸
院
篇
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
東
大
寺　

東
南
院　

勝
賢　

道
快　

近
衛
家
実
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二
〇
一
五
年
度
研
究
助
成
採
択
者

興
津
香
織
氏
（
国
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
）

Ｗ
E
Ｂ
サ
イ
ト
運
用

研
究
所
サ
イ
ト
で
は
、
研
究
員
が
コ
ラ
ム
を
担
当
し
、
ま
た
、
研
究
所
や

研
究
会
の
案
内
、、
研
究
紀
要
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
な
ど
を
公
開
し
て
い
る
。

http://renbutsuken.org/w
p/

あ
わ
せ
てFacebook

ア
カ
ウ
ン
ト
で
、
お
知
ら
せ
を
配
信
し
て
い
る
。

https://w
w

w
.facebook.com

/

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所-2015847598

63589/

定
例
研
究
会
活
動
報
告

第
百
二
十
六
回
研
究
会
報
告

日
時
：
二
月
二
十
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

遠
藤
純
一
郎
、
小
嶋
教
寛
、
小
塚
由
博
、
山
野
千
恵
子

発
表
：
小
嶋
教
寛

題
目
：
城
氏
一
族
の
支
配
構
造
と
熊
野
信
仰

城
氏
は
十
二
世
紀
を
通
じ
て
越
後
国
阿
賀
野
川
以
北
（
阿
賀
北
）
を
中
心

に
権
力
を
誇
っ
た
一
族
で
あ
る
。
城
氏
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
地
方
史
の

視
点
か
ら
記
述
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
近
年
、
そ
の
権
力
構
造
を

広
域
的
な
視
点
か
ら
捉
え
な
お
す
研
究
が
進
ん
で
い
る
。
こ
の
発
表
で
は

新
た
な
研
究
動
向
を
踏
ま
え
、
城
氏
と
京
都
の
権
門
勢
力
や
在
地
諸
勢
力

と
の
関
係
を
検
討
し
、「
福
隆
寺
縁
起
」
の
記
述
か
ら
そ
の
地
域
支
配
の

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
彙
報

二
〇
一
七
年
度
人
員
構
成

代
　
表

遠
藤
祐
純

研
究
員

伊
藤
尚
徳　

今
井
秀
和　

遠
藤
純
一
郎　

大
道
晴
香

小
島
教
寛　

小
林
崇
仁　

松
本
紹
圭　

山
野
千
恵
子

　
　

客
員
研
究
員

宮
澤
正
順　

二
〇
一
七
年
度
事
業
報
告

紀
要
出
版

『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
第
十
号
を
出
版
し
、
全
国
の
研
究
所
、
大

学
図
書
館
等
、
約
一
五
〇
機
関
に
寄
贈
し
た
。
今
年
度
発
行
の
第
十
一

号
は
、
研
究
員
に
よ
る
論
文
に
加
え
、
研
究
協
力
者
論
文
、
二
〇
一
五

年
度
研
究
助
成
採
択
者
論
文
を
掲
載
し
た
。
本
年
度
の
研
究
協
力
者
、

二
〇
一
五
年
度
研
究
助
成
採
択
者
は
次
の
通
り
。

研
究
協
力
者

小
塚
由
博
氏
（
大
東
文
化
大
学
特
任
准
教
授
）
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全
体
像
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
回
は
平
成
27
年
度
智
山
派
総
合
調

査
を
資
料
に
、
各
寺
院
の
基
礎
情
報
、
檀
家
数
、
兼
職
や
兼
務
の
状
況
、

年
収
な
ど
の
項
目
を
ク
ロ
ス
集
計
し
、
過
疎
問
題
の
実
態
を
分
析
し
、
あ

わ
せ
て
「
過
疎
地
域
」
の
定
義
を
見
直
し
た
。

発
表
：
小
林
崇
仁

題
目
：
『
下
諏
方
別
当
寺
務
神
宮
寺
海
岸
孤
絶
山
起
立
書 

附 

山
内
之
門

徒
』
翻
刻
な
ら
び
に
解
題

明
治
元
年
の
排
仏
毀
釈
に
よ
り
、
諏
訪
社
神
宮
寺
は
全
て
廃
寺
と
な
っ

た
。
唯
一
、
上
宮
の
法
華
寺
は
明
治
年
間
に
復
興
さ
れ
た
が
、
そ
の
他
の

六
ヶ
寺
に
つ
い
て
は
、今
や
そ
の
所
在
さ
え
正
確
に
は
分
か
ら
な
い
。『
下

諏
方
別
当
寺
務
神
宮
寺
海
岸
孤
絶
山
起
立
書 

附 

山
内
之
門
徒
』
は
下
神

宮
寺
に
関
す
る
現
存
す
る
唯
一
の
基
本
資
料
で
あ
り
、
下
神
宮
寺
の
概

要
、
伽
藍
、
名
跡
、
奥
之
院
御
射
山
、
本
坊
、
霊
宝
、
寺
宝
、
年
中
行
事
、

公
務
、
先
牌
歴
代
の
詳
細
が
記
さ
れ
、
併
せ
て
山
内
門
徒
の
記
事
が
附
さ

れ
て
い
る
。
今
回
は
こ
の
書
の
概
要
、
来
歴
を
紹
介
し
、
江
戸
期
の
下
神

宮
寺
の
概
容
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
百
二
十
八
回
研
究
会
報
告

日
時
：
四
月
二
十
四
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：

今
井
秀
和
、
伊
藤
尚
徳
、
遠
藤
純
一
郎
、
大
道
晴
香
、
小
嶋
教
寛
、

小
塚
由
博
、
小
林
崇
仁
、
森
和
也
、
山
野
千
恵
子

発
表
：
今
井
秀
和

題
目
：
仏
教
知
識
と
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ　

構
造
を
考
察
し
た
。

発
表
：
山
野
千
恵
子

題
目
：
『
長
老
尼
偈
』
に
見
る
初
期
の
女
性
出
家
者

こ
の
一
連
の
研
究
で
は
、
古
代
、
中
世
の
イ
ン
ド
の
女
性
出
家
者
の
伝
統

を
研
究
対
象
と
し
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
に
お
け
る
女
性
出
家
者
の
地
位
と

役
割
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
今
回
は
、昨
年
の
研
究
か
ら
引
き
続
き
、

初
期
仏
教
に
焦
点
を
当
て
、『
長
老
尼
偈
』
と
関
連
文
献
を
資
料
と
し
た
。

女
性
出
家
者
自
身
の
語
り
を
通
し
て
、
初
期
の
女
性
出
家
者
た
ち
が
ど
の

よ
う
に
自
ら
の
立
場
を
表
明
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
女
性
の
社
会
行
動
に

及
ぼ
さ
れ
る
規
制
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
の

か
を
分
析
し
た
。

第
百
二
十
七
回
研
究
会
報
告

日
時
：
三
月
十
三
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

今
井
秀
和
、
伊
藤
尚
徳
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
塚
由
博
、
小
林
崇
仁
、

山
野
千
恵
子

発
表
：
伊
藤
尚
徳

題
目
：
過
疎
問
題
と
寺
院　

そ
の
現
状
を
考
え
る　

─
平
成
27
年
度
真
言
宗
智
山
派
総
合
調
査
寺
院
票
の
分
析
か
ら
─

昨
今
、
人
口
減
少
・
過
疎
問
題
に
対
す
る
問
題
意
識
は
日
本
の
仏
教
教
団

内
で
も
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
宗
団
と
し
て
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
す
る
方

策
を
考
え
る
時
、
地
域
ご
と
の
異
な
る
実
状
に
即
し
た
も
の
が
求
め
ら
れ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
ま
ず
、
過
疎
問
題
の
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博
、
小
林
崇
仁
、
藤
井 

明
、
松
本
紹
圭
、
山
野
千
恵
子

発
表
：
松
本
紹
圭

題
目
：
寺
院
・
僧
侶
に
関
す
る
生
活
者
の
意
識
調
査

一
般
社
団
法
人
お
寺
の
未
来
で
は
、
平
成
28
年
12
月
に
全
国
の
20-

79
歳

の
男
女
一
万
人
を
対
象
と
し
、
寺
院
・
僧
侶
に
関
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

調
査
を
行
な
っ
た
。
こ
の
意
識
調
査
は
、
寺
院
・
僧
侶
に
対
す
る
生
活
者

の
意
識
・
期
待
を
把
握
し
、
健
全
な
寺
院
運
営
お
よ
び
僧
侶
の
研
鑽
の
方

向
性
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
は
こ
の
意
識
調
査

の
結
果
を
報
告
、
分
析
し
、
今
後
の
寺
院
運
営
お
よ
び
僧
侶
の
あ
り
方
の

方
向
性
を
提
言
と
し
て
ま
と
め
た
。

発
表
：
大
道
晴
香

題
目
：
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
聖
地
構
造
の
変
容

近
代
以
前
、
恐
山
の
参
詣
者
た
ち
は
、
山
上
の
霊
場
へ
と
続
く
十
二
km
以

上
の
参
道
を
徒
歩
で
登
っ
て
い
た
が
、
一
九
二
〇
年
代
に
大
湊
鉄
道
が
全

線
開
通
し
、
田
名
部
駅
か
ら
恐
山
へ
の
自
動
車
旅
客
が
開
始
さ
れ
る
と
、

恐
山
の
観
光
地
化
が
急
速
に
進
む
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
の
恐

山
の
イ
タ
コ
ブ
ー
ム
以
降
の
霊
場
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
素
地
と
し
て
、

今
回
は
こ
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
成
立
と
い
う
社
会
面
に
着
目
し
、
モ
ー
タ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
聖
地
の
構
造
に
も
た
ら
し
た
変
化
を
分
析
し
た
。

第
百
三
十
回
研
究
会
報
告

日
時
：
六
月
十
九
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

今
井
秀
和
、
伊
藤
尚
徳
、
遠
藤
純
一
郎
、
大
道
晴
香
、
小
嶋
教
寛
、

─
明
恵
『
夢
記
』
か
ら
考
え
る
、
変
成
、
変
化
、
そ
し
て
変
態
─

「
変
身
」
は
、
古
今
東
西
に
お
け
る
前
近
代
の
神
話
伝
説
や
宗
教
言
説
を

は
じ
め
と
し
、
現
代
の
娯
楽
作
品
に
至
る
ま
で
、
広
く
深
く
人
間
の
想
像

力
に
根
ざ
す
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
こ
の
発
表
で
は
、
明
恵
『
夢
記
』
を
資

料
に
、
作
り
物
語
に
お
い
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
語
ら
れ
る
内
容
と
、

仏
教
説
話
な
ど
に
お
い
て
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
語
ら
れ
る
内
容

の
双
方
に
ま
た
が
る
「
変
身
」
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

発
表
：
遠
藤
純
一
郎

題
目
：
度
会
行
忠
所
帯
の
神
道
書
に
於
け
る
思
想
構
成
（
そ
の
2
）

─
中
世
伊
勢
神
道
に
於
け
る
「
正
直
」
の
観
点
か
ら
─

こ
の
一
連
の
研
究
で
は
、
神
道
五
部
書
以
降
、「
正
直
」
を
め
ぐ
る
神
道

と
三
教
の
思
想
構
成
が
、
伊
勢
神
道
内
部
で
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か

を
、
度
会
行
忠
が
所
蔵
し
た
神
道
書
を
中
心
に
検
討
を
加
え
て
い
る
。
今

回
は
度
会
行
忠
所
蔵
の
神
道
書
の
う
ち
、『
大
元
神
一
祕
書
』
を
と
り
あ

げ
た
。『
大
元
神
一
祕
書
』
を
概
観
す
る
と
、
先
ず
老
荘
思
想
か
ら
の
多

大
な
影
響
が
目
に
付
く
が
、
本
書
に
お
い
て
は
道
家
ば
か
り
で
な
く
、
儒

教
、
仏
教
の
三
教
が
神
道
思
想
と
し
て
完
全
に
融
合
し
、
緊
密
に
結
び
合

い
な
が
ら
神
道
理
論
を
構
築
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、『
大
元
神
一
祕
書
』

の
本
文
を
そ
の
典
拠
と
な
っ
た
典
籍
と
比
較
し
な
が
ら
、
本
書
に
お
け
る

三
教
融
合
の
思
想
構
成
を
分
析
し
た
。

第
百
二
十
九
回
研
究
会
報
告

日
時
：
五
月
二
十
九
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
大
道
晴
香
、
工
藤
さ
く
ら
、
小
塚
由
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場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

伊
藤
尚
徳
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
嶋
教
寛
、
小
塚
由
博
、
小
林
崇
仁
、

藤
井
明
、
宮
澤
正
順
、
山
野
千
恵
子

発
表
：
伊
藤
尚
徳

題
目
：
真
言
宗
智
山
派
に
お
け
る
教
化
活
動
の
黎
明　

─
戦
後
復
興
期
を
中
心
に
─

大
正
期
、
仏
教
各
宗
で
は
社
会
を
意
識
し
た
活
動
が
奨
励
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
昭
和
に
入
る
と
真
言
宗
智
山
派
に
お
い
て
も
智
山
社
会
事
業
協

会
が
発
足
し
、
救
貧
事
業
な
ど
の
社
会
事
業
奨
励
の
規
定
が
作
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
社
会
教
化
活
動
は
、
昭
和
十
二
年
、
内
閣
に
よ
る
戦
時
体
制
教

化
の
告
諭
を
受
け
、
国
民
総
動
員
・
銃
後
運
動
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
戦
後
、
各
宗
は
再
び
教
学
と
教
化
の
復
興
に
取
り
組
み
は
じ

め
る
こ
と
に
な
る
が
、
今
回
は
、
こ
の
戦
後
復
興
期
に
お
け
る
教
化
活
動

の
社
会
的
意
義
を
探
る
た
め
、「
真
言
宗
菅
山
派
宗
報
」
を
資
料
に
、
真

言
宗
智
山
派
に
お
け
る
戦
後
の
教
化
活
動
の
復
興
の
過
程
を
追
っ
た
。

発
表
：
小
林
崇
仁

題
目
：
日
本
古
代
に
お
け
る
仏
教
者
の
山
林
修
行

奈
良
時
代
か
ら
平
安
初
期
に
お
け
る
日
本
の
古
代
仏
教
と
い
え
ば
、「
国

家
仏
教
」
あ
る
い
は
「
律
令
仏
教
と
反
律
令
仏
教
」
と
い
っ
た
枠
組
み
か

ら
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
こ
れ
ら

の
枠
組
み
を
見
直
し
、
古
代
仏
教
の
多
様
な
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
研
究

が
進
展
し
て
き
た
。
こ
の
発
表
で
は
こ
れ
ら
古
代
仏
教
の
諸
相
を
論
じ
た

先
行
研
究
の
流
れ
を
概
観
す
る
と
共
に
、
発
表
者
に
よ
る
博
士
論
文
『
日

本
古
代
に
お
け
る
仏
教
者
の
山
林
修
行
』
の
研
究
の
立
場
と
そ
の
概
要
を

小
林
崇
仁
、
山
野
千
恵
子

発
表
：
小
嶋
教
寛

題
目
：
東
大
寺
領
大
井
荘
の
法
会
供
料

こ
の
一
連
の
研
究
で
は
、
中
世
の
東
大
寺
東
南
院
の
変
遷
を
テ
ー
マ
に
、

東
南
院
の
院
家
・
院
主
の
活
動
、
政
治
権
力
と
の
交
渉
、
経
済
活
動
な
ど

に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
今
年
度
は
、
鎌
倉
後
期
か

ら
南
北
朝
期
、
東
大
寺
領
大
井
荘
に
賦
課
さ
れ
た
「
東
南
院
修
造
料
」
に

焦
点
を
当
て
る
。
今
回
は
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
研
究
史
を
整
理
し
た
上

で
、
鎌
倉
後
期
に
作
成
さ
れ
た
検
注
帳
の
分
析
を
中
心
に
、
東
大
寺
か
ら

各
名
主
に
割
り
振
ら
れ
た
花
厳
会
供
料
と
法
花
会
供
料
の
性
格
の
違
い

を
考
察
し
た
。

発
表
：
山
野
千
恵
子

題
目
：
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
に
見
る
女
性
の
修
行

古
く
か
ら
女
性
出
家
者
の
機
構
を
具
え
た
仏
教
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
に
比
べ
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
女
性
修
行
者
の
伝
統
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て
は
、
詳

し
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
今
回
は
、
バ
ラ
モ
ン
教
か
ら
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
へ
の
枠
組
み
の
中
で
、
女
性
の
修
行
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て

い
る
の
か
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
を
取
り

上
げ
た
。『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
に
お
い
て
「
女
性
の
法
」
が
ど
の
よ
う

に
語
ら
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
、
ま
た
登
場
人
物
の
サ
ー
ヴ
ィ
ト
リ
ー
、

マ
ー
ダ
ヴ
ィ
ー
、
ア
ン
バ
ー
ら
に
よ
る
女
性
の
修
行
に
つ
い
て
の
記
述
を

分
析
し
た
。

第
百
三
十
一
回
研
究
会
報
告

日
時
：
七
月
二
十
四
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時
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蓮花寺佛教研究所紀要　第十一号

そ
の
注
釈
書
が
集
中
し
て
著
さ
れ
た
。
今
回
は
そ
の
註
釈
書
の
う
ち
、
豊

山
の
快
道
に
よ
る
『
金
七
十
論
』
関
連
の
一
連
の
註
釈
書
を
と
り
あ
げ
、

こ
れ
ら
の
註
釈
書
の
特
徴
と
そ
の
成
立
背
景
を
探
っ
た
。

第
百
三
十
三
回
研
究
会
報
告

日
時
：
九
月
十
一
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
工
藤
さ
く
ら
、
小
嶋
教
寛
、
小
林
崇

仁
、
宮
澤
正
順
、
山
野
千
恵
子

発
表
：
小
嶋
教
寛

題
目
：
東
大
寺
領
大
井
荘
の
「
東
南
院
修
造
料
」
に
関
す
る
一
考
察
（
2
）

こ
の
一
連
の
研
究
で
は
、
中
世
の
東
大
寺
東
南
院
の
変
遷
を
テ
ー
マ
に
、

東
南
院
の
院
家
・
院
主
の
活
動
、
政
治
権
力
と
の
交
渉
、
経
済
活
動
な
ど

に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
今
回
は
、
前
回
に
引
き
続

き
、
鎌
倉
後
期
か
ら
南
北
朝
期
、
東
大
寺
領
大
井
荘
に
賦
課
さ
れ
た
「
東

南
院
修
造
料
」に
焦
点
を
あ
て
た
。「
大
井
荘
名
寄
帳
」の
分
析
を
通
し
て
、

大
井
荘
の
法
会
供
料
と
御
年
貢
の
実
態
を
把
握
し
、
あ
わ
せ
て
一
二
八
九

年
に
大
井
荘
下
司
職
に
補
任
さ
れ
た
人
物
、
隆
実
に
つ
い
て
考
察
を
加
え

た
。

発
表
：
遠
藤
純
一
郎

題
目
：
度
会
行
忠
所
帯
の
神
道
書
に
於
け
る
思
想
構
成
（
そ
の
2
）

─
中
世
伊
勢
神
道
に
於
け
る
「
正
直
」
の
観
点
か
ら
─

こ
の
一
連
の
研
究
で
は
、
神
道
五
部
書
以
降
、「
正
直
」
を
め
ぐ
る
神
道

と
三
教
の
思
想
構
成
が
、
伊
勢
神
道
内
部
で
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か

紹
介
し
た
。

第
百
三
十
二
回
研
究
会
報
告

日
時
：
八
月
二
十
八
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
興
津
香
織
、
小
野
久
志
、

小
嶋
教
寛
、
小
塚
由
博
、
小
林
崇
仁
、
三
浦
周
、
宮
澤
正
順
、

山
野
千
恵
子

発
表
：
今
井
秀
和

題
目
：
〈
地
獄
〉
表
象
の
変
容　

─
「
妖
怪
の
い
る
地
獄
」
を
巡
っ
て
─

現
代
の
マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ
に
は
「
地
獄
」
と
「
妖
怪
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
混

在
し
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
そ
の
混
在
は
、
地
獄
と
妖
怪
ば
か

り
で
な
く
、
海
外
の
天
国
、
地
獄
、
桃
源
郷
な
ど
と
も
接
続
し
て
い
る
こ

と
も
あ
る
の
だ
が
、「
妖
怪
が
地
獄
に
い
る
」
あ
る
い
は
「
地
獄
か
ら
妖

怪
が
来
る
」
と
い
う
設
定
に
は
、
文
化
的
に
も
興
味
深
い
「
ね
じ
れ
」
現

象
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
今
回
は『
鬼
灯
の
冷
徹
』と『
地
獄
少
女
』

を
資
料
に
、
妖
怪
の
い
る
地
獄
の
成
立
背
景
を
探
っ
た
。

発
表
：
興
津
香
織

題
目
：
江
戸
期
の
イ
ン
ド
哲
学
研
究　

─
講
義
と
出
版
に
よ
る
社
会
へ
の
影
響
─

こ
の
研
究
は
、
近
世
か
ら
近
代
へ
と
変
化
し
て
い
く
日
本
の
思
想
潮
流
の

中
で
現
れ
た
江
戸
期
の
イ
ン
ド
哲
学
研
究
を
紹
介
し
、
そ
こ
で
出
版
事
業

が
果
た
し
た
役
割
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
日
本
で
は
元

禄
十
年
に『
金
七
十
論
』が
単
行
出
版
さ
れ
て
か
ら
二
百
年
ほ
ど
の
間
に
、
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そ
こ
か
ら
「
僧
侶
の
規
範
」
と
「
僧
侶
像
」
を
具
体
化
し
た
も
の
を
検
討

結
果
と
し
て
ま
と
め
、
報
告
し
た
。

発
表
：
大
道
晴
香

題
目
：
一
九
六
〇
年
代
の
大
衆
文
化
に
見
る
「
非
合
理
」
へ
の
欲
望　

─
「〈
秘
境
〉
ブ
ー
ム
」
を
め
ぐ
っ
て
─

昨
年
は
「
イ
タ
コ
」
を
研
究
対
象
に
据
え
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年

代
に
生
じ
た
「
日
本
再
発
見
」
の
文
脈
下
に
お
け
る
宗
教
表
象
の
在
り

様
を
探
究
し
た
。
そ
こ
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
は
、「
中
央/

地
方
」

と
い
う
空
間
構
造
に
対
応
に
し
た
「
合
理(

科
学) /

非
合
理(

非
科
学)

」

あ
る
い
は
「
我
々/

他
者
」
と
い
う
二
項
対
立
的
な
解
釈
の
枠
組
み
で
あ

る
。
つ
ま
り
「
イ
タ
コ
」
と
は
「
合
理
主
義
者
」
で
あ
る
「
我
々
」
か
ら

地
理
的
に
隔
絶
さ
れ
た
「
他
者
」
な
る
存
在
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
「
非
合
理
」
な
「
他
者
」
に
「
我
々
」
が
い
か
な
る
価
値

を
与
え
て
き
た
の
か
、「
日
本
再
発
見
」
と
同
時
期
に
活
況
を
呈
し
て
い

た
「〈
秘
境
〉
ブ
ー
ム
」
の
潮
流
を
追
う
こ
と
で
、
一
九
五
〇
・
六
〇
年
代

の
状
況
を
考
察
し
た
。

第
百
三
十
五
回
研
究
会
報
告

日
時
：
十
一
月
二
十
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
塚
由
博
、
小
林
崇
仁
、
宮
澤
正
順
、

山
野
千
恵
子

発
表
：
小
林
崇
仁

題
目
：
古
代
社
会
に
お
け
る
山
林
の
意
義

を
、
度
会
行
忠
が
所
蔵
し
た
神
道
書
を
中
心
に
検
討
を
加
え
て
い
る
。
今

回
は
度
会
行
忠
所
蔵
の
神
道
書
の
う
ち
、『
天
地
靈
覺
祕
書
』
を
と
り
あ

げ
た
。
タ
イ
ト
ル
中
の
「
靈
覺
」
と
い
う
言
葉
か
ら
伺
え
る
よ
う
に
、
本

書
に
禅
思
想
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
書
の
「
靈
覺
」
の
概
念
は
、
禅
思
想
ば

か
り
で
な
く
、
道
家
思
想
や
密
教
思
想
と
も
接
続
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
発
表
で
は
『
天
地
靈
覺
祕
書
』
に
お
け
る
「
神
の
原
初
」
を
め
ぐ
る
言

説
を
中
心
に
、
教
禅
一
致
説
、
如
来
像
思
想
を
媒
介
と
し
た
密
教
思
想
と

禅
思
想
の
結
合
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。

第
百
三
十
四
回
研
究
会
報
告

日
時
：
十
月
三
十
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

伊
藤
尚
徳
、
遠
藤
純
一
郎
、
大
道
晴
香
、
小
嶋
教
寛
、
小
林
崇
仁
、

松
本
紹
圭
、
山
野
千
恵
子

発
表
：
松
本
紹
圭

題
目
：
「
現
代
の
僧
侶
」
を
考
え
る　

検
討
結
果
資
料

「
現
代
の
僧
侶
を
考
え
る
会
」
は
、
日
本
仏
教
の
仏
教
者
有
志
が
集
い
、

こ
れ
か
ら
の
僧
侶
像
と
具
体
的
な
僧
侶
の
規
範
を
、
宗
派
・
肩
書
き
・
立

場
を
超
え
て
議
論
し
、
現
場
で
の
着
実
な
実
践
へ
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
を

目
指
し
て
発
足
さ
れ
た
会
で
あ
る
。
二
〇
一
六
年
一
〇
月
か
ら
委
員
会
メ

ン
バ
ー
を
中
心
に
全
13
回
、
50
時
間
超
の
議
論
を
重
ね
て
き
た
。
こ
の
発

表
で
は
、「
現
代
の
僧
侶
を
考
え
る
会
」
の
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
基
づ
き
、

僧
侶
に
と
っ
て
の
機
会
あ
る
い
は
脅
威
を
、
外
部
環
境
の
分
析
を
踏
ま
え

て
項
目
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
対
す
る
打
ち
手
の
方
向
性
を
示
し
、
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発
表
：
宮
澤
正
順

題
目
：
観
音
の
語
義
に
つ
い
て

観
音
の
原
語
に
は
、avalokitasvara

とavalokiteśvara

の
二
種
が

あ
り
、
前
者
に
は
「
闚
音
」「
現
音
声
」「
光
世
音
」「
観
世
音
」「
観
音
」

と
い
う
語
が
、
後
者
に
は
「
観
世
自
在
」「
観
自
在
」
と
い
う
語
が
、
漢

訳
者
た
ち
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
ほ
か
両
者
の
意
味
を
兼
ね

備
え
た
「
観
世
音
自
在
」
と
い
う
訳
語
も
存
在
す
る
。
こ
の
う
ち
中
国
に

お
い
て
最
も
広
く
流
布
し
た
の
は
「
観
世
音
」「
観
音
」
の
語
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
「
音
を
観
る
」
と
い
う
言
葉
は
成
立
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
疑

問
を
呈
す
る
者
が
あ
る
が
、
そ
の
疑
問
に
答
え
る
べ
く
、
こ
の
発
表
で
は

「
観
音
」
と
い
う
漢
語
の
語
義
と
構
成
、
語
の
受
け
取
ら
れ
方
を
、
中
国

に
お
け
る
文
化
史
の
視
点
か
ら
考
察
し
た
。

発
表
：
工
藤
さ
く
ら

題
目
：
ネ
パ
ー
ル
に
お
け
る
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏
教
の
展
開
と
ネ
ワ
ー

ル
女
性

一
九
二
〇
年
代
以
降
、
ネ
パ
ー
ル
に
波
及
し
た
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏
教

は
、
男
女
平
等
や
人
権
と
い
う
西
洋
の
思
想
を
投
影
し
、
伝
統
的
な
ネ
パ

ー
ル
社
会
に
お
け
る
赤
不
淨
な
ど
の
穢
れ
の
観
念
や
、
カ
ー
ス
ト
、
儀
礼

の
慣
習
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
発
表
で
は
、
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏

教
に
よ
る
ネ
パ
ー
ル
の
儀
礼
の
慣
習
へ
の
影
響
の
一
例
と
し
て
、「
初
潮

儀
礼
」
を
と
り
あ
げ
、
二
〇
一
六
年
に
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
尼
僧
院
に
お

い
て
行
わ
れ
た
リ
シ
ニ
・
プ
ラ
ブ
ラ
ジ
ャ
ー
儀
礼
の
調
査
を
も
と
に
、
テ

ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏
教
が
初
潮
儀
礼
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た

の
か
、
あ
る
い
は
儀
礼
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
転
換
し
た
の
か
を
分
析
し

た
。

こ
れ
ま
で
、
日
本
古
代
の
山
林
修
行
を
主
に
特
定
の
山
林
修
行
者
に
焦
点

を
あ
て
、
個
々
の
事
例
を
通
し
て
分
析
を
重
ね
て
き
た
。
今
回
は
、
こ
れ

ま
で
蓄
積
し
て
き
た
事
例
を
、
古
代
に
お
い
て
山
林
と
い
う
〈
場
〉
が
当

時
の
人
々
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
分
類

し
な
お
し
、
日
本
古
代
の
山
林
修
行
の
背
景
を
考
察
し
た
。
こ
こ
で
は
試

み
に
、
１
資
源
、
２
観
光
、
３
政
変
、
４
災
害
、
５
山
神
、
６
墓
所
、
７

清
淨
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
を
あ
げ
、
古
代
社
会
に
お
け
る
山
林
の
役
割
と
、

そ
れ
を
と
り
ま
く
古
代
日
本
の
世
界
観
を
探
っ
た
。

発
表
：
山
野
千
恵
子

題
目
：
『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
に
見
る
女
性
の
修
行

イ
ン
ド
の
叙
事
詩
『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
は
数
百
年
の
間
に
様
々
な
ヴ
ァ
ー

ジ
ョ
ン
を
派
生
し
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
き
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
叙
事
詩

と
は
い
っ
て
も
物
語
や
神
話
の
集
成
と
い
う
べ
き
内
容
の
も
の
で
あ
る

が
、
長
い
歴
史
を
通
じ
て
社
会
の
広
い
層
に
需
要
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
考

慮
す
る
な
ら
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
象
を
通
し
て
、
古
代
か
ら
中

世
に
か
け
て
の
イ
ン
ド
の
社
会
通
念
を
推
し
量
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る

だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
を
資
料
に
、
女
性
の
ダ
ル
マ
、

日
常
儀
礼
、
苦
行
の
実
践
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
分
析
し

た
。

第
百
三
十
六
回
研
究
会
報
告

日
時
：
十
二
月
十
八
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

今
井
秀
和
、遠
藤
純
一
郎
、伊
藤
尚
徳
、工
藤
さ
く
ら
、小
嶋
教
寛
、

小
塚
由
博
、
小
林
崇
仁
、
森
和
也
、
宮
澤
正
順
、
山
野
千
恵
子
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運
動
が
い
か
な
る
経
緯
で
開
始
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
、
教
化
研
究
所
に

お
い
て
こ
の
運
動
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な
討
議
が
な
さ
れ
て
い
た
の

か
、
実
際
の
「
つ
く
し
あ
い
運
動
」
は
い
か
に
展
開
し
た
の
か
、
そ
し
て

な
ぜ
終
息
を
迎
え
た
の
か
を
概
観
し
、「
教
化
」
の
理
念
と
活
動
の
あ
り

方
を
検
討
す
る
資
料
と
し
た
。

第
三
回
仏
教
と
社
会
に
関
す
る
研
究
助
成
報
告

　
「
仏
教
と
社
会
に
関
す
る
研
究
助
成
」
は
、
龍
虎
山
能
滿
寺
（
栃
木
県

宇
都
宮
市
）
の
後
援
に
よ
り
、
若
手
研
究
者
の
学
術
活
動
支
援
を
目
指

し
て
企
画
さ
れ
ま
し
た
。

　

第
三
回
目
の
研
究
助
成
に
は
、
厳
正
な
る
選
考
の
結
果
、
京
都
西
山

短
期
大
学
非
常
勤
講
師
・
鈴
木
耕
太
郎
氏
の
「
牛
頭
天
王
信
仰
の
変
遷

と
展
開
の
検
討　

─
室
町
時
代
か
ら
近
世
期
を
通
し
て
」
が
採
択
さ
れ

ま
し
た
。

　

二
〇
一
七
年
十
一
月
二
十
三
日
に

龍
虎
山
能
滿
寺（
栃
木
県
宇
都
宮
市
）

に
お
い
て
採
択
式
が
行
わ
れ
、
能
滿

寺
住
職
倉
松
和
彦
師
よ
り
鈴
木
耕
太

郎
氏
に
研
究
費
三
十
万
円
が
授
与
さ

れ
ま
し
た
。

第
百
三
十
七
回
研
究
会
報
告

日
時
：
一
月
二
十
二
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

遠
藤
純
一
郎
、
伊
藤
尚
徳
、
小
塚
由
博
、
小
林
崇
仁
、

山
野
千
恵
子

発
表
：
小
塚
由
博

題
目
：
張
潮
「
真
娘
墓
碑
」
研
究
初
探

清
初
に
揚
州
を
拠
点
と
し
て
活
動
し
て
い
た
文
人
張
潮
は
、
自
身
の
作
品

や
複
数
の
叢
書
を
編
纂
・
刊
行
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
張
潮
の
書

簡
か
ら
は
、
彼
が
江
南
を
中
心
と
し
た
文
人
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活

用
し
、
情
報
交
換
や
作
品
の
収
集
・
贈
呈
を
盛
ん
に
行
な
っ
て
い
た
こ
と

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
発
表
で
は
、張
潮
が
造
立
し
た
と
い
う「
真

娘
墓
碑
」
に
焦
点
を
当
て
た
。
白
居
易
を
始
め
と
す
る
多
く
の
文
人
に
歌

わ
れ
て
き
た
詩
蹟
、
虎
丘
の
真
娘
墓
を
め
ぐ
る
張
潮
の
記
述
を
探
り
、
そ

こ
か
ら
「
真
娘
墓
碑
」
造
立
の
経
緯
、
こ
れ
に
関
連
す
る
張
潮
の
文
学
活

動
、
交
遊
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
明
ら
か
に
し
た
。

発
表
：
伊
藤
尚
徳

題
目
：
真
言
宗
智
山
派
に
お
け
る
教
化
活
動
の
黎
明　

２　

─
教
会
運
動
「
つ
く
し
あ
い
運
動
」
の
展
開
─

昭
和
43
年
、
真
言
宗
智
山
派
で
は
「
教
化
」
の
理
念
を
考
究
し
、
そ
の
活

動
を
開
発
す
る
た
め
の
専
門
機
関
と
し
て
、
智
山
教
化
研
究
所
が
設
立
さ

れ
た
。
そ
こ
で
発
足
当
時
に
研
究
課
題
と
さ
れ
た
の
が
「
つ
く
し
あ
い
運

動
」
で
あ
る
。
今
回
は
こ
の
「
つ
く
し
あ
い
運
動
」
を
と
り
あ
げ
、
こ
の

採択式で講演する鈴木氏
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【
雑
誌
】

黄
檗
文
華　

第
一
三
六
号　

黄
檗
山
万
福
寺
文
華
殿 

黄
檗
文
化
研
究
所

二
〇
一
七
年
七
月

川
崎
大
師
教
学
研
究
所
紀
要　

第
二
号　

川
崎
大
師
教
学
研
究
所　

二
〇
一
七
年
三
月

元
興
寺
文
化
財
研
究
所
研
究
報
告　

二
〇
一
六　
（
財
）
元
興
寺
文
化
財

研
究
所　

二
〇
一
七
年
三
月

国
際
禅
研
究　

創
刊
号　

東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
国
際
禅
研
究
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト　

二
〇
一
八
年
二
月

駒
沢
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要 

第
五
十
号 

駒
沢
女
子
短
期
大
学 

二
〇
一
七
年
三
月

駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要 

第
二
十
三
号 

駒
沢
女
子
短
期
大
学 

二
〇
一
六

年
十
二
月

時
宗
教
學
年
報　

第
四
十
五
輯　

時
宗
教
学
研
究
所　

二
〇
一
七
年
三
月

禅
研
究
所
紀
要　

第
四
十
五
号　

愛
知
学
院
大
学
禅
研
究
所　

二
〇
一
七

年
三
月　

総
合
政
策
論
叢　

第
三
十
三
号　

島
根
県
立
大
学
総
合
政
策
学
会　

二
〇
一
七
年
三
月

総
合
政
策
論
叢　

第
三
十
四
号　

島
根
県
立
大
学
総
合
政
策
学
会　

二
〇
一
七
年
十
月

大
正
大
学
綜
合
仏
教
研
究
所
年
報　

第
三
十
九
号　

大
正
大
学
綜
合
仏
教

研
究
所　

二
〇
一
七
年
三
月

大
東
文
化
大
學
漢
學
會
誌　

第
五
十
六
號　

大
東
文
化
大
學
漢
學
會　

二
〇
一
七
年
三
月

中
華
佛
學
學
報　

第
三
十
期　

中
華
佛
學
研
究
所　

二
〇
一
七
年
七
月

東
方　

第
三
十
二
号　

公
益
財
団
法
人
中
村
元
東
方
研
究
所　

二
〇
一
七

第
一
回
「
空
海
賞
」
学
術
奨
励
賞
受
賞
報
告

　

密
教
21
フ
ォ
ー
ラ
ム
主
宰
の
「
空
海
賞
」
の
第
一
回
贈
呈
式
な
ら
び

に
記
念
講
演
が
、
五
月
二
十
五
日
、
東
京
目
白
の
ホ
テ
ル
椿
山
荘
東
京

で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

主
宰
者
の
密
教
21
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
一
九
九
七
年
に
設
立
さ
れ
た
真

言
僧
有
志
と
そ
れ
を

サ
ポ
ー
ト
す
る
個
人
・

団
体
に
よ
る
ボ
ラ
ン

タ
リ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
で
あ
り
、
こ
の
「
空

海
賞
」
は
フ
ォ
ー
ラ

ム
設
立
二
〇
年
を
記

念
し
て
企
画
さ
れ
ま

し
た
。

　

大
賞
に
は
松
岡
正

剛
氏
、
国
際
貢
献
賞

に
は
全
真
言
国
際
救

援
機
構
、
そ
し
て
学

術
奨
励
賞
に
は
当
研

究
所
が
選
ば
れ
、
記

念
品
と
賞
金
が
授
与

さ
れ
ま
し
た
。

　

当
研
究
所
の
活
動
へ
の
多
大
な
る
ご
理
解
と
ご
支
援
、
励
ま
し
を
頂

き
、
こ
こ
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

二
〇
一
七
年
度
　
交
換
雑
誌
・
図
書
一
覧

授賞式で挨拶する当研究所所長
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北
東
ア
ジ
ア
研
究　

別
冊
第
三
号　

島
根
県
立
大
学
北
東
ア
ジ
ア
地
域
研

究
セ
ン
タ
ー　

二
〇
一
七
年
九
月

法
鼓
佛
學
學
報　

第
二
十
期　

法
鼓
佛
教
學
院　

二
〇
一
七
年
六
月

武
蔵
野
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要　

第
三
十
三
号　

武
蔵
野
大
学
仏
教

文
化
研
究
所　

二
〇
一
七
年
二
月

【
図
書
】

江
島 

尚
俊, 

三
浦 

周, 

松
野 

智
章 (

編
集)

『
シ
リ
ー
ズ
大
学
と
宗
教

Ⅱ　

戦
時
日
本
の
大
学
と
宗
教
』
法
藏
館 

二
〇
一
七
年
三
月

大
道 

晴
香
『「
イ
タ
コ
」
の
誕
生: 

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
宗
教
文
化
』
弘
文

堂 

二
〇
一
七
年
三
月

釈
悟
震 (

研
究
代
表)

『
イ
ン
ド
的
共
生
思
想
の
総
合
的
研
究　

─
思
想

構
造
と
そ
の
変
容
を
巡
っ
て
─
』
白
峰
社 

二
〇
一
七
年
三
月　

曹
洞
宗
宗
勢
総
合
調
査
委
員
会
『
曹
洞
宗
宗
勢
総
合
調
査
報
告
書

２
０
１
５
年
』
二
〇
一
七
年
四
月　

曹
洞
宗
宗
務
庁

田
中 

雅
博
『
進
行
が
ん
に
な
っ
た
医
師
で
僧
侶
が
語
る
「
が
ん
で
死
ぬ

の
は
怖
く
な
い
」
仏
教
と
医
療
の
再
結
合
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
』

阿
吽
社 

二
〇
一
六
年
一
月

森
雅
秀
『Asian Iconographic Resources M

onograph Series 
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ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
の
壁
画 

ア
ジ
ア
図
像
集
成
研
究
会 

二
〇
一
七

年
四
月

山
口
幸
照
『
真
言
宗
社
会
福
祉
の
思
想
と
歴
史
』
セ
ル
バ
出
版 

二
〇
一
七
年
三
月

【
そ
の
他
】

禅
研
だ
よ
り　

第
二
十
一
号　

愛
知
学
院
大
学
禅
研
究
所
参
禅
会　

二
〇
一
七
年
三
月

年
三
月

日
蓮
教
學
研
究
所
紀
要　

第
四
十
四
号　

立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所　

二
〇
一
七
年
三
月

長
谷
川
仏
教
文
化
研
究
所
年
報　

第
四
十
一
号　

淑
徳
大
学
長
谷
川
仏
教

文
化
研
究
所　

二
〇
一
七
年
三
月

比
較
文
化
学
文
化
史
学
論
叢　

第
二
巻　

金
沢
大
学
人
文
学
類
比
較
文
化

学
研
究
室　

二
〇
一
六
年
十
二
月

東
ア
ジ
ア
仏
教
学
術
論
集　

韓
・
中
・
日　

国
際
仏
教
学
術
大
会
論
文
集

第
五
号　

東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所　

二
〇
一
七
年
一
月　

東
ア
ジ
ア
仏
教
学
術
論
集　

韓
・
中
・
日　

国
際
仏
教
学
術
大
会
論
文
集

第
六
号　

東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所　

二
〇
一
八
年
一
月　

佛
教
學
研
究　

芳
村
博
実
教
授
定
年
記
念　

第
七
十
三
号　

龍
谷
佛
教
學

會　

二
〇
一
七
年
三
月

佛
教
大
学
綜
合
研
究
所
紀
要　

第
二
十
四
号　

佛
教
大
学
綜
合
研
究
所　

二
〇
一
七
年
三
月

佛
教
大
学
綜
合
研
究
所　

共
同
研
究
成
果
報
告
論
文
集　

第
三
号　

佛
教

大
学
綜
合
研
究
所　

二
〇
一
七
年
三
月

佛
教
大
学
綜
合
研
究
所　

共
同
研
究
成
果
報
告
論
文
集　

第
四
号　

佛
教

大
学
綜
合
研
究
所　

二
〇
一
七
年
三
月

佛
教
大
学
綜
合
研
究
所　

共
同
研
究
成
果
報
告
論
文
集　

第
五
号　

佛
教

大
学
綜
合
研
究
所　

二
〇
一
七
年
三
月

佛
教
大
学　

法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要　

第
三
号　

佛
教
大
学
法

然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー 

二
〇
一
七
年
三
月

佛
教
文
化
研
究　

第
六
十
一
号　

浄
土
宗
教
學
院　

二
〇
一
七
年
三
月

佛
教
論
叢　

第
六
十
一
号　

浄
土
宗　

二
〇
一
七
年
三
月

北
東
ア
ジ
ア
研
究　

第
二
十
八
号　

島
根
県
立
大
学
北
東
ア
ジ
ア
地
域
研

究
セ
ン
タ
ー　

二
〇
一
七
年
三
月
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寺
仏
教
研
究
所
研
究
叢
書)

』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
三
年
十
一
月

『Ā
nandagarbha

造
『Tattvāloka

』「
金
剛
界
品 

金
剛
界
大
曼
荼
羅
」 

和
訳 (

蓮
花
寺
仏
教
研
究
所
研
究
叢
書)

』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
四
年
十

月
『Śākyam

itra

造
『K

osalālaṅkāra

』「
金
剛
界
品 

金
剛
界
大
曼
荼
羅
」 

和
訳 (

蓮
花
寺
仏
教
研
究
所
研
究
叢
書)

』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
六
年
六

月
『
プ
ト
ン
造
『
総
タ
ン
ト
ラ
部
解
説
〝
タ
ン
ト
ラ
部
な
る
宝
の
妙
厳
飾
〟

と
い
う
書
』『
瑜
伽
タ
ン
ト
ラ
の
海
に
入
る
船
』
和
訳 (

蓮
花
寺
仏
教

研
究
所
研
究
叢
書)

』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
六
年
八
月

『
パ
ド
マ
バ
ジ
ュ
ラ
造
『
タ
ン
ト
ラ
義
入
註
釈
』
和
訳 （
蓮
花
寺
仏
教
研

究
所
研
究
叢
書)

』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
七
年
九
月

【
そ
の
他
】

『
北
の
仏
教
・
南
の
仏
教 

塔
の
あ
る
風
景
』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
二
年
二

月
『
戒
律
概
説
－
初
期
仏
教
か
ら
密
教
へ
』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
八
年
三
月

【
随
筆
】

『
風
鐸
』
ノ
ン
ブ
ル
社 

一
九
九
九
年
十
一
月

『
続
風
鐸
・
櫻
遍
路
』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
七
年
三
月

【
紀
行
文
】

『
ミ
ャ
ン
マ
ー
乞
食
旅
行
』 

ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
二
年
十
二
月

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
　

出
版
物
案
内

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
で
は
左
記
の
出
版
物
を
取
り
扱
っ
て
お
り
ま
す
。

遠
藤
祐
純
先
生
著
作
一
覧

【
両
部
大
経
資
料
集
成
】

『
初
会
金
剛
頂
経 「
金
剛
界
品 

金
剛
界
大
曼
荼
羅
」（
金
剛
頂
経
入
門
）』

ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
六
年
七
月

『
初
会
金
剛
頂
経 「
金
剛
界
品
」（
続
金
剛
頂
経
入
門
1
）』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
六
年
三
月

『
初
会
金
剛
頂
経 「
降
三
世
品
」（
続
金
剛
頂
経
入
門
２
）』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
五
年
一
月

『
初
会
金
剛
頂
経 「
遍
調
伏
品
・
一
切
義
成
就
品
」（
続
金
剛
頂
経
入
門 

３
）』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
五
年
三
月

『
初
会
金
剛
頂
経 「
後
怛
特
羅
・
後
々
怛
特
羅
・
流
通
分
」（
続
金
剛
頂
経

入
門
4
）』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
六
年
一
月

『
金
剛
頂
経
研
究
』 

ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
八
年
十
二
月

『
蔵
漢
対
照『
大
日
経
』と『
広
釈
』 

上 (

蓮
花
寺
仏
教
研
究
所
研
究
叢
書)

』

ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
〇
年
五
月

『
蔵
漢
対
照『
大
日
経
』と『
広
釈
』下 (

蓮
花
寺
仏
教
研
究
所
研
究
叢
書)
』

ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
一
年
三
月

『『
大
日
経
摂
義
』
和
訳 

全 (

蓮
花
寺
仏
教
研
究
所
研
究
叢
書)

』
ノ
ン
ブ

ル
社 

二
〇
一
二
年
三
月

『『
タ
ン
ト
ラ
義
入
』和
訳 

全 B
uddhaguhya

に
よ
る
金
剛
頂
経
要
解(

蓮

花
寺
仏
教
研
究
所
研
究
叢
書)

』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
三
年
三
月

『
梵
蔵
対
照
『
金
剛
頂
経
』「
金
剛
界
品 

金
剛
界
大
曼
荼
羅
」 

和
訳 (

蓮
花
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原 　

  

隆
政　

様

本
多　

隆
仁　

様

一
号
（
二
〇
〇
八
）

二
号
（
二
〇
〇
九
）

三
号
（
二
〇
一
〇
）

四
号
（
二
〇
一
一
）

五
号
（
二
〇
一
二
）

六
号
（
二
〇
一
三
）

七
号
（
二
〇
一
四
）

八
号
（
二
〇
一
五
）

九
号
（
二
〇
一
六
）　

在
庫
僅
か

十
号
（
二
〇
一
七
）

十
一
号
（
二
〇
一
八
）

お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
ま
で

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所　

出
版
物
係

〒
一
四
四-

〇
〇
五
一 

東
京
都
大
田
区
西
蒲
田
六
丁
目
十
三
番
十
四
号

offi
ce@

renbutsuken.org

二
〇
一
七
年
度
　
寄
付

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
へ
貴
重
な
ご
寄
付
の
ご
支
援
を
賜
り
ま
し
た
。
心
よ
り

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
こ
に
感
謝
の
気
持
ち
と
と
も
に
お
名
前
を
掲
載
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
五
十
音
順
）

上
村　

正
剛　

様

川
村　

成
美　

様

倉
松　

和
彦　

様

福
田　

亮
成　

様
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蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要　

第
十
一
号

平
成
三
十
年
三
月
十
五
日
印
刷

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
発
行

編　

輯　
　
　

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

製　

作　
　
　

株
式
会
社
ニ
ッ
ケ
イ
印
刷

発
行
者　
　
　

代
表　
　

遠
藤
祐
純

発
行
所　
　
　

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

　

〒
一
四
四
〇
〇
五
一
東
京
都
大
田
区
西
蒲
田
六
丁
目
十
三
番
十
四
号

　

℡
（
〇
三
）
三
七
三
四
｜
〇
七
八
五



日本伝統仏教寺院の経営施策に関する調査分析

333 (78)

Ⅳ　今後の課題

　本調査分析は対象が「未来の住職塾」受講者に限られているため、本論が

伝統仏教寺院全体の平均的な現状を反映しているとは必ずしも言えない。今

後の課題としては、調査対象の寺院数を増やした上で、地域性や宗派性も加

味したより詳細な分析を行いたい。

参考文献

松本紹圭・井出悦郎著『お寺の教科書 : 未来の住職塾が開く、これからのお寺の 100 年』 
徳間書店 (2013-8-23)

＜キーワード＞　寺院経営、寺業計画、未来の住職塾
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334(77)

 ・コミュニケーション力の向上

 ・お寺の伝統的な価値の現代化

 ・ポスト檀家制度時代における新しい会員制度

　寺檀関係が檀家制度として社会的に固定化された江戸期以降、明治に入っ

て制度が廃止された後も、社会慣習として先祖供養文化は根強く残ったため、

近現代にも寺と家の関係性が親から子へと代々受け継がれてきた。そのため、

社会環境の大きな変化にもかかわらず、お寺は一般にその影響をあまり受け

ることなく、僧侶側も檀信徒側も「お寺とはこういうものだ」という固定観

念の元、旧来のかたちのまま維持されてきた。昔ながらの法要や行事を繰り

返すだけでよければ、議論は要らず、密なコミュニケーションも必要ない。

しかし近年、社会の変化が檀信徒の家族観や死生観にまで及ぶようになり、

江戸社会の残滓として慣習的に残った檀家制度もいよいよ制度疲労を起こす

ようになった。結果、従来のままでは存続することが不可能であることにい

ち早く気づいた寺院から、変革の動きが出てくることになる。しかし、変革

は容易ではない。とりわけ歴史の長い伝統的な業界において変革を起こすに

は、周囲の理解が不可欠となる。かつてないほど僧侶にコミュニケーション

力が求められるようになっている。

　変革を起こすにしても、自分たちの強みを活かさなければ価値は発揮でき

ない。それぞれのお寺が、これまで伝統として保ってきた強みを発揮する新

たな領域を探しはじめている。

　そして、発揮する価値も変われば、人との関わり方も変わる。すでに崩れ

つつある檀家制度に代わる新たな会員制度が各寺院で模索されつつある。ま

だ試行錯誤段階で、檀家制度に代わる決定版といえるモデルは見えて来ない

が、そもそもこのような多様化の進む時代において、檀家制度のように全国

共通のあり方が今後出現すること自体、期待すべきではないだろう。

いずれにせよ、個々のお寺の努力が大いに求められる時代と言える。



日本伝統仏教寺院の経営施策に関する調査分析

335 (76)

的活用、寺報内容の見直し等を行い、情報がしっかり伝わる仕組みをつく

る。檀家と檀家以外に向けての視点も意識しながら仏事や新企画等の宣伝

を行う

・スマホ対応の日英ホームページを整備し自坊の基本的な考え方や行事・

イベント等の情報を発信。日英で発信内容は異なる

・地域における情報発信として、回覧板、公民館、美術館、個人商店等へ

のチラシ配布も強化

・紙媒体を活用（開催ポスターやチラシを作成し、公的施設に配布貼付す

るなどして、魅力を伝え具体的な利用法を広める）

・SNS の活用（HP、Instagram、Facebook、LINE などで情報をリンクさせ、

お寺で開催された催事や行事などの模様を動画や画像でアップしたり、開

催告知などに多用する）

・新規・既存の縁者名簿をデータ化し、各行事、年回忌法要、七五三等の

各種祈祷のご案内を、タイミングに合わせダイレクトメールを送付できる

様に整理作成する

・檀家が代替わりする際に確実に承継されるように、親密な関係づくりを

図る。オンラインでの連絡先の登録を促し、メール等で連絡が取れる体制

をとる。また、お寺のパンフレットおよび寺報を作成配付することで、祈

祷や生前戒名の授戒を勧め、お寺の行事に気軽に参加出来る雰囲気づくり

を目指す

・法事などがなければ、檀家との接点は年に一度のお盆行のみである。そ

の際も応対するのは高齢の方が多く、現役世代と会う機会がほとんどない。

そこで、家族構成のヒアリングや、お寺への質問や求めるものなどをヒア

リングし、カルテにまとめ、これからの檀家制度を模索する資料とする

（以上）

　以上、調査対象となる 99 の寺業計画書における経営施策を分類・分析し、

その方向性を検討してきた。総合すると、現在のお寺の経営施策の大きな方

向性として、以下の３点に集約できるのではないか。
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してくれる人材の発掘を行なっていく

（以上）

 

施策の方向性〜情報発信・情報管理

　情報発信・情報管理に関する記述はおよそ 8 割の寺業計画書に見られた。

檀信徒や地域住民といったステークホルダーとのコミュニケーションの強化

を重視する他施策の傾向とも合致している。お寺の紙媒体である寺報の発行

はもとより、インターネットでの情報発信が重視されており、SNS に関す

る言及も多い。今後の住職の世代交代によってお寺におけるコミュニケーシ

ョンツールの活用が大きく変わっていくことが予想される。

以下、寺業計画書より抽出した記述の一部を引用する。

・現在帳の作成。記載項目の選定。過去帳と葬儀の引導・歎徳用に集めた情報、

寺族（祖母・母）からの聴き取り

・ＨＰやＳＮＳ、寺報を用いて情報を発信。お寺の中（ソフトもハードも

住職も）を見える化し、自坊の魅力を外に向かってアピールしていく。「特

別な空間としてのお寺」（ちょっと敷居が高い感じ）を残しつつも、その

特別の中に入り込んでいきたいと思える、敷居を超えてくるだけの魅力と

価値を発信していく。既存の繋がり（友人、消防団など）も使いながらア

ピールしていく

・ニーズに応えデジタル面を内外に強化し、開基のＰＲや寺院の方向性を

幅広い層に効果的かつ的確に情報発信する。町外にいる檀信徒へも周知を

行い、より寺院価値を高める

・インターネットによる情報発信：お寺の存在とその活動を認識してもら

うため HP やブログ、LINE を通じた情報発信を行いメールマガジンでフ

ァンを獲得する。既刊の寺報を WEB 化し、内容を配信する

・分かり易くしっかり情報発信。寺の内部→役員→檀家→地域へお寺の考

えがしっかり伝わり理解されるためには、これまで注力してこなかった情

報発信の強化が必須。手つかずだったネットの情報発信、チラシ等の効果
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共有。寺族・責任役員・地区役員・青壮年部等の寺に関係が深い人達がお

寺の使命を明確に認識し、同じ方向に進んで行けるようにする。使命に照

らし合わせてどうなのかという判断基準を各自がしっかりと持ち、賛否に

関わらず意見表明できる環境を作る。檀家第一である為には檀家以外にも

目を向けていく必要があることを皆が理解し、檀家以外に向けた視点も持

つようにしていく。まず責任役員会で寺の将来に対する議論を深めて意識

の統一を図り、全体役員会・青壮年部へ拡大していく

・寺院スタッフ全員が目指す方向と課題、現状を共有し、副住職をメイン

に住職や坊守に過度の負担がない範囲で動く組織

・檀家、連携先など関わる人全てに上記を共有し、「みなさんのお寺」であ

ること、お寺づくりに関わることが「面白い」と思い、積極的に関わりた

いと思う win-win の関係

・地域の方々に「私たちの地域のお寺」と認識してもらい、「地域活性の場」

として、共に「お寺」が地域の一つの核となる

・寺族とビジョン、戦略、アクション、状況を定期的に会議で共有、アイ

デアを出し合える環境づくり

・地域活動への積極的な参加、お寺の活動の広報、地域の人たちとの共同

イベント・コンテンツの企画、運営

・ビジョンに沿った催しを主催したり、地元の情報媒体（地元情報誌・SNS

等）を参考に、誰もが心豊かに生きていけるための場としてのお寺や地域

といった在り方に賛同してくれる団体・人を発掘し関係性を築く。またそ

の関係を生かした催し等も開催する

・お寺に関わる様々な立場の人と話し合える場を定期的に設け、行事・境

内・仏事などについての意見交換を行なう。お寺に関わる人たちが気軽に

意見を交換できる集まりを開催し、お寺の在り方や現状を客観視し共有す

る 

・必要とされるお寺を目指すにあたり、お寺にたくさんの人が関わっても

らえるように 1 人ひとりとの繋がりを大切にしていく。行事や催しの際

には、あえてたくさんの人を巻き込んでいくことで、将来的にお寺に協力
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・寺族・手伝い人・寺組織（総代会・責任役員会・世話人会・女性部）で各々

意識改革を行い、「自分たちのお寺」という思いで、各々で問題定義をし

ていき、地域組織なども含めて今後は連携・情報交換を密にして各々の自

主的に動ける組織作り

・住職・寺族・手伝い人での情報共有を徹底し、随時意見・情報交換を心掛け、

留守にならないようスケジュール確認

・寺組織で、共有の認識・目標の達成のために連携して「自分たちのお寺」

を盛り立てる為に意見交換を欠かさない。寺外部組織（地域保存会）から

の意見も踏まえ寺組織とともに地域に人を呼び込む仕組みを双方で検討す

る

・“ おらが寺 ” を目指すうえで、檀信徒や地域と寺院が長期的な関わり合い

を持つことが不可欠である。理解者であり、おもいをつないでいく寺院の

担い手の体制づくりが重要であり、1 番の担い手である総代会の担当を明

確にし、機能化を行うとともに、地域のつながりを求める強い声に応じた、

未来へとつながる幅広い世代の檀信徒を中心とする、主体的に運営できる

総代部会 20 名と若手協力者 30 名で組織する 50 人規模の寺院基盤をつく

る。その体制を活かし、檀信徒・地域に向けた寺業、地域貢献寺業の運営

を行う。既存寺業・新規寺業の運営については、総代、若手問わずに評価

をしてもらえる基盤を設け、寺業が檀信徒や地域の要望に応じたものか精

査し、改良を行う。

・総代会の機能向上、次世代を担う世代で構成する青壮年部を設立。寺院

運営に理解を深め、寺業の屋台骨を支える活動にやりがいを見出す。個を

結束できるよう、会議や無尽親睦を通じて意識を共有する。檀信徒との接

点を増やし、より的確な寺業改善と展開をはかる

・総代任期決定と部会化を行い、「総務」、「法要」、「護持清掃」、「布教親睦」

に分け、各総代の既存・新規寺業の明確な担当を決定

「寺内→役員→檀家→地域（一方向）」から「⇔寺内⇔役員⇔檀家⇔地域⇔（多

方向）」へ

・自坊の考えを明確化し、現在中心的役割を担う人々がしっかりと考えを
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予感させる施策として注目される。

以下、寺業計画書より抽出した記述の一部を引用する。

・インセンティブを設けて、対象者である個人の掘り起こしと緩やかな会

員組織化にあてる

・葬送に関する会員制度の立ち上げ、納骨堂の再建（法要ができる合祀墓

とする）、各種終活イベントの開催、動画を駆使した web 事業の展開など

・生前契約による会員制の構築（NPO 法人との連携含む）

・サポーター制度の創設：本山新聞や寺報、各種取組みをご案内するサポ

ーター制度を設置（6,000 円 / 年）。門徒親戚世帯を核として、子ども会

活動や学びの場への参加、納骨堂の PR を通じて輪を広げていく

（以上）

＜堅実な管理運営＞

施策の方向性〜運営と組織づくり

　運営と組織づくりに関する記述は大小合わせると寺業計画書全体のおよそ

9 割に見られる。寺族内での「顧客ファースト」への意識変革、情報共有の

強化、アイデア実現の仕組みや組織づくり、寺組織の新陳代謝の活発化、な

どが主なテーマとなっている。組織の基盤づくりからしっかりやっていこう

という寺院の変革に向けた本気度が伺える。

以下、寺業計画書より抽出した記述の一部を引用する。

・お寺を活性化する前提において基盤作りをしっかりするために、寺族・

手伝い人・寺組織（総代会・責任役員会・世話人会・女性部）を連携・意

見交換をして底上げし、次には地域組織（郷土保存会・行政・観光連盟・

住民会）などと連携して先ずは内から外へ人の流れを作り、自坊のブラン

ド力を上げファンを作り、皆さんに親しみ楽しんでいただける身近なお寺

を目指していく
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　財政上の理由もあるだろうが、大規模な施設開発よりも「まずできるとこ

ろから始めよう」という環境整備に関する改善策が多い。総じて、住職の自

己満足ではなく、来訪者の満足度が意識された記述となっている。

以下、寺業計画書より抽出した記述の一部を引用する。

・いつでも気持ちよくお参りできる境内作り。参拝者を気持ちよく迎えら

れるように清掃。特にトイレを清潔に

・安心してだれでも気兼ねなく参拝できる様に境内整備・おもてなしの推進。

参道・境内整備と椅子とテーブルの整備を行い、来ていただいた方には一

人ひとり声をかけさせていただく

・行けば何か楽しいことがあり、家族みんなで時間の共有ができる空間を

提供。郷土保存会と力を合わせ、現存の門前カフェ等の維持と共に今後 3

年をめどに古道整備・特産品の開発

・来山者が感動する寺観整備。境内中に響く読経の声、風景が一望できる

風景づくり、写真を撮りたくなるモチーフを開発

・お寺という空間が持つ非日常的な良さを感じてもらえるように本堂の荘

厳や庫裏の環境を常に整えるよう心掛ける

・お寺の整理整頓：お寺運営にあたり、整理整頓を最優先課題とし、檀家

を含めた誰もが心地良いお寺づくりを目指す。住職、寺族により整理整頓

を実施し、備品の保管場所を明確にし、誰もが分かるように表示する

（以上）

＜財務の安定性＞

施策の方向性〜ポスト檀家制時代の会員制度

　財務の施策に関しては、他項目でも取り上げた永代供養墓の整備や寺院葬

の実施率の向上などが重なるところであるが、それとは別に特筆すべきこと

として、ポスト檀家制時代の新しい会員制度を模索する動きが見られた。ま

だ業界としては模索段階の域を脱していないが、今後次世代の寺院の出現を
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施策の方向性〜 NPO 法人、行政との連携

　社会福祉活動を寺院単体ではなく NPO や行政との連携の中で実現しよう

という動きが目立ってきている。従来の寺院中心目線や、「なんでもかんで

も自前主義」ではなく、地域全体を俯瞰してその中で寺院の役割を相対化し

て客観視できるお寺が増えているように感じられる。

以下、寺業計画書より抽出した記述の一部を引用する。

・地域の活動や地元で活動するＮＰＯ法人、学校に寄付やボランティアを

通して貢献していく。住職と寺族は地域の役職等を受けていく

・地元地域はもとより、小学校区範囲の人達に自坊の存在とその活動を認

知してもらう。檀家さんにお寺の社会貢献活動について評価をしてもらい、

自分たちの「布施」が社会に貢献する活動につながっていると感じて、活

動に参加してもらえる。

・自坊が地元小学校発祥の地であるという縁を活かして、小学校との関係

づくり。寄付（本・備品）や課外授業の受入れ。

・地元で活動するＮＰＯ法人フードバンクへの協力。特別協賛団体となる。

法事セットの請負（供物の寄付）

・お寺の中だけでなく、地域全体が安心して心豊かに暮らしていけるよう

に自治体や地域の NPO 法人などと連携し、お寺が地域社会の活性化にと

って役割の一端を担える道を模索していく

・高齢者や子育て世代といった行政の支援が充分ではない層へお寺と地域

ができることを模索していく。地域の高齢者（特に 1 人暮らし世帯）、高

齢者施設等へこちらから出向きお寺としてできることを模索する。必要で

あれば福祉施設と行政を繋ぐ努力をする。

（以上）

＜整った施設・設備＞

施策の方向性〜環境整備（施設・境内）
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グループに昇格させる

・宗派の教えを通した伝統文化や習慣、作法の学び、また相手を思いやる

優しい気持ちを持った次世代を各種取組みを通じて育成する

・子どもの安全な遊び・学びの場を提供し、お寺に行くことへの垣根を低

くして将来の絆づくりへの土台とする

・道徳教育のススメ、授業内容や今後の方針や理念などを校長職に就いて

いる先生に直談判し、「道徳の時間」を請け負わせてもらう。また、お寺

での年間行事に合わせて、ミニ講座を開講し、本開講に向けての準備を整

える。

・お寺では「心の青空授業（仮）」などと題して、紙芝居での授業、野菜作

りの畑仕事から収穫した食材での食事を頂くマナー、身を修める修身の実

践と体験を通して生かされている事への感謝を伝える

・檀家は家族ぐるみで参加でき、地域住民や子どもも自由に参加し、集え

るような法要、法話を実施する。法要の中では子ども向けのイベントも併

せて企画し、子どもたちが大人になった時に、また自分の子どもを連れて

来たいと思える行事にし、お寺の敷居を低くし、1 人でも多くの人に参拝

してもらえるお寺を目指す。檀家向けには寺報で、一般向けにはホームペ

ージ、SNS、地元ケーブルテレビを用いた情報発信を行う 

・葬儀・供養以外での生きている人の人生の節目でのお勤め（出産、入学、

成人等）、仏前結婚式を実施

・地域貢献と寺院からも積極的に関係性を築くため、子どもを中心に、自

坊でしかできない体験・学びを提供。坐禅会・ヨーガの参加人数増加をは

かる。子ども禅のつどいの増設。卓球台の設置。食作法を通じた修行体験。

坐禅会やヨーガ、檀家清掃活動（新規）とコラボ、住職弟と寺族を中心に

精進ランチを行う

（以上）

＜慈悲の社会福祉活動＞
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腐心していることが見て取れる。

以下、寺業計画書より抽出した記述の一部を引用する。

・こどもまつり：お寺を挙げて行う行事で本堂内外、境内まですべて開放

して行う。保育園も共催なので、地域の公共施設などでも告知できる。模

擬店やゲーム等のアトラクション、子供向けの紙芝居法話など、信徒の手

作りで昨年は 1000 人が来寺。今年で 22 回目。

・寺子屋：夏休み最初の一週間、信徒の子供たちと地域の子供たち 30 名が

参加している。宿題の学習支援と野菜の収穫体験、科学実験教室、工場見

学などのレクリエーションを兼ねた体験学習が主な内容。朝食と昼食含め

て参加費は 1900 円。スタッフは全員信徒のボランティア。

・「夏休みこども坐禅会」地元の小学生 60 人と保護者 10 数名が夏休みに、

お経を唱え、坐禅して、和尚さんの話を聞いてラジオ体操。大人がお寺に

対する思い出で、一番こころに残っているもの。従来通り、今後も続けて

いく

・「花まつり」軽トラック並の白象を引いて地元を 2 時間パレード。お寺か

ら出発して、途中の休憩場所で法要を行う。虚無僧さんが尺八を吹いて歩

く。数十年続くものだが、参加者が固定化しており、こどもがわくわくす

るような行事へと変えていく

・一昨年より取り組んでいる寺子屋事業（現在は小学生から高校生の勉強

サポート）を大人も学べる事業に拡大する。その一案としては、現代の様々

な弱者の実態を知りそれを救う活動のハブ的な役割を果たす等、地域の他

団体とのコラボを行う。またこれも一昨年から取り組んでいる寺子屋主催

の地蔵盆イベントについても、地域密着の観点から様々な人の知恵を加え、

より持続可能で実りあるものとしていきたい

・寺に足の向かない子供から中年層がお寺を身近なものと捉える契機とな

る。お寺を「学びの場」というイメージで再認識してもらうことにより、

学びの先に宗教があるということを体現することができる。檀家以外の人

が宗教的な相談をしてくれることが目標。地蔵盆実行委員を寺を支える１
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相談会・寄稿など）積極的に行う事により、お寺の認知度と僧侶の存在意

義を高める

・企業や団体組織へのアプローチ ･･･ 会議・新入社員研修・企業の勉強会・

文化事業公演や発表会（演劇・WS・落語・歌や踊り etc）の提案と開催

・お寺に馴染みのない地域の方々にも、催しものでお寺で過ごしお参りす

る時間を提供。ご利益を訴えるとともに、お寺と仏教に興味を持ってもら

うきっかけにする。宗門の年中行事の他に法要を実施。毎催しで 150 〜

300 人の来訪を目標

・寺院空間を活用したまちづくり。雇用創出、未婚率低下などの地域課題

を解決するとともに、お寺の関係人口も増やす

・寺院の境内地を使い地域の物産品を売る門前市（境内マルシェ）の開催。

食育やいのちをテーマとした教育の機会にも繋げられる

・本尊薬師如来の縁日である、毎月八日にご縁日行事を開催。定期開催を

することで、気軽にお寺にくるきっかけづくりに。幅広く告知し、お寺に

来たことがない、地元学生、主婦、檀信徒以外も老若男女お寺に来てもら

えるような雰囲気づくり、広報を行う。通年継続開催してゆくことで、檀

信徒や地域住民から率先してイベント運営スタッフのボランティアが出る

ような体制へ。3 年先、地元野菜を販売するマルシェ開催や、屋台もでる

ようなお祭りにできることが目標。病を治す薬師如来の縁日らしく、人々

が元気になるようなイベントとして定着できるように

（以上）

施策の方向性〜次世代への教化

　生涯学習の施策とも重なるのだが、特に子供を対象として重視する記述が

多く見られたので、「次世代への教化」として別項目として切り出した。特

徴的な内容としては、花祭りの盛り上げ、学習サポート（夏休み限定と定常

化の２パターン）、道徳やマナーの教育、七五三や成人式などの節目を祝う

行事、仏前結婚式、などである。いわゆる檀家制度が続かなくなりつつある

中で、いかにして寺と家の関係を次世代に受け継ぐかという課題に寺院側が
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心に人と人との巡り会いの場となれることが目標。寺から広がる交流、地

元住民と初縁の方々の交流会、寺周辺の独居老人の方々も参加できるよう

な場、地域住民が他者と交流する機会、世代を超えた交流の場へ

・檀信徒との旅行、懇親会開催：檀信徒、地域住民との交流を深める。檀

信徒＝地域住民である強みを高めるために、世代を超えた交流の場に

・子育て世代の不安を軽減できる母親向けの講座と子供向けの寺子屋合宿

など親子が一緒に参加できる催しで若い世代や子どもとの接点を作る

・気軽にお寺に立ち寄ってお茶が飲めるカフェスペースの設置。境内で採

れた果物なども提供する予定。子育て世代等の雇用創出にも貢献する

・お寺での完全予約制の人生相談。話を聞いてもらいたい人を対象に傾聴

主体で行う。ウェブサイトに予約可能日時を掲載。ウェブサイト、LINE

での予約受付

・布教教化を目的とした「教化寺業」では、これまで取り組んでいる写経会・

てらヨガ・坐禅会・こども食堂を中心としたお寺で過ごす「自分時間」の

提供を継続し、今後はお経の会や梅花の集いを開催し、教義の本質に触れ

る機会を増やしていく。檀信徒以外にも地域の人々や地元の大学生らと連

携を図り、子供からお年寄りまで誰もが気軽に集い心安らげる環境を整え

る

（以上）

施策の方向性〜地域への働きかけ

　これまでもよく見られた病院やケア施設での定期訪問・法話にとどまらず、

学校や企業などにも出張講義を行おうという動きが活発化している。また、

寺院の枠を超えて地域全体に目を向け、町づくりに積極的に関わろうという

記述が、受講者全体の１割程度見られた。「マルシェ」などの表現は、伝統

的な縁日を現代化する試みとも見える。

以下、寺業計画書より抽出した記述の一部を引用する。

・小学校、公民館、病院、企業、その他で（出前授業・法話説教・研修会・
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れてもらうため、息長く続けられる仏教体験活動を行う。この取り組みを

通じて、仏教にさらに興味を持ってもらうのが目標

・大人の寺子屋：現在年に一回行っている大人向けの仏教講座を毎月定例

化し、早朝出勤前の時間帯に行う。朝食も含めて 1 時間以内で終わるよ

うに設える 

・学び・楽しみの機会の提供。檀家も地域（檀家以外）も興味を持てる、

参加し易い企画を立案・実行する。まず、既にあるものを活かし坐禅会と

植物を材料に新企画を行う

（以上）

施策の方向性〜コミュニティづくり

　コンテンツ志向の強いカルチャーセンター的な取り組みと合わせて、より

コミュニティ志向の強い施策を檀信徒教化の一環として実施しようとする寺

院が多数ある。カフェスペースの設置など気軽に始められる企画から、懇親

会や旅行など関係を深める催しも用意されている。伝統的に「講」と呼ばれ

た寺院のファンクラブ的な会員組織を現代に復活させる取り組みと見ること

もできる。

以下、寺業計画書より抽出した記述の一部を引用する。

・次世代版の講を発足。次世代が檀家や性別に拘らずに入れる集まりとする。

いずれは万灯講に

・檀信徒とのより深い交流を目的として、御詠歌支部を設立し、講員 10 名

以上入会目標。県の奉詠大会、全国の奉詠大会にも参加できることを目指

す

・かつて、寺の集落の子供たち全員で行われていた芋煮会を復活させ、そ

こに地域住民だけでなく県内外の地域からの参詣者も交えた交流の場とな

ることが目標。寺周辺住民もお手伝いいただきながら、村の行事としても

集落全員で盛り上がる会へ

・また、本山への旅行や、老若男女交えた懇親会なども開催し、お寺を中
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上映会、落語会、ライブ、ヨガ etc）

（以上）

 

＜活発なお寺コミュニティ＞

施策の方向性〜生涯学習　

　檀信徒や地域の人を対象としたカルチャーセンター化を志向する施策は宗

派や地域を問わず広く取り組まれている。学びのテーマとしては、一般的な

カルチャーセンターの定番コンテンツの他、写経や写仏、地域の文化や伝統

の体験学習など、“ お寺らしさ ” を出そうという工夫も見られる。取り組み

の名称に「寺子屋」という言葉を取り入れようとする計画が目立つ。

以下、寺業計画書より抽出した記述の一部を引用する。

・「地域教育発祥の地」を看板に仏教に限らず外部講師も迎えながら「学び」

の機会を作り広く参加を募る。仏教の教えだけでなくライフステージごと

に様々な学びを得ることが出来る機会を提供。年 6 回開催。3 回は仏教講

座（住職担当）、2 回は外部講師を依頼

・学校では学べない真宗の教えを通した伝統文化や習慣、作法を学べ、相

手を思いやる優しい気持ちを持った次世代を育成しているお寺

・『誰もが学べる学校』近年、市では地域振興の観点から行政が文化遺産の

観光振興に力を入れており、市内外から集客するイベントが多数行われて

いる。その中で、寺が主催する一般向け単独イベントはほぼ知られていな

い。檀信徒以外にも、お寺と仏教に馴染みのない層へ楽しみながら仏教に

ふれ学べる場所として自坊を提供する

・仏教のみならずそれに付随したカルチャー（習字教室・寺ヨガ / 法話会・

落語会・お月見音楽会・小学生向けサマースクール / 観音大祭）の発信基

地になり、壇信徒以外の様々な地域の住民も集い、常に笑顔が溢れるお寺

である

・主に初縁の人を対象に、お寺に立ち寄ることを日常のサイクルに組み入
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制へ。そこから、寺のファン、おらが町のファンに繋げ、寺の護持の力に

繋げることも目標に

・行政、旅行代理店、電鉄会社とのタイアップ企画の立案／営業／積極受

入

・地域の観光情報などを発信していくことで、移住者や旅行者へ地元の魅

力を伝える。（町内に開業予定の道の駅等）

・坐禅堂の活用・・・月 2 回の坐禅会と定期的な坐禅断食修養会を既に継

続的に実施しており、今後は更に宣伝広報に力を入れて参加人数の増加を

図る。ターゲットは地域住民および都市部住民で坐禅や断食に興味のある

人である。また、僧侶向けに弁道会を定期開催することにより、僧侶たち

の研鑽の場の提供と共に、弁道会が出来るお寺としての地位を確立する。

厨房、風呂、便所等、生活に必要な設備を備えている坐禅堂を、有効に活

用することを目指す。一般向けの定期坐禅会の開催、更にニーズが比較的

多い断食と坐禅を融合させた坐禅断食修養会を継続実施する。また、普段

はなかなか出来ない僧侶としての生活を見直す機会を設ける。定期的な坐

禅会を実施、情報発信することにより、本格的な坐禅が出来るお寺として

のブランドづくりを図る

・行政主導の地域振興行事や、それからご縁のできたイベントコーディネ

ーターの持ち込み企画（おとな女子会・ジャズ・アロマ・コーヒー）を寺

側がバックアップすることで、今までご縁がなかった世代層に自坊をアピ

ールする

・「水行」を通して老若男女の誰もが、その立場も思いも問わず、古来伝統

の日本の文化に触れる機会を、地元だけの自坊だけの理念普及に止まらず、

広く全国に引いては世界に、この精神を伝える大事業にしたい。ゆくゆく

は全国の神社仏閣での開催を視野に入れた拡散を目指す

・宿坊施設を復活する。既にある宿泊施設を活かす。離島ゆえに必然的に

宿泊が発生する。宿坊の宿泊客がお寺との関わりを大切に思い、定期的に

護摩祈祷に訪れる。宿坊を中心としたイベントが定期的に開催されている。

宿坊をリフォームして復活させる。宿坊でイベントを開催する（ごはん会、
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　数ある施策の方向性の中でも、特に言及が目立つのが、観光・体験・宿泊

に関するものである。「寺ヨガ」などは宗派を問わずに取り組みやすいため、

むしろ坐禅や冥想などよりも取り組む寺院が多い。また、海外から日本への

観光客の増加を反映し、一部の寺院では外国人が対象として意識されるよう

になってきている。これまでの「葬式仏教」の範疇に収まらない、新たな事

業を開発しようという意欲が見て取れるが、どのように経済的な循環を生む

かについては、模索段階であると言える。

以下、寺業計画書より抽出した記述の一部を引用する。

・お寺が地域のコミュニティースペースとして本来あるべき寺子屋の姿と

して人々に寄り添いながらも、未来を見据え国内外の様々な人々が訪れら

れる禅の体験型ワークを広く展開していく。参拝者へ曹洞禅が持つ魅力と

修行から学び得た行を通じ、読経・坐禅・精進料理などシンプルに禅の本

質を体感してもらう

・港に年間 200 隻の寄港が予定されている外国船の、欧米人ツーリストの

仏教体験を受け入れて、地域活性のハブとして機能する。またその活動か

ら創出される利益を誘導する事によって、地域から必要とされる寺院とな

る

・行政との連携：観光課への相談、観光客を有縁の商・工・農業者へ誘導

・各団体からの郷土学習・坐禅・写仏・写経体験などの受け入れと書道教

室再開に向けて、住職・寺族の資格取得

・都会からもわざわざ来てもらえるようなお寺へ。ただイベントに来ても

らうだけでなく、お寺から広がる地域交流として、まず 5 年の間には、

田舎でしかできない体験と田舎ならではの魅力を最大限に生かせるような

寺イベントの実施を目標に。地域住民と訪問者との交流の場として、自然

資源だけでなく、人も大きな財産として、この場でしか体験できない、人

と人との交流をお寺をきっかけにはじまることが目標。今後寺周辺地域で

増えるであろう空き家を活用した宿坊やアーティストインレジデンス等の

可能性も手段のひとつとして視野に。寺からはじまる町おこしができる体
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ィングケアやグリーフケアへの意識や関心が年々高まっており、寺業計画書

の記述にも反映されている。また、終活セミナーも寺業計画書のアクション

として定番メニュー化が進んでいる。

以下、寺業計画書より抽出した記述の一部を引用する。

・生前の終活相談会の開催や遺族へのグリーフケアを取り入れていくこと

で、老後や死後の切実な悩みを抱える人々に対して救いと安心の提供へと

繋げる

・主に高齢信徒とその家族を対象に、老いとどう向き合うかを仏教の立場

からサポートする。それを通じて臨終への準備も行う。エンディングノー

トセミナー：9 月の敬老の日にちなみ、長寿御礼言上式の後に高齢者とそ

の家族を対象にエンディングノートを作成するセミナーを開催する。終了

後には敬老のお祝い会も行う。参加費は不要

・各地の地域包括ケアと連携、自身が関わる外部のグリーフケア事業を通

じて、メンタル・スピリチュアルの面でのケア・サポートを行うことで、

生前からの関わりを深く持ち、仏教やお寺による安心感を伝えていく。ま

た人生相談や遺族のケアを通じて、今そしてこれからの人生がより良いと

感じられるようなものを提供していく。その後、徐々に遠方へネット対応

にてサポートを無理ないペースで広げていく

・高齢者や子育て世代といった行政の支援が充分ではない層へお寺と地域

ができることを模索していく

・仏教講座・死について語る場など仏教の教えに出遇う講座を開催。また

終活セミナーや仏事相談会など実践的な場も設け、死について多角的に向

き合う。

（以上）

＜仏教の智慧に触れる祈り・体験の場＞

施策の方向性〜観光・体験・宿泊
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一緒にお墓に入りたい」という檀信徒からの要望を受けてペット葬・ペット

墓を作ろうと考える寺院も一定数ある。

以下、寺業計画書より抽出した記述の一部を引用する。

・葬儀・法事だけでないお寺の姿、役割を知り体感することで、お寺を身

近に感じてもらう。葬儀法要以外の収入確保も念頭に。祈願申込件数初年

度〜 3 年目まで年間 20 件、以降 30 〜 50 件目標。地元老人会管理のお

不動様祭礼でも護摩供を行うことが長期目標。

・護摩供再興。先代もやっていなかった護摩供を再興し、祈願も受けられ

る寺へ。日々の護摩供は住職のみ。初薬師など多くの参詣が見込まれる時

は、役僧をつけることも要検討

・ペット供養塔建立（ペットも家族の一員である。お寺と縁のなかった方

とも初縁を結ぶ）。ペット供養祭：新設したペット供養塔には宗外者も納

骨できるように設えており、供養祭を通じて結縁できることを目的として

いる。参加費は不要（任意で塔婆建立を勧めている）

・仏教は衆生を苦しみから救うためにある。自坊では、事情がありお墓を

建てられない方にも手厚い供養が提供できる為の受け皿として環境整備を

行い、新たに永代供養を中心とした信者が集う。近年ペットも家族の一員

として大切にされており、自坊はそのような人々の想いを大切にしたいと

考える。初縁を結ぶきっかけにもなる。

（以上）

＜充実したエンディングサポート＞

施策の方向性〜エンディングケア・グリーフケア・終活

　2011 年の東日本大震災を機に、東北大学で臨床宗教師講座が開設された。

それを皮切りとして、仏教系大学を中心にグリーフケアに関する様々な講座

が開かれるようになり、2016 年には日本臨床宗教師会が発足し、「認定臨

床宗教師」の資格制度も始まった。そのような現状を反映し、僧侶のエンデ
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・檀信徒に向けて、よりわかりやすい、より丁寧なお勤めを心がけ、供養

への関心や大事さの気づき、寺への信頼、理解に繋げることが目標。この

お寺に任せて良かったと思ってもらえるような供養の形へ。布施収入は寺

の経営に直結するので、供養から祈願や永代供養墓にも繋げられることが

目標

・お戒名の説明、四十九日までのやることリスト、仏事の Q&A などを掲載。

供養にあまりなじみのない 20 代〜 40 代にもわかりやすい内容で、供養

に対する関心、大事さを考えるきっかけに

・葬儀、法要の内容充実。わかりやすく、参列者参加型の法要ができない

か内容見直し検討。袈裟をつけて一緒に読経など一体感があるものに

・檀家の方が心安らかに先祖の供養ができるように葬儀時にはリーフレッ

トにて説明、年忌の案内を徹底し法事の会場提供を行い、不透明な戒名料

や永代供養料などの明確化を行い説明会の実施を進めていく

・葬儀の枕経の時に冊子を差し上げ不安を取り除き説明を行い、法事の際

には完結に法話（説明）を行う

・年忌の案内を年度初めに個々に案内を郵送し、年間 6 回はお寺を会場に

合同法事の開催を行う

・本業の改善による安らぎの提供：何故葬式・供養をするのかを故人への

感謝・弔いの視点と自分自身の己事究明の視点から説く。死別等の苦悩を

否定せずに苦悩と共に前進していく為のきっかけとなれば。死者を契機と

する関わりだけでなく、生者が主役となる機会も設けて人生の節目に自己

を見つめるきっかけとしてもらう。葬儀・法事の意義がより伝わるよう改

善、一方通行の説明にならないよう留意

（以上）

施策の方向性〜その他（祈祷・祈願、ペット供養）

　葬儀・法事以外にも宗教儀礼での価値を出そうという試みが散見される。

主に真言宗や日蓮宗など宗派は限られるが、祈祷・祈願のニーズの掘り起こ

しを祭礼と結びつけて行おうという取り組みが見られた。また、「ペットと
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・親戚 / 縁者はいるが 一家として絶えてしまう檀家さんが多くいる。こう

した檀信徒の「墓じまい」にも対応する

・墓地の一角に 50 体程度の屋外納骨堂をたてる。『家族墓を作るまでも無

いが、共同墓地は嫌だ』という方に向け、地域初の屋外納骨堂を建立し、

既存檀信徒以外の方にも利用できるようにする。家族墓（一軒家）、屋外

納骨堂（マンション）、合同墓地（シェアハウス）、などと分かり易いお墓

のあり方や選び方を紹介

（以上）

 

施策の方向性〜法要・法事の質向上

　寺院の本業とも言える法要・法事の中身について、本業であるがゆえにこ

れまで問われることは少なかったが、本調査においてはその改善に関してか

なり多くの言及が見られた。まず、法事の案内を出すことにより法事の実施

率を向上させようという努力が多く見られる。また、法要の意味や Q&A を

喪家に説明することが強調されており、布施相場の開示等を含め「納得」「わ

かりやすさ」がキーワードとなっている。法要の現場においても、経本の配

布、流れの説明、法話の徹底など、コミュニケーションに関する言及が多く

見られた。

以下、寺業計画書より抽出した記述の一部を引用する。

・準備から当日まで安心・納得の気持ちで執り行える法要・儀式づくり。

法要に参加する人たちが、その意義を理解し、不安なく積極的に参加でき

るようになる。住職が促さなくても、自主的に法要前にはお経本が配られ

るようになる。また、仏事に関わる疑問を気安く質問・相談できる関係を

広く作る。回忌法要のお知らせ文書の送付。法事の準備品等をまとめた資

料作り。法要前に流れや作法・意義・心構えについて説明。ふり仮名付経

本を参加者に配布し、一緒に読経する

・宗派の法服規定にのっとった威儀を正した法衣を身につけ、仏具・作法

にもこだわり。法要に臨む
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てもらう。地域・宗旨によっても作法などが異なり如何していいかわから

ない仏事、特に葬儀時には皆さん「何から段取りをしていいかわからない」

という声も多く耳にする。そこで安心できる説明や、今後の説明の徹底が

必要。不透明な戒名料や永代供養料などの明確化を行い説明会の実施を進

めていく

・改めて総代会で戒名料と永代供養料の取り決めを行い、併せて霊園の説

明も明確に分かりやすく提示を行う

・新納骨堂を活用し、新門徒を獲得。経験値としては 8 年前に納骨堂を拡

張し、56 基を既に完売している。年間に平均 7 基の加入ペースのうち、

約 3 割が門徒寺を持たない方々であった。この加入者は葬儀を出される

際に拙寺の門徒になって下さっている。納骨堂事業は寺院運営の重要なウ

エイトを占めているように思う。また５０年預かりの永代納骨壇や、継続

管理できない方へ向けた散骨墓をネット環境で広告し、個人門徒や散骨利

用者を獲得してきた。これらも多いに活用したい

・納骨することが可能なよう整備し、時限でお骨を預かる仕組みを作る。

取り組みで得た初縁の方は信徒として位置づけ、既存の永代供養塔の使用

を信徒にも認める。こうした一連の供養体系を提示することが、結果とし

て岩盤の檀家増に繋がると考える

・檀家用霊園に続いて永代供養墓を造成する予定である。近年、檀家から

のニーズが高まっていることも受け、早急に造成を進める。形状、運用シ

ステム、費用、全て未確定であるため、話し合いを進めて形にしていきたい。

施工業者および総代、役員と永代供養墓の設計や運用方針を決定し、造成

する

・永代供養墓の使用規則改正と情報の発信を行う。さらに説明会を行ない、

持続的な関係を紡げる様に合同の法要などを企画する

・お墓の多様なニーズに答え、必要とされる新たな墓地のあり方を提案し、

新たな檀徒と縁を結ぶ。「迷惑をかけたくない」という送られる側の要望も、

供養する時間の価値も、双方共に良い供養システムを作り、送られる側に

安心を訴求し、送る側に「供養したい」という主体性を引き出す
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・会館をもたない葬儀社と協力し、寺葬プランを作成する

・現在拡大している家族層や無宗教層に＋αの価値をつけるものとして寺

葬を PR する。付加価値としては本尊阿弥陀如来と結縁を結ぶことである

とし、葬儀社とタイアップすることにより一律料金を提示する

・葬儀社と相談し、一人ひとりに合った葬儀をデザイン、提案していく。また、

相談窓口を門徒外も対応できるように設ける（ウェブサイト）。（寺族、檀

家、葬儀社、他）

・寺院葬の実施。寺院葬に限定するのではなく、遺された人たちが本当に

納得する葬儀の在り方を提案できるように葬儀業者等と連携していく

（以上）

施策の方向性〜永代供養墓・納骨堂

　埋葬形態の多様化するニーズに対応するため、寺院側も区画の大きさだけ

でなく墓の形態にバラエティを持たせる施策が増えている。永代供養墓は新

規の募集を目的とするだけでなく、既存檀信徒からのいわゆる「墓じまい」

ニーズに応えるかたちで施策として組み込む寺院も多い。永代供養墓は個別

と合祀の両方を用意してどちらのニーズに対応できるようにすると同時に、

一定期間が過ぎれば個別から合祀に移行することで循環を見込む工夫も見ら

れる。一方、販売計画に関する言及が少なく、寺院の墓地事業における「ご

縁まかせ」の傾向の強さがうかがえる。

以下、寺業計画書より抽出した記述の一部を引用する。

・昨今、急激に進む儀式の簡略化は寺院経営を圧迫する大きな要因の１つ

となっている。今後は供養の本質を磨き、更には新たな枠組みを取り入れ

る必要性がある。その具体的なものとして永代供養墓の運用である。今年

完成した永代供養墓と納骨堂を、これからの寺院経営に於ける収入基盤の

軸とした枠組みの構成を図っていく。現代の社会情勢を鑑みるに、今後は

多様化したニーズに適した永代供養墓の普及促進が見込まれる

・安心できる供養体制を整え檀信徒からの信頼を築き、お寺に安堵を感じ
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（以上）

＜まごころの弔い（葬儀・法事・お墓）＞

施策の方向性〜お寺葬

　寺院の本堂やホールで葬儀を行う “ お寺葬 ” の取り組みは、昨今の葬儀規

模の縮小化により全国的に寺院の新しい施策として定着しつつある。とはい

え、一度葬儀社の会館へと流れてしまったトレンドを寺院へ引き戻すにはい

くつかハードルがある。まず、「お寺を会場として葬儀ができる」というこ

と自体を知らない人たち（檀信徒含む）に対してお寺葬の存在そのものを伝

える必要があるため、模擬葬儀の実施や相談窓口の設置など、入り口を整え

るための施策が欠かせない。また、葬儀社と折衝の上、内容的にも価格的に

も檀信徒にとって満足できる葬儀のパッケージをあらかじめ用意する必要が

ある。さらに、寺院によっては施設整備も必要となる。寺院の総合力が問わ

れる大きな施策と言えるであろう。

以下、寺業計画書より抽出した記述の一部を引用する。

・お寺はお参りしていただいてこその場所。本堂葬儀の宣伝・定着（最も

お寺を必要とする世代に対して）。本堂で葬儀できることを御存知無い方

が９０％以上を占める。宣伝方法を今一度考え直す（寺報での告知等）

・お寺における葬儀実施の検討。近親者の葬儀という人生の節目を通じて、

お寺という空間で仏事の意義、お寺との繋がりを再認識してもらい将来に

わたる安心感を提供

・寺葬で自坊への帰属意識向上 & 葬儀費用の負担軽減。記念事業で本堂改

修が終わり、エアコンが導入され、オールシーズン快適に伽藍を使用でき

るようになる。また客殿も改修し、葬儀時の受付場所を通常のお寺の玄関

と別の所に設置。伽藍のハード面が整い、ソフト面の改修の第 1 段とし

て檀家に PR。50 人程度の通夜葬儀の場合、お寺で葬儀することを檀家さ

んにすすめ、『葬儀は菩提寺の本堂で』というイメージをつくる
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　資質の種類に関しては、僧侶としての知識や技能の向上もさることながら、

コミュニケーション能力の向上が強く意識される記述が多く見られた。寺の

外での研修や講義の機会を積極的に見つけにいくこともその一つである。現

代人にとって価値ある法話力を磨くと同時に、傾聴力を高めることも、強く

意識されている。

以下、寺業計画書より抽出した記述の一部を引用する。

・信徒は導き手である僧侶の不断の改良と実践に随喜する。「衣を着た信徒」

として初心に戻っての精進を姿形に表し、継続していく。毎朝夕の勤行、

月一度の 100 本祈願時に自問し懺悔する

・育成力向上に資する外部での講座にて研修

・布教力をつける〜月に１話の法話作成、法事で原稿をしっかりと作る、

時間をつくる（諸役をやめる）、公案や語録などを読む、ＨＰ・寺報の原

稿作り

・寺族間で自坊が目指す姿を共有し、それには何が求められているのか常

に適切に判断できるよう、自分からお寺の外にも積極的に出ていき、様々

な機会に触れられるよう行動していく。その上で、自坊が多様化していく

世の中においても必要とされ続け、誰にとっても居場所となり得る、本当

に開かれた場の実現に向けて努力を続けていく

・一人ひとりが抱える課題を仏教がどう解決してくれるか伝えられるよう

に教学の修練と儀式作法の研鑽を怠ることなく続ける

・日常的な種々の相談に応じることができるように知識を深め、経験をつ

める場へ自分から出向く

・住職だけでなく寺庭婦人も今まで以上に本堂でお経を唱え、常に本堂で

お経が上がっている状態にする

・住職家が仏教や法華経をよく理解する事で、希望・感謝・慈しみに満ち

た幸せな生活を送り、家族それぞれが広告塔となる生活を送る

・法話の質の向上のために積極的に研鑽を積む（書籍の購入、研修参加など）

学んだ内容は、ブログ・SNS でもアウトプット
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支援の手を差し伸べている

第８条：整った施設・設備

気持ちよくお参りできるよう本堂・境内・墓地等が掃き清められ、宗

教空間の品格と雰囲気を備えている

第９条：財務の安定性

長期にわたって健全な運営を実現し、檀信徒への経済負担を抑えられ

るよう、安定した財務管理が行われている

第１０条：堅実な管理運営

宗教法人としての法令順守は当然のこと、様々な規約の整備や、情報

管理の体制が整っている

　本稿では、上記『安心のお寺 10 ヶ条』の視点から、調査対象となる 99

の寺業計画書の代表的な経営施策を抽出・分類し、その方向性について考察

を加える。

＜確固な理念・方針＞

　この項目については、寺業計画書全体が理念・方針を示すものであるため、

施策としては当てはまらない。理念や方針をステークホルダーに共有すると

いう意味においては、「情報発信」も関連する施策となるが、これについて

は＜堅実な管理運営＞カテゴリーにおいて検討するものとする。

＜仏教・寺院運営に真摯な僧侶・スタッフ＞

施策の方向性〜宗教者としての資質向上

　住職は寺院の経営者であると同時に僧侶という宗教者である。寺院の経営

方針を示す寺業計画書の性質上、書き手の経営者としての側面が強く表現さ

れるものではあるが、経営の根本にこそ宗教者としての資質向上が必要であ

ると考える受講生も少なくない。
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される可能性のある固有名詞が含まれる場合は、趣旨を損なわない範囲で適

宜編集を加え、引用する。

２　経営施策のカテゴリー分類について

　未来の住職塾を運営する一般社団法人お寺の未来では、日本全国の数百を

超える寺院への経営支援を通じ、良き寺院が備えるべき要素を『安心のお寺

10 ヶ条』としてカテゴリー分類している。以下、10 ヶ条を示す。

『安心のお寺 10 ヶ条』（mytera.jp より）

第１条：確固な理念・方針

お寺が世の中や人々にどのような価値を提供するかという使命と、そ

の使命を実現する方策が明確になっている

第２条：仏教・寺院運営に真摯な僧侶・スタッフ

仏教の味わいを伝える確かな信仰・見識・技法・包容力を備えた僧侶

と、協働して寺院運営に取り組む、寺族などのスタッフがいる

第３条：まごころの弔い（葬儀・法事・お墓）

受け手の視点に立ち、亡き人とのつながりを感じられる、心のこもっ

た丁寧な弔いの儀礼を執り行っている

第４条：充実したエンディングサポート

良き死を迎えるための学びや支援の仕組みが整っている

第５条：仏教の智慧に触れる祈り・体験の場

仏教の豊かな智慧に触れられる、法話会、坐禅会、写経会、祈願・祈

祷をはじめ、様々な法要や仏教体験が充実している

第６条：活発なお寺コミュニティ

年齢・性別・社会的立場を超えて檀信徒や地域社会の人々が集い、様々

なテーマで活動し相互のご縁を深めている

第７条：慈悲の社会福祉活動

困難な境遇にある人々や様々な社会的課題に対し、未来志向で温かい
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組織の力（組織資産）

組織の力とは、外部との信頼関係を作るもととなる、組織としての寺院の持

つ力のことを指す。「業務力」には仏教の教学的な知識だけでなく、さまざ

まなイベント運営の経験値や、人生相談・カウンセリング対応のノウハウな

どが含まれるとともに、いつも清々しさを提供する境内環境の整備や、寺院

の様々な 寺務プロセス・仕組みを指す。また「組織文化」はおもてなしの文化・

精神に加え、立場に関わらずお互いに意見を言い合い寺業改善につなげられ

る雰囲気等が含まれる。「経営基盤」はそれらの寺務の基礎を支えるさまざ

まなシステムであり、財務や経理、IT 業務などがある。

人材の力（人的資産）

人の力は、住職や寺族、寺院のスタッフが持つ「知恵」「意欲」であり、す

べての知的資産の根本を支える。人の力には、使命・ビジョン・戦略を定め

て皆をリードする「リーダーの力」、ビジョン実現に向けて一丸となって寺

務を遂行する「スタッフの力」がある。

Ⅲ　分析

１　寺院経営施策の方向性に関する記述

　寺業計画書のフレームワークが予め定まっているとはいえ、同じ道具でも

人によって使い方が異なるように、寺業計画書の記述の仕方も十人十色であ

る。順当に「ビジョン」や「戦略」の欄において経営の方向性を示す受講者

もあれば、「外部環境」や「無形の価値」の欄において自分なりに読み解い

た意味合いとして記述する受講者もある。また、「アクションプラン」の欄

に具体的に記述される場合もある。

　従って、本稿では調査対象となる 99 ヶ寺の寺院について、寺業計画書の

全体から特徴的な記述を抽出し、カテゴリー分類を行った上、今日の寺院が

行っている経営施策の方向性を明らかにする。なお、記述の中に寺院が特定
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決案が記述される場合が多い。しかし、記述内容の項目分類方針は寺業計画

書執筆者である各受講者の個性や考え方にも大きく左右されるため、本研究

においては項目に関わらず寺業計画書の全体から該当する記述内容を抽出す

ることとする。

　ここで、「3. 無形の価値」について補足を加える。未来の住職塾は寺院経

営論の基礎として知的資産の視点を据えている。

　「知的資産」は、いわゆる特許やブランド、ノウハウなどの「知的財産」

と同義ではない。それら知的財産を一部に含みながら、組織力、人材、技術、

経営理念、顧客等とのネットワークなど、一般的な財務諸表には表れてこな

い目に見えない経営資源の総称である。寺院における資産に関して、伽藍や

仏像、布施収入の多寡など目に見える財産が注目されることが多いが、それ

ら目に見える寺院の有り様を成り立たせている寺院経営の根底には「知的資

産」がある。長期的な視野から見ればそのような「知的資産」こそ組織の本

当の価値・強みであり、価値を生む源泉となるという考え方がとられている。

　未来の住職塾は「知的資産」を寺院向けに「無形の価値」の語へ置き換え

て寺業計画書のフレームワークに組み込んでいる。

２）「無形の価値」の分類について

　寺院の強みとなる無形の価値は大きく「関係性の力（関係資産）」「組織の

力（組織資産）」「人の力（人的資産）」の３つに分類される。（『お寺の教科

書〜未来の住職塾が開く、これからのお寺の１００年』P233 参考）

関係性の力（関係資産）

関係性の力とは、寺院が外部（顧客・地域社会の人々・取引先・その他社会

全般）との関わりの中で生み出される価値を指す。檀家だけでなく地域社会・

住民との関係が生み出す価値である「ステークホルダーとの関係性」、一般

社会からの認知が生み出す「ブランド力」がある。
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Ⅱ　方法

　本稿では今日の伝統仏教寺院の経営施策に関する調査分析を行なう方法と

して、一般社団法人お寺の未来の協力のもと、同法人が主催する未来の住職

塾の受講者が平成 29 年度に発表した「寺業計画書」を調査分析する。

１　調査分析対象

　一般社団法人お寺の未来が主催する「未来の住職塾」（筆者がその塾長・

講師を務める）は、平成 29 年度（第六期）に仙台、東京、甲府、静岡、名

古屋、大阪、岡山、香川、博多の計 9 クラスで開催されている。1 クラスあ

たり 15 名前後を定員とした小規模なクラスが各回 5 時間、年間 6 回開催さ

れ、座学とグループワークを織り交ぜた内容は全体を通じて経営学を基礎と

した寺院論・住職論で構成される。最終回に発表される寺業計画書の完成度

によって卒業判定がなされることもあり、受講者は皆真剣に寺その作成に取

り組む。本稿では、平成 29 年度に最終的に発表された 99 名の寺業計画書

を本研究の調査分析対象とする。

２　調査分析方法

１）寺業計画書の構造

　寺業計画書の構造（フレームワーク）について解説する。寺業計画書のフ

ォーマットは未来の住職塾の事務局から受講者へマイクロソフト社のエクセ

ル形式で提供される。

　寺業計画書の構造は７つの項目に分解される（1. 使命、2. 外部環境、3. 

無形の価値、4. ビジョン、5. 戦略、6. 財務、7. アクションプラン）。この

うち項目の性質上、「2. 外部環境」と「3. 無形の価値」の両項目には寺院の

運営上の課題について、「7. アクションプラン」の項目には課題に対する解
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Ⅰ　問題と目的

　寺院を取り巻く環境の変化は年々激しさを増している。その中で、従来の

寺院経営を続けるばかりで良いのかと、僧侶の悩みも深まっている。特に、

地域社会に根差した寺院と檀家の関係の上に成り立つ一般的な寺院の住職

が、過疎化や少子高齢化といった外部環境の大きな変化を前にして、寺院運

営の方向性を見失っている。それを象徴するように、現代の寺院運営につい

て現役住職らが議論を深める「未来の住職塾」は、全国の僧侶を中心に平成

24 年以降の六年間でおよそ五〇〇名の受講生を輩出している。

　筆者は未来の住職塾の塾長として、平成 24 年〜 29 年度の六年間で

五〇〇ヶ寺を超える寺院の運営者（住職、副住職、その家族他）と面会し、

全国各宗派の寺院の課題とその解決策について議論を重ねてきた。平成 29

年度の未来の住職塾においては、受講生のうち最終的に 99 名が「寺業計画

書 ®」を提出・発表した。寺業計画書は、共通のフレームワークに則って受

講者が自らの寺院の外部環境・強み・ビジョンを描き、戦略と具体的なアク

ションプランを構築したものであり、寺院が抱える諸課題と解決策を調査分

析する上で有用な素材を提供している。

　本研究の目的は、平成 29 年度の未来の住職塾において発表された「寺業

計画書」を題材として、今日の伝統仏教寺院の経営施策に関する調査分析を

行ない、伝統仏教寺院の今後の経営の方向性を検討するための材料を提供す

ることにある。

日本伝統仏教寺院の経営施策に関する調査分析

松 本 紹 圭
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妖怪文化の伝統と創造　―ウチとソトの視点から―」（国際研究集会報告書第４５号）、

国際日本文化研究センター、2015 年 1 月。

15   岩城紀子「妖怪浄土双六考」小松和彦編『日本妖怪学大全』小学館、2003 年。

16   口寄せについては以下拙稿を参照。今井秀和「〈口寄せ〉像の変容と聴覚・視覚メディ

ア　―能、絵画、そしてマンガ―」小松和彦編『進化する妖怪文化研究』せりか書房、

2017 年。同「エンターテイメントとしての口寄せ」『世間話研究』第 21 号、世間話

研究会、2013 年 3 月。同「口寄せと民俗的想像力　―生き口寄せと睡魔の関係―」『日

本文学研究』第 50 号、大東文化大学日本文学会、2011 年 2 月。

17   生まれ変わりについては以下拙稿を参照。今井秀和「江戸の噂と怪猫　─猫はなぜ喋

るのか」横山泰子・早川由美・門脇大・今井秀和・飯倉義之・鷲羽大介・朴庾卿・広

坂朋信『猫の怪』〈江戸怪談を読む〉シリーズ、白澤社、2017 年 7 月。同「江戸期の

転生騒動にみる〈怪異〉の聞き方・書き取り方の諸相」『口承文芸研究』第 40 号、日

本口承文芸学会、2017 年 3 月。同「犬の伊勢参りと転生」『日本文学研究誌』第 7 輯、

大東文化大学日本文学専攻、2009 年 3 月。

18   地獄絵と妖怪画との図像的な関わりについては以下拙稿を参照。今井秀和「妖怪図像

の変遷　｢片輪車｣ を中心に」小松和彦編『妖怪文化の伝統と創造　―絵巻・草紙か

らマンガ・ラノベまで』せりか書房、2010 年 9 月。同「江戸期の妖怪図像に見られ

る地獄絵・九相図の影響」小松和彦編「怪異・妖怪文化の伝統と創造　―ウチとソト

の視点から―」（国際研究集会報告書第４５号）、国際日本文化研究センター、2015

年 1 月。

19　 今井秀和「妖怪化する仏像　―江戸期〝仏像信仰〟の副産物―」『蓮花寺佛教研究所紀要』

第 7 号、蓮花寺佛教研究所、2014 年 3 月。

〈 キ ー ワ ー ド 〉　地獄、妖怪、鬼、鬼灯の冷徹、地獄少女
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録は以下に収録。『第 19 回国際神道セミナー　日本人の死後の世界（異界）観』ＮＰ

Ｏ法人神道国際学会、2018 年 1 月刊行予定。

3　  以下拙稿では、鬼、河童、天狗といった代表的な日本の妖怪を中心に、日中の妖怪を

比較する際の注意点について述べた。「日中妖怪比较研究之可能性及课题——以鬼、

天狗、河童为话题」『東方研究集刊』第 1 号、浙江工商大学出版社（中国・浙江省）、

2017 年 8 月（中文。翻訳：王琦、張付梅、李園園、石鲁豫）。

4　  今井秀和「鬼と地獄のあれやこれ　―アニメ『鬼灯の冷徹』の地獄と妖怪―」『怪』第

51 号、角川書店、2017 年 10 月。内容的に本稿と重なる部分がある。

5　  日本の中世における地獄関連の説話と絵画との相互関係については、以下を参照され

たい。田村正彦『描かれる地獄 語られる地獄』三弥井書店、2015 年。

6　  原作、地獄少女プロジェクト・わたなべひろし（原案）。監督、大森貴弘（第 1 期・二籠・

宵伽）、わたなべひろし（三鼎）。

7　  『金剛般若経集験記』所収の説話については以下を参照。山口敦史、今井秀和、迫田

（呉）幸栄「校訂　金剛般若経集験記」（一）―（六）『大東文化大学紀要』第 51―56 号、

大東文化大学、2013 年 3 月―2018 年 3 月（印刷中）。

8　  今井秀和「妖怪図像の変遷　｢片輪車｣ を中心に」小松和彦編『妖怪文化の伝統と創造

―絵巻・草紙からマンガ・ラノベまで』せりか書房、2010 年 9 月。

9　  河野啓・高橋幸市・原美和子「日本人の意識変化の 35 年の軌跡（２）　〜第８回「日

本人の意識・２００８」調査から〜」『放送研究と調査』2009 年 5 月号、NHK 放送

文化研究所、2009 年 5 月。

10　阿部貴子「死後のイメージ」『真言宗智山派の現状と課題　平成 22 年度実施　真言宗

智山派総合調査分析研究報告書』真言宗智山派宗務庁、2012 年 3 月。

11   今井秀和「現代神仏図像学　―いわゆる〈神様〉図像について―」『蓮花寺佛教研究所

紀要』第 9 号、蓮花寺佛教研究所、2016 年 3 月。

12  日本のみならず、アジアにおける地獄イメージについては以下を参照。『アジア遊学』

第 10 号（特集：地獄と極楽　—アジアの芸能・芸術にみる—）、勉誠出版、1999 年

11 月。

13   小栗栖健治「地獄絵に描かれた仏教習俗」『熊野観心十界曼荼羅』岩田書院、2011 年。

14   今井秀和「江戸期の妖怪図像に見られる地獄絵・九相図の影響」小松和彦編「怪異・
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する言説などについて、本稿では触れることができなかったが、これらの動

向を踏まえた上で当時の娯楽文化に立ち戻ってみた時、また別の景色の見え

方が開けるようにも思われる。

　以上あげてきたようなトピックと深く絡み合うかたちで変容してきた〈地

獄〉表象が、近現代にも強く継承されているのは、本稿で見てきた通りであ

る。今後も、現代の娯楽作品を「謎」の起点とした上での、前近代の文化へ

の逆照射が必要となってこよう。

参考文献

岩城紀子「妖怪浄土双六考」小松和彦編『日本妖怪学大全』小学館、2003 年。

小栗栖健治「地獄絵に描かれた仏教習俗」『熊野観心十界曼荼羅』岩田書院、2011 年。

今井秀和「江戸期の妖怪図像に見られる地獄絵・九相図の影響」小松和彦編「怪異・妖怪
文化の伝統と創造　―ウチとソトの視点から―」（国際研究集会報告書第４５号）、国際日
本文化研究センター、2015 年 1 月。

註

1　  本稿は蓮花寺佛教研究所例会における以下の口頭発表を元にしている。今井秀和「〈地

獄〉表象の変容　―「妖怪のいる地獄」を巡って―」蓮花寺佛教研究所研究例会、

2017 年 8 月 28 日。なお本稿で扱う全ての情報は、本稿執筆時（2017 年 12 月 30 日）

現在のものである。

2　  本稿は註 1 で示した口頭発表を元にしているが、部分的に、以下の 2 つの口頭発表と

も重なる内容を含む。①今井秀和「地獄と妖怪　―近世の妖怪画における地獄絵図像

の摂取と変容―」佛教文化学会 第 26 回学術大会シンポジウム「地獄と極楽　〜いま、

その意義を問い直す〜」（於 大正大学）、2016 年 11 月 26 日。なお、当日の口頭発表

記録は以下に収録されている。『佛教文化学会紀要』第 26 号、佛教文化学会、2017

年 11 月。②今井秀和「中近世の日本における死後の世界　―あの世、転生、化け物

イメージの変遷―」神道国際学会 公開セミナー「日本人の死後の世界（異界）」（於 

コンベンションルーム AP 八重洲通り）、2017 年 3 月 2 日。なお、当日の口頭発表記
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になる。地蔵菩薩や閻魔大王の本来的な役割から逸脱し、妖怪キャラクター

としての属性を得ているわけである。

　かつて拙稿「妖怪化する仏像　―江戸期〝仏像信仰〟の副産物―」におい

て、仏像の妖怪化の背景のひとつとして、仏像の量産化という文化的な変化

があったのではないかと論じたことがある［今井　2014］19。地獄イメージ

の変容にも、同様に、印刷複製技術の発展による、地獄の責め苦を描いた図

像の一般化が影響していたことは充分に考えられるだろう。

　本稿において扱ってきた時間軸は長く、また領域も広いものであったため、

かなり早足かつ十分とは言えない量の材料で論を進めることになってしまっ

た。しかし、現代のサブカルチャーを見ているだけでは通常、浮かんでこな

い疑問と、その疑問に対する一応の答えと根拠は用意できたように思う。そ

れを踏まえた上で、なお検討すべき課題も多い。

　たとえば、本稿で見てきたように近世期には地獄絵の図像や仏像を娯楽の

対象として妖怪キャラクター化できるようになったわけだが、なぜ、中世に

は見られなかったそのような動きが近世に入って可能となり、また活発化し

たのかという問題については、いずれ必ず考えねばならないと思っている。

　また『日本霊異記』以降、「地獄」は、目指すべき極楽往生の対極に位置

するものとして取り上げられてきた。ところが、時代が下ると次第に、説話

や絵画などで、地獄のみが焦点化されるという現象が散見されるようになる。

極楽と地獄とをセットで語るという定型からの逸脱である。

　中世まで通用してきた本来の仏教的世界観は、近現代においてもそのまま

維持されている一方、近世以降、次第に「地獄」と「浄土」という単純な二

元化を果たすようにもなってきた。近世においてはさらに、浄土から地獄の

みが離れ、焦点化されていくという動きも確認できるように思われるのであ

る。

　言い換えれば、往生への志向から、地獄への興味へのスライドという文化

現象であるが、それがどの程度のスパンで、どのように生じてきたのかとい

う点についても、より深い考察が必要となってこよう。

　さらに、江戸期の仏学や儒学、国学サイドからの地獄・浄土・幽冥界に関
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　また、本稿冒頭でも述べたように、現代において「妖怪」と呼ばれる異形

のキャラクターたちの多くは、地獄にはいない。妖怪たちは、人間の住む世

界と同じ現世か、それと重なり合ったかたちでどこかに存在する不思議な場

所、いわゆる「異界」に住むと考えられてきた。しかしながら「妖怪浄土双六」

といった江戸期の大衆文化においては、本来的な地獄すなわち「他界」イメ

ージと、妖怪たちの棲む「異界」イメージが重なり合っている。地獄絵から

妖怪画への図像要素の転用とは異なるが、江戸期においては、こうしたかた

ちでも「地獄」と「妖怪」の接近が確認できるのである。

　さて、筆者は過去の論考において、日本人の「死後」観、とくに江戸期か

ら近現代にかけての「死後」イメージの展開と変容について考察を進めてき

た。試みにそれらの研究を大別すれば、次のようになろう。

Ａ．口寄せ巫女を対象とした、死者や生者の「霊魂」をめぐる文化に関する

研究 16。

Ｂ．人間や動物が死後に転生し、別の存在になるという「生まれ変わり」に

関する研究 17。

Ｃ．中近世に広く一般化した「地獄」の図像イメージの成立と展開に関する

研究 18。

　本稿では、これらのうち、「地獄」の図像イメージの成立と展開に関する

研究を、一歩進めたことになる。この世の霊、あの世、転生、といったトピ

ックはいずれも、死後のイメージに関するものであり、一見しただけでは一

番古臭い「地獄」イメージも、なぜそれが古臭く感じられ、それ故に積極的

な戯画化の対象となり得たのか、という疑問点からすれば、この世にあらわ

れる霊魂イメージや、転生イメージをめぐる表象文化との接続および比較の

可能性を有していると言えるだろう。

　江戸期における地獄イメージの変容は、仏像イメージの変容とも重なり合

う部分を持つ。たとえば江戸期の世間話では、本来は地獄を含む六道を巡る

救済者である地蔵菩薩の姿を写したものであるはずの仏像が、現世において

人を襲うとか、同様に、地獄の王であるはずの閻魔大王の像が現世で子ども

を喰ってしまうといったストーリーが、一応の「事実」として語られるよう
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　浄土双六のスタート地点、いわゆる「振り出し」のマスは、人間の住む

「何閻浮州」であり、ゴール地点、いわゆる「上がり」のマスが「極楽浄土」

として設定されている。そして、スタートからゴールに向かう途中に、止ま

ってはいけない場所として地獄の責め苦を行う獄卒などが描かれたマスが複

数、存在する。

　岩城は、江戸期に印刷・出版された浄土双六のバリエーションとして、「妖

怪浄土双六」と呼ぶべき作品があるという。そしてそこには、地獄の獄卒以

外に、現世にいるはずの妖怪たちの姿が描きこまれているのであった。以下

に、岩城による考察を引用する。

仏教の教義にのっとって、整然と十の世界に分かれていた浄土双六に対

し、「妖怪浄土双六」では、「神仏の世界」「現世」「異形の住む世界」と

いう三つの世界に単純化されて構成されていた。この三つの世界に集約

されて描かれたのは、おそらくはこの「妖怪浄土双六」を手にして遊ん

だであろう人々の、常識的な感覚を写しとった結果であろう。すでに彼

らにとっては、仏教で説く宇宙観はリアリティを失っていた。来世は地

獄か極楽か、もっぱら彼らの関心はそこにあったのだ。［岩城　2003］15

　このように「妖怪浄土双六」においては、仏教的な「十界」という世界認

識から、浄土・現世・地獄への、イメージの集約が行われていた。江戸期に

は「妖怪浄土双六」に限らず、とくに大衆文化における各種のコンテンツを

通して、仏教的な世界認識に対する再編集が行われていたのである。

　「妖怪浄土双六」が、どの程度、当時の一般的な認識を反映しているのか（あ

るいは新たなイメージを創り出したのか）、さらには「妖怪浄土双六」の影

響力がどの程度あったのか、といった点についても考える必要があるが、そ

れについては簡単に判断を下せない部分がある。少なくとも、当時、大衆文

化の一側面においてこのような世界認識（地獄と極楽に二極化された「あの

世」イメージ、妖怪がいる「地獄」イメージ）が想像可能であったことを覚

えておくようにしたい。
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　そのほか、『画図百鬼夜行』シリーズの「火前坊」、竹原春泉作・桃山人画

『絵本百物語』の「かさね」や「おきくむし」などの妖怪画においては、本

来は亡者を苛むはずの地獄の業火だったものが、妖怪が纏う怖ろしげな陰火

に意味合いを変えている。『絵本百物語』の鳥の妖怪「波山」も、地獄絵の「鶏

地獄」の影響下にあるものと考えられる。また、「六道絵」にも含まれる「九

相図」的死体図像の影響下にある妖怪図像もある。『絵本百物語』の「帷子辻」

には九相図「噉食相」からの、同じく「寝肥」には九相図「肪腸相」からへ

の影響が認められるのである。［今井　2015］14

　以上のように、特定の責め苦を描いた図像の一部だけをサンプリングした

ものが、江戸期の妖怪画像には散見される（鬼、火車、片輪車、波山等々）。

こうした妖怪画においては、元となった地獄絵が全体的な構図において示し

ていた、総体としての地獄というコンテクストが無化している。近世に一般

化する、戯画化された閻魔大王などの諧謔的な地獄観ともあいまって、変容

した地獄イメージがそこにはある。言い換えれば、総体としての「地獄」表

象の一部抽出と、抽出した表象の意味内容の変化、ということになろうか。

　一方で、源信『往生要集』的な地獄観、つまり中世に隆盛を見た地獄絵ベ

ースの地獄観が失われたわけではない。江戸期における地獄イメージは、多

層化していたのである。いずれにせよ、近現代にも繋がり得るような、“ 新

たな地獄観 ” を一般化したのが、江戸という時代ではなかったか、と考えら

れるのである。

　

７　「妖怪のいる地獄」像の成立

　江戸期における新たな地獄観の形成に基づく、地獄と妖怪との関わりにつ

いては、浄土双六をめぐる岩城紀子の研究がある。浄土双六というのは、中

世には手書きの写本として存在した双六の一種であり、江戸期にはこれが印

刷されるようになり、さらなる一般化を果たした。ルールについての詳細は

省くが、サイコロを振って出た目に合わせてマス目を移動するという、いわ

ゆる現代の双六とも共通点の多いゲームだったと考えられている。
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すると、以下のようになるかと思われる。一つは、仏教説話集における地獄

イメージの流布である。そして、それと関わるかたちでの、地獄絵の絵解き

における地獄・極楽の一般化があった。また、地獄からの蘇生（黄泉がえり）

や、死後の世界を経ての輪廻転生（生まれ変わり）の説話が、唱導文芸を通

して広まることともなった。さらには、記紀神話の再解釈と再編成、いわゆ

る「中世神話」の形成が行われたのも、この時代であった。

６　地獄イメージの変遷

　すでに『日本霊異記』の時点で見られる、仏教的な「地獄」イメージと日

本神話的な「黄泉」イメージとの接続については確認したところであるが、

時代が江戸以降まで下ると、より多様化した地獄イメージの展開が見受けら

れるようになる。たとえば、春画としての地獄絵の登場である（国際日本文

化研究センター所蔵『地獄草紙絵巻』）。地獄を描いた絵巻の中には、全編を

通して、獄卒や責め苦などが性器をモチーフとして描かれたような作品も存

在するのである。地獄を扱ったパロディの中でも最たるものと言えそうだが、

性に関する仏教の戒律があってこそ、こうした春画が成立するというある種

の混沌を抱えている点にも注意しておきたい。

　地獄絵は、多数の場面で構成されている。一つの責め苦や、個別の地獄だ

けを描くわけではない。複数の責め苦を描きこむことにより、総体としての

「地獄」を理解できる構造を有している。また六道絵も、六道を描くことに

意味があるわけである。

　こうした、それぞれの意味を持つ多数の場面で構成された地獄絵が、江戸

期には個別の場面に切り離されて全く別の意味を付与されて転用されるよう

にもなってくる。具体的には、江戸期の妖怪図像が、ときに中世の地獄絵や

餓鬼草紙などの図像を利用しているのである。そのうち、最もわかりやすい

例は、マンガ『鬼灯の冷徹』に関する解説部分ですでに触れたように、地獄

絵の「火車」図像が、鳥山石燕『画図百鬼夜行』シリーズにおける妖怪「片

輪車」の図像として転用されたことであろう。
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ね現世に戻ることを促すと、（伊邪那美命が）悔しきかも、速く来ずて、

吾は黄泉戸喫しつ、と告げられる場面である。

　『古事記』における黄泉戸喫（よもつへぐい）とは黄泉の国の食物を食べ

てしまうと現世に戻れないという神話的な設定であり、『日本霊異記』にお

ける黄竈火物（よもつへもの）は、それを踏まえた上での、黄泉の火で調理

した食物という意味を持つ。

仏教説話に記紀神話の死後の世界と共通するイメージが説かれているわ

けであり、これは記紀神話が仏教説話の中に取り込まれた、つまり、記

紀神話の仏教説話化を示す事例として指摘することができる。これだけ

の資料では不十分であるが、神話世界の死後イメージが仏教と結びつき、

仏教化された形で定着していった可能性が考えられるのである。

　小栗栖が述べているように、『日本霊異記』における黄竈火物のエピソー

ドは「記紀神話の仏教説話化」として捉える必要があろう。ただし、ロング

スパンで日本における「あの世」（とくにマイナスイメージを持ったあの世）

について考えようとした場合、『古事記』や『日本霊異記』のそれには、ほ

かにも見過ごせない変化が存在している。

　言うなればそれは、テキストに記されているのが、一体、誰にとっての「あ

の世」なのか、という問題である。『古事記』の場合は神代の物語であるから、

この世を去って黄泉へ行ったのも、当然のことながら神である。人ではない。

つまり、『古事記』における黄泉国は人のためのものではなかった。しかし『日

本霊異記』における地獄は人間が堕ちる場所であり、従って人間であるとこ

ろの僧、智光が訪れることになったわけである。『日本霊異記』の地獄が日

本神話的「黄泉」のイメージを取り込んだことにより、想定外の効果として、

両者の違いが明確化されたということができよう。

　このような、古代における地獄イメージの変容も踏まえつつ、中世にはさ

らに広く「あの世」イメージが伝えられることになる。それらを簡単に整理
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をひとつの補助線としつつ、古代から中近世にかけての死後の世界、とくに

「地獄」イメージの変遷を追いかけていきたい。

　小栗栖は、日本における死後世界のイメージが、幾つかの段階を追って変

化してきたとする。第１段階は仏教が伝来する以前で、「『魏志倭人伝』に記

された葬送習俗や古代の殯などが行われていた時期」だという［小栗栖　

2011］13。第２段階は仏教伝来以後から戦国時代までで、「一〇世紀におけ

る『往生要集』の撰述と『地蔵十王経』の成立が、日本人の死後世界のイメ

ージを決定づけた。『往生要集』は表層としての仏教的地獄観であり、『地蔵

十王経』には基層信仰としての死後世界が盛り込まれていたと考えられる」

という。

　第３段階は戦国期から近世初頭にかけてとしており、「一六世紀はいわば

地獄絵の変革期であり、現代社会にまで継承される死後世界のイメージがこ

の時期に生まれたと見ることができる。庶民層における家意識の確立による

社会構造の変化は、『地蔵十王経』の死後世界のイメージに、女性や子ども

の地獄、孟蘭盆の施餓鬼など新たな供養と救済を加え、日本人の死後世界の

観念を発展させ、多様化させた」のだという。

　筆者の私見によれば近世中期から後期にかけても、大きな地獄イメージの

変化が見られるのだが、それについては本稿の各所で述べる通りである。

　さて、日本で最初に編まれた仏教説話集である『日本霊異記』のうち、中

巻第七話「智者、変化の聖人を誹り妬みて、現に閣羅の闕に至りて、地獄の

苦を受くる縁」は、行基を誹謗した元興寺の僧、智光が地獄から蘇生したと

いう内容である。智光は閻魔王の使者二人に連れられて地獄の炎に焼かれる

などの責め苦を受けたのち、現世に戻る。その際、地獄の食物を食べないよ

うにという忠告を受けるのだが、前出の小栗栖は、この場面に関して次のよ

うに述べている。

ここで着目したいのは、「けっして黄竈火物を食べてはいけない。今は

すぐに帰れ」という一文である。この部分は、『古事記』の有名なエピ

ソードを想起させる。それは、伊邪那岐命が黄泉の国へ伊邪那美命を訪
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庭婦人だけでなく檀信徒も含んでいるとはいえ、特定の宗派内部における調

査であるから、広く一般層を対象とした調査とはかなり傾向が異なるものだ

とは思われるものの、地獄という選択肢がほとんど想定されてないという点

は、現代における死後イメージを考える上で無視できない。

　また、逆に興味深いのは、ひっかけ問題のように設定された「天国へいく」

を選択した人が少なくない点である。「天国へいく」を選んだのは、教師だ

と 1.1％（自分）、1.7％（大切な人）、1.8％（第三者）。寺庭婦人だと 4.2％（自

分）、7.2％（大切な人）、6.2％（第三者）、檀信徒だと 6.7％（自分）、11.7（大

切な人）、10.3％（第三者）という結果になっている。しかしながら、言う

までもなく「天国」はキリスト教のものであり、仏教における極楽とは異なる。

　仏教における一宗派内部における調査でありつつ、自身の死後の行き先と

して天国を選ぶ人が少なくなかったというのは、宗派としては教化に関わる

検討課題ということになろうが、本稿の関心に即して言えば、現代日本人の

「あの世」観には、近代以降に強く西洋から流れ込んできたキリスト教の宗

教イメージが交じり合っているように見受けられるのである。

　ただし、それは必ずしもキリスト教の教義が日本へ深く浸透したことを示

すものではなく、現代の多くの日本人が思い描く漠然とした死後の認識に、

新たなイメージが加わったに過ぎないのかもしれない。こうした点は、以前

拙稿で考察した、マンガなどの現代日本の大衆文化における漠然とした「神

様」像（いわゆる「神様」イメージ）とも重なってくる、案外に大きな問題

だと言えよう［今井　2016］11。

５　前近代の日本における死後観

　前近代の日本における「死後の世界」のイメージは多様かつ複雑であり、

一口に論じることは難しい。そこには、日本の風土で育まれたイメージと、

大陸から伝わってきたイメージとの混合から生み出された、実に数多くの表

情がある 12。それでも、時代別の変化をおおまかに把握することは可能かと

思われる。ここでは、小栗栖健治「地獄絵に描かれた仏教習俗」における論
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ジのあの世を想定していたかどうかは分からない。おそらく、プラスイメー

ジのあの世（天国、極楽）を想定していた人が多かったようにも思われる。

そこで、あの世の内実について、もう少し切り込んだ調査をしたものを確認

してみたい。

　広く一般の現代日本人を調査対象としたものではないが、真言宗智山派宗

務庁が平成 22 年度（2010 年度）に実施した、智山派内部の調査報告がある。

そのうちの第 4 章「死後のイメージ」の内容を確認する［阿部　2012］10。

　「死後のイメージ」では、教師・寺庭婦人・檀信徒を対象として、フラン

スの哲学者、ジャンケレビッチが提唱した「人称の死」を踏まえた上で行っ

た調査に関し、分析を行っている。人称の死とは、一人称（私）、二人称（親

称で呼び合えるとても大切な人）、三人称（第三者、他人）によって、それ

ぞれ死の捉え方が異なるという説である。

　たとえば死後に自分・大切な人・第三者がそれぞれどうなると思うかとい

った設問に対しては、「成仏、往生、密厳浄土へいく」と回答したのが、教

師だと 49.9％（自分）、54.7％（大切な人）、50.1％（第三者）となっている。

これが寺庭婦人だと 34.5％（自分）、40.8％（大切な人）、36.5％（第三者）

となる。檀信徒では、28.3％（自分）、33.6％（大切な人）、28.3％（第三者）

という結果が出た。

　阿部はこうした結果を踏まえ、教師のほぼ半数が、自分が成仏するという

答えを選択していない点に着目する。教師は死後の自分の行方に関して、「わ

からない」以外では多い順に「無になる」が 7.4％、「先祖のところへいく」

が 7.3％、「命あるものに生まれ変わる」が 5.1％になっているという。

　では、本稿で考えようとしている地獄に対してはどのように考えているの

だろうか。この、死後どうなると思うかという質問に対する選択肢としては、

以下のものが用意されている。「天国へいく」「地獄へいく」「成仏、往生、

密厳浄土へいく」「命あるものに生まれ変わる」「先祖のところへいく」「霊

になる」「何らかのかたちでこの世に残る」「無になる」「わからない」「その他」。

　阿部の論考に付されたグラフを参照すると、このうち「地獄へいく」は、

教師のみが自分の行く先として選択している（1.0％）。調査対象に教師や寺
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　一方で、アニメ『地獄少女』の地獄は、正面から描かれない。描かれるの

は、地獄少女によって地獄に流されるまでの人間たちの葛藤という人間ドラ

マと、最終的にその人間たちが流される地獄の入り口、までである。現代人

にも通用する恐怖を担保するために、あえて地獄を直接描かないという手法

がとられているのだろう。

　現代の日本人にとって、地獄絵の地獄は、リアルな恐怖を喚起するもので

はない。もちろん、たとえば先述の映画『地獄』が試みたようなグロテスク

描写は、時代に応じた技術によって幾らでも可能となろう。しかし、その即

物的な描写が生み出す恐怖感が、前近代の人々が地獄に対して抱いていた恐

怖とイコールになり得るかと言えば、決してそうではないはずである。

４　現代日本人の死後観

　現代の大衆文化における〈地獄〉表象については、おおまかなところを確

認できたように思う。次に、そうした大衆文化とも深い関わり合いを持つと

考えられる、現代日本人の意識についても見ていきたい。

　NHK は 1973 年から 5 年毎に「日本人の意識」調査を行っている。ここ

では 2008 年の調査を踏まえ、過去 35 年の変化を整理・報告した「日本人

の意識変化の 35 年の軌跡（２）」の内容を確認したい［河野・高橋・原　

2009］9。

　宗教意識のうち、「信じているもの」については、2003 年調査からの 5

年間で増加した項目として、「仏」（39％→42％）、「あの世」（11％→15％）、「奇

跡」（15％→ 18％）、「お守り・おふだの力」（15％→ 17％）があげられている。

筆者はその後に行われた調査の結果を把握していないため、2017 年現在の

「現代」を語るための資料としては不十分だが、少なくとも 2000 年代以降

（2003 年、2008 年）の調査においても、「あの世」を信じている層が 1 割

以上いた、ということは確認できる。これが多いととるか少ないととるかは

人によって判断が分かれるところであろう。

　ただし、あの世を信じていると回答した人が、地獄などのマイナスイメー
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氏物語』車争いの場面に由来する 六
ろくじょうの

条 御
みやすんどころ

息 所の怨念を鬼面で表したもの

であり、そもそも女の妖怪なのだが、本作においては男という設定になって

いる。

　石燕の創作である「朧車」や「輪入道」（こちらはアニメ『地獄少女』に登場）

は、同じく石燕描く「片輪車」から派生させられたものである。そして、石

燕の「片輪車」は、地獄絵に描かれる責め苦の一つ「火車」をモチーフとし

ている［今井　2007］8。つまり、地獄絵の火車が石燕描く片輪車の元ネタ

となり、片輪車の派生であったはずの「朧車」は『鬼灯の冷徹』において偶

然、再び地獄に戻ったことになる。

　その一方、地獄の火車イメージは江戸期に至ると多様化し、現世にあらわ

れて真新しい死体を攫う猫型の妖怪としても認識されるようになる。『鬼灯

の冷徹』においては地獄の火車が大猫の姿で描かれているが、本来、地獄絵

における火車は猫姿ではなかったのである。こうした、中世から江戸期にか

けて多様化した地獄のイメージや、その図像を転用した妖怪画が、『鬼灯の

冷徹』においてはかなり複雑な再合流を果たしているのである。

　ギャグであるため、『鬼灯の冷徹』における地獄は、亡者への責め苦が続

く職場でありながら、賑やかでユーモラスなものとしても描かれている。し

かし、こうした〈地獄〉表象は、現代においてはじめて可能となったもので

はない。地獄を、あたかも楽しい場所のように表現し、閻魔大王を小馬鹿に

するような娯楽作品は、実は前近代においても数多く作られていた。江戸後

期になると、中世以来の地獄観を有する敬虔な仏教徒がいる一方で、死後の

世界を信じていたとは思えない作品が数多く登場するようにもなるのであ

る。

　たとえば、江戸期の小
こばなし

咄を源泉とする上方落語「地
じごく

獄八
ばっけい

景 亡
もうじゃのたわむれ

者 戯 」（江

戸落語「地獄巡り」）では、亡者たちが地獄を物
ものみ

見遊
ゆさん

山のように楽しんで歩

き廻る描写がある。また、妖怪画や戯画を多く描いた幕末明治期の浮世絵師

である河
かわなべ

鍋 暁
きょう

斎
さい

は複数の地獄絵を残しているが、そこでは恐ろしいはずの

獄卒や哀れなはずの亡者が、どこか楽し気に描かれている様子を確認できる

ことだろう。
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　こうした複雑な文化的背景を背負う日本の「鬼」というファクターがあれ

ばこそ、『鬼灯の冷徹』の地獄においては、獄卒と桃太郎とが直接対決する

という、本来であれば位相を異にする者どうしによる、謎の名場面が生まれ

得たわけである。

　ただし、さらにややこしいのは、中国の仏教説話集、たとえば『日本霊異

記』にも影響を与えた唐代の『金剛般若経集験記』などにおいて、地獄の役

人が「鬼」とも記されている点である。彼らは、人間にとっては死後の世界

である冥府において王に仕える配下であり、死すべき定めの人間を拘引する

ため、たびたび現世に現れる地獄の使者でもある。そうした意味で古代中国

の鬼は、現代の『鬼灯の冷徹』や『地獄少女』の主人公たちの原型とも言え

るかもしれない。

　『鬼灯の冷徹』作中でも触れられるように中国で「鬼」と言えば幽霊・死

者を指す言葉である。『金剛般若経集験記』などにおける「鬼」も、古代中

国語における「鬼」が持つ意味のひとつ、すなわち「死者」（死体ではなく

死者）の意味として捉えておくべきなのだろうが、日本における地獄と鬼の

関係性について考える上では、その前段階としての中国の説話にも着目して

おく必要があるだろう 7。

　ちなみに『鬼灯の冷徹』主人公の「鬼灯」は、古代日本で生贄にされた「丁」

という少年の死体に複数の「鬼火」が入り込み、それが地獄に迷い込んだのち、

若き日の閻魔大王に「鬼灯」（鬼火＋丁）と命名されたという設定になって

いる。つまり鬼灯には、亡者を指す言葉としての「鬼」のイメージと、それ

と関わる可能性のある「地獄の使者」イメージ、さらには日本の「オニ」の

姿として採用されることになった「地獄の獄卒」イメージが合流しているこ

とになる。現代のサブカルチャー作品も、その構成要素を腑分けしようとす

ると、思わぬロングスパンの文化史を紐解く必要性に駆られることがあるの

である。

　続けて、『鬼灯の冷徹』におけるほかの妖怪についても確認していこう。

本作における地獄のタクシーは妖怪「朧
おぼろぐるま

車」である。江戸期の妖怪絵師で

ある鳥山石燕が『画図百鬼夜行』シリーズの中で創作した「朧車」は、『源
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たり前のように「地獄」という要素と「妖怪」とが混在している。

　『地獄少女』は、地獄をテーマとしたアニメ作品でありつつ、妖怪がメイ

ンキャラクターをつとめる点で「妖怪アニメ」でもあるとも言える。同様に

『鬼灯の冷徹』にも、河童に天狗に鎌鼬、座敷童、朧車、ぬらりひょん……と、

実に多くの妖怪が登場する。しかしながら、これらの妖怪は本来、現世にあ

らわれるものとして語られ、描かれてきたものだったのである。それではな

ぜ、地獄をテーマにした作品が、かくも当然のように妖怪を扱うに至ったの

だろうか。

　『鬼灯の冷徹』作中の「地獄」は、民俗学などで言うところの神話・伝説・

昔話・世間話（都市伝説）など、説話としての位相を異にする様々な物語中

のキャラクターたちが一堂に会し、さらには西洋の天国・地獄や中国の桃源

郷などとも接続している一種の「異界」である。登場キャラクターの例をあ

げると、作中のイザナミは「神話」に登場する神であるし、源義経（あくま

で説話の上での「源義経」）は「伝説」上の人物である。また、桃太郎は「昔

話」の主人公であり、人面犬は一応のノンフィクションとして語られる「都

市伝説」（民俗学では「世間話」ともいう）の人気者だった。

　本作がギャグマンガであることもあって気付きにくいのだが、妖怪が地獄

にいるという設定には、文化史的にも興味深い「ねじれ」が含まれている。

　その「ねじれ」の核となるのが、鬼である。鬼灯たち地獄の獄卒は、作中

で「鬼」とも表現されている。しかし、ややこしいことに、本来、地獄に「オ

ニ」はいなかった。江戸期以降、今日でも広く認識されているような、角を

生やして金棒を持った獄卒は、いわゆるオニではなかったのである。

　まず、古代の日本には、悪しき霊的存在を指す「オニ」という観念があっ

た。しかし、日本には文字文化がなかった。そこに漢字が輸入されると、「オ

ニ」という概念には中国由来の「鬼」という字があてられ、さらに後世、そ

の姿を描こうとした際に地獄絵などの獄卒の姿が転用されたと考えられてい

る。つまり地獄にいるのは、現世にいる妖怪「オニ」に姿を転用された獄卒

であり、鬼そのものではいのである。しかし後世、両者は同一視されていく

ことになる。
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うところが特徴である。いわば、次々に架空の「あるあるネタ」が披露され

ていくという点で、読者から屈折した笑いを引き出す仕組みになっているの

が、『鬼灯の冷徹』の基本構造である。

　当然のことながら、そもそも日本における地獄は、仏教において守らねば

ならない「戒律」をベースとしている。それらの戒律は、かつてのインドや

中国における世相風俗を下敷きにしていることもあり、象に酒を飲ませて暴

れさせ、多くの人を殺した者が落ちる地獄「雨
うえん

炎火
か

石
せきしょ

処」をはじめとして、

現代日本にはそぐわないニッチな地獄が多々ある。そのため、作中では度々、

こうした地獄と現代日本の実社会とのギャップを扱って笑いに変えている。

　インドや中国など、大陸において成立した「地獄」の観念が、日本におい

て広く民衆に認知された時代は中世であったが、その鍵となったのが「地獄

絵」である。『鬼灯の冷徹』が下敷きとしている地獄のヴィジュアルイメー

ジも地獄絵に由来し、地獄絵の影響力は中近世から近現代に至るまで、計り

知れないものがある 5。

　ホラーとして地獄を扱ったアニメには『地獄少女』といった人気作もある。

『地獄少女』は、2005 年から 2017 年現在にかけて４回のシリーズとして放

映された TV アニメである 6。アニメ企画に連動して講談社『なかよし』に

マンガが連載されたほか、2006 年から翌年にかけては実写ドラマも放映さ

れた。

　本作は、現代社会における人間関係のもつれを題材としたホラー要素の強

い作品である。通称「地獄少女」と呼ばれる美少女「閻魔あい」と配下の妖

怪たちは、「地獄」の使者的な存在であり、特定の人物に恨みを持つ依頼者

からインターネット経由で依頼を受けると、「地獄流し」によってその相手

を地獄に送る役割を担っている。ただし、ひとたび「地獄流し」が決行され

れば「人を呪わば穴二つ」の理によって、依頼者の没後の地獄行きも決定する。

　閻魔あいをサポートする配下の妖怪たちとしては、「輪入道」、「骨女」、「山

童」、「一目連」などといった、江戸期の版本その他を通して有名になった妖

怪たちが登場する。彼らは依頼者による依頼から「地獄流し」に至るまでの

道筋を見届け、円滑に「地獄流し」を行うための役割を持つ。そこでは、当
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人公の教え子である子どもたちが暮らす現代日本である。

　注意しておきたいのはむしろ、妖怪マンガのタイトルに「地獄」が入って

いること、そして、読者の誰もがそれに疑問を抱くことがなかった、という

ことであろう。地獄と妖怪という、本来は関係のなかったものどうしが違和

感なく結びつくようになったのはなぜか、というのが、本稿で考えようとし

ている問題の核でもある。

　すでに拙稿「鬼と地獄のあれやこれ　―アニメ『鬼灯の冷徹』の地獄と妖

怪―」でも簡単に触れたが、近年において地獄を扱い、また広く人気を博し

ているのは『鬼灯の冷徹』および『地獄少女』という二大タイトルである 4。

『鬼灯の冷徹』はアニメ化を果たしたギャグマンガであり、『地獄少女』はホ

ラーアニメである（マンガ版も存在するが、企画はアニメが先であった）。

　単純化すれば、『鬼灯の冷徹』は「地獄に妖怪がいる」様子を描いたギャ

グマンガである。一方の『地獄少女』は、「地獄から妖怪が来る」ホラーア

ニメであり、基本的に地獄それ自体は描かれない（ただし地獄は、妖怪がい

る場所として設定されている）。それでは、現代のサブカルチャーにおける〈地

獄〉表象を考える上で避けて通れないこれらの二作品の概要を、簡単に押さ

えておこう。

３　妖怪のいる地獄アニメ

　江口夏実『鬼灯の冷徹』は、亡者たちを責める獄
ごくそつ

卒たちの「日常」を描き、

地獄を笑いの対象に据えたギャグマンガであり、2011 年から連載が続く。

2014 年、2017 年にはＴＶアニメも放送された。

　本作の主人公は「鬼灯」という名の、額に一本角を生やした美丈夫の獄卒

である。鬼灯は閻魔大王の敏腕補佐官であると同時に、部下でありながら、

鷹揚な性格の上司である閻魔大王を行き過ぎた体罰で厳しく監督している。

そうした、現実では有り得ない設定が、笑いを生み出しているのである。

　原作は、特定の職種をクローズアップした「お仕事マンガ」的な側面も持

つが、その「仕事」が、現実には存在しない地獄の獄卒の業務である、とい
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２　地獄イメージの現在

　近代から現代にかけても、小説・映画やマンガ・アニメ・ゲームなど、文

芸作品やサブカルチャー領域の作品群において、地獄を題材にしたものは多

い。そしてそれらは、恐怖の対象として地獄を扱うものと、笑いの対象とし

て地獄を扱うものに大別されよう。近年の作品の方向性において、ときに両

者の線引きは難しいものの、大筋としてはどちらかに分類可能だろう。

　地獄を恐怖の対象とした映画としては、たとえば、中川信夫監督『地獄』

（1960 年公開、新東宝制作・配給）や、神代辰巳監督『地獄』（1979 年公開、

東映京都撮影所製作・東映配給）などが想起される。これらの映画が公開さ

れてから久しい現在においては、必ずしも恐怖のみで語れる映画ではなくな

ってしまっているのだが、少なくとも公開当初は、怪奇映画、ホラー映画と

しての効果を大いに期待して作られたものであったはずだ。

　一方、地獄を笑いの対象としたものとしては、たとえば、宮藤官九郎が監

督・脚本をつとめた映画『TOO YOUNG TO DIE ！　若くして死ぬ』（2016

年公開、東宝配給）が記憶に新しい。そこでの地獄は、ロックバンドを率い

る赤鬼や、気分次第で人間の転生先を決める閻魔大王などが幅を利かせた世

界として描かれている。

　妖怪を扱ったマンガにも、当然のように地獄は登場する。たとえば、原作：

真倉翔・作画：岡野剛『地獄先生ぬ～べ～』は、集英社『週刊少年ジャンプ』に、

1993 年から 1999 年にかけて連載された妖怪マンガである。同作は 1996

年から翌年にかけてアニメも放送された人気作であった。2007 年以降、成

人向けのスピンオフ作品『霊媒師いずな』シリーズとしても展開しているほ

か、2014 年以降はマンガ『地獄先生ぬ～べ～ NEO』として、後日談の連

載が続いている。また 2014 年には実写のテレビドラマ化もされた。

　このように息の長い人気作となった『地獄先生ぬ～べ～』だが、物語の構

造は基本的に、次々と人間の世界に現れる妖怪を、小学校の教師である主人

公の鵺野鳴介（通称「ぬ～べ～」）が倒していく、というものであった。長

い連載の中には地獄についての描写も含まれるが、メインで描かれるのは主
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１　妖怪の棲家はどこか

　「地獄に仏」（「地獄で仏」）は、窮地に陥った状況下に思わぬ助けの手が現

れることを指す。一方、現代日本のアニメなどでは、ときに地獄が妖怪の棲

家として設定されている。言うなれば「地獄にお化け」である。

　「地獄に仏」の場合、その意外性にことわざとしての肝があるのだが、「地

獄にお化け」では、一見すると意外性がない。サブカルチャー作品を受容し

ている層には、地獄に妖怪が存在するという設定が特に違和感なく受け入れ

られていると言ってよいだろう。現代日本人にとって地獄と妖怪とは、親和

性が高いものとして認識されているのである 1。

　本稿では、『鬼灯の冷徹』や『地獄少女』といった、現代のマンガ／アニ

メ作品などにおける「妖怪のいる地獄」像を発端とした上で、近世、そして

中世以前の「地獄」像に遡っていく。そして、本来は当たり前ではなかった「妖

怪のいる地獄」像の成立背景を探りつつ、地獄と妖怪との関係性を再確認し

ていきたい 2。

　あらためて考えてみれば、代表的な妖怪である河童も天狗も、地獄に住ん

でいるわけではない。たとえば通常、河童は川に、天狗は山に住んでいると

想定されている。では、地獄に住んでいる妖怪とは何か。そこで想起される

のが、鬼である 3。しかしながら簡単に、地獄を鬼の棲家とするわけにはい

かない。歴史的に見れば、地獄と鬼との関係も、一筋縄でいくものではない

のである。この問題については、追って確認することとなる。

〈地獄〉表象の変容
─「妖怪のいる地獄」像を巡って─

今 井 秀 和
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また、この偈を同じ規則に従って数字に還元し、図 8 右の定和 100 の四方陣を復元し

ている。なお、この四方陣は「ナーガールジュニーヤ (nāgārjunīya)」という名で知ら

れている。【Datta and Narayan Singh 1992: 56】

28　 この書もナーガールジュナに帰せられていたようである。【Goonetilleke 1882: 84】

29　 『カクシャプタ』にはインドで出版された本がいくつかあり、最も新しいものに 2001

年出版のものがある。校訂に用いたのは以下の二本のデーヴァナーガリー版、一本の

ベンガリー版である。写本は無数に存在している。校訂に用いたのは Śata-Piṭaka Series

（vol. 634）に収録されている１本の写本、The Raghunatha Temple Library of the Maharaja 

of Jammu and Kashmir 所蔵の１本の写本（Stein Cat. 4936）、NGMCP にデジタルアーカ

イヴされている 10 本の写本（id27929, 27932, 27933, 27934, 27936, 27937, 27940, 27941, 

27943, 27945）、London Wellcome Library 所蔵の 2 本の写本（Alpha 899, Alpha 900）、東

京大学附属図書館南アジア・サンスクリット語写本データベースにデジタルアーカイ

ヴされている 1 本の写本（Matsunami New No.141）である。

Indrajālavidyāsaṃgrahaḥ; tatra indrajālaśāstram, kāmaratnam, dattātreyatantram, 
saṭkarmmadīpikā, siddhanāgārjunakakṣapuṭam, edited by Śrīāśubodha Vidyābhūṣaṇa and 
Śrīnityabodha Vidyāratna (Calcutta:Vacaspatyayantra, 1915)

Siddhanāgārjuna-Kakṣapuṭam: mūla o anubāda sameta, edited by Pañcānana Śāstrī (Kalikātā: 
Nababhārata Pābaliśārsa, 1984)

Siddhanāgārjunatantram; Siddhanāgārjunakakṣapuṭam, edited by Es En Khaṇḍelavāla 
(Vārāṇasī:Caukhambā Surabhāratī Prakāśana 2001)

30　 【Cammann 1969a: 190-191】

31　 Bṛhatsaṃhitā 14.1-15.32

32　 【井田 2006: 98-97】

33　 ここでは 1-2, 3-4...... の奇数から偶数へチェスの馬の動きで移動するのではなく、

1-3, 5-7...... の奇数から奇数へ移動しているが、その結果、奇数から偶数への移動も

チェスの馬の動きで配置されている。

〈 キ ー ワ ード 〉 magic square, kacchapuṭa, Nāgārjuna's Kakṣapuṭatantra, Varāhamihira's 

Bṛhatsaṃhitā, Nārayāṇa's Gaṇitakaumudī, Raghunandana's Smṛtitattva
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サンヒター』の 26.6 は、「天秤の竿」を意味しているものと思われる。なお、『ブリハット・

サンヒター』では「kakṣa」の語は主に「腋」の意味で用いられているが、次の四つの

例外が有る。「（惑星の）軌道」（2.（10））「（象の）腹帯」（24.17, 93.13）、そして前述の「天

秤の竿」（26.6）である。

9　   【林 1987: 161】

10　 【林 1989: 616 621 632】

11　 【Cammann 1969a: 189, 林 1989: 621 629】

12　 【Cammann 1969a: 189, 林 1989: 65】

13　 【Cammann 1969a: 190-191, 林 1989: 616-617 621 626】

14　 【Cammann 1969a: 206-207, 林 1989: 616 621 637-638】

15　 【林 1989: 621 630-631】

16　 【Cammann 1969a: 202, 林 1989: 621 673】

17　 【Cammann 1969a: 203, 林 1989: 616】

18　 【林 1989: 616 627】

19　 【林 1989: 626 632】

20　 【Cammann 1969b: 273, 林 1989:628 634】

21　 【林 1989: 617 622 638-639】

22　 【Cammann 1969b: 274, 林 1989: 617 622 634-635】

23　 【林 1989: 640】

24　 【Cammann 1969b: 273】

25　 【林 1987: 163】

26　 【林 1987: 163-164】

27　 【Goonetilleke 1882: 83-84】

arka indu nidhā nārī tena lagna vināsanaṃ/

Goonetilleke は、この偈の文字の配列を一定の規則に従って数字に還元すると、0-1-0-

8-0-9-0-2-6-0-3-0-4-0-7-0 になるとして、この数字の配列から図 8 左の定和 38 の四方陣

を復元している。

nīlaṃ cāpi dayācalo naṭabhuvaṃ khārīvaraṃ rāginaṃ/

bhūpo nāri vago jarā caranibhaṃ tānaṃ śataṃ yojayet//
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嘗試論之曰。夫明咒者梵云毘睇陀羅必棏家。毘睇譯爲明咒。陀羅是持。必棏家是藏。

應云持明咒藏。然相承云此咒藏。梵本有十萬頌。唐譯可成三百卷。現今求覓多失少全。

而大聖没後阿離野那伽曷樹那。即龍樹菩薩。特精斯要。（中略）斯之咒藏東夏未流。

所以道琳意存斯妙。故咒藏云。升天乘龍役使百神。利生之道唯咒是親。淨於那爛陀。

亦屢入壇場希心此要。

3　   【山野 2004】参照

4　    Kaksaputatantra 1.11-13

vaśyam ākarṣaṇaṃ stambhaṃ moham uccāṭamāraṇam/

vidveṣaṃ vyādhikaraṇaṃ paśuśasyārthanāśanam//

kautukañ cendrajālañ ca yakṣiṇīmantrasādhanam/

ceṭakañ cāñjanaṃ divyam adṛśyaṃ pādukāgatiḥ//

guṭikākhecaratvañ ca mṛtasaṃjīvanādikam/

tathā kakṣapuṭīsiddhiḥ sāṅgopāṅgam anekadhā//

5　    mChan khung gi sbyor ba（skt. Kakṣapuṭa）

デルゲ版（Toh.1609）: bsTan' 'gyur, rGyud 'grel, Yā.72b 

北京版（Otani no.2480）: bsTan' 'gyur, rGyud 'grel, 'A.89b

奧書に「slob dpon klu sgrub kyi zhal snga nas mtzad pa （アーチャールヤ・ナーガールジ

ュナの御口よりなされた）」とあり、ナーガールジュナに帰せられているが、全体で

一葉半ほどの小論であり、現存する『カクシャプタ』の翻訳ではない。

6　    Nirukta 4.18

kacchapaḥ kacchaṃ pāti/ kacchena pātīti vā/ kacchena pivatīti vā/ kacchaḥ khacchaḥ 

khacchadaḥ/ ayam apītaro nadī kaccha etasmād eva/ kam udakam/ tena chādyate/

7     「亀」と「魔方陣」との関係について、林隆夫は、中国における「河図洛書」の伝承に

ついて触れている【林 1987: 161】。即ち、禹王が黄河を訪れたときに河から背中に図

の描かれた龍馬が現れ、また洛水を訪れたときに背中に書の描かれた亀が現れ、その

河図または洛書が方陣の起源となったとするものである。しかしながら中国の魔方陣

の知識がこの伝承と共にインドへと伝わったとする確たる証拠があるわけではない。

8　  『Monier Williams Sanskrit English Dictionary』は「kakṣa」に「balance, equality, similarity, 

resemblance」の意味があるとするが、その用例の一つとしてあげている『ブリハット・
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W. Goonetilleke [1882] 
‘The American Puzzle’, Indian Antiquary 11, pp. 83-84

Schuyler Cammann [Feb. 1969a]
 ‘Islamic and Indian Magic Squares. Part I’, History of Religions Vol. 8 No. 3, pp. 181-209

Schuyler Cammann [May 1969b] 
‘Islamic and Indian Magic Squares. Part II’, History of Religions Vol. 8 No. 4, pp. 271-299

Takao Hayashi [1987],
’Varāhamihira’s Pandiagonal Magic Square of the Order Four’, HISTORIA MATHEMATICA 14 , pp. 
159-166

Arion Roşu [1986]
‘Mantra et yantra dans la médecine et l'alchemie indiennes’, Journal asiatique 274, pp. 203–268 

林 隆夫 [1989]
「方陣の歴史 :16 世紀以前に関する基礎研究」『国立民族学博物館研究報告』13, pp. 615-636 

Bibhutibhusan Datta and Awadhesh Narayan Singh (Revised by Kripa Sankar Shukla), [1992] 
‘Magic Squares in India’, Indian Journal of History of Science 27(1), pp. 51-120

山野智恵 [2004]
「ナーガールジュナとラサーヤナ」『智豊合同教学大会紀要 ( 智山学報 )』第 53 輯 , pp.63-82

井田克之 [2006]
「クールマチャクラについて」『論集』33 印度学宗教学会 , pp. 98-97

大森清美 [2013]
『魔方陣の世界』日本評論社 , pp. 59-104

註

1     クシェーメーンドラ（Kṣemendra）の『カラーヴィラーサ（Kalāvilāsa）には、「Kakṣapuṭa」

の書名とその著者名「Nāgārjuna」が言及されている。クシェーメーンドラの生存年代

は、十世紀後半より十一世紀前半と考えられているため、『カクシャプタ』は、彼の

同時代にはすでに成立していたと見ることができる。

Kalāvilāsa  9.19

kakṣapuṭe nāgārjunalikhitā yuktir vidhīyatāṃ dhūpe/  

yo hartuṃ mohāditi dhūrto.agnau kṣipati paravittam//

2　  『大唐西域求法高僧傳』卷二（T no.2066）:51.6c-7a



蓮花寺佛教研究所紀要　第十一号

388(23)

以降、インドにおいて、完全四方陣の作例が十世紀まで現れないのは奇妙で

あるが、『カクシャプタ』の例からも伺えるように、こうした知識は、一見

しただけではそれが説かれていることがわからないようなやり方で記述さ

れ、専門家の間で伝承されていたのであろう。

　十三世紀頃からは、数の一般原理を探求する数学が発展するとともに、魔

方陣の作成法の研究が発展し、ナーラーヤナの『算術の月光』などの数学書

の中で、魔方陣が扱われるようになった。しかしながら魔方陣の神秘性は数

学書の中でも依然と保たれており、たとえば、ラグナンダナの説いた魔方陣

は、純粋に数学的な興味から作成されたものというよりも、呪術的な効用を

期待して作成されたものであったといってよい。科学と呪術の分岐点は我々

が想像するほど明確なものでない。

 　以上、本論では、『ブリハット・サンヒター』で説かれていた魔方陣が、『カ

クシャプタ』において、その基本的な用法、つまり薬種を調合するための

道具という用法を保持しつつ、魔方陣の持つその「全方吉（sarvato bhadra）」

という「完全性」から、特別な効用が期待され、そこから呪術が生み出され

ていった例をみた。

参考文献

【一次資料】

Bṛhatsaṃhitā
Varahamihira’a Brihat Samhita with an English Translation and Notes, V. Subrahmanya Sastri and M. 
Ramakrishna Bhat, Bangalore 1947: 609-610

Gaṇitakaumudī 
The Gaṇita Kaumudī by Nārayāṇa paṇḍita Part 2, Benares 1942: 358-359

Nirkuta
The Nighantu and the Nirukta, the oldest Indian treatise on etymology, philology and sementics, 
Edited by Lakshman Sarup, Delhi 1967: 64

Smṛtitattva
Smṛtitattva of Raghunandanabhaṭṭacaryya. Edited by Jīvananda Vidyāsāgara, Calcutta 1895: 621

【二次資料】
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　ラグナンダナの方法は、奇数の数列、1, 3, 7, 5 をチェスの馬の動きで配置

し 33、その隣に、偶数の数列、 8, 6, 2, 4 を配置していくものである（第三の

規則）。数列を使って簡略化しているが、ナーラーヤナの方法と同様、1-8、

2-7、3-6、4-5 のペアが交互に配置される結果が得られる。1 から 8 までを配

置したら、次に第一の規則を応用して、1 から 8 までの数のそれぞれ斜め二

つ上あるいは斜め二つ下の数の和が定和の半分になるように、残りの区画を

埋めていけばよい。ラグナンダナはこの方法により、様々な定和の完全四方

陣を作ることが出来るとする。

図 14　ラグナンダナの作成方法

1

3

7

5

1 8

3 6

7 2

5 4

1 8 10 15

12 13 3 6

7 2 16 9

14 11 5 4

　以上のように、ナーラーヤナ、ラグナンダナの完全四方陣がともに三つの

規則を共有しているという事実によって、『ブリハット・サンヒター』と『カ

クシャプタ』の関係性を、さかのぼって補強することができるだろう。この

ことは同時に、ヴァーラーヒミヒラの時代からナーラーヤナ、ラグナンダナ

へと至るまで、インドにおける完全方陣の作成方法の伝承が受け継がれてい

た可能性を示唆しているといえる。

まとめ

　『カクシャプタ』の成立年代を十世紀頃とするならば、ここに紹介した四

方陣は、これまで発見されている 1 ～ 16 までの自然数を用いた完全四方陣

の作例としては最も古いものとなる。六世紀の『ブリハット・サンヒター』
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5 の左図を例にとると、1 → 2 は下に一つ、右に二つ、逆に 3 → 4 は上に一

つ、左に二つ移動していく。これで 1 から 8 までが埋まる。同様に（9, 16）

（10, 15）（11, 14）（12, 13）の数列のペアも、チェスの馬の動きで 9 → 10、

11 → 12 と順・逆に移動する。これで 9 から 16 までが埋まる。

図 13　ナーラーヤナの作成方法

1

2

4

3

1 8

2 7

4 5

3 6

1 8 13 12

14 11 2 7

4 5 16 9

15 19 3 6

　次にラグナンダナによる完全四方陣の作成方法を確認しよう。『聖典の真

実（Smṛtitattva）』「占星術の真実（Jyotitattva）」は次のように述べている。

Smṛtitattva  Jyotitattva

pañca-rekhāḥ samul-likhya tiryag-ūrdhva-krameṇa hi/

padāni ṣodaśāpādya tv ekam1 ādhye munau trayam3//

navame sapta7 dadyāt tu vāṇaṃ5 pañcadaśe tathā/

dvitīye 'ṣṭāv8 aṣṭame ṣaṭ6 diśi dvau2 ṣoḍaśe śrutiḥ4//

ekādinā samaṃ deyam icchāṅkārdhaṃ trikoṇake/

tadā dvātriṃśad-ādiḥ syāc catuṣ-koṣṭheṣu sarvataḥ//

＊　アラビア数字は便宜上、筆者が加えた。

縦横の順で五本ずつの線を引き、十六の区画 （pada）をつくり、第一番目に

1 を、七番目に 3 を、九番目に 7 を、十五番目に 5 を置くべきである。同様

に二番目に 8 を、八番目に 6 を、十番目に 2 を、十六番目に 4 を［置くべき

である］。斜め三番目は、一など ［の既に置いた数］を加えると、望む［定和の］

数字の半分に等しいものを置くべきである。そのとき、四つの区画（koṣṭha）

は全方向に三十二等［の定和］になるだろう。　＊　［　］は筆者が補った語



『カクシャプタ・タントラ』の魔方陣

391 (20)

共通して見られる三つの特徴を兼ね備えるのは、880 種の四方陣のうち 16

種しかないということになる。もちろん 880 種の中から、任意の二つを選ん

で比較すれば、おそらく何かしらの共通点があろうから、16 種という数が

多いか少ないかは一概には言えないようにも思える。しかし、後代のナーラー

ヤナ（Nārāyaṇa）やラグナンダナ（Raghunandana）もまた、この三つの規則

を依用した完全四方陣の作成方法を述べていることは注目に値する。

　ナーラーヤナは『算術の月光（Gaṇitakaumudī）』において次のように述べ

ている。

Gaṇitakaumudī  Chapter14

caturaṅga-turaga-gatyā dvau dvau śreḍhī samudbhavā vaṅkau/

nyasya kramotkrameṇa ca koṣṭhaikyaikāntareṇa ca tau//10//

savyāsavya-turaṅgama-rītyā koṣṭhān prapūrayed aṅkaiḥ/

sama-garbhe ṣodaśa-gṛha-bhadre prokto vidhiś cāyam//11//

tiryak-koṣṭha-gatānām urdhva-sthānāṃ ca karṇagānaṃ ca/

aṅkānāṃ saṃyogaḥ pṛthag mitho jāyate tulyaḥ//12//

チェスの馬の動きにより、二つずつ数列がジグザグに生じる。順・逆に、一

つ目と一つおき（つまり二つ目）の区画に、二つ［の数］を置く。左と右の

馬の進みで、区画を数字によって埋めるべきである。この規則は十六の区画

が「吉（bhadra）」である偶数方陣に関して述べられた。水平に並んだ区画、

垂直に並んだ区画、対角線上にある区画の数字のそれぞれの和は、互いに等

しくなる。　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　［　］は筆者が補った語

　ナーラーヤナの記述は簡略であるため、実際の手順がわかりにくいかもし

れないが、ナーラーヤナが例示した二つの図（図５）を参考にすると、両者

において第三の規則の数列のペア、（1, 8）（2, 7）（3, 6）（4, 5）がジグザグに

配置されていることがわかる。この数列のペアを第二の規則のチェスの馬

の動きで 1 → 2、3 → 4 と順・逆に移動して埋めていけばよいのである。図
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三、全体を左右に分割すると、隣り合う数字の配列に一定の規則が現れる。

図 12　第三の規則

ペアの数列は以下のように作られる。

1から4までの自然数を上下、下上の順に配置しながら、合計が５になるペアを二種（1, 4）（2, 

3）と、5 から 8 までの自然数を上下、下上の順に配置しながら、合計が 13 になるペアを

二種（5, 8）（6, 7）をつくる。

1 4

2 3

5 8

6 7

『ブリハット・サンヒター』

2 3 5 8

5 8 2 3

4 1 7 6

7 6 4 1

1 から 8 までの自然数を上下、下上の順に配置しながら、合計が９になるペアを四種（1, 8）

（2, 7）（3, 6）（4, 5）と、9 から 16 までの自然数を上下、下上の順に配置しながら、合計 25

になるペアを四種（9, 16）（10, 15）（11, 14）（12, 13）をつくる。

1 8

2 7

3 6

4 5

9 16

10 15

11 14

12 13

『カクシャプタ』

5 4 9 16

10 15 6 3

8 1 12 13

11 14 7 2

　ちなみに、第一の規則は、完全方陣を構成するための要件であり、これは

完全方陣を形成する 48 種全てが満たしている要件である。第二のチェスの

馬の移動法の要件を満たしているのはそのうちの半数、24 種になる。第三

のペアの数列が現れるのも 48 種の完全方陣のうち半数の 24 種ある。そして

上記の三つの条件を全て満たす四方陣は 16 種になる。

　つまり『ブリハット・サンヒター』と『カクシャプタ』の四方陣の数列に
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察すると、以下の三点の共通点が見られる。

一、任意の数とその斜め二つ上あるいは斜め二つ下の数の和が定和の半分に

なる。

図 10　第一の規則　

『ブリハット・サンヒター』

2 3 5 8

5 8 2 3

4 1 7 6

7 6 4 1

 1+8=9

 2+7=9

 3+6=9

 4+5=9

『カクシャプタ』

5 4 9 16

10 15 6 3

8 1 12 13

11 14 7 2

 1+16=17 5+12=17

 2+15=17 6+11=17

 3+14=17 7+10=17

 4+13=17 8+ 9=17

二、1-2, 3-4, 5-6, 7-8…… の奇数から偶数への移動が全てチェスの馬の動き

で進む。（チェスの馬の動きによって配置する数を横列・縦列・対角線から

排除する趣旨である）

図 11　第二の規則

『ブリハット・サンヒター』

2 3 5 8

5 8 2 3

4 1 7 6

7 6 4 1

『カクシャプタ』

5 4 9 16

10 15 6 3

8 1 12 13

11 14 7 2
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５　『ブリハット・サンヒター』『カクシャプタ』に共通する四方陣の特徴

　以上、『ブリハット・サンヒター』、『カクシャプタ』各々の四方陣を確認

した所で、次に、『カクシャプタ』の四方陣が、『ブリハット・サンヒター』

の四方陣を直接、あるいは間接的な典拠としたという仮定にたって、両者の

共通点を確認していくことにする。ここで、このような仮定をたてたのには

二つの根拠がある。

　第一に、両者がともに完全四方陣であるため。縦横対角線の合計が 34 に

なる四方陣は、反転、鏡像を除くと 880 種あるとされる。そのうち、完全方

陣を形成するのはわずか 48 種である。

　第二に、『カクシャプタ』の第一章に説かれる亀を象ったヤントラ「kūrma-

cakra」（亀の輪）も『ブリハット・サンヒター』にその祖型を見出すことが

できるため。

　第二の根拠について補足しておくと、『カクシャプタ』の第一章に説かれ

る「kūrmacakra」は、3×3 の九の区画を持ったヤントラであり、呪法を行う

場所の吉凶を占うために用いられるものである。『メール・タントラ（Meru-

tantra）』や、『タントラ・ラージャ・タントラ（Tantrarājatantra）』などのタン

トラにも説かれており、「kūrmavibhāga」（亀の区分）とも呼ばれている。こ

の「kūrmavibhāga」の語は『ブリハット・サンヒター』にも見出すことがで

きる。『ブリハット・サンヒター』の「kūrmavibhāga」は王の盛衰を占うた

めの 3×3 の九の区画を持つ図形であり、九の区画にインド全体の土地がそ

れぞれ配当され、さらに星宿が三つずつ配置される。この星宿と凶星の関

係から、それぞれの土地の王の盛衰を占うのである 31。タントラに説かれる

「kūrmacakra」や「kūrmavibhāga」はサーダナを行なう場所の吉凶を占うこと

を目的とし、一方『ブリハット・サンヒター』の「kūrmavibhāga」は王の盛

衰を占うことを目的としているという相違が有るものの、そこに明らかな連

続性が認められることは、井田克之がすでに指摘している通りである 32。

　さて、上記の理由から、『ブリハット・サンヒター』の四方陣が『カクシャ

プタ』の四方陣の典拠となったとする仮定にたち、両者の四方陣の数列を観
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47 11, 12, 5, 6 ティラカ
又は体に塗る

蛇、猛獣、悪者を避ける 等脚台形

48 7, 6, 9, 12 焼香を与える あらゆる者を意のままにする 縦列
49 4, 1, 14, 15 体に塗って相手に触れる 対論者を打ち負かす 縦列
50 3, 6, 15, 10 手と足に塗って相手に触れる 女性、男性を意のままにする 横列
51 12, 1, 13, 8 香にして塗る 家に富をもたらす 横列
52 16, 11, 1, 6 塗る　又は持つ 世界を意のままにする 対角線
53 16, 6, 11, 1 眼膏 人々を混乱させる、視覚を遮る 対角線
54 12, 1, 7, 14 焼香 視覚を狂わす 正方形
55 8, 1, 15, 10 焼香 視覚を狂わす 正方形
56 13, 12, 6, 3 ティラカ あらゆる者を意のままにする 正方形
57 2, 7, 12, 13 ティラカ 人々を混乱させる　

様々な論に打ち勝つ
正方形

58 10, 5, 15, 4 貯水場に混ぜて人に飲ませる（人々を）意のままにする 正方形
59 9, 6, 15, 4 摂取させる あらゆる者を意のままにする 正方形
60 15, 1, 12, 6 焼香 人々を意のままにする 正方形
61 16, 7, 2, 9 体に塗る 性交において恋人を意のままに

する
長方形

62 14, 7, 4, 9 焼香 熱、悪霊、毒を除く 長方形
63 14, 11, 4, 5 飲む　又は薫じる 解毒する 長方形
64 16, 3, 13, 2 飲む 解毒する

猛毒にあたった人を蘇生させる
縦列

65 10, 16, 3, 5 粉末を摂取する 家畜を意のままにする 長方形
66 16, 13, 3, 2 お守り 罪人の縄を解く　

( 訴訟に？ ) 勝つ
縦列

67 16, 3, 4, 11 丸薬を摂取する 長寿を獲得する 不等辺四角形
68 16, 6, 7, 5 飲む 五体満足の子を授かる 凹四角形
69a 8, 11, 13, 2 飲む 五体満足の子を授かる 長方形
69b 10, 3, 8, 13 粉末 敵を滅亡させる 長方形
70 11, 8, 13, 2 体に塗る 訴訟に勝つ 長方形
71 15, 2, 4, 13 眼膏 地中の財宝を見つける 平行四辺形
72 9, 6, 8, 11 手に塗る

足に塗る
栄光を得る
100 ヨージャナ行くことができる

平行四辺形

73 11, 1, 14, 8 眼膏 長所を具えた恋人を得る 正方形
74 16, 11, 3, 4 焼香 てんかんを除く 不等辺四角形
75 3, 13, 7, 11 口に含む 姿を消す 不等辺四角形
76 10, 4, 7,13 頭に置く 空中を行く 平行四辺形

＊　×（備考欄）は数の合計が 34 にならないもの

　これらの組み合わせの中には、凹四角形や不等辺四角形などの不規則な四

角形を形成するものや、そもそも数の合計が 34 にならないものも若干含ま

れている。これらについては写本の伝承の問題や、あるいは筆者の読み違い

などもあるかもしれないことを断わっておこう。
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前行として一万回これを唱えれば、あらゆる成就が実現するだろう。

＊　［　］は筆者が補った語

　以上が、呪術に用いる薬種を調合する準備の段階にあたり、以下にはこの

十六の区画の任意の一列、あるいは任意の四角から取った四種の薬種の合成

物を使った呪術とそれによってもたらされる利益が説かれている。引用が長

くなるのでテキストは省略し、その内容を以下の表にまとめた。

偈 数列 使用方法 利益 備考
28 16, 3, 13, 2 体に塗る

眼膏
人々を意のままにする 

王を意のままにする
縦列

29 2, 7, 14, 11 体に塗る
摂取する

人々を意のままにする 

女性を意のままにする
横列

30 16, 9, 4, 5 体に塗る
香りを付けた布か花を与える

人々を意のままにする
王、女性を意のままにする

横列

31 15, 1, 12, 6 体に塗る 人々を意のままにする 正方形
32 16, 1

9, 2

4, 1

5, 1

16, 1, 11

焼香
丸薬
眼膏
アロマバス
摂取する

あらゆる者を意のままにする ×

33 5, 1, 2 アロマバス あらゆる者を意のままにする ×
34a 6, 9, 3, 16 ティラカ あらゆる者を意のままにする 正方形
34b 7, 12, 13, 2 膣に塗る 夫を意のままにする 正方形
35 10, 5, 15, 4 丸薬 （人々を）意のままにする 正方形
36ab 3, 10, 8, 13 体に塗る （人々を）恐れさせる 長方形
36cd 8, 2, 13, 11 膣に入れる 子を授かる 長方形
37 10, 8, 7, 9 手に塗る ギャンブルで勝つ 等脚台形
38 14, 13, 3, 4 丸薬 盗難を避ける 等脚台形
39 3, 1, 7, 9 膣に塗る 子を授かる ×
40 15, 10, 3, 6 丸薬を口に含む　

又は手に塗る
力を得る、戦いで攻撃を避ける 横列

41 13, 12, 1, 8 粉末 暴風で敵軍をバラバラにする 横列
42 15, 1, 8, 10 粉末を水に入れて飲む 敵軍を打ち負かす 正方形
43 11, 1, 6, 16 粉末を水に入れて飲む

又はティラカ
敵軍が逃亡する 対角線

44 16, 9, 4, 5 足に塗る 意のままに水上を歩く 横列
45 1, 12, 7, 14 足に塗る 意のままに水上を歩く 正方形
46ab 4, 10, 7, 13 口に含む 毒を抑える 平行四辺形
46cd 13, 12, 6, 3 ティラカ 敵軍を打ち負かす 正方形
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　この四方陣は、呪術を行なうための用具、ヤントラであり、『カクシャプタ』

では、以下のようにこのヤントラに薬種を配置し、聖化する手順を説く。

Kakṣapuṭatantra  Chapter20

bhūrjapatre paṭe vā 'tha caturasraṃ samālikhet/

rocanākuṅkumābhyān tu kuryāt ṣoḍaśakoṣthakam/

hāṃ hīṃ hūṃ haś caturdikṣu ekaikaṃ bījam ālikhet//24//

mātrāṣṭakaṃ likhed dikṣu mama rakṣatu saṃyuge/

mantreṇa huṃphaḍantena praṇavādyena tatkramāt/

ruddhvā pāśāṅkuśābhyān tu rekhāgre vajram ālikhet//25//

ṣoḍaśānān tu koṣṭhānāṃ madhye hy ekaikam auṣadham/

sthāpayet pūjayed dhīmāṃś caṇḍamantreṇa bhaktitaḥ//26//

īśānyādikrameṇaiva kuṇḍalākārato bhavet/

sthāpanaṃ pūjanañ caiva sarvakāmārthasiddhaye//27//

oṃ hrīṃ raktacāmuṇḍe turu turu mama sarva-siddhiṃ kuru kuru svāhā//

ayaṃ mantraḥ pūrva-sevāyuta-japāt sarva-siddhikaro bhavet//

24: カバノキの樹皮あるいは布の上に、牛黄とターメリックで、四角を描き、

十六の区画にわける。四方には、hāṃ、hrīṃ、hūṃ、haḥ、の種字をそれぞれ書く。

25:［八］方に八の文字、「ma、ma、ra、kṣa、tu、saṃ、yu、ge （戦いにおいて、

我を守護せよ）」を書き、最後に「huṃ paḍ」を、最初に「oṃ」を付加する。

鎖と鉤で囲み、行の終わりには金剛杵を描く。

26: 十六の区画のそれぞれの中央に薬種を一つずつ置く。行者は、チャンダ・

マントラを唱えながら、献身的にプージャーを行なう。

27:　北東から順にスパイラル状に、薬種をおいて供養する。あらゆる願い

と富を成就するために。 

「Oṃ hrīṃ Raktacāmuṇḍe turu turu mama sarva-siddhiṃ kuru kuru svāhā（オーン、

フリーム、赤いチャームンダーよ、私のために破壊せよ、破壊せよ、すべて

の成就をなせ、なせ、スヴァーハー）」
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図９　『カクシャプタ』の四方陣
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　上記の文中には名詞よって数字を表す「ブータ・サンキャー（Bhū-

ta-saṃkhyā）」が用いられており、また数字の配置法も特殊であるため、一読

しただけではそこに魔方陣が説かれていることを発見することは難しい。な

お『カクシャプタ』で用いられているブータ・サンキャーは下記の通りである。

1  candra 月  2  pakṣa 羽 3  guṇa グナ  4  yuga ユガ  

5  bāṇā 矢  6  rasa 味 7  samudrā 海  8  nāga 龍 

9  graha 惑星  10 diś 方向 11 rudra ルドラ神 12 ravi 太陽神

13 smara カーマ神 14 bhuvana 世界 15 tithi 日  16 kalā 1/16

　さて『カクシャプタ』では、提示された数列、16, 3, 13, 2, 7, 14,11,8, 10, 5, 

4, 9, 6, 12, 1, 15 を北東からスパイラル状に配置することによって、四方陣を

形成していく。方陣を作成する際には、通常は各地域の書字法に従って、つ

まり中国では右上からはじめて上から下へ、イスラーム世界では右上からは

じめて右から左へ、インドでは左上からはじめて左から右へと数列を配列し

ていくが 30、この法則に反して、『カクシャプタ』では、北東、つまり右上

から始めている。ただしこれは中国やイスラームの影響によるものではなく、

一般的なヤントラの作成方法（つまり東南西北の順に回転しながら配列する）

に従っているのである。
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bhāgāḥ ṣoḍaśa16 bhṛṅgasya sahadevyās trayas3 tathā/

trayodaśa13 śikhābhāgāḥ putrajārī dvi2-bhāgikā//18//

hastajoṭī sapta7 bhāgā gorāmbhāyāś caturdaśa14/

ekādaśa11 rudantyās tu vandhyā-karkoṭikā 'ṣṭa8 ca//19// 

daśa10 bhāgā (rudrajaṭā) viṣṇukrāntā tad-ardhakā5/ 

śvetārkasya catur4-bhāgāḥ lajjārī nava9-bhāgikā//20//

ṣaḍ6-bhāgā lakṣmaṇā jñeyā dviṣaṭkā12 meṣaśṛṅgikā/

cāṇḍālī bhāga ekaḥ1 syāt tithy15-aṃśā cendravāruṇī/

etat ṣoḍaśakaṃ yogaṃ sarva-siddhi-karaṃ nṛṇām//21//

pratiyogaṃ catuṣ-koṣṭhe catustriṃśat tu bhāgikāḥ//

grāhayed uktayoge tu yathā yatra yathocitāḥ/

eteṣāṃ paribhāṣā tu jñapti-hetor nigadyate//22//

kalā16-guṇa3-smarāḥ13 pakṣa2-samudrā7 bhuvanāni14 ca/

rudrā11 nāgāś8 ca dig10-bāṇā5 yuga4-graha9-rasaṃ6 raviḥ12/

candraś1 ca tithayaś15 ceti jñātvā bhāgāni saṃharet//23//

＊　アラビア数字は便宜上、筆者が加えた。

さて次に大項目、小項目の説示において、「Kakṣaputī」が［説かれる］。

18: 16 の量の bhṛṇga, 3 の量の sahadevī, 13 の量の śikhā, 2 の量の putrajārī,

19: 7 の量の hastajoti, 14 の量の gorambhā, 11 の量の rudantī, 8 の量の vandhyākarkoṭikā,

20: 10 の量の rudrajaṭā, 5 の量の viṣṇukrāntā, 4 の量の śvetārka, 9 の量の lajjārī,

21: 6 の量の lakṣmaṇā, 12 の量の meṣaśṛṅgī, １の量の cāṇḍālī, 15 の量の indravāruṇī

が知られるべきである。この 16 薬種の処方は人々にあらゆるの成就をもた

らす。 

22: それぞれの処方において、述べられた手順にしたがって、四つの区画か

ら 34 の量をとる。以下、暗記用に、これらのリストを示す。

23: kalā（16）、guṇa（3）、smara（13）、pakṣa（2）、samudrā（7）、bhuvana（14）、

rudrā（11）、nāga（8）、dig（10）、bāṇā（5）、yuga（4）、graha（9）、rasa（6）、

ravi（12）、candra（1）、tithi（15）、以上を心得て、それらの量を配分する。 

＊　［　］は筆者が補った語
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　『カクシャプタ』に四方陣が説かれていることに最初に着目したのは

Goonetilleke である。1882 年に Goonetilleke が雑誌『Indian Antiquary』にお

いて『カクシャプタ』の四方陣として紹介しているものは、しかしながら、

現存する『カクシャプタ』に説かれている四方陣とは異なっている。また、

Goonetilleke が『カクシャプタ』からの引用としてあげている偈 27 は、現存

する『カクシャプタ』の中に見出すことができない。

図８　『スカンダ・カクシャプタ』の四方陣

16 1 13 8

12 9 15 2

6 11 3 18

4 17 7 10

5と 14を除いた 1から 18までの数を用い

た定和 38の四方陣

30 16 18 36

10 44 22 24

32 14 20 34

28 26 40 6

偶数のみによって構成された定和 100 の四

方陣

　Goonetilleke がこの書についての詳しい情報を提供していないため、筆者

はいまだこのテキストを見ることができていないが、Goonetilleke がこの書

の別名としてあげている「スカンダ・カクシャプタ（Skandhakakṣapuṭa）」と

いう名称は現存する『カクシャプタ』の写本のリスト中に見出すことができ

ないことから、『カクシャプタ』とは別書であろうと思われる 28。

　Goonetilleke の記載は、魔方陣の歴史を解説する書の中で繰り返し引用さ

れてきたため、現在はこの四方陣が『カクシャプタ』の方陣として知られて

いる。そのため、まず、ここで現存する『カクシャプタ』に実際に説かれて

いる定和 34 の四方陣の構成を以下に紹介することにしよう。なお、テキス

トは筆者自身による校訂テキストによっている 29。

Kakṣapuṭayantra  Chapter20

atha sāṅgopāṅga-prakaraṇe kakṣapuṭī
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bhadra）」を完成させる。

27: jātī の実 , mṛga, karpūra で香り立たせ、sahakāra, madhu に漬けて、任意の

四つをとることによって、多くの香料が［できる］。

＊　［　］は筆者が補った語

図７　『ブリハット・サンヒター』の四方陣
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　この小箱は、縦、横、対角線の任意の一列（四種）をとると、18 の量に

なるように考案されている（重さの単位は記されていない）。つまりこの

4×4 の小箱は、18 を定和とする四方陣を形成しているということになる。

　なお、26 偈で用いられている「全方吉（sarvato bhadra）」の語は、調合さ

れた香料が吉祥をもたらすことを意味しているようであるが、後世の数学書

では「全方吉（sarvato bhadra）」、あるいは単に「吉（bhadra）」という表現によっ

て、あらゆる方向の任意の一列が定和と等しくなることが含意されており、

魔方陣を言い表す際に用いられる語となっている。

　『ブリハット・サンヒター』の四方陣は 1 ～８まで数を二回用いた特殊な

四方陣ではあるが、この四方陣も、カクシャプタ同様、縦、横、対角線の列

ばかりでなく、十六の区画中の四区画を使って構成される様々な四角形の合

計が 18 になる完全四方陣として考案されている。

　　

４　『カクシャプタ・タントラ』の Kacchapuṭī
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　これに類似した四方陣は、六世紀の宮廷占星術師、ヴァラーハミヒラ

（Varāhamihira）によって著された『ブリハット・サンヒター』にも登場する。

さまざまな現象から吉兆や凶兆を読み解く占術について解説したこの書は、

七十三章から七十七章において性愛に関する秘訣などを説いており、そのう

ち第七十六章の香の調合（Gandhayukti）において、白髪染、シャンプー、香油、

粉香、丸香、アロマバス、歯磨きなどの調合方を紹介している。その中で、

十六の区画をもつ箱に配置された十六種の香料を調合する方法を以下のよう

に述べている。

Bṛhatsaṃhitā  Chapter76

dvi2-trīndriyāṣṭa358-bhāgair aguruḥ patraṃ turuṣka-śaileyau/

viṣayāṣṭa58-pakṣa2-dahanāḥ3 priyaṅgu-mustā-rasāḥ keśaḥ//23//

spṛkkā-tvak-tagarāṇāṃ māṃsyāś ca kṛtaika41-sapta7-ṣaḍ6-bhāgāḥ/

sapta7-ṛtu6-veda4-candrair1 malaya-nakha-śrīka-kundurukāḥ//24//

ṣoḍaśake kacchapuṭe yathā tathā miśrite catur-dravye/

ye 'trāṣṭādaśa bhāgās te 'smin gandhādayo yogāḥ//25//

nakha-tagara-turuṣka-yutā jātī-karpūra-mṛga-kṛtodbodhāḥ/

guḍa-nakha-dhūpyā gandhāḥ kartavyāḥ sarvato bhadrāḥ//26//

jātīphala-mṛga-karpūra-bodhitaiḥ sa-sahakāra-madhu-siktaiḥ/

bahavo ’tra pārijātāś caturbhir icchā-parigṛhītaiḥ//27//

＊　アラビア数字は便宜上、筆者が加えた。

23: aguru, pattra, turuṣka, śaileyī は 2, 3, 5, 8 の量による。priyaṅgu, mustā, rasa, 

keśa は 5, 8, 2, 3 である。

24: spṛkkā, tvac, tagara, māṃsī は 4, 1, 7, 6 の 量 で あ る。malaya, nakha, śrīka, 

kunduruka は 7, 6, 4, 1 による。

25: 十六区画の「カッチャプタ（kacchapuṭa）」において四つの材料を混ぜ合

わせれば、香をはじめとする合成物のそれらは、18 の量となる。

26: nakha, tagara, turuṣka と混ぜ合わせ、jātī, karpūra, mṛga で作ったもので香

り立たせ、guḍa, nakha によって燻らせたそれらの香は、「全方吉（sarvato 
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イスラーム世界からインドへと伝わったと推論している 24。これに対し、林

隆夫は、六世紀の『ブリハット・サンヒター』の中ですでに完全四方陣が説

かれていることを指摘し、これを歴史上最初に確認される四方陣の例である

とした 25。『ブリハット・サンヒター』の四方陣は、定和が 18 になるように

1 から８の数を二回用いた特殊な四方陣であるが、林隆夫はこの特殊な四方

陣を考案するための原型となったであろう、1 から 16 の数を用いた四方陣を、

その可能性として四種類、復元している。そしてそのうちの一つが、イスラー

ム世界でよく知られたいわゆる「プラトンの四方陣」と一致することから、

林隆夫は完全四方陣の知識はインドからイスラーム世界へ伝わったものと結

論している 26。

　後のインドにおける四方陣の作例の多くが、完全四方陣である事実からも

類推できるように、林が紹介した『ブリハット・サンヒター』の完全四方陣は、

その後のインドにおける四方陣作成の際の典拠の一つとなった可能性は高

い。しかし、もしそうであるならば『ブリハット・サンヒター』以降、十一

世紀に至るまで、完全四方陣の作例が全く現れないのは奇妙である。

　そこで本論では、十世紀頃のインドにおいて、『ブリハット・サンヒター』

の四方陣をもとに作成された可能性が高い完全四方陣の作例を紹介し、この

秘密の知識が一見しただけではそれが四方陣であるとはわからないようなや

り方で記述され、専門家の間で伝承されていたであろうことを指摘したい。

まずは両者の四方陣を確認していこう。

3 　『ブリハット・サンヒター』の Kacchapuṭa

　『カクシャプタ』の四方陣は、呪術に用いる十六種の薬種を配合するため

の十六の区画を持ったヤントラである。十六の区画にはそれぞれ薬種とその

分量が割り当てられる。十六の区画の任意の縦、横、対角線の一列（四種）

をとると、34 の分量になり、さらに、十六の区画中の四区画を使って構成

される様々な四角形の合計が 34 になるように考案されている。つまり、こ

のヤントラは、定和 34 とする完全四方陣を形成している。
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（Gaṇitasārakaumudī）』（1315 頃）において、3 ～ 9 方陣の作成方法について

述べている 21。

図3  チョーティー・スランの四方陣

7 12 1 14

2 13 8 11

16 3 10 5

9 6 15 4

 パールシュヴァ・ナータの四方陣も同じ

図 4  ペールーの四方陣

15 9 6 4

8 2 13 11

1 7 12 14

10 16 3 5

ペールーの四方陣は完全四方陣ではない

ぺールーの提示している四方陣は完全四方陣ではないが、ナーラーヤナ

（Nārāyaṇa）が『算術の月光（Gaṇitakaumudī）』（1356）において提示してい

る様々な定和の四方陣の作例は全て完全四方陣である。ナーラーヤナは 3 ～

14 方陣の実例と作成法を体系的に論じ、四方陣については「チェスの馬の

移動法」を含む､ 複数の作成法を紹介している 22。また、15 ～ 16 世紀頃の

ラグナンダナ（Raghunandana）は、『聖典の真実（Smṛtitattva）』「占星術の真

実（Jyotitattva）」の中で、様々な定和の四方陣の作成方法を説き、これらを

安産、魔除けなどの護符として用いる実用法を紹介している 23。

 図 5 ナーラーヤナの四方陣   　　　 　　　図 6 ラグナンダナの四方陣

1 8 13 12

14 11 2 7

4 5 16 9

15 10 3 6

1 14 4 15

8 11 5 10

13 2 16 3

12 7 9 6

1 8 10 15

12 13 3 6

7 2 16 9

14 11 5 4

　方陣の作成方法については、イスラーム世界における研究がインドよりも

先行しており、この事実から、Schuyler Cammannは、四次以上の方陣の知識は、
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四方陣の作例が現れるのはこの頃からであり、完全四方陣の発見者はしばし

ばプラトンに帰せられていたようである 16。この「プラトンの四方陣」はイ

スラーム世界において魔除けや護符として広く用いられていた 17。

図 1 『ラサーイル』の四方陣

4 14 15 1

9 7 6 12

5 11 10 8

16 2 3 13

『ラサーイル』の四方陣は完全四方陣ではない

図２ プラトンの四方陣

8 11 14 1

13 2 7 12

3 16 9 6

10 5 4 15

アル・ブーニーやアル・ジンジャーニーの完全四

方陣もこれと同じ

　一方、インドにおいて、文献の上で三方陣が確認できるは、ヴリンダ（Vṛnda）

が著した医学書『シッダヨーガ（Siddhayoga）』（900 年頃）であり、イスラー

ム世界より若干時代が下る。この三方陣は、定和を 30 とする特殊なもので、

安産の護符として使用されている 18。インド・イスラーム世界では三方陣が

安産の護符として広く用いられていたようであり、インドではヴリンダ以降

も、チャクラパーニ（Cakrapāṇi）の『チキッサーサングラハ（Cikitsāsaṃgraha）』

（1050 頃）、ヴァンガセーナ（Vaṅgasena）の『チキッサーサーラサングラハ

（Cikitsāsārasaṃgraha）』などの医学書が、三方陣の作例を掲載している 19。

　文献以外の作例としては、11 世紀頃の遺品であるドゥダイ（Dudhai）の

チョーティー・スラン（Choṭī Surang）寺院の門石、12 ～ 13 世紀頃の遺品

であるカジュラホ（Khajuraho）のパールシュヴァ・ナータ（Pārśvanātha）寺

院の石壁に、完全四方陣が刻まれていることが報告されている 20。これらが

門石や壁面に刻まれているという事実から、インドにおいても完全四方陣に

は魔除け等の特別な効力が期待されていたとみることができる。

　14 世紀になると、インドでも方陣の作成法についての組織的な研究が

行われるようになる。ぺールー（Ṭhakkura Pherū）は『算術の精要の月光



蓮花寺佛教研究所紀要　第十一号

406(5)

る。ここではこれらのうち、Schuyler Cammann と林隆夫の主要な論文を参

照しながら、インド・イスラーム世界における魔方陣の歴史を、とくに本論

で扱う四方陣の発見と展開を中心に概観しておこう。

　魔方陣の歴史は古く、古くは伝説上の夏の禹王にまつわる「河図洛書」の

伝承があるが、文献の上でこれを確認できるのは漢代の戴徳『大戴礼記』が

最古のものであるとされる。これは最もシンプルな魔方陣、つまり三方陣で

あるが、これがインド、あるいはイスラーム世界で確認されるのは、大分、

時代が下り、九世紀以降とされる。

　イスラーム世界ではアリー・ブン・ラッバン・アッタバリー（Alī ibn Sahl 

Rabbān al-Ṭabarī）の医学書『知恵の楽園（Firdaus al-Ḥikmah）』（850 年）の

中で、安産の護符として定和 15 の三方陣が説かれ 10、また、科学者ジャー

ビル・イブン・ハイヤーン（Jābir ibn Hayyān）に帰せられている『秤の書（Kitāb 

al-Mawāzīn）』（おそらく 900 年頃）にも定和 15 の三方陣が安産の護符とし

て説かれている 11。『秤の書』の著者は、この三方陣の起源を中国ではなく、

紀元前後頃のギリシアの新ピュタゴラス学派のアポロニウス（Apollonios）

に求めている 12。

　イスラーム世界ではこの後、イスマーイール派（al-Ismā'īliyyūn）の神学

書『ラサーイル（Rasā’il）』（983 頃）の幾何学の章に 3 ～ 9 方陣が掲載され、

この頃から方陣の作成法についての研究がはじまったと考えられている。『ラ

サーイル』には三方陣の作成方法として、後に解説する「チェスの馬の移動

法」をあげているが、四次以上の方陣についてはその作例をあげるのみであ

る 13。

　13 世紀に至り、アル・ブーニー（Ahmad ibn 'Alī al-Būnī）が現れると、方

陣の作成法についての組織的な研究が行われるようになったとされる。アル・

ブーニーは、3 ～ 10 方陣の作例をその作成法とともに示しており、四方陣

については、様々な定和を持つ四方陣の作例とともに、完全四方陣を紹介し

ている 14。また同時期にアル・ジンジャーニー（'Abd al-Wahhāb ibn Ibrāhīm 

al-Zanjānī）が「チェスの馬の移動法」による完全四方陣の作成法をはじめ、

様々な定和を持つ四方陣の作成法を提示している 15。イスラーム世界で完全
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四方陣が、ヴァラーハミヒラ（Varāhamihira）の『ブリハット・サンヒター

（Bṛhatsaṃhitā）』にも説かれている。

　『ブリハット・サンヒター』第七十六章「香の調合（Gandhayukti）」に説

かれるこの四方陣は、十六種の香料を調合するための４× ４の十六の区画を

持った小箱として用いられるものである。ヴァラーハミヒラはこれを「kac-

chapuṭa」と呼んでいる。ヴァラーハミヒラが何故、この小箱をそのように名

付けたのかは明らかではない。「kacchapuṭa」を「亀の甲羅」の意味に取ると

するならば、亀の甲羅は幾何学的な格子柄を有する数少ない自然物であるた

め、この小箱を亀の甲羅になぞらえたのだろうか 7。あるいは、「kaccha」の

カウンターパートとしての「kakṣa」には「均衡」の意味もあるとされるから 8、

「均衡（の性質）を持つ入れ物」という意味で用いているのであろうか。

　ともかく、この事例から、本書のタイトルである「kakṣapuṭa」とは、第一

章の亀を象ったヤントラではなく、最終章に説かれる四方陣のヤントラを指

すものであり、『ブリハット・サンヒター』における「kacchapuṭa」と密接な

関係があるものと推測することができる。

　なお、先に言及した、チベット語の同名のテキストは、現存する『カクシャ

プタ』の翻訳ではないが、十六の区画を持った四方陣について説く短いテ

キストである。また後に言及するように、筆者は未見であるが、この他にも

「Skandhakakṣapuṭa」の名称をもつ、別の四方陣を説くテキストが存在してい

るようである。

　林隆夫の指摘によれば、『ブリハット・サンヒター』における「kacchapuṭa」

は、魔方陣の意味に解すべきであるという 9。『Skandhakakṣapuṭa』や、チベッ

ト語の『kacchapuṭa』もまた魔方陣を用いた呪術をテーマとするものである

ならば、「kakṣapuṭa」の語は、「kacchapuṭa」と同様、魔方陣を意味すると解

して差し支えないだろう。

2 　インド・イスラーム世界における魔方陣の歴史

　インド・イスラーム世界における魔方陣についてはすでに多くの研究があ
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1　 Kakṣapuṭa と Kacchapuṭa

　そもそもこの奇妙な名称「Kakṣapuṭa」とは一体、何を意味するのであろ

うか。『Monier Williams Sanskrit English Dictionary』によれば、「kakṣa」は「ベ

ルト」「帯」「腰部」「腋」「秘部」「隠れ場所」「潅木」「干し草」「囲い」「囲

われた場所」「圏」「秤」「均衡」などを意味し、「puṭa」は「空洞」「切れ目」「腰

布」「葉の椀」「入れ物」「包み」などを意味する。両者を合わせた「kakṣapuṭa」

は「腋窩」などの意味を持つとされる。チベット語の同名のテキスト 5 は

「mChan khung gi sbyor ba （脇の結合）」の訳語をあてている。しかしこの書

の内容と「腋窩」との間には何ら関係性が見出せない。

 　筆者が校訂で用いているいくつかの写本は、各章のコロフォンに「Ka-

kṣapuṭa」ではなく、「Kacchapuṭa」のタイトル名を使っている。「kṣ」と「cch」

は音韻上の関連があり、サンスクリット語の「kṣ」はプラークリット語にお

いて「kkh」「ch」「cch」に変化する。「kaccha」は、サンスクリット語の「kakṣa」

と対応すると同時に、「kaśya」にも対応している。「kaśya」のカウンターパー

トとしての「kaccha」は、「岸」「泥地」「葦」の意味を有し、接尾辞 -pa を

付けた「kacchapa」は川岸、泥地に棲息する「亀」を意味する。

　語源解釈の書『ニルクタ（Nirukta）』は「亀（kacchapa）」の語源について、

三つの解釈を与えている。第一にkacchaを守る（pā）もの、第二にkacchaによっ

て守る（pā）もの、第三に kaccha によって飲む（pā）ものである 6。ここで

「kaccha」とは、「空間（kha）」を「覆う（chād）」ものとしての（亀の）口、

あるいは甲羅が含意されている。このことから、「kaccha」と「puṭa」とを合

成した語「kacchapuṭa」は、おそらく亀の甲羅をも意味するものと考えられる。

　『カクシャプタ』は、第一章の「マントラ・サーダナ（Mantrasādhana）」

の冒頭で、亀を象ったヤントラ、「kūrmacakra」について説いている。その

ため筆者は当初、「kacchapuṭa」とはこのヤントラを指すものであろうと考

えていた。しかし、多くの写本が『カクシャプタ』の最終章に説かれてい

る別のヤントラを「kakṣapuṭī」と呼んでいることに気が付いた。このヤント

ラは、４× ４の十六の区画を持った四方陣を形成しており、これに類似した
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穀物、財産を失わせる）、Kautuka（不思議）、Indrajāla（幻術）、Yakṣiṇīmantra-

sādhana（ヤクシニー・マントラの成就法）、Ceṭaka（使役）、Añjana（眼

膏）、Adṛśya（隠身）、Pādukāgati（神足）、Guṭikā（丸薬）、Khecaratva（虚空

行）、Mṛtasaṃjīvanī（蘇生）、以上の十九の呪術の細目をあげている 4。これ

らのいくつかは、仏教タントラ、ヒンドゥータントラの中でしばしば「六法

（ṣaṭkarman）」として類型化されているものである。

　現世利益を目的とする六法に類する呪術を扱うタントラは数多くあるが、

『カクシャプタ』において特徴的であるのは、薬種が多用されていることで

ある。それらは様々な種類の植物の根、葉や果実、牛黃（gorocana）、雄黃

（rocana）、樟脳（karpūra）、ターメリック（kuṅkuma）、動物の身体の一部な

どであり、これらをすり潰して調合したものをマントラで加持し、眼膏、丸

薬、軟膏、ティラカを作り、これを摂取し、或いは身体に塗り付け、その効

果を期待する。これらの薬種の多くはアーユルヴェーダにおいても用いられ

ているものである。

　タントラの呪術は、現実世界における実効性が期待されるため、事象の客

観的な把握に基づく事物の操作を伴う。そのため、これらの呪術は、科学の

前段階とも見なしえる一面を有しているのであるが、これらの呪術では、事

象の客観的な因果関係ばかりでなく、事象の背後にある象徴的な意味が重要

な意味を持ってくる。例えばこれらの呪術では、実際の効用をもつ「薬物

（medical substances）」とともに、象徴的な意味に基づく効用が期待される「呪

物（magical substances）」が多用される。

　タントラの呪術の実践者たちは、実質的効用にせよ、象徴的効用にせよ、

効能ありと見込めば、占星術、算命術、託宣、占い、祈祷、ヨーガ、医術、

錬金術など、ありとあらゆる技術を摂取していった。それはまさに、レヴィ

= ストロースが「ブリコラージュ（Bricolage）」と名付けたところの、一見

無秩序な様々な技術の寄せ集めである。ここでは『カクシャプタ』に見られ

る呪術を事例に、この寄せ集め技術の一端を紹介したい。今回は特にタント

ラと占星術との接続性に焦点をあて、『カクシャプタ』における魔方陣の用

例を以下に見ていく。
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はじめに

　『カクシャプタ・タントラ（Kakṣapuṭatantra）』（以下『カクシャプタ』）は、

十世紀頃に成立したと考えられる呪術の集成書である 1。その背景となる信

仰基盤はシヴァ教にあるが、その著者は伝統的にナーガールジュナに帰せら

れている。

　中世インドにおいて、ナーガールジュナは、錬金術（rasa）や長生術

（rasāyana）をはじめとする呪術に熟達した成就者「シッダ（siddha）」とし

て崇拝されていた。七世紀にインドを訪れた義浄によると、当時のインドに

は「毘睇陀羅必棏家（vidyādharapiṭaka）」と称される呪術の集成が存在して

おり、それは「天に昇り、龍に乗り、百神を使役し、生を利する」いわば仙

術の集成のようなものであったという。義浄は、ナーガールジュナがこのヴィ

ドヤーダラ・ピタカの精要に通じていたと述べている 2。

　様々な呪術に通じたというナーガールジュナの伝説は、仏教ばかりでなく、

ヒンドゥー教、ジャイナ教にも伝わっている 3。「シッダ・ナーガールジュ

ナ・タントラ（Siddhanāgārjunatantra）」の異名を持つこの『カクシャプタ』は、

こうした各宗教に共通するシッダたちの伝統の中で、ナーガールジュナの伝

説の展開とともに形成された呪術の集成書なのである。

　『カクシャプタ』は、現世利益を目的とした様々な呪術を網羅しており、

その内容は多岐にわたる。『カクシャプタ』自身は冒頭において、Vaśya（支配）、

Ākarṣaṇa（魅惑）、Stambha（制止）、Moha（悩乱）、Uccāṭa（滅亡）、Māraṇa（殺

害）、Vidveṣa（不和）、Vyādhikaraṇa（病をもたらす）、Paśuśasyārthanāśana（家畜、

『カクシャプタ・タントラ』の魔方陣
─『ブリハット・サンヒター』との関係から─

山 野 千 恵 子


